


田山　令史 教授　近影





松永　知海 教授　近影





長
き
に
わ
た
り
佛
教
大
学
の
教
育
・
研
究
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
田
山
令
史
先
生
と
松
永
知
海
先
生
は
、
令
和
二
年

度
に
め
で
た
く
古
稀
の
嘉
辰
を
迎
え
ら
れ
、
令
和
三
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
佛
教
大
学
を
ご
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
両
先
生
は
教
育
・
研

究
は
も
と
よ
り
、
佛
教
大
学
で
も
要
職
に
就
か
れ
て
後
進
を
導
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。

田
山
先
生
は
、
三
十
有
余
年
の
在
職
中
、
学
内
で
は
国
際
交
流
研
修
室
室
長
、
学
会
で
は
比
較
思
想
学
会
理
事
を
務
め
ら
れ
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。

松
永
先
生
は
、
三
十
有
余
年
の
在
職
中
、
仏
教
学
部
長
を
は
じ
め
、
仏
教
学
科
長
や
別
科
主
任
等
を
歴
任
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
本
号
を
、
田
山
先
生
と
松
永
先
生
の
古
稀
記
念
号
と
し
て
発
刊
し
、
両
先
生
の
ご
功
績
を
顕
彰
し
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

併
せ
て
、
玉
稿
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
し
た
諸
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
三
月
吉
日

仏
教
学
部
長

　曽

　和

　義

　宏

『
仏
教
学
会
紀
要
』
第
二
十
七
号

　発
刊
の
辞





三

田
山
令
史
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

田
山
令
史
教
授

　
略
歴
お
よ
び
業
績

【
略
歴
】

学
歴

昭
和
四
九
年

　
三
月

　
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
卒
業

昭
和
五
三
年

　
三
月

　
慶
應
義
塾
大
学
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

昭
和
六
三
年

　
九
月

　
ロ
ン
ド
ン
大
学
キ
ン
グ
ス
カ
レ
ッ
ジ

　Ph.D

（
哲
学
）

学
内
役
職

昭
和
六
四
年

　
四
月

　
文
学
部
専
任
講
師
（
〜
平
成
五
年
三
月
）

平
成

　
五
年

　
四
月

　
文
学
部
助
教
授
（
〜
平
成
九
年
三
月
）

平
成

　
九
年

　
四
月

　
文
学
部
教
授
（
〜
平
成
二
二
年
三
月
）

平
成

　
九
年

　
四
月

　
国
際
交
流
研
修
室
長
（
〜
平
成
一
五
年
三
月
）

平
成
二
二
年

　
四
月

　
仏
教
学
部
教
授
（
〜
令
和
三
年
三
月
）

令
和

　
三
年

　
四
月

　
佛
教
大
学
名
誉
教
授



四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

そ
の
他
職
歴

学
会
関
連

所
属
学
会

日
本
カ
ン
ト
協
会

日
本
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
協
会

日
本
仏
教
学
会

比
較
思
想
学
会

平
成
二
六
年

　
四
月

　
比
較
思
想
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
七
年

　
九
月

　
日
本
仏
教
学
会
理
事
（
〜
平
成
三
〇
年
）

【
業
績
】

共
著

空
間
と
幾
何
学
―	

『
現
代
カ
ン
ト
研
究
四
、
自
然
哲
学
と
そ
の
射
程
』
晃
洋
書
房

　
平
成
五
年
一
月

『
静
か
さ
と
は
な
に
か
』	

第
三
書
館

　
平
成
八
年
一
月

『
カ
ン
ト
事
典
』（
六
項
目
）	

弘
文
堂

　
平
成
九
年
一
二
月

三
段
論
法
の
四
つ
の
格	
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
二
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
二
年
九
月

一
七
六
五
―
六
六
年
冬
学
期
講
義
計
画
公
告	

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
三
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
三
年
一
〇
月

負
量
概
念
の
哲
学
へ
の
導
入	

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
三
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
三
年
一
〇
月



五

田
山
令
史
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

誤
解
か
ら
生
じ
た
数
学
論
争
の
解
消	

『
カ
ン
ト
全
集
』
一
三
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
四
年
三
月

空
間
と
時
間
―
主
観
性
を
め
ぐ
っ
て
―	

『
カ
ン
ト
全
集
』
別
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
八
年
三
月

論
文

現
代
イ
ギ
リ
ス
哲
学
の
現
状
と
展
望	

『
理
想
』
四

　
理
想
社

　
昭
和
五
七
年
四
月

カ
ン
ト
の
空
間
論
に
つ
い
て	

人
文
学
論
集
二
三

　
平
成
元
年
一
二
月

一
と
統
一	

佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
年
報
九

　
平
成
三
年
三
月

知
覚
の
問
題	
久
下
陞
先
生
頌
寿
記
念
会
『
仏
法
と
教
育
の
森
―
久
下
陞
先
生
頌
寿
記
念
―
』　
平
成
三
年
三
月

カ
ン
ト
空
間
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学	

人
文
学
論
集
二
五

　
平
成
三
年
一
二
月

心
と
自
我
―
英
国
哲
学
と
盤
珪
―	

比
較
思
想
研
究
一
八

　
平
成
四
年
二
月

一
神
教
に
つ
い
て
―
ヒ
ュ
ー
ム
・
フ
ロ
イ
ト
を
め
ぐ
っ
て
―	

佛
教
大
学
文
学
部
論
集
七
八

　
平
成
六
年
三
月

他
人
の
死
・
私
の
死	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
一

　
平
成
六
年
三
月

科
学
の
一
つ
の
基
礎
―
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て	

『
カ
ン
ト
、
現
代
思
想
と
し
て
の
批
判
哲
学
』
情
況
出
版

　
平
成
六
年
三
月

「
一
」
と
い
う
こ
と
―
解
析
学
の
基
礎
を
め
ぐ
っ
て
―	

比
較
思
想
研
究
二
一

　
平
成
七
年
三
月

一
、
時
間
、
私
の
死	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
二
号
別
冊
『
東
西
の
死
生
観
』
二

　
平
成
七
年
三
月

対
象
と
視
点	

佛
教
大
学
文
学
部
論
集
八
十

　
平
成
八
年
三
月

T
he	M

eaning	of	the	Plurality	of	Religion	

	
D
ongguk	U

niversity

「Buddhism
	

＆	Civilization	in	the	21st	Century

」　
平
成
八
年
一
二
月



六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

『
神
学
大
全
』
第
一
部
第
十
一
問
―
カ
ン
ト
空
間
論
と
の
接
点
―	

佛
教
大
学
文
学
部
論
集
八
一

　
平
成
九
年
三
月

一
の
中
の
平
等	

水
谷
幸
正
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
仏
教
教
化
研
究
・
水
谷
幸
正
先
生
古
稀
記
念
論
集
』　
平
成
一
〇
年
一
二
月

単
一
性
に
つ
い
て	

『
現
代
カ
ン
ト
研
究
七
・
超
越
論
的
批
判
の
理
論
』
晃
洋
書
房

　
平
成
一
一
年
九
月

西
田
幾
太
郎
の
皇
国
観	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
『
近
代
日
朝
に
お
け
る
《
朝
鮮
観
》
と
《
日
本
観
》』　
平
成
一
二
年
三
月

数
学
的
帰
納
法

　
―
そ
の
カ
ン
ト
判
断
論
と
の
関
連
―	

佛
教
大
学
文
学
部
論
集
八
五

　
平
成
一
三
年
三
月

哲
学
の
な
か
の
仏
教
―
法
蔵
の
数
論
―	

日
本
佛
教
学
会
年
報
六
六

　
平
成
一
三
年
五
月

（
研
究
ノ
ー
ト
）
原
担
山
の
身
心
観
を
め
ぐ
っ
て
―
近
代
日
本
の
一
側
面
―

	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
『
現
代
医
療
の
諸
問
題
―
仏
教
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
視
点
か
ら
―
』　
平
成
一
五
年
三
月

透
視
図
法
と
カ
ン
ト
空
間	

佛
教
大
学
文
学
部
論
集
九
十

　
平
成
一
八
年
三
月

知
恵
と
時
間	

日
本
佛
教
学
会
年
報
七
三

　
平
成
二
〇
年
七
月

射
影
幾
何
学
と
カ
ン
ト
空
間	

仏
教
学
部
論
集
九
五

　
平
成
二
三
年
三
月

盤
珪
の
説
法
に
つ
い
て

	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念

　
平
成
二
四
年
三
月

空
間
と
時
間	
『
カ
ン
ト
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社

　
平
成
二
四
年
五
月

物
に
至
る
道
―
江
戸
期
の
哲
学
―	

『
佛
法
僧
論
集
―
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
先
生
古
稀
記
念
論
集
―
』
二

　
平
成
二
五
年
二
月

漢
字
三
音
考
―
本
居
宣
長
の
言
語
観
―	

仏
教
学
部
論
集
九
七

　
平
成
二
五
年
三
月

視
覚
論
と
脳	
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
二
一

　
平
成
二
六
年
三
月

矢
吹
慶
輝
の
社
会
事
業	
日
本
佛
教
學
会
年
報
八
一

　
平
成
二
八
年
八
月



七

田
山
令
史
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

ケ
プ
ラ
ー
の
円
錐
曲
線
論	

仏
教
学
部
論
集
一
〇
四

　
令
和
二
年
三
月

テ
キ
ス
ト

『
哲
学
通
論
Ⅰ
・
Ⅱ
』	

佛
教
大
学
通
信
教
育
部
テ
キ
ス
ト

　
平
成
一
一
年
三
月

『
連
続
を
め
ぐ
る
哲
学
』（
編
著
）	

佛
教
大
学
通
信
教
育
部
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　
平
成
一
六
年
三
月

翻
訳

『
西
洋
哲
学
の
系
譜
』（
共
訳
）	

―BBC

哲
学
シ
リ
ー
ズ
―

　
晃
洋
書
房

　
平
成
五
年
三
月

超
越
論
的
議
論
（B.Stroud

）	

『
現
代
思
想
』
三
月
臨
時
増
刊
号
『
カ
ン
ト
』
青
土
社

　
平
成
六
年
三
月

大
森
荘
蔵
『
流
れ
と
よ
ど
み
』（
潘
哲
毅
と
共
訳
）	

北
京
大
学
出
版
局

　
平
成
二
三
年
一
月

三
段
論
法
四
格
の
誤
っ
た
煩
雑
さ	

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
二
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
二
年
九
月

一
七
六
五
―
六
六
年
冬
学
期
講
義
計
画
公
告	

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
三
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
三
年
一
〇
月

負
量
の
概
念
を
哲
学
に
導
入
す
る
試
み	

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
三
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
三
年
一
〇
月

誤
解
か
ら
生
じ
た
数
学
論
争
の
解
消	
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
三
巻

　
岩
波
書
店

　
平
成
一
四
年
三
月





九

松
永
知
海
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

松
永
知
海
教
授

　
略
歴
お
よ
び
業
績

【
略
歴
】

学
歴

昭
和
四
八
年

　
三
月

　
佛
教
大
学
文
学
部

　
卒
業

昭
和
五
二
年

　
三
月

　
佛
教
大
学
大
学
院
修
士
課
程
仏
教
学
専
攻

　
修
了

昭
和
五
五
年

　
三
月

　
佛
教
大
学
大
学
院
博
士
課
程
仏
教
学
専
攻
満
期
退
学

学
内
役
職

昭
和
五
七
年

　
四
月

　
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
所
助
手
（
〜
昭
和
六
〇
年
三
月
）

昭
和
六
〇
年

　
四
月

　
文
学
部
仏
教
学
科
助
手
（
〜
昭
和
六
三
年
三
月
）

昭
和
六
三
年

　
四
月

　
文
学
部
専
任
講
師
（
〜
平
成
六
年
三
月
）

平
成

　
六
年

　
四
月

　
文
学
部
助
教
授
（
〜
平
成
一
四
年
三
月
）

平
成
一
〇
年

　
四
月

　
別
科
（
仏
教
専
修
）
主
任
（
〜
平
成
一
一
年
三
月
）

平
成
一
四
年

　
四
月

　
文
学
部
教
授
（
〜
平
成
二
二
年
三
月
）

平
成
一
七
年

　
四
月

　
仏
教
学
科
長
（
〜
平
成
一
九
年
三
月
）



一
〇

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

平
成
二
二
年

　
四
月

　
仏
教
学
部
教
授
（
〜
令
和
三
年
三
月
）

平
成
二
四
年

　
四
月

　
仏
教
学
科
長
（
〜
平
成
二
六
年
三
月
）

平
成
二
八
年

　
四
月

　
仏
教
学
部
長
（
〜
令
和
二
年
三
月
）

令
和

　
三
年

　
三
月

　
佛
教
大
学
名
誉
教
授

そ
の
他
職
歴

昭
和
五
五
年

　
四
月

　
佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
非
常
勤
助
手
（
〜
昭
和
五
七
年
三
月
）

昭
和
五
五
年

　
四
月

　
佛
教
大
学
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
研
究
員
（
〜
昭
和
五
七
年
三
月
）

昭
和
五
五
年

　
四
月

　
佛
教
大
学
研
究
生
（
〜
昭
和
五
七
年
三
月
）

昭
和
五
五
年

　
四
月

　
浄
土
宗
教
学
院
研
究
生
（
〜
昭
和
五
七
年
三
月
）

平
成
一
八
年

　
四
月

　
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
研
究
員
（
〜
平
成
二
八
年
三
月
）

平
成
二
二
年
度
・
大
正
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師
（
浄
土
学
特
論
Ｃ
春
Ｄ
秋
）
集
中
講
義

昭
和
六
一
年
度
〜
平
成
一
四
年
度

　
浄
土
宗
律
師
養
成
講
座

　
講
師

　
一
一
回

平
成

　
四
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
尼
僧
道
場

　
　
　
　
　
　
講
師

　
　
一
回

平
成
一
一
年
度
〜
平
成
二
五
年
度

　
教
区
普
通
講
習
会

　
　
　
講
師

　
　
七
回

平
成
一
五
年
度
〜
平
成
二
〇
年
度

　
助
教
師
養
成
講
座

　
　
　
講
師

　
　
四
回

平
成
一
七
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
少
僧
都
養
成
講
座

　
　
　
講
師

　
　
一
回

平
成
二
七
年
度
〜
平
成
二
八
年
度

　
浄
土
宗
寺
庭
婦
人
会

　
　
講
師

　
　
二
回



一
一

松
永
知
海
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

学
会
関
連

所
属
学
会

東
方
仏
教
研
究
会

日
本
仏
教
学
会

日
本
印
度
学
佛
教
学
会

日
本
仏
教
綜
合
学
会

仏
教
教
育
学
会

仏
教
史
学
会

平
成
一
二
年

　
四
月

　
仏
教
教
育
学
会
幹
事
（
〜
平
成
二
二
年
三
月
）

平
成
一
七
年

　
四
月

　
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
評
議
員
（
〜
令
和
三
年
）

平
成
二
六
年

　
二
月

　
浄
土
宗
教
学
院
監
事
（
〜
平
成
二
九
年
一
二
月
）

平
成
二
七
年
一
一
月

　
仏
教
史
学
会
評
議
委
員
（
〜
令
和
三
年
一
一
月
）

平
成
二
九
年
一
二
月

　
浄
土
宗
教
学
院
理
事
（
〜
令
和
三
年
一
二
月
）

【
業
績
】

単
著

『
全
蔵
漸
請
千
字
文
朱
点
』
簿
に
よ
る
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
流
布
の
調
査
報
告
書

	
	

佛
教
大
学
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所

　
平
成
二
〇
年
三
月



一
二

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

共
著

影
印
黄
檗
版
大
蔵
経
刊
記
集	

思
文
閣
出
版

　
平
成
六
年
三
月

高
麗
大
蔵
経
の
研
究	

東
國
大
学
校
出
版
部

　
平
成
一
八
年
三
月

講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

近
世
に
お
け
る
大
蔵
経
の
出
版
に
つ
い
て	

仏
教
図
書
館
協
会
研
修
会
講
演

　
平
成
一
三
年
一
〇
月

「
黄
檗
版
の
利
用
に
つ
い
て
」
第
四
九
回
智
山
教
学
大
会	

智
山
勧
学
会

　
平
成
一
七
年
六
月

大
蔵
経
に
学
ぶ
―
日
本
近
世
に
お
け
る
高
麗
大
蔵
経
の
評
価	

社
団
法
人
韓
日
佛
教
文
化
交
流
協
議
会

　
平
成
一
九
年
六
月

明
萬
暦
版
大
蔵
経
と
黄
檗
版
大
蔵
経
―
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
研
究
か
ら
―

	
	

第
一
回
「
国
際
仏
教
大
蔵
経
」
学
術
検
討
会

　
台
湾
佛
光
山

　
平
成
二
二
年
一
一
月

近
世
に
お
け
る
『
高
麗
版
大
蔵
経
』
の
受
容
―
忍
澂
上
人
の
『
麗
蔵
』
と
『
檗
蔵
』
と
の
対
校
と
そ
の
影
響
―

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『「
日
本
仏
教
と
高
麗
版
大
蔵
経
」
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

	

高
麗
版
大
蔵
経
発
願
一
〇
〇
〇
年
記
念

　
平
成
二
二
年
一
〇
月

日
本
に
お
け
る
高
麗
大
蔵
経
の
目
録
に
つ
い
て
―
大
蔵
目
録
を
中
心
と
し
て
―

	
	

国
際
学
術
会
議	

再
雕
大
蔵
経
と
東
亜
細
亜
の
大
蔵
経

　
韓
国
学
中
央
研
究
院

　
平
成
二
五
年
一
一
月

京
都
大
蔵
会
―
そ
の
意
義
と
役
割
―

京
都
国
立
博
物
館
「
土
曜
講
座
」
特
別
展
観
第
一
〇
〇
回
大
蔵
会
記
念
「
仏
法
東
漸
―
仏
教
の
典
籍
と
美
術
―
」	

平
成
二
七
年
八
月

現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
代
課
題
―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―



一
三

松
永
知
海
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

	
	

浄
土
宗
総
合
学
術
大
会

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
平
成
二
八
年
九
月

黄
檗
版
一
切
経
の
は
な
し
―
鉄
眼
禅
師
の
出
版
事
業
と
越
前
―	

越
前
町
織
田
文
化
歴
史
館

　
平
成
三
〇
年
一
〇
月

近
世
・
近
現
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』
に
つ
い
て
―
字
体
の
処
理
を
中
心
と
し
て
―

	
	

第
二
五
回
国
際
仏
教
文
化
学
術
会
議
発
表

　
韓
国
圓
光
大
学
校

　
令
和
一
年
一
一
月

黄
檗
版
一
切
経
版
木
に
つ
い
て	

国
際
木
版
保
存
研
究
協
議
会
第
五
回
学
術
大
会

　
令
和
一
年
一
一
月

論
文

ア
ジ
ャ
セ
に
つ
い
て	

仏
教
論
叢
二
三

　
昭
和
五
四
年
一
〇
月

忍
海
著
『
當
麻
変
相
考
』
に
つ
い
て	

仏
教
論
叢
二
四

　
昭
和
五
五
年
一
一
月

當
麻
曼
荼
羅
研
究
書
に
つ
い
て	

浄
土
宗
教
学
院
研
究
所
報
三

　
昭
和
五
六
年
一
一
月

當
麻
曼
荼
羅
攷	

佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
一
一

　
昭
和
五
八
年
三
月

観
徹
と
浄
土
曼
荼
羅	

佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
報
一

　
昭
和
五
九
年
三
月

黄
檗
四
代
独
湛
和
尚
攷
―
當
麻
曼
荼
羅
を
め
ぐ
る
浄
土
宗
僧
侶
と
の
関
連
に
お
い
て
―	

	
	

『
佛
教
文
化
論
攷
』
坪
井
俊
映
博
士
頌
寿
記
念

　
昭
和
五
九
年
一
〇
月

黄
檗
四
代
独
湛
和
尚
攷
―
清
海
曼
荼
羅
覚
え
書
き
―	

黄
檗
文
華
七
八

　
昭
和
五
九
年
一
一
月

良
忠
撰
述
忍
澂
募
刻
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
の
研
究
（
上
）―
伝
本
の
書
誌
的
検
討
を
中
心
と
し
て
―

	
	

仏
教
文
化
研
究
三
〇

　
昭
和
六
一
年
三
月

『
勧
修
作
福
念
仏
図
説
』
の
印
施
と
影
響
―
獅
谷
忍
澂
を
中
心
と
し
て
―



一
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

	
	

佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
一
五

　
昭
和
六
二
年
三
月

良
忠
撰
述
忍
澂
募
刻
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
の
研
究
（
下
）

	
	

三
上
人
御
遠
忌
記
念
出
版
会
『
源
智
・
辨
長
・
良
忠
三
上
人
研
究
』　
昭
和
六
二
年
一
二
月

獅
子
谷
法
然
院
所
蔵
麗
蔵
対
校
黄
檗
版
大
蔵
経
並
新
続
入
蔵
経
目
録
解
題	

佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所

　
平
成
元
年
一
二
月

『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
再
評
価	

佛
教
史
学
研
究
三
四
―
二

　
平
成
三
年
一
〇
月

近
世
に
お
け
る
『
高
麗
版
大
蔵
経
』
の
受
容
―
『
麗
蔵
』
を
底
本
と
し
た
和
刻
本
の
出
版
に
つ
い
て
―

	
	

第
四
回
日
韓
仏
教
文
化
国
際
学
術
研
究
会
議
発
表
要
旨

　
平
成
四
年
一
〇
月

『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
研
究	

三
島
海
雲
記
念
財
団
研
究
報
告
書
二
九

　
平
成
四
年
一
二
月

『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
募
縁
刊
記
再
考	

日
本
印
度
学
仏
教
学
研
究
四
二
―
二

　
平
成
六
年
三
月

黄
檗
版
大
蔵
経
の
巻
数
に
つ
い
て	

第
五
回
日
中
仏
教
学
術
交
流
会
議
発
表
要
旨

　
平
成
六
年
一
〇
月

『
天
海
版
一
切
経
』
の
目
録
に
つ
い
て	

印
度
学
佛
教
学
研
究
四
四
―
二

　
平
成
八
年
三
月

（
研
究
ノ
ー
ト
）
黄
檗
版
大
蔵
経
―
版
庫
の
移
転
を
中
心
と
し
て
―	

黄
檗
文
華
一
一
六

　
平
成
八
年
一
二
月

黄
檗
宗
宝
蔵
院
所
蔵
版
木
に
つ
い
て
―
と
く
に
蔵
外
典
籍
を
中
心
と
し
た
課
題
―

	
	

香
川
孝
雄
博
士
古
稀
記
念
論
集
『
佛
教
学
浄
土
学
研
究
』
永
田
文
昌
堂

　
平
成
一
三
年
三
月

天
海
版
一
切
経
覚
書	

石
上
善
應
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
文
化
の
基
調
と
展
開
』
山
喜
房
仏
書
林

　
平
成
一
三
年
五
月

二
〇
世
紀
後
半
の
浄
土
宗
伝
道
か
ら
見
る
展
望
と
課
題	

第
一
七
回
国
際
仏
教
文
化
学
術
会
議
〈
発
表
要
旨
〉　
平
成
一
三
年
五
月

天
海
版
一
切
経
の
底
本
に
つ
い
て

	
	

寛
永
寺
蔵
天
海
版
木
活
字
を
中
心
と
し
た
出
版
文
化
財
の
調
査
・
分
類
・
保
存
に
関
す
る
総
合
的
研
究

　
平
成
一
四
年
三
月



一
五

松
永
知
海
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

（
研
究
ノ
ー
ト
）
書
師
岡
村
元
春
と
義
山
版	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊

　
平
成
一
四
年
三
月

日
本
近
世
に
お
け
る
大
蔵
経
の
出
版
に
つ
い
て	

佛
教
大
学
図
書
館
報
常
照
五
一

　
平
成
一
四
年
三
月

（
研
究
ノ
ー
ト
）
天
真
了
翁
禅
師
研
究
の
課
題	

黄
檗
文
華
一
二
三

　
平
成
一
六
年
七
月

『
黄
檗
版
大
藏
経
』
の
刊
行
に
つ
い
て
―
入
れ
版
を
中
心
と
し
て
―

	
	

髙
橋
弘
次
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
浄
土
学
佛
教
学
論
叢
』
一

　
山
喜
房
佛
書
林

　
平
成
一
六
年
一
一
月

忍
澂
上
人
の
蓮
社
号
に
つ
い
て	

佛
教
論
叢
四
九

　
平
成
一
七
年
三
月

『
全
蔵
漸
請
千
字
文
朱
点
』
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化	

佛
教
大
学
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所
報
一
〜
五

　
平
成
一
八
年
八
月

『
黄
檗
版
』
の
利
用
―
真
言
宗
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
―	

智
山
学
報
五
十
五

　
平
成
一
八
年
三
月

京
都
西
山
短
期
大
学
図
書
館
所
蔵
の
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
に
つ
い
て

	
	

関
山
和
夫
博
士
喜
寿
記
念
論
集
『
仏
教

　
文
学

　
芸
能
』　
平
成
一
八
年
一
一
月

大
蔵
経
に
学
ぶ
―
日
本
近
世
に
お
け
る
高
麗
大
蔵
経
の
評
価

	
	

社
団
法
人
韓
日
佛
教
文
化
交
流
協
議
会
『
第
二
八
回
日
韓
・
韓
日
仏
教
文
化
交
流
』　
平
成
一
九
年
六
月

日
本
近
代
に
お
け
る
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
活
用

　
佛
教
大
学
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所

	

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
総
合
的
研
究
―
仏
教
美
術
・
仏
教
学
・
考
古
学
・
歴
史
学
分
野
―
』　
平
成
二
〇
年
三
月

近
世
に
お
け
る
『
高
麗
版
大
蔵
経
』
の
受
容
―
忍
澂
上
人
の
『
麗
蔵
』
と
『
檗
蔵
』
と
の
対
校
と
そ
の
影
響
―

	
	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『
日
本
仏
教
と
高
麗
版
大
蔵
経
』　
平
成
二
二
年
一
〇
月

明
萬
暦
版
大
蔵
経
と
黄
檗
版
大
蔵
経
―
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
研
究
か
ら
―

	
	

　
第
一
回
「
国
際
仏
教
大
蔵
経
」
学
術
検
討
会

　
平
成
二
二
年
一
一
月



一
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

『
浄
土
宗
全
書
』
所
収
の
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
と
『
無
量
寿
如
来
会
』
の
底
本
に
つ
い
て

	
	

『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
可
能
性
』
法
蔵
館

　
平
成
二
四
年
三
月

日
本
に
お
け
る
高
麗
大
蔵
経
の
目
録
に
つ
い
て
―
大
蔵
目
録
を
中
心
と
し
て
―

	
	

　
国
際
学
術
会
議
発
表
論
文
集

　
再
雕
大
蔵
経
と
東
亜
細
亜
の
大
蔵
経

　
平
成
二
五
年
一
一
月

（
研
究
ノ
ー
ト
）
建
仁
寺
高
麗
版
大
蔵
経
に
つ
い
て	

『
高
麗
版
大
蔵
経
の
諸
相
』　
平
成
二
四
年
一
〇
月

黄
檗
版
大
蔵
経
の
版
木
に
つ
い
て
―
宝
蔵
院
規
約
と
大
般
若
経
補
版
を
中
心
と
し
て
―

	
	

福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
先
生
古
稀
記
念
論
集
二
巻

　
平
成
二
五
年
二
月

高
麗
版
大
蔵
経
の
大
蔵
目
録
に
つ
い
て	

国
際
学
術
会
議
発
表
論
文
集
再
雕
大
蔵
経
と
東
亜
細
亜
の
大
蔵
経

　
平
成
二
五
年
一
一
月

高
泉
禅
師
に
つ
い
て	

『
高
泉
全
集
』
第
四
巻
解
説
・
索
引
篇

　
平
成
二
六
年
三
月

浄
土
宗
と
近
世
主
夜
神
信
仰
―
袋
中
・
鸞
宿
―

	
	

　
海
を
渡
っ
た
祈
り
と
踊
り
―
袋
中
上
人
と
エ
イ
サ
ー
―
（
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）　
平
成
二
七
年
一
〇
月

近
世
に
お
け
る
大
蔵
経
の
出
版
と
そ
の
影
響

	
	

　
形
成
さ
れ
る
教
養
―
十
七
世
紀
日
本
の
〈
知
〉―

　
勉
誠
出
版

　
平
成
二
七
年
一
一
月

江
戸
時
代
と
浄
土
宗
―
観
徹
の
浄
土
曼
陀
羅
受
容
を
中
心
と
し
て
―	

仏
教
文
化
研
究

　
六
〇

　
平
成
二
八
年
三
月

黄
檗
版
『
大
般
若
経
』
の
補
版
・
改
刻
に
つ
い
て	

印
度
學
佛
教
學
研
究

　
六
四
―
二

　
平
成
二
八
年
三
月

現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
代
課
題
―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―	

佛
教
論
叢

　
六
一

　
平
成
二
九
年
三
月

大
正
新
脩
大
蔵
経
の
編
纂
に
つ
い
て
―
そ
の
底
本
（
高
麗
蔵
）
と
校
本
（
萬
暦
蔵
）
を
中
心
と
し
て
―
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𠩤𠩤



一
七

松
永
知
海
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

	

平
成
三
〇
年
五
月

黄
檗
版
一
切
経
の
は
な
し
―
鉄
眼
禅
師
の
出
版
事
業
と
越
前
―	

越
前
町
織
田
文
化
歴
史
館
研
究
紀
要

　
四

　
平
成
三
一
年
三
月

近
世
・
近
現
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』
に
つ
い
て
―
字
体
の
処
理
を
中
心
と
し
て
―

	
	

　
第
二
五
回
国
際
仏
教
文
化
学
術
会
議
発
表
論
集

　
韓
国
圓
光
大
学
校

　
令
和
一
年
一
一
月

黄
檗
版
一
切
経
版
木
に
つ
い
て	

デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
木
版
印
刷
の
保
存
と
振
興

　
立
命
館
大
学

　
令
和
一
年
一
一
月

影
印
版
大
蔵
経
の
一
二
の
問
題
―
影
印
高
麗
版
を
中
心
と
し
て
―	

仏
教
学
会
紀
要

　
二
六

　
令
和
三
年
三
月

目
録
・
解
題

二
十
五
霊
場
関
係
文
献
目
録	

藤
堂
恭
俊
博
士
頌
寿
記
念
浄
土
宗
典
籍
研
究

　
昭
和
六
三
年
一
一
月

矢
吹
慶
輝
博
士
旧
蔵
遺
品
目
録
（
稿
）	

佛
教
大
学
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー

　
平
成
四
年
四
月

影
印
東
叡
山
寛
永
寺
天
海
版
一
切
経
願
文
集	

佛
教
大
学
松
永
研
究
室

　
平
成
一
一
年
三
月

東
叡
山
寛
永
寺
天
海
版
一
切
経
目
録	

佛
教
大
学
松
永
研
究
室

　
平
成
一
一
年
四
月

後
水
尾
法
皇
下
賜
正
明
寺
蔵
初
刷
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
目
録	

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
付
録

　
平
成
一
六
年
一
二
月

木
曽
須
原
定
勝
寺
所
蔵
和
古
書
お
よ
び
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
目
録

　
共
編	

中
央
大
学
近
世
文
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

　
平
成
一
七
年
三
月

浄
泰
寺
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
目
録
（
稿
）	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
〇
年
二
月

建
仁
寺
所
蔵
高
麗
版
大
蔵
経
現
存
目
録	

『
高
麗
版
大
蔵
経
の
諸
相
』
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
四
年
一
〇
月

編
集
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法
然
院
忍
澂
上
人
と
大
蔵
経
対
校
録	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
二
年
一
一
月

黄
檗
版
大
蔵
経
展
―
そ
の
流
布
と
改
刻
―	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
三
年
一
一
月

高
麗
版
大
蔵
経
の
諸
相	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
四
年
一
〇
月

明
・
萬
暦
版
大
蔵
経
の
諸
相	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
六
年
三
月

近
代
の
大
蔵
経
と
浄
土
宗
―
縮
刷
蔵
経
か
ら
大
正
蔵
経
へ
―	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
六
年
一
〇
月

近
代
の
大
蔵
経
・
宗
典
叢
書
と
仏
教
辞
典
類
の
刊
行	

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
平
成
二
八
年
一
〇
月

翻
刻

忍
海
著
『
當
麻
変
相
考
』	

法
然
学
会

　
同
編
「
法
然
学
会
論
叢
」　
昭
和
五
五
年
一
〇
月

影
印
翻
刻
孝
感
冥
祥
録
上
巻	

佛
教
大
学
松
永
研
究
室

　
平
成
一
八
年
二
月

影
印
翻
刻
孝
感
冥
祥
録
下
巻	

佛
教
大
学
松
永
研
究
室

　
平
成
一
九
年
一
一
月

史
料
紹
介
「
一
切
経
校
合
の
記
」	

越
前
町
織
田
文
化
歴
史
館
研
究
紀
要

　
四

　
平
成
三
一
年
三
月

索
引

大
蔵
会
展
観
目
録
索
引	

佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所

　
昭
和
五
八
年
一
一
月

同
右

　
増
補
改
訂
版	

佛
教
大
学
図
書
館

　
平
成
八
年
一
一
月

そ
の
他



一
九

松
永
知
海
教
授

　略
歴
お
よ
び
業
績

『
浄
土
宗
布
教
伝
道
史
』
一
項
目	

浄
土
宗
宗
務
庁

　
浄
土
宗
布
教
伝
道
史
編
纂
委
員
会
編

　
平
成
五
年
五
月

黄
檗
版
大
蔵
経
―
そ
の
版
木
の
数
を
め
ぐ
っ
て
―	

『
中
外
日
報
』　
平
成
九
年
一
月

	

六
日
号

『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
五
項
目	

浄
土
宗

　
平
成
二
八
年
三
月

井
上
宗
雄
他
編
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
三
項
目	

岩
波
書
店

　
平
成
一
一
年
三
月

辞
書
事
典
の
使
い
方	

佛
教
大
学
図
書
館
報
六
四

　
平
成
二
九
年
一
〇
月





二
一

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

（
田
山
令
史
先
生
最
終
講
義
）

は
じ
め
に

も
う
三
十
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
佛
教
大
学
に
就
職
し
た
と
き
、
仏
教
研
究
と
い
う
厳
格
な
文
献
学
に
初
め
て
接
し
、
強
い
印
象
を

受
け
ま
し
た
。
親
し
い
師
弟
関
係
の
な
か
、
実
証
的
訓
練
を
経
た
研
究
者
に
よ
り
、
過
去
の
事
実
や
思
索
が
資
料
の
精
読
と
テ
キ
ス
ト

批
判
を
経
て
、
現
代
に
よ
み
が
え
り
ま
す
。
こ
の
学
問
と
私
が
大
学
で
担
当
す
る
哲
学
の
方
法
の
違
い
が
、
ず
っ
と
念
頭
に
あ
り
ま
し

た
。
文
献
学
の
堅
実
さ
を
通
じ
て
、
哲
学
の
性
格
を
絶
え
ず
省
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
が
親
し
ん
で
き
た
哲
学
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
、
大
森
荘
蔵
は
、
た
と
え
他
の
哲
学
者
に
言
及
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
分
の

議
論
を
始
め
る
き
っ
か
け
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
理
論
を
際
立
た
せ
る
材
料
で
あ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
我
田
引
水
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
引
用
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
態
度
は
必
ず
し
も
彼
ら
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
過
去
の
哲
学
者

に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
哲
学
に
と
っ
て
文
献
学
の
資
料
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
堅
固
な
土
台
と
な
る
も
の
は
何
な
の
か
、
い
っ

た
い
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
最
終
講
義
の
場
を
借
り
て
、
哲
学
と
い
う
、
と
も
す
れ
ば
時
代
や
社
会
か
ら
浮
き
、
と
り
と

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

田
　
山

　
令

　
史
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め
な
く
も
思
わ
れ
る
営
み
の
性
格
を
、
改
め
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
哲
学
が
歴
史
に
組
み
込
ま
れ
な
が
ら
時
代
を
表
す
、

そ
の
あ
り
さ
ま
を
た
ど
っ
て
み
ま
す
。
話
に
具
体
性
を
持
た
せ
る
た
め
、
ヒ
ュ
ー
ム
た
ち
の
議
論
に
少
し
立
ち
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

理
屈
っ
ぽ
く
な
り
そ
う
で
す
が
、
し
ば
ら
く
辛
抱
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

一
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

こ
の
講
義
に
「
カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド
」
と
、
妙
な
題
目
を
つ
け
ま
し
た
が
、
ま
ず
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

と
き
は
十
八
世
紀
中
頃
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
活
動
を
担
う
都
市
の
一
つ
で
し
た
。
こ
の
「
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
運
動
」
の
中
心
に
い
た
哲
学
者
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（
一
七
一
一
─
一
七
七
六
）
は
近
代
哲
学
を
代
表

す
る
一
人
で
、
そ
の
議
論
は
カ
ン
ト
を
刺
激
し
て
、『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
）
へ
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
に
は
近
代
の
哲
学
や
経
済
学
、
そ
し
て
科
学
で
活
躍
し
た
人
々
が
集
う
多
く
の
社
交
界
が
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
も
そ
こ
の
常
連
で
し
た
。

活
気
に
満
ち
た
会
話
の
中
か
ら
、
た
と
え
ば
、
今
日
の
自
由
貿
易
を
基
礎
付
け
る
経
済
学
を
始
め
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
─

一
七
九
〇
）、
近
代
化
学
の
形
成
期
、
気
体
に
含
ま
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
分
離
実
験
を
行
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
・
ブ
ラ
ッ
ク
（
一
七
二
八
─

一
七
九
九
）、
蒸
気
機
関
を
本
格
化
し
て
近
代
工
業
化
の
端
緒
を
開
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ワ
ッ
ト
（
一
七
三
六
─
一
八
一
九
）
な
ど
が

現
れ
ま
す
。
こ
の
集
ま
り
は
自
由
で
開
放
的
で
、
食
事
や
酒
も
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
台
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
哲
学
の
舞
台
と
し
た
の
は
ビ
リ
ヤ
ー
ド
台
で
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
こ
で
、
哲
学
史
の
画
期
と
な
る
議
論
を
展
開

し
ま
す
。
そ
の
議
論
は
日
常
の
光
景
を
日
常
語
で
語
り
な
が
ら
、
西
洋
十
八
世
紀
の
自
然
科
学
や
信
仰
、
神
学
と
深
く
関
連
し
、
時
代

の
あ
り
さ
ま
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
ま
す
。



二
三

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

二
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
ビ
リ
ヤ
ー
ド

ビ
リ
ヤ
ー
ド
は
水
平
な
台
に
置
か
れ
た
い
く
つ
か
の
ボ
ー
ル
を
キ
ュ
ー
で
突
い
て
、
次
の
ボ
ー
ル
に
当
て
、
そ
の
動
き
に
よ
っ
て
点

数
が
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
く
ゲ
ー
ム
で
す
。
こ
こ
で
、
第
一
の
ボ
ー
ル
の
動
き
と
第
二
の
ボ
ー
ル
の
動
き
に
は
、
原
因
と
結
果
と
い
う

関
係
、
因
果
関
係
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
第
二
の
ボ
ー
ル
は
第
一
の
ボ
ー
ル
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
き
が
決
ま
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
、
ボ
ー
ル
の
間
の
動
き
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
に
は
、
第
一
の
ボ
ー
ル
の
動
き
が
第
二
の
ボ
ー
ル
の

動
き
の
原
因
に
見
え
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
当
然
と
思
え
る
こ
と
に
納
得
し
な
い
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
で
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
と
こ
ろ
を
、『
人
間
知
性
研
究
』（
一

七
四
七
）
の
第
四
章
と
第
七
章
か
ら
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

い
っ
た
い
、
こ
こ
に
原
因
・
結
果
を
見
る
ま
で
、
人
は
ど
の
く
ら
い
似
た
よ
う
な
動
き
を
見
た
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
ボ
ー
ル
が
第
二

の
ボ
ー
ル
に
続
い
て
動
く
。
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
な
運
動
を
目
に
す
る
人
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
見
て
取
ら
れ
る
の
は
、
一
方
が
他
方
に

続
く
（follow

）、
つ
ま
り
、
次
と
い
う
形
で
、
一
つ
の
ボ
ー
ル
に
と
も
な
っ
て
、
も
う
一
つ
の
ボ
ー
ル
が
動
く
こ
と
だ
け
で
は
な
い
か
。

原
因
と
結
果
の
関
係
は
見
え
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
、
ボ
ー
ル
の
ど
こ
を
と
っ
て
も
、
二
つ
の
ボ
ー
ル
の
動
き
を
つ
な
ぎ
、
そ

れ
を
因
果
関
係
で
結
合
す
る
は
ず
の
「
力
」
は
見
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
私
の
哲
学
の
基
本
だ
が
、
人
は
ま
ず
、
経
験
か
ら
学
ぶ
の
で
あ
る
。
天
然
の
磁
石
が
引
力
を
持
つ
と
か
、
牛
乳
は
人
に
は
滋

養
に
な
る
と
か
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
人
は
最
初
か
ら
知
っ
て
い
る
わ
け
が
な
い
。
自
然
の
あ
り
方
や
法
則
、
そ
の
一
切
は
、
例
外
な

く
経
験
だ
け
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
数
学
の
確
か
さ
は
、
世
界
の
で
き
ご
と
や
人
の
経
験
に
と
も
な
っ
て
変
化
す
る
こ
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と
も
な
く
、
不
変
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
学
は
自
然
科
学
の
助
け
と
な
る
に
し
て
も
、
法
則
の
発
見
に
は
至
ら
な
い
。
自
然
の
法
則
は

事
実
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
い
だ
す
に
は
経
験
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
英
国
の
先
輩
、
ベ
ー
コ
ン
や
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
か
ら
学
び
育
て
た
の
だ
が
、
一
般
的
に
私
た
ち
は
、

何
か
を
ま
ず
感
覚
す
る
、
知
覚
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
も
と
に
、
そ
の
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
何

か
の
「
観
念
、idea
」
が
で
き
る
前
に
、
そ
の
何
か
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
「
印
象
、im

pression

」「
心
持
ち
、sentim

ent

」
が
先

行
す
る
は
ず
で
、
観
念
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
印
象
の
写
し
（copy

）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
力
」
や
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」「
必
然
的
結
合
」

な
ど
と
い
っ
た
観
念
ほ
ど
不
明
瞭
、
不
確
実
な
も
の
は
な
い
。
物
体
の
ど
こ
に
も
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
「
力
」
な
る
も
の
は
印
象
を
欠

き
、
力
そ
の
も
の
に
つ
い
て
観
念
、
考
え
も
生
じ
よ
う
が
な
い
。
す
る
と
、
ぶ
つ
か
り
合
う
二
つ
の
ボ
ー
ル
と
い
う
で
き
ご
と
を
、
初

め
て
見
る
、
た
だ
一
回
し
か
見
な
い
、
そ
う
い
う
人
に
と
っ
て
、
ボ
ー
ル
の
間
に
因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
回
き
り
の
経
験
で
は
こ
の
関
係
は
見
え
て
こ
な
い
が
、
第
一
の
ボ
ー
ル
と
第
二
の
ボ
ー
ル
の
間
の
動
き
が
似
て
い
る
、

つ
ま
り
斉
一
（uniform

）
で
あ
る
よ
う
な
事
例
が
重
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
も
こ
う
し
て
動
き
が
類
似
す
る
こ
と
を
予
期
し
、

信
じ
る
よ
う
に
導
か
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
経
験
を
重
ね
、
こ
こ
に
同
種
の
動
き
ど
う
し
の
結
合
を
習
慣
的
に
感
じ
る
（feel

）
と
き
、

先
の
ボ
ー
ル
（
の
動
き
）
が
原
因
と
さ
れ
、
後
に
続
く
ボ
ー
ル
（
の
動
き
）
が
結
果
と
な
る
。

だ
か
ら
、
第
二
の
ボ
ー
ル
が
今
ま
で
と
ま
っ
た
く
異
な
る
動
き
を
す
る
こ
と
も
、
想
像
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
今
ま
で
は
ず
っ
と
、

第
一
の
ボ
ー
ル
の
当
た
り
方
に
対
し
て
右
に
曲
が
っ
て
い
た
の
が
、
今
回
は
左
に
曲
が
る
こ
と
も
、
想
像
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の

ボ
ー
ル
が
垂
直
に
上
が
る
こ
と
、
後
退
す
る
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
想
像
で
き
る
な
ら
、
可
能
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
、
同

一
の
原
因
に
対
し
て
、
い
く
ら
で
も
異
な
る
結
果
が
可
能
と
い
う
の
な
ら
ば
、
因
果
関
係
は
、
人
が
、
二
つ
の
ボ
ー
ル
の
動
き
の
間
に

思
う
、
あ
る
い
は
、
感
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
ボ
ー
ル
の
動
き
自
体
に
備
わ
っ
た
、
客
観
的
関
係
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
今
ま
で
と
類
似



二
五

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

の
結
果
が
生
じ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
た
だ
、
将
来
に
も
期
待
す
る
だ
け
だ
。

と
こ
ろ
で
、「
こ
う
な
れ
ば
、
そ
の
結
果
こ
う
な
る
」
と
い
う
原
因
・
結
果
の
知
識
だ
け
が
、
人
の
将
来
に
向
け
て
の
行
動
を
可
能
に
す
る
。

自
然
科
学
も
因
果
性
の
考
え
方
で
は
じ
め
て
、
未
来
を
知
り
制
御
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
因
果
関
係
は
客
観
性
を
欠
い

て
お
り
、
こ
こ
に
、
未
来
を
開
く
べ
き
知
性
の
驚
く
べ
き
無
知
と
弱
さ
が
現
れ
て
い
る
。

三
　
斉
一
性
の
ひ
ろ
が
り

こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
で
き
ご
と
に
必
然
的
な
因
果
関
係
を
見
る
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、「
未
来
は
過
去
に
似
る
」
と
い
う
仮

定
あ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
因
果
性
の
基
礎
に
、
こ
の
根
底
的
な
前
提
、
す
な
わ
ち
、「
斉
一
性
（
せ
い
い
つ
せ
い
、

uniform
ity

）」
が
見
え
て
き
ま
す
。

私
た
ち
の
経
験
す
る
世
界
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
に
類
似
性
や
均
質
性
が
見
ら
れ
、
類
似
の
で
き
ご
と
が
過
去
か
ら
未
来
に
わ

た
っ
て
、
間
断
な
く
繰
り
返
し
続
き
ま
す
。
斉
一
性
と
は
、
世
界
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
不
変
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ど
ん
な
物
も
、
そ
れ
に
似
た
物
が
無
数
に
あ
り
、
ど
ん
な
で
き
ご
と
も
、
そ
れ
に
似
た
で
き
ご
と
が
無
数
に
あ
っ

て
、
で
き
ご
と
の
連
な
る
連
な
り
方
、
す
な
わ
ち
変
化
の
あ
り
さ
ま
も
似
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
変
化
の
あ
り
さ
ま
か
ら
法
則
と
呼
ば

れ
る
一
定
の
形
が
見
え
て
き
て
、
そ
れ
は
不
変
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
き
に
天
変
地
異
と
呼
ば
れ
る
大
変
化
が
生
じ
ま
す
が
、
天
地
の
変

異
で
あ
っ
て
、
天
地
の
断
絶
、
つ
ま
り
、
消
滅
や
出
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
斉
一
性
が
現
に
世
界
に
備
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
斉
一
性
は
人
に
「
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（universally 

acknow
ledged

）」
こ
と
を
強
調
し
ま
す
（『
人
間
知
性
研
究
』、
第
八
章
）。
さ
ら
に
、
斉
一
性
の
思
想
に
、
そ
の
客
観
性
の
根
拠
付
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け
や
正
当
化
を
拒
み
ま
す
（
同
書
、
第
四
章
）。
こ
の
と
き
、
正
当
化
は
循
環
に
お
ち
い
る
か
ら
で
す
。

試
し
に
、
正
当
化
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、「
今
ま
で
斉
一
性
の
考
え
で
、
人
間
は
地
球
上
で
う
ま
く
生
き
延
び
て
き
た
。
だ
か
ら
、

こ
れ
か
ら
も
斉
一
性
を
仮
定
し
て
う
ま
く
生
き
て
い
け
る
だ
ろ
う
」。
し
か
し
、
こ
れ
が
空
回
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。「
今
ま

で
こ
う
だ
っ
た
、
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
こ
う
だ
ろ
う
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
斉
一
性
の
表
現
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ど

う
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
循
環
は
斉
一
性
思
想
の
根
拠
付
け
や
正
当
化
か
ら
外
せ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
以
降
、
斉
一
性
の
、

言
い
か
え
れ
ば
、
帰
納
法
の
正
当
化
は
、
ず
っ
と
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
数
学
で
は
、
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
（
一
六

五
四
─
一
七
〇
五
）
の
法
則
（
大
数
の
弱
法
則
）
を
用
い
た
り
、
現
代
の
確
率
論
に
訴
え
た
り
し
て
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
問
題
を
解
消
し

よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
り
ま
し
た
が
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
世
界
の
斉
一
性
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
見
慣
れ
た
物
事
の
な
だ
ら
か
な
連
な
り
が
覆
う
こ
と
、
こ
の
親
し
さ

を
中
断
し
て
か
ら
、
斉
一
性
を
新
た
に
現
わ
し
て
み
せ
る
、
鮮
や
か
な
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
。
手
品
で
す
。
帽
子
か
ら
鳩
が
出
て
き
た
り
、

花
瓶
が
バ
ラ
の
花
に
な
っ
た
り
、
人
が
腹
か
ら
真
二
つ
に
な
っ
た
り
、「
予
想
外
」
の
連
続
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
予
想
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
予
想
が
裏
切
ら
れ
る
か
ら
、
驚
き
、
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。
帽
子
は
ず
っ
と
帽
子
で
、
花
瓶
は
ず
っ
と
花
瓶

で
、
人
は
急
に
二
つ
に
ち
ぎ
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
、
は
っ
き
り
と
は
意
識
し
て
い
な
い
予
想
、
暗
黙
の
期
待
が
、
斉
一
性
の
思
想
に

基
づ
く
私
た
ち
の
生
活
で
す
。
手
品
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
思
想
を
驚
き
な
が
ら
感
じ
て
、
こ
の
自
覚
が
笑
い
と
な
り
ま
す
。

よ
く
短
い
外
国
旅
行
の
後
、
訪
れ
た
国
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
す
。「
ア
メ
リ
カ
人
は
陽
気
だ
」「
中
国
は
乾
燥
し
て
い
る
」
な
ど
。

と
こ
ろ
で
、
旅
行
者
は
そ
の
国
の
ど
れ
だ
け
の
人
と
話
し
、
ど
こ
を
訪
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
と
も
す
れ
ば
、
ご
く
少
数
の

人
や
場
所
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
国
全
体
の
地
理
風
俗
を
語
り
が
ち
で
す
。
時
間
的
・
空
間
的
に
限
ら
れ
た
経
験
に
見
ら
れ
る
斉
一
性

は
、
狭
い
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
今
の
こ
の
生
活
の
心
持
ち
で
は
る
か
昔
の
歴
史
を
考
え
、
地
球



二
七

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

と
い
う
宇
宙
の
片
隅
で
考
え
つ
い
た
時
空
の
構
造
を
、
宇
宙
全
体
へ
物
理
数
学
的
に
拡
大
し
て
い
く
。
旅
の
思
い
出
話
に
も
、
こ
の
斉

一
性
の
世
界
観
が
現
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
私
た
ち
は
斉
一
性
の
正
当
性
を
気
に
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
旅
を
語
り
過
去
を
思
い
宇
宙
を
考
え
る
の
か
。
こ
れ
は
、
改
め

て
考
え
て
み
る
と
不
思
議
で
す
が
、
誰
も
気
に
と
め
ま
せ
ん
。
斉
一
性
は
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
や
信
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験

を
可
能
に
す
る
前
提
で
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
日
常
が
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
基
盤
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
意
識
に
上
ら
な
い
の

で
す
。

四
　
特
殊
相
対
論
へ

西
洋
哲
学
の
歴
史
は
自
然
科
学
と
と
も
に
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
科
学
は
十
七
世
紀
に
入
っ
て
も
、
神
が
主
宰
す
る
世
界
を
念

頭
に
置
く
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
心
配
す
る
、
感
性
に
基
礎
を
置
く
人
の
理
性
の
無
力
さ
は
、
感
性
と
理
性
は
神
の
も
と

で
一
つ
、
と
の
確
信
で
覆
わ
れ
が
ち
で
し
た
。
理
性
の
粋
で
あ
る
数
学
の
技
法
、
た
と
え
ば
微
分
積
分
は
、
曲
線
の
無
限
分
割
と
い
う

抽
象
的
な
基
礎
を
持
ち
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
現
実
の
空
間
に
適
用
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
創
作
に
よ
る
こ
の
空
間
で

は
感
性
の
対
象
で
あ
る
物
と
観
念
的
な
思
考
が
一
致
を
見
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
自
然
秩
序
の
斉
一
性
は
神
の
本
性
か
ら
く
る
も
の
と

し
て
、
経
験
に
先
立
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
六
四
六
─
一
七
一
六
）
に
典
型
的
に
見
ら

れ
る
信
仰
は
、
現
象
の
計
量
的
記
述
に
徹
す
る
新
し
い
自
然
科
学
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
新
た
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
そ

の
も
の
に
も
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
斉
一
性
の
前
提
を
再
検
討
す
る
科
学
者
も
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
動
き
の
な
か
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
に
は
見
慣
れ
た
ビ
リ
ヤ
ー
ド
ボ
ー
ル
の
動
き
が
別
様
に
見
え
て
き
た
の
で
す
。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
の
前
提
は
、
絶
対
空
間
・
絶
対
時
間
で
す
。
宇
宙
全
体
を
容
れ
る
均
質
な
た
だ
一
つ
の
空
間
が
あ
り
、
宇
宙
を
貫
い
て

均
質
に
流
れ
る
た
だ
一
つ
の
時
間
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
時
間
の
均
質
性
は
、
斉
一
性
と
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
も
し
時

空
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
よ
う
に
、
人
の
経
験
以
外
に
根
拠
を
持
た
な
い
前
提
な
ら
ば
、
科
学
の
進
展
に
よ
り
、
そ
の
絶
対
性
を
い
つ

か
失
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
じ
っ
さ
い
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
絶
対
時
間
は
二
十
世
紀
初
頭
に
絶
対
で
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
九
〇
五
年
の
「
特

殊
相
対
性
理
論
」
で
は
、
互
い
に
等
速
直
線
運
動
を
す
る
座
標
系
の
間
で
、
時
計
の
進
み
方
は
異
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
的
な
時
間
の
斉
一
性
は
人
が
世
界
を
見
る
と
き
の
前
提
で
し
た
が
、
唯
一
の
客
観
的
事
実
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
実
証
的
、
帰
納
的
に
、
自
然
現
象
の
計
量
的
記
述
に
徹
す
る
道
を
、
近
代
に
向
け
て
開
き
ま
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
も

こ
の
帰
納
の
姿
勢
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
止
む
こ
と
の
な
い
問
い
は
実
証
の
限
界
を
超
え
、
帰
納
そ
の
も
の
に
正
当
化
を
拒

む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

五
　「
神
」
と
い
う
言
葉

『
人
間
知
性
研
究
』
の
主
題
は
斉
一
性
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
宗
教
・
信
仰
と
い
う
主
題
に
登
る
た
め
の
、

は
し
ご
で
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』（
一
七
七
九
）
な
ど
の
著
作
に
よ
っ
て
、
宗
教
学
・
宗
教
史
に
関
す
る

先
駆
者
の
一
人
で
し
た
。
な
ぜ
、
因
果
性
・
斉
一
性
が
宗
教
に
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

『
創
世
記
』
の
冒
頭
で
、
神
に
よ
る
世
界
の
創
造
が
語
ら
れ
ま
す
。『
創
世
記
』
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
創
世
記
注
解
』（
五
世
紀
初
め
）

を
は
じ
め
と
し
て
、
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
込
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
読
む
の
で
は
な
く
、
神
は
原
因
で
世
界
は
神
の
結

果
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
に
向
か
い
ま
す
。『
人
間
知
性
研
究
』
第
十
一
章
後
半
の
議
論
、
難
解
で
す
が
、
言
葉
を
補
い
な
が
ら
次
の



二
九

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

よ
う
に
要
約
し
て
み
ま
す
。

生
き
物
を
含
め
た
天
地
創
造
は
「
一
な
る
神
」
に
よ
る
、
た
だ
一
回
き
り
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
唯
一
」「
た
だ
一
回
き
り
の
」、

こ
う
い
う
言
葉
を
文
字
通
り
に
解
し
て
、
あ
る
で
き
ご
と
に
つ
い
て
、
人
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
の
世
界
で
は
、
ど

ん
な
も
の
も
、
そ
れ
に
似
た
も
の
が
無
数
に
あ
り
、
ど
ん
な
で
き
ご
と
も
、
そ
れ
に
似
た
無
数
の
で
き
ご
と
が
連
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
比
類
な
い
神
の
、
唯
一
の
行
為
で
あ
る
世
界
創
造
に
は
、「
類
似
し
た
現
象
」
や
「
似
た
よ
う
な
も
の
」「
繰
り
返
し
」
な
ど
、
人

間
世
界
の
で
き
ご
と
の
し
る
し
と
な
る
斉
一
性
は
、
登
場
の
余
地
が
な
い
。

海
岸
の
砂
上
に
片
足
だ
け
の
足
跡
を
見
つ
け
た
と
す
る
。
こ
の
足
跡
か
ら
、
こ
れ
が
人
の
歩
い
た
跡
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
方
の
足

跡
は
海
水
な
ど
、
何
か
の
作
用
で
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
、
推
量
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
一
つ
の
足
跡
、
そ
れ
だ
け
を
注

視
す
る
の
で
は
な
く
、
普
段
の
経
験
か
ら
、
人
の
二
足
歩
行
や
海
水
の
動
き
、
砂
の
も
ろ
い
こ
と
な
ど
、
知
識
の
広
が
り
と
そ
の
連
関

を
足
跡
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
を
神
の
作
品
と
す
る
神
学
で
は
、
つ
い
に
は
神
に
至
る
よ
う
な
、
知
識
の
連
続
的

な
連
な
り
は
切
ら
れ
て
い
る
。「
神
は
そ
の
作
り
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
だ
け
、
私
た
ち
に
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
神
は
宇
宙
に
お
け
る

単
一
の
存
在
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
種
や
類
に
も
包
含
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
種
や
類
の
属
性
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
類
比
に
よ
り
、
神

の
属
性
や
性
質
へ
と
推
し
量
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
」。「
…
あ
る
原
因
が
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
観
察
に
現
れ
た
原
因
や
対
象
と

は
、
ま
っ
た
く
対
応
せ
ず
類
似
も
し
て
な
い
ほ
ど
、
独
特
で
個
別
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
、
私

に
は
大
変
疑
わ
し
い
。
対
象
と
し
て
二
つ
の
種
が
、
つ
ね
に
連
接
し
て
い
る
と
分
か
る
と
き
に
だ
け
、
一
方
か
ら
他
方
を
推
測
で
き
る
。

だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
単
一
の
も
の
で
、
ど
ん
な
既
知
の
種
に
も
含
ま
れ
な
い
よ
う
な
結
果
を
前
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ

の
原
因
に
関
し
て
何
か
推
測
で
き
る
と
は
ま
っ
た
く
思
え
な
い
」（『
人
間
知
性
研
究
』、
第
十
一
章
、
傍
線
ヒ
ュ
ー
ム
）

い
ま
、
机
の
上
に
何
冊
か
の
本
が
あ
り
、
窓
の
外
に
は
も
み
じ
の
紅
葉
を
見
て
い
る
人
達
が
い
て
、
そ
の
う
ち
何
人
か
は
西
洋
人
で
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す
。
知
り
合
い
の
鈴
木
さ
ん
の
顔
も
見
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
本
」「
も
み
じ
」「
西
洋
人
」「
人
」「
鈴
木
さ
ん
」
な
ど
、
私
に
見

え
て
い
る
も
の
は
、
何
か
の
種
や
類
で
あ
っ
た
り
、
種
や
類
に
属
す
る
個
体
と
し
て
見
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
種
や
類
は
一
般
名
詞
、

そ
れ
に
属
す
る
個
体
は
固
有
名
詞
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
神
学
の
「
神
」
は
一
般
名
詞
で
も
固
有
名
詞
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。「
神
」
は
ど
の
よ
う
に
対
象
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
斉
一
性
の
思
想
に
よ
る
創
造
物
語
の
検
討
は
、
言
葉
を
通
し
て

現
れ
る
人
間
の
世
界
、
そ
の
表
現
の
限
界
を
問
う
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
西
洋
で
信
仰
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
る
時
代
、
そ
の
変
化
を
担
う
一
人
で
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ

ク
の
争
い
、
教
会
と
政
治
権
力
の
結
び
つ
き
な
ど
、
数
百
年
に
わ
た
る
血
で
血
を
洗
う
抗
争
と
腐
敗
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
ま
ま
に

は
し
て
お
き
ま
せ
ん
。
十
七
世
紀
に
は
、
聖
書
の
真
理
を
絶
対
と
し
て
そ
の
歴
史
性
を
否
定
す
る
伝
統
に
対
し
、
批
判
が
始
ま
り
ま
す
。

ス
ピ
ノ
ザ
（
一
六
三
二
─
一
六
七
七
）
は
、
深
い
信
仰
の
な
か
か
ら
、『
神
学
・
政
治
論
』（
一
六
七
〇
）
で
、
聖
書
の
言
葉
を
非
時
間

的
な
真
理
と
せ
ず
、
そ
の
成
立
の
歴
史
的
経
緯
や
作
者
の
思
想
を
探
求
し
ま
し
た
。
一
方
で
十
八
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
啓

蒙
主
義
の
運
動
、
と
く
に
百
科
全
書
派
は
聖
書
を
含
め
、
信
仰
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
ま
す
。
ま
た
英
国
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
よ
り
百
年

ほ
ど
前
か
ら
理
神
論
が
盛
ん
と
な
り
、
神
秘
や
奇
跡
を
否
定
す
る
知
性
的
な
宗
教
観
は
、
そ
の
倫
理
学
と
信
仰
の
調
和
か
ら
し
て
、
十

八
世
紀
に
は
大
き
な
影
響
力
が
あ
り
ま
し
た
。
同
様
に
、
自
然
神
学
と
呼
ば
れ
る
、
近
代
科
学
の
進
展
を
前
に
し
て
、
そ
の
成
果
を
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
活
動
が
あ
り
、
こ
の
神
学
の
出
版
物
は
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
か
け
て
、
二
百
年
以
上

に
わ
た
っ
て
、
英
国
で
も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
る
書
物
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

植
物
学
者
・
博
物
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
レ
イ
（
一
六
二
七
─
一
七
〇
五
）
の
『
創
造
の
御
業
に
示
さ
れ
た
神
の
叡
智
』
は
、
こ
の

神
学
の
代
表
作
で
す
。
こ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
人
の
眼
は
、
目
的
に
適
っ
た
そ
の
精
緻
な
作
り
で
、
神
と
い
う
作
り
手
、
つ
ま
り
原
因

に
、
ふ
さ
わ
し
い
結
果
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
自
然
神
学
は
強
い
信
仰
心
に
裏
付
け
ら
れ
、
当
時
の
正
確
な
科
学
知
識
を
語
る
堅



三
一

カ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド

実
な
活
動
で
す
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
信
仰
を
人
の
情
念
（passion

）
と
み
て
、
理
神
論
に
も
神
学
に
も
与
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

ビ
リ
ヤ
ー
ド
で
始
ま
る
『
人
間
知
性
研
究
』
の
終
わ
り
、
第
十
二
章
の
し
め
く
く
り
は
、
神
学
や
ス
コ
ラ
形
而
上
学
の
書
物
は
、
詭

弁
と
幻
想
し
か
語
ら
な
い
の
だ
か
ら
「
火
に
く
べ
て
し
ま
え
」（Com

m
it it then to the flam

es.

）。
そ
の
穏
や
か
さ
と
暖
か
さ
で

知
ら
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
が
こ
れ
で
す
。
よ
く
無
神
論
者
と
言
わ
れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
で
す
が
、
し
か
し
こ
の
激
し
さ
は
、
そ
の
信
仰
へ

の
思
い
に
つ
い
て
、
何
か
を
語
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

六
　
右
手
・
左
手

ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
性
議
論
に
よ
っ
て
目
が
覚
め
た
と
語
る
の
は
、
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
─
一
八
〇
四
）
で
す
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
深
く
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、
否
定
し
ま
す
。
原
因
と
結
果
の
関
係
は
知
覚
の
連
な
り
に
一
定
の
順
序
を
与
え
て
、

こ
の
連
な
り
を
客
観
世
界
の
で
き
ご
と
と
判
断
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
で
因
果
性
は
、
私
た
ち
の
知
覚
が
単
に
主
観
的
な
表
象
で
は
な
く

て
、
対
象
世
界
の
客
観
性
に
対
応
す
る
た
め
の
必
然
的
条
件
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
原
因
・
結
果
の
関
係
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
よ
う

に
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
で
は
な
く
、
逆
に
、
経
験
を
客
観
的
経
験
と
す
る
条
件
で
あ
る
。
こ
う
、
カ
ン
ト
は
考
え
ま
す
。
完
璧
を

期
す
カ
ン
ト
は
、
経
験
の
可
能
性
や
主
観
と
客
観
世
界
の
関
わ
り
を
探
求
し
て
い
き
な
が
ら
、『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
）
と
い

う
大
仕
掛
け
の
大
冊
を
著
し
、
こ
れ
は
近
代
哲
学
最
大
の
仕
事
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
こ
の
、
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
大
著
の
一
つ
の
基
礎
と
な
る
議
論
を
見
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
『
空

間
に
お
け
る
方
位
の
区
別
の
第
一
根
拠
に
つ
い
て
』（「
方
位
論
文
」）（
一
七
六
八
）
と
い
う
、
長
い
題
の
短
い
論
文
に
あ
り
ま
す
。
こ

の
「
方
位
論
文
」
は
難
解
で
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』（
一
七
八
三
）
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
意
義
が
見
え
て
き
た
の
は
近
頃
の
こ
と
で
す
。
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カ
ン
ト
は
「
絶
対
空
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
は
、
自
分
の
右
手
と
左
手
だ
。
空
間
は
、
人
が
い
よ
う
が

い
ま
い
が
関
係
な
く
存
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ち
が
う
。
右
手
と
左
手
を
見
よ
。
こ
こ
に
は
内
的
な
差
異
は
、
何
も
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
手
と
左
手
を
同
一
の
輪
郭
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
見
て
い
る
右
手
左
手
は
、

物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
の
感
性
の
直
観
に
よ
る
現
象
な
の
だ
。
右
手
左
手
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
物
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間

に
、
現
象
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

何
を
言
い
た
い
の
か
。
人
の
手
と
い
う
例
の
さ
さ
や
か
な
こ
と
と
、
空
間
は
人
の
感
性
的
直
観
の
形
式
で
、
そ
れ
を
通
し
て
、
物
は

み
な
現
象
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
主
張
の
大
き
さ
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
に
も
思
え
ま
す
。

七
　
手
袋
の
目
方

『
純
粋
理
性
批
判
』
は
空
間
論
が
先
頭
に
立
ち
ま
す
が
、
そ
こ
で
空
間
は
「
私
の
外
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
さ
り
げ
な
い
言
い
方
で
す
が
、

「
空
間
」
と
い
う
語
は
「
私
」
を
含
む
、
空
間
は
私
抜
き
で
は
意
味
を
与
え
ら
れ
な
い
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。
右
手
左
手
の
話
は
、
私
と
、

世
界
を
直
観
す
る
形
式
で
あ
る
空
間
と
の
関
わ
り
を
示
す
た
め
に
あ
り
ま
す
。

右
手
左
手
は
、
ど
う
し
て
私
と
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、「
向
き
」、
つ
ま
り
「
方
位
」
で
す
。
右
手
と
左
手
は
、
た
と

え
ば
、
指
の
並
び
で
は
同
一
で
す
。
親
指
の
と
な
り
に
人
差
し
指
、
人
差
し
指
の
隣
に
中
指
な
ど
と
。
い
や
同
一
で
は
な
い
、
右
手
で

は
、
親
指
の
右
隣
が
人
差
し
指
、
左
手
で
は
親
指
の
左
隣
が
人
差
し
指
と
、
違
い
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
右
左
を
持
ち
込
む
、

こ
の
言
い
方
は
論
点
先
取
で
す
。
カ
ン
ト
が
方
位
の
区
別
を
言
う
と
き
、
左
右
の
区
別
の
根
拠
を
問
う
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
区
別
は
悟
性
、
つ
ま
り
人
の
考
え
る
力
だ
け
か
ら
は
、
出
て
こ
な
い
。
こ
こ
に
は
直
観
と
い
う
、
感
性
の
能
力
が
必
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要
だ
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
「
方
位
論
文
」
で
は
、
議
論
が
進
む
う
ち
に
、
こ
ん
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
も
し
、
最
初
に
創
造

さ
れ
た
物
が
人
の
手
だ
と
思
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
必
ず
右
手
か
左
手
で
あ
る
」。
天
地
創
造
の
空
間
、
何
も
な
い
、
人
も
い
な
い
宇

宙
空
間
。
そ
こ
に
、
人
の
手
だ
け
が
一
本
、
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
の
空
想
を
す
る
と
き
、
こ
の
手
か
ら
、
向
き
を
、
す
な
わ
ち
、
右
か

左
と
い
う
方
位
を
、
決
し
て
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
、
左
右
と
い
う
方
位
の
区
別
は
、
私
の
い
る
場
所
、「
こ
こ
」
あ
っ

て
の
区
別
で
す
。
す
る
と
、
一
本
の
手
し
か
存
在
し
な
い
と
想
定
し
た
宇
宙
空
間
に
も
、「
こ
こ
」
が
あ
り
ま
す
。「
こ
こ
」
と
は
私
の

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
空
（
か
ら
）
の
宇
宙
に
私
が
い
ま
す
。「
私
」
は
、
こ
う
し
て
「
空
間
」
に
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

私
と
空
間
の
、
こ
の
よ
う
な
切
り
離
せ
な
い
関
係
、
こ
れ
を
「
直
観
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
カ
ン
ト
の
議
論
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
す
。
右
手
左
手
が
一
つ
の
輪
郭
へ
、
ど
う
は
ま
る
か
と

い
う
言
い
方
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
形
を
持
つ
物
そ
の
も
の
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
の
見
え
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

カ
ン
ト
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
私
の
い
る
こ
こ
か
ら
、
左
右
の
区
別
と
と
も
に
見
え
て
い
る
、
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
な
ど
言
っ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
生
活
空
間
で
あ
れ
幾
何
空
間
で
あ
れ
、
対
象
に
形
が
あ
る
以
上
、
対
象
は
私
な
し
で
は
対
象
で
は
な
い
。

こ
の
飲
み
込
み
が
た
い
洞
察
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
姿
を
現
す
、
カ
ン
ト
観
念
論
の
基
礎
で
す
。

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
を
短
く
切
り
詰
め
た
本
で
す
が
、「
方
位
論
文
」
を
論
理
的
に
整
え
た
議
論
が
あ
り
ま
す
。

第
一
章
「
純
粋
数
学
は
な
ぜ
可
能
か
」
の
第
十
三
節
で
す
。
こ
の
節
は
、
右
手
左
手
の
議
論
を
カ
ン
ト
観
念
論
全
体
の
な
か
に
位
置
づ

け
ま
す
。
そ
し
て
「
一
方
の
手
の
手
袋
は
、
他
方
の
手
に
は
使
え
な
い
」。
三
つ
の
長
い
注
が
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
分
の
理

論
は
、
数
学
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
、
つ
ま
り
経
験
に
先
立
つ
認
識
の
現
実
へ
の
適
用
を
保
証
し
、
現
実
の
認
識
が
仮
象
に
す
ぎ
な
い

と
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
、「
唯
一
」
の
手
立
て
な
の
だ
と
強
調
し
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
外
的
対
象
は
必
然
的
に
幾
何
学
の
命
題
に
合
致
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
幾
何
学
の
空
間
は
感
性
的
直
観
の
形
式
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
の
形
式
を
、
自
分
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
見
い
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だ
す
、
な
ど
と
い
っ
た
文
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
タ
ロ
グ
を
見
せ
ら
れ
る
気
が
し
ま
す
。
カ
ン
ト
が
手
袋
の
議
論
に
か
け
た
目
方

の
重
さ
が
分
か
り
ま
す
。

八
　
射
影
幾
何
学
へ

ヒ
ュ
ー
ム
は
二
つ
の
ボ
ー
ル
の
動
き
に
目
を
こ
ら
し
ま
し
た
。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
身
近
な
二
つ
の
手
を
見
つ
め
ま
す
。
そ
し
て
、
ネ
ジ
、

旋
毛
、
そ
ら
豆
、
蛇
、
太
陽
と
月
の
運
動
な
ど
、「
方
位
論
文
」
は
お
び
た
だ
し
い
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
物
の
形
を
考
え
ま
す
。
ヒ
ュ
ー

ム
や
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
身
近
で
見
慣
れ
た
光
景
が
哲
学
へ
の
入
り
口
で
す
。
し
か
し
、
手
ぶ
ら
で
始
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
時
代
背
景
が
、
こ
こ
に
明
確
に
現
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
哲
学
の
伝
統
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
自
然
科
学
、
神
学
な
ど
か
ら
、
そ
の
探
究
の
動
機
と
方
法
を
得
て
い
る
こ
と
を
見

ま
し
た
。
一
方
、「
方
位
論
文
」
は
新
し
い
幾
何
学
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
学
校
で
習
っ
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
が
主
眼
と
す
る
の
は
、
図
形
の
計
量
的
性
格
（
長
さ
や
面
積
、
体
積
、
そ
の
等
し
さ

や
加
算
・
分
割
な
ど
）
で
す
。
三
平
方
の
定
理
が
典
型
で
す
。
し
か
し
幾
何
学
は
十
七
世
紀
、
こ
の
計
量
か
ら
離
れ
始
め
ま
す
。
ル
ネ

サ
ン
ス
の
時
代
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
も
と
に
し
て
、
絵
画
の
透
視
図
法
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
透
視
図
法
は
一
つ
の
視
点
か
ら

見
る
対
象
の
形
を
二
次
元
に
描
く
技
法
で
す
。
こ
の
図
法
の
平
面
上
で
は
平
行
線
が
交
わ
り
ま
す
。
デ
ザ
ル
グ
（
一
五
九
一
─
一
六
六
一
）
は
、

こ
の
よ
う
な
交
点
、
つ
ま
り
無
限
遠
点
を
取
り
込
ん
だ
幾
何
学
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
方
法
を
継
ぐ
パ
ス
カ
ル
（
一
六
二
三
─
一
六
六
二
）

の
「
円
錐
曲
線
試
論
」（
一
六
四
〇
）
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
に
よ
る
円
錐
曲
線
論
の
新
た
な
展
開
で
す
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
を
促
し
て
、
計
量
を
介
さ
ず
、
形
を
直
に
扱
う
幾
何
学
を
構
想
さ
せ
ま
し
た
。
カ
ン
ト
は
「
方
位
論
文
」
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
自
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分
の
論
文
の
動
機
と
し
て
名
指
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
「
手
袋
」
は
、
幾
何
学
が
近
代
へ
と
進
展
し
て
い
く
道
に
置
か
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
の
一
連
の
動
き
は
射
影
幾
何
学
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
幾
何
学
は
平
行
線
が
無
限
遠
点
で
交
わ
る
空
間
を
前
提
し
ま
す
。
平
行

線
は
同
じ
方
向
を
持
つ
直
線
群
で
、
同
一
の
無
限
遠
点
で
交
わ
り
ま
す
。
す
る
と
、
こ
の
空
間
で
は
無
限
遠
点
を
通
し
て
直
線
の
方
向

が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
で
は
空
間
の
方
位
は
主
題
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
射
影
空
間
の
対
象
は

明
示
的
（explicit

）
に
、
方
向
を
持
つ
、
つ
ま
り
方
位
の
な
か
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
射
影
幾
何
学
は
量
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
で
、

古
典
幾
何
学
で
は
も
っ
と
も
包
括
的
に
な
り
、
こ
の
包
括
性
に
よ
っ
て
現
代
数
学
へ
の
一
つ
の
通
路
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
か
ら
現
代
幾
何
へ
の
変
化
の
な
か
で
、
物
の
形
、
空
間
の
方
位
性
を
、「
私
」
の
問
い
と
関
係
づ
け
た
の
で
す
。
こ
こ

で
世
界
は
方
位
空
間
で
あ
る
こ
と
で
、
私
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
性
を
、
世
界
の
客
観
的
な
性
質
で
は
な
く
、「
人
」
が
世
界
に
つ
い
て
持
つ
思
想
と
し
て
描
き
ま
し
た
が
、
カ
ン
ト
で
は
、

空
間
に
方
位
を
与
え
て
い
る
「
私
」
が
現
れ
ま
す
。
人
か
ら
私
へ
と
、
こ
こ
で
議
論
は
先
鋭
化
し
て
い
ま
す
。

何
も
な
い
、
し
か
し
「
こ
こ
」
の
そ
な
わ
っ
た
宇
宙
空
間
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
ど
う
し
て
、
私
が
他
人
と
と
も
に
生
き
る
社

会
を
基
礎
付
け
る
の
か
。『
純
粋
理
性
批
判
』
を
仕
上
げ
た
後
の
カ
ン
ト
の
関
心
は
、
道
徳
の
基
礎
付
け
で
し
た
。
そ
し
て
道
徳
の
先

に
は
宗
教
が
考
え
ら
れ
、
神
は
最
高
の
根
源
的
な
善
、
そ
の
よ
う
な
知
性
そ
の
も
の
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
と
カ
ン
ト
は
、
西
洋
の
信
仰
生
活
の
曲
が
り
角
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
哲
学
に
は
信
仰
へ
の
問
い
が
み
な
ぎ
っ
て
い

ま
す
が
、
宗
教
の
基
礎
に
、
一
方
は
情
念
、
他
方
は
理
性
を
考
え
ま
す
。
二
人
の
宗
教
観
の
こ
の
よ
う
な
分
裂
に
、
時
代
が
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
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九
　
あ
の
カ
ラ
ス
の
声
が
す
る

ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
元
禄
期
に
、
盤
珪
永
琢
（
一
六
二
二
─
一
六
九
三
）
が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
盤
珪
は
当
時
、

一
世
を
風
靡
し
た
語
り
手
で
、
そ
の
説
法
に
は
千
人
を
超
え
る
人
々
が
集
ま
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

拙
僧
が
何
れ
も
へ
申
聞
せ
ま
す
る
説
法
は
、
別
の
事
で
も
ご
ざ
ら
ぬ
不
生
の
断
で
ご
ざ
る
。
人
々
佛
心
そ
な
わ
り
て
ご
ざ
れ
ど
も
、

そ
れ
を
御
存
知
な
き
所
を
、
拙
僧
が
申
聞
せ
ま
す
る
で
ご
ざ
る
。
さ
れ
ば
佛
心
有
と
は
い
か
や
う
な
る
事
ぞ
と
申
に
、
此
御
屋
敷

の
面
々
、
拙
僧
が
申
事
を
聞
し
め
さ
れ
ん
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
何
れ
も
御
宿
よ
り
覚
悟
な
さ
れ
御
越
あ
つ
て
、
説
ぽ
う
聴
聞
の
内
に
、

此
寺
の
外
に
て
犬
が
鳴
ま
す
れ
ば
犬
の
声
と
聞
し
り
、
か
ら
す
が
鳴
ば
、
烏
の
声
と
し
り
、
大
人
の
声
を
大
人
と
し
り
、
子
供
の

声
を
ば
子
供
と
し
り
た
ま
ふ
。
…
前
廉
よ
り
覚
悟
な
く
て
は
、
い
か
で
か
物
の
声
も
、
色
香
を
も
、
此
会
座
に
て
し
ら
つ
し
や
ろ

う
や
う
は
な
け
れ
ど
も
、
其
覚
悟
な
き
事
を
、
見
し
り
聞
し
り
致
す
所
が
面
々
に
そ
な
は
り
た
る
不
生
の
気
と
申
も
の
で
ご
ざ
る
。

…
見
よ
う
の
、
聞
ふ
の
と
、
ま
へ
方
よ
り
覚
悟
な
く
、
見
た
り
聞
た
り
い
た
す
が
、
不
生
で
ご
ざ
る
。
見
よ
う
聞
ふ
と
存
る
、
気

の
生
じ
ま
せ
ぬ
か
、
是
不
生
で
ご
ざ
る
。
不
生
な
ら
ば
不
滅
で
ご
ざ
る
。
不
滅
と
は
め
つ
せ
ぬ
で
ご
ざ
る
な
れ
ば
、
生
ぜ
ざ
る
物
、

滅
す
べ
き
や
う
は
ご
ざ
ら
ぬ
。
爰
が
面
々
の
佛
心
そ
な
は
り
た
る
所
で
ご
ざ
る
。
さ
れ
ば
佛
菩
薩
の
世
よ
り
今
の
人
界
に
至
る
ま
で
、

佛
心
と
申
も
の
は
、
不
生
不
滅
で
ご
ざ
る
に
よ
つ
て
、
面
々
の
名
に
、
此
佛
心
そ
な
は
り
て
有
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
。
其
佛
心
有
事

を
ご
存
じ
な
き
に
よ
り
、
何
れ
も
が
迷
は
つ
し
や
る
で
ご
ざ
る
ぞ
。（『
盤
珪
禅
師
語
録
』「
盤
珪
佛
智
弘
済
禅
師
御
示
聞
書
」
下
）
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盤
珪
は
こ
の
説
法
を
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
夏
、
四
国
の
丸
亀
で
行
っ
て
い
ま
す
。
盤
珪
の
説
法
の
主
題
は
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
が
、
繰
り
返
し
現
れ
る
烏
の
声
の
説
法
は
、
中
心
的
な
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

す
で
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
説
法
で
す
が
、
さ
ら
に
切
り
詰
め
れ
ば
、「
皆
さ
ん
は
仏
心
を
お
持
ち
で
す
。
そ
の
証
拠
に
は
、
い
ま
、

私
が
説
法
し
て
い
る
と
き
、
皆
さ
ん
は
聞
こ
う
と
思
わ
な
く
と
も
、
寺
の
外
に
な
く
犬
の
声
、
烏
の
声
を
、
そ
れ
ぞ
れ
犬
の
声
、
烏
の

声
と
し
て
聞
き
知
っ
て
い
ま
す
。
見
よ
う
、
聞
こ
う
な
ど
と
、
意
図
し
な
い
で
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
が
不
生
で
す
。
見
よ
う
、
聞

こ
う
と
い
う
気
持
ち
が
生
じ
て
い
な
い
の
に
、
見
知
り
、
聞
き
知
る
こ
と
が
不
生
で
す
。
不
生
な
ら
ば
不
滅
で
す
。
こ
れ
が
皆
さ
ん
に

不
生
不
滅
の
仏
心
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」。

極
端
に
簡
潔
で
す
が
、
仏
教
の
教
義
に
親
し
ん
だ
聴
衆
に
は
、
こ
れ
で
十
分
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
当
時
の
出
版
物
や
、
あ
る
い
は

儒
学
国
学
に
お
い
て
も
、
人
々
の
仏
教
教
養
の
分
厚
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。
盤
珪
の
説
法
は
不
生
禅
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
し
か
し
盤
珪

は
、
自
分
の
説
法
が
仏
法
や
禅
か
ら
も
離
れ
た
、
独
自
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

惣
じ
て
身
ど
も
は
佛
語
祖
語
を
引
て
、
人
に
示
し
も
し
ま
せ
ぬ
。
只
人
々
の
身
の
上
の
ひ
は
ん
で
す
む
事
で
ご
ざ
れ
ば
、
す
む

に
、
又
佛
祖
の
語
を
ひ
か
う
よ
う
も
ご
ざ
ら
ぬ
。
身
ど
も
は
佛
法
も
い
は
ず
、
又
禅
法
も
い
は
ず
、
説
ふ
や
う
も
御
座
ら
ぬ
わ
ひ

の
。
み
な
人
々
今
日
の
身
の
上
の
批
判
で
相
す
ん
で
、
埒
の
明
事
な
れ
ば
、
佛
法
も
禅
法
も
、
と
か
ふ
や
う
も
ご
ざ
ら
ぬ
わ
ひ
の
。

（
同
書
上
）

不
生
不
滅
と
い
ふ
事
は
、
む
か
し
か
ら
、
経
録
に
も
、
あ
そ
こ
こ
こ
に
も
出
て
ご
ざ
れ
ど
も
、
不
生
の
証
拠
が
ご
ざ
ら
ぬ
。
…
身

ど
も
が
初
て
証
拠
を
、
説
だ
し
ま
し
た
わ
ひ
の
。（
同
書
上
）
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説
法
は
「
不
生
」
を
め
ぐ
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
、
何
か
を
見
て
い
る
と
き
、
見
よ
う
と
い
う
「
気
」
は
生
じ
ず
、
そ
の
意
図
も
生
じ

て
い
な
い
と
言
う
意
味
で
す
。
説
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
は
こ
の
さ
さ
や
か
な
事
実
に
通
じ
て
い
ま
す
。「
み
な
人
々
今
日
の
身
の
上

の
批
判
で
相
す
ん
で
、
埒
の
明
事
な
れ
ば
、
佛
法
も
禅
法
も
、
と
か
ふ
や
う
も
ご
ざ
ら
ぬ
わ
ひ
の
」。
皆
さ
ん
、
自
分
の
身
の
回
り
を

振
り
返
っ
て
み
な
さ
い
、
す
る
と
い
ま
、
か
ら
す
の
声
が
聞
こ
う
と
し
な
く
て
も
聞
こ
え
て
い
る
。
こ
れ
が
不
生
不
滅
の
証
拠
で
あ
る

こ
と
を
よ
く
思
い
知
り
な
さ
い
。「
あ
の
カ
ラ
ス
の
声
が
す
る
」
の
で
あ
っ
て
「
私
が
カ
ラ
ス
の
声
を
聞
く
」
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を

納
得
す
る
だ
け
で
埒
が
あ
く
の
で
、
仏
法
も
禅
法
も
説
き
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
説
法
を
は
じ
め
て
目
に
し
た
と
き
、
昔
、
外
国
に
い
た
と
き
で
す
が
、
そ
の
即
物
的
で
時
代
を
問
わ
な
い
表
現
に
打
た
れ
ま
し

た
。
哲
学
の
長
々
と
続
く
議
論
も
、
仏
教
の
実
践
と
教
え
の
身
に
つ
い
た
聞
き
手
の
前
で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
。
信
仰
心
が
大
き
く
形
を
変
え
つ
つ
あ
る
時
代
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
は
「
魂
」
の
永
続
を
問
い
な
が
ら
、
そ
の
実
体
で
あ
る
こ
と

を
否
定
し
ま
し
た
。
盤
珪
に
、
国
や
文
化
の
違
い
を
超
え
た
、
魂
の
不
滅
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
問
い
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
わ
り
に

文
献
学
の
方
法
に
対
し
て
、
哲
学
の
や
り
方
は
ど
う
な
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
と
カ
ン
ト
を
通
し
て
考
え
て
み
ま
し
た
。
こ
の
生
活
の
場

が
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
が
読
み
抜
く
べ
き
文
献
で
あ
り
資
料
で
し
た
。
そ
の
、
万
人
に
親
し
い
経
験
を
問
う
こ
と
か
ら
く
る
開
か
れ

た
表
現
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
の
流
れ
を
く
む
哲
学
の
典
型
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
は
い
つ
も
対
話
形
式
で
書
き
ま
し
た
。

そ
し
て
哲
学
は
そ
の
時
代
を
詳
細
に
記
し
た
碑
文
の
よ
う
に
、
人
々
の
思
索
や
希
望
、
そ
し
て
信
仰
の
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

子
供
に
「
数
を
数
え
ら
れ
る
だ
け
続
け
て
ご
ら
ん
」
と
言
え
ば
、「
一
、
二
、
三
」
と
始
め
て
し
ば
ら
く
す
る
と
飽
き
て
、「
ず
っ
と
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続
く
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。「
ず
っ
と
」
と
は
、
気
に
も
と
め
な
い
日
常
語
で
す
が
、
無
限
や
斉
一
を
表
し
ま
す
。
人
は
子
供
で
も
無

限
を
表
現
し
ま
す
。「
ず
っ
と
」
と
い
う
、
あ
り
ふ
れ
た
、
し
か
し
も
う
別
の
言
葉
に
な
ら
ず
分
析
を
拒
む
言
葉
は
、
生
活
の
基
礎
に
あ
っ

て
、
人
が
人
で
あ
る
表
現
と
も
言
え
ま
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
日
常
語
で
哲
学
を
語
り
、
平
俗
な
光
景
か
ら
離
れ
な
い
の
は
、
こ
こ
に
哲
学

の
核
心
が
あ
る
か
ら
で
す
。

カ
ン
ト
観
念
論
の
基
礎
は
空
間
の
「
こ
こ
」
で
し
た
。「
ず
っ
と
」「
こ
こ
」「
あ
の
」「
つ
ぎ
」「
い
な
い
」「
よ
い
」「
わ
る
い
」、
…
。

子
供
も
話
す
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
人
の
生
き
る
条
件
を
表
現
し
な
が
ら
、
地
に
根
を
張
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
長
い
年
月
を
か
け

て
作
ら
れ
て
き
た
哲
学
用
語
も
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
横
で
は
ガ
ラ
ス
細
工
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
人
は
、
ガ
ラ
ス
で
自
分
の

足
下
を
探
る
営
み
を
や
め
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

私
に
と
っ
て
、
佛
教
大
学
に
勤
め
る
こ
と
は
、
仏
教
の
存
在
、
共
感
す
る
心
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
で
し
た
。
卒
論
ゼ
ミ
の
学
生
さ

ん
に
は
よ
く
、
福
祉
の
仕
事
、
特
別
支
援
教
育
を
目
指
す
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
卒
論
で
忙
し
い
と
き
も
、
大
学
近
く
の
支
援
活
動
に

出
か
け
ま
す
。
そ
れ
を
言
う
こ
と
も
せ
ず
、
理
想
を
口
に
す
る
こ
と
も
な
い
学
生
さ
ん
の
姿
に
は
、
頭
が
下
が
り
ま
す
。
遅
々
と
し
た

歩
み
の
私
の
考
え
事
は
、
佛
教
大
学
な
く
し
て
、
決
し
て
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
退
職
い
た
し
ま
す
が
、
今
後
と

も
感
化
を
与
え
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

補
足

　
一

哲
学
の
議
論
が
歴
史
と
関
わ
る
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ヒ
ュ
ー
ム
の
い
た
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
社
交
界
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
ッ
ト
ン
（
一
七
二
六
─
一
七
九
七
）
も
よ
く
顔
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

地
質
学
の
創
始
者
と
言
わ
れ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
で
す
。
こ
の
頃
、
地
層
の
発
見
と
言
わ
れ
る
で
き
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

ハ
ッ
ト
ン
が
関
係
し
ま
す
。
奇
妙
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
地
層
が
、
長
い
時
間
を
か
け
た
、
気
象
や
地
殻
変
動
と
い
っ
た
地
球
の
活
動
の

結
果
で
あ
る
と
は
、
明
確
に
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
神
に
よ
る
地
球
の
創
造
に
よ
っ
て
、
生
き
物
す
べ
て

を
含
め
て
、
ほ
ぼ
今
の
地
球
の
よ
う
な
姿
で
、
で
き
あ
が
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
地
球
の
年
齢
は
当
時
、
聖
書
な
ど
に
基
づ
い
て
、
約

六
千
年
と
さ
れ
、
地
球
の
変
化
そ
の
も
の
は
ま
だ
興
味
を
持
た
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
十
七
世
紀
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ス
テ
ノ
〔
一
六

三
八
─
一
六
八
六
〕
を
先
駆
者
と
し
て
、
地
質
学
へ
の
動
き
は
少
し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
）。
ハ
ッ
ト
ン
は
地
層
に
千
年
単
位

と
は
桁
違
い
の
長
い
時
間
を
考
え
、
そ
の
生
成
の
様
子
が
、
積
み
重
な
る
い
く
つ
も
の
層
に
表
現
さ
れ
る
と
考
え
ま
し
た
。

ハ
ッ
ト
ン
を
引
き
継
ぎ
、
世
界
初
の
地
質
学
テ
キ
ス
ト
『
地
質
学
原
理
』（
一
八
三
〇
）
を
著
わ
し
た
の
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生

ま
れ
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
エ
ル
（
一
七
九
七
─
一
八
七
五
）
で
す
。
ラ
イ
エ
ル
の
弟
子
で
あ
り
友
人
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン

（
一
八
〇
九
─
一
八
八
二
）
が
、
進
化
論
発
見
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
長
い
船
旅
に
、『
地
質
学
原
理
』
を
手
に
し
て
出
発
し
た
の
は
一

八
三
一
年
で
し
た
。
ラ
イ
エ
ル
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
時
代
、
ま
だ
多
く
の
人
が
、
神
に
よ
る
天
地
創
造
を
事
実
と
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
イ

エ
ル
は
こ
の
強
い
思
想
に
対
し
て
、「
今
と
同
様
の
過
去
の
自
然
法
則
」、「
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
長
い
時
間
を
か
け
た
、
連
続
性
を
持
っ

た
変
化
」
と
い
っ
た
、
地
球
生
成
を
め
ぐ
る
自
然
法
則
の
基
礎
を
明
言
し
た
の
で
す
。

こ
の
法
則
か
ら
は
「
現
在
と
連
続
性
を
欠
く
よ
う
な
で
き
ご
と
」、
す
な
わ
ち
、
創
造
の
よ
う
な
断
絶
が
外
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

原
理
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。
当
時
、
天
変
地
異
説
に
対
し
て
、
ラ
イ
エ
ル
の
説
は
斉

一
説
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
地
球
生
成
や
進
化
の
常
識
は
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
の
半
ば
く

ら
い
か
ら
末
に
か
け
て
、
一
般
に
定
着
し
始
め
ま
し
た
。
こ
こ
に
当
時
の
自
然
観
、
宗
教
観
の
大
き
な
変
革
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
斉
一
性
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議
論
や
宗
教
論
と
が
、
呼
応
す
る
よ
う
す
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

『
地
質
学
原
理
』
は
当
時
の
英
国
の
教
会
勢
力
を
刺
激
せ
ず
に
、
保
守
的
な
知
識
人
に
も
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
注
意
を
は
ら
い

な
が
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
よ
く
読
ま
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
ラ
イ
エ
ル
は
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
「
は
か
な
い
存
在
」
を
、
旅

人
（sojourners
）
に
例
え
て
語
っ
て
い
ま
す
（
第
一
巻
第
九
章
）。『
創
世
記
』
が
、
神
に
よ
っ
て
特
別
に
創
造
さ
れ
、
世
界
の
中
心

の
よ
う
な
人
間
を
語
る
の
と
真
逆
で
す
。
ラ
イ
エ
ル
の
地
質
学
は
地
球
生
成
の
歴
史
を
語
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
人
間
観
で

も
あ
り
ま
し
た
。

補
足

　
二

盤
珪
の
説
法
に
つ
い
て
、
魂
の
実
体
性
を
め
ぐ
る
普
遍
的
な
問
い
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

カ
ン
ト
は
空
間
を
、
端
的
に
「
私
の
外
」
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
内
側
に
あ
る
、
実
体
と
し
て
の
心
と
い
っ
た
考

え
は
退
け
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
な
る
と
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
、
私
が
ず
っ
と
同
じ
こ
の
私
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、

ど
う
説
明
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
私
の
内
な
る
心
と
い
う
、
不
変
の
実
体
が
な
け
れ
ば
、
私
の
同
一
性
に
、
ど
う
意
味
を
与
え
れ
ば
よ

い
の
か
。
こ
の
、
私
の
（
時
間
を
通
じ
て
の
）
同
一
性
と
い
う
問
い
は
、
自
我
を
め
ぐ
る
哲
学
の
議
論
の
一
つ
の
核
心
で
す
。
キ
リ
ス

ト
教
神
学
が
、
も
っ
と
も
力
を
入
れ
た
議
論
の
一
つ
が
、
魂
の
不
死
、
す
な
わ
ち
、
魂
の
（
永
遠
の
）
同
一
性
で
し
た
。

カ
ン
ト
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
私
が
、
私
の
外
に
あ
る
対
象
、
つ
ま
り
空
間
中
の
一
つ
の
対
象
を
「
何
か
変
わ
ら
な
い
も
の
」
と

し
て
知
覚
す
る
こ
と
と
、
私
の
変
わ
ら
な
さ
は
同
一
だ
と
論
じ
ま
す
。
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
私
が
直
に
知
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
、

確
実
な
も
の
は
、
ま
ず
私
の
内
な
る
心
だ
と
い
う
、
デ
カ
ル
ト
的
な
観
念
論
を
反
駁
し
ま
す
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
観
念
論
論
駁
」
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と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
が
前
に
立
つ
一
本
の
木
を
見
る
と
き
、
こ
の
木
は
「
何
か
変
わ
ら
な
い
も
の
」
と
見

え
て
い
て
、
こ
の
木
の
姿
が
、「
私
は
ず
っ
と
同
じ
私
だ
」
と
い
う
自
我
意
識
で
す
。
ま
ず
直
接
的
な
の
は
私
の
外
の
対
象
に
つ
い
て

の
経
験
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
内
的
経
験
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

聴
衆
は
盤
珪
に
、
カ
ラ
ス
の
声
が
す
る
と
言
わ
れ
て
思
わ
ず
、
外
に
聞
こ
え
て
い
る
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
そ
の
と
き
、
カ
ラ
ス
の
声
は
た
だ
、

カ
ラ
ス
の
声
と
し
て
聞
こ
え
て
は
い
ま
せ
ん
。「
あ
の
カ
ラ
ス
の
声
」
で
す
。「
あ
の
」
と
は
「
い
つ
も
の
」「
前
、
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
物
や
音
は
、
み
な
、「
前
に
見
た
こ
と
の
あ
る
、
前
、
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
」

物
や
音
で
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
私
た
ち
の
住
む
世
界
が
、
見
慣
れ
た
親
し
い
物
事
が
な
だ
ら
か
に
連
な
る
場
所
で
あ
る
こ
と
」
を
、
斉

一
性
と
い
う
思
想
で
語
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
世
界
の
な
だ
ら
か
さ
は
、
私
の
同
一
性
で
す
。

「
あ
の
カ
ラ
ス
の
声
」
が
聞
こ
え
る
と
き
、
か
つ
て
カ
ラ
ス
を
聞
い
て
い
た
自
分
、
昔
の
自
分
が
い
ま
す
。「
あ
の
」
と
い
う
親
し
さ

は
、
時
間
の
幅
で
あ
り
、
か
つ
て
の
自
分
と
い
ま
の
自
分
が
、
カ
ラ
ス
の
声
の
な
か
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
私
の
同
一
性
は
不
変
の

実
体
で
あ
る
心
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

盤
珪
は
「
不
生
」
を
言
い
換
え
て
、「
見
よ
う
と
か
、
聞
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ラ
ス
の
声
が
聞
こ
え
る
と
き
な
ど
に
、
生
じ
て

い
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
カ
ラ
ス
の
声
が
聞
こ
え
る
以
前
に
は
、
私
の
同
一
性
は
、
つ
ま
り
、
私
は
、
な
い
か
ら
で
す
。
聴
衆

は
「
空
」
に
つ
い
て
、
教
養
を
持
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、
盤
珪
と
い
う
人
格
が
目
前
に
広
げ
る
空
の
光
景
は
新
鮮
だ
っ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
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付
記

こ
の
原
稿
は
、
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
七
日
の
、
仏
教
学
部
、
最
終
講
義
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
る
べ
く
当
日
の
流
れ
と

内
容
に
沿
う
よ
う
に
努
め
た
。
三
十
分
に
短
縮
し
た
講
義
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
歴
史
的
な
事
を
詳
し
く
、
説
明
を
明
確
に
す
る

よ
う
に
、
文
章
を
補
っ
た
。
出
典
は
こ
の
原
稿
の
性
質
上
、
文
章
の
な
か
に
書
き
込
み
、
注
は
省
い
た
。
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「
感
謝
」

（
松
永
知
海
先
生
最
終
講
義
）

た
だ
い
ま
ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
松
永
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
終
講
義
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
場
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
に
、
ま
ず
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
、
伊
藤
真
宏
学
部
長
が
ご
紹
介
く
だ
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
昭
和
四
四
年
に
佛
教
大
学
に
入
学
い
た
し
ま
し
て
、
本
当
に
た

く
さ
ん
の
先
生
方
、
先
輩
・
同
輩
・
後
輩
、
ま
た
勤
め
て
か
ら
は
同
僚
の
方
々
、
ま
た
事
務
局
の
方
々
、
特
に
今
年
は
リ
モ
ー
ト
授
業

で
機
器
の
操
作
な
ど
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
方
々
に
取
り
囲
ま
れ
ま
し
て
、
こ
う
し
た
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
、
本
当
に
感
謝
に
た
え
ま
せ
ん
。

最
終
講
義
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
配
布
い
た
し
ま
し
た
資
料
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
昨
年
度
国
際
木
版
保
存
研
究
協
議
会
と
い
う

所
が
、
第
五
回
の
国
際
学
術
大
会
を
開
き
ま
し
て
、
そ
の
時
の
資
料
を
お
手
元
の
資
料
と
し
て
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ

に
至
る
お
話
を
し
て
、
今
日
の
最
終
講
義
に
替
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
、
田
山
先
生
の
ご
講
義
を
聞
い
て
、
私
は
な
ん
て
勉
強
し
て
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
考
え
て
み
る
と
と
く
に
そ
う

「
感
謝
」

松
　
永

　
知

　
海
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い
う
思
索
と
い
う
所
で
す
ね
、
形
而
上
の
問
題
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
ず
っ
と
避
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
い
つ
も
な
ん
か
形

而
下
の
話
で
、
具
体
的
な
も
の
だ
け
を
見
つ
め
て
、
目
録
で
あ
る
と
か
、
索
引
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
作
っ
て
き
た
な
と

い
う
ふ
う
に
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

学
部
・
大
学
院
の
私
の
指
導
の
先
生
は
春
日
井
真
也
先
生
と
い
う
イ
ン
ド
学
の
先
生
で
、
そ
う
い
っ
た
点
で
は
田
山
先
生
と
大
変
よ

く
似
て
、
思
索
的
な
、
哲
学
的
な
論
文
を
書
い
た
り
も
さ
れ
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
も
研
究
さ
れ
て
お
ら
れ
た
先
生
が
私
の
指
導
教
授
で

し
た
。
先
生
は
浄
土
宗
の
僧
侶
で
も
あ
ら
れ
た
の
で
、『
阿
弥
陀
経
』『
観
経
』『
無
量
寿
経
』
と
い
っ
た
「
浄
土
三
部
経
」
の
研
究
で

も
業
績
を
残
さ
れ
た
先
生
で
し
た
。
そ
ん
な
先
生
の
も
と
で
、
学
部
時
代
は
『
阿
弥
陀
経
』
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
学
部
で
は
『
阿

弥
陀
経
』
で
論
文
を
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
『
阿
弥
陀
経
』
を
選
ん
だ
か
と
言
う
と
、
実
は
三
年
次
に
チ
ベ
ッ
ト
語
の
講
義

を
さ
れ
て
い
た
小
玉
大
円
先
生
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
掲
載
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
香
川
孝
雄
先
生
が
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
講
義
を
さ
れ
、
そ
の
梵
語
学
の
解
説
テ
キ
ス
ト
に
、
や
は
り
こ
れ
に
も
『
阿
弥
陀
経
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
な
ら
『
阿
弥
陀
経
』
で
論
文
が
書
け
そ
う
だ
な
と
思
っ
た
の
が
大
き
な
間
違
い
で
、
私
は
外
国
語
、
横
文
字
に
は
全
然
才
能
が
な

い
な
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
な
ん
と
か
書
き
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
学
院
の
修
士
時
代
は
漢
訳
し
か
な
い
も
の
を
選
ぼ

う
と
思
い
、『
観
無
量
寿
経
』
を
選
び
ま
し
た
。『
観
無
量
寿
経
』
で
、
な
ん
と
か
論
文
を
書
き
上
げ
て
、
そ
し
て
大
学
院
博
士
課
程
に

進
み
ま
し
た
。

大
学
院
時
代
は
、
敦
煌
写
経
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
図
書
館
に
購
入
さ
れ
て
、
目
録
も
な
く
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ

の
整
理
を
し
て
目
録
を
作
っ
て
お
り
ま
し
た
。
暇
に
明
か
せ
て
図
書
館
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
お
り
ま
し
た
。
博
士
課
程
の
終
わ
る
頃
に
、

当
時
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
の
主
任
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
堀
隆
廣
さ
ん
に
「
ど
う
す
る
の
？
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
て
、「
い

や
卒
業
後
の
こ
と
は
何
も
考
え
て
ま
せ
ん
」
と
告
白
し
ま
し
た
ら
、「
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
う
予
定
だ
」
と
。
そ
れ
か
ら
『
教
化
リ
サ
ー
チ
』
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と
い
う
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
が
出
す
寺
院
向
け
の
雑
誌
な
ん
で
す
が
、「
そ
れ
の
編
集
を
手
伝
っ
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ

ま
し
て
、
週
四
日
と
い
う
こ
と
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
奉
職
の
き
っ
か
け
で
す
。

そ
の
当
時
、
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
の
隣
の
部
屋
に
仏
教
文
化
研
究
所
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
の
主
事
は
後
に
学
長
に

な
ら
れ
る
高
橋
弘
次
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
そ
の
下
に
書
記
と
し
て
岸
一
英
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
佛
教
大
学
の

図
書
館
に
あ
る
浄
土
宗
関
係
の
目
録
を
作
る
か
ら
、「
お
前
も
手
伝
え
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
今
だ
っ
た
ら
O
P
A
C
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
図
書
館
は
カ
ー
ド
で
整
理
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
カ
ー
ド
を
コ
ピ
ー
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
た
。

そ
れ
で
図
書
館
へ
行
っ
て
そ
の
カ
ー
ド
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
浄
土
宗
関
係
の
典
籍
を
実
際
に
手
に
取
っ
て
、
そ
し
て
必
要
事
項
を

加
除
訂
正
し
て
、
本
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。
岸
先
生
に
は
、
そ
の
時
に
そ
う
し
た
目
録
の
作
り
方
・
索
引
の
作
り
方
、
そ

う
い
っ
た
も
の
を
学
び
ま
し
て
、「
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
、
私
に
も
な
ん
と
か
で
き
そ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ぁ
」
と
い
う
ふ
う
に
思
っ

た
の
が
、
索
引
だ
と
か
目
録
を
作
り
始
め
た
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
目
録
は
最
終
的
に
は
『
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵
和
漢
書

中
浄
土
宗
学
関
係
書
籍
目
録
稿
』（
佛
教
大
學
仏
教
文
化
研
究
所
、
一
九
八
〇
年
刊
）
と
い
う
こ
と
で
出
版
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
そ
の
当
時
、
名
古
屋
大
学
か
ら
来
ら
れ
ま
し
た
水
谷
真
成
先
生
と
い
う
音
韻
学
の
碩
学
で
、『
大
唐
西
域
記
』
を
平
凡
社

か
ら
出
版
さ
れ
た
先
生
も
「
こ
れ
は
岸
目
録
だ
ね
。」
と
大
変
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
と
並
行
し
て
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
『
教
化
リ
サ
ー
チ
』
を
出
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
史
学
科
の
今
堀
太
逸
先
生
か

ら
、
法
然
院
の
経
蔵
の
典
籍
調
査
の
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
調
査
を
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
主
任
の
三
輪
晴
雄
さ
ん
と
と
も
に
今
堀
先
生
か
ら
紹
介
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
史
学
科
の
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
四
名
と
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
神
戸
大
学
教
授
の
橋
本
峰
雄
先
生
が
貫

主
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
下
、
執
事
と
し
て
ご
子
息
の
梶
田
真
章
現
貫
主
さ
ん
が
お
ら
れ
て
、
調
査
で
は
大
変
お
世
話
に
な
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り
ま
し
た
。
こ
の
目
録
は
後
に
、
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
か
ら
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
法
然
院
の
調
査
の
カ
ー
ド
も

ほ
ぼ
終
わ
り
か
け
た
頃
に
、
佛
教
大
学
に
は
当
時
四
つ
の
研
究
所
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
二
年
任
期
の
研
究
員
を
置

く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
歴
史
研
究
所
に
は
山
本
博
子
さ
ん
、
仏
教
社
会
事
業
研
究
所
に
は
田
宮
仁
さ
ん
、
社
会
学
研
究
所
に

は
高
橋
伸
一
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
採
用
さ
れ
、
私
も
仏
教
文
化
究
所
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
時
の
研
究
所
所
長
は
坪
井
俊
映
先
生
で
、
主
事
は
深
貝
慈
孝
先
生
で
し
た
。「
と
に
か
く
論
文
を
書
け
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
う
も
私
は
形
而
上
の
問
題
は
苦
手
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
論
文
を
書
く
と
な
る
と
自
分
の
研
究
課

題
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
態
で
し
た
。
そ
こ
で
、
大
蔵
会
五
〇
回
分
の
目

録
を
ま
と
め
た
『
大
蔵
会
展
観
目
録
』
と
い
う
の
が
、
当
時
文
華
堂
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
索
引
を
作
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
大
蔵
会
と
い
う
の
は
京
都
仏
教
各
宗
学
校
連
合
会
と
い
う
所
が
母
体
と
な
り
ま
し
て
、
大
正
天
皇
の
ご
即
位
の
式
典
以

降
毎
年
一
回
秋
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
宗
派
で
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
典
籍
を
展
観
し
て
、
眼
福
に
供
す
る
と
い
う
よ
う
な
催
し
で
し
た
。
当

時
、
牧
田
諦
亮
先
生
が
毎
週
大
学
院
の
授
業
で
研
究
所
に
来
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
研
究
所
に
は
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
稲
岡
誓
純
先

生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
方
や
、
受
講
生
の
大
学
院
生
の
皆
さ
ん
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
目
録
の
カ
ー

ド
作
り
を
い
た
し
ま
し
た
。
若
き
日
の
中
国
文
学
科
の
鵜
飼
光
昌
先
生
も
そ
の
時
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ま
の

お
力
を
お
借
り
し
て
『
展
観
目
録
』
の
列
品
の
五
十
音
索
引
だ
け
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
後
に
佛

教
大
学
が
大
蔵
会
の
開
催
校
の
時
に
、
こ
の
索
引
に
佛
教
大
学
の
図
書
館
か
ら
所
蔵
者
別
の
目
録
を
つ
け
て
、
増
補
改
訂
版
を
刊
行
し

ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
国
枝
利
久
先
生
が
館
長
の
時
で
し
た
。

仏
教
文
化
研
究
所
を
離
れ
た
後
、
深
貝
先
生
か
ら
今
出
川
の
浄
福
寺
の
調
査
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
国

文
学
科
の
学
生
さ
ん
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
四
人
、
後
に
六
人
に
な
り
ま
し
た
が
お
願
い
を
い
た
し
ま
し
て
、
現
在
、
非
常
勤
講
師
で
い
ら
っ
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し
ゃ
い
ま
す
山
路
芳
範
先
生
に
も
お
手
伝
い
を
い
た
だ
き
経
蔵
調
査
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
草
稿
本
を
作
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

出
版
さ
れ
る
こ
と
な
く
埋
も
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
退
職
ま
で
に
出
版
し
た
い
と
思
っ
て
、
今
、
山
路
先
生
と
力
を
合
わ

せ
て
、
出
版
を
し
よ
う
と
い
う
方
向
で
や
っ
て
い
る
所
で
す
。

山
路
先
生
と
は
、
平
祐
史
先
生
が
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
所
長
の
時
に
、
ま
た
別
の
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
矢
吹
慶
輝
さ

ん
の
遺
品
が
あ
る
ん
で
、
そ
の
ご
子
息
で
あ
る
輝
夫
さ
ん
の
弁
護
士
事
務
所
に
行
っ
て
遺
品
を
頂
い
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
の

目
録
を
作
り
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
目
録
を
作
る
こ
と
も
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
平
成
五
年
の
時
に
作
っ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
を
基
に
非
常
勤
講
師
の
梶
原
隆
浄
先
生
と
別
府
一
道
先
生
が
改
訂
を
い
た
し
ま
し
て
、
増
補
出
版
し
た
の
が
、『
矢
吹
慶
輝
博
士

旧
蔵
遺
品
目
録
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
。

も
う
一
度
話
を
元
に
戻
し
ま
す
と
、
坪
井
先
生
が
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
時
に
記
念
論
文
集
を
作
る
こ
と
が
企
画
さ
れ
ま
し
て
、
深
貝

先
生
が
主
事
で
主
に
働
か
れ
、
書
記
の
稲
岡
先
生
も
お
ら
れ
、
そ
し
て
私
も
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
記
念

論
文
集
と
い
う
こ
と
で
私
も
論
文
を
一
本
書
け
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
と
言
っ
て
も
私
も
法
然
院
の
調
査
か
ら
離
れ
て
い
ま
し
た
し
、
黄

檗
版
大
蔵
経
の
課
題
と
い
う
も
の
は
数
年
で
は
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
身
動
き
が
取
れ
な
い
中
で
な
ん

か
書
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
、
ふ
っ
と
思
い
つ
い
た
の
が
、
先
ほ
ど
伊
藤
先
生
か
ら
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
黄
檗
宗
と

浄
土
宗
の
つ
な
が
り
と
い
う
か
、
黄
檗
宗
の
第
四
代
獨
湛
和
尚
と
い
う
方
と
、
法
然
院
の
中
興
二
世
の
忍
澂
上
人
と
の
交
流
で
し
た
。

当
麻
曼
陀
羅
の
話
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
獨
湛
と
い
う
人
は
当
麻
曼
陀
羅
に
も
著
作
が
あ
り
ま
し
て
、
古
代
蓮
を
咲
か
せ

た
大
賀
一
郎
博
士
が
「
黄
檗
四
代
念
仏
禅
師
獨
湛
和
尚
に
就
い
て
」
と
い
う
論
文
も
書
い
て
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
所
か
ら
こ

の
黄
檗
四
代
獨
湛
和
尚
の
こ
と
に
つ
い
て
何
か
資
料
が
な
い
か
な
と
、
飛
び
込
み
で
黄
檗
山
萬
福
寺
に
行
き
ま
し
た
。
で
、
売
店
の
方

に
「
な
ん
か
黄
檗
宗
の
研
究
機
関
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
お
聞
き
し
ま
し
た
と
こ
ろ
「
黄
檗
文
化
研
究
所
と
い
う
の
が
あ
る
よ
」
と
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教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
こ
で
黄
檗
研
究
を
さ
れ
て
い
た
大
槻
幹
郎
先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
槻
先
生
か
ら
は
、

黄
檗
の
宗
務
所
内
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
『
知
客
寮
須
知
』
と
い
う
日
鑑
の
輪
読
会
に
誘
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
崩
し
字
を
勉
強
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
ま
た
そ
の
延
長
上
で
、
平
成
八
年
度
に
一
年
間
研
修
を
佛
教
大
学
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
て
、
田
中
智
誠
禅

師
が
主
事
の
黄
檗
文
化
研
究
所
に
藉
を
置
か
せ
て
い
た
だ
き
、
文
化
庁
の
ご
示
教
の
も
と
宝
蔵
院
ご
住
職
の
加
藤
弘
宗
禅
師
の
ご
許
可

を
得
て
、
黄
檗
版
大
蔵
経
の
版
木
調
査
を
始
め
ま
し
た
。

そ
の
時
に
は
貝
葉
書
院
で
黄
檗
版
の
版
木
の
摺
印
を
さ
れ
て
い
る
六
人
の
摺
師
の
方
々
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
方
々
か
ら
摺
印
の

仕
方
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
仕
込
み
で
あ
る
と
か
、
道
具
の
名
称
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
専
門
用
語
を
直
接
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
版
木
の
中
に
は
文
字
に
刷
ら
れ
て
い
な
い
部
分
や
、
江
戸
時
代
の
摺
師
の
人
々
が
手
慰
み
の
た
め
に
書
い
た
墨
書
な
ど
も
発
見

で
き
て
、
大
変
有
意
義
な
研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
手
元
の
資
料
に
そ
う
し
た
墨
書
な
ど
も
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
後
で
見
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
話
は
前
後
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
研
修
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
が
、
天
海
版
一
切
経
の
調
査
と
い
う
も
の
も
始

め
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
科
毘
沙
門
堂
や
、
粟
田
の
青
蓮
院
門
跡
や
御
室
の
仁
和
寺
、
ま
た
日
蓮
宗
の
本
圀
寺
や
天
台
宗
の
叡
山
文
庫
で

調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
歴
史
も
伝
統
も
あ
る
ご
寺
院
の
経
蔵
調
査
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
中
で
は
か
え
っ
て
江
戸

時
代
の
典
籍
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
り
調
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ゆ
っ
く
り
と
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
至
福
の
時
間

で
、
今
か
ら
考
え
て
も
、
本
当
に
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。
そ
の
成
果
は
、『
東
叡
山
寛
永
寺
天
海
版
一
切
經
目
録
』
で
あ
る
と
か
、『
願

文
集
』
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

天
海
版
一
切
経
は
黄
檗
版
よ
り
も
前
に
日
本
で
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
大
蔵
経
で
、
そ
の
経
帙
、
包
み
紙
に
は
天
海
版
よ
り
も
さ
ら
に

前
に
大
蔵
経
の
刊
行
を
試
み
ま
し
た
宗
存
版
と
い
う
未
完
成
の
大
蔵
経
の
反
故
紙
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
調
査
の
中
で
見
つ
け
ま
し
た
。
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こ
れ
は
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
経
典
で
し
た
の
で
、
大
変
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

天
海
版
一
切
経
と
い
う
の
は
、
一
枚
の
板
に
文
字
を
彫
っ
て
印
刷
す
る
整
版
版
木
で
は
な
く
て
、
印
鑑
の
よ
う
に
木
片
の
一
つ
に
一

字
だ
け
を
彫
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
板
の
よ
う
に
し
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
現
在
こ
の
木
活
字
が
二
十
六
万

個
あ
ま
り
重
要
文
化
財
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
調
査
の
ご
縁
で
水
上
文
義
先
生
か
ら
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
実
践
女
子
大

学
の
渡
辺
守
邦
先
生
の
科
研
費
に
お
け
る
助
成
研
究
の
一
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
『
寛
永
寺
蔵
天
海
版
木

活
字
を
中
心
と
し
た
出
版
文
化
財
の
調
査
・
分
類
・
保
存
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
と
い
う
本
の
中
で
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
ま
た
少
し
遡
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
お
話
し
ま
し
た
黄
檗
の
大
槻
先
生
と
、
仏
教
史
学
会
の
発
表
で
知
り
合
い
ま

し
た
梶
浦
晋
先
生
と
、
現
在
は
非
常
勤
講
師
で
学
部
時
代
に
私
の
ゼ
ミ
生
で
も
あ
り
ま
し
た
馬
場
久
幸
先
生
と
で
、
高
松
の
法
然
寺
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
高
麗
版
大
蔵
経
の
調
査
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
調
査
は
、
法
然
寺
の
故
細
井
俊
明
ご
住
職
と
大
槻
先

生
と
が
知
己
の
間
柄
と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
調
査
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
大
正
大
学
の
石
上
善
應
先
生
か
ら
、
韓
国
の
朴
相
國

先
生
と
い
う
高
麗
版
大
蔵
経
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
が
い
る
の
で
、
そ
の
人
を
高
松
の
法
然
寺
に
案
内
し
て
も
ら
え
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
連
絡
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
朴
先
生
は
後
に
韓
国
の
文
化
財
庁
の
民
族
芸
能
室
の
室
長
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
ご
縁
で
後
に

佛
教
大
学
の
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
仏
教
と
高
麗
版
大
蔵
経
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
他
に
富
山
大
学
の
名
誉
教
授
で
朝
鮮
典
籍
の
第
一
人
者
で
あ
る
藤
本
幸
夫
先
生
、
情
報
学
研
究
所
の
永
﨑

研
宣
先
生
、
京
都
大
学
の
梶
浦
晋
先
生
、
そ
し
て
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
佛
教
大
学
か
ら
韓
国
の
圓
光
大
学
で
初
め
て
博
士
号
の
学
位

を
取
っ
た
馬
場
久
幸
先
生
な
ど
の
参
加
を
得
て
、
ち
ょ
う
ど
高
麗
版
大
蔵
経
の
初
版
が
で
き
て
か
ら
一
千
年
と
い
う
記
念
の
時
に
、
そ

う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
時
に
梶
田
真
章
貫
主
の
全
面
的
な
ご
協
力
を
得
て
展
観
が
で
き
、
梶

浦
先
生
、
馬
場
先
生
の
ご
協
力
を
得
ま
し
て
展
観
目
録
が
で
き
ま
し
た
。
更
に
忍
澂
上
人
が
苦
労
し
て
、
黄
檗
版
大
蔵
経
と
建
仁
寺
の
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高
麗
版
大
蔵
経
と
を
対
校
し
た
時
に
使
っ
た
高
麗
版
大
蔵
経
の
現
在
目
録
を
、
建
仁
寺
の
お
許
し
を
得
て
作
成
で
き
た
と
い
う
こ
と
は

大
変
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
の
館
長
は
歴
史
学
の
門
田
誠
一
先
生
で
し
た
。
ま
た
植
村
拓
哉
さ
ん
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
学
芸
員
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
も
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
宝
蔵
院
の
住
谷
瓜
頂
禅
師
に
は
、「
黄
檗
版
の
大
蔵
経

の
諸
相
」
と
い
う
展
観
を
し
た
時
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
高
井
恭
子
さ
ん
、
こ
の
方
は
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
吉
良
上
野
介
が
華
蔵
寺
と
い
う
愛
知
県
の
お
寺
に
寄
進
し
た
黄
檗
版
大
蔵
経
の
目
録
を
作
成
し
た
方
で
す
が
、
高
井
さ
ん
に

も
お
話
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
明
の
万
暦
版
」
の
展
観
に
お
き
ま
し
て
は
、
知
恩
院
や
目
黒
の
酉
蓮
社
、
黒
谷
の
青

龍
寺
、
大
谷
大
学
、
花
園
大
学
、
龍
谷
大
学
な
ど
の
ご
協
力
を
得
て
、
諸
本
を
比
較
展
観
も
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

歴
史
学
部
の
小
野
田
俊
蔵
先
生
に
館
長
が
代
わ
ら
れ
て
か
ら
は
、
韓
国
か
ら
高
麗
版
大
蔵
経
の
摺
師
の
方
と
彫
師
の
方
が
二
名
と
、

日
本
か
ら
は
宝
蔵
院
で
黄
檗
版
大
蔵
経
を
摺
印
さ
れ
て
い
る
矢
野
俊
行
氏
を
お
招
き
し
て
、
日
韓
摺
印
の
実
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
黄
檗
版
大
蔵
経
作
成
の
経
緯
と
摺
印
と
を
ま
と
め
た
D
V
D
を
作
成
し
て
私
の
教
材
と
し
て
も
使
っ

て
い
ま
す
が
、
本
当
に
今
年
の
リ
モ
ー
ト
で
は
大
変
有
意
義
な
も
の
で
、
作
っ
て
お
い
て
よ
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
の
い
ろ
い
ろ
な
展
観
・
講
演
と
い
う
も
の
は
、
元
々
は
中
井
真
孝
先
生
が
学
長
の
時
に
、
ア

ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所
と
言
っ
て
い
た
頃
に
、
い
わ
ゆ
る
小
泉
改
革
が
あ
り
行
政
改
革
の
中
で
研
究
も
箱
物
で
助
成
す
る
の
で
は

な
く
て
、
研
究
と
一
体
と
な
っ
た
新
し
い
形
の
研
究
助
成
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
班
に
入
っ
て
み
な
い
か
と

声
を
掛
け
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
で
私
は
『
全
藏
漸
請
千
字
文
朱
點
』
簿
二
十
三
冊
と
い
う
黄
檗

版
大
蔵
経
の
販
売
目
録
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
も
の
を
い
つ
の
日
か
整
理
し
た
い
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
渡
り
に
船
と
ば
か
り
に

飛
び
乗
り
ま
し
た
。
以
前
、
白
黒
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
焼
き
付
け
て
お
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
解
読
す
る
に
は
白
黒
で
は
読
み

に
く
い
所
も
あ
っ
た
り
し
て
、
カ
ラ
ー
ス
キ
ャ
ナ
で
取
り
込
む
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
浄
土
学
専
攻
の
大
学
院
生
だ
っ
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た
渡
辺
剛
嗣
さ
ん
に
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

宝
蔵
院
と
貝
葉
書
院
の
所
蔵
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
朱
點
簿
二
十
三
冊
を
な
ん
と
か
し
て
整
理
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
に

画
像
処
理
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
お
手
元
の
資
料
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
朱
点
簿
は
「
天
地
玄
黄
」
か
ら
始
ま
る
『
千
字
文
』

六
九
三
字
を
あ
ら
か
じ
め
二
枚
の
紙
に
印
刷
し
て
お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
余
白
の
第
一
ペ
ー
ジ
の
初
め
の
所
に
、
国
名
だ
と
か
地
名
だ

と
か
寺
院
名
だ
と
か
個
人
名
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
書
い
て
、
上
部
の
余
白
に
は
、
納
入
年
月
日
、
帙
数
、
巻
数
な
ど
を
書
い
て
い
く
。

そ
し
て
そ
の
上
に
た
く
さ
ん
用
意
し
て
お
い
た
朱
印
を
一
つ
押
し
て
、
さ
ら
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
『
千
字
文
』
の
と
こ
ろ
に
、
上

部
に
書
い
た
年
月
日
に
押
し
た
も
の
と
同
じ
朱
印
を
押
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
つ
、
ど
こ
の
、
誰
に
、
ど
れ
だ
け
の
経
本
を
配
本
し

た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
っ
た
販
売
目
録
な
ん
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
押
さ
れ
た
朱
印
は
、
段
々
退
色
し
て
い
っ
て
見
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
退
色
し
た
朱
印
の
赤
を
強
調
し
て
見
や
す
く
し
、
台
紙
の
千
字
文
の
黒
い
色
を
薄
く
す
る
よ
う
な
こ
と
を

し
て
も
ら
え
な
い
か
、
と
い
う
無
茶
な
要
望
を
そ
の
当
時
に
平
山
郁
夫
美
術
館
で
学
芸
員
を
し
て
お
ら
れ
た
別
府
一
道
さ
ん
に
お
願
い

し
て
、
そ
う
い
う
ソ
フ
ト
を
開
発
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
集
計
ソ
フ
ト
も
情
報
シ
ス
テ
ム
部
を
通
じ
て
W
B
C
に
作
っ
て
頂

き
ま
し
た
。
そ
し
て
で
き
ま
し
た
の
が
、『「
全
藏
漸
請
千
字
文
朱
點
」
に
よ
る
黄
檗
版
大
蔵
経
の
流
布
の
調
査
報
告
書
』
と
い
う
も
の

で
し
た
。

ま
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
大
蔵
会
の
展
観
と
し
て
、「
近
代
の
大
蔵
経
と
浄
土
宗
―
縮
刷
版
か
ら
大
正
蔵
経
へ
―
」、「
近
代
の
大
蔵

経
―
宗
典
叢
書
と
仏
教
辞
典
類
の
刊
行
―
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
総
本
山
知
恩
院

は
じ
め
、
唐
津
浄
泰
寺
、
大
本
山
の
知
恩
寺
、
小
松
谷
の
正
林
寺
、
そ
し
て
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
先
生
が
学
長
の
時
に
、
佛
教
大
学
の
図
書
館
の

蔵
書
に
な
っ
た
個
人
蔵
の
黄
檗
版
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
調
査
の
報
告
は
一
々
挙
げ
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
調
査
に
つ
い
て
は
未
完
の
部
分
も
あ
り
ま
す
の
で
今
後
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
逐
次
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
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い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
話
し
ま
し
た
よ
う
に
私
の
研
究
と
い
う
の
は
形
而
下
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ど
う
な
っ
て
る
、
あ
あ
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
現
象
を
目
で
追
っ
て
そ
れ
で
確
か
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
地
面
を
這
い
つ
く
ば
っ
て
や
る
よ
う
な
こ
と
を
ず
っ
と
し
て
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
点
で
い
う
と
、
つ
ま
り
調
査
っ
て
い
う
の
は
一
人
で
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
を
支
え
て
い
た
だ
く

大
学
院
生
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
事
務
の
方
々
や
、
あ
る
い
は
同
僚
、
先
輩
の
方
々
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
た
く
さ
ん
の
方
々

の
協
力
、
必
要
な
時
に
必
要
な
方
々
が
現
れ
て
、
そ
し
て
「
こ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
」
と
相
談
す
る
と
、
そ

れ
に
つ
い
て
解
決
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
ず
っ
と
こ
の
大
学
に
奉
職
し
て
か
ら
続
い
て
今
日
に
い
た
り
ま
し
た
。

こ
の
他
、
知
恩
院
が
所
蔵
す
る
六
三
〇
〇
余
枚
の
版
木
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査
で
は
大
学
院

生
の
皆
さ
ん
と
本
当
に
汗
ま
み
れ
、
埃
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
南
宏
信
先
生
が
そ
の
時
に
お
手
伝
い
い
た
だ
い

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
最
近
知
り
ま
し
て
、
本
当
に
こ
れ
は
頭
が
下
が
る
よ
う
な
思
い
も
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
善
導
大
師
の
千
三
百
年
の
御
遠
忌
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
藤
堂
恭
俊
先
生
が
そ
れ
に
つ
い
て
前
か
ら
『
善
導
大
師

研
究
』
と
い
う
よ
う
な
形
で
本
を
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
数
年
前
か
ら
奈
良
国
立
博
物
館
の
学
芸
員
を
し
て

お
ら
れ
た
河
原
由
雄
先
生
が
非
常
勤
講
師
で
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
紹
介
を
受
け
て
当
麻
曼
陀
羅
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
先
生

に
お
聞
き
し
て
、
い
ろ
い
ろ
博
物
館
と
か
に
も
行
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
千
三
百
年
で
も
う
一
つ
思
い
出
が
あ
る
の
は
、
藤

堂
恭
俊
先
生
の
ご
子
息
の
藤
堂
祐
亨
さ
ん
と
黒
谷
の
西
翁
院
と
い
う
お
寺
の
蔵
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
文
雄
さ
ん
と
い
う
方

が
作
ら
れ
た
『
蓮
門
類
聚
経
籍
録
』
と
い
う
浄
土
宗
関
係
の
目
録
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
増
訂
版
を
書
か
れ
た
天
従
さ
ん
が
黒
谷
の

西
翁
院
に
隠
棲
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
関
係
資
料
が
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
偶
然
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
七
枚
の
版
木
が
出
て
き
て
、
そ
れ
を
合
わ
せ
る
と
二
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
当
麻
曼
陀
羅
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ
の
西
翁
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院
の
ご
住
職
が
、
後
々
の
千
三
百
年
の
御
遠
忌
に
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
版
木
を
摺
印
さ
れ
て
佛
教
大
学
図
書
館
に
も
そ
の
刷
ら
れ
た

も
の
の
一
揃
を
寄
贈
下
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
韓
国
の
関
係
で
言
い
ま
す
と
、
並
川
孝
儀
教
学
部
長
の
も
と
東
国
大
学
校
と
の
学
術
交
流
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
高
麗

版
大
蔵
経
を
テ
ー
マ
に
、
歴
史
学
の
貝
秀
幸
先
生
と
私
と
東
国
大
学
の
二
名
の
先
生
と
四
人
で
共
同
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
も
国
際
交
流
課
の
吉
田
勝
彦
さ
ん
の
大
変
な
ご
助
力
に
よ
っ
て
『
高
麗
大
蔵
経
の
研
究
』
と
い
う
本
に
な
り
ま
し
た
。
渡
韓
の
時

に
は
海
印
寺
の
版
木
庫
内
を
当
時
円
光
大
学
校
に
留
学
中
の
馬
場
久
幸
さ
ん
と
も
ど
も
特
別
に
見
学
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
れ
や
こ
れ
や
書
い
た
も
の
の
一
つ
一
つ
に
は
き
り
が
な
い
ほ
ど
の
沢
山
の
方
々
に
ご
教
授
・
ご
協
力
を
受
け
ま
し
た
。

こ
う
し
た
リ
モ
ー
ト
の
中
、
い
ろ
い
ろ
と
不
自
由
な
研
究
状
態
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
支
え
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
こ
う
し
て
ご
参
集
い
た
だ
い
た
皆
様
方
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
最
終
講
義
を
閉
じ
た
い
と
思

い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
最
終
講
義
に
つ
い
て
、
仏
教
学
部
長
伊
藤
真
宏
教
授
な
ら
び
に
仏
教
学
科
長
曽
和
義
宏
教
授
は
じ
め
学
科
教
員
各
位
、
ま
た
仏
教

学
会
幹
事
市
川
定
敬
准
教
授
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
こ
と
に
重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。］
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一
、
は
じ
め
に

曇
鸞
（
西
暦
四
七
六
〜
五
四
二
年
）『
論
註
』
の
中
に
は
世
親
（
西
暦
四
〇
〇
〜
四
八
〇
年
）
著
・
菩
提
流
支
漢
訳
『
無
量
寿
経
論（

１
）』

の
全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
か
つ
て
筆
者
は
、「
高
麗
再
雕
版
」
所
収
お
よ
び
宋
「
磧
砂
版
」
所
収
の
『
無
量
寿
経
論
』
と

親
鸞
加
点
本
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
を
抜
粋
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
対
照
さ
せ
て
字
句
の
異
同
や
改
行
箇
所
な

ど
を
明
ら
か
に
し
、
公
に
し
た
（
辻
本
〔
一
九
九
九
〕）。

そ
の
結
果
、『
無
量
寿
経
論
』
と
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
は
全
く
別
の
書
物
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、

字
句
の
異
同
が
著
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

実
は
こ
の
よ
う
な
『
無
量
寿
経
論
』
に
対
す
る
テ
キ
ス
ト
の
字
句
の
異
同
に
関
す
る
研
究
と
い
う
の
は
、
す
で
に
大
正
時
代
に
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
瀬
承
厳
〔
一
九
一
七
〕
と
大
須
賀
秀
道
〔
一
九
二
七
〕
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
つ
ま
り
高
瀬
論

文
は
、『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
巻
所
収
『
無
量
寿
経
論
』
を
基
本
と
し
て
、「
宋
版
」、「
元
版
」、「
明
版
」
所
収
の
『
無
量
寿
経
論
』
と

の
字
句
の
異
同
の
あ
る
箇
所
の
み
を
採
り
上
げ
て
対
照
表
を
作
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
石
刻
本
や
写
本
、
あ
る
い
は
『
論
註
』
に
引

『
無
量
寿
経
論
』
と
『
論
註
』

辻
　
本

　
俊

　
郎
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用
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
後
者
の
大
須
賀
論
文
で
あ
る
。
大
須
賀
は
『
無
量
寿
経
論
』
流
布
本
と
蔵
経
本
『
無
量
寿
経
論
』

と
を
比
較
対
照
し
た
結
果
、
相
当
の
文
字
の
出
入
、
増
減
の
多
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
『
無
量

寿
経
論
』
流
布
本
は
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
論
』
か
ら
還
元
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
無
量
寿
経
論
』
流
布
本
と
高
麗
再
雕
版
や
宋
東
禅
寺
版
、
宋
思
渓
版
、
元
杭
州
版
な
ど
の
「
大
蔵
経
」
所
収
『
無
量
寿

経
論
』
と
の
字
句
の
異
同
や
改
行
箇
所
に
つ
い
て
は
筆
者
の
研
究
（
辻
本
〔
一
九
九
九
〕）
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る（

２
）。

す
な
わ
ち
、

『
無
量
寿
経
論
』
流
布
本
で
あ
る
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
巻
所
収
（
義
山
版
を
底
本
と
す
る
）
や
『
浄
土
真
宗
聖
典
七
祖
篇
（
原
典
版
）』

所
収
の
そ
れ
（
兵
庫
県
豪
摂
寺
所
蔵
永
享
九
年
本
を
底
本
と
す
る
）
は
、
ま
さ
し
く
「
大
蔵
経
」
所
収
で
は
な
く
て
、『
論
註
』
に
引

用
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
の
字
句
の
異
同
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る（

３
）。

さ
て
、
こ
こ
で
、
問
題
が
一
つ
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
と
古
写

本
や
「
大
蔵
経
」
所
収
『
無
量
寿
経
論
』
の
い
ず
れ
が
『
無
量
寿
経
論
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
し
い
の

で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

大
須
賀
〔
一
九
二
七
〕
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、「
大
蔵
経
」
所
収
の
『
無
量
寿
経
論
』
は
流
布
本
に
比
べ
て
字
数
が
少
な
く
、
文

章
が
簡
略
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、「
大
蔵
経
」
所
収
『
無
量
寿
経
論
』
が
原
始
的
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
論

を
進
め
て
い
く
と
そ
の
推
測
を
覆
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
蔵
経
」
所
収
『
無
量
寿
経
論
』
よ
り
も
流
布
本
の
方
が
、
よ
り
原

始
的
な
要
素
を
有
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
点
に
よ
る
の
で
あ
る
。

①
流
布
本
は
、『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
と
一
致
し
、
菩
提
流
支
の
漢
訳
後
、
直
ち
に
曇
鸞
が
註
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
。
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②
も
し
、『
論
註
』
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
無
量
寿
経
論
』
は
現
存
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
無
量
寿
経
論
』

が
後
世
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
は
、『
論
註
』
の
力
で
あ
る
。

③
「
大
蔵
経
」
所
収
『
無
量
寿
経
論
』
に
は
文
章
が
簡
略
さ
れ
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
原
型
た
る
理
由
に
な
ら
な
い
。

ま
ず
も
っ
て
、
大
須
賀
の
指
摘
す
る
、
こ
の
三
つ
の
根
拠
の
中
で
、
②
「『
論
註
』
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
無
量
寿

経
論
』
は
現
存
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
無
量
寿
経
論
』
が
後
世
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
は
、『
論
註
』
の
力
で
あ
る
」
と
い
う

根
拠
に
つ
い
て
は
賛
同
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
中
国
に
お
い
て
曇
鸞
『
論
註
』
が
流
布
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
は
唐
代
ま
で

で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
後
は
失
わ
れ
て
「
大
蔵
経
」
に
入
蔵
さ
れ
て
い
な
い
し
、
逆
に
入
蔵
さ
れ
た
の
は
『
無
量
寿
経
論
』
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
③
に
つ
い
て
は
我
々
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
根
拠
を
挙
げ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
近
年
に
な
っ
て
三
宅
徹
誠
も
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
に
近
し
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
を
学
界
に
提
出
し
て
い
る
（
三
宅
〔
二
〇
〇
八
〕、〔
二
〇
一
〇
〕）。
三
宅
に
よ
る
と
曇
鸞
は
『
無
量

寿
経
論
』
漢
訳
者
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
浄
土
教
に
帰
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
そ
の
際
に
漢
訳
者
よ
り
『
無
量
寿
経
論
』
を
授
け

ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
曇
鸞
『
論
註
』
に
見
ら
れ
る
「
無
量
寿
修
多
羅
優
波
提
舎
願
生
偈
略
解
義
竟
」
と
い
う
文
の
あ
る
『
無
量
寿
経

論（
４
）』

こ
そ
が
、
本
来
の
『
無
量
寿
経
論
』
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る（

５
）。

す
な
わ
ち
、
大
須
賀
説
の
「
①
流
布
本
は
、『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
と
一
致
し
、
曇
鸞
が
註
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
と
同
じ
く
し
、
三
宅
は
「『
論
註
』
所
引
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
説
」
を
採
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、『
無
量
寿
経
論
』
に
対
し
て
註
を
施
し
た
曇
鸞
は
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
時
代
に
生
き
た
人
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
史
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』、
ひ
い
て
は
流
布
本
（『
論
註
』
所
引
本

『
無
量
寿
経
論
』）
が
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
事
情
は
決
し
て
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
と
い
う
の
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は
、
注
目
す
べ
き
は
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
後
、
わ
ず
か
四
〇
数
年
後
に
刻
さ
れ
た
響
堂
山
石
刻
本
『
無
量
寿
経
論
』
の
存

在
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
斉
時
代
（
西
暦
五
五
〇
〜
五
七
七
年
）
に
刻
さ
れ
て
お
り
、
長
行
部
分
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
字
句
の
異
同
は
、

筆
者
の
研
究
〔
二
〇
二
一
〕
に
よ
れ
ば
、『
論
註
』
所
引
本
『
無
量
寿
経
論
』
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
正
倉
院
聖
語
蔵
写
本
や
金
粟
山

大
蔵
経
写
本
な
ど
の
古
写
本
系
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

６
）。

さ
ら
に
言
え
ば
、『
無
量
寿
経
論
』
が
広
く
流
布
す
る
隋
代
に
お
い
て
は
、
浄
影
寺
慧
遠
（
西
暦
五
二
三
〜
五
九
二
年
）『
観
無
量
寿
経
義
疏
』

に
引
用
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
は
、『
論
註
』
所
引
本
『
無
量
寿
経
論
』
で
は
な
く
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
古
写
本
の
系
統
と
一

致
す
る
の
で
あ
る（

７
）。

つ
ま
り
、
菩
提
流
支
に
よ
る
『
無
量
寿
経
論
』
漢
訳
直
後
に
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
二
つ
の
『
無
量
寿
経
論
』

テ
キ
ス
ト
の
系
統
、
す
な
わ
ち
、『
論
註
』
所
引
本
『
無
量
寿
経
論
』
と
古
写
本
系
の
そ
れ
が
す
で
に
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
理
由
か
ら
も
大
須
賀
の
②
『
論
註
』
が
な
け
れ
ば
、『
無
量
寿
経
論
』
は
流
布
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
の

は
全
く
容
認
で
き
な
い
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
大
須
賀
の
①
、
三
宅
の
『
論
註
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
『
論
註
』

所
引
本
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
説
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
は
異
な
る
古
写
本
の
系
統
が
、
北
斉
や
隋
代
に

す
で
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
の
矛
盾
点
を
ど
う
解
決
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
が
全
く
な
い
た
め
に
『
論
註
』
所
引

本
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
説
へ
の
疑
い
は
氷
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
は
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、『
無
量
寿
経
論
』

の
漢
訳
年
代
説
（
西
暦
五
三
一
年
説
、
西
暦
五
二
九
年
説
）
を
手
か
が
り
と
し
な
が
ら
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
一
考
察

を
試
み
る
。
た
だ
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
が
現
存
せ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
な
く
、
漢
訳
本
の
み
存
す
る
場
合
に
漢
訳
本
を
オ

リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
漢
訳
を
通
じ
て
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
と
い
う

問
題
点
も
生
じ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
『
無
量
寿
経
論
』
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
と
い
う
の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
と
し
て
の
『
無
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量
寿
経
論
』
で
は
な
く
、
菩
提
流
支
漢
訳
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
基
本
的
に
『
無
量
寿
経
論
』、『
論
註
』
に
つ
い
て
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
綜
合
研
究
所
〔
二
〇
一
三
〕
を
テ
キ
ス

ト
と
し
て
使
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
中
に
あ
る
頁
数
は
、
そ
れ
の
頁
数
で
あ
る
。
そ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
「
大
正
新
脩

大
蔵
経
」
を
使
用
し
た
。

二
、
菩
提
流
支
と
曇
鸞

曇
鸞
は
、
四
論
、
す
な
わ
ち
、『
中
論
』、『
十
二
門
論
』、『
大
智
度
論
』、『
百
論
』
を
専
攻
し
、
曇
無
讖
（
西
暦
三
八
五
〜
四
三
三
年
）

漢
訳
『
大
方
等
大
集
経
』（
瓔
珞
品
〜
宝
髻
菩
薩
品
ま
で
の
二
六
巻
、
及
び
日
密
分
三
巻
）
に
注
釈
を
施
そ
う
と
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

道
宣
（
西
暦
五
九
六
〜
六
六
七
年
）『
続
高
僧
伝
』（
西
暦
六
四
五
年
）
巻
六
に
よ
れ
ば
、

内
外
經
籍
具
陶
文
理
而
於
四
論
仏
性
彌
所
窮
研
。
讀
大
集
経
恨
其
詞
義
深
密
難
以
開
悟
因
而
注
解
。
文
言
過
半
使
感
氣
疾
權
停
功

周
行
醫
療
。（
中
略
）
顧
而
言
曰
。
命
惟
危
脆
不
定
其
常
。
本
草
諸
經
具
明
正
治
、
長
年
神
仙
往
往
間
出
。
心
願
所
指
修
習
斯
法
、

果
剋
既
已
方
崇
佛
教
、
不
亦
善
乎
。
承
江
南
陶
隠
居
者
方
術
所
歸
。
廣
博
弘
贍
海
内
宗
重
。
遂
往
從
之
（
大
正
五
〇
巻
四
七
〇
上
）。

と
あ
り
、
内
外
の
経
籍
、
具
に
文
理
に
親
し
ん
で
四
論
、
仏
性
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
大
集
経
』
を
読
ん
で
、

そ
の
意
味
が
深
密
で
あ
り
、
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
悟
っ
て
、
注
釈
を
施
そ
う
と
し
、
半
分
ほ
ど
注
釈
し
た
後
、
気
疾
（
精
神

病
、
一
種
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）
を
患
っ
て
一
旦
筆
を
置
い
て
治
療
に
専
念
し
た
。
ま
た
、
曇
鸞
が
言
う
に
は
、「
命
は
た
だ
危
脆
で
あ
っ
て
、

決
し
て
常
住
の
も
の
で
は
な
い
。
今
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
神
仙
の
法
を
修
得
し
て
、
成
果
が
あ
が
れ
ば
、
再
び
仏
教
の
研
究
に
取
り
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掛
か
ろ
う
」
と
心
に
決
め
て
、
江
南
に
居
る
陶
隠
居
（
陶
弘
景
、
西
暦
四
五
六
〜
五
三
六
年
）
を
訪
ね
て
神
仙
の
法
を
身
に
つ
け
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
曇
鸞
の
最
終
目
的
は
長
生
の
術
を
得
て
仏
教
を
研
究
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
曇
鸞
は
『
大
集
経
』
の
注
釈
を
志
し
て
い
た
が
、
曇
鸞
の
意
識
の
中
で
は
「
仏
教
の
研
究
」
の
た
め

の
「
仙
術
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
陶
隠
居
を
訪
ね
た
後
、
曇
鸞
は
菩
提
流
支
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

道
宣
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
六
に
は
、

因
即
辭
還
魏
境
。
欲
往
名
山
依
方
修
治
。
行
至
洛
下
。
逢
中
國
三
藏
菩
提
留
支
。
鸞
往
啓
曰
。
佛
法
中
頗
有
長
生
不
死
法
勝
此
土

仙
經
者
乎
。
留
支
唾
地
曰
。
是
何
言
歟
。
非
相
比
也
。
此
方
何
處
有
長
生
法
。
縦
得
長
年
少
時
不
死
。
終
更
輪
廻
三
有
耳
。
即
以

觀
經
授
之
曰
。
此
大
仙
方
依
之
修
行
當
得
解
脱
生
死
。
鸞
尋
頂
受
。
所
齎
仙
方
並
火
焚
之
（
大
正
五
〇
巻
、
四
七
〇
中
〜
下
）。

と
あ
る
。

こ
こ
で
は
曇
鸞
が
菩
提
流
支
に
対
し
て
「
仏
法
の
中
で
長
生
不
死
の
法
で
仙
経
に
勝
る
も
の
は
あ
ろ
う
か
」
と
質
問
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
菩
提
流
支
は
、
曇
鸞
に
畺
良
耶
舎
訳
（
西
暦
四
二
四
〜
四
五
三
年
頃
に
漢
訳
）『
観
無
量
寿
経
』
を
授
け
た
と
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
曇
鸞
と
菩
提
流
支
と
の
や
り
と
り
、
す
な
わ
ち
、
短
い
会
話
を
再
考
す
る
と
、「
仏
法
の
中
で
長
生
不
死
の
法

で
仙
経
に
勝
る
も
の
は
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
菩
提
流
支
の
答
え
と
し
て
、「『
観
無
量
寿
経
』
だ
と
し
て
そ
れ
を
授
け
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「『
観
無
量
寿
経
』
授
与
説
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
藤
堂
恭
俊
は
、『
観
無
量
寿
経
』

が
北
魏
時
代
に
流
布
し
て
い
な
い
と
し
て
、「『
観
無
量
寿
経
』
授
与
説
」
に
懐
疑
的
な
立
場
を
採
っ
て
い
る（

８
）。

し
か
し
な
が
ら
、
現
存

し
て
い
な
い
が
、
菩
提
流
支
に
は
、『
譯
衆
經
論
目
録
』
と
い
う
経
録
も
あ
っ
た
こ
と
が
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』（
大
正
四
九
巻
、
八

六
中
）
や
、
道
宣
『
大
唐
内
典
録
』（
大
正
五
五
巻
、
二
六
九
中
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
早
く
に
失
わ
れ
て
そ
の
内
容
は
全
く
不
明
だ
が
、
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こ
の
経
録
の
題
名
か
ら
察
す
る
に
そ
の
内
容
は
「
漢
訳
さ
れ
た
経
典
や
論
書
の
目
録
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
、
北
魏
に
漢
訳
『
観

無
量
寿
経
』
が
流
布
し
て
い
た
と
い
う
確
た
る
史
料
が
な
く
と
も
、『
観
無
量
寿
経
』
を
菩
提
流
支
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
所
持
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
仏
法
の
中
で
仙
経
よ
り

も
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
の
『
観
無
量
寿
経
だ
』
と
い
う
会
話
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
場
で

曇
鸞
に
対
し
て
菩
提
流
支
が
浄
土
思
想
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
経
典
や
論
書
の
、
あ
る
程
度
の
伝
授
や
教
示
が
あ
っ
た
と
解
釈

す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
菩
提
流
支
と
曇
鸞
は
そ
の
会
座
を
長
く
共
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
全
く
考
え

難
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
菩
提
流
支
の
漢
訳
し
た
経
論
の
中
に
は
唯
識
思
想
が
見
ら
れ
る
も
の
も
多
数
存
す
る
が
、
曇
鸞
の
著

作
の
中
で
は
そ
れ
ら
が
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
の
中
に
菩
提
流
支
と
曇
鸞
が
出
会
っ
た
際
に
菩
提
流
支
よ
り
『
観
無
量
寿
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
思
想
を
説
く
、
い
く
つ
か
の

経
論
の
紹
介
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
無
量
寿
経
論
』
西
暦
五
二
九
年
訳
出
説
を
採
る（

９
）な

ら
ば
、
菩
提
流
支
自

ら
訳
し
た
『
無
量
寿
経
論
』
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
曇
鸞
が
註
釈
を

加
え
た
も
の
が
『
論
註
』
そ
の
も
の
で
あ
る
。

三
、
曇
鸞
と
『
論
註
』

菩
提
流
支
漢
訳
の
経
論
の
中
で
、
実
際
に
曇
鸞
が
自
身
の
著
作
の
中
で
引
用
し
た
の
は
次
の
七
つ
で
あ
る
。

①
『
入
楞
伽
経
』（
西
暦
五
一
三
年
漢
訳
）

②
『
不
増
不
減
経
』（
西
暦
五
二
〇
〜
五
二
四
年
漢
訳
）
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③
『
十
地
経
論
』（
西
暦
五
〇
八
年
漢
訳
）

④
『
妙
法
蓮
華
経
優
婆
提
舎
』（
西
暦
五
〇
八
年
漢
訳
）

⑤
『
金
剛
般
若
経
論
』（
西
暦
五
〇
九
年
漢
訳
）

⑥
『
勝
思
惟
梵
天
所
問
經
論
』（
西
暦
五
一
八
年
漢
訳
）

⑦
『
文
殊
師
利
問
菩
薩
経
論
』（『
伽
耶
山
頂
経
論
』）（
西
暦
五
三
五
年
漢
訳
）

こ
の
中
で
『
文
殊
師
利
問
菩
薩
経
論
』（『
伽
耶
山
頂
経
論
』）（
西
暦
五
三
五
年
漢
訳
）
の
み
が
、
菩
提
流
支
と
曇
鸞
の
接
点
が
確
認

で
き
る
大
通
年
間
（
西
暦
五
二
七
〜
五
二
九
年
）
以
降
の
漢
訳
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
論
書
で
あ
る）

（1
（

。
と
い
う
こ
と
は
、
玄
中
寺
に
い
た

曇
鸞
が
菩
提
流
支
の
漢
訳
テ
キ
ス
ト
を
比
較
的
入
手
し
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
つ
ま
り
、
詳
細
は
後
述
す
る
が

『
無
量
寿
経
論
』
西
暦
五
三
一
年
漢
訳
説
も
捨
て
が
た
い
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、『
無
量
寿
経
論
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
を
追
究
す
る
に
あ
た
り
、『
論
註
』
所
引
本
の
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
だ
け
で

な
く
、『
論
註
』
の
釈
文
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
論
註
』
所
引
本
の
『
無
量
寿
経
論
』
本
文
に
「
菩
薩
如
是
修
五
念
門
行
自
利
利
他
速
得
成
就
」（
五
二
七
頁
）
と
い
う
文
が
あ
る）

（1
（

。

実
は
こ
の
文
で
は
、
正
倉
院
聖
語
蔵
写
本
、
宋
・
東
禅
寺
版
大
蔵
経
、
金
粟
山
写
本
大
蔵
経
、
宋
・
磧
砂
版
大
蔵
経
、
高
麗
再
雕
版
大

蔵
経
な
ど
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
、
つ
ま
り
、『
論
註
』
所
引
本
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
以
外
は
、
す
べ
て
「
菩
薩
如
是

修
五
門
行
自
利
利
他
速
得
成
就
」
と
な
っ
て
お
り
、『
論
註
』
所
引
本
の
み
が
「
五
念
門
」
と
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
曇
鸞
は
そ
の
注
を
施
す
中
で
再
度
、
こ
の
文
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
そ
れ
に
は
「
答
言
論

曰
修
五
門
行
以
自
利
利
他
成
就
故
」（
五
二
八
頁
）
と
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
曇
鸞
は
「
菩
薩
如
是
修
五
念
門
行
自
利
利
他
速
得
成
就
」
の
注
釈
に
対
し
て
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
が
、「
論
曰
」
と



六
五

『
無
量
寿
経
論
』
と
『
論
註
』

し
て
同
じ
文
を
引
用
し
て
「
修
五
門
行
」
云
々
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
念
」
と
い
う
文
字
、
わ
ず
か
一
字
の
出
入
で
は
あ
る

が
、「
五
念
門
」
で
は
な
く
、「
五
門
」
と
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
古
写
本
系
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ

キ
ス
ト
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
『
論
註
』
所
引
本
の
『
無

量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
古
写
本
系
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
の
祖
本
を
も
参
照
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
曇
鸞
は
二
種
類
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
を
見
て
、『
論
註
』
を
著
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
曇
鸞
は
西
暦
五
二
九
年
に
菩
提
流
支
よ
り
直
接
授
か
っ
た
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
（『
論
註
』
所
引
本
）

に
対
し
て
註
を
施
し
つ
つ
、
そ
の
際
に
古
写
本
系
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
、
二
本
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト

を
参
照
し
て
、『
論
註
』
を
著
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
菩
提
流
支
と
『
無
量
寿
経
論
』

菩
提
流
支
は
、『
無
量
寿
経
論
』
を
訳
主
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
漢
訳
年
代
と
な
る
と
、
諸
経
録
の

上
で
二
種
の
訳
出
年
代
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
が
普
泰
元
年
、
も
う
一
つ
が
永
安
二
年
で
あ
る
。
こ
れ
を

西
暦
に
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
西
暦
五
三
一
年
と
西
暦
五
二
九
年
で
あ
る
。
た
っ
た
二
年
の
差
で
あ
る
が
、
曇
鸞
『
論
註
』
と
の
関
係
に
お

い
て
大
き
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
曇
鸞
が
大
通
年
間
（
西
暦
五
二
七
〜
五
二
九
年
）
に
菩
提
流
支
と
出
会
っ
た
と
い
う
、
道
宣
『
続
高
僧
伝
』

が
確
認
で
き
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。
も
し
も
、
こ
の
時
、
曇
鸞
が
菩
提
流
支
よ
り
『
無
量
寿
経
論
』
を
受
け
取
っ
た
と
す
る
と
、
そ
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の
漢
訳
年
代
は
西
暦
五
二
九
年
で
あ
れ
ば
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
訳
年
代
が
西
暦
五
三
一
年
で
あ
れ
ば
、『
無
量

寿
経
論
』
は
曇
鸞
と
菩
提
流
支
が
出
会
っ
た
時
、
ま
だ
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
無
量
寿
経
論
』
の
訳
出
年
代
を
明
記
し
て
い
る
「
経
録
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
隋
・
費
長
房
『
歴
代
三

宝
紀
』（
西
暦
五
九
七
年
）、
唐
・
道
宣
『
大
唐
内
典
録
』（
西
暦
六
六
四
年
）、
唐
・
明
佺
『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』（
西
暦
六
九
五
年
）、

唐
・
智
昇
『
開
元
釈
経
録
』（
西
暦
七
三
〇
年
）、
唐
・
円
照
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』（
西
暦
八
六
〇
年
）
で
あ
る
。

・
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
三
に
は
、

廣
陵
王
位

　
改
普
泰
元
年
。
攝
大
乗
論
本
三
巻
、
佛
陀
扇
多
出
。
勝
思
惟
經
論
、
無
量
壽
優
波
提
舎
等
、
菩
提
流
支
出
（
大
正
四
九
巻

四
四
下
）。

さ
ら
に
同
じ
く
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
九
に
は
、

無
量
壽
優
波
提
舎
經
論
一
巻

　
普
太
元
年
出
僧
辨
筆
受
（
大
正
四
九
巻
八
六
上
）。

と
あ
る
。

・
道
宣
『
大
唐
内
典
録
』
巻
第
四
に
は
、

無
量
壽
優
波
提
舎
經
論
、
普
泰
元
年
僧
辨
筆
受
（
大
正
五
五
巻
二
六
九
中
）。

巻
第
六
に
は
、

無
量
壽
經
論
八
紙
、
後
魏
菩
提
流
支
譯
（
大
正
五
五
巻
二
九
五
下
）。

と
あ
り
、
訳
出
年
代
以
外
に
も
、
八
紙
と
い
う
分
量
も
記
し
て
い
る
。

・
明
佺
『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
巻
第
六
に
は
、

無
量
壽
經
論
一
巻
八
紙
優
波
提
舎
造
、
右
後
魏
普
泰
元
年
菩
提
流
支
譯
、
出
内
典
録
（
大
正
五
五
巻
四
〇
七
下
）。



六
七

『
無
量
寿
経
論
』
と
『
論
註
』

と
あ
り
、
道
宣
『
大
唐
内
典
録
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
録
は
す
べ
て
普
泰
元
年
、
す
な
わ
ち
、
西
暦
五
三
一
年
説
を
採
っ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
暦
五
二
九
年
説
を
採
る
経
録
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

・
唐
・
智
昇
『
開
元
釈
経
録
』
巻
第
六
に
は
、

無
量
壽
經
論
一
巻
、
題
云
無
量
壽
經
優
波
提
舎
願
生
偈
婆
藪
盤
豆
菩
薩
造
、
永
安
二
年
、
於
洛
陽
永
寧
寺
出
、
僧
辨
筆
受
（
大
正
五
五

巻
五
四
一
上
）

巻
第
十
九
に
は
、

無
量
壽
經
論
一
巻
題
云
無
量
壽
經
優
波
提
舎
願
生
偈
七
紙
（
大
正
五
五
巻
六
八
九
下
）。

と
あ
る
。

・
円
照
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
に
は
、

無
量
壽
經
論
一
巻
、
題
云
無
量
壽
經
優
波
提
舎
願
生
偈
婆
藪
盤
豆
菩
薩
造
、
永
安
二
年
、
於
洛
陽
永
寧
寺
出
、
僧
辨
筆
受
（
大
正
五
五

巻
八
三
九
中
）

と
あ
り
、
円
照
は
、
智
昇
『
開
元
釈
経
録
』
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
。

隋
・
法
経
『
衆
経
目
録
』（『
法
経
録
』）（
西
暦
五
九
四
年
）、
隋
・
彦
悰
『
衆
経
目
録
』（『
彦
悰
録
』（
西
暦
六
〇
二
年
）、
唐
・
静
泰
『
衆

経
目
録
』（『
静
泰
録
』）（
西
暦
六
六
五
年
）、
唐
・
靖
邁
『
古
今
訳
図
紀
』（
唐
・
高
宗
の
時
（
西
暦
六
四
九
〜
六
八
三
年
）
に
つ
い
て

は
『
無
量
寿
経
論
』
の
漢
訳
年
代
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。

さ
て
、
果
た
し
て
、
ど
ち
ら
の
説
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、『
続
高
僧
伝
』
に
よ
る
と
菩
提

流
支
と
曇
鸞
の
出
会
い
が
大
通
年
間
（
西
暦
五
二
七
〜
五
二
九
年
）
で
あ
っ
た
と
の
記
事
か
ら
す
る
と
『
無
量
寿
経
論
』
の
漢
訳
年
代



六
八

仏
教
学
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　二
七
号

が
西
暦
五
二
九
年
な
ら
ば
、
漢
訳
が
完
成
し
た
ば
か
り
の
『
無
量
寿
経
論
』
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
西
暦
五
三
一
年

な
ら
ば
、『
無
量
寿
経
論
』
は
、
大
通
年
間
に
は
ま
だ
漢
訳
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て）

（1
（

、
大
通
年
間
以
降
、
菩
提
流
支
よ
り
直
接
的
、

あ
る
い
は
間
接
的
に
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ど
ち
ら
の
説
を
是
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
ち
ら
も
正
し
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
暦
五
二
九
年
に
一
度
漢
訳
さ
れ
た
『
無

量
寿
経
論
』（『
論
註
』
所
引
本
『
無
量
寿
経
論
』）
が
再
度
西
暦
五
三
一
年
（
古
写
本
系
の
『
無
量
寿
経
論
』）
に
手
直
し
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
が
『
論
註
』
所
引
本
は
曇
鸞
に
よ
っ
て
、
古
写
本
系
の
『
無

量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
が
、
北
斉
時
代
の
石
刻
本
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
漢
訳
直
後
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
比
較
的
早
い
時
期
に
二

系
統
の
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』
の
西
暦
五
三
一
年
説
も
ま
た
、

以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
整
合
性
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

①
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
、
他
の
経
録
と
異
な
っ
て
、
訳
経
の
歴
史
を
重
要
視
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訳
出
年

代
に
つ
い
て
は
、
よ
り
注
意
深
く
調
査
さ
れ
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②
『
歴
代
三
宝
紀
』
の
成
立
は
西
暦
五
九
七
年
で
あ
り
、『
無
量
寿
経
論
』
の
漢
訳
年
代
は
西
暦
五
三
一
年
（
あ
る
い
は
西
暦
五
二
九
年
）、

そ
の
間
は
わ
ず
か
七
〇
年
に
も
満
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
費
長
房
は
『
歴
代
三
宝
紀
』
を
編
む
際
に
参
照
し
た
李
廓
『
魏
世
衆
経
目
録
』
は
、
北
魏
天
平
年
（
西
暦
五
三
四
〜
五
三
七
年
）

に
編
ま
れ
て
い
て
、
ま
さ
し
く
菩
提
流
支
漢
訳
の
時
代
に
完
成
し
た
経
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

④
費
長
房
は
、
菩
提
流
支
が
編
ん
だ
『
訳
衆
経
論
目
録
』（
現
存
し
な
い
）
の
存
在
を
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
記
載
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

⑤
十
餘
年
來
、
詢
訪
𦾔𦾔
𦾔
、
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
。
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
。
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
𦾔
來
後
、
𦾔
𦾔
所
𦾔
𦾔
。
𦾔
𦾔
三
𦾔
以
𦾔
𦾔
𦾔
（
大



六
九

『
無
量
寿
経
論
』
と
『
論
註
』

正
四
九
巻
、
一
二
〇
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
経
録
、
経
典
、
論
書
な
ど
を
探
し
求
め
て
、
十
数
年
と
い
う
長
い
年
月
を
か
け
て
、
よ

り
完
成
度
の
高
い
経
録
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑥
こ
れ
に
対
し
て
智
昇
『
開
元
釈
経
録
』
の
完
成
は
西
暦
七
三
〇
年
で
あ
り
、『
無
量
寿
経
論
』
の
訳
出
よ
り
お
よ
そ
二
〇
〇
年
も
経
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
ま
と
め

こ
れ
ま
で
菩
提
流
支
に
よ
る
『
無
量
寿
経
論
』
の
漢
訳
年
代
に
は
二
種
類
の
説
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
が
、
不
思
議
な

こ
と
に
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
考
は
一
つ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
仮
説
を
学
界
に
提
出
し
た
い
。

以
前
の
筆
者
の
研
究
〔
一
九
九
九
〕
に
よ
り
、『
論
註
』
所
引
本
の
『
無
量
寿
経
論
』
と
「
大
蔵
経
」
所
収
の
『
無
量
寿
経
論
』
と
は
、

一
巻
と
い
う
短
い
論
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
〇
〇
字
近
い
、
字
句
の
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
た
、
筆
者
の
最
近
の
研
究
〔
二
〇
一
八
、
二
〇
二
一
〕
に
よ
り
菩
提
流
支
の
漢
訳
直
後
、
早
い
時
期
に
『
論
註
』
所
引
本
『
無
量

寿
経
論
』
と
古
写
本
系
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
の
二
系
統
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
菩

提
流
支
よ
り
西
暦
五
二
九
年
に
直
接
授
け
ら
れ
た
も
の
で
、
後
者
は
、
西
暦
五
三
一
年
に
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
菩
提

流
支
は
『
無
量
寿
経
論
』
を
二
度
漢
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
な
ぜ
漢
訳
直
後
に
二
つ
の
系
統
の
『
無
量
寿

経
論
』
テ
キ
ス
ト
が
流
布
し
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
解
消
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
ち
ら
の
テ
キ
ス
ト
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
あ
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
が
「
甲
」
と
し
て
漢
訳
さ
れ
、
そ
の
後
、
そ
の
作
品
に
対
し
て
同
一
訳
者
が
、
手
を
加
え
、
よ
り
完
成



七
〇

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

度
の
高
い
「
乙
」
が
漢
訳
さ
れ
た
場
合
、「
甲
」
を
訂
正
し
た
の
が
「
乙
」
で
あ
る
の
で
、「
乙
」
に
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
、「
乙
」
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、『
無
量
寿
経
論
』
の
場
合
、
西
暦
五
二
九
年
に
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
の
文
言
や
本
文

を
整
理
し
た
も
の
が
、
西
暦
五
三
一
年
に
同
じ
く
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
再
度
漢
訳
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
ま

さ
し
く
清
書
版
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
暦
五
三
一
年
に
漢
訳
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
が
菩
提
流
支
に
と
っ
て
、
よ
り
完
成

度
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
無
量
寿
経
論
』
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
は
、
高
瀬
、
三
宅
の
主
張
す
る
『
論
註
』
所
引
本
『
無
量
寿
経
論
』
で
は
な
く
、
正
倉

院
聖
語
蔵
本
や
金
粟
山
大
蔵
経
写
本
の
古
写
本
系
『
無
量
寿
経
論
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

石
川
啄
道
〔
二
〇
〇
九
〕『
曇
鸞
浄
土
教
形
成
論
―
そ
の
思
想
的
背
景
―
』
法
蔵
館
。

大
内
文
雄
〔
二
〇
一
三
〕『
南
北
朝
隋
唐
期
佛
教
史
研
究
』
法
蔵
館
。

大
須
賀
秀
道
〔
一
九
二
七
〕「
浄
土
論
の
譯
本
に
就
い
て
」
大
谷
大
学
『
仏
教
研
究
』
第
八
巻
第
四
号
。

川
口
義
照
〔
二
〇
〇
〇
〕『
中
国
仏
教
に
お
け
る
経
録
研
究
』
法
蔵
館
。

黒
田
浩
明
〔
二
〇
一
四
〕「
曇
鸞
に
お
け
る
思
想
と
信
仰
の
交
渉
―
菩
提
流
支
と
の
邂
逅
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」
中
村
薫
編
『
華
厳
思
想
と
浄
土
教
』

文
理
閣
。

岸
一
英
〔
一
九
九
九
〕「
無
量
寿
経
論
校
異
の
意
義
」『
無
量
寿
経
論
校
異
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
。

齊
藤
隆
信
〔
二
〇
一
五
〕『
中
国
浄
土
教
儀
礼
の
研
究

　
善
導
と
法
照
の
讃
偈
の
律
動
を
中
心
と
し
て
』
法
蔵
館
。
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桜
部
建
〔
一
九
九
七
〕『
増
補

　
仏
教
語
の
研
究
』
文
栄
堂
書
店
。

佐
藤
心
岳
〔
一
九
六
三
〕「
中
國
に
お
け
る
梵
語
佛
典
の
重
視
」
佛
教
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
四
四
・
四
五
号
。

柴
田
泰
山
〔
二
〇
一
四
〕「『
観
無
量
寿
経
』
の
信
仰
と
実
践
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
七
九
号
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
〔
二
〇
一
三
〕『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
㈠
三
経
七
祖
篇
』
本
願
寺
出
版
。

真
宗
勧
学
寮
〔
一
九
三
九
〕『
浄
土
論
註
校
異
』
真
宗
勧
学
寮
。

高
瀬
承
厳
〔
一
九
一
七
〕「
類
本
往
生
論
に
就
き
て
」『
仏
書
研
究
』
第
二
九
号
。

武
田
龍
精
〔
二
〇
〇
八
〕「
曇
鸞
浄
土
教
の
思
想
史
的
背
景
と
大
乗
哲
学
的
原
理
」
武
田
龍
精
『
曇
鸞
浄
土
教
思
想
の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
。

陳
垣
（
西
脇
常
記
、
村
田
み
お
訳
）〔
二
〇
一
四
〕『
中
国
仏
教
史
籍
概
論
』
知
泉
書
館
。

辻
本
俊
郎
〔
一
九
九
九
〕「『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
考
」『
無
量
寿
経
論
校
異
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
。

辻
本
俊
郎
〔
二
〇
一
一
〕「『
無
量
寿
経
論
』
とBodhiruci

」『
ア
ジ
ア
学
科
年
報
』
第
四
号
。

辻
本
俊
郎
〔
二
〇
一
八
〕「
中
国
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
の
受
容
」『
仏
教
学
会
紀
要
』
第
二
三
号
。

辻
本
俊
郎
〔
二
〇
二
〇
〕「
曇
鸞
『
論
註
』
テ
キ
ス
ト
考
」『
仏
教
学
会
紀
要
』
第
二
五
号
。

辻
本
俊
郎
〔
二
〇
二
一
〕「『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
研
究
―
響
堂
山
石
刻
本
、
金
粟
山
大
蔵
経
写
本
を
中
心
と
し
て
―
」『
仏
教
学
会
紀
要
』

第
二
六
号
。

藤
堂
恭
俊
〔
一
九
九
五
〕「
曇
鸞
―
浄
土
教
を
開
花
せ
し
め
た
人
と
思
想
―
」『
浄
土
仏
教
の
思
想
』
第
四
巻
、
講
談
社
。

野
上
俊
静
〔
一
九
七
〇
〕『
中
国
浄
土
三
祖
伝
』
文
栄
堂
。

幡
谷
明
〔
一
九
八
九
〕『
曇
鸞
教
学
の
研
究
―
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
―
』
同
朋
舎
。

幡
谷
明
〔
一
九
八
九
〕『
曇
鸞
教
学
の
研
究
―
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
―
＜
資
料
篇
＞
』
同
朋
舎
。
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藤
善
眞
澄
〔
二
〇
一
三
〕『
中
國
佛
教
史
研
究

　
隋
唐
佛
教
へ
の
視
角
』
法
蔵
館
。

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
〔
二
〇
一
一
〕『
浄
土
教
典
籍
目
録
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
。

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
「
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」
研
究
班
〔
一
九
九
九
〕『
無
量
寿
経
論
校
異
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
。

船
山
徹
〔
二
〇
一
三
〕『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
―
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
』
岩
波
書
店
。

三
宅
徹
誠
〔
二
〇
〇
八
〕「
保
延
四
年
写
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』「
解
題
」」、「
金
剛
寺
蔵
保
延
四
年
写
本
よ
り
見
た
日
本
に
お
け
る
『
無

量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』
の
伝
承
」
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
第
三
輯
『
金
剛
寺
蔵
観
無
量
寿
経

　
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
巻
下
』

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
実
行
委
員
会
。

三
宅
徹
誠
〔
二
〇
一
〇
〕「
金
剛
寺
蔵
保
延
四
年
写
本
よ
り
見
た
日
本
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』
の
伝
承
」『
古
写
本
研
究

の
最
前
線
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演
資
料
集
成
―
』
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
実
行
委
員
会
。

宮
嶋
純
子
〔
二
〇
一
四
〕「
胡
語
か
ら
梵
語
へ
―
日
中
仏
教
文
献
に
お
け
る
イ
ン
ド
・
西
域
言
語
の
認
識
―
」
佐
藤
文
子
・
原
田
正
俊
・
堀
裕
編
『
仏

教
が
つ
な
ぐ
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版

李
利
安
・
崔
峰
〔
二
〇
一
八
〕『
南
北
朝
佛
教
編
年
』
三
秦
出
版
社
。

註（
１
）　
桜
部
建
〔
一
九
九
七
〕
は
、「
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
手
に
遺
さ
れ
て
い
る
菩
提
流
支
訳
の
諸
経
論
は
、
一
方
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
仏
教
学

の
分
野
か
ら
す
れ
ば
、
論
師
世
親
の
大
乗
経
典
解
釈
を
知
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
他
方
に
お
い
て
、
シ
ナ
仏
教

学
の
分
野
か
ら
い
え
ば
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
述
作
さ
れ
た
大
乗
論
書
の
一
形
式
が
シ
ナ
に
ど
の
よ
う
に
伝
来
さ
れ
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

た
か
を
知
る
た
め
の
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
材
料
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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三

『
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量
寿
経
論
』
と
『
論
註
』

（
２
）　
曇
鸞
は
、『
論
註
』
の
長
行
に
お
い
て
、「
解
義
分
」
を
十
に
分
け
て
、
註
を
施
し
て
い
る
が
、
大
蔵
経
、
古
写
本
系
の
『
無
量
寿
経
論
』

テ
キ
ス
ト
の
中
で
こ
の
形
式
に
基
づ
い
て
改
行
を
施
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
辻
本
〔
一

九
九
九
〕
を
見
よ
。

（
３
）　
詳
細
に
つ
い
て
は
辻
本
〔
一
九
九
九
〕
を
見
よ
。

（
４
）　「
無
量
寿
修
多
羅
優
波
提
舎
願
生
偈
略
解
義
竟
」
と
い
う
一
文
は
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ

の
一
文
が
見
ら
れ
る
の
は
宋
・
東
禅
寺
版
な
ど
で
あ
っ
て
、
正
倉
院
聖
語
蔵
写
本
、
高
麗
再
雕
版
、
房
山
雲
居
寺
石
刻
本
な
ど
で
は
見
ら

れ
な
い
。

（
５
）　
た
だ
し
、
一
言
で
『
論
註
』
テ
キ
ス
ト
と
い
っ
て
も
現
在
、
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
『
論
註
』
テ
キ
ス
ト
は
何
本
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
場
合
、
本
来
三
宅
徹
誠
は
ど
の
『
論
註
』
テ
キ
ス
ト
が
原
形
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
宅
は
「
院
政
期
の
金

剛
寺
本
や
親
鸞
加
点
本
な
ど
の
最
古
の
『
論
註
』
諸
本
群
」
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
の
説
か
ら
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
ら
は
最
古
の
『
論

註
』
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
『
論
註
』
の
古
い
情
報
を
我
々
に
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
願

寺
蔵
本
や
義
山
版
本
の
方
が
よ
り
古
い
情
報
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
辻
本
〔
二
〇
二
〇
〕
を
見
よ
。

（
６
）　
詳
細
に
つ
い
て
は
辻
本
〔
二
〇
二
一
〕
を
見
よ
。

（
７
）　
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
辻
本
〔
二
〇
一
八
〕
を
見
よ
。

（
８
）　
藤
堂
恭
俊
〔
一
九
九
五
〕
二
三
〜
二
四
頁
。

（
９
）　
岸
一
英
は
、
西
暦
五
二
九
年
漢
訳
説
は
、
大
通
年
間
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
岸
〔
一
九
九
九
〕）。

（
10
）　
藤
善
眞
澄
は
、『
論
註
』
は
、
北
魏
が
東
西
に
分
裂
す
る
頃
、
東
魏
の
孝
静
帝
の
天
平
年
間
（
西
暦
五
三
四
〜
五
三
七
年
）
よ
り
の
ち

に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
（
藤
善
〔
二
〇
一
三
〕
三
二
一
〜
三
二
二
頁
）。



七
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

（
11
）　『
論
註
』
に
は
次
に
記
す
よ
う
に
、
訳
者
を
批
判
す
る
よ
う
な
文
言
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
譯
者
何
縁
目
彼
寶
爲
草
耶
。（
中
略
）

余
若
参
譯
當
別
有
途
」（
四
六
二
頁
）。
と
あ
る
よ
う
に
、
も
し
、
訳
場
に
参
加
し
た
な
ら
ば
、
別
の
訳
語
を
提
出
で
き
た
と
い
う
。
し
か

し
、
曇
鸞
は
そ
の
訳
語
を
自
ら
の
著
作
の
中
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
別
の
訳
語
を
提
出
で
き
る
と
明
言
し
た
と
い
う
こ
と
は
曇
鸞

が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
齊
藤
隆
信
に
よ
れ
ば
、
曇
鸞
の
『
讃
阿
弥

陀
仏
偈
』
に
つ
い
て
、
押
韻
や
平
仄
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
割
裂
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
か
つ
句
中
の
節
奏
点
も
守
ら
れ
て
い
て
、
一

定
の
リ
ズ
ム
も
維
持
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
（
齊
藤
隆
信
〔
二
〇
一
五
〕
一
五
四
〜
一
六
〇
頁
）。
す
な
わ
ち
、
曇
鸞
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
も
解
し
、
ま
た
漢
詩
の
素
養
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
12
）　
親
鸞
加
点
本
を
は
じ
め
と
す
る
『
論
註
』
テ
キ
ス
ト
は
、「
五
念
門
」
と
な
っ
て
お
り
、
た
だ
一
本
、
金
剛
寺
蔵
保
延
四
年
書
写
本
の
み
が
「
五

門
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
13
）　
た
だ
し
、
曇
鸞
の
著
作
、『
論
註
』、『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』、『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
の
中
で
、『
論
註
』
所
引
本
の
『
無
量
寿
経
論
』
で
は
な
く
、

大
蔵
経
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
『
無
量
寿
経
論
』
テ
キ
ス
ト
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
は
こ
こ
し
か
な
い
。

（
14
）　
藤
堂
恭
俊
は
、
道
宣
『
続
高
僧
伝
』
の
中
の
「
北
國
虜
僧
曇
鸞
」（
大
正
五
〇
巻
四
七
〇
上
）
と
い
う
文
言
に
注
目
し
、
曇
鸞
が
当
時
、

北
魏
と
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
梁
に
入
国
す
る
際
に
「
北
國
虜
僧
曇
鸞
」
と
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
曇
鸞
の
梁
へ
の
入
国
は
、
元
顥

が
大
敗
し
た
、
西
暦
五
二
九
年
七
月
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
（
藤
堂
〔
一
九
九
五
〕
十
六
頁
）。



七
五

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想

は
じ
め
に

還
相
廻
向
と
は
、
極
楽
往
生
し
た
後
、
菩
薩
と
な
り
再
び
生
死
輪
廻
の
世
界
に
戻
っ
て
き
て
、
そ
の
世
界
の
衆
生
を
教
化
し
、
仏
道

に
向
か
わ
せ
る
菩
薩
行
の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
語
の
嚆
矢
は
、
曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
）
の
『
往
生
論
註
』
で
あ
る
。
善
導
（
六
一

三
―
六
八
一
）
自
身
は
「
還
相
廻
向
」（
還
相
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
が
、
思
想
と
し
て
は
見
ら
れ
る
た
め
、
便
宜
上
、
本
論
で

は
還
相
廻
向
の
語
を
用
い
る
。
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
還
相
廻
向
」
は
多
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
善
導
に
関
し
て
は

そ
の
限
り
で
は
な
い（

１
）。

ま
ず
は
善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
用
例
を
見
て
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

問
題
の
所
在

善
導
は
還
相
廻
向
に
関
し
て
、『
往
生
礼
讃
』
前
序
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想

小
　
川

　
法

　
道
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①
五
者
回
向
門
。
所
謂
專
心
、
若
自
作
善
根
、
及
一
切
三
乘
五
道
一
一
聖
凡
等
所
作
善
根
、
深
生
隨
喜
。
如
諸
佛
菩
薩
所
作
隨
喜
、

我
亦
如
是
隨
喜
、
以
此
隨
喜
善
根
、
及
己
所
作
善
根
、
皆
悉
與
衆
生
共
之
回
向
彼
國
。
故
名
回
向
門
。

又
到
彼
國
已
、
得
六
神
通
、
回
入
生
死
、
敎
化
衆
生
、
徹
窮
後
際
、
心
無
厭
足
、
乃
至
成
佛
、
亦
名
回
向
門（

２
）。

す
な
わ
ち
「
五
念
門
の
中
の
廻
向
門
と
は
、
心
を
も
っ
ぱ
ら
に
し
て
、
自
身
で
修
め
る
善
根
、
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
三
乗
の
聖
者
や
五

道
の
凡
夫
が
修
め
る
善
根
に
対
し
て
、
諸
仏
や
菩
薩
が
修
め
る
随
喜
の
よ
う
に
、
私
も
そ
の
よ
う
に
深
く
随
喜
の
心
を
起
こ
す
。
こ
の

随
喜
の
善
根
お
よ
び
私
が
修
め
る
善
根
を
こ
と
ご
と
く
衆
生
と
と
も
に
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
た
め
に
廻
向
す
る
こ
と
を
い
う
。
よ
っ

て
廻
向
門
と
い
う
。
ま
た
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
後
に
は
、
六
神
通
を
得
て
、
生
死
輪
廻
の
世
界
に
帰
っ
て
来
て
、
衆
生
を
教
化
し
、

そ
れ
を
未
来
世
ま
で
極
め
尽
く
し
、
心
に
飽
く
こ
と
な
く
し
て
、
つ
い
に
仏
と
な
る
こ
と
を
ま
た
廻
向
門
と
い
う
」
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
五
念
門
の
廻
向
門
を
解
釈
す
る
中
で
、
還
相
廻
向
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
極
楽
世
界
で
「
六
神
通
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
還
相
廻
向
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。

ま
た
『
往
生
礼
讃
』
で
は
、
い
わ
ゆ
る
発
願
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

②
願
弟
子
等
、
臨
命
終
時
、
心
不
顚
倒
、
心
不
錯
亂
、
心
不
失
念
、
身
心
無
諸
苦
痛
、
身
心
快
樂
、
如
入
禪
定
。
聖
衆
現
前
、
乘
佛

本
願
、
上
品
往
生
、
阿
彌
陀
佛
國
。
到
彼
國
已
、
得
六
神
通
、
入
十
方
界
、
救
攝
苦
衆
生
。
虚
空
法
界
盡
、
我
願
亦
如
是
。
發
願

已
、
至
心
歸
命
阿
彌
陀
佛（

３
）。

す
な
わ
ち
「
願
わ
く
は
弟
子
た
ち
よ
。〔
次
の
よ
う
な
願
を
起
こ
し
な
さ
い
。〕
こ
の
命
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
に
、
心
が
乱
れ
誤
っ
た



七
七

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想

考
え
に
陥
る
こ
と
が
な
く
、
混
乱
す
る
こ
と
が
な
く
、
失
念
す
る
こ
と
が
な
く
、
身
と
心
に
様
々
な
苦
し
み
と
痛
み
が
な
く
、
む
し
ろ

心
地
よ
く
禅
定
に
入
る
か
の
よ
う
に
な
り
た
い
。〔
極
楽
に
い
る
〕
聖
衆
が
目
の
前
に
現
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
じ
て
、
極
楽
世

界
の
上
品
の
位
に
往
生
し
た
い
。
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
後
に
は
、
六
神
通
を
得
て
、
十
方
世
界
に
入
っ
て
、〔
た
と
え
〕
世
界
の
果

て
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
も
、
苦
し
む
衆
生
を
救
済
し
よ
う
。
私
の
願
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
た
い
。
願
を
起
こ
し
終
わ
っ
て
、
心
か
ら

阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
極
楽
往
生
し
た
後
に
「
六
神
通
を
得
る
」
と
説
き
、
先
の
『
往
生
礼
讃
』（
①
）
と
同
じ
よ
う
に
、「
六
神
通
を
得
る
」
こ

と
で
共
通
し
て
い
る
。

次
に
『
観
経
疏
』
散
善
義
の
廻
向
発
願
心
釈
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

③
又
言
回
向
者
、
生
彼
國
已
、
還
起
大
悲
、
回
入
生
死
、
敎
化
衆
生
、
亦
名
回
向
也（

４
）。

す
な
わ
ち
「
ま
た
廻
向
と
言
う
の
は
、
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
後
に
、〔
娑
婆
世
界
に
〕
帰
っ
て
来
て
大
悲
を
起
こ
し
、
生
死
輪
廻

の
世
界
に
入
り
、
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
た
廻
向
と
い
う
」
と
し
て
い
る
。

『
観
経
疏
』
で
は
廻
向
発
願
心
を
解
釈
す
る
中
で
、
還
相
廻
向
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、「
大
悲
」
と
表
現
し
て
い
る
。

善
導
が
還
相
廻
向
を
述
べ
る
中
で
、『
往
生
礼
讃
』
と
『
観
経
疏
』
で
は
構
成
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
前
者
で
は
「
六
神
通
」

と
、
後
者
で
は
「
大
悲
」
と
の
解
釈
の
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
相
違
が
あ
る
の
か
、
本
論
で
は
こ
の
点
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
く
。
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曇
鸞
に
お
け
る
還
相
廻
向

ま
ず
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想
を
見
て
み
た
い
。
世
親
『
往
生
論
』
の
五
念
門
中
、
廻
向
門
に
お
い
て
「
云

何
迴
向
。
不
捨
一
切
苦
惱
衆
生
、
心
常
作
願
、
迴
向
爲
首
、
得
成
就
大
悲
心
故（

５
）」

と
あ
る
の
を
、
曇
鸞
が
註
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

迴
向
有
二
種
相
。
一
者
往
相
、
二
者
還
相
。
往
相
者
、
以
己
功
德
、
迴
施
一
切
衆
生
、
作
願
共
往
生
彼
阿
彌
陀
如
來
安
樂
淨
土
。
還
相
者
、

生
彼
土
已
、
得
奢
摩
他
、
毗
婆
舍
那
、
方
便
力
成
就
、
迴
入
生
死
稠
林
、
敎
化
一
切
衆
生
、
共
向
佛
道
。
若
往
若
還
、
皆
爲
拔
衆

生
渡
生
死
海
。
是
故
言
迴
向
爲
首
得
成
就
大
悲
心
故（

６
）。

こ
こ
で
は
「
廻
向
に
二
種
の
特
徴
が
あ
る
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
で
あ
る
。
往
相
と
は
自
身
の
功
徳
を
あ
ら
ゆ
る
衆
生

に
め
ぐ
ら
し
施
し
て
、
と
も
に
阿
弥
陀
仏
の
安
楽
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
こ
と
で
あ
る
。
還
相
と
は
安
楽
浄
土
に
往
生
し
た
後
に

は
、
奢
摩
他
、
毘
婆
舎
那
を
得
て
、
方
便
力
を
成
就
し
て
か
ら
、
再
び
生
死
輪
廻
が
生
い
茂
る
林
に
帰
っ
て
来
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を

教
化
し
て
、
と
も
に
仏
道
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。
往
相
で
あ
れ
、
還
相
で
あ
れ
、
み
な
衆
生
を
生
死
輪
廻
の
海
か
ら
救
済
す
る
た
め

で
あ
る
。
だ
か
ら
『
往
生
論
』
に
は
「
廻
向
を
第
一
と
す
る
こ
と
で
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
い
て

い
る
」
と
い
う
。

『
往
生
論
註
』
の
還
相
廻
向
と
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』（
①
）
及
び
『
観
経
疏
』（
③
）
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
構
成
上
で
一



七
九

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
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致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
善
導
が
曇
鸞
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
え
る（

７
）。

『
往
生
礼
讃
』
に
お
け
る
六
神
通

『
往
生
礼
讃
』
で
は
「
六
神
通
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
特
に
善
導
の
発
願
文
に
関
し
て
は
、
す
で

に
齊
藤
隆
信
に
よ
っ
て
三
十
巻
『
仏
名
経
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る（

８
）。

そ
こ
で
ま
ず
『
仏
名
経
』
を
見
て
い
き
た
い
。

願
弟
子
等
、
承
是
懺
悔
、
所
生
功
徳
、
願
生
生
世
世
、
永
捨
胎
藏
形
、
隨
心
願
往
生
。
獲
六
神
通
力
、
救
攝
諸
苦
衆
、
虚
空
法
界

盡
、
我
願
亦
如
是（

９
）。

す
な
わ
ち
「
願
わ
く
は
弟
子
た
ち
よ
。
こ
の
懺
悔
を
受
け
て
、
生
ず
る
功
徳
に
よ
っ
て
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
輪

廻
の
世
界
か
ら
、
永
遠
に
抜
け
出
る
こ
と
を
願
い
、
ま
た
心
に
し
た
が
っ
て
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
。
六
神
通
力
を
得
て
、〔
た
と
え
〕

世
界
の
果
て
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
も
、
苦
し
む
衆
生
を
救
済
し
よ
う
。
私
の
願
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
た
い
」
と
す
る
。

他
に
も
『
往
生
礼
讃
』
に
は
『
仏
名
経
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
所
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
中
夜
の
五
悔
中
の
発
願
に
お
い
て
、
善
導

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

④
至
心
發
願

願
捨
胎
藏
形

　
往
生
安
樂
國
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速
見
彌
陀
佛

　
無
邊
功
德
身

奉
覲
諸
如
來

　
賢
聖
亦
復
然

獲
六
神
通
力

　救
攝
苦
衆
生

虚
空
法
界
盡

　我
願
亦
如
是

發
願
已
至
心
歸
命
阿
彌
陀
佛

）
（1
（

す
な
わ
ち
「
心
か
ら
願
を
起
こ
す
。
願
わ
く
は
輪
廻
の
世
界
か
ら
抜
け
出
て
、
安
楽
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
。
速
や
か
に
阿
弥
陀
仏

の
限
り
な
い
功
徳
の
身
を
見
て
、
諸
々
の
仏
や
賢
聖
に
出
会
い
た
い
。
六
神
通
力
を
得
て
、〔
た
と
え
〕
世
界
の
果
て
の
ど
こ
で
あ
ろ

う
と
も
、
苦
し
む
衆
生
を
救
済
し
よ
う
。
私
の
願
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
た
い
。
願
を
起
こ
し
お
わ
っ
て
心
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す

る
」
と
い
う
。

『
往
生
礼
讃
』
と
『
仏
名
経
』
に
お
け
る
構
成
、
並
び
に
「
胎
藏
形
」
や
「
獲
六
神
通
力
、
救
攝
苦
衆
生
、
虚
空
法
界
盡
、
我
願
亦
如
是
」

と
い
う
語
ま
で
一
致
し
て
い
る
。
特
に
「
六
神
通
」
の
語
は
、
善
導
の
五
部
九
巻
の
内
、
先
に
挙
げ
た
『
往
生
礼
讃
』
の
三
カ
所
し
か

見
ら
れ
な
い
。
類
語
の
「
六
通

）
（（
（

」
は
八
回
用
い
ら
れ
て
い
る
（
表
一
）。
し
か
し
善
導
が
「
六
通
」
の
語
を
も
っ
て
、
還
相
廻
向
の
思

想
を
説
く
所
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
通
し
て
、『
往
生
礼
讃
』
で
は
『
仏
名
経
』
の
影
響
を
受
け
て
、
発
願
文
や
五
悔
中
の
発
願
を
創
作
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
善
導
は
こ
の
発
願
の
創
作
の
後
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
還
相
廻
向
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
得
六
神

通
」（
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
で
は
「
得
奢
摩
他
、
毗
婆
舍
那
、
方
便
力
成
就
」
で
あ
る
）
を
、
自
身
の
『
往
生
礼
讃
』（
①
）
に
反
映

し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
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【
表
一
】
善
導
五
部
九
巻
に
お
け
る
六
神
通
（
六
通
）
の
用
例

六
通
六
神
通

１
２
１
２
２

３
０
０
０
０

往生礼讃
観経疏
観念法門
般舟讃
法事讃

『
観
経
疏
』
に
お
け
る
大
悲

次
に
『
観
経
疏
』
で
見
ら
れ
た
大
悲
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
の
大
悲
と
還
相
廻
向
に
関
し
て
は
、『
観
経
疏
』
散
善
義
の
上

品
下
生
を
解
釈
す
る
所
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
導
は
『
観
経
』
の
上
品
下
生
の
「
ま
た
因
果
を
信
じ
て
、
大
乗
を
謗
せ
ず
、
た
だ

無
上
道
心
を
発
す
（
亦
信
因
果
、
不
謗
大
乘
、
但
發
無
上
道
心

）
（1
（

）」
の
中
、「
但
發
無
上
道
心
」
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑤
唯
發
一
念
厭
苦
、
樂
生
諸
佛
境
界
、
速
滿
菩
薩
大
悲
願
行
、
還
入
生
死
、
普
度
衆
生
。
故
名
發
菩
提
心
也

）
（1
（

。

す
な
わ
ち
「
た
だ
一
念
を
起
こ
し
て
苦
を
厭
い
、
諸
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
、
速
や
か
に
菩
薩
の
大
悲
の
願
と
行
を
満
た
し
て
、
ま
た

生
死
輪
廻
の
世
界
に
帰
っ
て
来
て
、
あ
ま
ね
く
衆
生
を
済
度
し
よ
う
と
願
う
。
だ
か
ら
発
菩
提
心
と
い
う
」
と
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
菩
薩
に
対
し
て
「
大
悲
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
十
八
不
共
仏
法
で
、
仏
だ
け
が
有
す
る
特
質

の
一
つ
で
あ
る
「
大
悲
」
の
意
味

）
（1
（

で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
『
観
経
疏
』
定
善
義
の
一
節
か
ら
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
淨
土
之
中
一
切
聖
人
、
皆
以
無
漏
爲
體
、
大
悲
爲
用
。
畢
竟
常
住
、
離
於
分
段
之
生
滅

）
（1
（

す
な
わ
ち
「
浄
土
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
聖
者
は
、
み
な
無
漏
を
本
体
と
し
、
大
悲
を
は
た
ら
き
と
し
て
い
る
。
究
極
に
常
住
で
あ
り
、

凡
夫
が
生
死
輪
廻
の
世
界
を
さ
ま
よ
う
こ
と
（
分
段
生
死
）
か
ら
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

つ
ま
り
分
段
生
死
を
離
れ
た
一
切
の
聖
人
が
大
悲
の
は
た
ら
き
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
善
導
は
還
相
廻
向
を
解
釈
す
る
中
で
、『
往
生
礼
讃
』
で
は
「
六
神
通
」
と
統
一
し
て
使
用
し
、『
観
経
疏
』
で
は

「
大
悲
」
と
統
一
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

で
は
な
ぜ
善
導
は
『
観
経
疏
』
の
還
相
廻
向
に
お
い
て
「
大
悲
」
の
語
を
用
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
先
に
も
引
用
し
た
け
れ

ど
も
、
今
一
度
、
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
を
見
て
み
た
い
。

迴
向
有
二
種
相
。
一
者
往
相
、
二
者
還
相
。
往
相
者
、
以
己
功
德
、
迴
施
一
切
衆
生
、
作
願
共
往
生
彼
阿
彌
陀
如
來
安
樂
淨
土
。
還
相
者
、

生
彼
土
已
、
得
奢
摩
他
、
毗
婆
舍
那
、
方
便
力
成
就
、
迴
入
生
死
稠
林
、
敎
化
一
切
衆
生
、
共
向
佛
道
。
若
往
若
還
、
皆
爲
拔
衆

生
渡
生
死
海
。
是
故
言
迴
向
爲
首
得
成
就
大
悲
心
故

）
（1
（

。
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曇
鸞
は
往
相
に
し
ろ
、
還
相
に
し
ろ
、
衆
生
を
生
死
輪
廻
の
世
界
か
ら
救
済
す
る
こ
と
を
廻
向
の
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

廻
向
に
よ
っ
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

ま
た
世
親
の
『
往
生
論
』
に
は
、
曇
鸞
の
還
相
廻
向
の
思
想
背
景
と
考
え
ら
れ
る
「
園
林
遊
戲
地
門
」
が
あ
る
。

出
第
五
門
者
、
以
大
慈
悲
、
觀
察
一
切
苦
惱
衆
生
、
示
應
化
身
、
迴
入
生
死
園
煩
惱
林
中
、
遊
戲
神
通
、
至
敎
化
地
、
以
本
願
力

迴
向
。
故
是
名
出
第
五
門

）
（1
（

。

す
な
わ
ち
「
出
の
第
五
門
（
園
林
遊
戲
地
門
）
と
は
、
大
慈
悲
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
、
応
化
身
を
示
し
、

生
死
輪
廻
の
園
と
煩
悩
の
林
と
の
中
に
入
り
、
自
在
な
神
通
力
に
よ
っ
て
、
教
化
す
る
境
地
に
至
る
。〔
仏
の
〕
本
願
力
に
よ
っ
て
〔
衆

生
に
〕
廻
向
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
出
の
第
五
門
と
名
付
け
る
」
と
す
る
。

善
導
は
浄
土
に
い
る
聖
者
は
大
悲
を
は
た
ら
き
と
す
る
（
⑥
）
こ
と
か
ら
、
利
他
行
を
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
後
に
修
め
る
と
考
え

て
い
る

）
（1
（

。
善
導
は
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想
や
、
世
親
の
『
往
生
論
』
の
「
迴
向
爲
首
、
得
成
就
大
悲
心
故
」、

あ
る
い
は
「
園
林
遊
戲
地
門
」
の
説
示
か
ら
、
菩
薩
の
大
悲
の
利
他
行
を
看
取
し
、『
観
経
疏
』
に
お
い
て
「
大
悲
」
の
語
を
用
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
で
は
「
大
悲
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
者
、
平
等
大
道
也
。
平
等
道
所
以
名
爲
正
道
者
、
平
等
是
諸
法
體
相
。
以
諸
法
平
等
故
發
心
等
。
發
心

等
故
道
等
。
道
等
故
大
慈
悲
等
。
大
慈
悲
是
佛
道
正
因
。
故
言
正
道
大
慈
悲
。
慈
悲
有
三
縁
。
一
者
衆
生
縁
、
是
小
悲
。
二
者
法
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縁
、
是
中
悲
。
三
者
無
縁
、
是
大
悲
。
大
悲
即
出
世
善
也
。
安
樂
淨
土
從
此
大
悲
生
故
、
故
謂
此
大
悲
爲
淨
土
之
根
。
故
曰
出
世

善
根
生

）
（1
（

。

こ
こ
は
『
往
生
論
』
の
「
正
道
大
慈
悲
、
出
世
善
根
生
」
を
解
釈
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「『
往
生
論
』
の
「
正
道
大
慈

悲
出
世
善
根
生
」
と
は
、
平
等
に
開
か
れ
た
さ
と
り
へ
の
道
で
あ
る
。
平
等
の
道
を
「
正
道
」
と
い
う
の
は
、
平
等
は
諸
法
の
本
体
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
法
が
平
等
で
あ
る
か
ら
発
心
も
平
等
で
あ
る
。
発
心
が
平
等
で
あ
る
か
ら
道
も
平
等
で
あ
る
。
道
が
平
等
で
あ

る
か
ら
大
慈
悲
も
平
等
で
あ
る
。
大
慈
悲
は
さ
と
り
へ
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
正
道
大
慈
悲
」
と
い
う
。
そ
も
そ
も
慈
悲

に
は
三
つ
の
縁
が
あ
る
。
一
つ
に
は
衆
生
縁
、
こ
れ
は
小
悲
で
あ
る
。
二
つ
に
は
法
縁
、
こ
れ
は
中
悲
で
あ
る
。
三
つ
に
は
無
縁
、
こ

れ
は
大
悲
で
あ
る
。
大
悲
は
す
な
わ
ち
出
世
の
善
本
で
あ
る
。
安
楽
浄
土
は
こ
の
〔
阿
弥
陀
仏
の
〕
大
悲
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
大
悲
を
浄
土
の
根
本
と
す
る
。
だ
か
ら
「
出
世
善
根
生
」
と
い
う
」
と
し
て
い
る

）
11
（

。

と
こ
ろ
で
「
大
悲
」
は
『
観
経
疏
』
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る

）
1（
（

（
表
二
）。

【
表
二
】
善
導
五
部
九
巻
に
お
け
る
大
悲
（
大
慈
悲
）
の
用
例

大
慈
悲

大
悲

２
１
０
１
７

２
18
１
1
10

往生礼讃
観経疏
観念法門
般舟讃
法事讃
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一
見
し
て
、『
観
経
疏
』
と
『
法
事
讃
』
に
お
い
て
「
大
悲
」
の
語
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
善

導
が
『
観
経
』
に
「
仏
心
と
は
、
こ
れ
大
慈
悲
な
り

）
11
（

」
と
説
か
れ
る
こ
と
を
重
視
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

も
か
く
善
導
が
『
観
経
疏
』
の
還
相
廻
向
に
お
い
て
「
大
悲
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
善
導
自
身
が
世
親
の
『
往
生
論
』
と
曇
鸞
の
『
往

生
論
註
』
を
精
読
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

還
相
廻
向
思
想
か
ら
見
る
善
導
の
著
作
前
後
論

こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
通
し
て
、『
往
生
礼
讃
』
と
『
観
経
疏
』
の
ど
ち
ら
が
先
に
成
立
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い

）
11
（

。
先
に
見
た
よ
う
に
、『
往

生
礼
讃
』
の
発
願
文
（
②
）
や
五
悔
の
中
の
発
願
（
④
）
に
使
用
さ
れ
る
「
六
神
通
」
は
三
十
巻
『
仏
名
経
』
の
影
響
を
受
け
て
創
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
往
生
礼
讃
』
廻
向
門
の
還
相
廻
向
の
思
想
（
①
）
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
観
経
疏
』（
③
）
で
は
、

世
親
の
『
往
生
論
』
や
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
の
説
示
に
導
か
れ
て
「
大
悲
」
と
使
用
し
て
い
る
。

も
し
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
よ
り
先
に
『
観
経
疏
』
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
善
導
は
『
往
生
礼
讃
』
で
安
心
（
三
心
）・
起
行
（
五

念
門
）・
作
業
（
四
修
）
と
順
番
に
説
明
す
る
中
、
三
心
の
廻
向
発
願
心
に
お
い
て
、
還
相
廻
向
を
述
べ
れ
ば
い
い
は
ず
な
の
に
、
五

念
門
に
お
い
て
そ
れ
を
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
確
か
に
『
往
生
礼
讃
』
の
五
念
門
を
整
備
す
る
た
め
に
、
還
相
廻
向
を
後
に
置
い
た
と
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
『
往
生
礼
讃
』
で
は
、『
観
経
疏
』
の
還
相
廻
向
の
土
台
と
な
る
『
往
生

論
註
』
の
「
大
悲
」
の
語
を
用
い
ず
に
、『
仏
名
経
』
の
「
六
神
通
」
の
語
を
用
い
た
の
か
が
疑
問
に
残
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

推
測
す
れ
ば
、
先
に
『
往
生
礼
讃
』
が
成
立
し
『
仏
名
経
』
の
影
響
に
よ
っ
て
、
還
相
廻
向
の
土
台
を
作
っ
た
後
、
善
導
自
身
が
世
親

の
『
往
生
論
』
と
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
を
精
読
し
た
結
果
、
な
ら
び
に
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
仏
の
大
慈
悲
の
重
視
な
ど
の
必
要
性
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に
か
ら
れ
て
、「
大
悲
」
の
語
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
考
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
推
測
で
き
る
。『
大
智
度
論
』
巻
二
八
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

經
菩
薩
摩
訶
薩
、
欲
住
六
神
通
、
當
學
般
若
波
羅
蜜
。

論
問
曰
、
如
讃
菩
薩
品
中
、
言
諸
菩
薩
、
皆
得
五
神
通
。
今
何
以
言
欲
住
六
神
通
。

答
曰
、
五
通
是
菩
薩
所
得
。
今
欲
住
六
神
通
、
是
佛
所
得
。
若
菩
薩
得
六
神
通
、
可
如
來
難

）
11
（

。

【
経
】
菩
薩
摩
訶
薩
が
六
神
通
に
と
ど
ま
ろ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
般
若
波
羅
蜜
を
修
行
し
な
さ
い
。

【
論
】
問
う
。
讃
菩
薩
品
（
菩
薩
功
徳
釈
論
）
の
中
で
は
、「
諸
々
の
菩
薩
は
み
な
五
神
通
を
得
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
今
ど
う
し

て
「
六
神
通
に
と
ど
ま
ろ
う
と
願
う
」
と
い
う
の
か
。

答
え
る
。
五
通
は
菩
薩
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
「
六
神
通
に
と
ど
ま
ろ
う
と
願
う
」
と
は
、
こ
れ
は
仏
が
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
も
し
菩
薩
が
六
神
通
を
得
る
な
ら
ば
、
如
来
と
な
っ
て
し
ま
う
難
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
仏
だ
け
が
六
神
通
を
得
、
菩
薩
は
五
神
通
し
か
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
善

導
は
仏
だ
け
に
し
か
使
え
な
い
「
六
神
通
」
の
語
を
避
け
、「
大
悲
」
の
語
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。
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『
法
事
讃
』
に
お
け
る
還
相
廻
向

還
相
廻
向
の
思
想
は
、『
往
生
礼
讃
』『
観
経
疏
』
以
外
に
も
、『
法
事
讃
』
で
も
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
『
法
事
讃
』
は
『
往
生
礼
讃
』

の
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。『
法
事
讃
』
巻
下
で
は
『
阿
弥
陀
経
』
序
分
の
対
告
衆
で
あ
る
声
聞
・
菩
薩
衆
を
解
釈
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑨
願
往
生

　
願
往
生

與
佛
聲
聞
菩
薩
衆

　
同
遊
舍
衞
住
祇
園

願
閉
三
塗
絶
六
道

　
開
顯
無
生
淨
土
門

人
天
大
衆
皆
來
集

　
瞻
仰
尊
顏
聽
未
聞

見
佛
聞
經
同
得
悟

　
畢
命
傾
心
入
寶
蓮

誓
到
彌
陀
安
養
界

　
還
來
穢
國
度
人
天

願
我
慈
悲
無
際
限

　
長
時
長
劫
報
慈
恩

衆
等
囘
心
生
淨
土

　
手
執
香
華
常
供
養

）
11
（

す
な
わ
ち
「
仏
は
声
聞
と
菩
薩
衆
と
と
も
に
、
同
じ
く
舎
衛
国
に
行
き
祇
園
精
舎
に
と
ど
ま
っ
て
、
三
悪
道
を
閉
じ
六
道
輪
廻
を
断

絶
し
て
、
無
生
の
浄
土
門
を
開
く
こ
と
を
願
う
。
人
天
の
大
衆
は
み
な
集
ま
っ
て
来
て
、
仏
の
尊
顔
を
仰
い
で
ま
だ
聞
い
た
こ
と
の
な

い
教
え
を
聞
く
。
仏
を
見
て
経
を
聞
い
て
同
じ
く
さ
と
り
を
得
て
、
命
終
わ
る
ま
で
心
を
傾
け
て
極
楽
世
界
の
宝
蓮
に
往
生
す
る
。
阿
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弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
後
に
は
、
穢
れ
た
国
土
に
帰
っ
て
来
て
人
天
を
済
度
す
る
。
願
わ
く
は
我
が
慈
悲
が
限
り
な
く
〔
続

い
て
済
度
を
し
〕、
長
き
間
に
わ
た
っ
て
仏
の
慈
悲
の
恩
恵
に
報
い
た
い
。
大
衆
は
心
を
め
ぐ
ら
し
て
浄
土
に
往
生
し
、
手
に
香
と
花
を
取
っ

て
い
つ
も
供
養
し
な
さ
い
」
と
し
て
い
る
。

『
法
事
讃
』
で
は
「
我
が
慈
悲
」
す
な
わ
ち
自
身
の
慈
悲
心
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
身
が
菩
薩
と
な
っ
て
、
菩
薩
行
を
し
て

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
恩
恵
に
報
い
た
い
と
い
う
善
導
の
強
い
決
意
が
見
ら
れ
る
。『
往
生
礼
讃
』
や
『
観
経
疏
』
の
よ
う
に
、
還
相
廻

向
の
思
想
か
ら
は
著
作
前
後
に
関
す
る
手
が
か
り
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
菩
薩
と
な
る
自
身
の
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

善
導
の
著
作
の
う
ち
、『
法
事
讃
』
は
還
相
廻
向
思
想
が
深
化
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
善
導
は
菩
薩
が
い
ず
れ
成
仏
す
る
仏
道

修
行
（
利
他
行
）
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
還
相
廻
向
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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【
表
三
】『
往
生
礼
讃
』
と
『
観
経
疏
』
の
比
較 

＊
最
後
に
比
較
を
表
に
し
て
載
せ
て
お
く
。

『
往
生
礼
讃
』〈
三
心
〉

三
者
回
向
發
願
心
。
所
作
一
切
善
根
悉
皆
回
願
往
生
。
故
名
回

向
發
願
心

）
11
（

。

〈
五
念
門
〉

五
者
回
向
門
。
所
謂
專
心
、
若
自
作
善
根
、
及
一
切
三
乘
五
道

一
一
聖
凡
等
所
作
善
根
、
深
生
隨
喜
。
如
諸
佛
菩
薩
所
作
隨
喜
、

我
亦
如
是
隨
喜
、
以
此
隨
喜
善
根
、
及
己
所
作
善
根
、
皆
悉
與

衆
生
共
之
回
向
彼
國
。
故
名
回
向
門
。

〈
還
相
廻
向
〉 

又
到
彼
國
已
、
得
六
神
通
、
回
入
生
死
、
敎
化
衆
生
、
徹
窮
後
際
、

心
無
厭
足
、
乃
至
成
佛
、
亦
名
回
向
門

）
11
（

。

『
観
経
疏
』

三
者
迴
向
發
願
心
。
言
迴
向
發
願
心
者
、
過
去
及
以
今
生
身
口

意
業
所
修
世
出
世
善
根
、
及
隨
喜
他
一
切
凡
聖
身
口
意
業
所

修
世
出
世
善
根
、
以
此
自
他
所
修
善
根
、
悉
皆
眞
實
深
信
心
中
、

迴
向
願
生
彼
國
。
故
名
迴
向
發
願
心
也

）
1（
（

。

〈
還
相
廻
向
〉

又
言
回
向
者
、
生
彼
國
已
、
還
起
大
悲
、
回
入
生
死
、
敎
化
衆
生
、

亦
名
回
向
也

）
11
（

。
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お
わ
り
に

以
上
、
善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
　「
六
神
通
」
の
語
は
善
導
の
著
作
の
う
ち
、『
往
生
礼
讃
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
三
十
巻
『
仏
名
経
』
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

②
　
善
導
は
『
観
経
疏
』
の
還
相
廻
向
を
説
く
中
で
は
、「
大
悲
」
の
語
で
統
一
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
世
親
の
『
往
生
論
』
や

曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
大
悲
」
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
な
意
味
で
は
な
く
、
大
乗
的
な
意
味
で
あ
る
。

③
　
善
導
の
還
相
廻
向
に
関
し
て
「
六
神
通
」
と
「
大
悲
」
の
解
釈
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
著
作
前
後

論
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
も
し
『
観
経
疏
』
→
『
往
生
礼
讃
』
の
順
で
あ
る
な
ら
ば
、
善
導
は
な
ぜ
『
往
生
礼
讃
』
に
お
い
て
『
往

生
論
註
』
の
「
大
悲
」
の
語
を
用
い
ず
に
『
仏
名
経
』
の
「
六
神
通
」
の
語
を
用
い
た
の
か
、
に
関
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
難
し

く
な
る
。
よ
っ
て
『
往
生
礼
讃
』
が
『
観
経
疏
』
よ
り
先
に
作
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。

④
　
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
考
え
る
と
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
、
仏
だ
け
が
六
神
通
を
得
、
菩
薩
は
五
神
通
し
か
得
ら
れ
な
い
と
い

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
善
導
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
「
六
神
通
」
か
ら
「
大
悲
」
へ
と
表
現
を
変
え
た
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
善
導
の
著
作
前
後
論
は
、
善
導
の
思
想
構
築
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
に
よ
っ
て
『
往
生
礼
讃
』
と
『
観

経
疏
』
の
著
作
前
後
に
関
し
て
決
着
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
善
導
の
著
作
前
後
論
の
解
決
と
な
る
一
試
論
を
提
示
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
考
え
る
。
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【
参
考
文
献
】

井
ノ
口
泰
淳
「
敦
煌
本
「
仏
名
経
」
の
諸
系
統
」（『
東
方
学
報
』
第
三
五
冊
、
一
九
六
四
年
）。

上
野
成
観
「
善
導
著
述
前
後
関
係
の
一
考
察
」（『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

近
藤
法
雄
『
善
導
教
学
に
お
け
る
信
の
確
立
』（
平
成
二
十
八
年
度

　
名
古
屋
大
学
大
学
院

　
学
位
（
課
程
博
士
）
申
請
論
文
、
二
〇
一
六
年
）。

齊
藤
隆
信
「
發
願
文
小
考
―
成
立
と
展
開
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
二
五
号
、
一
九
九
九
年
）。

齊
藤
隆
信
『
中
国
浄
土
教
儀
礼
の
研
究

　
善
導
と
法
照
の
讃
偈
の
律
動
を
中
心
と
し
て
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
）。

柴
田
泰
山
「
善
導
『
観
経
疏
』
所
説
の
「
廻
向
発
願
心
」
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）。
後
に
『
善

導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
六
年
）
に
収
録
さ
れ
る
。

柴
田
泰
山
「
善
導
『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
「
広
懺
悔
」
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
七
巻
第
二
号
、
一
九
九
九
年
）（『
大
正
大

学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。
後
に
『
善
導
教
学
の
研
究

　
第
二
巻
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
年
）
に

収
録
さ
れ
る
。

柴
田
泰
山
「『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
発
願
文
に
つ
い
て
」（『
善
導
教
学
の
研
究

　
第
三
巻
』
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
二
一
年
）。

藤
堂
恭
俊
「
善
導
大
師
編
著
な
る
『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
五
念
門
攷
」（
大
正
大
学
浄
土
学
研
究
会
編
『
小
沢
教
授
頌
寿
記
念

　
善
導
大
師
の

思
想
と
そ
の
影
響
』
大
東
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）。

殿
内
恒
「
善
導
教
学
に
お
け
る
回
向
義
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
六
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

廣
川
堯
敏
「
敦
煌
出
土
善
導
『
往
生
礼
讃
』
古
写
本
に
つ
い
て
」（
大
正
大
学
浄
土
学
研
究
会
編
『
小
沢
教
授
頌
寿
記
念

　
善
導
大
師
の
思
想

と
そ
の
影
響
』
大
東
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）。

深
貝
慈
孝
「
善
導
に
お
け
る
発
願
と
誓
願
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
六
〇
号
、
一
九
九
五
年
）。
後
に
『
中
国
浄
土
教
と
浄
土
宗
学
の
研
究
』
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二

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
に
収
録
さ
れ
る
。

藤
吉
慈
海
「
還
相
廻
向
論
―
浄
土
教
に
お
け
る
還
相
性
の
問
題
―
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
第
九
号
、
一
九
六
〇
年
）。

藤
吉
慈
海
「
往
相
と
還
相
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
一
一
号
、
一
九
七
九
年
）。

水
谷
幸
正
「
発
菩
提
心
と
廻
向
発
願
心
―
善
導
教
学
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
大
正
大
学
浄
土
学
研
究
会
編
『
小
沢
教
授
頌
寿
記
念

　
善
導
大
師
の

思
想
と
そ
の
影
響
』
大
東
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）。

註（
１
）　
善
導
の
還
相
廻
向
の
思
想
そ
の
も
の
を
取
り
あ
げ
た
研
究
は
な
い
。
た
だ
し
柴
田
泰
山
は
善
導
の
還
相
廻
向
の
用
例
を
ま
と
め
て
い
る
。

柴
田
泰
山
「
善
導
『
観
経
疏
』
所
説
の
「
廻
向
発
願
心
」
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）。
後
に
『
善

導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
六
年
、
三
八
七
頁
参
照
）
に
収
録
さ
れ
る
。
並
び
に
柴
田
泰
山
「『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
発

願
文
に
つ
い
て
」（『
善
導
教
学
の
研
究

　
第
三
巻
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
二
一
年
、
五
五
四
―
五
五
五
頁
）
参
照
。
柴
田
泰
山
先
生
に
は
、

『
善
導
教
学
の
研
究

　
第
三
巻
』
と
い
う
貴
重
な
書
物
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
２
）　『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
五
五
ａ
―
ｂ
）。
太
字
部
分
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
便
宜
上
、
善
導
の
著
作
の
引
用
の
み
、

①
②
③
の
よ
う
に
番
号
を
振
る
。『
往
生
礼
讃
』
に
関
し
て
は
、
他
に
も
Ｐ
３
８
４
１
・
Ｐ
２
７
２
２
・
Ｓ
２
６
５
９
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
齊
藤
隆
信
「
發
願
文
小
考
―
成
立
と
展
開
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
二
五
号
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
本
文
で
は
基
本
的
に
「
廻

向
」
と
い
う
語
で
統
一
し
た
が
、
原
文
は
原
典
の
ま
ま
表
記
し
た
。

（
３
）　『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
六
〇
ａ
）。

（
４
）　『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
六
〇
ｂ
―
六
一
ａ
）。



九
三

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想

（
５
）　「
云
何
が
廻
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
、
心
に
常
に
作
願
し
廻
向
す
る
を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
。」

（『
浄
全
』
一
・
一
九
三
、『
大
正
』
二
六
・
二
三
一
ｂ
）。

（
６
）　『
往
生
論
註
』
巻
下
（『
浄
全
』
一
・
二
三
九
ｂ
―
二
四
〇
ａ
）。

（
７
）　『
往
生
論
』
に
も
還
相
廻
向
の
思
想
背
景
と
な
る
箇
所
が
あ
る
。
註
（
17
）
を
参
照
。
こ
こ
と
善
導
の
著
作
と
を
比
較
す
る
と
、
還
相

廻
向
に
関
し
て
は
、
世
親
よ
り
曇
鸞
の
影
響
の
方
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）
齊
藤
隆
信
「
發
願
文
小
考
―
成
立
と
展
開
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
二
五
号
、
一
九
九
九
年
）。

（
９
）　『
仏
名
経
』（
三
十
巻
本
）
巻
一
四
（『
大
正
』
一
四
・
二
四
〇
ｂ
）。
ま
た
巻
二
九
も
全
く
の
同
文
で
あ
る
（『
大
正
』
一
四
・
二
九
八
ａ
）。

（
10
）　『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
六
五
ａ
―
ｂ
）。

（
11
）
ち
な
み
に
道
綽
の
『
安
楽
集
』
で
は
還
相
廻
向
を
述
べ
る
中
で
「
六
通
」
と
用
い
て
い
る
。『
安
楽
集
』
巻
下
「
然
迴
向
之
功
、
不
越
於

六
。
何
等
爲
六
。
一
者
將
所
修
諸
業
、
迴
向
彌
陀
、
既
至
彼
國
、
還
得
六
通
、
濟
運
衆
生
。
此
即
不
住
道
也
」（『
浄
全
』
一
・
七
〇
七
ｂ
）。

他
に
も
道
綽
の
『
安
楽
集
』
に
還
相
廻
向
の
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
一
如
大
論
云
。
譬
如
二
人
倶
見
父
母
眷
屬
沒
在
深
淵
、
一

人
直
往
盡
力
救
之
、
力
所
不
及
相
與
倶
沒
。
一
人
遙
走
取
一
舟
船
、
乘
來
濟
接
並
得
出
難
。
菩
薩
亦
爾
。
若
未
發
心
時
、
生
死
流
轉
、
與

衆
生
無
別
。
但
已
發
菩
提
心
時
、
先
願
往
生
淨
土
、
取
大
悲
船
、
乘
無
礙
辯
才
、
入
生
死
海
、
濟
運
衆
生
。
二
大
論
復
云
。
菩
薩
生
淨
土
、

具
大
神
通
辯
才
無
礙
、
敎
化
衆
生
時
、
尚
不
能
令
衆
生
生
善
滅
惡
、
增
道
進
位
、
稱
菩
薩
意
。
若
即
在
穢
土
拔
濟
者
、
闕
無
此
益
。
如
似

逼
鷄
入
水
、
豈
能
不
濕
也
」（『
浄
全
』
一
・
七
〇
五
ｂ
）。
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
隆
信
・
曽
和
義
宏
・
加
藤
弘
孝
・
永
田
真
隆
・

小
川
法
道
「『
安
楽
集
』
訳
註
（
五
）
第
七
大
門
・
第
八
大
門
・
第
九
大
門
・
第
十
大
門
・
第
十
一
大
門
・
第
十
二
大
門
」（『
佛
教
大
学

法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
二
二
年
刊
行
予
定
初
校
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）　『
観
経
』（『
浄
全
』
一
・
四
七
）。



九
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

（
13
）　『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
六
四
ａ
）。

（
14
）　
た
と
え
ば
『
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
』
巻
二
七
に
は
「
智
所
成
徳
今
當
顯
示
。
於
中
先
辯
佛
不
共
徳
、
且
初
成
佛
盡
智
位
、
修
不
共
佛
法
有

十
八
種
。
何
謂
十
八
。
頌
曰
、
十
八
不
共
法
、
謂
佛
十
力
等
。
論
曰
、
佛
十
力
、
四
無
畏
、
三
念
住
、
及
大
悲
、
如
是
合
名
爲
十
八
不
共
法
。

唯
於
諸
佛
盡
智
時
修
、
餘
聖
所
無
故
名
不
共
」（『
大
正
』
二
九
・
一
四
〇
ａ
―
ｂ
）
と
あ
る
。『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、

一
九
七
一
年
第
六
版
）
第
三
巻
「
十
八
不
共
法
」
の
項
目
（
二
三
六
一
―
二
三
六
六
頁
）
参
照
。

（
15
）　『
観
経
疏
』
定
善
義
（『
浄
全
』
二
・
五
二
ａ
）。

（
16
）　『
往
生
論
註
』
巻
下
（『
浄
全
』
一
・
二
三
九
ｂ
―
二
四
〇
ａ
）。

（
17
）　『
往
生
論
』（『
浄
全
』』
一
・
一
九
八
、『
大
正
』
二
六
・
二
三
三
ａ
）。

（
18
）　
善
導
は
『
往
生
礼
讃
』
に
お
い
て
、「
又
菩
薩
已
免
生
死
、所
作
善
法
囘
求
佛
果
、即
是
自
利
。
敎
化
衆
生
、盡
未
來
際
、即
是
利
他
」（『
浄

全
』
四
・
三
五
六
ａ
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
19
）　『
往
生
論
註
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
二
四
ａ
）。

（
20
）　
ち
な
み
に
こ
の
『
往
生
論
』
の
「
正
道
大
慈
悲
、出
世
善
根
生
」
を
、善
導
は
『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
六
五
ｂ
）
と
『
観
経
疏
』

定
善
義
の
宝
樹
観
で
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
宝
樹
観
に
お
い
て
、

此
明
諸
寶
林
樹
、
皆
從
彌
陀
無
漏
心
中
流
出
。
由
佛
心
是
無
漏
故
、
其
樹
亦
是
無
漏
也
。
讃
云
、
正
道
大
慈
悲
、
出
世
善
根
生
、
淨

光
明
滿
足
、
如
鏡
日
月
輪
。（『
浄
全
』
二
・
四
一
ａ
）。

〔
極
楽
世
界
の
〕
諸
々
の
宝
林
樹
は
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
煩
悩
の
な
い
無
漏
の
心
の
中
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
仏
心
が
無

漏
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
樹
も
ま
た
無
漏
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。〔『
浄
土
論
』
に
〕
讃
え
て
い
う
。「
さ
と
り
へ
の
道
で
あ
る

大
慈
悲
は
、
出
世
の
善
根
か
ら
生
じ
る
。
清
浄
な
光
明
を
完
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
鏡
や
太
陽
や
月
の
よ
う
で
あ
る
」
と
。



九
五

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
曇
鸞
の
い
う
「
安
楽
浄
土
は
こ
の
大
悲
よ
り
生
ず
」
や
「
〇
〇
が
故
に
〇
〇
等
し
」
な
ど
が
そ
の
思
想
的
土

台
と
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
『
往
生
論
』
が
讃
え
て
い
る
意
義
（
讃
文
の
意
義
）
を
考
え
る
な
ら
ば
、こ
の
『
観
経
疏
』

の
一
説
は
、
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
の
内
容
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
が
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
21
）　
迦
才
『
浄
土
論
』
巻
上
で
は
、『
大
乗
起
信
論
』
に
説
か
れ
る
三
心
の
う
ち
の
大
悲
心
と
、『
観
経
』
の
三
心
の
う
ち
廻
向
発
願
心
を
同

一
の
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。「
三
是
大
悲
心
。
觀
經
名
廻
向
發
願
心
。
若
無
大
悲
、即
不
能
發
願
廻
向
。
此
亦
義
同
名
異
也
」（『
浄
全
』六
・

六
三
五
ｂ
）。
柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
六
年
、
三
八
一
頁
）
参
照
。

（
22
）　『
観
経
』「
佛
心
者
、
大
慈
悲
是
」（『
浄
全
』
一
・
四
四
）。
ち
な
み
に
善
導
は
こ
の
箇
所
を
『
観
経
疏
』
に
お
い
て
「
五
に
は
仏
心
は
慈

悲
を
体
と
す
。
こ
の
平
等
の
大
慈
を
以
て
、
普
く
一
切
を
摂
す
る
こ
と
を
明
か
す
（
五
明
佛
心
者
慈
悲
爲
體
。
以
此
平
等
大
慈
、
普
攝
一

切
也
）」（『
浄
全
』
二
・
四
九
ｂ
）
と
解
釈
す
る
。
ま
た
善
導
が
「
大
悲
」
と
使
う
の
は
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』「
取
大
悲
船
」
の
影
響
も

考
え
ら
れ
る
。
註
（
11
）
参
照
。

（
23
）　
善
導
の
著
作
の
成
立
順
序
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
た
だ
し
上
野
論
文
以
前
の
研
究
に
関
し
て
は

上
野
論
文
を
参
照
の
こ
と
）。

・
上
野
成
観

　『
観
念
法
門
』
→
『
往
生
礼
讃
』
→
『
般
舟
讃
』
→
『
観
経
疏
』
→
『
法
事
讃
』

・
柴
田
泰
山

　『
観
念
法
門
』（
原
本
『
観
念
法
門
』
→
「
五
種
増
上
縁
義
」）
→
『
往
生
礼
讃
』
→
『
法
事
讃
』
→
『
観
経
疏
』
→
『
般
舟
讃
』

・
齊
藤
隆
信

　
初
期
（『
観
念
法
門
』『
般
舟
讃
』）
→
中
期
（『
観
経
疏
』『
往
生
礼
讃
』）
→
後
期
『
法
事
讃
』

・
近
藤
法
雄

　『
観
念
法
門
』
→
『
往
生
礼
讃
』
→
『
法
事
讃
』
→
『
観
経
疏
』・『
般
舟
讃
』

上
野
成
観
「
善
導
著
述
前
後
関
係
の
一
考
察
」（『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
三
三
号
、二
〇
〇
一
年
）。
柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
山

喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
六
年
）
五
三
―
七
二
頁
。
齊
藤
隆
信
『
中
国
浄
土
教
儀
礼
の
研
究

　
善
導
と
法
照
の
讃
偈
の
律
動
を
中
心
と
し
て
』



九
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
）
二
三
―
五
六
頁
。
近
藤
法
雄
『
善
導
教
学
に
お
け
る
信
の
確
立
』（
平
成
二
十
八
年
度

　
名
古
屋
大
学
大
学
院

　

学
位
（
課
程
博
士
）
申
請
論
文
、
二
〇
一
六
年
）
八
頁
の
註
六
、一
〇
―
一
二
頁
、
一
四
三
―
一
四
四
頁
参
照
。

（
24
）　
善
導
が
『
往
生
礼
讃
』
の
三
心
に
お
い
て
「
如
觀
經
具
説
」（『
浄
全
』
四
・
三
五
四
ｂ
）
と
述
べ
た
こ
と
を
、
良
忠
は
「『
往
生
礼
讃
私

記
』
巻
上
に
お
い
て
「
如
觀
經
具
説
者
、疏
名
觀
經
」（『
浄
全
』
四
・
三
八
〇
ｂ
）
と
解
釈
し
た
こ
と
は
、こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
れ
ば
、

否
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
よ
り
先
に
、
こ
の
良
忠
の
解
釈
は
齊
藤
隆
信
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
齊
藤
隆
信

『
中
国
浄
土
教
儀
礼
の
研
究

　
善
導
と
法
照
の
讃
偈
の
律
動
を
中
心
と
し
て
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
）
三
四
頁
参
照
。

（
25
）　『
大
智
度
論
』
巻
二
八
（『
大
正
』
二
五
・
二
六
四
ａ
）。『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、一
九
七
一
年
第
六
版
）
第
五
巻
「
六

神
通
」
の
項
目
で
は
、「
五
神
通
は
菩
薩
の
所
得
、
六
神
通
は
唯
佛
の
所
得
と
な
せ
り
」（
五
〇
六
〇
頁
）
と
い
う
。

（
26
）　
ち
な
み
に
法
然
は
「
津
戸
の
三
郎
へ
つ
か
は
す
御
返
事
（
九
月
十
八
日
付
）」
に
お
い
て
、「
カ
カ
ル
不
信
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
慈
悲
ヲ

オ
コ
シ
テ
、
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
ニ
ツ
ケ
テ
モ
、
ト
ク
極
樂
ヘ
マ
イ
リ
テ
、
サ
ト
リ
ヲ
ヒ
ラ
キ
テ
、
生
死
ニ
カ
ヘ
リ
テ
、
誹
謗
不
信
ノ
モ

ノ
ヲ
ワ
タ
シ
テ
、
一
切
衆
生
ア
マ
ネ
ク
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
ヘ
キ
事
ニ
テ
候
也
」（『
昭
法
全
』
五
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
鎌

倉
の
二
位
の
禪
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」
も
同
様
に
「
サ
ト
リ
ヲ
ヒ
ラ
キ
」（『
昭
法
全
』
五
三
〇
頁
）
と
い
う
。
す
な
わ
ち
法
然
は
「
成
仏
」

し
た
後
、
還
相
廻
向
を
行
な
う
と
解
釈
し
て
い
る
。
法
然
の
こ
の
よ
う
な
表
現
に
関
し
て
は
、
本
庄
良
文
先
生
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
27
）　
註
（
23
）
参
照
。

（
28
）　『
法
事
讃
』
巻
下
（『
浄
全
』
四
・
一
六
ａ
）。

（
29
）　『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
五
四
ｂ
）。

（
30
）　『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
五
四
ｂ
）。



九
七

善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
の
思
想

（
31
）　『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
五
八
ｂ
―
五
九
ａ
）。

（
32
）　『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
六
〇
ｂ
―
六
一
ａ
）。





九
九

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

一
　
は
じ
め
に

近
年
の
日
本
仏
教
に
お
け
る
「
論
義
」
の
研
究
は
、
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
頂
点
に
あ
る
の
が
、
楠
淳
證
を
中
心
に
し
た
研

究
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
仏
教
と
論
義
』
に
、
そ
の
成
果
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
構
成
は
第
一
部
が
「
法
相
・

華
厳
の
論
義
」。
第
二
部
が
「
天
台
・
真
言
の
論
義
」。
第
三
部
が
「
論
義
と
諸
文
化
」
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
楠
は
、
法
相
の
唯
識
学
・

因
明
学
を
専
門
領
域
と
し
て
実
績
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
論
文
集
で
は
、
こ
う
し
た
専
門
領
域
を
越
え
て
、
最
も
古
い
法
会
・
思
想
を

含
む
南
都
の
論
義
か
ら
、
宗
派
を
越
え
て
展
開
し
て
い
っ
た
論
義
、
更
に
芸
能
・
文
学
・
社
会
現
象
と
の
関
り
に
お
け
る
ま
で
、
法
会

の
中
の
論
義
の
み
で
な
く
、
根
底
に
対
論
と
し
て
の
論
議
が
想
定
で
き
る
分
野
を
研
究
対
象
に
捕
ら
え
て
い
る（

１
）。

仏
教
に
お
け
る
論
義

の
研
究
の
射
程
を
、
こ
こ
ま
で
広
く
豊
か
に
見
据
え
た
論
文
集
は
、
初
め
て
で
あ
り
、
今
後
の
日
本
仏
教
の
論
義
研
究
の
可
能
性
を
示

し
た
も
の
と
大
き
く
評
価
で
き
る
。
そ
の
編
集
後
記
に
お
い
て
論
義
研
究
の
重
要
性
に
つ
い
て
「
今
後
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
・
文
化
研
究

に
あ
た
り
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
」
と
し
て
い
る（

２
）。

こ
う
し
た
日
本
を
含
む
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
・
文
化
研
究
」
に
「
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
」
と
考
え
ら
れ
る
論
義
の
研
究
は
、

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　
―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

久
　
保

　
田

　
　
實
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近
代
の
学
問
の
自
由
と
広
が
り
の
中
で
、「
論
義
研
究
」
と
い
う
領
域
を
、
今
ま
で
一
度
も
形
成
で
き
な
か
っ
た
。
仏
教
の
学
問
的
研

究
領
域
も
大
き
く
広
が
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
仏
教
論
義
」
と
い
う
研
究
領
域
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
不
思
議
で
あ
る
。
全
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
領
域
の
起
点
と
な
り
そ
う
な
二
つ
の
研
究
が
明
治
に
は
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
先
行
研
究
は
、
互

い
に
近
く
に
は
い
た
が
出
会
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
終
息
に
向
か
う
。

交
わ
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
先
行
研
究
の
、
一
つ
は
明
治
初
頭
の
一
〇
年
代
か
ら
、
三
〇
年
代
に
か
け
て
雲き

英ら

晃こ
う

耀よ
う

が
行
っ
た
因
明

研
究
で
あ
る
。
因
明
と
は
、
仏
教
の
根
幹
に
あ
る
思
考
法
を
追
求
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
の
中
で
論
議
史
が
研
究
さ
れ
た
。
今
一
つ
は
、

戦
後
の
仏
教
研
究
の
起
点
と
な
っ
た
大
著
『
日
本
仏
教
史
』
全
十
巻
を
書
い
た
辻
善
之
助
の
研
究
で
あ
る
。
辻
の
明
治
末
期
の
研
究
を

検
討
す
る
と
、
そ
こ
に
論
議
史
研
究
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
二
つ
の
研
究
は
、
前
者
が
明
治
二
十
年
代
、
後
者
が
明
治
三
十
年
代
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
に
入
っ
て
、
最

初
の
仏
教
論
議
の
研
究
は
、
雲
英
晃
耀
の
因
明
研
究
の
中
で
生
ま
れ
た
仏
教
論
議
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
ど
の

よ
う
に
継
承
さ
れ
、
ど
う
終
息
し
た
か
を
検
討
す
る
。

二
　
雲
英
晃
耀
の
仏
教
姿
勢

雲き

英ら

晃こ
う

耀よ
う

は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
、
三
河
国
（
愛
知
県
）
一
色
町
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
安
休
寺
に
、
第
二
十
二
世

雲
英
元
了
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
安
休
寺
は
、
観
応
の
擾
乱
に
足
利
直
義
を
支
え
た
同
族
吉
良
満
義
の
没
後
、
そ
の
菩
提
の
安
ら

か
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
次
男
有
義
が
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
に
創
建
し
た
。
有
義
は
真
西
と
号
し
、
初
代
開
山
と
な
り
、
寺
名
南

潮
山
安
休
寺
と
し
た
。
寺
内
に
吉
良
満
義
・
一
色
有
義
の
墓
が
あ
る
。
従
っ
て
雲
英
晃
耀
は
、
足
利
一
族
の
吉
良
氏
の
末
裔
で
あ
り
、



一
〇
一

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

由
緒
あ
る
氏
寺
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
幼
に
し
て
学
を
好
み
、
近
く
の
源
徳
寺
本
法
院
義
譲
の
門
に
入
り
学
ぶ
。
と
こ
ろ
が
父
元
了

が
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
妻
子
五
男
一
女
を
残
し
て
亡
く
な
る
。
晃
耀
は
十
二
歳
で
、
二
十
三
世
の
重
責
を
担
う
。
弘
化
三

年
（
一
八
四
六
）
十
六
歳
で
、
京
に
上
り
、
東
本
願
寺
高
倉
学
寮
（
以
後
「
学
寮
」
と
す
る
）
に
入
る
。
そ
し
て
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、

二
十
八
歳
に
な
っ
た
雲
英
晃
耀
は
、
初
め
て
学
寮
の
副
講
と
し
て
壇
上
に
立
っ
た
。
こ
れ
以
後
学
寮
に
お
い
て
指
導
者
と
し
て
の
道
を

歩
む
。
特
に
因
明
学
を
生
涯
探
究
し
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
二
月
十
四
日
に
八
十
歳
で
入
寂
し
た（

３
）。

安
政
五
年
日
米
修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ
、
長
崎
・
横
浜
・
函
館
が
開
港
さ
れ
た
。
翌
年
か
ら
長
崎
・
横
浜
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ

ス
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
各
派
の
宣
教
師
が
、
競
う
よ
う
に
や
っ
て
く
る
。
幕
府
は
、
宣
教
師
の
宿
泊
所
と
し
て
寺
院
を
提
供
し
た
。
宣

教
師
は
、
そ
こ
を
拠
点
に
周
辺
住
民
に
漢
訳
聖
書
の
配
布
を
開
始
し
た（

４
）。

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
、
学
寮
の
責
任
者
と
し
て
樋
口

龍
温
が
講
師
に
着
任
す
る
。
講
師
樋
口
と
副
講
雲
英
晃
耀
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
月
に
横
浜
に
建
立
さ
れ
た
天
主
堂
や
、
キ

リ
ス
ト
教
の
実
情
を
調
べ
に
横
浜
に
出
か
け
る
。
そ
こ
で
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
洋
学
書
籍
の
収
集
を
行
っ
た
。
こ
う
し

た
資
料
を
基
に
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
分
析
が
行
わ
れ
た
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
王
政
復
古
の
詔
が
宣
せ
ら
れ
、
翌
年
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
徳
川
軍
が
敗
走
。
明
治
維
新
と
な
る
。
い

よ
い
よ
キ
リ
ス
ト
教
の
、
本
格
的
な
布
教
を
目
前
に
し
て
、
仏
教
を
守
る
た
め
に
、
東
本
願
寺
学
寮
に
護
法
場
が
設
け
ら
れ
た
。
雲
英

晃
耀
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
九
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
関
東
東
海
地
方
の
寺
々
を
廻
っ
て
、
十
一
回
の
連
続
講
説
を
行
っ

た
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
仏
教
を
護
る
た
め
の
護
法
の
講
説
で
あ
る
。
そ
の
聞
書
き
が
『
護
法
総
論
』
で
あ
る
。
内
題
と
し
て
『
破
切
支

丹
講
述
』
と
い
う
。
こ
の
書
に
つ
い
て
、
徳
重
浅
吉
は
「
此
の
書
の
内
容
は
、
実
に
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
所
読
の
序
次
と
い
ひ
．

論
述
の
調
子
と
い
ひ
、
さ
す
が
は
因
明
学
の
大
家
を
想
は
し
め
る
。」
と
讃
え
、「
護
法
論
中
の
白
眉
」
と
評
し
た（

５
）。

こ
の
中
に
雲
英
晃

耀
の
基
本
姿
勢
を
探
る
。
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切
支
丹
ノ
徒
類
、
神
国
ニ
オ
ヒ
テ
、
昔
ヨ
リ
鼎
立
タ
ル
神
儒
仏
ノ
三
道
ヲ
滅
シ
、
終
ニ
我
国
ヲ
呑
唾
セ
ン
ト
欲
ス
ル
。
平
生
ハ
ト
モ
ア
レ
、

此
治
世
ニ
至
リ
テ
ハ
、
三
道
ヲ
学
ブ
モ
ノ
、
兄
弟
ノ
争
ヒ
ヲ
ヤ
メ
テ
、
外
切
支
丹
ノ
ア
ナ
ド
リ
ヲ
フ
セ
ガ
ズ
ン
バ
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

然
ル
ニ
、
人
或
ヒ
ハ
此
切
支
丹
ノ
宗
ハ
、
佛
法
ノ
害
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ツ
テ
、
神
儒
二
道
ノ
害
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
或
ヒ
ハ
、
神

儒
仏
ノ
三
道
ノ
害
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
云
ヘ
ド
モ
、
終
ニ
国
家
ノ
大
害
ヲ
招
引
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ（

６
）。

切
支
丹
は
、
昔
か
ら
、
神
儒
仏
の
三
道
を
滅
ぼ
し
て
、
我
が
国
を
飲
み
込
も
う
と
思
っ
て
い
る
。
今
ま
で
神
儒
仏
は
争
っ
て
い
た
が
、

現
在
は
そ
の
兄
弟
争
い
を
止
め
て
、
外
国
か
ら
や
っ
て
く
る
切
支
丹
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
へ
の
被
害
だ
け
で
は
な
く
、
神
儒

へ
の
被
害
も
あ
り
、
つ
い
に
は
国
家
の
大
害
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
冒
頭
で
警
告
を
発
し
て
い
る
。

対
策
と
し
て
、
明
治
元
年
（
一
九
六
八
）
八
月
八
日
に
、
浄
土
真
宗
は
護
法
場
を
開
く
が
、
そ
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

此
護
法
場
ハ
、
別
シ
テ
ハ
浄
土
真
宗
御
一
派
ノ
法
城
ヲ
守
リ
、
惣
ジ
テ
ハ
八
宗
九
宗
ハ
勿
論
、
儒
道
・
神
道
迄
護
持
シ
テ
、
皈
ス

ル
処
勤
王
ノ
為
也
、
報
国
ノ
為
也
。
我
等
ハ
カ
ヽ
ル
ト
キ
ニ
、
刄
ヲ
ニ
ギ
ル
コ
ト
モ
出
来
ズ
、
法
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
モ
出
来
ズ
、
然

リ
、
勤
王
報
国
ノ
為
ニ
、
民
ヲ
教
導
シ
テ
、
国
民
ヲ
感
戴
シ
テ
、
御
国
禁
ノ
宗
ヲ
失
ハ
シ
メ
、
神
儒
仏
ノ
三
教
ノ
正
タ
ル
処
ヲ
兼

用
ス
ペ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
今
正
シ
ク
正
法
護
持
ノ
タ
メ
ニ
、
暫
ク
十
門
分
別（

７
）。

護
法
場
は
、
浄
土
真
宗
の
法
城
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
八
宗
九
宗
は
勿
論
、
儒
道
・
神
道
ま
で
も
護
持
し
、
勤
皇
報
国

の
た
め
と
す
る
。
ま
た
護
法
の
理
論
に
つ
い
て
、
国
禁
の
基
督
教
の
本
質
、
正
法
護
持
の
理
論
を
、
十
に
分
別
し
て
講
説
し
て
い
る
。

第
一
か
ら
第
四
は
、
基
督
教
伝
来
の
歴
史
を
詳
し
く
語
り
、
第
五
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
的
本
質
を
、
唯
識
論
に
登
場
す
る
外
道
、

大
自
在
天
外
道
と
同
じ
で
あ
る
と
断
じ
る
。
そ
し
て
第
六
か
ら
第
九
で
は
、
基
督
教
の
思
想
的
分
析
が
な
さ
れ
、
第
九
の
「
問
答
異
同
」

で
は
、
問
答
の
形
式
で
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
は
「
同
一
ニ
似
タ
リ
。
イ
カ
ン
。」
と
い
う
形
で
、
そ
の
異
同
を
論
じ
て
説
得
力

が
あ
る
。
十
問
の
内
、
浄
土
真
宗
の
思
想
的
比
較
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
十
に
お
い
て
、
今
ま
で
の
分
析
を
通
じ
て
、
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三

明
治
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　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
根
幹
は
、
や
は
り
「
九
十
五
種
ノ
外
道
ノ
中
デ
ハ
、
大
自
在
天
等
ノ
事
天
外
道
」
で
あ
る
と
し
、「
故
ニ
世
親
論
主
「
唯

識
論
」
ニ
大
自
在
天
外
道
ヲ
破
シ
玉
フ
処
ノ
能
破
ニ
順
ジ
テ
、
七
ケ
ノ
量
ヲ
立
テ
テ
彼
邪
道
ニ
止
メ
ヲ
サ
ス
ベ
シ
」
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
を
、
大
自
在
天
外
道
を
論
破
し
た
世
親
の
「
唯
識
論
」
に
順
じ
た
論
法
で
、
止
め
を
刺
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
「
如
レ
此
因
明
論
道
ヲ
以
テ
、
立
量
シ
テ
難
ゼ
バ
、
百
ヤ
ソ
出
ル
ト
云
ヘ
ド
モ
、
恐
ラ
ク
舌
ヲ
尽
シ
テ
ヤ
ミ
ヌ
ベ
シ
。」

と
い
う
。
因
明
の
論
法
に
よ
っ
て
、
論
難
す
れ
ば
、
百
の
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
が
来
て
も
、
論
破
で
き
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
緊
迫
し
た
護
国
と
護
法
の
姿
勢
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
論
破
の
根
幹
に
「
唯
識
論
」
と
「
因
明
学
」
を
置
く
の
が
雲
英
晃

耀
の
維
新
期
の
基
本
的
仏
教
姿
勢
で
あ
る
。

こ
の
後
、
仏
教
界
は
廃
仏
毀
釈
・
神
道
国
教
化
に
見
舞
わ
れ
る
。
雲
英
晃
耀
の
安
休
寺
は
、
三
河
の
真
宗
地
盤
に
あ
り
、
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）
三
月
に
は
、
護
法
一
揆
が
起
こ
る
な
ど（

８
）、

周
辺
の
信
仰
的
動
揺
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
数
年
間
は
民
心
の
安
定
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
政
府
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
神
道
国
教
化
の
教
義
布
教
を
行
わ
せ
る
た
め
に
教
部
省
を
設
け
、
そ
の
管
轄
下
に
教
導

職
を
設
け
、
神
官
・
僧
侶
を
総
動
員
し
、
天
皇
を
神
と
す
る
教
義
の
教
導
を
行
わ
せ
、
僧
侶
の
自
由
な
布
教
は
禁
じ
ら
れ
た
。
し
か
し

国
民
教
化
は
進
ま
ず
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
、
教
部
省
は
廃
止
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
思
想
的
な
混
乱
の
中
で
、
世
の
中
は
ま
さ
に
西
欧
の
文
物
に
よ
っ
て
維
新
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
中
で
、
新
た
な
思
想
が
芽

生
え
て
ゆ
く
。三

　
明
治
初
期
の
論
議
言
説
―
演
説
・
議
論
か
ら
論
理
学
へ
―

近
現
代
の
日
本
の
歴
史
の
中
で
、
議
論
す
る
こ
と
の
重
大
性
が
主
張
さ
れ
た
時
代
が
あ
る
。
そ
れ
が
明
治
初
頭
で
あ
り
、
そ
の
目
指
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す
べ
き
道
を
示
し
た
の
は
福
沢
諭
吉
で
あ
る
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
福
沢
諭
吉
は
、『
学
問
の
す
す
め
』
初
編
を
十
二
月
に
執
筆
し
、
翌
五
年
二
月
に
出
版
す
る
。「
天
は
人
の

上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
え
り
。」
と
高
ら
か
に
天
賦
人
権
の
自
由
と
平
等
を
宣
言
し
、
続
け
て
「
人
間
普
通
日

用
に
近
き
実
学
」
を
学
問
と
し
、
最
も
進
ん
だ
実
学
を
洋
学
と
し
、
こ
の
学
問
の
力
に
よ
っ
て
「
身
も
独
立
し
家
も
独
立
し
天
下
国
家

も
独
立
す
べ
き
な
り
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
学
問
を
す
る
に
は
分
限
を
知
る
こ
と
肝
要
な
り
。」
と
し
、
国
民
の
分
限
を
次
の
よ

う
に
語
る
。

徒
に
政
府
の
威
光
を
張
り
人
を
畏
し
て
人
の
自
由
を
妨
げ
ん
と
す
る
卑
怯
な
る
仕
方
に
て
、
実
な
き
虚
威
と
い
う
も
の
な
り
。
今

日
に
至
り
て
は
最
早
全
日
本
国
内
に
か
か
る
浅
ま
し
き
制
度
風
俗
は
絶
え
て
な
き
筈
な
れ
ば
、
人
々
安
心
い
た
し
、
か
り
そ
め
に

も
政
府
に
対
し
て
不
平
を
抱
く
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
包
み
か
く
し
て
暗
に
上
を
怨
む
る
こ
と
な
く
、
そ
の
路
を
求
め
そ
の
筋
に

由
り
、
静
か
に
こ
れ
を
訴
え
て
遠
慮
な
く
議
論
す
べ
し
。
天
理
人
情
に
さ
え
叶
う
事
な
ら
ば
、
一
命
を
拗
て
争
う
べ
き
な
り
。
こ

れ
即
ち
一
国
人
民
た
る
者
の
分
限
と
申
す
も
の
な
り（

９
）。

封
建
的
な
威
光
に
よ
っ
て
、
人
の
自
由
独
立
を
妨
げ
る
の
は
、
卑
怯
で
あ
り
、
実
な
き
虚
威
で
あ
り
、「
最
早
全
日
本
国
内
に
か
か
る

浅
ま
し
き
制
度
風
俗
は
絶
え
て
な
き
筈
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
不
平
が
あ
れ
ば
、「
静
か
に
こ
れ
を
訴
え
て
遠
慮
な
く
議
論
す
べ
し
。」

と
い
う
。

そ
し
て
こ
の
議
論
で
き
る
力
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
が
、『
学
問
の
す
す
め
』
十
二
編
の
「
演
説
の
法
を
勧
む
る
の
説
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
福
沢
の
演
説
・
議
論
を
広
め
ん
と
す
る
意
欲
は
、
旺
盛
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
六
社
で
認
め
ら
れ
、
知
識
人
に
広
が
り
、
新
聞

雑
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
明
治
四
年
創
設
の
郵
便
制
度
等
で
地
方
に
ま
で
広
が
っ
て
ゆ
く
。

こ
う
し
た
演
説
と
議
論
の
広
が
り
の
中
で
、
そ
の
演
説
や
議
論
の
技
法
へ
の
関
心
が
高
ま
る
。
福
沢
た
ち
三
田
演
説
会
の
技
術
的
な
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五

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

研
究
に
関
し
て
、
須
田
は
「
先
づ
寄
席
へ
行
つ
て
講
談
を
聞
く
、
落
語
を
聞
く
、
或
は
「
エ
ロ
キ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
」
と
か
「
ジ
エ
ス
チ
ユ

ア
」
と
か
い
ふ
や
う
な
原
書
を
読
み
、
な
る
べ
く
人
の
聴
か
な
い
虚
で
練
習
を
や
ら
う
と
い
ふ
の
で
、
或
時
の
如
き
は
金
杉
橋
か
ら
屋

根
舟
を
仕
立
て
、
隅
田
川
を
遡
つ
て
両
国
橋
の
下
に
舟
を
繋
い
で
、
盛
に
討
論
演
説
の
稽
古
を
し
た
」
と
語
っ
て
い
る

）
（1
（

。
こ
う
し
た
練

習
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
頃
で
あ
り
、
明
治
七
年
に
福
沢
は
、
演
説
と
議
論
の
進
め
方
を
会
議
と
し
て
記
し
た
『
会
議
弁
』
を
発

刊
し
、
三
田
演
説
会
を
始
め
る
と
と
も
に
、
明
六
社
に
お
い
て
も
演
説
・
議
論
（
＝
会
議
）
を
勧
め
て
ゆ
く
。
明
六
社
で
そ
れ
が
認
め

ら
れ
、
広
ま
っ
て
ゆ
く
。
翌
八
年
に
福
沢
は
洋
風
の
三
田
演
説
館
を
建
設
す
る
。
後
に
日
本
最
初
の
演
説
館
と
し
て
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
る
。
明
治
九
年
に
は
、
演
説
館
周
辺
に
、
尾
崎
行
雄
ら
が
組
織
し
た
協
議
社
や
猶
興
社
・
自
由
社
な
ど
の
結
社
が
で
き
、

演
説
会
・
討
論
会
・
新
聞
投
稿
な
ど
を
活
発
に
行
う
よ
う
に
な
る

）
（（
（

。

協
議
社
に
お
い
て
演
説
の
花
形
と
し
て
活
躍
し
、
後
に
憲
政
の
神
様
と
い
わ
れ
た
尾
崎
行
雄
が
明
治
一
〇
年
に
翻
訳
し
、
発
表
し
た

『
公
開
演
説
法
』
は
、『
会
議
弁
』
が
演
説
や
討
論
の
順
序
次
第
の
解
説
で
あ
る
の
に
対
し
、「
達
弁
之
起
源
」
か
ら
「
聲
音
之
部
」「
句

ヲ
切
リ
幷
意
ヲ
強
フ
ス
ル
事
」「
主
意
幷
ニ
之
ヲ
言
フ
可
キ
法
」「
身
振
り
ノ
言
語
」「
演
説
ノ
際
身
持
之
心
得
」「
音
声
ヲ
正
調
ニ
維
持

ス
ル
法
」
な
ど
の
項
目
を
立
て
、
演
説
・
議
論
で
の
弁
論
の
技
術
を
具
体
的
に
解
説
し
、
最
後
に
、
そ
の
「
弁
舌
ヲ
研
磨
シ
」
国
会
・

裁
判
所
の
議
論
に
お
い
て
発
揮
し
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る

）
（1
（

。

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
板
垣
退
助
が
「
民
選
議
院
設
立
建
白
書
」
を
政
府
に
提
出
し
た
。
国
民
が
選
ん
だ
議
員
に
よ
る
院
会
、

即
ち
国
会
開
設
の
要
求
は
、
政
府
の
時
期
尚
早
論
に
よ
っ
て
抑
え
込
ま
れ
、
板
垣
は
土
佐
に
立
志
社
を
結
成
し
、
国
会
開
設
要
求
を
地

方
か
ら
興
し
て
い
く
た
め
の
運
動
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
各
地
方
に
呼
び
か
け
、
各
地
に
民
権
運
動
が
広
が
り
、
や
が
て
自
由
党
を
結

成
す
る
。
こ
う
し
た
国
会
開
設
要
求
の
中
で
、
演
説
・
弁
論
は
全
国
に
広
が
っ
て
ゆ
く
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
は
、
大
隈
重

信
が
憲
法
制
定
と
国
会
開
設
の
早
期
実
現
を
要
求
す
る
が
、
時
期
尚
早
と
す
る
伊
藤
博
文
に
よ
っ
て
下
野
す
る
こ
と
と
な
り
、
立
憲
改
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進
党
を
結
成
す
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
国
会
開
設
の
詔
が
発
せ
ら
れ
、
演
説
・
弁
論
は
、
国
会
開
設
（
明
治
二
十
三
年
）・
憲
法
制
定
（
明
治
二
十
二
年
）

を
目
標
と
し
て
、
更
に
そ
の
技
法
が
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
の
演
説
・
弁
議
の
技
法
に
関
す
る
著
書
を
列
挙
す
る
。

・
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
八
）
尾
崎
行
雄
著
『
公
開
演
説
法
』

・
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
栗
原
亮
一
訳
・
チ
ャ
ー
レ
ス
・
ベ
ル
著
『
泰
西
名
家
演
説
集

　
附
・
演
説
法
』

・
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
高
良
二
訳
・
ヒ
ュ
ー
・
ブ
レ
イ
ル
著
『
泰
西
論
弁
学
要
訣
』

・
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
松
村
操
編
『
演
説
金
針
』

・
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
小
笠
原
美
治
著
『
結
社
演
説
政
談
方
針

）
（1
（

』

・
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
馬
場
辰
猪
著
『
雄
弁
法
』

・
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
伊
東
洋
二
郎
著
『
実
用
演
説
法

　
雄
弁
秘
訣
』

・
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
吉
岡
平
助
著
『
会
場
秘
訣
議
員
弁
論
法
』

こ
の
よ
う
に
、
国
会
開
設
・
憲
法
制
定
に
向
け
て
、
演
説
・
弁
論
技
法
に
関
す
る
著
書
が
次
々
と
出
版
さ
れ
る

）
（1
（

。

演
説
・
弁
論
の
技
法
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
本
を
探
ろ
う
と
す
る
動
き
も
現
れ
る
。
西
周
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）『
明
六
雑
誌
』

に
「
知
説
五
」
を
発
表
し
、
こ
の
中
で
「
論
議
体
ハ
理
性
〔
リ
ー
ゾ
ン
〕
ニ
根
拠
シ
、
文
学
ノ
潤
色
ヲ
仮
ル
ト
雖
モ
、
其
實
〔
ロ
ジ
ッ

ク
（
致
知
学
）〕
ニ
淵
源
ス
ル
者
ナ
リ
」
と
言
っ
て
い
る

）
（1
（

。
す
な
わ
ち
論
議
は
、
理
性
を
根
拠
に
す
る
が
、
そ
の
実
質
は
ロ
ジ
ッ
ク
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
同
年
『
致
知
啓
蒙
』
と
い
う
我
が
国
最
初
の
論
理
学
書
を
出
版
し

）
（1
（

、
そ
の
中
で
、
亜
立
斯
度
徳
（
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
）
を
「
ロ
ジ
カ
ノ
父
」
と
し
、
そ
の
歴
史
を
述
べ
た

）
（1
（

。
そ
し
て
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
六
月
十
七
日
東
京
大
学
第
三
講

義
室
で
、
西
周
が
行
っ
た
「
演
説
会
の
説
」
と
い
う
演
説
で
は
、
中
国
・
日
本
の
政
治
の
中
に
は
演
説
は
な
く
、
学
問
は
目
で
学
ぶ
も
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明
治
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議
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説
と
仏
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史
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　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

の
で
、
高
吟
す
る
の
は
詩
文
で
あ
っ
た
。「
然
ル
ニ
維
新
ノ
際
ヨ
リ
天
下
ノ
学
問
豹
変
シ
、
事
率
ネ
西
欧
ノ
輸
入
ヲ
仰
グ
ノ
時
ニ
至
リ
、

福
沢
氏
ナ
ル
者
イ
デ
テ
、
此
演
説
会
ヲ
以
テ
前
時
ノ
詩
会
ニ
引
替
ヘ
ラ
レ
タ
リ
」
と
し
、
最
後
に
学
生
に
向
か
っ
て
、

故
ニ
此
校
ニ
シ
テ
此
説
設
ケ
ア
ル
ハ
、
僕
ノ
学
生
諸
君
ニ
深
ク
望
ム
所
ニ
シ
テ
、
諸
君
冀
ハ
ク
ハ
各
自
所
業
ノ
科
学
ヲ
以
テ
本
体

ノ
血
肉
ト
シ
、
之
ヲ
貫
ク
ニ
致
知
学
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
ノ
骨
格
ヲ
以
テ
シ
、
而
テ
之
ガ
文
彩
粧
飾
ヲ
ナ
ス
ニ
文
章
学
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）

ノ
被
服
ヲ
以
テ
シ
、
此
上
陸
続
ト
シ
テ
茲
ニ
勉
強
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ

）
（1
（

。

西
周
は
、
演
説
の
根
幹
に
、
致
知
学
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
を
置
き
、
科
学
を
血
肉
と
し
、・
文
章
学
を
被
服
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
論
議
・

演
説
の
根
幹
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
源
流
と
す
る
論
理
学
（
致
知
学
・
ロ
ジ
ッ
ク
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。

同
じ
年
、
後
に
「
憲
政
の
神
様
」
と
言
わ
れ
た
尾
崎
行
雄
も
『
公
開
演
説
法
』
の
冒
頭
で
、「
吾
輩
熟
々
世
上
ノ
形
成
ヲ
察
ス
ル
ニ

演
説
ノ
事
タ
ル
ヤ
、
今
後
益
々
盛
大
ニ
至
ル
モ
衰
退
ス
ル
ノ
理
ナ
シ
。
先
ズ
其
一
二
ヲ
云
ハ
ハ
国
会
起
ラ
ハ
玆
ニ
演
説
セ
サ
ル
可
カ
ラ

ス
、
審
判
法
設
ケ
ラ
ル
レ
ハ
可
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
、」
と
述
べ
、
後
半
で
は
、
演
説
し
て
大
益
と
な
る
場
所
が
三
か
所
、
寺
院
・
裁
判
所
・

議
事
院
で
あ
る
が
、
学
者
は
寺
院
で
は
な
く
裁
判
所
か
議
事
院
で
そ
の
弁
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
し
、
最
後
に

弁
舌
ヲ
研
磨
シ
テ
陪
審
、
国
会
ノ
設
立
ヲ
待
チ
、
其
時
ニ
至
リ
テ
大
ニ
通
弁
ノ
功
ヲ
現
ハ
シ
、
大
ニ
シ
テ
ハ
此
民
ノ
幸
福
安
寧
ヲ

保
護
シ
、
米
ヲ
凌
ク
ノ
盛
域
ニ
達
セ
シ
メ
、
小
ニ
シ
テ
ハ
其
名
声
ヲ
全
国
ニ
轟
カ
シ
、
芳
香
ヲ
千
秋
ニ
伝
フ
可
シ
。
豈
ニ
亦
愉
快

ナ
ラ
ズ
ヤ

）
11
（

。

と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
尾
崎
は
、
演
説
・
議
論
を
国
会
・
裁
判
所
に
お
い
て
発
揮
し
よ
う
と
呼
び
か
け
る
。
更
に
明
治
十
五
年
（
一

八
八
二
）
に
論
理
学
書
『
演
繹
推
理
学
』
を
著
す
。
こ
こ
で
は
「
漠
然
タ
ル
言
語
文
章
ヲ
以
テ
漠
然
タ
ル
議
論
ヲ
発
露
ス
ル
」
の
を
改

め
、「
碩
儒
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
」
以
後
の
論
理
学
に
よ
り
「
思
想
ニ
法
ア
リ
言
語
ニ
則
ア
リ
議
論
ニ
格
ア
ル
ヲ
示
」
し
、
日
本
人
の
「
権

理
、
自
由
、
民
権
、
国
権
、
主
権
」
な
ど
の
議
論
の
深
化
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
は
国
会
開
設
・
憲
法
制
定
へ
の
議
論
の
深
化
を
目
指
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し
た
も
の
で
あ
る
。
福
沢
の
主
張
し
た
演
説
・
議
論
は
国
会
や
法
廷
で
実
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
根
底
に
論
理
学
が
あ
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

論
理
学
の
元
祖
と
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
弁
論
術
』
に
お
い
て
、
議
論
の
前
提
と
な
る
演
説
・
弁
論
を
（
１
）
審
議
、（
２
）
訴
訟
、

（
３
）
演
示
の
三
種
に
分
類
定
義
し
た
。
そ
れ
は
議
会
と
法
廷
と
劇
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う

）
1（
（

。
ま
た
尾
崎
は
、
演
説
の
場
と
し
て
、

（
１
）
議
事
院
（
２
）
裁
判
所
、（
３
）
寺
院
を
挙
げ
た
。
明
治
の
演
説
・
論
議
の
追
求
は
、
論
理
学
を
根
幹
に
置
き
な
が
ら
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
弁
論
三
種
や
尾
崎
の
演
説
三
場
の
（
１
）
と
（
２
）
に
よ
っ
て
、
国
会
開
設
・
憲
法
制
定
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
論
理
学
は
世
の
注
目
を
集
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
論
理
学
関
係
の
翻
訳
・
出
版
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

・
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
西
周
著
『
致
知
啓
蒙
』

・
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
ブ
ー
ヴ
ィ
エ
ー
ル
著
、
元
老
院
刊
『
法
律
格
言
』「
論
理
学
規
則
」

・
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
著
、
戸
田
欽
堂
訳
『
論
事
矩
』

・
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
ウ
イ
リ
ア
ム
・
タ
ム
ソ
ン
著
、
文
部
省
刊
『
思
想
之
法
』

・
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
尾
崎
行
雄
著
『
演
繹
推
理
学
』

・
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
著
、
菊
池
大
麓
訳
『
論
理
略
説
』

・
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
著
、
桑
田
親
五
訳
『
論
理
説
約
』

・
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
清
野
勉
著
『
格
致
哲
学
緒
論
』

・
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
著
、
添
田
寿
一
訳
『
論
理
新
編
』

・
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
・
ベ
イ
ン
著
、
森
田
隆
智
訳
『
政
治
論
理
法
』



一
〇
九

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

・
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
著
、
戸
田
欽
堂
訳
『
惹
穏
氏
論
理
学
』

・
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
著
、
佐
久
間
剛
三
訳
『
論
理
原
論
』

・
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
清
野
勉
著
『
帰
納
法
論
理
学
』

明
治
十
一
年
（
一
九
八
七
）
ブ
ー
ヴ
ィ
エ
ー
ル
著
の
『
法
律
格
言
』
が
、
翻
訳
出
版
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
政
府
の
立
法
機
関
で
あ
る
元

老
院
が
、
法
律
の
重
要
な
規
則
を
格
言
と
い
う
形
で
、
翻
訳
し
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
基
礎
と
な
る
可
き
法
律
の
原
則
」
の
前

に
、「
論
理
学
の
規
則
」
の
章
を
置
き
、
法
律
の
前
提
に
論
理
学
の
規
則
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
11
（

。
明
治
十
二
年
（
一

八
七
九
）
に
は
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
『
論
事
矩
』
が
戸
田
欽
堂
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
論
理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
で
、
西
が
依
拠
し
た
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
論
理
学
を
循
環

論
と
批
判
し
て
登
場
し
た
、
当
時
最
新
の
論
理
学
者
で
あ
る

）
11
（

。
そ
し
て
次
々
と
セ
ボ
ン
の
論
理
学
が
翻
訳
さ
れ
る
。
明
治
十
年
代
に
西

洋
論
理
学
と
い
え
ば
セ
ボ
ン
の
論
理
学
で
代
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
二
年
、
文
部
省
か
ら
ウ
イ
リ
ア
ム
・
タ
ム
ソ
ン
著
の
『
思

想
之
法
』
と
い
う
論
理
学
の
大
著
が
翻
訳
さ
れ
る
。
こ
の
冒
頭
の
例
言
に
お
い
て
、
ロ
ジ
ッ
ク
は
「
思
想
・
論
弁
ノ
定
法
ヲ
講
明
ス
ル

ノ
学
ナ
リ
」
と
し
、
そ
の
名
称
を
「
論
説
学
」
と
訳
す
と
し
、「
論
理
学
」
や
「
致
知
学
」
よ
り
も
、
論
弁
・
論
議
重
視
の
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。
国
会
開
設
・
憲
法
制
定
を
目
指
し
て
『
公
開
演
説
法
』
を
訳
し
た
尾
崎
行
雄
が
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
『
演
繹

推
理
学
』
を
書
く
。
序
に
お
い
て
、「
人
民
未
タ
権
理
自
由
民
権
国
権
主
権
等
ノ
何
者
タ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
」
と
し
、
そ
の
原
因
は
、
邦
人

の
議
論
が
粗
雑
で
あ
る
こ
と
に
一
因
を
求
め
、
こ
の
論
理
学
書
を
書
き
、「
思
想
ニ
法
ア
リ
言
語
ニ
則
ア
リ
議
論
ニ
格
ア
ル
ヲ
示
シ
初

学
ノ
徒
ニ
授
ク
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
西
に
よ
っ
て
思
考
の
学
と
さ
れ
た
ロ
ジ
ッ
ク
が
、
法
律
の
基
礎
と
さ
れ
、
論
弁
論
議
に
必
要
な
学
と
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
、

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
帝
国
憲
法
制
定
・
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
国
会
開
設
に
向
け
て
の
世
論
の
高
揚
に
よ
る
の
で
あ



一
一
〇

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

る
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
の
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
改
題
再
販
さ
れ
た
、
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
著
の
『
惹
穏
氏
論
理

学
』（
旧
名
『
論
事
矩
』
初
訳
明
治
十
二
年
）
の
広
告
で
あ
る

）
11
（

。



一
一
一

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

「
諸
君
よ
国
会
開
設
の
盛
運
将
に
近
き
に
あ
り
。
此
の
際
論
理
の
法
を
講
じ
、
満
腔
の
高
議
を
提
起
し
て
、
国
家
に
報
ゆ
る
所
あ
れ
。

本
書
は
該
く
論
理
の
秘
密
を
明
晰
に
解
説
し
、
実
際
に
適
用
せ
る
者
に
て
、
苟
も
有
為
諸
君
須
用
の
書
た
り
。」
と
、
国
会
開
設
に
向

け
て
、
論
議
を
提
起
し
、
国
家
に
報
い
る
た
め
に
必
要
な
書
で
あ
る
と
宣
伝
す
る
。
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
（
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
）
の
論
理

学
は
、
数
学
と
の
結
合
を
認
め
な
い
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
論
理
学
を
批
判
し
、
論
理
学
を
数
学
の
基
礎
の
上
に
置
き
、
統
計
学
を
駆
使
し

て
、
科
学
的
に
分
析
す
る
方
向
に
向
か
う
。
更
に
そ
れ
を
経
済
学
に
応
用
し
、
経
済
を
基
本
と
し
た
政
策
論
や
立
法
に
活
用
し
た
と
評

価
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
政
策
論
に
関
し
て
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
山
辺
丈
夫
な
ど
七
名
が
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
直

接
講
義
を
受
け
、
山
辺
は
十
二
年
に
帰
国
し
、
渋
沢
栄
一
発
起
の
我
が
国
最
初
の
工
場
制
工
業
大
阪
紡
績
工
場
を
設
立
す
る

）
11
（

。
明
治
十

五
年
（
一
八
八
二
）
に
は
、
安
田
源
次
郎
が
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
『
ゼ
氏
経
済
論
』
を
翻
訳
し

）
11
（

、
翌
十
六
年
に
は
文
部
省
編
輯
局
の
ジ
ェ

ヴ
ォ
ン
ズ
『
貨
幣
説
』
の
翻
訳
な
ど
が
続
く

）
11
（

。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
、
論
理
学
の
実
学
的
応
用
と
し
て
経
済
学
や
財
政

政
策
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

明
治
初
期
の
論
議
言
説
の
高
揚
は
、
そ
の
根
底
に
西
欧
論
理
学
を
発
掘
し
、
論
理
学
は
、
ミ
ル
か
ら
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
に
移
り
、
更
に

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
経
済
学
書
翻
訳
に
至
る
展
開
は
、
論
理
学
の
実
用
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　
論
理
学
と
雲
英
晃
耀
の
因
明
研
究

こ
う
し
て
西
欧
の
論
理
学
が
注
目
さ
れ
、
次
々
と
出
版
が
な
さ
れ
る
状
況
に
対
し
て
、
仏
教
の
論
理
学
で
あ
る
因
明
の
大
家
で
あ
る

雲
英
晃
耀
が
猛
然
と
、
議
論
を
挑
ん
で
ゆ
く
。
雲
英
は
因
明
書
の
出
版
・
講
演
・
学
会
活
動
な
ど
活
発
に
行
う
。
そ
の
結
果
、
因
明
に

関
す
る
論
者
も
現
れ
、
因
明
研
究
も
活
性
化
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
因
明
の
研
究
の
中
で
、
仏
教
の
論
義
史
の
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。

雲
英
晃
耀
は
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
開
国
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
か
ら
国
と
仏
法
を
護
る
姿
勢
を
持
っ
て
、
明
治
二
年
（
一

八
六
九
）
に
『
護
法
総
論
』
を
著
し
た
。
そ
の
根
幹
に
「
唯
識
論
」
と
「
因
明
学
」
を
置
い
て
い
た
。
そ
の
因
明
学
を
、
西
欧
の
論
理

学
に
対
抗
す
る
形
で
、
思
考
を
深
め
、
次
々
と
因
明
学
の
著
作
を
発
表
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
列
挙
し
て
み
る
。

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）『
因
明
正
理
門
論
科
図
』

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）『
因
明
入
正
理
論
疏
方
隅
録
』
四
月
十
三
日
か
ら
全
十
三
巻
。
発
刊
終
了
十
二
月
三
十
日
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）『
因
明
大
疏
』
四
月
二
十
八
日
か
ら
全
三
巻
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）『
因
明
三
十
三
過
方
隅
録
』
四
月
三
十
日
上
下
二
巻
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）『
因
明
入
正
理
論
疏

　
冠
註
』
五
月
か
ら
十
一
月
、
上
中
下
三
巻
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）『
因
明
初
歩
』
十
月
十
九
日
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）『
因
明
大
意
』
十
月
十
九
日
。

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）『
因
明
活
眼
』

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）『
因
明
正
理
門
論
科
本
』

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
講
義
』

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）『
東
洋
新
新
因
明
発
揮
』

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）『
因
明
協
会
報
告
』

こ
の
時
期
は
、
先
に
示
し
た
「
ロ
ジ
ッ
ク
」
即
ち
「
論
理
学
」
が
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
帝
国
憲
法
制
定
・
明
治
二
十
三

年
国
会
開
設
に
向
け
て
注
目
さ
れ
、
翻
訳
や
出
版
が
相
次
い
だ
時
期
に
重
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
で
、「
論
理
学
」



一
一
三

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
書
か
れ
た
『
因
明
初
歩
』
は
、
冒
頭
「
因
明
ト
云
フ
ハ
、
何
ナ
ル
法
ナ
リ
ヤ
。
答
フ
、
因
明
ハ
印
度

ノ
議
論
法
ナ
リ
。
此
ノ
法
ニ
由
リ
テ
議
論
ヲ
ス
レ
バ
一
切
道
理
ア
ル
論
ニ
、
負
ケ
ル
気
遣
ハ
ナ
イ
。」
と
始
ま
る
。
因
明
は
議
論
法
で

あ
る
と
し
、
そ
の
論
法
と
例
証
を
挙
げ
て
ゆ
く
。
そ
の
中
の
例
証
と
し
て
、「
仏
者
ガ
耶
蘇
ヲ
相
手
ト
シ
テ
過
去
世
ハ
実
ニ
有
ナ
ル
ベ

シ
ノ
宗
ニ
比
例
シ
テ
知
ル
所
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
因
ヲ
立
ツ
ル
ガ
如
シ
。
耶
蘇
ハ
現
未
二
世
ヲ
立
ツ
レ
ド
モ
、
過
去
世
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
立
テ
ズ
。」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
確
か
に
仏
教
で
は
、
過
去
世
が
実
際
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
個
人
の
過

去
世
は
な
い
。
あ
る
の
は
現
世
と
未
来
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
護
法
総
論
』
の
第
九
「
問
答
異
同
」
の
延
長
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
因

明
初
歩
』
は
、
明
治
二
年
頃
の
護
法
の
姿
勢
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る

）
11
（

。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
、
危
険
視
す
る
ほ
ど
の
広
が
り

を
見
せ
ず
、
破
邪
の
姿
勢
は
消
え
て
ゆ
く

）
11
（

。

同
年
の
『
因
明
大
意
』
で
は
、
冒
頭
に
「
宗
因
喩
三
支
作
法
図
」
と
、「
西
洋
ロ
ジ
ッ
ク
第
一
例
図
」
が
対
比
さ
れ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
か
ら
、
因
明
は
東
洋
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
因
明
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
。
云
ク
印
度
ノ
法
タ
ル
ヤ
、

論
者
ガ
論
壇
ニ
登
リ
テ
、
巧
ニ
他
ノ
論
者
ノ
宗
義
ヲ
砕
破
シ
、
自
己
ノ
宗
義
ヲ
成
立
シ
、
自
悟
々
他
ノ
両
益
ヲ
得
ル
貴
重
ノ
法
ニ
シ
テ

議
論
者
ノ
金
科
玉
条
ナ
リ
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
続
け
て
、
東
洋
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
、
因
明
の
伝
来
と
、
そ
の
歴
史
を
述
べ
る
。

孝
徳
帝
白
雉
四
年
（
六
四
八
）
に
道
昭
が
入
唐
し
て
、
玄
奘
三
蔵
よ
り
相
承
し
て
本
朝
に
因
明
を
伝
来
し
た
。
延
喜
十
四
年
（
九
一

四
）
醍
醐
帝
が
目
録
を
作
ら
せ
、
延
長
四
年
（
九
二
六
）
に
は
、
碩
徳
の
学
師
に
篆
文
を
訂
正
さ
せ
、
是
非
を
考こ

う

覈か
く

せ
し
め
た
。
ま
た

左
府
頼
長
が
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
の
冬
か
ら
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
ま
で
、
蔵
俊
僧
正
を
師
と
し
て
因
明
を
学
ん
だ
と
い
う
歴

史
を
記
し
、
最
後
に
「
古
ノ
帝
王
・
大
臣
率
テ
之
ヲ
講
学
シ
、
之
ヲ
貴
重
ス
ル
如
レ
此
。
当
時
因
明
ノ
法
ノ
盛
ニ
行
ハ
ル
ヽ
、
亦
以
テ

徴
ス
ル
ニ
足
レ
リ
」
と
昔
の
天
皇
や
大
臣
が
、
論
議
の
学
で
あ
る
因
明
を
尊
重
し
、
講
究
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。



一
一
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

そ
し
て
因
明
の
三
支
立
量
と
ロ
ジ
ッ
ク
の
三
段
論
法
の
比
較
を
し
て
い
る
。

彼
ノ
西
洋
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
ハ
、
何
ナ
ル
者
ハ
何
ナ
リ
。
何
ハ
何
ナ
ル
者
ナ
リ
。
故
ニ
何
ハ
何
ナ
リ
と
三
段
ニ
言
ヲ
掲
グ
。
之
ヲ
因
明

ノ
宗
・
因
・
喩
ニ
比
較
ス
ル
ニ
、
タ
ダ
宗
・
因
ノ
二
ノ
ミ
ヲ
論
ジ
テ
、
喩
ノ
一
ハ
論
及
セ
ズ

）
1（
（

。

西
洋
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
三
段
に
分
け
た
だ
け
で
、
中
身
は
因
明
の
宗
と
因
の
二
要
素
だ
け
で
あ
り
、
喩
の
要
素
が
な
い
と
、
そ
の
違
い

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
論
理
学
翻
訳
書
で
三
段
論
法
を
強
く
打
ち
出
し
た
の
は
戸
田
欽
堂
訳
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
（
セ
ボ
ン
）
著

『
論
事
矩
』（
明
治
十
二
年
）
で
あ
り
、
雲
英
は
、
こ
れ
を
読
ん
だ
可
能
性
が
大
き
い

）
11
（

。
更
に

ロ
ジ
ッ
ク
家
ガ
論
ズ
ル
ト
コ
ロ
、
因
ヲ
先
ニ
シ
テ
宗
ヲ
後
ニ
ス
ル
、
往
々
如
此
。
吾
ガ
因
明
法
ハ
則
チ
然
ラ
ズ
、
第
一
ニ
宗
ヲ
挙

グ
。
是
レ
自
己
ノ
愛
楽
シ
テ
成
立
サ
ン
ト
ス
ル
宗
義
ヲ
挙
ゲ
ン
為
ナ
リ

）
11
（

。

と
、
宗
と
因
の
順
序
の
違
い
に
言
及
し
、
ロ
ジ
ッ
ク
の
順
序
は
「
自
己
ノ
愛
楽
」、
即
ち
自
分
の
思
考
へ
の
執
着
と
し
、

因
明
ヨ
リ
之
ヲ
観
レ
バ
独
リ
自
ラ
真
理
ヲ
究
ム
ル
ノ
法
ニ
シ
テ
、
順
自
違
他
シ
テ
、
他
ノ
論
者
ニ
対
シ
テ
自
己
ガ
宗
義
ヲ
主
張
シ

成
立
ス
ル
論
議
ノ
法
ニ
非
ザ
レ
バ
窮
理
術
ト
ハ
云
フ
ベ
シ
、
論
理
術
ト
ハ
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
故
ニ
他
ノ
論
者
ヲ
シ
テ
自
己
ノ
宗
義

ヲ
了
解
セ
シ
ム
ル
為
ノ
比
喩
ヲ
用
ユ
ル
ニ
ハ
及
バ
ズ
、
是
レ
全
ク
自
悟
ノ
法
ニ
シ
テ
悟
他
ノ
法
ニ
非
ズ
。
畢
竟
窮
理
術
ニ
シ
テ
論

理
術
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
今
我
ガ
法
ハ
則
チ
純
真
ノ
論
理
術
ニ
シ
テ
自
悟
々
他
ノ
二
益
ヲ
備
具
ス
レ
バ
、
必
ズ
比
喩
ヲ
挙
ザ
ル
ヲ
得

ズ
）
11
（

。

ロ
ジ
ッ
ク
は
、
因
明
か
ら
見
れ
ば
、
順
序
に
お
い
て
も
、
自
己
だ
け
の
真
理
を
究
め
る
法
で
あ
り
、
他
の
論
者
に
自
分
の
宗
義
を
了
解

さ
せ
る
た
め
に
は
比
喩
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
用
い
な
い
の
は
、
全
く
自
分
だ
け
が
悟
れ
ば
良
い
と
い
う
法
で
あ
っ
て
、
他
を
了

解
さ
せ
る
方
法
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
窮
理
術
な
の
で
あ
っ
て
、
論
理
術
で
は
な
い
。
論
理
術
と
い
う
べ
き
で
は
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
因
明
は
「
純
真
ノ
論
理
術
」
で
あ
っ
て
、
自
分
の
了
解
と
他
人
の
了
解
と
い
う
二
つ
益
を
備
具
し
て
い
る
と
主



一
一
五

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

張
し
。
最
後
に
、
ロ
ジ
ッ
ク
は
「
莠
ノ
如
シ
」
と
揶
揄
す
る
。
莠
は
、
イ
ネ
科
の
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
を
指
し
、
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ

て
、
他
を
益
す
る
も
の
で
は
な
い
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

後
半
は
、
因
明
の
例
証
と
し
て
、
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

我
ガ
大
日
本
ハ
独
立
ノ
帝
国
ナ
リ
。
世
界
万
国
之
ヲ
拒
ム
者
ナ
シ
。
然
ル
ニ
聞
ク
所
ニ
據
レ
バ
、
我
ガ
日
本
人
民
ガ
彼
ノ
英
仏
各

国
ニ
在
テ
、
其
ノ
国
律
ヲ
犯
ゼ
バ
、
其
ノ
国
律
ニ
倨
リ
テ
処
置
ス
ベ
キ
権
限
ヲ
有
セ
リ
ト
雖
モ
、
彼
ノ
英
仏
各
国
ノ
人
民
ガ
我
ガ

日
本
ニ
在
リ
テ
其
ノ
国
律
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
日
本
ノ
国
律
ヲ
以
テ
処
置
ス
ル
権
限
ヲ
有
セ
ズ
、
唯
護
送
シ
テ
、
其
ノ
国
ノ
領
事
ニ
引

キ
渡
ス
ノ
ミ

）
11
（

。

徳
川
幕
府
が
締
結
し
た
諸
外
国
の
和
親
条
約
は
、
国
力
の
無
力
さ
の
証
で
あ
る
領
事
裁
判
権
や
国
家
収
益
を
悪
化
さ
せ
る
関
税
自
主
権
な
ど
、

極
め
て
不
平
等
で
あ
る
。
新
政
府
が
こ
れ
を
問
題
と
し
、
当
時
、
何
度
も
交
渉
を
繰
り
返
し
て
も
い
た
大
問
題
で
あ
っ
た

）
11
（

。
こ
れ
を
取

り
上
げ
て
、
因
明
の
論
理
に
よ
っ
て
論
証
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
政
治
性
を
意
識
し
た
因
明
の
論
理
力
を
主
張
す
る
内
容
で
あ
る
。

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
の
『
因
明
活
眼
』
は
、
更
に
こ
う
し
た
方
向
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

凡
ソ
論
理
ノ
要
ハ
、
論
者
ガ
論
壇
ニ
登
リ
、
違
レ
他
順
レ
自
シ
テ
己
ガ
持
論
ヲ
貫
徹
ス
ル
ニ
在
リ
。
而
モ
持
論
ヲ
貫
徹
セ
ン
ト

欲
ス
ル
ニ
方
法
ア
リ
。
方
法
ト
ハ
何
ゾ
。
曰
ク
因
明
法
是
ナ
リ
。（
中
略
）
設
ヒ
政
府
・
裁
判
所
・
稠
人
・
広
坐
ノ
所
ニ
於
テ
モ
、

言
論
敦
粛
・
義
気
勇
猛
ニ
シ
テ
意
ニ
於
テ
畏
レ
言
ニ
於
テ
屈
ス
ル
所
ノ
無
ク
、
条
理
明
白
、
簡
ニ
シ
テ
義
通
ジ
、
語
少
ク
シ
テ
意

貫
ク
、
論
理
ニ
於
テ
實
ニ
一
大
妙
術
ト
謂
ル
ベ
シ

）
11
（

。

冒
頭
で
因
明
の
論
議
力
を
主
張
し
、
場
面
を
論
壇
と
す
る
。
そ
の
論
壇
と
は
、
政
治
・
裁
判
に
お
け
る
論
壇
で
あ
り
、
衆
人
の
前
や
列

座
の
前
に
お
い
て
も
、
因
明
の
法
に
よ
れ
ば
、
粛
々
と
攻
め
、
意
義
、
気
力
勇
猛
と
な
り
、
心
に
恐
れ
は
な
く
、
言
語
に
お
い
て
も
屈

す
る
と
こ
ろ
な
く
、
条
理
明
白
、
簡
に
し
て
義
通
じ
、
語
少
く
し
て
意
を
貫
く
、
論
理
に
お
い
て
一
大
妙
術
と
云
え
る
と
し
て
い
る
。
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雲
英
晃
耀
は
、『
因
明
初
歩
』
に
お
い
て
は
護
法
思
想
を
残
し
つ
つ
因
明
の
論
議
力
を
主
張
し
て
い
た
が
、『
因
明
大
意
』
か
ら
『
因

明
活
眼
』
へ
と
そ
の
政
治
的
姿
勢
を
増
し
、
そ
の
論
議
力
の
政
治
的
意
義
を
主
張
す
る
方
向
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
に

始
め
た
雲
英
晃
耀
の
活
動
と
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
東
洋
因
明
学
協
会
」
設
立
と
、
そ
の
活
動
に
関
係
す
る
。
雲
英
晃
耀
は
『
因
明

学
協
会
報
告
』
を
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
出
版
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
雲
英
晃
耀
の
活
動
を
検
討
す
る
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）　
自
院
安
休
寺

　『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
』
を
講
じ
る

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
広
島
控
訴
裁
判
所
所
長
の
発
起
に
て
『
因
明
大
意
』
を
数
十
名
に
講
じ
る
。

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
京
都
府
知
事
の
賛
成
に
よ
り
『
因
明
大
意
』
を
数
十
名
に
講
じ
る
。

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
名
古
屋
区
役
所
議
事
堂
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
武
官
、
県
官
、
法
官
数
百
名
に
講
じ
る
。

同
年
五
月

　
帝
国
大
学
講
義
室
に
て
『
因
明
三
十
三
過
』
を
西
村
文
部
書
記
官
以
下
数
十
名
に
講
じ
る
。

同
年
五
月

　
加
藤
大
学
総
理
の
依
頼
で
、
帝
国
大
学
大
講
堂
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
三
百
余
名
に
講
じ
る

同
年
六
月

　
大
隈
重
信
の
賛
成
で
、
東
京
専
門
学
校
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
全
校
教
員
生
徒
一
般
に
講
じ
る
。

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
司
法
省
大
講
堂
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
司
法
卿
以
下
各
府
県
の
裁
判
長
の
三
百
余
名
に
講
じ
る

同
年
七
月

　
元
老
院
議
長
の
賛
成
で
華
族
会
館
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
元
老
院
議
官
数
十
名
に
講
じ
る
。

同
年
十
月

　
名
古
屋
区
役
所
議
事
堂
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
議
長
、
次
官
、
裁
判
所
長
、
郡
区
長
に
講
じ
る
。

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
三
重
県
令
の
企
画
で
、
四
天
王
寺
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
五
百
余
名
に
講
じ
る
。

同
年
五
月

　
岐
阜
県
令
の
賛
成
で
、
県
議
事
堂
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
講
じ
る
。

同
年
十
一
月

　
京
都
裁
判
所
長
発
起
で
、
裁
判
所
内
に
て
『
因
明
三
十
三
過
』
を
講
じ
る
。

同
年
同
月

　
滋
賀
県
知
事
発
起
で
、
商
工
会
議
所
に
て
『
因
明
大
意
』
を
、
県
官
法
官
議
員
数
百
名
に
講
じ
る
。



一
一
七

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
大
阪
控
訴
院
長
の
催
し
で
、『
因
明
大
意
』
を
、
県
官
法
官
代
言
人
四
百
余
名
に
講
じ
る
。

同
年
三
月

　
大
阪
関
西
法
律
学
校
に
て
、『
因
明
九
句
因
』
を
、
教
員
生
徒
一
般
に
講
じ
る
。

同
年
同
月

　
兵
庫
県
県
会
議
員
の
発
起
で
、
兵
庫
小
学
校
に
て
、『
因
明
大
意
』
を
、
数
百
人
に
講
じ
る
。

同
年
六
月

　
静
岡
県
裁
判
所
長
の
発
起
で
、
宝
台
院
本
堂
『
因
明
入
正
理
論
』
を
、
県
官
法
官
各
宗
僧
侶
数
百
人
に
講
じ
る
。

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
秋
田
県
知
事
、
裁
判
長
の
催
で
、
秋
田
倶
楽
部
に
て
、『
因
明
大
意
』
を
講
じ
る
。

同
年
九
月

　
山
形
県
光
明
寺
に
て
、『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
』
を
、
山
形
県
裁
判
所
長
他
百
五
十
余
名
に
講
じ
る
。

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
愛
知
県
中
島
郡
長
発
起
、
役
所
内
議
事
堂
で
『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
』
を
百
余
名
に
講
じ
る
。

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
愛
媛
県
松
山
市
公
会
堂
に
て
因
明
大
演
説
、
知
事
書
記
官
等
五
百
余
名
参
加
。

同
年
四
月

　
島
根
県
師
範
学
校
に
て
、
因
明
を
講
ず
・
県
知
事
師
範
学
校
中
学
校
小
学
校
生
徒
五
百
余
名
参
加
。

七
月
五
日
〜
二
十
日

　『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
』
を
講
ず
。
福
井
県
知
事
書
記
官
裁
判
所
長
検
事
陸
軍
少
佐
な
ど
参
加

）
11
（

。

こ
れ
以
外
に
、
寺
院
で
主
催
し
、
僧
侶
が
参
加
す
る
講
演
は
、
こ
の
数
倍
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
活
動
は
、
極
め
て
活
発
で
全
国
に
及
び
、

そ
の
聴
衆
は
政
治
家
・
議
員
・
裁
判
官
・
司
法
関
係
が
多
い
。
こ
れ
は
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
明
治
二
十
二
年
の
憲
法
制
定
や
明
治
二
十

三
年
の
国
会
開
設
に
向
け
て
、
論
議
力
を
鍛
え
る
必
要
が
あ
り
、
雲
英
晃
耀
が
『
因
明
大
意
』
な
ど
で
、
そ
れ
に
応
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ジ
ッ
ク
に
関
す
る
西
洋
論
理
学
の
翻
訳
出
版
が
、
憲
法
制
定
や
国
会
開
設
に
向
け
て
、
次
々
と
な
さ
れ
た
の
に
、
対
抗
し
て
東
洋

の
論
理
学
因
明
の
研
究
者
雲
英
晃
耀
も
活
発
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
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五
　
雲
英
晃
耀
と
論
議
史
の
研
究

明
治
十
七
年
（
一
八
四
四
）
の
『
因
明
活
眼
』
が
、
政
治
家
や
司
法
関
係
の
人
々
に
、
そ
の
論
議
力
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を

明
確
に
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
中
で
日
本
に
お
け
る
論
義
史
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
事
に
注
目
し
た
い
。『
因

明
活
眼
』
は
、
上
下
二
巻
十
二
章
か
ら
な
り
、
そ
の
第
二
章
「
因
明
沿
革
」
で
、
因
明
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
前
半
で
、
印

度
・
中
国
に
お
け
る
因
明
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
に
日
本
の
因
明
の
歴
史
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

ま
ず
伝
来
は
、
四
伝
が
あ
る
と
す
る
。
第
一
伝
は
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
の
道
昭
。
第
二
伝
は
斉
明
帝
四
年
（
六
五
八
）
の
智
通
・
智
達
。

第
三
伝
は
、
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
の
智
鳳
・
智
鸞
・
智
雄
。
第
四
伝
は
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
玄
昉
と
す
る
。
そ
の
後
、
四
伝

は
道
昭
派
の
南
寺
伝
と
玄
昉
派
の
北
寺
伝
の
二
派
を
区
別
す
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
の
雲
英
晃
耀
の
因
明
史
の
叙
述
に
注
目
す
る
。

人
王
六
十
世
醍
醐
帝
、
延
喜
ノ
頃
、
主
上
モ
因
明
ヲ
好
ミ
給
ヘ
バ
、
殿
中
ノ
論
筵
ニ
、
互
ニ
因
明
ノ
規
則
ニ
テ
論
議
ヲ
セ
シ
コ
ト

ア
リ
ト
。
サ
ス
レ
バ
慈
恵
大
師
ノ
時
分
ニ
ハ
、
因
明
大
流
行
ニ
テ
、
恵
心
僧
都
ハ
倶
舎
・
因
明
ハ
此
ノ
土
ニ
究
ム
ト
申
サ
レ
シ
程

ニ
テ
、
各
宗
ニ
名
高
キ
因
明
者
ア
リ
。
宇
治
左
大
臣
頼
長
公
モ
因
明
ノ
達
人
ナ
ル
故
ニ
、
何
寺
相
承
ニ
載
ス
。
又
タ
聞
ク
、
輓
近
、

聴
訟
ニ
名
高
キ
大
岡
越
前
守
モ
此
ノ
法
ヲ
学
ビ
テ

　
裁
判
ヲ
ナ
ス
。
依
テ
其
ノ
裁
判
、
明
決
一
モ
理
ニ
契
ハ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
ト
。
意

フ
ニ
亦
因
明
活
用
ノ
実
効
ナ
リ
。
近
来
各
宗
ニ
於
テ
、
長
老
碩
徳
、
日
ヲ
追
フ
テ
此
ノ
学
ヲ
講
究
セ
ラ
レ
、
加
フ
ル
ニ
会
議
ノ
盛

ナ
ル
時
勢
ナ
レ
バ
、
数
年
ヲ
経
ズ
シ
テ
、
此
ノ
学
大
ニ
流
行
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
歟
。
是
レ
我
ガ
予
期
企
望
ス
ル
所
ナ
リ

）
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（

。

単
な
る
仏
教
の
因
明
学
史
的
説
明
の
域
を
越
え
て
、
因
明
を
活
用
し
た
論
議
を
叙
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
醍
醐
帝
が
因
明
を
好
み
、

論
議
す
る
た
め
の
論
筵
（
論
議
場
）
を
宮
中
に
設
け
、
因
明
の
規
則
に
従
っ
て
、
論
議
を
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
延
喜
の
頃
（
九
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　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

〇
一
〜
）
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
慈
恵
大
師
（
九
一
二
〜
九
八
五
）
の
頃
に
は
、
因
明
論
議
は
大
流
行
し
た
。
ま
た
恵
心

僧
都
源
信
は
倶
舎
・
因
明
に
お
い
て
、
そ
の
道
を
究
め
た
と
い
う
。
ま
た
各
宗
と
も
に
有
名
な
因
明
者
が
生
ま
れ
た
。
宇
治
の
左
大
臣

頼
長
も
、
因
明
の
達
人
で
あ
る
と
し
て
南
寺
相
承
に
載
っ
て
い
る
と
歴
史
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
因
明
学
史
的
解
説
か
ら
外
れ
て
、

論
議
史
的
な
説
明
で
あ
る
。
天
皇
が
論
議
の
活
性
化
を
促
し
、
大
臣
が
論
議
の
核
と
な
る
因
明
の
研
究
を
し
、
そ
れ
を
支
え
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
因
明
学
を
支
え
、
発
展
さ
せ
た
因
明
学
者
に
関
し
て
は
、「
各
宗
ニ
名
高
キ
因
明
者
ア
リ
。」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
語
っ

て
い
る
の
は
、「
因
明
ノ
規
則
ニ
テ
論
議
」
す
る
風
潮
の
広
が
り
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
輓
近
に
及
び
、
裁
判
官
と
し
て
有
名
な
、
大

岡
越
前
守
も
因
明
を
学
び
、
裁
判
を
行
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
は
明
決
で
あ
り
、
一
つ
も
理
に
契
わ
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
が
「
因
明
活
用
ノ
実
効
」
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
因
明
は
国
家
運
営
の
論
議
や
裁
判
に
実
際
的
効
果
が
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
近
来
各
宗
ニ
於
テ
、
長
老
碩
徳
、
日
ヲ
追
フ
テ
此
ノ
学
ヲ
講
究
セ
ラ
レ
、」
と
あ
る
が
、
先
に
検
討
し
た
『
因
明
学
協
会
報
告
』
に

は
、
全
国
の
各
地
の
政
治
家
・
司
法
関
係
者
・
各
宗
派
の
僧
た
ち
の
前
で
、
積
極
的
に
因
明
の
講
説
を
行
っ
て
い
る
。「
加
フ
ル
ニ
会

議
ノ
盛
ナ
ル
時
勢
ナ
レ
バ
」
と
あ
る
が
、
時
代
の
趨
勢
が
、
憲
法
制
定
、
国
会
開
設
に
向
け
て
、
会
議
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
会
議
の

論
議
の
場
に
お
け
る
「
因
明
活
用
ノ
実
効
」
が
更
に
要
請
さ
れ
る
時
勢
で
あ
る
こ
と
を
見
据
え
て
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
。
こ
の

『
因
明
活
眼
』
が
書
か
れ
た
の
は
、
明
治
十
七
年
で
あ
り
、
憲
法
制
定
ま
で
五
年
、
国
会
開
設
ま
で
六
年
で
あ
る
。

『
因
明
学
協
会
報
告
』
に
記
録
さ
れ
た
講
説
回
数
を
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る

講説回数
年
度

件
数

10 年 3

11 年 2

12 年 0

13 年 0

14 年 1

15 年 1

16 年 11

17 年 21

18 年 10

19 年 11

20 年 17

21 年 10

22 年 7

23 年 18
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こ
の
『
因
明
活
眼
』
を
出
版
し
た
十
七
年
が
、
最
も
多
く
二
十
一
件
に
達
し
て
い
る
。
し
か
も
一
回
の
講
説
が
、
五
日
か
ら
十
日
と
い

う
連
続
講
説
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、「
因
明
活
用
ノ
実
効
」
の
訴
え
が
、
各
宗
派
・
政
界
・
司
法
界
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
を
実
感
し
つ
つ
、「
此
ノ
学
大
ニ
流
行
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
歟
。
是
レ
我
ガ
予
期
企
望
ス
ル
所
ナ
リ
。」
と
、
因
明
学
と
い
う
実
効
あ
る
論

議
術
の
大
流
行
を
予
期
し
、
企
画
し
望
み
、
こ
の
章
を
結
ん
で
い
る
。

雲
英
晃
耀
は
、
こ
の
章
を
「
因
明
沿
革
」
と
し
て
い
る
が
、
因
明
の
四
伝
二
派
の
我
が
国
の
因
明
史
を
、
因
明
学
の
展
開
と
し
て
説

明
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
人
物
は
、
醍
醐
帝
・
慈
恵
大
師
・
恵
心
僧
都
・
左
大
臣
頼
長
・
大
岡
越
前
で
あ
る
が
、
一
人
も

因
明
学
者
は
い
な
い
。
醍
醐
帝
は
「
因
明
ヲ
好
ミ
」
で
あ
っ
て
、
力
点
は
宮
中
に
論
議
の
場
を
設
置
し
、
論
議
を
広
め
た
こ
と
で
あ
る
。

慈
恵
大
師
も
、
因
明
学
者
で
は
な
く
、
南
都
中
心
の
論
議
を
、
天
台
と
京
の
都
に
広
め
た
人
物
で
あ
る
。
恵
心
僧
都
は
因
明
に
も
通
じ

て
い
た
が
、『
往
生
要
集
』
で
名
高
い
浄
土
信
仰
を
広
め
た
僧
で
あ
る
。
因
明
学
史
を
説
明
し
な
い
姿
勢
は
、「
各
宗
ニ
名
高
キ
因
明
者

ア
リ
。」
で
極
ま
る
。
こ
の
各
宗
の
名
高
き
因
明
者
こ
そ
列
挙
説
明
す
れ
ば
、
因
明
学
史
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
し
な
い
の
は
、
因

明
を
基
本
に
お
い
た
論
議
の
広
が
り
こ
そ
が
、
説
明
し
た
い
核
心
だ
か
ら
で
あ
る
。
続
い
て
挙
げ
ら
れ
る
、
左
大
臣
頼
長
と
大
岡
越
前

の
因
明
活
用
は
、
政
治
と
司
法
に
お
け
る
因
明
を
活
用
し
た
論
議
の
実
例
で
あ
り
、
因
明
を
基
礎
に
し
た
論
議
史
を
示
す
最
大
の
狙
い

が
あ
る
。
中
世
の
頼
長
か
ら
、
近
世
の
大
岡
越
前
を
経
て
、
今
現
在
の
「
会
議
ノ
盛
ナ
ル
時
勢
」
に
立
ち
、「
因
明
活
用
ノ
実
効
」
あ

る
論
議
を
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
雲
英
晃
耀
の
「
因
明
沿
革
」
の
章
は
、
因
明
史
で
は
な
く
、
教
義
史

で
も
な
く
、
論
議
史
な
の
で
あ
る
。

雲
英
晃
耀
は
、『
因
明
学
協
会
報
告
』
に
、「
雑
録
（
諸
疏
抜
書
）」
と
い
う
章
を
設
け
、
諸
本
の
因
明
関
連
の
抜
書
き
を
し
て
い
る
。

歴
史
書
・
説
話
集
な
ど
か
ら
、
こ
こ
に
登
場
す
る
人
物
醍
醐
帝
・
慈
恵
大
師
・
左
大
臣
頼
長
を
中
心
に
史
料
を
抜
書
き
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
に
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
で
有
名
な
『
壇
浦
兜
軍
記
』
の
一
節
「
阿
古
屋
琴
責
」
の
一
文
が
抜
き
書
き
さ
れ
て
い
る
。
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明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

平
家
の
落
ち
武
者
景
清
の
行
方
を
、
裁
判
に
よ
っ
て
、
遊
女
・
阿
古
屋
に
白
状
を
迫
る
一
幕
で
あ
る
。
そ
の
裁
判
官
秩
父
の
正
司
畠

山
重
忠
は
「
公
事
裁
判
私
の
計
ひ
な
く
」
と
讃
え
ら
れ
る
名
代
官
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
詮
議
の
厳
し
さ
に
、
阿
古
屋
は
「
さ
つ
て
も

厳
し
い
殿
様
。
四
相
を
悟
る
御
方
と
は
常
常
噂
に
聞
い
た
れ
ど
…
」
と
い
う
の
で
あ
る

）
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。
こ
の
遊
女
・
阿
古
屋
の
言
葉
に
、
雲
英
晃
耀

は
次
の
よ
う
に
注
記
を
し
て
い
る
。

此
ノ
ア
コ
ヤ
琴
責
文
言
中
四
相
ト
ア
ル
ガ
、
因
明
四
相
相
違
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
即
チ
言
辞
ト
意
内
ト
相
違
ス
ル
ヲ
責
メ
ツ
ケ
能
ク
破

斥
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
法
ナ
ル
ベ
シ

）
1（
（

阿
古
屋
琴
責
の
「
四
相
」
と
い
う
文
言
は
、
因
明
の
「
四
相
相
違
」
を
略
し
た
言
葉
で
、
言
辞
と
意
味
内
容
の
相
違
を
指
摘
し
、
論

破
す
る
因
明
の
論
議
法
で
あ
る
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
遊
女
・
阿
古
屋
は
、
名
裁
判
官
重
忠
を
「
四
相
を
さ
と
る
御
方
」、

因
明
に
通
じ
た
人
物
と
評
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
重
忠
は
、
阿
古
屋
に
琴
を
弾
か
せ
、
そ
の
心
に
偽
り
の
な
い
と
判
決
を
下
す

と
い
う
結
末
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
因
明
活
用
の
実
効
」
と
し
て
の
法
廷
論
議
の
例
で
あ
り
、
浄
瑠
璃
と
い
う
文
学
・
演
劇
・
劇
場
に
お

け
る
論
議
の
例
で
あ
る
。

雲
英
晃
耀
の
因
明
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
、
因
明
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
因
明
活
用
の
実
効
」
と
し
て
の
論
議
中
心
で
あ
り
、
そ

の
歴
史
研
究
は
、
論
議
の
政
治
や
司
法
か
ら
、
文
学
・
芸
能
に
ま
で
広
く
因
明
論
議
が
実
用
的
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
追
求
す
る

論
議
史
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
議
論
を
前
提
と
し
た
弁
論
三
法
の
場
と
し
て
議
会
・
法
廷
・
劇
場
を
挙
げ
、
尾
崎

行
雄
が
演
説
の
場
と
し
て
国
会
・
審
判
・
寺
院
を
挙
げ
た
。
雲
英
晃
耀
の
論
議
史
研
究
は
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
射
程
に
い
れ
た
研
究
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
「
因
明
活
用
の
実
効
」
の
論
証
を
重
要
視
す
る
姿
勢
は
、
西
洋
論
理
学
の
内
の
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
論
理
学
が
明

治
十
二
年
に
戸
田
欽
堂
『
論
事
矩
』
に
よ
り
初
訳
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
に
学
ん
だ
山
辺
丈
夫
以
下
の
七
名
が
実
業
界
や

官
界
で
活
躍
。
ま
た
帝
国
大
学
そ
の
他
で
も
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
著
書
に
よ
る
講
義
が
始
ま
り
、
そ
の
実
用
性
は
応
用
経
済
学
、
金
融
学
に
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展
開
し
な
が
ら
、
広
が
っ
て
い
っ
た

）
11
（

。
雲
英
晃
耀
は
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
翻
訳
書
を
読
み
、
そ
の
西
欧
論
理
学
の
実
用
的
広
が
り
に
対
抗

す
る
た
め
「
因
明
活
用
の
実
効
」
す
な
わ
ち
日
本
の
伝
統
的
論
理
学
で
あ
る
因
明
も
実
用
的
に
広
が
っ
て
い
た
事
の
証
明
と
し
て
、
日

本
論
議
史
の
発
掘
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

雲
英
晃
耀
は
、
幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
て
、
積
極
的
に
幕
府
に
、
新
政
府
に
、
国
や
仏
教
神
道
な
ど
を
護
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
の

脅
威
を
訴
え
た
。
そ
れ
が
明
治
二
年
の
『
護
法
総
論
』
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
初
頭
の
仏
教
界
は
、
明
治
元
年
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
廃
仏
毀
釈
の
混
乱
や
、
明
治
四
年
の
上
知
令
で
境
内
墓
地
以
外
の
土
地
返
納
、
明
治
五
年
の
教
部
省
設
置
に
よ
り
、

僧
侶
は
神
道
主
義
の
国
民
教
化
を
す
る
こ
と
と
な
る
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
脅
威
以
上
の
苦
難
を
経
て
、
明
治
十
年
の
教
部
省
廃
止
の

頃
か
ら
、
仏
教
界
の
覚
醒
的
動
き
が
活
発
と
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
雲
英
晃
耀
も
新
た
な
仏
教
の
提
案
を
す
る
の
で
あ
る
。

明
治
の
文
明
開
化
は
、
福
沢
諭
吉
の
実
用
重
視
・
演
説
・
議
論
の
提
案
以
降
、
空
前
の
演
説
・
議
論
文
化
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
そ

の
演
説
・
議
論
は
、
憲
法
制
定
・
国
会
開
設
要
求
と
な
っ
て
、
燃
え
上
が
っ
て
ゆ
く
。
演
説
・
議
論
の
技
術
論
は
、
そ
の
根
底
に
ロ
ジ
ッ

ク
を
発
見
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
西
洋
論
理
学
書
の
積
極
的
な
翻
訳
が
明
治
十
年
頃
か
ら
活
発
と
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
雲
英
晃
耀
は
、
東
洋
に
も
因
明
と
い
う
論
理
学
が
あ
り
、
そ
の
因
明
は
、
ロ
ジ
ッ
ク
が
思
考
の
論
理
を

重
視
す
る
の
に
対
し
て
、
論
議
に
お
け
る
論
理
を
重
視
す
る
も
の
で
、
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
政
界
・
司
法
界
に
積
極
的

広
報
活
動
を
推
進
す
る
。
こ
の
中
で
、
日
本
に
因
明
伝
来
以
後
、
論
議
を
重
視
す
る
風
潮
が
生
み
出
さ
れ
、
政
界
・
司
法
界
か
ら
一
般

庶
民
に
至
る
ま
で
、
因
明
の
論
議
が
公
平
公
正
な
論
議
を
生
み
出
す
こ
と
を
日
本
人
が
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
日
本
の
論
議
史



一
二
三

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

を
発
掘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
因
明
の
実
用
的
活
用
と
し
て
の
論
議
こ
そ
が
、
雲
英
の
新
し
い
仏
教
の
提
案
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治

二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
雲
英
晃
耀
『
東
洋
新
々
因
明
発
揮
』
を
発
表
す
る
。

東
洋
ニ
ハ
因
明
即
チ
醯
都
費
陀
ア
リ
。
西
洋
ニ
ハ
論
理
即
チ
路
日
克
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
ア
リ
。
蘭
菊
美
ヲ
争
ヒ
金
玉
光
ヲ
競
フ
ト
雖

モ
、
対
照
比
較
ス
ル
ニ
互
ニ
優
劣
得
失
ア
リ
。
因
テ
今
二
論
法
ノ
長
所
ヲ
撰
取
シ
テ
、
別
ニ
機
軸
ヲ
出
シ
、
新
々
因
明
ト
名
ク
ル

）
11
（

。

因
明
と
ロ
ジ
ッ
ク
を
比
較
し
、
そ
の
長
所
を
選
び
取
っ
て
、
新
々
因
明
と
し
て
発
表
し
た
。

こ
れ
を
契
機
に
、
因
明
論
争
が
起
こ
る
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
六
月
の
『
哲
学
会
雑
誌
』
二
十
八
号
に
、
村
上
専
精
が
「
因

明
ト
ろ
じ
つ
く
ノ
對
照
」
と
い
う
論
文
を
発
表
す
る
。
村
上
は
、
因
明
と
ロ
ジ
ッ
ク
を
比
較
し
て
、
ロ
ジ
ッ
ク
は
自
悟
的
思
想
で
あ
る
と
し
、

思
想
運
用
の
順
序
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
因
明
は
他
人
に
説
明
を
要
す
る
悟
他
的
言
語
の
規
律
と
し
た
。
そ
し
て
「
此
頃
或
ル
因
明

学
者
ア
リ
テ
一
ノ
新
機
軸
ヲ
発
明
ス
ト
称
シ
」
と
、
名
前
は
挙
げ
て
い
な
い
も
の
の
「
意
ヲ
解
ス
ル
ニ
甚
ダ
苦
シ
ム
者
ナ
リ
」
と
批
判

し
た

）
11
（

。
同
年
六
月
に
、
大
西
祝
が
『
哲
学
会
雑
誌
』
二
十
八
号
に
「
因
明
に
つ
き
て
其
一
」・
二
十
九
号
「
其
二
」
を
発
表
。
大
西
は
、

因
明
に
は
古
代
因
明
と
近
世
因
明
が
あ
り
、
古
代
因
明
は
例
證
的
論
法
で
あ
り
、
近
世
因
明
は
演
繹
論
法
で
、
全
く
別
種
の
論
法
で
あ

る
と
し
た
。
そ
し
て
「
其
三
」
に
お
い
て
雲
英
の
因
明
に
つ
い
て
東
西
の
論
理
法
を
折
衷
し
た
一
大
新
法
は
、「
志
は
予
輩
深
く
嘉
み

せ
ざ
る
を
得
ず
」
と
言
い
な
が
ら
、
雲
英
の
新
々
因
明
は
「
因
明
固
有
の
特
性
を
棄
て
て
西
洋
論
理
の
方
式
に
化
し
去
ら
ん
と
す
る
者

に
外
な
ら
ず
」
と
し
、「
兜
を
脱
い
で
西
洋
の
論
理
学
に
降
参
せ
ん
と
す
。
余
輩
豈
に
其
衰
運
を
嘆
ぜ
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
批
判
し
た

）
11
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
雲
英
晃
耀
が
反
論
、
大
西
祝
が
再
反
論
を
繰
り
返
す
。
そ
の
後
、
村
上
専
精
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
四

五
五
頁
に
及
ぶ
『
活
用
講
述
因
明
学
全
書
』
を
出
版
し
、
因
明
は
八
大
部
門
に
分
か
れ
、
言
語
に
属
す
る
四
門
と
、
思
想
に
属
す
る
四

門
が
あ
り
、
言
語
を
重
ん
ず
る
悟
他
主
義
論
理
学
で
あ
る
と
し
、
西
洋
の
帰
納
的
研
究
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
得
れ
ば
、「
完

全
無
欠
ノ
論
理
学
ト
ナ
ラ
ン
」
と
結
ん
だ

）
11
（

。
大
西
祝
は
、
明
治
二
十
四
年
か
ら
東
京
専
門
学
校
で
、「
論
理
学
」
を
講
じ
、
翌
年
に
は
、『
哲



一
二
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

学
会
雑
誌
』
六
四
号
に
「
形
式
的
論
理
学
ノ
三
段
論
法
、
因
明
ノ
三
支
作
法
並
弥
児
ノ
帰
納
則
ヲ
論
ズ
」
を
発
表
し
、
ミ
ル
の
論
理
学

と
因
明
を
通
し
て
「
新
し
き
論
理
学
の
研
究
に
入
る
」
宣
言
を
し
、
研
究
を
進
展
さ
せ
た
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
三
十
六

歳
の
若
さ
で
没
し
、
そ
の
遺
稿
と
し
て
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
『
論
理
学
』
が
出
版
さ
れ
た

）
11
（

。
ま
た
こ
の
年
、
今
井
清
吉
の

『
因
明
学
綱
要
』
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
因
明
研
究
は
活
性
化
し
た
。
こ
う
し
た
因
明
研
究
の
流
れ
に
関
し
て
、
舟
山
信
一
は
「
明
治

論
理
学
史
に
お
い
て
因
明
の
研
究
家
と
し
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
は
雲
英
晃
耀
」
と
し
、
因
明
と
ギ
リ
シ
ャ
論
理
学
の
起

源
問
題
や
、
論
理
学
上
の
特
性
と
し
て
の
自
悟
・
悟
他
の
比
較
問
題
な
ど
雲
英
に
発
し
て
以
後
の
因
明
学
者
が
継
続
的
に
検
討
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た

）
11
（

。
ま
た
師
茂
樹
は
「
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
因
明
学
は
、
近
代
化
と
い
う
社
会
状
況
の
な
か
で
仏
教
と

い
う
範
囲
を
越
え
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
反
面
、
扱
う
文
献
と
し
て
は
『
因
明
入
正
理
論
』
と
基
『
因
明
入
正
理
論
疏
』
に
基
づ
い
て

い
た
た
め
、
ベ
ー
ス
と
な
る
理
論
と
し
て
は
伝
統
的
な
議
論
の
範
囲
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
研
究
者
の
な
か
で
の
文
献
学
、

仏
教
思
想
史
学
と
し
て
閉
じ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
西
洋
論
理
学
や
政
治
活
動
の
よ
う
な
も
の
へ
開
か
れ
て
い
た
性
格
が
失
わ
れ
て
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

）
11
（

。

雲
英
が
重
視
し
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
論
理
学
の
単
な
る
比
較
や
優
劣
で
は
な
い
。
雲
英
晃
耀
が
願
っ
た
の
は
「
因
明
活
用
ノ
実
効
」

で
あ
る
。
社
会
に
そ
し
て
政
界
や
司
法
に
お
け
る
活
用
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
雲
英
が
比
較
し
た
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
論
理

学
が
、
経
済
学
と
し
て
実
業
界
に
、
財
政
学
と
し
て
官
界
に
活
用
が
広
が
っ
て
ゆ
く
現
実
を
見
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
論
理
学

と
し
て
の
生
き
残
り
を
か
け
た
対
抗
姿
勢
と
し
て
「
因
明
活
用
ノ
実
効
」
を
目
指
し
た
と
言
え
る
。
雲
英
が
日
本
の
歴
史
の
中
に
論
議

史
を
見
出
し
た
の
も
、
因
明
が
日
本
の
社
会
の
中
で
実
効
あ
る
形
で
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
因
明
に
よ
る
論
議
を
こ

の
明
治
の
世
に
復
活
さ
せ
ん
と
す
る
企
望
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
の
因
明
学
者
と
の
論
争
の
中
で
、「
因
明
活
用
ノ
実
効
」

が
、
他
の
因
明
学
者
を
動
か
す
こ
と
は
な
く
、
政
界
や
法
曹
界
で
の
因
明
の
実
効
あ
る
活
用
は
忘
れ
ら
れ
、
師
氏
の
言
う
よ
う
に
、
論



一
二
五

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

争
は
思
想
論
争
に
閉
じ
ら
れ
、
論
議
史
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
雲
英
晃
耀
の
実
用
的
新
し
い
仏
教
の
提
案
は
、

引
き
継
が
れ
ず
、
終
息
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

近
年
の
論
義
研
究
の
成
果
は
、
二
〇
二
〇
年
に
刊
行
の
楠
淳
證
編
集
の
『
日
本
仏
教
と
論
義
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
中
の
二
十
一
の
論
考
は
、
古
代
南
都
の
論
義
か
ら
宗
派
を
越
え
て
展
開
し
た
中
世
の
論
義
、
更
に
芸
能
・
文
学
・
社
会
現
象
と
の

関
わ
り
ま
で
論
義
研
究
の
対
象
が
広
が
っ
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
広
く
豊
か
な
論
議
の
歴
史
的
伝
統
を

最
初
に
発
掘
し
提
示
し
た
論
議
研
究
の
先
駆
け
と
し
て
、
雲
英
晃
耀
の
論
議
史
研
究
が
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の

論
義
研
究
が
教
学
史
や
教
理
史
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
更
な
る
論
議
史
研
究
の
広
が
り
を
願
っ
て
い
る
。

註（
１
）　「
論
義
」
と
「
論
議
」
は
、
共
に
対
論
を
前
提
に
す
る
が
、「
論
義
」
は
義
を
論
ず
る
と
い
う
教
義
的
側
面
を
重
視
す
る
表
記
で
あ
り
、「
論
議
」

は
、
漢
熟
語
に
多
い
類
似
の
動
詞
を
並
列
配
置
し
て
強
調
し
た
も
の
で
、
対
論
し
、
ま
と
め
る
意
味
の
動
詞
「
論
」
と
、
対
論
し
、
分
別

す
る
意
味
の
動
詞
「
議
」
の
、
両
者
の
共
通
意
味
で
あ
る
対
論
す
る
動
作
を
強
調
し
て
い
る
熟
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、
対
論
・
討
論
と
い

う
面
を
重
視
す
る
表
記
と
判
断
使
用
す
る
。「
論
議
」
は
、
維
新
期
に
西
洋
的
な
討
論
形
式
が
導
入
さ
れ
る
と
、「
議
論
」
と
逆
転
使
用
さ
れ
、

広
い
公
的
な
場
に
向
か
う
対
論
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
漢
熟
語
の
増
産
期
で
あ
り
、
多
く
逆
転
漢
熟
語
が
作
ら
れ
た
。（
竹

中
憲
一
「
中
国
語
と
日
本
語
に
お
け
る
字
順
の
逆
転
現
象
」『
日
本
語
学
』
十
号
、
一
九
八
八
年
。）

（
２
）　
楠
淳
證
『
日
本
仏
教
と
論
義
』（
二
〇
二
〇
年
、
法
蔵
館
。）
五
七
五
頁
。
論
義
研
究
の
広
が
り
に
関
し
て
、
や
は
り
編
集
後
記
に
お
い
て
「
論

義
と
い
う
テ
ー
マ
を
ひ
ろ
く
「
宗
教
的
対
話
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
射
程
は
仏
教
の
教
理
問
答
に
と
ど
ま
ら
ず
、

儒
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
諸
宗
教
の
儀
礼
・
文
献
群
に
及
ぶ
ほ
か
、
律
令
や
文
学
の
講
義
・
注
釈
な
ど
あ
ら
ゆ
る
対
話
的
形
式
を
も
つ
文



一
二
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

献
群
に
広
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

（
３
）　
雲
英
晃
耀
の
伝
は
、
南
條
文
雄
撰
文
「
因
明
院
晃
耀
講
師
伝
」『
新
編
真
宗
全
書
史
伝
部
四
』（
思
文
閣
、
一
九
七
五
年
。
三
七
八
頁
）

に
詳
し
く
、「
安
休
寺
」
に
つ
い
て
は
『
愛
知
県
の
地
名

　
日
本
歴
史
地
名
大
系
23
』「
安
休
寺
」
の
項
。（
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）。

（
４
）　「
宣
教
師
の
渡
来
」『
ア
ジ
ア
仏
教
史
日
本
編
Ⅷ
近
代
仏
教
』（
佼
成
出
版
社
、
一
九
七
二
年
。
七
九
頁

（
５
）　
徳
重
浅
吉
「
解
題

　
護
法
総
論
」『
明
治
仏
教
全
集
』
第
八
巻
、
護
法
篇
。（
春
陽
堂
、
一
九
三
五
年
、
十
三
頁
）。
徳
重
浅
吉
『
維
新

政
治
宗
教
史
研
究
』（
目
黒
書
店
、
一
九
三
五
年
、
三
七
五
頁
）

（
６
）　
雲
英
晃
耀
「
護
法
総
論
」
定
盤
大
定
編
『
明
治
仏
教
全
集
』
第
八
巻
、
春
陽
堂
、
一
九
三
五
年
、
二
五
九
頁
。

（
７
）
右
同
、
二
六
一
頁
。

（
８
）　
雲
英
晃
耀
が
住
む
三
河
は
真
宗
地
盤
で
あ
り
、
徳
川
家
康
を
窮
地
に
追
い
詰
め
た
三
河
一
向
一
揆
の
地
で
あ
る
。
維
新
期
に
も
強
硬
な

寺
院
整
理
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
反
対
し
た
僧
侶
と
民
衆
数
千
人
が
押
し
寄
せ
、
菊
間
出
張
所
の
役
人
と
の
談
判
中
に
暴
徒
化
し
、
逃
げ
出

し
た
役
人
一
人
を
殺
害
し
て
し
ま
う
事
件
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
大
浜
騒
動
で
あ
る
。
遠
山
佳
治
「
大
浜
騒
動
の
社
会
的
背
景
」（『
幕
末
維

新
論
集
11

　
幕
末
維
新
の
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
。
初
出
は
『
岡
崎
市
史
研
究
』
第
八
号
、
一
九
八
六
）。

（
９
）　
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』
岩
波
文
庫

　
一
九
四
二
年

　
十
六
頁
。

（
10
）　
石
河
幹
明
『
福
沢
諭
吉
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
。

（
11
）　『
慶
応
義
塾
百
年
史
』
上
巻
、
慶
應
義
塾
、
一
九
三
五
年
。
六
七
六
頁
。

（
12
）　
尾
崎
行
雄
『
公
開
演
説
法
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
七
七
年
。

（
13
）　
小
笠
原
美
治
『
結
社
演
説
政
談
方
針
』
は
、
演
説
法
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
演
説
・
集
会
の
大
流
行
に
対
す
る
政
府
の
規
制
を
列
挙
・

解
説
す
る
も
の
で
、
政
府
の
厳
し
い
取
り
締
ま
り
は
、
演
説
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
は
な
く
、
反
動
を
抑
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
弁
明



一
二
七

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

を
基
本
的
基
調
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
14
）　
こ
れ
ら
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
15
）　
西
周
「
知
説
」『
西
先
生
論
集
四
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
七
七
年
。
三
五
頁

（
16
）　
西
周
『
致
知
啓
蒙
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
七
四
年
。
七
頁
。

（
17
）　
山
川
偉
也
「
西
周
『
致
知
啓
蒙
』
に
見
る
西
洋
形
式
論
理
学
の
本
邦
へ
の
導
入
に
つ
い
て
」『
総
合
研
究
所
紀
要
』
十
九
（
三
）、
一
九
九
四
年
。

（
18
）　
西
周
「
演
説
会
ノ
説
」『
西
周
全
集
』
第
三
巻
、
宗
高
書
房
、
一
九
六
六
年
。
二
九
一
頁
。

（
19
）　
西
周
は
、
明
治
七
年
六
、
七
月
に
は
ロ
ジ
ッ
ク
を
致
知
学
と
訳
し
、
十
一
、
十
二
月
に
論
理
学
と
訳
し
た
（
船
山
信
一
（『
明
治
論
理

学
史
研
究
』
理
想
社
、
一
九
六
六
年
、
二
十
頁
）。
こ
の
「
演
説
会
ノ
説
」
の
直
後
に
「
論
理
学
」
と
訳
す
こ
と
に
な
る
。

（
20
）　
注
十
二
同
。
五
四
頁
。

（
21
）　『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集

　
十
八
巻

　
弁
論
術
・
詩
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
。
三
六
頁
。
弁
論
の
行
わ
れ
る
場
に
関
し
て
は
、

補
注
に
分
析
が
あ
る
。（
３
）
の
演
示
・
劇
場
に
関
し
て
は
、
Ｗ
・
リ
ー
ス
・
ロ
バ
ー
ツ
の
英
訳
（Rhetoric,A

ristotle, T
ranslated

　

by W
,Rhys Roberts

）
で
はthe cerem

onial oratory of display

と
あ
り
、
儀
礼
的
弁
論
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｇ
．Ｅ
．Ｒ
．ロ
イ
ド

も
「
儀
式
で
の
弁
論
」
と
し
て
い
る
。（
Ｇ
．Ｅ
．Ｒ
．ロ
イ
ド
、
川
田
殖
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
思
想
の
成
長
と
構
造
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
三
。
二
三
八
頁
。）
こ
れ
ら
で
は
宗
教
的
儀
礼
で
の
弁
論
・
演
説
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　
ブ
ー
ヴ
ィ
エ
ー
ル
著
『
法
律
格
言
』
元
老
院
蔵
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
七
八
年
。
二
四
八
頁
。

（
23
）　
井
上
琢
智
『
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
思
想
と
経
済
学-

科
学
者
か
ら
経
済
学
者
へ
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
七
年
）

（
24
）　
佐
久
間
剛
三
訳
、
ポ
ウ
エ
ト
リ
ー
著
『
論
理
原
論
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
八
年
）
の
末
尾
広
告
。

（
25
）　
大
田
一
廣
・
鈴
木
信
雄
・
高
哲
男
・
八
木
紀
一
郎
編
『
経
済
学
思
想
史-

社
会
認
識
の
諸
類
型
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
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で
は
、
第
一
編
を
「
経
済
学
の
古
典
的
世
界
」
に
置
き
、
第
二
編
を
「
現
代
経
済
学
の
諸
相
」
と
し
、
そ
の
冒
頭
に
「
Ｗ
・
ス
タ
ン
レ
ー
・

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
「
科
学
者
か
ら
経
済
学
者
へ
」
を
配
置
し
、
現
代
経
済
学
を
開
い
た
人
物
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
数
学
と

論
理
学
を
基
礎
に
、
経
済
的
政
策
を
提
言
し
た
人
物
と
評
し
て
い
る
。

（
26
）　
山
辺
丈
夫
は
『
孤
山
の
片
影-

山
辺
丈
夫
』（
福
音
印
刷
、
一
九
二
三
年
。『
人
物
で
読
む
日
本
経
済
史
13
』
ゆ
ま
に
出
版
、
一
九
九
八
年
復
刻
）

に
よ
る
と
「
我
が
工
業
界
の
父
」
と
言
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
山
辺
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
に
学
び
、
そ
の
講
義
ノ
ー
ト
が

残
さ
れ
て
い
る
。
井
上
琢
智
（『
黎
明
期
日
本
の
経
済
思
想
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
二
頁
）
に
よ
る
と
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
経

済
学
の
影
響
は
純
粋
経
済
学
で
は
な
く
、「
応
用
経
済
学
」
で
あ
り
、
帰
国
後
は
そ
の
応
用
の
た
め
実
業
界
に
進
み
、
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
し
た
。
そ
し
て
阿
部
秀
二
郎
（「
山
辺
丈
夫
の
ノ
ー
ト
に
関
す
る
一
考
察
ー
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
と
の
関
係
ー
」
で
は
、
山
辺
は
ジ
ェ
ヴ
ォ

ン
ズ
が
当
時
格
闘
し
て
い
た
労
働
問
題
を
受
容
し
、
そ
れ
を
企
業
経
営
に
活
か
し
た
と
い
う
。

（
27
）　
ス
タ
ン
レ
ー
・
ゼ
ボ
ン
『
経
済
論
（［
ゼ
］
氏
）』（
安
田
源
次
郎
訳
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
二
年
）

に
お
い
て
経
済
の
根
本
に
財
貨
を
お
き
（
三
頁
）、
そ
の
性
質
を
論
理
学
を
応
用
し
て
三
つ
に
規
定
し
（
十
九
頁
）、
自
分
の
経
済
学
の
根

幹
に
論
理
学
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

（
28
）　
ス
タ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ボ
ン
ス
『
貨
幣
説
』（
文
部
省
編
輯
局
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
三
年
。）
の
冒
頭

の
「
貨
幣
説
例
言
」
に
お
い
て
「
氏
ハ
方
今
ノ
一
名
家
ニ
シ
テ
別
ニ
経
済
書
論
理
書
等
其
他
数
部
ノ
著
述
ア
リ
」
と
、
論
理
学
学
者
・
経

済
学
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
29
）　
雲
英
晃
耀
『
因
明
初
歩
』、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
一
年
。

（
30
）　
キ
リ
ス
ト
教
を
危
険
視
す
る
姿
勢
は
、
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
政
府
に
も
強
く
あ
り
、
そ
れ
が
徳
川
幕
府
の
禁
教
政
策
の
継
続
と
な
り
、

浦
上
四
番
崩
れ
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
流
罪
と
な
る
。
そ
の
処
罰
を
巡
っ
て
、
列
国
代
表
の
英
公
使
パ
ー
ク
ス
の
度
重
な
る
抗
議
の
末
、
明
治



一
二
九

明
治
初
期
の
論
議
言
説
と
仏
教
論
議
史
研
究

　―
雲
英
晃
耀
を
中
心
に
―

六
年
に
切
支
丹
禁
教
高
札
撤
去
と
な
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
布
教
許
可
で
は
な
く
、
禁
教
処
罰
し
な
い
黙
許
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿

勢
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
は
危
惧
す
る
程
に
は
広
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
関
し
て
は
、
鈴
木
裕
子
「
明
治
政
府
の

キ
リ
ス
ト
教
政
策

　
高
札
撤
去
に
至
る
迄
の
政
治
過
程
」（『
史
学
雑
誌
』
八
六
（
二
）、
一
九
七
七
）
に
詳
し
い
。

（
31
）　
雲
英
晃
耀
『
因
明
大
意
』、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
一
年
、
三
頁
。

（
32
）　
戸
田
欽
堂
訳
『
論
事
矩

　
上
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
七
九
年
）
第
三
章
に
お
い
て
「
論
法
ハ
三
段
ノ

命
題
三
箇
ノ
語
格
ニ
テ
成
リ
」
と
、
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
中
巻
で
は
「
十
章
三
段
論
法
」「
十
一
章
三
段
論
法
之
規
定
」「
十

二
章
憶
説
三
段
論
法
」
と
三
章
を
費
や
し
て
論
じ
て
い
る
。
三
段
論
法
を
こ
れ
だ
け
費
や
し
て
論
じ
た
も
の
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
33
）　
注
31
同
、
四
頁
。

（
34
）　
注
31
同
、
五
頁
。

（
35
）　
注
31
同
、
六
頁
。

（
36
）　
幕
府
に
よ
る
和
親
条
約
は
不
平
等
条
約
で
あ
る
と
す
る
説
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
幕
府
や
維
新
初
期
に
は
存
在
せ
ず
、

新
政
府
に
よ
っ
て
不
平
等
条
約
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
克
服
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
、
不
平
等
要
素
の
関
し
て
も
、
中

国
や
他
と
比
較
し
て
、
不
平
等
と
の
断
定
に
も
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
森
田
朋
子
「
不
平
等
」
条
約
と
領
事
裁
判
権

　
開
港
直
後

の
日
英
交
渉
を
中
心
と
し
て
」（『
史
学
雑
誌
一
〇
五
・
四
一
九
八
六
年
』。
加
藤
祐
三
・
川
北
稔
『
ア
ジ
ア
と
欧
米
世
界

　-

世
界
の
歴
史

25
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
、
三
五
三
頁
）、
諸
洪
一
「
近
代
東
ア
ジ
ア
の
黎
明
に
関
す
る
一
試
論

　
日
米
和
親
条
約
と
日
朝
修
好
条
規
」

（『
札
幌
学
院
大
学
人
文
学
会
紀
要
』〔
九
六
〕
二
〇
一
四
年
）。
荒
野
泰
典
「
近
世
の
国
際
関
係
と
「
鎖
国
・
開
国
」
言
説
」『
お
茶
の
水

女
子
大
学
比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報

　〔
十
一
〕
二
〇
一
五
年
な
ど
。

（
37
）　
雲
英
晃
耀
『
因
明
活
眼
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
四
年
、
一
頁
。
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（
38
）　
雲
英
晃
耀
『
因
明
学
協
会
報
告
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
九
〇
年
、
二
十
三
頁
。

（
39
）　
前
提
『
因
明
活
眼
』、
二
十
頁
。

（
40
）　
長
谷
川
千
四
「
壇
浦
兜
軍
記
」『
浄
瑠
璃
名
作
集

　
上
』
日
本
名
著
全
集
江
戸
文
芸
之
部
第
六
巻
、
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
、

四
二
五
頁
。
全
五
幕
か
ら
な
り
、
第
三
幕
が
「
阿
古
屋
琴
責
」
の
段
と
し
て
有
名
と
な
り
、
歌
舞
伎
で
は
こ
こ
だ
け
を
演
じ
て
い
る
。

（
41
）　
雲
英
晃
耀
『
因
明
学
協
会
報
告
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
九
〇
年
、
四
十
六
頁
。

（
42
）　
井
上
琢
智
「
第
七
章
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
経
済
学
の
導
入
と
展
開
」（『
黎
明
期
日
本
の
経
済
思
想
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
と
、

影
響
は
実
業
界
官
界
に
及
び
、
雲
英
が
因
明
講
演
し
た
帝
大
・
東
京
専
門
学
校
で
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
著
の
講
義
も
あ
っ
た
（
一
九
六
頁
）。

（
43
）　
雲
英
晃
耀
『
東
洋
新
々
因
明
発
揮
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
八
九
年
、
二
頁
。

（
44
）　
村
上
専
精
「
因
明
ト
ろ
じ
つ
く
ノ
對
照
」
六
月
の
『
哲
学
会
雑
誌
』
二
十
八
号
。
一
八
八
九
年
。
村
上
に
因
明
を
教
え
た
の
は
雲
英
で
あ
る
。

村
上
二
十
五
歳
の
頃
に
徹
底
的
に
因
明
の
古
典
を
教
え
て
い
る
。
そ
の
師
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

（
45
）　
大
西
祝
「
論
理
学
付
録

　
因
明
に
つ
き
て
」『
大
西
祝
全
集
1

　
論
理
学
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
七
十
三
頁
。
大
西

と
雲
英
の
論
争
経
緯
は
同
書
附
録
等
四
の
七
十
四
頁
。

（
46
）　
村
上
専
精
『
活
用
講
述
因
明
学
全
書
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
八
九
一
年
、
四
五
四
頁
。

（
47
）　
大
西
祝
『
全
集
１

　
論
理
学
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
四
頁
。
大
西
祝
の
因
明
に
関
し
て
は
、
師
茂
樹
「
大
西
祝
『
論

理
学
』
に
お
け
る
因
明
理
解
」w

w
w
.academ

ia.edu/41405728

（
48
）　
船
山
信
一
『
明
治
論
理
学
史
研
究
』
理
想
社
、
一
九
六
六
年
、
五
十
頁
。

（
49
）　
師
茂
樹
「
明
治
に
お
け
る
因
明
研
究
」w

w
w
.academ

ia.edu/15999404/
明
治
に
お
け
る
因
明
研
究
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法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

は
じ
め
に

浄
土
宗
宗
祖
法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
、
以
下
、
全
て
の
尊
称
略
）
は
源
信
（
九
四
二
―
一
○
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
を
契

機
と
し
て
浄
土
門
に
入
っ
た
と
さ
れ（

１
）、

そ
の
説
に
は
『
往
生
要
集
』
が
多
く
引
用
さ
れ
る
。
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
𠩤
は
法
然
の
法
𠩤
に
お
け
る
源

信
の
名
称
や
『
往
生
要
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
源
信
の
著
作
の
名
称
を
調
査
し
、
そ
の
総
数
五
八
の
用
例
を
、「
自
己
の
主
張
を
論
証

す
る
も
の
」
五
一
例
、「
主
張
の
相
違
を
示
す
も
の
」
五
例
、「
源
信
を
批
判
す
る
も
の
」
二
例
に
分
類
し
、
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
自
己
の
主
張
を
論
証
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
念
仏
や
名
号
の
功
徳
性
を
述
べ

る
と
こ
ろ
に
特
に
多
用
さ
れ
る
。
し
か
し
法
然
は
源
信
を
手
ば
な
し
で
善
導
と
同
じ
よ
う
に
は
位
置
づ
け
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
明
確
に
主
張
の
ち
が
い
を
示
す
も
の
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
立
場
か
ら
か
え
っ
て
源
信
を
批
判
す
る
も
の
も
あ
る（

２
）。

法
然
が
源
信
を
用
い
る
際
は
ほ
と
ん
ど
が
法
然
と
同
じ
立
場
と
し
て
お
り
、
法
然
と
異
な
る
立
場
だ
と
す
る
用
例
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

法
然
が
文
治
六
（
一
一
九
○
）
年
（
法
然
五
八
歳
）
の
頃
に
東
大
寺
に
お
い
て
『
浄
土
三
部
経
』
の
講
説
を
行
っ
た
際
の
講
義
録
の
一

つ
と
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
釈
』
に
は
、
源
信
と
善
導
（
六
一
三
―
六
八
一
）・
法
然
と
の
違
い
を
示
す
数
少
な
い
用
例
が
あ
り
、
坪
井

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

下
　
端

　
啓

　
介
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俊
映
氏
や
齋
藤
蒙
光
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

３
）。

一
方
、
法
然
の
複
数
の
『
往
生
要
集
』
釈
書
に
は
内
容
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
箇
所
は
釈
書
の
成
立
順
序

を
判
断
す
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
議
論
で
は
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
用
例
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
『
無
量
寿
経
釈
』
の
説
示
を
起
点
と
し
て
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
成
立
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
て
い
る
内
容
の

矛
盾
と
い
う
点
に
検
討
を
加
え
た
い
。
さ
ら
に
、
法
然
に
お
い
て
複
数
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
並
存
し
て
い
た
可
能
性
と
、
そ
の
よ

う
な
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
成
立
に
お
け
る
課
題

法
然
の
『
往
生
要
集
』
釈
書
は
、『
往
生
要
集
釈
』（
以
下
、『
釈
』
と
略
）、『
往
生
要
集
詮
要
』（
以
下
、『
詮
要
』
と
略
）、『
往
生

要
集
料
簡
』『
往
生
要
集
略
料
簡
』
の
四
つ
が
現
存
し
て
お
り（

４
）、

そ
れ
ら
の
成
立
順
序
に
つ
い
て
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る（

５
）。

そ

の
中
で
林
田
康
順
氏
は
『
釈
』
→
『
詮
要
』
の
成
立
順
序
を
提
唱
し（

６
）、『

釈
』
及
び
『
詮
要
』
に
お
け
る
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
つ
い

て
、
後
世
の
加
筆
に
よ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る（

７
）。「

惣
結
要
行
」
と
い
う
の
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
第
七
「
惣
結
要
行
」

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
「
往
生
の
要
」
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

問
。
上

ノ
諸
門

ノ
中

ニ
所
レ
陳

ル
既
多

ケ
レ
ト
モ

、
未
レ
知
ラ三

何
ン
ノ

業
カ

爲
ル二
コ
ト
ヲ

往
生

ノ
要
ト一

。
答
。
大
菩
提
心

ト
、
護
ル二
ト

三
業
ヲ一

、
深

ク
信

シ
、

至
シレ
テ

誠
、
常

ニ
念
セレ
ハ

佛
、
隨
ヒレ

願
、
決
定

シ
テ

生
セ二
ン

極
樂（

８
）ニ一

。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
説
か
れ
た
往
生
行
の
中
で
「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
①
大
菩
提
心
と
②
三
業
を
護
る
こ

と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
⑦
願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
七
法
を
答
え



一
三
三

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
惣
結
要
行
」
に
つ
い
て
法
然
は
二
通
り
の
解
釈
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、『
釈
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
「
惣

結
要
行
」
を
『
往
生
要
集
』
の
正
意
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。

先
ツ

發
シ二

縁
事

ノ
大
菩
提
心
ヲ一

、
次

ニ
持
テ二

十
重

ノ
木
叉
一
、
以
テ㆓

深
信

ト
至
誠
ト一
ヲ

、
常

ニ
稱
シ二

彌
陀

ノ
名
號
ヲ一

、
隨
テレ

願
ニ

、
決
定

シ
テ

得
ヘ二
シ

往

生
ヲ一

。
是

レ
則
、
此

ノ
集

ノ
正
意

ナ
リ

也（
９
）。

ま
た
一
方
で
、「
惣
結
要
行
」
を
『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
も
残
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
『
釈
』
に
お
け
る
次
の

よ
う
な
説
示
で
あ
る
。

云
フ二

大
菩
提
心
、
護
三
業
、
深
信
、
至
誠
、
常
、
念
佛
、
隨
願
、
決
定
往
生
極
樂
ト一

。
此

レ
尚

ヲ
准
シレ
テ

問
ニ

雖
レ
尋
ト二

要
否
ヲ一

、
是

レ
且

ク

助
念
門

ノ
意

ナ
リ

也
。
非
二
此

ノ
集

ノ
正
意
ニ一
ハ

也
）
（1
（

。

『
釈
』
で
は
後
者
の
立
場
と
し
て
「
要

ト
ハ

者
、
約
二
念
佛

ノ
一
行
ニ一

勸
進

ス
ル

文
、
是

ナ
リ

也
）
（（
（

」
と
述
べ
、
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
第
四
「
観

察
門
」
や
大
文
第
八
念
仏
証
拠
の
文
言
に
よ
っ
て
、
念
仏
を
勧
め
る
説
示
を
『
往
生
要
集
』
の
正
意
と
す
る
。
特
に
法
然
は
大
文
第
八

念
仏
証
拠
に
お
い
て
諸
行
と
相
対
し
て
念
仏
を
勧
め
る
点
に
注
目
し
て
い
る
。

林
田
氏
は
二
つ
の
「
惣
結
要
行
」
解
釈
の
中
、
前
者
の
解
釈
を
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
呼
び
、
後
者
の
解
釈
を
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
と
呼
ぶ
。

『
釈
』
や
『
詮
要
』
に
お
け
る
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
つ
い
て
林
田
氏
は
、
後
世
の
加
筆
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、

形
式
面
及
び
前
後
の
説
示
と
解
釈
が
矛
盾
す
る
と
い
う
内
容
面
を
挙
げ
て
い
る

）
（1
（

。
松
岡
法
之
氏
は
林
田
氏
の
立
場
を
さ
ら
に
進
め
て
、

法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
と
い
う
見
方
に
お
い
て
は
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
→
『
要
集
釈
』（
Ａ
釈
の
み
）
→
『
詮
要
』（
惣
結
要

行
釈
な
し
）
と
い
う
順
序
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
正
に
助
念
仏
か
ら
但
念
仏
へ
と
関
心
の
重
き
が
移
っ
て
い
く
過
程
、『
往
生

要
集
』
の
念
仏
か
ら
善
導
の
念
仏
へ
と
傾
倒
し
て
い
く
過
程
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
（1
（

と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
松
岡
氏
は
四
釈
書
の
成
立
年
代
に
関
し
て
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『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
か
ら
三
部
経
講
説
、『
選
択
集
』
へ
と
い
う
流
れ
の
中
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
（
聖
意
）
に
裏
付
け
ら
れ
た

称
名
念
仏
に
よ
る
往
生
を
、
思
想
、
信
仰
の
深
ま
り
と
共
に
確
信
し
て
い
く
過
程
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

則
ち
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
を
、『
選
択
集
』
以
後
は
固
よ
り
、
三
部
経
講
説
以
後
の
法
然
が
著
し
た
と
す
る
に
は
首
肯
し
得
な

い
所
以
で
あ
る

）
（1
（

と
述
べ
る
。
さ
ら
に
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
か
ら
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
へ
の
過
程
に
つ
い
て

特
に
Ａ
釈
と
Ｂ
釈
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
矛
盾
す
る
記
述
は
、
法
然
の
中
で
そ
の
こ
と
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
う
し
た
思
想
の
変
化
に
要
す
る
時
間
的
な
経
過
を
内
包
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る

）
（1
（

と
考
察
し
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
→
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
へ
の
変
化
に
時
間
的
隔
た
り
を
含
め
て
い
る
。

次
の
章
に
お
い
て
詳
説
す
る
が
『
無
量
寿
経
釈
』
で
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
当
た
る
説
示
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

三
部
経
講
説
よ
り
前
に
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
→
『
要
集
釈
』（
Ａ
釈
の
み
）
→
『
詮
要
』（
惣
結
要
行
釈
な
し
）
と
い
う
順
序
で
、
し
か

も
そ
こ
に
時
間
的
な
経
過
を
含
ん
で
『
往
生
要
集
』
釈
書
が
成
立
し
た
と
す
る
松
岡
氏
の
説
は
、
十
分
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は

言
え
な
い

）
（1
（

。
し
か
し
松
岡
氏
が
述
べ
る
「
時
間
的
な
経
過
」
と
い
う
観
点
は
注
目
に
値
す
る
。
松
岡
氏
は
検
討
し
て
い
な
い
が
、「
惣

結
要
行
Ａ
釈
」
と
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
が
同
時
期
に
存
在
し
た
可
能
性
は
果
た
し
て
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
法
然
の
『
往
生
要
集
』
釈
書

で
は
様
々
な
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
釈
書
の
成
立
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
異
な
る
解
釈
の
間
に
時
間
的
な
隔

た
り
が
あ
る
の
か
否
か
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
で
も
っ
て
『
無
量
寿
経
釈
』
の
説
示
を
見
て
い
く
。
底
本
に
つ
い
て
は

寛
永
九
年
版
の
も
の
を
用
い
る
が
、
そ
も
そ
も
『
無
量
寿
経
釈
』
を
は
じ
め
『
観
無
量
寿
経
釈
』・『
阿
弥
陀
経
釈
』
を
合
わ
せ
た
現
存

の
『
三
部
経
釈
』
に
は
新
層
と
古
層
が
あ
り
、
法
然
の
主
著
で
あ
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
岸
一
英
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
つ
い
て
は
復
元
さ
れ
た
古
層
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が

）
（1
（

、『
無
量
寿
経
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法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

釈
』
に
お
い
て
は
岸
氏
に
よ
っ
て
如
何
な
る
箇
所
が
新
層
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
古
層
の
全
容
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
岸
氏
の
論
稿
に
基
づ
い
て
筆
者
が
古
層
だ
と
判
断
し
た
箇
所
を
用
い
る

）
（1
（

。

二
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
立
場

『
無
量
寿
経
釈
』
で
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
四
釈
書
に
お
け
る
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
当
た
る
説
示
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
『
無
量
寿
経
』
巻
下
の
三
輩
の
文
に
つ
い
て
、
念
仏
往
生
に
①
但
念
仏
往
生
、
②
助
念
仏
往
生
、
③
但
諸
行
往
生

）
11
（

の
三
つ
が
あ
る

と
し
、
そ
の
②
助
念
仏
往
生
は
①
同
類
の
善
根
と
②
異
類
の
善
根
に
よ
っ
て
念
仏
を
助
成
す
る
と
分
類
し
た
中
の
②
異
類
の
善
根
に
つ

い
て
の
説
示
で
あ
る
。

二
ニ

異
類

ノ
善

ト
者
、
是

レ
往
生
要
集

ノ
意
―
也
。
彼

ノ
集

ノ
中

ニ
立
テ二

十
門
ヲ一

、
釋
ス二

念
佛
往
生
ヲ一

。
且
ク―

其
ノ―

中
ノ

第
四

ハ
正
修
念
佛
、
第

五
ハ

助
念
方
法

ナ
リ

。〈
云
云
〉
正
修
念
佛

ト
者
、
此

ニ
有
二
五
念
門
一
。
其
ノ―

中
ノ

第
四
觀
察
門

ハ
、
正
ク―

是
レ

念
佛
門
也
。〈
云
云
〉
助
念

方
法

ニ
有
レ
七
。
其

ノ
七

ト
者
。〈
云
云
〉
且

ク
第
七

ノ
惣
結
要
行

ニ
、
問

テ
云

ク
、「
上
諸
門
中
」
等
。〈
云
云
〉
此

ノ
義

ハ
即
、
似
タ二
リ

今
ノ

經
ノ

意
ニ一

。
此
ハ―

即
、
以
テ二

異
類

ノ
善
根
ヲ一

、
助
―二

成
ス
ル

念
佛
ヲ一

也
。
彼

ノ
集

ノ
意
、
以
レ
助
二
念
佛
ヲ一

、
爲
二
決
定
往
生

ノ
業
ト一

。〈
云
云

）
1（
（

〉

こ
こ
で
は
「
惣
結
要
行
」
を
挙
げ
、『
往
生
要
集
』
の
意
は
助
念
仏
を
決
定
往
生
業
と
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
正
し
く
四

釈
書
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
同
じ
立
場
で
あ
る
と
言
え
る

）
11
（

。

一
方
で
、
福
𠩤𠩤
氏
が
示
し
た
𠩤
𠩤
𠩤
く
の
説
示
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
釈
』
で
は
善
𠩤
と
同
じ
立
場
と
し
て
『
往

生
要
集
』
を
用
い
て
い
る
。
次
の
箇
所
は
、
善
𠩤
の
義
を
中
国
や
日
本
の
諸
師
に
依
っ
て
補
助
す
る
と
い
う
説
示
で
あ
る
。

五
ニ

日
本

ノ
源
信

ニ
有
二
二

ノ
意
一
。
一

ニ
ハ

三
重

ノ
問
答
、
二

ニ
ハ

專
修
等
。〈
立
二
十
門
一
、
專
明
二
念
佛
往
生
一
、
捨
二
諸
行
ヲ一

。
云
云
〉
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其
ノ―

中
ニ

至
テ二

第
八
門
ニ一

、
相
―ニ

對
シ
テ

念
佛

ト
諸
行
ト一
ヲ

、
有
二
三
番

ノ
問
答
一
。
後
日

ニ
可
レ
釋
レ
之

ヲ
。
是
レ―

則
チ

、
捨
テ二
テ

諸
行
ヲ一

取
ル二

念

佛
ヲ一

、
取
捨

ノ
意
―
也
。
次

ニ
至
二
第
十
門
ニ一

、
亦

タ
有
二
十
門

ノ
料
簡
一
。
謂

ク
極
樂

ノ
依
正
、
乃
至
第
十

ノ
助
道

ノ
人
法
也
。
其
ノ―

中
ニ

、

第
二
ノ

往
生

ノ
階
位

ノ
中

ニ
、
有
二
二

ノ
問
答
一
。
以
テ二

善
導

ノ
專
雜
二
修

ノ
義
ヲ一

、
問
答

シ
決
擇

ス
。
其

ノ
問
答
、
別

ニ
書
スレ

之
ヲ

、
可
シレ

見
。

故
ニ―

知
ヌ

。
惠
心

ノ
意
、
始

ニ
ハ

於
テ二

二
行
ニ一

論
シ二

取
捨
ヲ一

、
次

ニ
ハ

用
ル二

善
導

ノ
得
失

ノ
義
ヲ一

。〈
云
云

）
11
（

〉

こ
こ
で
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
八
念
仏
証
拠
の
問
答
や
大
文
第
十
問
答
料
簡
の
第
二
「
往
生
階
位
」
に
お
い
て
善
導
『
往
生
礼
讃
』

を
引
用
す
る
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
解
説
さ
れ
る
念
仏
は
、「
諸
行
を
捨
て
て
念
仏
を
取
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
諸
行

に
よ
る
助
け
を
必
要
と
し
な
い
念
仏
で
あ
り
、
但
念
仏
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る

）
11
（

。
そ
も
そ
も
『
無
量
寿
経
釈
』
で
述
べ
ら
れ
る
善
導

の
念
仏
と
い
う
の
は
但
念
仏
で
あ
り
、
諸
行
に
よ
る
助
け
を
必
要
と
し
な
い
念
仏
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
善
導
を
「
補
助
す
る
」
と
い
う

源
信
の
念
仏
も
ま
た
諸
行
に
よ
る
助
け
を
必
要
と
し
な
い
念
仏
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
い
て
法
然
は
、『
往
生
要
集
』
の
念
仏
に
つ
い
て
、
但
念
仏
だ
と
い
う
解
釈
と
助
念
仏
だ
と
い

う
解
釈
の
両
方
を
説
い
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
こ
れ
は
、『
往
生
要
集
』
の
念
仏
と
善
導
の
念
仏
が
同
じ
か
異
な
る
か
と
い
う
両
方

の
立
場
を
説
い
て
い
る
と
も
言
え
、
い
ず
れ
に
し
て
も
相
反
す
る
二
つ
の
解
釈
が
『
無
量
寿
経
釈
』
に
は
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
異
な
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
並
存
の
可
能
性

前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
は
異
な
る
立
場
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
並
存
し
て
い
る

）
11
（

。
異
な
る
立
場
が
同
じ

書
物
に
並
存
す
る
用
例
は
、
福
𠩤𠩤
𠩤
の
論
で
𠩤
げ
ら
れ
て
い
る

）
11
（

よ
う
に
「
十
七
條
御
法
語
」
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
『
往
生
要
集
』

の
念
仏
に
関
し
て
「
善
導
與
二
惠
心
一
相
違
義
事

）
11
（

」
と
も
「
善
導
ト
一
同
也

）
11
（

」
と
も
在
り
、
善
導
に
対
し
て
二
種
の
立
場
が
示
さ
れ
て



一
三
七

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

い
る

）
11
（

。
そ
も
そ
も
法
然
の
説
法
に
お
い
て
、
一
念
・
多
念
や
信
・
行
な
ど
、
両
立
し
が
た
い
説
示
は
散
見
さ
れ
る

）
1（
（

。
法
然
に
お
い
て
異

な
る
立
場
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
言
え
る
。

ま
た
『
往
生
要
集
』
の
念
仏
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
が
同
時
期
に
並
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
理
解
の

全
体
像
が
複
数
の
立
場
に
よ
る
解
釈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
異
な
る
釈
書
間
に
お
け
る
解
釈
に
お
い
て

も
例
外
で
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
但
念
仏
・
助
念
仏
と
い
う
互
い
に
対
立
す
る
解
釈
で
さ
え
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
相
対
関
係
に
な
い
解
釈
は
、
な
お
さ
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
釈
』
や
『
詮
要
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
解
釈
（
例

え
ば
『
釈
』
に
お
け
る
「
広
・
略
・
要
」
解
釈

）
11
（

や
『
詮
要
』
に
お
け
る
観
想
念
仏
と
称
名
念
仏
を
相
対
し
て
称
名
念
仏
を
選
ぶ
解
釈

）
11
（

）

が
あ
り
、
そ
う
し
た
別
々
の
釈
書
に
お
け
る
異
な
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
同
一
の
時
期
に
説
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る

）
11
（

。
こ
の
観
点
に
関
連
し
て
坪
井
俊
映
氏
は
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
関
係
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
往
生
要
集
詮
要
』
一
巻
に
は
別
行
本
は
な
く
、
そ
の
内
容
主
意
は
『
往
生
要
集
釈
』
一
巻
と
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
論
述

の
焦
点
が
異
な
っ
て
い
る
。『
詮
要
』
で
は
「
正
修
念
仏
門
」
に
説
く
称
念
（
三
想
）
説
が
中
心
で
あ
り
、『
要
集
釈
』
は
「
助
念

方
法
門
」
に
説
く
「
総
決
要
行
釈
」
に
中
心
点
が
あ
っ
て
、
解
説
す
る
部
分
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
か
さ
ん
と
す
る
意

図
は
同
一
で
あ
る

）
11
（

。

坪
井
氏
は
『
釈
』
と
『
詮
要
』
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
立
場
を
見
出
し
て
お
り
、
両
書
が
異
な
る
観
点
か
ら
『
往
生
要
集
』
を
解
釈

す
る
も
の
だ
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
『
往
生
要
集
』
で
は
持
戒
や
菩
提
心
も
勧
め
ら
れ
て
お
り
、
特
に
菩
提
心
に
つ
い
て
は
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
第
三
「
作

願
門
」
で
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る

）
11
（

。
さ
ら
に
そ
の
全
体
の
構
成
を
見
れ
ば
、
大
文
第
五
助
念
方
法
の
第
七
「
惣
結
要
行
」
を
中
心
と
し

た
助
念
仏
を
説
く
書
で
あ
り

）
11
（

、
ま
た
念
仏
に
つ
い
て
も
観
想
念
仏
を
中
心
に
説
き
、
そ
れ
に
堪
え
ら
れ
な
い
者
に
称
名
念
仏
を
勧
め
る
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と
い
う
形
式
で
あ
る

）
11
（

。
そ
の
こ
と
は
大
文
第
五
助
念
方
法
の
冒
頭
に
「
一
目
之
羅

ハ
不
レ
能
レ
得
レ
鳥

ヲ
。
萬
術

ヲ
以

助
ケ二

觀
念
ヲ一

、
成
セ二
ヨ

往

生
ノ

大
事

）
11
（

ヲ一
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
『
往
生
要
集
』
の
念
仏
に
対
し
て
、「『
往
生
要
集
』

は
善
導
や
法
然
の
説
く
専
修
念
仏
（
或
は
但
念
仏
）
と
同
じ
く
称
名
念
仏
を
勧
め
る
の
だ
」
と
主
張
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
主
張
を
成
立
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
複
数
の
釈
書
に
亘
る
複
数
の
観
点
か
ら
の
解
釈
が
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。『
釈
』

に
お
け
る
「
広
・
略
・
要
」
解
釈
は
、『
往
生
要
集
』
が
勧
め
る
の
は
諸
行
を
伴
う
助
念
仏
で
は
な
く
た
だ
念
仏
だ
け
で
あ
る
こ
と
を

示
し

）
1（
（

、『
詮
要
』
に
お
け
る
解
釈
で
は
、
観
想
念
仏
で
は
な
く
称
名
念
仏
が
本
意
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
観
点

）
11
（

　

か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
、『
往
生
要
集
』
の
念
仏
と
善
導
・
法
然
の
念
仏
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
固
と
し
て
主
張
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

法
然
の
『
往
生
要
集
』
理
解
が
複
数
の
立
場
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、『
釈
』
と
『
詮
要
』
の
説
示
は
、
思
想
の

変
遷
に
よ
っ
て
新
し
い
解
釈
が
古
い
解
釈
に
取
っ
て
替
わ
っ
た
と
い
う
見
方
だ
け
で
な
く
、
い
ず
れ
の
解
釈
も
存
続
し
て
法
然
の
『
往

生
要
集
』
解
釈
を
形
成
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
釈
書
の
み
が
最
終
的
な
法
然
の
『
往
生

要
集
』
解
釈
だ
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
は
複
数
の
釈
書
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ
は
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
を
受
容
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
視
点
だ
と
考
え
る
。

四
、『
無
量
寿
経
釈
』
と
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
成
立
と
の
関
連
性

ま
た
坪
井
氏
は
『
往
生
要
集
』
の
講
述
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

法
然
の
名
声
が
ひ
ろ
く
世
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
帰
依
者
、
門
人
が
で
き
た
の
は
大
体
、
上
人
五
十
八
歳
頃
、



一
三
九

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

即
ち
東
大
寺
に
お
け
る
『
浄
土
三
部
経
』
講
説
の
頃
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
、
も
し
、
諸
伝
記
の
伝
え
る
ご
と
き
『
往
生

要
集
』
の
講
述
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
三
部
経
講
説
」
即
ち
五
十
八
歳
以
後
の
こ
と
と
考
え
た
い

）
11
（

。

坪
井
氏
は
、
こ
の
『
往
生
要
集
』
の
講
述
が
『
釈
』
で
あ
る
と
し
、
他
の
釈
書
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
推
察
し
て
い
る
。

法
然
の
『
往
生
要
集
』
に
関
す
る
一
群
の
釈
書
の
成
立
に
つ
い
て
推
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
然
が
後
白
河
法
皇
の
仙
洞
に
お
い
て
、

『
往
生
要
集
』
を
講
述
さ
れ
た
と
き
の
講
録
（
往
生
要
集
釈
）
を
、
後
に
な
っ
て
門
人
が
、
そ
の
要
点
と
思
わ
れ
る
部
分
を
そ
れ

ぞ
れ
筆
写
し
て
別
本
と
し
た
も
の
が
『
往
生
要
集
大
綱
』、
同
『
略
料
簡
』、
同
『
料
簡
』
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
仙
洞
に
お
け
る
講
説
の
の
ち
に
、
再
び
門
人
達
に
講
説
さ
れ
た
も
の
が
『
詮
要
』
で
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
釈
』
や
『
詮
要
』
と
い
っ
た
釈
書
は
、『
三
部
経
釈
』
以
後
に
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。『
釈
』

や
『
詮
要
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
も
し
坪
井
氏
の
説
に
依
る
な
ら
ば
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
説
示
が
『
往
生

要
集
』
釈
書
に
お
い
て
相
反
す
る
二
つ
の
解
釈
が
説
か
れ
る
要
因
を
説
明
し
得
る
こ
と
か
ら
、『
往
生
要
集
』
釈
書
に
お
い
て
「
惣
結

要
行
Ａ
釈
」
と
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
は
当
初
か
ら
並
存
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
法
然
は
『
無
量
寿
経
釈
』

の
講
説
に
お
い
て
『
往
生
要
集
』
に
対
し
て
二
つ
の
立
場
を
説
い
て
お
り
、
そ
の
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
講
説
を
行
う
な
ら
ば
、
当

然
、『
無
量
寿
経
釈
』
で
言
及
し
た
二
つ
の
立
場
に
つ
い
て
の
解
説
を
求
め
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
特
段
の
説
明
も
な
く
「
惣
結
要

行
Ａ
釈
」
と
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
立
場
が
述
べ
ら
れ
る
『
往
生
要
集
』
釈
書
は
一
見
す
る
と
矛
盾
を
孕
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
林
田
氏
に
は
「
一
書
の
中
に
も
関
わ
ら
ず
、「
要
集
」
へ
の
解
釈
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
し
ま
う

）
11
（

」
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
二
つ
の
立
場
の
説
示
を
踏
ま
え
て
『
往
生
要
集
』
を
解
説
し
た
も
の
だ
か
ら
だ
と
理
解

す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

）
11
（

。
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ま
と
め

本
検
討
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
を
示
し
た
。

法
然
の
『
無
量
寿
経
釈
』
で
は
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
の
二
つ
の
異
な
る
立
場
が
説
か
れ
て
い
る
。
法
然
の
全
体
的
な
『
往
生
要

集
』
解
釈
は
複
数
の
立
場
に
よ
る
解
釈
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
『
往
生
要
集
』
釈
書
に
お
け
る
様
々
な
立
場
の
解
釈
は
、
単
に
思
想
の
変
遷
に
よ
っ
て
新
た
に
置
き
換
わ
っ
た
と
い

う
見
方
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
並
存
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
複
数
の
立
場
が
説
か
れ
る
『
無
量
寿
経
釈
』
の
講
説
を
踏
ま
え
て
講
述
さ
れ
た
の
が
『
往
生
要
集
』

釈
書
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
現
存
の
四
釈
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
の
矛
盾
の
解
消
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

註（
１
）　「
一
期
物
語
」（『
昭
法
全
』
四
三
七
頁
十
一
行
）。

（
２
）　
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
「
法
然
に
お
け
る
𠩤
𠩤
教
学
の
𠩤
容
と
𠩤
𠩤
」（
𠩤
教
𠩤
学
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
『
𠩤
教
𠩤
学
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
紀
要
𠩤
𠩤

　
法
然
浄

土
教
の
𠩤
𠩤
的
𠩤
𠩤
』
𠩤
教
𠩤
学
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
𠩤
、
二
○
○
二
年
）
一
八
〇
頁
。

（
３
）　
先
学
の
指
摘
は
、
後
述
の
用
例
を
挙
げ
る
際
に
記
す
。

（
４
）　
こ
れ
ら
は
古
本
『
漢
語
燈
録
』
𠩤
収
の
も
の
を
指
す
。
他
に
新
本
『
漢
語
燈
録
』
に
𠩤
収
の
『
往
生
要
集
𠩤
綱
』
と
い
っ
た
釈
書
も
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
義
山
（
一
六
四
八
―
一
七
一
七
）
に
よ
る
𠩤
幅
な
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
扱
わ
な
い
。



一
四
一

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

（
５
）　
南
宏
信
氏
は
先
行
研
究
を
整
理
し
、
諸
説
を
ま
と
め
た
表
を
提
示
し
て
い
る
（
南
宏
信
「
法
然
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
の
六
義
に
つ
い
て
」

（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
四
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
六
年
）
十
四
頁
）。

（
６
）　
林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一

九
九
五
年
）
一
二
五
頁
。

（
７
）　
こ
の
論
に
先
立
っ
て
平
雅
行
氏
が
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
二
○
八
頁
の
註
に
お
い
て
、
論
証
は
さ

れ
て
い
な
い
が
、
加
筆
増
補
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
８
）　『
浄
全
』
十
五
・
一
○
八
頁
上
一
行
。
た
だ
し
「
要

ヲ
」
と
な
っ
て
い
る
送
り
仮
名
を
諸
本
に
依
っ
て
「
要

ト
」
と
し
た
。

（
９
）　『
昭
法
全
』
二
三
頁
十
三
行
。
た
だ
し
、
善
照
寺
本
を
底
本
と
し
た
。
こ
の
他
に
『
詮
要
』（『
昭
法
全
』
九
頁
十
七
行
）、『
往
生
要
集
料
簡
』

（『
昭
法
全
』
十
二
頁
七
行
）
に
も
述
べ
ら
れ
る
。

（
10
）　『
昭
法
全
』
二
一
頁
七
行
。
こ
の
他
に
『
往
生
要
集
料
簡
』（『
昭
法
全
』
十
二
頁
十
一
行
）、『
往
生
要
集
略
料
簡
』（『
昭
法
全
』
十
五
頁
十
行
）

に
も
述
べ
ら
れ
る
。

（
11
）　『
昭
法
全
』
二
四
頁
四
行
。
た
だ
し
「
約
」
と
な
っ
て
い
る
訓
点
を
諸
本
に
依
っ
て
「
約
二
」
と
し
た
。

（
12
）　
林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
―
助
念
方
法
門
、
惣
結
要
行
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
法
然
上
人
研
究
』
第
五
号
、

法
然
上
人
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）
六
、
七
頁
。

（
13
）　
松
岡
法
之
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
の
成
立
と
展
開
」（『
浄
土
学
』
第
五
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
二
○
一
四
年
）
三
○
一
頁
。

（
14
）　
松
岡
法
之
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
の
成
立
と
展
開
」（『
浄
土
学
』
第
五
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
二
○
一
四
年
）
三
○
二
頁
。

（
15
）　
松
岡
法
之
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
の
成
立
と
展
開
」（『
浄
土
学
』
第
五
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
二
○
一
四
年
）
二
九
八
頁
。

（
16
）　
こ
れ
に
つ
い
て
既
に
齋
藤
蒙
光
氏
が
『
無
量
寿
経
釈
』
に
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
相
当
す
る
内
容
が
説
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
齋



一
四
二

仏
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藤
蒙
光
「
法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
に
つ
い
て
―
「
往
生
要
集
詮
要
」
を
中
心
に
―
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
八
号
、
浄
土
宗
、
二
○

一
四
年
）
一
六
六
頁
、
齋
藤
蒙
光
「
法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
―
『
選
択
集
』
第
三
・
四
章
を
中
心
に
―
」（
藤
本
淨
彦
先
生
古
稀

記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
法
蔵
館
、
二
○
一
四
年
）
四
九
六
頁
）。

（
17
）　
岸
一
英
「『
逆
修
説
法
』
と
『
三
部
経
釈
』」（
藤
堂
恭
俊
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
藤
堂
恭
俊
博
士
古
稀
記
念

　
浄
土
宗
典
籍
研
究

　
研
究
篇
』

同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
）
一
二
八
頁
。

（
18
）　
岸
一
英
「『
阿
弥
陀
経
釈
』
古
層
復
元
本
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
五
四
号
、
浄
土
宗
教
学
院
、
二
○
一
○
）。

（
19
）　
た
だ
し
、
古
層
の
範
囲
は
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
古
層
解
明
に
つ
い
て
岸
氏
の
論
稿
以
上
の
進
展
が
見
ら
れ
た
場
合
、

本
稿
で
挙
げ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
20
）　「
但
諸
行
往
生
」
に
つ
い
て
、
寛
永
九
年
版
・
承
応
三
年
版
に
は
そ
の
科
文
は
説
か
れ
て
お
ら
ず
「
但
念
仏
往
生
」
と
「
助
念
仏
往
生
」

の
二
意
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
徳
五
年
版
（『
昭
法
全
』
八
八
頁
十
二
行
）
や
聖
聡
（
一
三
六
六
―
一
四
四
○
）
の
『
大
経
直
談
要
註
記
』

巻
一
に
所
収
の
『
無
量
寿
経
釈
』（『
浄
全
』
十
三
・
十
九
頁
上
三
行
）
に
は
三
意
が
説
か
れ
て
い
る
。
岸
氏
が
「
寛
永
・
承
応
版
で
は
但

諸
行
を
脱
し
て
二
意
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
活
字
版
等
の
三
意
が
文
脈
よ
り
し
て
も
正
し
い
」（
岸
一
英
「『
無
量
寿
経
釈
』
古
層

の
復
元
―
『
三
部
経
釈
』
の
研
究
（
二
）―
」（
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

　
東
洋

の
歴
史
と
文
化
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
○
○
四
年
）
五
二
○
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
に
お
け
る
「
亦
た
、
諸
行
往
生
の
義
有
り
」

（『
昭
法
全
』
九
○
頁
十
四
行
。
原
漢
文
）、「
此
の
三
義
に
付
き
て
傍
正
を
論
ず
。
但
念
佛
を
以
て
正
と
爲
、
餘
の
二
を
傍
と
爲
」（『
昭
法
全
』

九
○
頁
十
六
行
。
原
漢
文
）、「
上
の
助
念
及
び
諸
行
を
廢
し
て
、
但
念
佛
を
明
す
」（『
昭
法
全
』
九
一
頁
八
行
。
原
漢
文
）、「
諸
行
を
廢

し
て
但
念
佛
に
歸
す
る
な
り
。
助
行
、
猶
を
之
を
廢
す
。
況
や
但
諸
行
を
や
」（『
昭
法
全
』
九
一
頁
十
七
行
。
原
漢
文
）
等
の
文
言
か
ら

判
断
す
る
と
、
も
と
も
と
「
但
諸
行
往
生
」
の
項
目
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。



一
四
三

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

（
21
）　『
昭
法
全
』
八
九
頁
十
三
行
。（
試
訳
：
二
に
異
類
の
善
根
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
の
意
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
の
中

に
は
十
門
〔
の
大
文
〕
を
立
て
て
、
念
仏
往
生
を
解
釈
す
る
。
と
り
あ
え
ず
そ
の
中
の
第
四
は
正
修
念
仏
で
あ
り
第
五
は
助
念
方
法
で
あ
る
。

〈
云
云
〉〔
大
文
第
四
の
〕
正
修
念
仏
に
は
五
念
門
が
あ
る
。
そ
の
中
の
第
四
の
観
察
門
は
正
し
く
念
仏
門
で
あ
る
。〈
云
云
〉〔
大
文
第
五
の
〕

助
念
方
法
に
は
七
つ
項
目
が
あ
る
。
そ
の
七
つ
と
は
。〈
云
云
〉
と
り
あ
え
ず
そ
の
第
七
の
惣
結
要
行
に
、「
上
の
諸
門
の
中
で
」
な
ど
と

問
う
て
言
う
こ
と
に
。〈
云
云
〉
こ
の
意
味
は
今
の
『
無
量
寿
経
』
の
意
図
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
異
類
の
善
根
に
よ
っ
て
念
仏

を
助
成
す
る
の
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
の
意
は
、
念
仏
を
助
け
る
こ
と
を
決
定
往
生
の
業
と
す
る
。〈
云
云
〉）
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
に

つ
い
て
は
、
前
掲
の
福
𠩤𠩤
𠩤
の
𠩤
に
は
𠩤
𠩤
𠩤
れ
て
い
な
い
。
𠩤
一
𠩤
𠩤
に
よ
る
と
「
𠩤
念
𠩤
助
念
𠩤
𠩤
諸
行
の
三
往
生
𠩤
の
𠩤
が
『
三

部
経
釈
』
古
層
の
𠩤
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
続
く
い
わ
ゆ
る
廃
立
𠩤
助
正
𠩤
傍
正
は
古
層
に
は
認
め
𠩤
れ
な
い
」（
𠩤
一
𠩤
「『
無
量
寿
経

釈
』
古
層
の
復
元
―
『
三
部
経
釈
』
の
研
究
（
二
）―
」（
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
𠩤
文
集
刊
行
会
編
『
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
𠩤
文

集
　
東
洋
の
歴
史
と
文
化
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
○
○
四
年
）
五
二
一
頁
）
と
の
こ
と
で
あ
り
、
本
箇
所
は
こ
の
中
の
「
助
念
」
の
𠩤
示

で
あ
る
こ
と
か
𠩤
古
層
に
属
す
る
と
考
え
る
。
ま
た
角
野
玄
樹
𠩤
も
、
そ
の
𠩤
稿
に
お
い
て
新
層
𠩤
古
層
を
考
慮
し
た
上
で
当
該
箇
所
を

古
層
と
し
て
用
い
て
い
る
（
角
野
玄
樹
「
法
然
教
学
に
お
け
る
𠩤
念
仏
と
専
修
念
仏
と
の
相
違
」（『
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー

紀
要
』
第
二
号
、
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
一
六
年
）
七
頁
）。

（
22
）　
こ
の
用
例
に
つ
い
て
、
坪
井
俊
映
𠩤
は
「
こ
の
助
念
仏
往
生
の
考
え
は
善
導
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
教
𠩤
」
と
述
べ
、
源
信

と
善
導
の
差
異
を
指
摘
す
る
（
坪
井
俊
映
「
法
然
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
受
容
と
展
開
―
特
に
『
浄
土
三
部
経
釈
』、『
選
択
集
』
を

中
心
と
し
て
―
」（
往
生
要
集
研
究
会
編
『
往
生
要
集
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
七
年
）
三
○
五
頁
）。
ま
た
、
齋
藤
蒙
光
𠩤
は
「「
総

結
要
行
」
Ｂ
釈
と
同
様
に
、
助
念
仏
往
生
こ
そ
が
、『
往
生
要
集
』
の
本
意
だ
と
受
け
止
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
齋
藤
蒙
光
「
法

然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
―
『
選
択
集
』
第
三
𠩤
四
章
を
中
心
に
―
」（
藤
本
淨
彦
先
生
古
稀
記
念
𠩤
文
集
刊
行
会
編
『
法
然
仏
教
の



一
四
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

諸
相
』
法
蔵
館
、
二
○
一
四
年
）
四
九
六
頁
）。
ま
た
別
の
論
稿
で
は
「
少
な
く
と
も
三
部
経
講
説
の
時
点
で
、
法
然
は
助
念
佛
が
『
要
集
』

の
正
意
だ
と
す
る
考
え
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
」
と
述
べ
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
同
じ
だ
と
捉
え
て
い
る
（
齋
藤
蒙
光
「
法

然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
に
つ
い
て
―
「
往
生
要
集
詮
要
」
を
中
心
に
―
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
八
号
、
浄
土
宗
、
二
○
一
四
年
）
一

六
六
頁
）。

（
23
）　『
昭
法
全
』
八
六
頁
十
四
行
。（
試
訳
：
五
に
日
本
の
源
信
に
は
二
つ
の
意
が
あ
る
。
一
つ
に
は
三
重
の
問
答
、
二
つ
に
は
専
修
等
で
あ

る
。〈
十
門
を
立
て
て
専
ら
念
仏
往
生
を
説
き
、
諸
行
を
捨
て
る
。
云
云
〉
そ
の
（『
往
生
要
集
』
の
）
中
の
〔
大
文
〕
第
八
〔
念
仏
証
拠
〕

門
で
は
、
念
仏
と
諸
行
と
を
相
対
し
て
、
三
つ
の
問
答
が
あ
る
。
後
日
に
こ
れ
を
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
諸
行
を
捨
て
て
念
仏
を
取

る
、
取
捨
の
意
図
で
あ
る
。
次
に
〔
大
文
〕
第
十
〔
問
答
料
簡
〕
門
に
は
ま
た
十
の
問
答
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〔
第
一
の
〕「
極
楽
の
依
正
」

か
ら
第
十
の
「
助
道
の
人
法
」
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
中
の
第
二
の
「
往
生
の
階
位
」
の
中
に
二
つ
の
問
答
が
あ
る
。
善
導
の
専
修
・
雑
修

の
二
修
の
義
に
よ
っ
て
、
問
答
し
、
決
定
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
問
答
は
別
に
記
す
の
で
見
る
が
よ
い
。
故
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
源

信
の
意
は
、
初
め
に
は
（
念
仏
と
諸
行
の
）
二
行
に
お
い
て
取
捨
を
論
じ
、
次
に
は
善
導
の
得
失
の
義
を
用
い
て
い
る
。〈
云
云
〉）

（
24
）　
こ
の
用
例
に
つ
い
て
、
坪
井
俊
映
氏
は
「
源
信
の
『
往
生
要
集
』
は
善
導
の
教
え
を
指
南
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
行
を

捨
て
て
念
仏
の
専
修
を
説
く
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
坪
井
俊
映
「
法
然
上
人
の
南
都
に
お
け
る
『
浄
土
三
部
経
』
講
説
の

立
場
に
つ
い
て
―
天
台
黒
谷
沙
門
源
空
と
し
て
―
」（
戸
松
啓
真
教
授
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
戸
松
教
授
古
稀
記
念

　
浄
土
教
論
集
』

大
東
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
四
○
三
頁
）。
ま
た
別
の
論
稿
に
お
い
て
「
法
然
に
よ
る
と
源
信
の
『
往
生
要
集
』
は
善
導
の
教
え
を
指

南
と
し
て
述
作
さ
れ
た
も
の
と
見
て
、『
往
生
要
集
』
が
説
く
念
仏
を
す
べ
て
称
名
と
解
し
、
善
導
が
念
仏
の
専
修
を
説
い
て
雑
行
雑
修

を
捨
て
る
と
同
じ
よ
う
に
『
往
生
要
集
』
も
「
捨
レ
雑
取
レ
専
」
意
あ
り
と
説
く
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
坪
井
俊
映
「
法
然
に
お
け
る
『
往

生
要
集
』
の
受
容
と
展
開
―
特
に
『
浄
土
三
部
経
釈
』、『
選
択
集
』
を
中
心
と
し
て
―
」（
往
生
要
集
研
究
会
編
『
往
生
要
集
研
究
』
永



一
四
五

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

田
文
昌
堂
、
一
九
八
七
年
）
三
○
二
頁
）。
ま
た
『
詮
要
』
に
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
十
問
答
料
簡
の
第
二
「
往
生
階
位
」
を
引
用
し

て
専
雑
二
修
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
こ
の
用
例
に
類
似
し
た
説
示
が
あ
り
、
林
田
氏
は
『
詮
要
』
に
お
け
る
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、「
Ｂ

釈
中
の
文
言
に
は
、（
中
略
）
専
修
重
視
の
姿
勢
と
は
程
遠
い
」
と
し
て
法
然
が
「
往
生
階
位
」
か
ら
専
雑
二
修
を
解
釈
す
る
内
容
と
「
惣

結
要
行
Ｂ
釈
」
と
は
「
解
釈
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
し
ま
う
」
と
述
べ
る
（
林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
―
助
念

方
法
門
、
惣
結
要
行
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
法
然
上
人
研
究
』
第
五
号
、
法
然
上
人
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）
七
頁
）。

（
25
）　
法
然
は
善
導
の
念
仏
に
つ
い
て
も
、
助
念
仏
往
生
や
但
諸
行
往
生
を
認
め
て
い
る
。
助
念
仏
往
生
に
つ
い
て
は
、
前
の
用
例
の
異
類
の

善
根
の
対
と
な
る
項
目
で
あ
る
、
助
念
仏
往
生
の
中
の
同
類
の
善
根
の
説
示
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
善
導
の
五
種
正
行
を
指
し
て
「
前
に

善
導
の
専
修
正
行
の
中
の
助
念
、
是
れ
な
り
。
前
に
委
し
く
申
し
了
ん
ぬ
」（『
昭
法
全
』
八
九
頁
十
三
行
。
原
漢
文
）
と
説
い
て
い
る
。

ま
た
但
諸
行
往
生
に
つ
い
て
は
、
但
諸
行
往
生
に
つ
い
て
述
べ
た
後
「
加
之
、
善
導
『
観
経
の
疏
』
に
「
復
有
三
種
衆
生
」
の
文
を
釈
す
。

粗
ぼ
此
の
義
を
見
た
り
〈
云
云
〉」（『
昭
法
全
』
九
○
頁
五
行
。
原
漢
文
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
説
示

に
お
い
て
「
但
念
仏
を
以
て
正
意
と
為
」（『
昭
法
全
』
九
○
頁
十
六
行
。
原
漢
文
）
と
述
べ
て
お
り
、
善
導
の
正
意
は
あ
く
ま
で
但
念
仏

で
あ
る
。
た
だ
し
、
岸
一
英
氏
に
よ
る
『
無
量
寿
経
釈
』
の
新
層
・
古
層
の
説
（
岸
一
英
「『
無
量
寿
経
釈
』
古
層
の
復
元
―
『
三
部
経
釈
』

の
研
究
（
二
）―
」（
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

　
東
洋
の
歴
史
と
文
化
』
山
喜
房

佛
書
林
、
二
○
○
四
年
）
五
二
〇
頁
）
に
依
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
言
が
指
し
て
い
る
「
前
」
の
善
導
の
五
種
正
行
を
述
べ
る
箇
所
自
体
が

新
層
と
な
り
、「
善
導
の
専
修
正
行
の
中
の
助
念
」
や
同
類
の
善
根
の
説
示
そ
の
も
の
に
対
し
て
疑
義
が
生
じ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、『
選

択
本
願
念
仏
集
』
と
の
一
致
箇
所
を
削
除
し
つ
つ
も
岸
氏
が
「
善
導
か
ら
の
引
用
文
の
み
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ

れ
る
」（
岸
一
英
「『
無
量
寿
経
釈
』
古
層
の
復
元
―
『
三
部
経
釈
』
の
研
究
（
二
）―
」（
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
佐

藤
成
順
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

　
東
洋
の
歴
史
と
文
化
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
○
○
四
年
）
五
二
○
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
古
層
を
単
純



一
四
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

に
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
善
導
の
義
を
中
国
や
日
本
の
諸
師
に
依
っ
て
補
助
す
る
」
項
目
に
お
け
る
珍
海
（
一
○
九
二
―
一
一
五
二
）

に
お
け
る
説
示
に
お
い
て
も
「
善
導
の
前
の
文
に
依
り
て
、
傍
に
諸
行
を
述
ぶ
と
雖
も
、
正
し
く
は
念
佛
往
生
を
用
ゐ
る
」（『
昭
法
全
』

八
七
頁
四
行
。
原
漢
文
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
善
導
の
引
用
文
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
26
）　
異
な
る
『
往
生
要
集
』
観
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
南
宏
信
氏
は
『
釈
』
に
つ
い
て
「
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
立
場
は
『
要
集
釈
』

（『
要
集
鈔
』）
自
身
の
中
に
も
確
認
で
き
る
」
と
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
に
複
数
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
南
氏

の
論
で
は
、『
釈
』
は
「
複
数
の
断
片
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
あ
る
時
期
に
ま
と
め
ら
れ
て
ひ
と
つ
の
『
要
集
釈
』（『
要
集
鈔
』）

な
る
も
の
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
二
つ
の
立
場
が
同
一
時
期
に
並
存
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
（
南
宏
信
「『
往

生
要
集
釈
』
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
五
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
三
頁
）。
ま
た
齋
藤

蒙
光
氏
は
、「
三
部
経
講
説
の
当
時
、
法
然
の
『
要
集
』
観
に
は
幅
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
（
齋
藤
蒙
光
「
法
然
上
人

の
『
往
生
要
集
』
観
に
つ
い
て
―
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
と
三
部
経
講
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
四
○
号
、
知
恩
院
浄

土
宗
学
研
究
所
、
二
○
一
四
年
）
七
二
頁
）、
ま
た
「
そ
の
当
時
の
法
然
の
『
要
集
』
観
に
は
幅
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
四
釈
書
の

内
容
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
成
立
の
順
序
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
厳
密
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
齋

藤
蒙
光
「
法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
に
つ
い
て
―
「
往
生
要
集
詮
要
を
中
心
に
―
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
八
号
、
浄
土
宗
、
二
○
一

四
年
）
一
六
七
頁
）。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
本
検
討
で
扱
う
箇
所
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
法
然
が
複
数
の
考
え
方
を
内
包
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
註
で
触
れ
た
よ
う
に
、
法
然
は
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
い
て
、『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
善
導

の
念
仏
往
生
の
立
場
に
お
い
て
も
複
数
の
考
え
方
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
27
）　
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
「
法
然
に
お
け
る
𠩤
信
教
学
の
𠩤
容
と
𠩤
𠩤
」（
佛
教
大
学
𠩤
𠩤
研
究
所
編
『
佛
教
大
学
𠩤
𠩤
研
究
所
紀
要
𠩤
𠩤

　
法
然
浄

土
教
の
𠩤
𠩤
的
研
究
』
佛
教
大
学
𠩤
𠩤
研
究
所
、
二
○
○
二
年
）
一
六
七
頁
。



一
四
七

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

（
28
）　『
昭
法
全
』
四
七
一
頁
十
七
行
。

（
29
）　『
昭
法
全
』
四
七
二
頁
四
行
。

（
30
）　
十
七
條
御
法
語
に
お
け
る
二
面
性
つ
い
て
は
、
南
宏
信
氏
（
南
宏
信
「『
往
生
要
集
釈
』
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

第
三
五
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
二
頁
）
や
齋
藤
蒙
光
氏
（
齋
藤
蒙
光
「
法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
―
『
選
択
集
』

第
三
・
四
章
を
中
心
に
―
」（
藤
本
淨
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
法
蔵
館
、
二
○
一
四
年
）
四
八
八
頁
）

が
触
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
松
岡
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
異
な
る
解
釈
に
お
け
る
時
間
的
経
過
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
異
な
る
条
目
の
法
語

を
同
一
の
時
期
の
も
の
と
し
て
扱
う
に
は
更
な
る
検
討
が
必
要
に
な
る
。

（
31
）　
法
然
の
説
法
の
特
徴
に
つ
い
て
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
氏
は
「
法
然
は
𠩤
𠩤
の
𠩤
に
𠩤
𠩤
𠩤
に
𠩤
う
と
𠩤
、
𠩤
念
に
𠩤
す
る
と
𠩤
、
𠩤
𠩤
の
𠩤
𠩤
な

ど
、
誠
に
柔
軟
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
い
ず
れ
𠩤
一
方
に
決
定
す
る
と
、
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
往
生
は
不
定
に
な
る
と
い

う
不
安
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
念
仏
一
つ
で
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
成
就
す
る
と
い
う
心
の
𠩤
𠩤
を
重
視
す

る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
𠩤
人
悪
人
、
一
念
多
念
、
信
行
、
平
生
𠩤
𠩤
な
ど
い
ず
れ
に
お
い
て
も
同
様
で
片
方
を
強
調

す
る
こ
と
を
避
け
、
た
だ
念
仏
こ
そ
救
済
さ
れ
る
唯
一
の
方
法
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
（
福
𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
「
法
然
に
お
け
る
生
𠩤
の
𠩤
𠩤
」（
福

𠩤𠩤
𠩤
𠩤𠩤
編
『
八
𠩤
年
𠩤
𠩤
記
念
法
然
上
人
𠩤
𠩤
論
文
集
』
𠩤
𠩤
院
𠩤
𠩤
𠩤
学
𠩤
𠩤
𠩤
、
二
〇
一
一
年
）
二
七
頁
）、
一
𠩤
す
る
と
𠩤
𠩤
す

る
よ
う
な
対
立
概
念
が
説
𠩤
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
両
方
を
説
く
意
図
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
に
つ
い
て

齋
藤
蒙
光
氏
が
検
討
し
て
い
る
（
齋
藤
蒙
光
「
法
然
の
和
語
文
献
に
お
け
る
𠩤
𠩤
的
表
現
に
つ
い
て
」（『
東
海
仏
教
』
第
六
一
号
、
東
海

印
度
学
仏
教
学
会
、
二
○
一
六
年
））。

（
32
）　『
昭
法
全
』
十
九
頁
八
行
。

（
33
）　『
昭
法
全
』
五
頁
十
七
行
。
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（
34
）　
先
学
に
お
い
て
四
釈
書
の
成
立
順
序
の
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
順
序
を
論
証
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
じ
内
容
に
対
す
る
説

示
の
差
異
に
注
目
し
て
成
立
順
序
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
釈
』
や
『
詮
要
』
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
特
異
な
解
釈
に
つ
い
て
、
そ

れ
ら
の
順
序
が
検
討
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
同
時
期
に
説
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
服
部
正
穏
氏
が
『
釈
』
と
『
詮
要
』
の
成
立
順
序
を
考
察
す
る
中
で
、『
詮
要
』
に
は
「「
惣
結
要
行
」
は
『
往
生
要
集
』
の
正
意

で
は
な
い
」
と
述
べ
る
文
言
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
「
非
正
意
説
が
詮
要
に
は
な
く
釈
以
下
の
も
の
に
は
あ
る
。
こ
の
非
正
意
説
は
法
然

の
要
集
観
の
中
心
思
想
が
七
種
助
念
か
ら
専
修
念
仏
へ
と
移
行
し
て
行
く
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
重
要
な
思
想
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
詮
要
に
は
見
え
な
い
」（
服
部
正
穏
「
法
然
の
『
要
集
』
末
疏
成
立
に
関
し
て
」（『
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
八
号
、

東
海
学
園
女
子
短
期
大
学
、
一
九
八
三
年
）
九
三
頁
）
と
し
て
『
詮
要
』
→
『
釈
』
の
成
立
順
序
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
異

な
る
解
釈
間
の
順
序
を
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、「「
惣
結
要
行
」
は
『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
文
言
自
体

は
な
い
も
の
の
、『
詮
要
』
に
お
け
る
「
合
」
解
釈
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、「
惣
結
要
行
」
を
『
往
生
要
集
』
の
正
意
と
し
な
い
解
釈
で
あ
る
。

（
35
）　
坪
井
俊
映
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
―
伝
統
と
自
証
に
つ
い
て
―
』（
隆
文
館
、
一
九
八
二
年
）
二
○
四
頁
。

（
36
）　「
作
願
門
」
は
さ
ら
に
①
「
菩
提
心
行
相
」、
②
「
利
益
」、
③
「
料
簡
」
と
項
目
を
分
け
て
解
説
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
五
念
門
で
あ
る
「
礼

拝
門
」、「
讃
歎
門
」
や
「
廻
向
門
」
に
こ
の
よ
う
な
項
目
分
け
は
な
い
。
ま
た
分
量
に
お
い
て
も
、
他
の
三
門
は
『
浄
土
宗
全
書
』
の
頁

数
で
一
、
二
頁
程
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
作
願
門
」
は
実
に
十
頁
も
説
か
れ
て
い
る
（
念
仏
を
説
く
「
観
察
門
」
は
八
頁
で
あ
る
。
た
だ
し
、

念
仏
に
関
す
る
説
示
は
『
往
生
要
集
』
全
体
に
述
べ
ら
れ
る
た
め
、「
観
察
門
」
が
念
仏
に
関
す
る
説
示
の
す
べ
て
で
は
な
い
）。

（
37
）　
実
際
、「
惣
結
要
行
」
で
は
、「
往
生
の
要
」
は
何
な
の
か
と
い
う
問
答
を
設
け
て
、
そ
れ
ま
で
に
説
い
た
往
生
行
の
ま
と
め
を
述
べ
て
い
る
。

（
38
）　
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
第
四
「
観
察
門
」
で
は
「
別
相
観
」、「
惣
相
観
」
を
説
い
た
後
の
「
雑
略
観
」
に
お
い
て
「
若
有
ラレ
ハ

不
レ
堪
レ
觀
二

念
ス
ル
ニ

相
好
ヲ一

、
或
依
リ二

歸
命

ノ
想
ニ一

、
或
依
リ二

引
攝

ノ
想
ニ一

、
或
依
テ二

往
生

ノ
想
ニ一

、
應
ニ二

一
心

ニ
稱
念
ス一

」（『
浄
全
』
十
五
・
八
五
頁
下
七
行
）



一
四
九

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
二
面
性

と
述
べ
ら
れ
る
。

（
39
）　『
浄
全
』
十
五
・
八
八
頁
上
十
一
行
。（
試
訳
：
一
つ
の
網
目
の
網
で
は
鳥
を
捕
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
く
の
方
法
に
よ
っ
て
観

念
を
助
け
、
往
生
と
い
う
大
事
を
成
就
し
な
さ
い
。）

（
40
）　
こ
の
よ
う
に
『
往
生
要
集
』
を
複
数
の
視
点
か
ら
解
釈
す
る
姿
勢
は
、
良
忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
）
の
『
往
生
要
集
義
記
』
に
も

み
ら
れ
る
。『
往
生
要
集
』
の
序
分
「
依
念
仏
一
門
」
に
つ
い
て
の
解
説
に
お
い
て
「
總

テ
而
言
ハレ
ハ

之
ヲ

諸
行

ヲ
不
レ
要

ト
セ

、
觀
稱

ヲ
爲
レ
要

ト
。

別
シ
テ

而
言
ハレ

之
ヲ

觀
ヲ

不
レ
要

ト
セ

、
稱

ヲ
爲
レ
要

ト
也
」（『
浄
全
』
十
五
・
一
六
五
頁
下
一
行
）
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
良
忠
は
『
往

生
要
集
』
に
つ
い
て
、
諸
行
念
仏
相
対
と
称
名
観
想
相
対
と
い
う
二
つ
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定

し
て
い
る
。

（
41
）　
た
だ
し
筆
者
は
「
広
・
略
・
要
」
解
釈
だ
け
で
な
く
そ
の
前
に
説
か
れ
る
「
合
」
解
釈
を
も
関
連
さ
せ
て
諸
行
念
仏
相
対
を
説
く
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
拙
稿
「
法
然
『
往
生
要
集
釈
』
に
お
け
る
合
・
広
・
略
・
要
の
関
連
性
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
四
八
号
、

佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
二
○
年
）
参
照
）。

（
42
）　
上
述
の
解
釈
の
他
、『
釈
』
や
『
詮
要
』
で
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
十
問
答
料
簡
の
第
二
「
往
生
階
位
」
で
善
導
『
往
生
礼
讃
』
が

引
用
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
の
解
釈
等
が
共
通
し
て
説
か
れ
る
。

（
43
）　
坪
井
俊
映
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
―
伝
統
と
自
証
に
つ
い
て
―
』（
隆
文
館
、
一
九
八
二
年
）
二
○
二
頁
。

（
44
）　
坪
井
俊
映
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
―
伝
統
と
自
証
に
つ
い
て
―
』（
隆
文
館
、
一
九
八
二
年
）
二
○
五
頁
。

（
45
）　
た
だ
し
、
坪
井
氏
は
『
往
生
要
集
大
綱
』
等
の
新
本
『
漢
語
燈
録
』
所
収
の
釈
書
に
つ
い
て
、
義
山
に
よ
る
校
訂
が
批
判
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
対
し
て
、「
義
山
が
改
訂
し
た
目
的
は
上
述
の
よ
う
に
、
宗
典
の
普
及
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
難
澁
な
文
章
を
訂
正
し
、

意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
補
記
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
上
人
の
述
作
と
さ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
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門
人
の
筆
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
初
め
よ
り
数
種
の
異
本
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
義
山
は
体
裁
を
異

に
し
、
ま
た
内
容
の
不
充
分
と
思
わ
れ
る
も
の
を
比
較
校
訂
し
、
内
容
を
増
広
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祖
意
を
明
確
に
せ
ん
と
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
義
山
の
校
訂
を
無
下
に
排
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
坪
井
俊
映
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
―
伝
統
と
自
証
に
つ

い
て
―
』（
隆
文
館
、
一
九
八
二
年
）
三
一
頁
）
と
述
べ
、『
往
生
要
集
』
釈
書
に
つ
い
て
は
「『
往
生
要
集
釈
』
と
別
行
の
三
本
（
大
綱
、

略
料
簡
、
料
簡
）
と
の
関
係
を
考
え
る
に
、
初
め
に
上
人
が
講
述
さ
れ
た
『
往
生
要
集
釈
』
な
る
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
が
別
行
し
て
、

現
存
の
ご
と
き
『
大
綱
』、『
略
料
簡
』、『
料
簡
』
な
る
短
篇
の
も
の
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
坪
井
俊
映
『
法
然
浄
土
教

の
研
究
―
伝
統
と
自
証
に
つ
い
て
―
』（
隆
文
館
、
一
九
八
二
年
）
一
九
○
頁
）
と
新
本
『
漢
語
燈
録
』
所
収
の
釈
書
を
法
然
在
世
当
時

の
も
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

（
46
）　
た
だ
し
、
形
式
面
に
お
い
て
は
や
は
り
林
田
氏
等
が
指
摘
す
る
よ
う
に
課
題
が
あ
る
。
も
し
複
数
の
考
え
方
を
表
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
○

○
に
二
つ
あ
る
。
一
つ
に
は
○
○
、
二
つ
に
は
○
○
」
と
い
っ
た
形
式
や
「
○
○
。
或
は
○
○
」
と
い
っ
た
言
葉
を
伴
っ
て
述
べ
ら
れ
る

の
が
普
通
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
47
）　
ま
た
或
は
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
説
示
を
前
提
と
し
て
東
大
寺
講
説
の
前
後
に
、『
往
生
要
集
』
に
関
す
る
解
釈
を
ま
と
め
た
手

控
書
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
成
立
の
背
景
に
『
無
量
寿
経
釈
』
が
想
定
さ
れ
得
る
。

（
48
）　
林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
―
助
念
方
法
門
、
惣
結
要
行
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
法
然
上
人
研
究
』
第
五
号
、

法
然
上
人
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）
五
頁
。

（
49
）　
筆
者
は
『
釈
』
に
お
け
る
「
広
」
解
釈
と
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
の
関
連
性
か
ら
、『
釈
』
に
お
け
る
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
が
後
世
の

加
筆
で
は
な
い
可
能
性
も
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
（
拙
稿
「
法
然
『
往
生
要
集
釈
』
に
お
け
る
合
・
広
・
略
・
要
の
関
連
性
」（『
佛

教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
四
八
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
二
○
年
）
九
頁
）。
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五
一

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

第
一
章

　
緒
論

普
寂
〔
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）―
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）〕
は
、
近
世
江
戸
中
期
の
浄
土
律
僧
で
あ
る
。
性
相
・
華
厳
に
通
じ
た

学
僧
と
し
て
知
ら
れ
、
主
著
で
あ
る
『
顕
揚
正
法
復
古
集
』（
以
下
『
復
古
集
』
と
記
す
）（
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
六
月
再
治
）
で

は
仏
教
統
一
論
的
立
場
か
ら
各
宗
の
一
致
と
独
自
の
大
乗
仏
説
論
を
説
き
、
村
上
専
精
『
大
乗
仏
説
批
判
』
を
は
じ
め
、
仏
教
の
近
代

化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

一
、
普
寂
お
よ
び
『
願
生
浄
土
義
』
に
つ
い
て

普
寂
は
、
字
を
徳
門
と
い
い
、
晩
年
に
は
道
光
と
号
し
た
。
普
寂
に
関
す
る
最
も
広
汎
な
研
究
を
行
っ
た
西
村
玲
は
、
普
寂
の
自
伝
『
摘

空
華
』
お
よ
び
鸞
山
『
長
泉
普
寂
大
和
上
行
状
記
』
に
依
り
な
が
ら
、
普
寂
の
生
涯
を
修
学
期
、
遍
歴
修
行
期
、
講
義
著
作
期
の
三
つ

に
分
け
て
ま
と
め
て
い
る（

１
）。

普
寂
は
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）、
伊
勢
国
桑
名
郡
の
一
向
宗
（
現
：
真
宗
大
谷
派（

２
））

源
流
寺
に
生
れ
た
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

吉
　
田

　
啓

　
佑
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か
ら
翌
九
年
（
一
七
二
四
）
に
か
け
て
、
十
八
、
十
九
歳
の
と
き
に
、
美
濃
称
名
寺
の
円
澄
か
ら
『
浄
土
論
註
』『
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』

の
講
義
を
受
け
た
。
そ
の
翌
年
、
桑
名
天
承
寺
の
禎
山
禅
師
か
ら
『
大
乗
起
信
論
義
記
』『
華
厳
五
教
章
』
等
の
講
義
を
受
け
学
教
を
志
し
、

こ
の
後
京
都
・
堺
・
浪
花
で
諸
師
の
講
義
を
聴
講
し
た
。

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
夏
、
普
寂
は
河
内
法
然
寺
で
義
雄
と
『
倶
舎
論
』
を
自
学
し
た
。
そ
の
年
に
病
を
起
こ
し
、
伊
勢
に

帰
郷
し
た
。
病
に
な
っ
て
以
降
「
是
に
於
て
か
、
出
離
の
道
に
於
て
大
怖
畏
を
起
せ
り
。
日
夕
憪
然
と
し
て
、
忽
然
と
し
て
自
ら
崇
む

る
所
の
法
義
の
、
経
論
に
牴
牾
す
る
こ
と
を
遅
慮
す
。
千
思
万
慮
、
心
扉
漸
開
し
、
自
ら
、
従
前
安
履
す
る
所
の
全
く
正
法
の
藩
籬
の

外
な
る
こ
と
を
覚
ゆ
。」

（
３
）

と
、
一
向
宗
の
教
え
が
経
論
に
違
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
二
十
八
歳

の
時
に
、
生
寺
を
去
っ
た
。
こ
こ
ま
で
が
修
学
期
に
あ
た
り
、
以
後
遍
歴
修
行
期
に
入
る
。

普
寂
は
伊
勢
を
出
た
後
、
諸
国
を
歴
遊
し
て
念
仏
・
誦
経
・
誦
呪
等
の
修
行
を
行
っ
た
。
尾
張
の
真
言
宗
興
正
寺
に
滞
在
し
た
折
、

浄
土
宗
の
捨
世
僧
関
通
〔
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）―
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）〕
と
出
会
い
、
こ
の
縁
が
後
に
浄
土
律
僧
と
な
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
。
関
通
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
普
寂
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
大
巌
寺
の
適
誉
良
義
か
ら
宗
戒
両
脈
を
受
け
、
宣
蓮

社
明
誉
の
号
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
三
十
三
歳
の
と
き
、
普
寂
は
修
行
中
に
三
つ
の
疑
問
（
須
弥
山
説
、
大
乗
仏
説
、
因
果
応
報
輪
廻
の
意

味
）
を
生
じ
た
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
約
二
年
後
、
近
江
守
山
浄
土
寺
の
可
吟
庵
に
て
一
年
半
の
間
念
仏
・
坐
禅
の
修
行
を
行
っ
た
際

に
、
覚
り
体
験
を
得
て
解
決
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

諸
寺
を
転
々
と
し
、
極
貧
の
中
で
修
行
生
活
を
送
っ
て
い
た
普
寂
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
秋
、
四
十
歳
の
と
き
、
浄
土
律

僧
湛
慧
〔
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）―
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）〕
の
招
き
で
洛
西
の
長
時
院
に
入
る
。
翌
年
二
月
に
湛
慧
は
入
寂
す
る

が
、
湛
慧
の
計
ら
い
で
同
年
六
月
に
普
寂
は
具
足
戒
を
受
け
、
正
式
に
律
僧
と
な
っ
た
。
普
寂
は
以
後
長
時
院
を
取
り
ま
と
め
る
よ
う
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に
な
り
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
は
正
式
に
住
職
と
な
っ
て
い
る
。

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）、
五
十
七
歳
で
江
戸
目
黒
長
泉
院
に
招
か
れ
住
職
に
就
い
て
か
ら
は
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
ま
で
、

増
上
寺
や
長
泉
院
で
華
厳
・
性
相
を
は
じ
め
と
す
る
講
義
を
行
っ
た
（
講
義
著
作
期
）。
講
草
の
多
く
が
学
僧
ら
の
浄
財
に
よ
っ
て
開

版
さ
れ
て
い
る
。

天
明
元
年
、
七
十
五
歳
の
八
月
に
、
普
寂
は
体
調
を
崩
し
て
死
期
を
覚
り
、
九
月
十
日
か
ら
は
飲
食
を
断
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
浄
土

曼
荼
羅
に
向
っ
て
念
仏
を
行
い
、
仏
殿
で
の
勤
行
も
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
十
月
一
日
か
ら
七
日
間
、
普
寂
は
仏
殿
で
臨
終
行
儀

の
念
仏
を
行
う
。
こ
の
後
は
仏
殿
に
登
れ
な
く
な
っ
て
念
仏
を
称
え
る
の
み
に
な
り
、
十
月
十
四
日
に
入
寂
し
た
。

普
寂
の
生
涯
に
渉
る
著
作
は
四
〇
部
一
四
三
巻
あ
る
と
さ
れ
る
。
普
寂
の
著
作
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
余
乗
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

浄
土
教
に
関
す
る
専
門
書
は
『
願
生
浄
土
義
』
の
み
で
あ
る
。
著
作
に
お
け
る
署
名
は
常
に
「
苾
蒭
普
寂
」
で
あ
り
、
誉
号
や
蓮
社
号

を
用
い
て
お
ら
ず
、
浄
土
宗
へ
の
帰
属
意
識
は
強
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

『
願
生
浄
土
義
』
は
、
普
寂
が
入
寂
す
る
半
月
前
の
天
明
元
年
九
月
二
十
八
日
に
刊
行
さ
れ
た
。
普
寂
は
刊
本
に
目
を
通
し
て
僧
尾
・

堯
雲
の
二
弟
子
に
弘
通
を
托
し
た
。
入
寂
前
日
の
十
月
十
三
日
、
門
弟
ら
へ
の
遺
言
の
中
で
「
願
生
浄
土
義
に
余
の
所
懐
を
述
ぶ
。
余

の
滅
後
、
汝
等
須
ら
く
依
行
す
べ
し
。」

（
４
）

と
述
べ
て
自
ら
の
遺
誡
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
願
生
浄
土
義
』
に
普
寂
自
身
の
信
仰
・
実

践
の
立
場
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

管
見
の
限
り
、『
願
生
浄
土
義
』
の
諸
本
に
は
三
系
統
が
存
在
す
る
。
第
一
は
刊
本
の
系
統
で
、
天
明
元
年
五
月
の
奥
書
が
あ
り
、

同
年
の
初
版
本
の
ほ
か
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
と
同
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の
翻
刻
本
が
あ
る（

５
）。

第
二
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）

十
二
月
奥
書
の
写
本
で
あ
り
、
佛
教
大
学
お
よ
び
大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
十
二
月
奥
書
の

写
本
で
あ
り
、
佛
教
大
学
所
蔵
で
あ
る
。
二
系
統
の
写
本
の
う
ち
、
安
永
九
年
本
は
刊
本
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
を
有
し
、
一
方
の
安
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永
七
年
本
は
、
刊
本
や
安
永
九
年
本
と
の
間
で
全
体
の
構
成
が
異
な
っ
て
お
り
、
草
稿
本
に
あ
た
る
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
、『
願

生
浄
土
義
』
は
、
安
永
七
年
十
二
月
か
ら
同
九
年
十
二
月
に
至
る
二
年
間
に
、
著
者
で
あ
る
普
寂
自
身
に
よ
っ
て
刊
行
を
意
識
し
た
改

編
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
は
『
復
古
集
』
の
再
治
（
安
永
八
年
六
月
）
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
両
書
は
共
に
普
寂
最

晩
年
の
思
想
を
表
す
著
作
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
明
治
四
四
年
翻
刻
本
『
願
生
浄
土
義
』
を
資
料
と
し
て
用
い
、
一
部

で
安
永
七
年
写
本
を
参
照
す
る
。

二
、
普
寂
の
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究

こ
こ
で
、
普
寂
の
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
研
究
の
う
ち
、
主
た
る
も
の
を
ま
と
め
て
お
く
。

一
、
伊
藤
眞
徹
（
一
九
三
六
年（

６
）、

一
九
六
四
年（

７
））

普
寂
の
浄
土
教
思
想
の
理
解
に
お
い
て
、
そ
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
は
伊
藤
眞
徹
の
研
究
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
は
、
一
九
三
六
年
、
普
寂
の
性
悪
論
と
、
そ
れ
に
対
す
る
浄
土
宗
の
学
僧
大
我
〔
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）―
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）〕

か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
大
我
が
『
続
芝
談
』
に
、
普
寂
の
浄
土
宗
へ
の
改
宗
の
動
機
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
向
宗
は
そ
の
風
習
と
し
て
僻
遠
の
地
に
生
れ
し
者
は
院
家
能
家
と
な
る
こ
と
難
し
。
然
る
に
自
身
は
北
勢
の
出
生
な
れ
ば
如
何

に
学
殖
あ
り
と
も
栄
位
を
襲
ふ
こ
と
不
可
能
な
れ
ば
、
他
宗
に
転
じ
て
人
に
尊
敬
せ
ら
れ
ん
と
す
、
さ
れ
ど
禅
は
速
疾
に
禅
師
に

な
る
こ
と
能
は
ず
、
浄
家
に
転
じ
檀
林
に
入
寺
せ
ん
も
学
課
九
部
に
分
れ
、
伝
法
亦
年
数
の
定
め
あ
る
を
以
て
そ
の
中
途
へ
横
入

す
る
事
は
許
さ
れ
ざ
る
を
以
て
湛
慧
律
師
を
誑
惑
し
て
弟
子
比
丘
と
な
り
愚
人
に
尊
重
せ
ら
れ
ん
と
せ
り（

８
）



一
五
五

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
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ま
た
一
九
六
四
年
に
は
、
近
世
の
封
建
制
度
の
下
で
起
こ
っ
た
浄
土
宗
信
仰
の
革
新
派
と
し
て
捨
世
派
と
浄
土
律
（
興
律
派
）
の
二

派
を
挙
げ
、
浄
土
律
と
し
て
は
普
寂
に
よ
る
浄
土
宗
学
批
判
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
大
我
に
よ
る
普
寂
批
判
を
援
用
し
な
が
ら
『
復
古
集
』

『
願
生
浄
土
義
』
の
所
説
に
つ
い
て
論
じ
、「
普
寂
は
善
導
の
浄
土
法
を
僻
解
し
た
も
の
が
法
然
で
あ
り
、
法
然
の
精
神
を
歪
曲
し
た
も

の
が
、
そ
の
後
の
列
祖
歴
代
の
碩
徳
で
あ
る
と
決
断
し
、
善
導
の
解
行
の
粋
の
み
が
唯
一
絶
対
で
あ
る
と
し
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

二
、
芹
川
博
通
（
一
九
八
四
年（

９
））

芹
川
博
通
は
、
普
寂
の
仏
教
研
究
が
宗
派
的
解
釈
に
と
ら
わ
れ
な
い
通
仏
教
の
立
場
（
仏
教
統
一
論
的
立
場
）
か
ら
自
由
に
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
村
上
専
精
の
説
に
依
っ
て
、
普
寂
が
正
法
教
の
復
古
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
『
願

生
浄
土
義
』
に
基
づ
い
て
普
寂
の
浄
土
教
思
想
を
紹
介
し
、
普
寂
が
浄
土
宗
義
を
仏
教
統
一
論
（
あ
る
い
は
通
仏
教
）
の
立
場
か
ら
位

置
付
け
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
思
想
に
近
代
仏
教
学
の
萌
芽
を
認
め
て
い
る
。

三
、
西
村
玲
（
二
〇
〇
八
年

）
（1
（

）

西
村
玲
は
、
著
書
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
―
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
―
―
』
に
お
い
て
、
近
世
仏
教
を
宗
教
思
想
史
の
観
点

か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
辻
善
之
助
ら
に
よ
る
近
世
仏
教
堕
落
史
観
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
近
代
に
つ
な
が
る
仏

教
の
思
想
的
水
脈
の
一
つ
と
し
て
普
寂
を
取
り
上
げ
、
普
寂
に
関
す
る
基
礎
的
な
各
宗
学
研
究
と
全
体
的
な
思
想
史
研
究
の
統
合
止
揚

を
目
指
し
て
い
る
。

西
村
は
伊
藤
眞
徹
に
よ
る
普
寂
批
判
に
つ
い
て
、
普
寂
は
イ
ン
ド
と
唐
以
前
の
中
国
仏
教
だ
け
を
認
め
る
か
ら
あ
る
程
度
妥
当
で
あ

る
と
認
め
、
普
寂
は
法
然
を
末
世
に
応
じ
た
布
教
者
と
し
て
は
認
め
る
が
、
自
分
の
人
生
の
摸
範
と
は
考
え
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。



一
五
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

西
村
は
、
普
寂
の
思
想
に
お
け
る
浄
土
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
普
寂
は
釈
尊
の
正
法
復
古
と
し
て
小
乗
戒

（
律
）
の
実
践
を
説
い
た
が
、
現
実
の
社
会
状
況
の
中
で
小
乗
戒
を
自
他
と
も
に
第
一
の
基
準
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。
こ
の
世
で
の
修
行
の
限
界
に
直
面
し
た
普
寂
は
、
さ
ら
な
る
修
業
の
場
と
し
て
不
退
の
浄
土
を
目
指
し
た
。

ま
た
西
村
は
、
普
寂
に
と
っ
て
の
念
仏
は
三
昧
す
な
わ
ち
瞑
想
で
あ
っ
た
と
し
、
普
寂
は
念
仏
を
瞑
想
と
す
る
立
場
か
ら
法
然
を
理

解
し
た
と
し
て
い
る
。

大
南
龍
昇
（
二
〇
一
五
年

）
（（
（

）

大
南
龍
昇
は
、
浄
土
宗
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、
仏
教
の
近
代
化
に
影
響
し
た
重
要
人
物
と
し
て
普
寂
を
取
り
上
げ
、
西
村
の
研
究

お
よ
び
普
寂
の
行
跡
・
思
想
を
紹
介
し
て
い
る
。
普
寂
は
『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
、
第
七
聖
浄
分
別
章
に
お
い
て
『
十
住
毘
婆
沙
論
』

易
行
品
の
所
説
を
用
い
な
が
ら
自
ら
の
浄
土
思
想
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
に
仏
の
本
願
力
や
易
行
の
語
は
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
普
寂
は
そ
の
自
由
討
究
の
姿
勢
が
近
代
仏
教
の
先
駆
け
と
し
て
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
法
然
の
教
義
に
対
し

て
は
批
判
的
あ
る
い
は
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
と
す
る
流
れ
が
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
普
寂
が
生
寺
を
出
た
動
機
は
一
向
宗
の
教
え
に
対
す
る
疑
義
で
あ
り
、

普
寂
は
経
済
的
安
定
を
捨
て
て
苦
し
い
生
活
の
中
で
遍
歴
修
行
を
行
う
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
普
寂
が
、
善
導
の
教
え

を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
見
る
法
然
の
門
流
に
進
ん
で
加
わ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
普
寂
は
浄
土
律
僧
と
な
っ
て
、
結
果
的
に
経

済
的
安
定
や
一
定
の
社
会
的
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
自
伝
を
見
る
限
り
そ
こ
に
は
偶
然
的
要
素
が
大
き
く
、
大
我
の
い
う
よ

う
に
名
利
が
目
的
で
浄
土
宗
に
転
入
し
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
で
は
転
入
に
際
し
、
普
寂
に
と
っ
て
、
法
然
の
思
想
あ
る
い
は
鎮
西
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る
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派
の
教
義
に
何
か
し
ら
賛
同
で
き
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
普
寂
の
浄
土
教
思
想
、
特
に
善
導
・
法
然
等
の
祖
師
を
ど
の
よ
う
に
観
た
の
か
に
つ
い
て
、
主
に
『
願
生
浄
土

義
』
の
記
述
に
依
っ
て
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
章

　
普
寂
の
浄
土
教
祖
師
観

一
、
伊
藤
眞
徹
の
論
拠

前
述
の
伊
藤
一
九
六
四
年
の
論
文
に
お
い
て
、
普
寂
が
「
法
然
は
善
導
の
浄
土
法
の
僻
解
者
で
あ
り
、
以
後
の
浄
土
宗
列
祖
は
法
然

の
精
神
を
歪
曲
し
た
も
の
」
と
観
た
と
さ
れ
て
い
る
論
拠
は
、
概
ね
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
『
復
古
集
』
各
論
第
六
章
浄
土
宗
、
第
五
節
往
生
の
行
因
、
第
二
項
弥
陀
浄
土
の
行
因

）
（1
（

に
「
寂
曰
く
、
散
善
義
の
文
、
旨
幽
深
な
り
。

二
河
白
道
の
譬
、
妙
且
つ
至
れ
り
。
後Ａ

代
僻
解
す
る
者
蓋
し
多
し
。
豈
に
歉
然
た
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
。」）

（1
（

と
あ
り
、
普
寂
は
善
導
一
師

の
み
に
依
り
、
善
導
以
後
の
一
切
諸
師
の
説
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

②
『
復
古
集
』
同
項
に
「
寂
窃
か
に
謂
ら
く
、
導
和
尚
、
其
の
解
行
の
粋
な
る
は
、
固
よ
り
論
無
き
所
な
り
。
其
の
浄
土
の
法
に
於
て
、

自
行
の
徹
困
な
る
、
化
他
の
懇
惻
な
る
、
蓋
し
古
今
一
人
な
る
の
み
。
憾
む
と
こ
ろ
は
、
後
代
に
此
の
師
の
言
句
を
僻
執
す
る
者
は
猶

ほ
牛
毛
の
如
く
に
し
て
、
此
の
師
の
実
義
に
投
契
す
る
者
は
麟
角
よ
り
も
希
な
り
。
然
る
に
末
運
の
使し

か
らし

む
る
所
な
り
と
雖
も
、
慨
然

た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。」）

（1
（

と
あ
り
、
後
代
の
人
師
の
所
解
を
排
撃
し
て
い
る
。

③
『
復
古
集
』
同
項
に
お
い
て
普
寂
は
起
行
に
つ
い
て
基
本
的
に
、『
往
生
論
』
所
説
の
五
念
門
、『
観
経
疏
』
散
善
義
所
説
の
五
種
正

行
に
依
準
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、『
往
生
礼
讃
』
が
五
念
門
を
起
行
と
し
、『
往
生
論
』
が
奢
摩
他
毘
鉢
舎
那
を
正
行
と
し
、「
散
善
義
」
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が
称
名
を
正
定
業
と
し
、『
往
生
礼
讃
』
が
『
文
殊
般
若
経
』
の
一
行
三
昧
を
引
き
、『
観
念
法
門
』
が
観
仏
三
昧
・
念
仏
三
昧
を
明
す

こ
と
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
み
な
願
生
浄
土
の
要
行
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
法
然
が
『
選
択
集
』
第
二
章
の
私
釈
段
に

「
弥
須
二
捨
レ
雑
修
一レ
専
、
豈
捨
二
百
即
百
生
専
修
正
行
一
、
而
堅
執
二
千
中
無
一
雑
修
雑
行
一
乎
」

）
（1
（

と
述
べ
て
、
散
善
義
所
説
の
正
定
業
た

る
称
名
を
相
続
す
る
こ
と
を
専
修
と
し
た
意
趣
に
反
す
る
。

④
『
願
生
浄
土
義
』
安
心
起
行
作
業
、
第
二
起
行
章
の
所
説
を
論
拠
と
す
る
。

五
種
正
行
を
立
給
ふ
所
詮
は
、
心
を
一
境
に
注
め
て
雑
慮
を
制
止
し
、
速
に
往
業
成
弁
し
三
昧
発
得
せ
し
む
る
の
秘
術
な
り
、
こ

の
旨
に
よ
ら
ず
し
て
専
修
を
立
る
は
、
全
く
仏
祖
の
正
旨
に
あ
ら
ず
、
…
…
専
修
の
要
旨
は
、
心
を
一
処
に
制
し
、
雑
慮
を
鎮
遏

す
る
に
あ
り
、
其
所
制
伏
の
中
に
染
浄
あ
り
軽
重
あ
り
、
染
法
の
浄
業
を
障
る
は
毒
の
薬
を
妨
る
如
く
重
く
、
浄
法
の
浄
業
を
障

る
は
薬
の
薬
を
妨
る
如
く
軽
し
、
染
の
中
に
軽
重
あ
り
、
中
に
於
て
悪
業
最
大
な
り
、
最
も
先
に
防
ぐ
べ
し
、
煩
悩
は
其
次
な
り
、

妄
念
雑
慮
は
最
軽
な
り
、
こ
の
三
障
不
障
の
分
斉
は
、
次
下
三
章
に
明
す
が
如
し
、
世
に
専
修
の
法
門
を
引
て
情
見
に
殉
ふ
も
の

あ
り
て
、
う
た
ゝ
蘖
説
を
生
じ
、
祖
師
の
正
意
た
る
専
修
の
実
義
は
、
殆
ん
ど
隠
晦
せ
ん
と
す
、
い
は
ゆ
る
情
見
と
は
情
謂
を
以

て
念
仏
一
法
を
執
相
堅
着
し
、
た
ゞ
余
法
余
行
を
嫌
忌
し
、
最
も
専
念
を
障
る
重
煩
悩
麁
妄
念
も
全
く
遮
妨
す
る
心
な
く
、
世
の

五
欲
恩
愛
名
利
等
に
心
を
委
ぬ
、
た
と
ひ
念
仏
す
れ
ど
も
世
念
心
の
主
と
な
る
ゆ
へ
、
こ
れ
不
至
心
虚
仮
心
所
起
の
業
に
て
、
厭

欣
三
心
み
な
真
な
ら
ざ
る
ゆ
へ
、
全
く
専
修
の
実
義
な
し
、
こ
れ
は
こ
れ
祖Ｂ

師
の
建
立
し
給
ふ
専
修
と
は
そ
の
旨
天
淵
な
り

）
（1
（

普
寂
は
、
専
修
の
法
門
を
自
己
の
情
見
に
殉
死
さ
せ
て
祖
師
の
正
意
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
有
様
が
、
浄
土
宗
の
宗
義
史
の
事
実
で

あ
る
と
し
、
善
導
以
後
の
諸
師
が
自
己
の
情
見
に
よ
っ
て
行
う
念
仏
は
、
祖
師
す
な
わ
ち
善
導
の
建
立
す
る
念
仏
と
は
大
い
に
異
な
る

と
断
定
し
た
。

⑤
『
復
古
集
』
同
章
第
六
節
判
教
立
宗
、
第
二
項
立
宗

）
（1
（

に
、「
古
師
並
に
本
宗
に
依
て
浄
土
の
法
を
修
せ
る
も
、
別
に
宗
を
立
て
ず
。
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普
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吉
水
に
至
て
一
宗
を
別
立
せ
る
こ
と
、
上
に
已
に
述
ぶ
る
が
如
し
。
然
る
に
立
と
不
立
と
は
各
道
理
あ
り
。」
と
標
題
し
て
、
中
国
の

浄
土
教
諸
師
は
、
そ
の
宗
致
に
お
い
て
は
聖
道
・
浄
土
で
同
一
で
あ
っ
た
た
め
に
、
一
宗
を
別
立
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
方
法
然
の
浄
土
開
宗
に
つ
い
て
普
寂
は
「
吉
水
の
此
の
宗
を
別
立
せ
る
所
以
は
、
蓋
し
斯
れ
濁
世
最
難
化
の
衆
生
を
、
摂
化
す
る
の

秘
術
な
る
の
み
。」
と
判
定
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
後
学
深
く
祖
師
を
崇
め
、
祖
意
に
氷
炭
す
る
者
、
蓋
し
多
し
、
察
す
べ
し
。」
と
述

べ
、
法
然
以
後
の
人
師
は
祖
意
の
把
捉
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
祖
師
の
言
句
に
僻
執
し
、
精
神
の
根
元
を
歪
曲
転

訛
さ
せ
た
も
の
と
し
た
。

以
上
の
論
点
に
つ
い
て
、
次
節
以
後
で
は
普
寂
が
法
然
の
浄
土
教
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
検
討
し
て
い
く
。

二
、
法
然
は
善
導
浄
土
教
の
僻
解
者
か

論
拠
①
は
、
善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義
、
三
心
釈
中
の
回
向
発
願
心
釈
に
出
る
二
河
白
道
喩
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
散
善

義
で
は
合
喩
と
し
て
、
四
五
寸
の
白
道
は
「
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
能
生
二
清
浄
願
往
生
心
一
也
」、
水
火
の
二
河
は
「
衆
生
貪
愛
如
レ
水
瞋

憎
如
レ
火
也
」、
水
が
道
を
湿う

る
おす

こ
と
は
「
愛
心
常
起
能
染
二
汚
善
心
一
也
」、
火
が
道
を
焼
く
こ
と
は
「
瞋
嫌
之
心
能
焼
二
功
徳
之
法
財
一

也
」、
西
岸
に
到
る
こ
と
は
「
不
レ
顧
二
水
火
二
河
一
念
念
無
レ
遺
乗
二
彼
願
力
之
道
一
捨
レ
命
已
後
得
レ
生
二
彼
国
一
」、
群
賊
等
は
「
衆
生
六

根
六
識
六
塵
五
陰
四
大
」
あ
る
い
は
「
別
解
別
行
悪
見
人
等
」
の
喩
え
で
あ
る
こ
と
等
が
明
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

普
寂
は
、『
復
古
集
』
に
こ
の
比
喩
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
解
釈
を
述
べ
な
い
が
、『
願
生
浄
土
義
』
安
心
起
業
作
業
、
第
三
作
業
章

に
自
ら
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。

二
河
白
道
の
譬
の
中
、
四
五
寸
の
白
道
即
ち
こ
の
清
浄
心
無
間
断
な
り
、
南
北
の
水
火
二
河
は
こ
れ
煩
悩
の
種
子
に
喩
へ
、
あ
る
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時
来
て
道
を
潤
し
道
を
焼
は
、
現
行
の
惑
に
況
す
、
あ
る
時
細
惑
現
行
し
浄
念
を
妨
ぐ
れ
ど
も
、
念
時
日
を
隔
て
ず
こ
れ
を
懺
除

す
る
ゆ
へ
、
願
生
の
心
間
断
な
く
、
浄
心
相
続
な
を
白
道
の
西
岸
に
通
徹
す
る
が
如
し
、
然
ば
穢
念
妄
想
は
こ
れ
浄
念
を
奪
ひ
浄

業
を
間
隔
す
る
怨
賊
な
り
、
今
即
ち
弥
陀
一
法
金
剛
王
宝
剣
を
提
て
、
か
の
怨
賊
を
遮
遣
す
る
が
こ
の
四
修
な
り

）
（1
（

こ
こ
で
普
寂
は
、
白
道
が
（
煩
悩
の
な
い
）
清
浄
な
心
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
現
に
起
こ
る
貪
瞋
の
煩
悩
は
隨
犯
随
懺
し
て
除
く

こ
と
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
群
賊
（
怨
賊
）
の
合
喩
「
衆
生
の
六
根
・
六
識
・
六
塵
・
五
陰
・
四
大
」
を
「
穢
念
妄
想
」
と
読
み

替
え
、
こ
れ
を
遮
り
追
い
や
る
の
が
四
修
の
行
法
で
あ
る
と
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
。『
復
古
集
』
に
い
う
「
後
代
の
僻
解
者
」
と
は
、

こ
の
よ
う
な
普
寂
の
解
釈
や
善
導
の
合
喩
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
願
生
浄
土
義
』
同
章
で
は
続
け
て
、
無
余
修
と
は
余
行
余
善
は
尊
重
し
つ
つ
も
、
三
昧
現
前
の
た
め
に
雑ま

じ

え
修
さ
な
い
こ

と
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
一
仏
に
執
着
さ
せ
る
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

清
浄
品
法
余
行
余
善
は
、
深
く
尊
重
愛
楽
す
れ
ど
も
、
今
は
且
く
専
修
一
心
を
成
ぜ
ん
が
た
め
、
ま
じ
へ
修
せ
ざ
る
こ
と
、
上Ｃ

に

述
る
が
ご
と
し
、
祖Ｄ

師
こ
の
四
修
を
判
し
給
ふ
所
詮
、
ま
た
こ
れ
浄
業
者
を
し
て
三
業
四
儀
浄
念
相
続
し
、
速
に
往
業
成
弁
し
、

疾
く
三
昧
現
前
せ
し
む
る
の
方
法
の
み
、
偏
に
弥
陀
一
仏
を
執
相
堅
着
せ
し
め
ん
と
に
は
あ
ら
ず

）
11
（

こ
こ
で
、
傍
線
部
Ｃ
に
上
述
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
業
章
前
半
に
解
説
さ
れ
て
い
る
善
導
『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
四
修
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
傍
線
部
Ｄ
の
祖
師
と
は
そ
の
四
修
を
判
釈
し
た
法
然
の
こ
と
で
あ
る
。

法
然
は
、『
選
択
集
』
第
八
章

）
1（
（

お
よ
び
「
要
義
問
答
」

）
11
（

に
二
河
白
道
喩
を
含
む
散
善
義
の
三
心
釈
を
引
用
し
て
い
る
が
、
特
段
に
独

自
の
解
釈
は
述
べ
て
お
ら
ず

）
11
（

、『
選
択
集
』
第
八
章
私
釈
段
に
は
「
回
向
発
願
心
之
義
不
レ
可
レ
俟
二
別
釈
一
」
と
述
べ
て
、
回
向
発
願
心

に
つ
い
て
は
善
導
の
釈
義
の
み
に
依
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
論
拠
①
傍
線
部
Ａ
に
い
う
「
後
代
の
僻
解
者
」
に
法
然
が

含
ま
れ
る
と
は
考
え
に
く
い

）
11
（

。
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論
拠
②
に
お
い
て
、
普
寂
は
善
導
の
解
行
を
讃
歎
し
、
善
導
の
言
句
に
と
ら
わ
れ
て
偏
っ
た
理
解
を
な
す
者
は
大
勢
い
る
が
、
そ
の

真
の
意
義
に
符
合
す
る
者
は
極
め
て
希
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
麟
角
よ
り
も
希
」
と
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
全
く
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
法
然
を
「
善
導
の
言
句
を
僻
執
す
る
者
」
と
し
た
と
は
い
え
な
い
。

論
拠
③
は
、
普
寂
が
称
名
以
外
の
諸
行
を
往
生
行
と
し
て
認
め
る
の
は
、
諸
行
往
生
を
「
千
中
無
一
」
と
し
て
否
定
す
る
法
然
の
意

趣
に
相
反
す
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
に
つ
い
て
は
法
然
門
下
で
も
解
釈
が
分
か
れ
て
お
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
議
論
が
続
く
微
妙
な
問

題
で
あ
る
。『
選
択
集
』
に
お
い
て
は
諸
行
往
生
を
否
定
し
な
い
文
言
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
然
は
諸
行
往
生
を
肯
定
し
て

い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

）
11
（

。
ま
た
二
〇
一
二
年
に
本
庄
良
文
は
、「
法
然
は
諸
行
往
生
の
可
能
性
を
理
論
的
に
完
全
否
定

し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
の
立
場
か
ら
『
選
択
集
』
第
二
章
に
お
け
る
「
千
中
無
一
」
説
の
会
通
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
11
（

。

以
上
は
近
年
の
文
献
学
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
が
、
宗
学
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
な
討
究
を
行
っ
た
普
寂
が
類
似
の
見
解
に
達
し
て

い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
鎮
西
派
に
お
い
て
は
、
聖
光
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
に
「
諸
行
往
生
称
名
勝
」
と
い
い
、

諸
行
往
生
を
肯
定
し
つ
つ
称
名
の
一
行
を
選
び
取
る
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
普
寂
が
諸
行
を
往
生
行
と
し
て
認
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
法
然
の
意
趣
に
反
す
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
と

は
限
ら
な
い
。

論
拠
④
で
は
、
祖
師
が
立
て
た
専
修
正
行
は
妄
念
雑
慮
を
制
伏
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、
悪
業
・
煩
悩
・
妄
念
雑
慮
が
往

生
の
障
り
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
次
下
三
章
、
す
な
わ
ち
諸
門
分
別
、
第
二
罪
悪
障
不
障
章
、
第
三
煩
悩
障
不
障
章
、
第
四
妄
念

障
不
障
章
で
明
か
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
罪
悪
障
不
障
章
で
は
、
本
願
の
み
に
執
着
し
て
罪
障
を
怖
れ
な
い
「
罪
悪
無
過
」
の
見
解
を
厳
し
く
非
難
し
、「
吉
水
上
人
云
く
、
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兎
に
も
角
に
も
悪
を
忍
び
て
、
念
仏
の
功
を
つ
む
べ
き
な
り
又
云
く
、
小
罪
を
も
犯
さ
ゞ
れ
と
、
又
法
語
の
中
、
切
に
罪
悪
無
過
の
僻

見
を
誡
め
呵
し
給
ふ
文
頗
る
多
し
、
み
る
べ
し
」）

11
（

と
、「
十
二
箇
条
問
答
」

）
11
（

や
『
一
紙
小
消
息
』

）
11
（

等
法
然
の
法
語
に
言
及
し
て
い
る
。

第
三
煩
悩
障
不
障
章
で
は
、
次
の
よ
う
に
『
和
語
灯
録
』「
七
箇
条
の
起
請
文
」
を
引
用
し
、
念
仏
を
心
の
主
、
煩
悩
を
心
の
客
と

す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
煩
悩
も
無
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。

語
灯
に
云
く
、
わ
れ
ら
が
、
生
死
輪
廻
の
ふ
る
ま
ひ
は
、
た
ゞ
貪
瞋
痴
の
煩
悩
の
絆
に
由
て
な
り
、
貪
瞋
痴
起
ら
ば
な
を
悪
趣
へ

行
く
べ
き
ま
よ
ひ
の
お
こ
り
た
る
ぞ
と
、
こ
ゝ
ろ
え
て
こ
れ
を
と
ゞ
む
べ
き
な
り
、
い
ま
だ
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
な
れ
ば
、
か
く

は
心
得
た
れ
ど
も
、
常
に
煩
悩
は
起
る
な
り
、
起
れ
ど
も
煩
悩
は
心
の
客
人
と
し
、
念
仏
を
心
の
主
と
し
つ
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に

往
生
を
ば
さ
へ
ぬ
な
り
、
煩
悩
を
心
の
主
と
し
、
念
仏
を
心
の
客
人
と
す
る
こ
と
は
、
雑
毒
虚
仮
の
善
に
て
往
生
に
嫌
は
る
ゝ
な

り
、
詮
す
る
所
、
前
念
後
念
の
間
に
は
、
煩
悩
を
ま
じ
ゆ
と
も
、
か
ま
へ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
中
に
は
、
貪
等
の
煩
悩
を

起
す
ま
じ
き
な
り

）
11
（

ま
た
、
同
じ
く
「
七
箇
条
の
起
請
文
」
を
引
い
て
、
善
導
・
法
然
が
同
じ
く
煩
悩
が
雑
起
す
る
の
を
虚
仮
心
と
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

又
語
灯
に
云
く
、
真
実
と
い
ふ
は
、
諸
の
虚
仮
心
な
き
を
い
ふ
な
り
、
虚
仮
と
い
ふ
は
、
貪
瞋
痴
の
煩
悩
を
起
し
て
、
正
念
を
失

ふ
を
虚
仮
心
と
い
ふ
な
り
、
お
よ
そ
諸
の
煩
悩
起
る
こ
と
は
、
み
な
も
と
貪
瞋
痴
を
母
と
し
て
生
ず
る
な
り
、
貪
に
喜
足
少
欲
の

貪
あ
り
、
不
喜
足
大
欲
の
貪
あ
り
、
今
浄
土
宗
に
制
す
る
所
は
、
不
喜
足
大
欲
の
貪
煩
悩
な
り
、
先
づ
か
や
う
の
道
理
を
心
得
て
、

念
仏
す
べ
し
、
こ
れ
が
真
実
の
念
仏
に
て
あ
る
な
り
、
喜
足
少
欲
の
貪
は
苦
し
か
ら
ず
、
瞋
煩
悩
も
敬
上
慈
下
の
心
を
壊
ら
ず
し

て
、
道
理
を
心
得
ほ
ど
く
な
り
、
痴
煩
悩
は
お
ろ
か
な
る
心
な
り
、
こ
の
心
を
か
し
こ
く
す
べ
し
、
先
づ
生
死
を
厭
ひ
浄
土
を
欣

ひ
て
、
往
生
を
一
大
事
と
い
と
な
み
て
、
も
ろ
も
ろ
の
家
業
を
こ
と
ゝ
せ
ざ
れ
ば
、
痴
煩
悩
な
き
な
り
、
少
々
の
痴
は
浄
土
往
生

の
障
り
に
は
あ
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
に
心
得
つ
れ
ば
、
貪
瞋
等
の
虚
仮
は
う
せ
て
真
実
は
や
す
く
起
る
な
り
、
こ
れ
を
浄
土
宗
の
菩
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提
心
と
い
ふ
な
り
、
詮
す
る
所
、
生
死
の
報
を
軽
ん
じ
、
念
仏
一
行
を
励
む
ゆ
へ
、
真
実
心
と
い
ふ
な
り
と
…
…
二
祖
一
同
に
煩

悩
雑
起
す
る
を
虚
仮
心
と
名
て
、
痛
く
嫌
ひ
給
ふ
こ
と
上
に
出
す
が
如
し

）
1（
（

第
四
妄
念
障
不
障
章
に
お
い
て
、
普
寂
は
三
昧
現
前
の
た
め
に
は
妄
念
を
制
す
べ
き
と
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
妄
念
を
許
す
法
然

の
法
語
に
つ
い
て
会
通
し
て
い
る
。

法
語
の
中
に
、
あ
る
と
き
祖
師
対
機
説
法
し
、
妄
念
な
が
ら
念
仏
せ
よ
と
示
し
給
ふ
、
こ
れ
ゆ
る
す
に
似
て
制
す
る
巧
諭
な
る
べ

し
、
…
…
一
句
の
阿
弥
陀
仏
を
執
持
し
、
金
剛
王
宝
剣
を
握
る
が
如
く
す
れ
ば
、
諸
念
自
ら
泯
伏
し
浄
心
恒
に
現
前
す
べ
し
、
法

語
の
中
に
、
称
名
の
声
の
下
に
は
、
妄
念
自
ら
や
む
を
、
河
を
わ
た
る
に
足
の
下
の
水
は
ふ
み
き
る
に
喩
え
給
ひ
、
ま
た
と
ゞ
め

て
も
と
ゞ
め
て
も
、
と
ゞ
め
ら
れ
ざ
る
を
い
か
ゞ
せ
ん
と
の
語
意
察
す
べ
し
、
豈
こ
れ
妄
念
く
る
し
か
ら
ず
と
い
ふ
意
な
ら
ん
や
、

然
れ
ば
と
ゞ
め
得
べ
き
麁
妄
念
の
正
行
を
さ
ゆ
る
も
の
は
、
ひ
し
と
止
め
、
制
し
が
た
き
細
妄
念
は
と
り
あ
へ
ず
、
念
仏
す
べ
し

と
な
り
、
こ
れ
と
ゞ
め
ず
し
て
と
ゞ
む
る
の
巧
説
な
り

）
11
（

以
上
の
よ
う
に
、『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
の
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
お
い
て
は
、
法
然
の
法
語
を
根
拠
と
し
た
り
、
自
説

と
会
通
し
た
り
す
る
よ
う
な
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
論
拠
④
に
「
世
念
心
の
主
と
な
る
」
と
あ
る
の
は
「
七

箇
条
の
起
請
文
」
に
念
仏
と
煩
悩
の
主
客
が
分
別
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
傍
線
部
Ｂ
「
祖
師
の

建
立
し
給
ふ
専
修
」
は
「
善
導
が
立
て
、
法
然
が
承
け
た
専
修
」
を
意
味
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

三
、
普
寂
の
浄
土
教
史
観

論
拠
⑤
は
法
然
の
浄
土
立
宗
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

吉
水
の
此
宗
を
別
立
す
る
所
以
は
、
蓋
し
斯
れ
濁
世
最
難
化
の
衆
生
を
、
摂
化
す
る
の
秘
術
な
る
の
み
。
熟つ

ら
つら

史
伝
の
載
す
る
所
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を
按
ず
る
に
、
吉
水
上
人
は
乃
ち
命
世
の
偉
器
な
り
。
夙
に
叡
峰
に
入
り
て
台
教
を
研
磨
し
、
笈
を
四
方
に
負
て
徧
く
諸
宗
を
学

び
、
数し

ば
しば

大
蔵
を
閲
し
て
深
く
玄
猷
を
探
り
、
又
た
翅た

だ

に
学
識
抜
群
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
行
徳
も
亦
た
類
を
出
づ
。
法
華
三

昧
を
修
す
れ
ば
、
則
ち
白
象
を
定
中
に
感
じ
、
華
厳
大
経
を
写
せ
ば
、
則
ち
神
竜
を
机
前
に
来
た
し
、
或
は
円
光
を
月
輪
に
現
じ
、

十
六
の
妙
観
意
に
随
て
現
前
し
、
十
余
年
来
薦し

き
りに

勝
相
を
視
る
。
三
昧
定
相
の
記
録
見
に
存
す
。
豈
に
若

か
く
の
ご
とき

人
に
し
て
、
天
台

教
観
の
学
習
し
難
き
に
困く

る
しみ

て
、
所
宗
を
退
棄
し
て
浄
土
教
に
入
る
べ
け
ん
や
。
其
の
別
に
一
宗
を
立
る
の
由
は
祖
文
に
粲
た
り
。

寂
久
く
之
を
領
す
。
而
も
之
を
説
き
著
さ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
恐
ら
く
は
時
に
牴
牾
せ
ん
。
黙
し
て
之
を
置
か
ば
、
則
ち
亦
た
慮

る
、
遂
に
祖
師
を
し
て
、
三
家
村
裏
の
翁
婆
に
彷
彿
た
ら
し
め
、
吉
水
の
法
流
は
壅
閼
し
て
世
に
行
わ
れ
ざ
ら
ん
か
。
是
に
於
て

か
、
周
舍
の
鄂
鄂
に
慮
る
無
き
に
非
ず
と
雖
も
、
亦
た
衆
人
の
唯
唯
に
委
随
す
る
を
忍
び
ず
。
進
退
維
れ
谷き

は
まり

て
、
胆
を
舐
る
の

み
。
浄
土
宗
の
教
を
弁
じ
訖
る
。

　
　
後
学
深
く
祖
師
を
崇
め
、
祖
意
に
氷
炭
す
る
者
、
蓋
し
多
し
、
察
す
べ
し

）
11
（

。

法
然
が
天
台
に
依
ら
ず
し
て
、
浄
土
宗
を
立
て
た
の
は
、
濁
世
最
難
化
の
衆
生
を
摂
化
す
る
秘
術
と
し
て
で
あ
る
。
別
に
一
宗
を
立

て
た
理
由
は
法
然
の
述
作
に
明
ら
か
で
あ
る
が

）
11
（

、
こ
れ
を
説
き
明
か
す
こ
と
は
時
流
に
違
う
た
め
は
ば
か
ら
れ
る
と
い
う
。

普
寂
の
い
う
、
法
然
が
浄
土
宗
を
別
立
し
た
理
由
と
は
何
か
。
本
節
で
は
、『
願
生
浄
土
義
』
に
説
か
れ
る
「
勧
誡
二
門
」
お
よ
び

普
寂
の
浄
土
教
史
観
を
鍵
と
し
て
考
察
す
る
。

『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
、
第
一
業
成
分
斉
章
に
は
、
道
綽
、
善
導
、
法
然
の
言
行
を
挙
げ
て
、
法
の
勝
れ
た
功
徳
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
往
生
は
容
易
い
と
勧
め
て
も
（
勧
門
）、
自
他
の
往
生
の
得
不
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
は
難
し
い
と
誡
め
る
べ
き
で
あ
る
（
誡

門
）
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
勧
門
と
は
、
本
願
力
を
讃
揚
し
て
往
生
は
容
易
い
と
念
仏
等
を
勧
め
る
こ
と
で
あ
り
、
誡
門

と
は
、
往
生
は
難
し
い
こ
と
と
し
て
自
他
の
悪
業
・
煩
悩
を
誡
め
、
安
心
起
行
を
励
ま
す
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。『
願
生
浄
土
義
』
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で
は
、
続
け
て
「
勧
誡
二
門
は
摂
化
の
善
巧
、
并
び
示
す
べ
し
、
ゆ
へ
に
仏
説
祖
訓
易
し
と
勧
め
、
難
し
と
誡
し
む
、
二
門
宛
転
と
し

て
車
の
両
輪
の
如
し
、
偏
に
易
し
と
執
し
、
偏
に
難
し
と
計
す
る
、
并
に
仏
祖
の
正
意
に
あ
ら
ず
、
深
く
思
ふ
べ
し
」）
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と
、
こ
れ
ら
勧

誡
二
門
は
並
べ
示
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
片
方
に
偏
執
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
普
寂
は
『
願
生
浄
土
義
』
の
随
所
で
勧

門
へ
の
偏
執
を
本
願
夸
・
唯
他
力
と
し
て
破
斥
し
、
誡
門
を
宣
揚
し
て
お
り
、
第
七
聖
浄
分
別
章
お
よ
び
第
八
仏
教
超
情
章
を
除
く
全

て
の
章
は
こ
の
誡
門
に
通
じ
る
内
容
を
有
し
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
「
勧
誡
二
門
の
両
立
」
を
踏
ま
え
て
普
寂
の
浄
土
教
史
観
を
見
る
。

普
寂
は
『
願
生
浄
土
義
』
諸
門
分
別
、
第
五
因
縁
生
果
章
に
お
い
て
、
中
国
の
浄
土
教
史
と
善
導
の
教
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

昔
し
仏
教
東
漸
の
初
め
支
那
六
朝
の
間
、
蓮
社
の
遺
風
浄
教
や
ゝ
流
行
す
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
大
に
宗
教
を
張
る
に
至
ら
ず
、

か
つ
摂
論
通
釈
家
別
時
意
趣
を
局
執
し
、
お
も
ふ
ら
く
、
染
界
の
凡
夫
浄
土
に
生
ず
と
い
ふ
は
、
即
ち
論
に
い
は
ゆ
る
別
時
意
趣

に
て
、
順
次
往
生
に
は
あ
ら
ず
と
、
浄
土
の
法
門
此
異
見
の
為
に
妨
礙
せ
ら
れ
一
旦
否
塞
す
、
李
唐
の
始
め
道
綽
善
導
迦
才
懐
感

等
の
諸
徳
一
時
に
倔
起
し
、
榾
々
焉
と
し
て
浄
土
の
法
門
を
弘
揚
し
、
摂
論
師
の
局
見
を
対
破
せ
り
、
就
中
善
導
禅
師
解
行
超
邁

三
昧
発
得
し
、
化
を
一
時
に
し
き
、
五
部
を
製
述
し
、
浄
土
の
法
門
こ
れ
末
世
相
応
の
要
法
た
る
こ
と
を
顕
し
、
か
つ
本
願
増
上

縁
を
挙
揚
し
て
、
以
て
時
人
を
撃
勧
し
給
ふ
、
そ
の
殊
に
本
願
力
を
讃
揚
し
給
ふ
所
詮
、
を
よ
そ
二
意
あ
り
、
一
に
は
こ
れ
を
以

て
摂
論
師
の
妨
礙
を
遮
遣
し
、
二
に
は
是
を
以
て
末
世
怯
懦
の
劣
機
を
策
発
し
、
浄
土
の
法
門
に
帰
嚮
せ
し
め
ん
と
欲
す
、
こ
れ

摂
化
の
善
巧
の
み
、
こ
れ
正
因
な
き
も
の
、
た
ゞ
縁
力
の
み
に
て
往
生
す
と
い
ふ
意
趣
に
は
あ
ら
ず

）
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中
国
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
摂
論
師
の
別
時
意
説
の
た
め
に
浄
土
教
は
流
行
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
善
導
は
、
本
願
力
を
讃
揚
し
て

摂
論
師
の
偏
見
を
対
破
し
、
末
世
の
凡
夫
を
励
ま
し
浄
土
教
に
帰
依
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
「
摂
化
の
善
巧
（
巧
み
な
手
段
）」

と
し
て
で
あ
っ
て
、
正
因
す
な
わ
ち
信
行
の
無
い
も
の
が
縁
力
す
な
わ
ち
本
願
力
の
み
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
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い
う
。
続
け
て
、
日
本
の
浄
土
教
史
と
法
然
の
教
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
邦
慧
心
永
観
等
の
諸
徳
、
浄
土
の
法
門
に
帰
し
、
自
行
化
他
一
時
に
傑
然
た
り
、
時
機
い
ま
だ
熟
せ
ず
、
信
受
す
る
も
の
ま
れ
な
り
、

そ
の
比
学
人
性
相
通
途
の
義
門
に
局
滞
し
、
凡
愚
い
か
で
か
界
外
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
や
と
怯
退
す
る
も
の
お
ほ
か
り
き
、
吉
水
上

人
此
の
と
き
に
出
世
し
、
濁
世
難
化
の
衆
生
を
誘
摂
し
、
如
来
大
悲
の
本
懐
を
通
暢
せ
ん
と
欲
し
、
即
ち
悟
真
撃
揚
本
願
の
緒
余

を
承
て
、
ま
す
ま
す
慇
懃
に
こ
れ
を
提
挙
し
給
ふ
、
時
人
こ
の
化
に
よ
り
て
、
す
な
は
ち
怯
弱
の
情
を
引
立
て
、
娑
婆
の
凡
愚
と

い
へ
ど
も
、
本
願
増
上
縁
力
に
て
、
浄
刹
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
べ
し
と
信
解
し
、
願
生
の
心
を
興
起
す
、
願
生
の
心
興
起
す
れ

ば
、
厭
欣
三
心
五
行
三
業
清
浄
等
み
な
こ
の
心
よ
り
現
前
す

）
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日
本
で
は
、
倶
舎
・
唯
識
等
法
相
宗
の
学
問
の
通
説
に
と
ど
ま
っ
て
、
凡
夫
が
ど
う
し
て
界
外
の
浄
土
（
報
土
）
に
往
生
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
と
ひ
る
む
者
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
法
然
は
、
善
導
が
本
願
を
讃
揚
し
た
部
分
を
承
け
継
い
で
、
さ
ら
に
丁
寧
に
こ
れ

を
提
挙
し
た
。
当
時
の
人
々
は
こ
の
教
化
に
よ
っ
て
、
ひ
る
む
心
が
と
ざ
さ
れ
て
、
凡
夫
で
あ
っ
て
も
本
願
力
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る

こ
と
を
信
解
し
、
願
生
の
心
（
往
生
を
願
う
心
）
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
人
々
は
元
来
往
生
を
難
し
い
と
考
え
て
い
た
た
め

）
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、
ひ
と
た
び

願
生
の
心
が
起
こ
れ
ば
、
こ
の
心
か
ら
安
心
・
起
業
・
作
業
が
す
べ
て
現
れ
出
た
と
い
う
。
こ
れ
が
論
拠
⑤
に
い
う
「
摂
化
す
る
の
秘

術
」
の
詳
細
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
浄
土
教
史
観
を
上
述
の
勧
誡
二
門
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
普
寂
は
日
本
に
お
け
る
「
性
相
通
途
の
義
門
」
に
誡
門
と
し

て
の
機
能
を
見
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
然
以
前
に
お
い
て
は
、
誡
門
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
願
生
の
心
が
起

き
難
く
、
法
然
が
立
宗
に
あ
た
り
勧
門
を
挙
揚
し
た
こ
と
で
、
勧
誡
二
門
の
バ
ラ
ン
ス
が
正
さ
れ
浄
土
教
が
流
行
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
法
然
か
ら
時
代
を
経
て
浄
土
宗
義
が
一
般
に
認
知
さ
れ
、
一
定
の
権
威
を
得
た
近
世
江
戸
期
に
あ
っ
て
、

勧
門
の
挙
揚
を
主
と
す
る
法
然
の
教
化
を
な
お
そ
の
ま
ま
の
形
で
継
承
す
る
こ
と
は
、
普
寂
に
は
勧
門
へ
の
執
着
と
映
っ
た
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
普
寂
が
『
復
古
集
』
や
『
願
生
浄
土
義
』
で
度
々
非
難
す
る
「
後
代
の
僻
解
者
」
と
は
、
誡
門
が
唱
え

ら
れ
な
く
な
り
、
勧
誡
二
門
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
近
世
と
い
う
時
代
、
普
寂
と
同
時
代
の
人
々
を
指
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
悟
真
撃
揚
本
願
」
と
は
善
導
の
本
願
念
仏
の
こ
と
で
あ
り
、「
ま
す
ま
す
慇
懃
に
こ
れ
を
提
挙
し
給
ふ
」
と
は
法
然
が
そ
れ

を
継
承
し
て
選
択
本
願
念
仏
を
立
て
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
、
上
に
挙
げ
た
二
国
の
浄
土
教
史
に
関
す

る
文
の
間
で
は
、
善
導
以
前
・
法
然
以
前
の
浄
土
教
、
摂
論
師
・
法
相
宗
に
よ
る
論
難
、
善
導
・
法
然
の
教
化
、
と
い
う
明
ら
か
な
対

比
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

）
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。
さ
ら
に
、『
願
生
浄
土
義
』
で
は
善
導
の
教
化
を
「
摂
化
の
善
巧
」
と
し
、『
復
古
集
』
で
は
法
然
の

立
宗
を
「
摂
化
す
る
の
秘
術
」
と
し
て
お
り
、
善
導
・
法
然
に
対
し
ほ
ぼ
同
義
の
語
を
用
い
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
普
寂
は
善
導
と
法
然
の
両
方
を
祖
師
と
し
、
同
列
視
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

第
三
章

　
結
語

こ
こ
ま
で
、
普
寂
が
法
然
を
善
導
の
僻
解
者
と
観
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
論
拠
は
い
ず
れ
も
薄
弱
で
あ
る
こ
と
、

む
し
ろ
法
然
を
も
自
ら
の
祖
師
と
し
て
善
導
と
同
列
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

『
願
生
浄
土
義
』
に
お
い
て
、
念
仏
往
生
の
易
行
性
や
本
願
力
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
法
然
の
主
著
『
選
択
集
』

私
釈
段
か
ら
の
引
用
は
皆
無
で
あ
り
、
法
然
の
述
作
の
う
ち
引
用
さ
れ
る
の
は
主
に
制
誡
的
内
容
の
法
語
類
で
あ
る
。
普
寂
の
こ
の
よ

う
な
撰
述
・
引
用
態
度
は
、
一
見
す
る
と
法
然
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
よ
う
に
映
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
勧
門
へ
の
執
着
を
批

判
し
誡
門
を
宣
揚
す
る
こ
と
が
『
願
生
浄
土
義
』
の
撰
述
意
図
で
あ
っ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
態
度
は
必
然
的
で
あ
り
、
普
寂
が
必

ず
し
も
法
然
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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祖
師
批
判
で
知
ら
れ
る
普
寂
で
あ
る
が
、
浄
土
教
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
普
寂
は
明
白
な
形
で
の
善
導
・
法
然
批
判
は
行
っ
て

お
ら
ず
、
批
判
の
対
象
は
専
ら
そ
れ
以
降
の
人
師
の
祖
師
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
論
に
依
る
な
ら
ば
、「
普
寂
は
イ
ン
ド
と
唐
以
前

の
中
国
仏
教
だ
け
を
認
め
る
」
と
い
う
見
解
に
対
し
て
疑
義
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
普
寂
の
思
想
の
全
体
に
つ
い
て
よ
り
正
確
に
理

解
す
る
た
め
に
は
、
浄
土
教
以
外
の
教
義
理
解
・
祖
師
理
解
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）　
西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
―
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
―
―
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年
）、
四
七
―
八
八
頁
。
初

出
は
西
村
玲
「
徳
門
普
寂
―
―
そ
の
生
涯
（
１
７
０
７
―
１
７
８
１
）―
―
」（『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
』
一
四
、二
〇
〇
七
年
）、

八
七
―
九
九
頁
。

（
２
）　
以
下
、『
摘
空
華
』
の
表
記
に
倣
い
、
一
向
宗
と
記
す
。

（
３
）　『
摘
空
華
』（『
浄
土
宗
全
書
』
一
八
）、
二
八
〇
頁
上
―
下
。
以
下
、
訓
読
は
西
村
玲
前
掲
書
を
参
考
に
し
た
。

（
４
）　
註
（
３
）、
鸞
山
補
遺
、
二
九
七
頁
上
。

（
５
）　
こ
の
他
、
龍
谷
大
学
に
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
版
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
復
刻
・
翻
刻
本
の
類
と
思
わ
れ
る
が
、
未
確
認
で
あ
る
。

（
６
）　
伊
藤
眞
徹
「
普
寂
律
師
と
大
我
上
人
―
―
特
に
天
台
性
悪
説
に
つ
い
て
―
―
」（『
摩
訶
衍
』
一
六
、一
九
三
六
年
）、
三
六
―
五
九
頁

（
７
）　
伊
藤
眞
徹
「
徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
四
六
、一
九
六
四
年
）、
一
―
一
六
頁
。

（
８
）　
註
（
６
）、
三
七
頁
。

（
９
）　
芹
川
博
通
「
普
寂
の
浄
土
教
思
想
―
―
『
願
生
浄
土
義
』
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
浄
土
教
―
―
そ
の
伝
統
と
創
造
Ⅱ
―
―
』（
山
喜
房
、

一
九
八
四
年
））、
一
七
五
―
一
九
二
頁
。
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る
普
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の
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（
10
）　
西
村
玲
前
掲
書
、
普
寂
の
浄
土
教
理
解
に
つ
い
て
は
主
に
二
三
四
―
二
六
一
頁
。
初
出
は
「
不
退
の
浄
土
―
―
普
寂
の
実
践
観
―
―
」（『
東

ア
ジ
ア
仏
教
研
究
』
三
、二
〇
〇
五
年
）、
七
三
―
八
五
頁
。

（
11
）　
大
南
龍
昇
「
浄
土
宗
近
代
史
研
究
へ
の
期
待
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
五
九
、二
〇
一
五
年
）、
五
―
一
一
頁
。

（
12
）　
以
下
、『
復
古
集
』
の
分
科
及
び
訓
読
は
『
国
訳
一
切
経
』
諸
宗
部
二
四
、二
四
五
―
三
八
〇
頁
に
依
っ
た
。

（
13
）　『
復
古
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
新
版
二
九
、
通
宗
部
全
）
一
九
六
頁
下
（『
国
訳
一
切
経
』
諸
宗
部
二
四
、三
四
四
頁
）。

（
14
）　
註
（
13
）、
一
九
七
頁
下
（
三
四
六
頁
）。

（
15
）　『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
以
下
『
昭
法
全
』
と
記
す
）、
三
一
七
頁
。

（
16
）　『
願
生
浄
土
義

　
附
徳
門
和
上
伝
』（
報
恩
出
板/

成
等
庵
、
一
九
一
一
年
）、
一
一
―
一
三
頁
。

（
17
）　
註
（
13
）、
一
九
八
頁
上
（
三
四
七
―
三
四
八
頁
）。

（
18
）　『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
土
宗
全
書
』
二
）、
六
〇
頁
上
―
下
。

（
19
）　
註
（
16
）、
一
八
頁
。

（
20
）　
註
（
16
）、
一
八
頁
。

（
21
）　『
昭
法
全
』、
三
三
一
―
三
三
三
頁
。

（
22
）　『
昭
法
全
』、
六
二
二
―
六
二
五
頁
。

（
23
）　
法
然
の
二
河
白
道
喩
解
釈
に
つ
い
て
は
、
宮
島
磨
「
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』」
に
お
け
る
「
二
河
白
道
喩
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
人
文

社
会
論
叢

　
人
文
科
学
篇
』
一
、一
九
九
九
年
）、
七
六
頁
お
よ
び
同
論
文
註
（
４
）
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）　
普
寂
が
二
河
白
道
喩
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
意
図
し
て
「
僻
解
」
と
し
た
の
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の

解
明
に
は
浄
土
宗
諸
師
の
解
釈
と
普
寂
の
解
釈
と
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
煩
瑣
を
極
め
る
た
め
こ
こ
で
論
ず
る



一
七
〇

仏
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こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
前
掲
宮
島
磨
論
文
に
依
る
と
、
親
鸞
に
お
い
て
は
群
賊
の
一
つ
と
し
て
「
定
散
自
力
の
心
」
を
加
え
、「
能

生
清
浄
願
往
生
心
」
を
如
来
回
向
の
信
心
と
す
る
等
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
普
寂
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
誤
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）　
本
庄
良
文
「
法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
の
可
否
―
―「
ふ
つ
と
む
ま
れ
ず
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
」―
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
八
（
二
））、

五
四
九
―
五
五
九
頁
を
参
照
し
た
。
法
然
に
お
け
る
諸
行
往
生
肯
定
の
根
拠
と
し
て
は
、『
選
択
集
』
第
二
章
に
「
依
二
善
導
和
尚
意
一
、

往
生
之
行
雖
レ
多
、
大
分
為
レ
二
。
一
正
行
、
二
雑
行
。」「
修
二
雑
行
一
者
、
必
用
二
回
向
一
之
時
成
二
往
生
之
因
一
。」、
第
六
章
に
「
諸
行
往

生
近
局
二
末
法
万
年
之
時
一
、
念
仏
往
生
遠
霑
二
法
滅
百
歳
之
代
一
也
。」
と
述
べ
ら
れ
、
第
十
一
章
に
「
余
行
不
定
」
と
表
現
さ
れ
、
第

十
二
章
に
「
諸
行
の
う
ち
い
ず
れ
か
単
独
で
往
生
で
き
る
」
旨
の
多
く
の
文
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
が
あ
る
。

（
26
）　
本
庄
良
文
「『
選
択
集
』
第
二
章
に
お
け
る
千
中
無
一
説
―
―
諸
行
往
生
の
可
否
に
関
連
し
て
―
―
」（『
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

九
六
、二
〇
一
二
年
）、
三
一
―
四
二
頁
。

（
27
）　
註
（
16
）、
二
七
頁
。

（
28
）　『
昭
法
全
』、
六
八
〇
頁
。

（
29
）　『
昭
法
全
』、
五
〇
〇
頁
。

（
30
）　
註
（
16
）、
二
九
―
三
〇
頁
。
出
典
は
『
昭
法
全
』、
八
〇
九
―
八
一
〇
頁
参
照
。

（
31
）　
註
（
16
）、
三
〇
―
三
二
頁
。
出
典
は
『
昭
法
全
』、
八
〇
八
―
八
〇
九
頁
参
照
。

（
32
）　
註
（
16
）、
三
六
―
三
七
頁
。

（
33
）　
註
（
13
）、
一
九
八
頁
上
（
三
四
七
―
三
四
八
頁
）。

（
34
）　
こ
こ
で
い
う
「
祖
文
に
粲
た
り
」
が
、「
浄
土
立
宗
の
御
詞
」
に
「
若
法
相
の
教
相
に
よ
れ
ば
、
浄
土
を
判
ず
る
こ
と
甚
深
也
と
い
へ
ど
も
、



一
七
一

『
願
生
浄
土
義
』
に
見
る
普
寂
の
法
然
観

全
く
凡
夫
往
生
を
ゆ
る
さ
ず
…
…
（『
昭
法
全
』、
四
八
一
頁
）」
と
あ
る
こ
と
だ
と
仮
定
す
る
と
、
後
述
す
る
普
寂
の
日
本
浄
土
教
史
観

と
整
合
す
る
。

（
35
）　
註
（
16
）、
二
二
頁
。

（
36
）　
註
（
16
）、
三
九
―
四
〇
頁
。

（
37
）　
註
（
16
）、
四
〇
―
四
一
頁
。

（
38
）　
刊
本
に
は
出
な
い
が
、
安
永
七
年
本
の
該
当
箇
所
に
は
「
此
人
元
来
後
世
一
大
事
ト
思
フ
正
見
ナ
ル
ユ
ヱ
願
生
ノ
心
ダ
ニ
立
テ
バ
自
ラ

厭
欣
三
心
五
行
四
修
三
業
清
浄
等
ノ
心
行
皆
発
ル
也
（
佛
教
大
学
蔵
安
永
七
年
本
『
願
生
浄
土
義
』、
四
五
紙
右
）」
と
あ
る
。

（
39
）　
安
永
七
年
本
『
願
生
浄
土
義
』
該
当
箇
所
に
中
国
浄
土
教
史
お
よ
び
善
導
の
教
化
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
述
べ
ら
れ
る
の

は
日
本
浄
土
教
史
と
法
然
の
教
化
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
再
治
の
際
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刊

本
で
述
べ
ら
れ
る
善
導
観
は
、
普
寂
自
身
の
法
然
観
に
重
ね
る
形
で
成
立
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。





一
七
三

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

織
田
信
長
の
命
で
、
浄
土
宗
と
法
華
宗
が
対
論
し
た
「
安
土
宗
論
」
の
現
場
と
な
っ
た
浄
厳
院
（
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
安
土
町
）
は
、

当
時
の
本
堂
・
本
尊
が
現
在
で
も
残
っ
て
お
り
、
そ
の
場
に
い
る
と
当
時
の
熱
気
が
蘇
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
そ
の
浄
厳
院
は
、
こ
れ
ま

た
織
田
信
長
の
命
で
金
勝
寺
谷
の
山
中
か
ら
強
制
的
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
。
安
土
へ
移
転
す
る
前
は
、「
浄
厳
坊
」
で
あ
り
、
そ
の
開

山
は
隆
尭
法
印
（
一
三
六
九
～
一
四
四
九
）
と
い
う
天
台
僧
で
あ
っ
た
。
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）、
阿
弥
陀
寺
住
職
の
信
冏
に
よ
っ

て
著
述
さ
れ
た
『
湖
東
三
僧
伝（

１
）』

に
よ
る
と
、
隆
尭
は
浄
華
院
の
実
質
的
開
山
で
あ
る
向
阿
証
賢
の
『
三
部
仮
名
鈔
』
に
感
銘
し
、
当

時
の
浄
華
院
住
職
定
玄
に
師
事
し
、
応
永
一
一
年
（
一
四
〇
四
）、
同
国
金
勝
山
金
勝
寺
域
に
遁
世
し
た
。
こ
の
草
庵
が
浄
厳
坊
で
あ
る
。

隆
尭
は
隠
遁
し
た
と
は
い
え
、
精
力
的
に
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
な
ど
自
身
の
著
作
や
法
然
、
聖
光
、
然
空
、
向
阿
な
ど
の
法
語

を
抄
出
す
る
な
ど
し
て
念
仏
弘
通
に
努
め
た
。

浄
厳
坊
時
代
の
様
子
を
う
か
が
え
る
史
料
と
し
て
は
、
先
述
の
『
湖
東
三
僧
伝
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
三
代
厳
誉

宗
真
は
、
近
江
守
護
六
角
高
頼
の
帰
依
を
受
け
、
新
た
な
精
舎
の
建
設
を
勧
め
ら
れ
、
隆
尭
の
草
庵
の
あ
っ
た
東
坂
の
庵
を
阿
弥
陀
寺

と
し
、
こ
の
地
で
不
断
念
仏
・
六
時
常
行
お
よ
び
隆
尭
の
開
山
忌
を
創
始
し
た
と
い
う
。
や
が
て
こ
こ
を
本
拠
に
「
浄
厳
宗
」
な
る
小

教
団
が
で
き
「
門
弟
千
余
・
子
院
六
宇
・
属
院
数
百
」
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
伊
藤
唯
眞
氏
は
こ
の
本
末
圏
を
「
阿
弥
陀
寺

（
史
料
紹
介
）

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

伊
　
藤

　
真

　
昭
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本
末
圏
」
と
呼
び（

２
）、

中
井
真
孝
氏
は
「
浄
厳
宗
の
中
核
は
浄
厳
坊
と
阿
弥
陀
寺
の
両
寺
に
あ
っ
た
と
い
う
実
態
か
ら
「
浄
厳
坊
・
阿
弥

陀
寺
本
末
圏
」
と
呼
ぶ
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る（

３
）。

さ
ら
に
南
尊
融
氏
は
『
湖
東
三
僧
伝
』
の
記
載
内
容
は
、
浄
厳
院
の
末
寺
と

な
っ
て
い
る
阿
弥
陀
寺
が
、
そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
、
末
寺
で
あ
っ
た
事
実
を
隠
し
、「
両
本
寺
」
つ
ま
り
対
等
な
関
係
で
あ
っ

た
と
い
う
由
緒
に
改
竄
し
た
と
し
て
、「
浄
厳
坊
本
末
圏
」
と
呼
ん
で
い
る（

４
）。

南
氏
の
い
う
よ
う
に
『
湖
東
三
僧
伝
』
の
内
容
が
事
実
を
伝
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
信
頼
性
が
揺
ら
ぎ
、
依
拠

す
る
史
料
を
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
最
近
『
知
恩
院
史
料
集

　
近
世
文
書
編

　
一（

５
）』

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
知

恩
院
に
残
さ
れ
た
文
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
浄
厳
院
と
阿
弥
陀
寺
の
本
末
争
い
に
関

し
て
知
恩
院
に
提
出
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
そ
の
中
に
写
し
で
は
あ
る
が
、
浄
厳
坊
時
代
の
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
中
井
氏
の
論

考
で
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
全
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
浄
厳
院
に
残
さ
れ
た
史
料
群
は
、
滋
賀
県
教
育
委
員
会
が
古
文
書
調
査
を
実
施
し
、
ま
た
安
土
町
教
育
委
員
会
が
そ
の
他
の
美

術
工
芸
品
も
含
め
た
総
合
調
査
を
実
施
し
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る（

６
）。

そ
の
中
に
何
点
か
浄
厳
坊
時
代
の
も
の
が
含
ま

れ
る
。
一
方
で
阿
弥
陀
寺
に
残
さ
れ
た
史
料
は
、
明
治
二
十
八
年
に
火
災
に
遭
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。

一
点
だ
け
厳
誉
宗
真
に
宛
て
た
知
恩
院
住
職
周
誉
周
琳
の
書
状
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
伊
藤
唯
眞
氏
の
研
究
が
あ
る（

７
）。

こ
う
し
て
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
浄
厳
坊
に
関
す
る
同
時
代
史
料
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
次
史
料
の
絶
対
量
は
少
な
く
、

ど
う
し
て
も
写
し
な
ど
の
二
次
史
料
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
特
に
「
浄
厳
坊
本
末
圏
」
の
末
寺
を
対
象
と
し
た
「
宗

躰
諸
末
寺
法
度
之
事
」
と
題
す
る
定
書
は
重
要
な
史
料
で
あ
る
の
に
、
ど
ち
ら
も
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
、
昭
和
三
年
刊
行
の
『
滋
賀
県

史（
８
）』

と
昭
和
十
二
年
刊
行
の
藤
本
了
泰
氏
の
論
考（

９
）に

し
か
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
。
前
者
に
は
「
浄
厳
院
文
書
」「
以
上
一
巻
」
と
記
載

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
浄
厳
院
に
巻
子
装
の
状
態
で
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
者
に
は
「
江
州
金
勝
阿
弥
陀
寺
浄
土
宗
末
寺



一
七
五

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

法
度
書
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
所
蔵
情
報
が
な
い
た
め
、
ど
こ
の
何
を
参
照
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
全
文
掲
載
は
こ
の

二
点
で
あ
る
が
、『
滋
賀
県
史
』
が
参
照
し
た
は
ず
の
原
史
料
は
、
現
在
浄
厳
院
に
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
両
者
の
内
容
は
一
致
せ
ず
、

ま
た
誤
植
も
あ
る
た
め
に
、
伊
藤
唯
眞
氏
は
、
藤
本
翻
刻
本
を
参
照
し
つ
つ
、
滋
賀
県
史
本
に
拠
っ
て
論
を
進
め
て
い
る

）
（1
（

。
と
は
い
え

そ
れ
が
正
確
か
ど
う
か
は
、
原
本
が
な
い
の
で
確
か
め
よ
う
が
な
い
。

ま
た
こ
の
史
料
を
指
し
て
「
阿
弥
陀
寺
清
規
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
典
拠
は
『
湖
東
三
僧
伝
』
で
あ
る
。
同
書
に
は
「
阿

弥
陀
寺
清
規
」
の
全
文
で
は
な
く
抄
出
で
あ
る
う
え
、
内
容
も
要
約
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
南
氏
の
研
究
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
名
称
も

不
適
切
と
な
ろ
う
。
今
後
は
原
本
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
表
題
「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
と
呼
ぶ
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
今
回
本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
が
で
て
き
た
。
こ
れ
は
佛
教
大
学
本
庄
良
文
先
生
が
古
書
店
で
購
入
さ
れ
、

筆
者
に
情
報
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
本
紙
七
十
六
丁
で
表
紙
に
は
「
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
」
と
あ
り
、
一
見
し
て
安
土
浄

厳
院
に
関
係
す
る
史
料
だ
と
わ
か
る
。
ま
た
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
十
二
月
十
二
日
の
日
付
と
「
法
誉
代
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
法

誉
と
は
浄
厳
院
第
十
三
代
住
職
の
こ
と
で
あ
る

）
（（
（

。
さ
ら
に
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
誠
誉
が
修
復
し
た
こ
と
も
書
か
れ
て
る
が
、
誠

誉
と
は
第
十
八
代
住
職
誠
誉
玄
実
（
一
七
四
一
～
四
八
在
任
）
の
こ
と
で
あ
る

）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
浄
厳
院
で
作
成
さ
れ
た
も
の
だ

と
わ
か
る
。
作
成
年
代
は
元
禄
三
年
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
の
時
点
で
校
訂
が
施
さ
れ
て
お
り
、
誤
字
は
訂
正
さ
れ
、
補
足
情
報
は
行
間

に
注
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
一
丁
目
に
目
次
が
あ
り
、
そ
れ
を
み
る
と
、
冒
頭
一
・
二
に
歴
代
住
職
の
履
歴
、
三
で
原
本
不
明
の
「
宗
躰
諸
末
寺
法

度
」
が
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
が
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
。
四
・
五
は
寛
永
年
間
の
相
論
に
関
す
る
史
料
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
六
・
七
は
相
論
に
関
連
し
て
浄
厳
坊
時
代
の
古
文
書
の
写
し
が
書
き
留
め
ら
れ
た
。

本
稿
で
は
主
と
し
て
金
勝
山
に
あ
っ
た
浄
厳
坊
に
関
す
る
資
料
を
中
心
に
影
印
を
付
し
、
目
次
番
号
一
～
七
を
翻
刻
す
る
。
最
後
に



一
七
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

浄
厳
坊
時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
別
時
法
度
之
事
」（
浄
厳
院
蔵
）
を
付
録
と
し
て
合
わ
せ
て
掲
載
す
る
。

こ
れ
ら
の
翻
刻
に
よ
っ
て
今
後
の
浄
厳
坊
研
究
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
凡
例
】

一
文
中
に
適
宜
句
読
点
・
並
列
点
を
付
す
。

一
原
文
は
常
用
漢
字
を
基
本
と
し
、
異
体
字
・
俗
字
・
旧
字
な
ど
は
一
部
を
除
き
基
本
的
に
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

一
虫
食
い
な
ど
文
字
欠
け
は
、
一
文
字
の
場
合
は
□
、
複
数
文
字
の
場
合
は
［

　
　
　
］
と
表
記
す
る
。

一
丁
替
わ
り
に
は
、
カ
ギ
括
弧
（
」）
で
最
終
文
字
を
示
し
、
そ
の
後
に
1
丁
目
表
は
（
１
オ
）、
１
丁
目
裏
は
（
１
オ
）
と
表
記
し
た
。

一
傍
注
は
丸
括
弧
で
本
文
の
右
傍
に
表
示
し
た
。

一
本
文
中
に
は
な
い
が
、
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
該
当
場
所
に
目
次
の
表
題
を
隅
付
き
括
弧
（【
】）
で
表
示
し
た
。

一
『
知
恩
院
史
料

　
近
世
文
書
篇
』
で
翻
刻
済
み
の
も
の
に
は
該
当
史
料
番
号
を
末
尾
に
付
す
。

一
史
料
に
通
し
番
号
を
付
し
、
太
字
で
〔
史
料
①
〕
と
い
う
よ
う
に
表
記
し
た
。

【
解
題
】

〔
史
料
①
〕・〔
史
料
②
〕

浄
厳
院
の
歴
代
を
事
績
と
と
も
に
列
記
す
る
。
特
に
初
代
隆
尭
に
つ
い
て
は
、『
湖
東
三
僧
伝
』
と
は
異
な
り
、
向
阿
は
も
と
よ
り
、『
三

部
仮
名
抄
』
も
含
め
浄
華
院
に
関
す
る
こ
と
は
一
切
言
及
さ
れ
ず
、
隆
尭
は
知
恩
院
の
法
阿
に
帰
依
し
浄
土
門
に
入
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。



一
七
七

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

歴
代
に
つ
い
て
史
料
①
は
九
代
目
の

誉
了
念
ま
で
、
史
料
②
は
一
〇
代
目
の
広
誉
鉄
牛
ま
で
記
し
て
い
る
。

〔
史
料
③
〕・〔
史
料
④
〕

中
世
近
江
浄
土
宗
教
団
の
本
寺
で
あ
る
浄
厳
坊
が
末
寺
に
対
し
て
制
定
し
た
「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
の
現
存
最
古
の
写
本
。
冒
頭
に
「
浄

厳
坊
三
代
宗
真
上
人
自
筆
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
真
自
筆
原
本
を
写
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
滋
賀
県
史
本
同
様
、
明
応
元
年
九

月
と
い
う
日
付
は
な
い
。
滋
賀
県
史
本
と
文
字
を
比
較
し
て
み
る
と
、
カ
タ
カ
ナ
か
、
ひ
ら
が
な
か
漢
字
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
内
容

に
大
き
な
差
異
は
な
い
。
た
だ
こ
の
写
本
に
よ
っ
て
滋
賀
県
史
本
の
誤
植
が
判
明
す
る
の
で
、
滋
賀
県
史
本
と
明
ら
か
に
違
う
部
分
は

ゴ
シ
ッ
ク
に
し
た
。
逆
に
一
部
こ
ち
ら
の
脱
漏
一
部
分
も
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
部
分
は
亀
甲
括
弧
で
補
っ
て
い
る
。

内
容
で
興
味
深
い
の
は
、「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
第
三
六
条
で
「
近
年
末
寺
同
衆
僧
お
ほ
く
な
り
候
」
と
浄
厳
坊
末
寺
が
増
加
し
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
の
と
、「
庫
裏
法
度
」
第
五
条
で
「
小
僧
は
幼
く
て
も
叢
林
（
禅
宗
）
の
よ
う
に
贅
沢
せ
ず
、
無
駄
に
遊
び
狂
っ

て
は
い
け
な
い
」
と
戒
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
三
河
大
樹
寺
で
も
開
山
勢
誉
愚
底
が
寺
内
法
度
で
あ
る
「
式
定
」

を
定
め
て
い
る
。
両
史
料
を
詳
細
に
読
み
込
む
こ
と
で
、
中
世
近
江
浄
土
宗
教
団
の
特
質
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

な
お
「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
と
「
庫
裏
法
度
」
を
合
わ
せ
る
と
四
十
八
ヶ
条
と
な
る
。
四
十
八
と
い
う
条
数
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
法

度
は
一
体
の
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

〔
史
料
⑤
〕

寛
永
年
間
に
発
生
し
た
阿
弥
陀
寺
と
の
本
末
争
い
に
関
係
す
る
も
の
。
現
在
地
恩
院
に
は
双
方
で
作
成
さ
れ
た
文
書
が
文
書
群
と
し

て
保
存
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
『
知
恩
院
史
料

　
近
世
文
書
篇
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
日
付
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。



一
七
八

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

内
容
は
阿
弥
陀
寺
側
が
阿
弥
陀
寺
と
浄
厳
院
は
「
両
本
寺
」
と
し
て
対
等
の
関
係
に
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
浄
厳
院
側
は
当

然
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
過
去
の
経
緯
に
触
れ
る
中
で
、
浄
厳
坊
時
代
の
様
子
が
う
か
が
え
る
史
料
で
あ
る
。

〔
史
料
⑥
〕

浄
厳
院
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
離
脱
し
て
知
恩
寺
末
と
な
っ
た
水
口
真
光
寺
の
離
脱
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
真
光
寺
は
心
光
寺

と
し
て
現
在
も
水
口
に
存
在
す
る
。
真
光
寺
が
離
脱
す
る
の
と
阿
弥
陀
寺
が
離
脱
す
る
の
で
は
そ
の
影
響
力
は
計
り
知
れ
な
く
大
き
い

た
め
、
浄
厳
院
側
は
な
ん
と
し
て
で
も
離
脱
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

〔
史
料
⑦
〕・〔
史
料
⑧
〕・〔
史
料
⑨
〕

い
ず
れ
も
『
知
恩
院
史
料

　
近
世
文
書
篇
一
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
寺
が
他
の
末
寺
と
同
様
に
「
組
頭
」
と
し
て
署
判
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
両
本
寺
」
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
。「
御
本
紙
有
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
浄
厳
院
に
原
本
が
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、
現
在
は
確
認
で
き
な
い
。

〔
史
料
⑩
〕・〔
史
料
⑪
〕・〔
史
料
⑫
〕

こ
の
三
点
の
文
書
は
、
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
寺
に
原
本
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
現
存
し
な
い
。
一
つ
め
は
阿
弥
陀
寺
の
開
基
厳

誉
宗
真
と
始
世
の
住
持
真
誉
浄
阿
が
連
名
で
下
し
た
法
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
浄
阿
が
実
質
的
開
基
で
、
宗
真
は
名
目
的
開
基
だ
と
い
え

よ
う
。
こ
れ
ま
で
『
湖
東
三
僧
伝
』
の
記
述
か
ら
宗
真
が
阿
弥
陀
寺
を
開
い
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
真
誉
浄
阿
と
い
う
僧
が
宗
真
を
開

基
に
迎
え
て
開
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
宗
真
の
立
場
は
本
寺
浄
厳
坊
住
職
と
し
て
の
署
判
で
あ
ろ
う
。
明
応
元
年
九



一
七
九

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

月
七
日
時
点
で
「
法
度
四
十
八
箇
条
」、
つ
ま
り
「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
つ
め
は
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
に
示
寂
す
る
宗
真
の
譲
状
で
あ
る
。
一
行
目
に
「
此
両
人
」
と
あ
る
が
人
名
は
臨
西
坊
し
か

な
い
の
で
、
前
欠
と
思
わ
れ
る
。
第
二
条
で
は
宗
真
の
中
陰
は
阿
弥
陀
寺
で
阿
弥
陀
寺
と
浄
厳
坊
の
僧
侶
だ
け
で
勤
め
る
こ
と
、
ま
た

「
谷
」、
つ
ま
り
浄
厳
坊
を
相
続
す
る
宗
珠
坊
に
は
、
東
坂
阿
弥
陀
寺
と
万
事
相
談
し
て
「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
以
下
を
徹
底
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
た
し
か
に
阿
弥
陀
寺
が
主
張
す
る
「
両
本
寺
」
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
つ
め
は
、
安
土
に
浄
厳
坊
を
移
し
た
応
誉
明
感
が
、
浄
厳
坊
の
跡
地
の
掃
除
を
然
誉
に
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
阿
弥
陀
寺
は
そ

れ
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
、
こ
の
こ
と
は
然
誉
に
も
ち
ゃ
ん
と
伝
え
て
い
る
、
と
阿
弥
陀
寺
に
通
達
し
て
い
る
。
応
誉
は
阿

弥
陀
寺
を
特
別
扱
い
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
浄
厳
坊
の
安
土
移
転
の
年
代
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
天
正
五
年
二
月
の
段
階
で
「
遺
跡
」
の
こ
と
が

話
題
に
な
っ
て
い
る
。
信
長
が
十
月
十
日
に
「
こ
ん
せ
の
坊
主
」
に
移
転
を
強
制
し
た
朱
印
状
を
出
し
て
い
る

）
（1
（

が
、
そ
れ
は
天
正
四
年

と
確
定
で
き
る
。
こ
れ
を
請
け
て
翌
天
正
五
年
に
移
転
し
た
の
で
あ
る
。
本
史
料
で
も
安
土
移
転
を
天
正
五
年
と
し
て
い
る
。

〔
付
録
〕

別
時
念
仏
を
行
う
際
の
決
ま
り
事
を
記
し
た
も
の

）
（1
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
別
時
念
仏
の
際
に
は
調
声
人
が
い
て
、
鉦
鼓
や
脇
金
と
い
っ

た
鳴
り
物
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
道
場
に
入
る
前
に
は
手
洗
い
や
口
の
中
を
漱
い
で
身
を
浄
め
て
い
た
り
、
持
ち

物
の
取
り
違
い
や
落
と
し
物
に
関
す
る
規
定
な
ど
興
味
深
い
内
容
が
あ
る
。
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、「
指
当
」
と
い
う
語
句
使
用
の

類
似
性
、
文
字
の
雰
囲
気
、
衆
議
で
決
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
宗
躰
諸
末
寺
法
度
」
と
同
時
期
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。



一
八
〇

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

（
表
紙
）（
28
・
９
㌢
×
20
・
３
㌢
）

「
元
禄
三
庚午

歳
十
二
月
十
二
日

　
法
誉
代
也

　
　
　
　 

延
享
三
寅
年

　
　
　
誠
誉
修
飾
之

　
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
　
」

一
　
　
知
恩
院
十（

十
七
代
法
阿
）

六
代
清
阿
上
人

江
隆
尭
帰
依
之
事

二
　
　
浄
厳
院
代
之
事

三
　
　
浄
厳
院
諸
末
寺
法
度
文
事
、
但
浄
厳
坊
三
代
宗
真
上
人
自
筆
之
事

四
　
　
阿
弥
陀
寺
新
儀
を
申
ニ
付
、
浄
厳
院
ヨ
リ
覚
書

五
　
　
甲
賀
水
口
真
光
寺
事

六
　
　
浄
厳
院
組
頭
衆
加
判
証
文
三
通
有
事

七
　
　
阿
弥
陀
寺
よ
り
両
本
寺
之
証
文
ト
申
ス
書
物
三
通
事
」（
１
オ
）

八
　
　
正
覚
院
弘
誓
寺
出
入
門
徒
中
よ
り
出
状
之
事

九
　
　
正
覚
院
住
持
自
筆
以
門
徒
中
へ
挙
ケ
申
目
安
之
事

十
　
　
弘
誓
寺
門
中
へ
挙
ケ
申
目
安
之
事

十
一

　
寛
永
十
五
年
十
二
月
廿
二
日
ニ
預
御
裁
許
ニ
候
上
ニ
、
為
後
証
墨
付
被
成
御
取
之
事

十
二

　
正
覚
院
儀
ニ
付
、
小
堀
遠（

政
一
）

江
守
殿
へ
挙
ケ
申
目
安
之
事

十
三

　
正
覚
院
代
々
住
持
職
本
寺
之
四
十
八
日
ニ
詰
申
事

（
後
筆
）

「
十
四

　
小
堀
権
左
衛
門
殿

江
深
誉
指
出
候
書
翰



一
八
一

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

十
五

　
寛
永
六
己
巳
三
月
法
事
導
師
之
事

十
六

　
寛
永
十
一
五
月
六
日
阿
弥
陀
寺
寂
誉
、
同
寺
中
御
本
山

江
指
上
候
言
上
書

十
七

　
正
覚
院
ー
、
但
重
書
欤

十
八

　
阿
弥
陀
寺
寂
誉
御
本
山

江
歎
訴
候
書
翰

十
九

　
本
山
ヨ
リ
本
末

江
被
成
下
候
ケ
条

廿
　
　
演
誉
追
放
被
仰
付
候
節
之
五
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」（
１
ウ
）

【
一
知
恩
院
十
六
代
清
阿
上
人

江
隆
尭
帰
依
之
事
】

〔
史
料
①
〕

一
浄
厳
院
開
山
隆
尭
法
印
、
応
永
十
一
年
、
生
年
三
拾
六
歳
ニ
而
被
成
頓
世
、
江
州
栗
本
郡
金
勝
寺
之
谷
ニ
草
案
結
、
自
行
化
他

之
た
め
に
念
仏
三
昧
を
行
、
知
恩
院
十
六

（
七
）代

之
法
阿
上
人

江
帰
依
シ
、
浄
土
之
安
心
を
聴
、
経
論
祖
釈
之
中
ニ
モ
集
元
祖
上
人
之
御

法
語
之
肝
要
ヲ
、
記
一
巻
之
抄
、
念
仏
安
心
大
要
抜
書
。
此
板
木
知
恩
院
有
之
。
則
大
要
奥
書
ニ
白
文
字
ニ
ヲ
コ
シ
テ
ア
リ
。
其
上

隆
尭
之
御
直
弟
、
浄
厳
坊
二
代
尭
誉
隆
阿
上
人
者
知
恩
院
十
八
代
ナ
リ
。
開
山
よ
り
知
恩
院
ハ
帰
依
如
此
。
浄
厳
坊
三
代
厳
誉
宗

真
上
人
ハ
隆正

覚
院
出
入
之
下
ニ
直
弟
ト
書
上
候

阿
上
人
之
弟
子
、
四
代
ハ
映
誉
宗
玖
上
人
、
五
代
ハ
」（
２
オ
）
忍
誉
真
源
上
人
、
六
代
ハ
仙
誉
珠
慶
上
人
、
忍
誉
上
人

之
直
弟
也
。
七
代
ハ
九
誉
源
慶
上
人
、
往
生
之
刻
永
禄
九
年
ニ
知
恩
院
様

江
谷
之
坊
よ
り
住
持
乞
申
候
時
、
法浩

■誉
上
人
様
被
成
御
馳

走
、
当
院
八
代
目
明
感
上
人
を
浄
厳
坊
住
持
職
ニ
被
仰
付
候
。
天
正
十
年
八
月
廿
七
日
ニ
応
誉
往
生
之
砌
、
法浩

誉
様
御
焼
香
ニ
浄
厳

院
へ
御
下
向
被
成
候
。
次
ニ
住
持
乞
申
時
、
和
州
浄
国
寺
信天

正
十
二
十
一
月
八
日
導
師
信
誉
─
─
─
□
ヲ
是
□
三
十
□
丁

誉
任
誓
上
人
ヲ
被
成
御
馳
走
、
住
持
職
ニ
被
仰
付
候
。
出
入
五
年
御
座

候
而
御
退
席
被
成
御
帰
候
。
次
ニ
住
持
乞
申
時
、
山
田
ノ
源
福
寺
を
被
成
御
下
シ
、
一
春
御
座
候
。
彼
岸
過
候
へ
は
、
被
成
御
帰
候
。 

次天
正
十
五
年
十
一
月
十
二
日
結
願
導
師
叡
誉
─
─
─
─
下
へ
□
十
□
□

ニ
叡
誉
俊
洞
上
人
、
次
ニ
乞
申
候
時
、」（
２
ウ
）
房
州
長
泉
寺
八
幡
山

ニ
住
居
候
○
洪

（
浩
）誉

様
御
折
紙
被
下
、
当
院
へ
住
職
被
仰
付
候
。



一
八
二

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

天
正
十
九
年
ニ
入
院
被
申
候
。
先
規
よ
り
当
院
代
々
知
恩
院

江
年
頭
申
上
候
。
ケ
様
之
式
次
第
、
彼
衆
不
存
、
白
旗
流
儀
に
て
ハ
無
御

座
候
と
申
、
我
儘
を
申
候
。

【
二
浄
厳
院
代
之
事
】

〔
史
料
②
〕

一
浄
厳
院
開
山
隆
尭
法
印
、
応
永
十
一
年
ニ
頓
世
、
宝
徳
元
年
十
二
月
十
二
日
ニ
生
年
八
拾
一
遷
化
。
谷
之
坊
ニ
四
十
六
年
之
住
。
生

国
ハ
江
州
川
辺ツ

ラノ
郷
。
浄
厳
坊
二
代
尭
誉
隆
阿
上
人
、
宝
徳
二
年
ヨ
リ
住
持
職
。
文
明
十
三
年
九
月
七
日
ニ
往
生
。
三○

此
内
ニ
本
山
住
有
之

拾
弐
年
之
住
。

生
国
ハ
江
州
野
洲
郡
小
浜
村
。
浄
厳
坊
三
代
厳
誉
宗
真
上
人
、
文
明
十
三
」（
３
オ
）
年
住
持
職
。
永
正
十
五
年
十
二
月
廿
九
日
ニ
往
生
。

三
拾
八
年
住
。
生
国
ハ
丹
後
。
浄
厳
坊
四
代
映
誉
宗
珍

（
玖
）上

人
、
永
正
十
六
卯
年
ニ
入
院
。
大
永
五
年
九
月
十
八
日
往
生
。
七
年
住

持
職
。
生
国
者
伊
勢
山
田
也
。
浄
厳
坊
五
代
忍
誉
真
源
上
人
、
大
永
五
酉
年
ニ
入
院
。
天
文
五
年
八
月
十
二
日
ニ
往
生
。
住
持
職
十

二
年
。
江
州
弓
削
。
浄
厳
坊
六
代
仙正

覚
院
二
代
仙
誉
珠
慶
─
─
廿
ニ
改
元

誉
珠
慶
天
文
五
年
ニ
入
院
。
同
弐
拾
三
年
十
月
五
日
往
生
。
十
九
年
住
持
職
。
生
国
江
州
鵜
川
。

浄
厳
坊
七
代
九
誉
源
慶
上
人
、
天
文
二
十
三
年
ニ
入
院
。
永
禄
八
年
十
一
月
廿
六
日
往
生
。
拾
弐
年
住
持
職
。
生
国
ハ
上
野
。
浄
厳

坊
八
代
応
誉
明
感
上
人
、
永
禄
九
寅
年
ニ
浄
厳
坊
ヘ
」（
３
ウ
）
入
院
。十

二
年
之
後

天
正
五
年
信
長
様
浄
厳
坊
を
安
土
へ
被
成
御
引
、
浄
厳
坊

ヲ
院
ニ
被
成
候
。
此
故
ニ
浄
厳
院
八在

命
六
年

代
也
。
天
正
十
午
年
八
月
廿
七
日
往
生
。
住
持
職
十廿

九
年
也

八
年
。
生
国
ハ
伊
勢
山
田
。
天
正
十
年
よ

り
同
十
九
年
迄
九
年
之
間
、
信
誉
任
誓
上
人
・
叡
誉
俊
洞
上
人
両
人
住
持
職
也
。
当
院
ニ
而
往
生
な
き
故
ニ
代
々
弐
人
不
入
。
浄
厳

院
九
代

誉
了
念
上
人
天
正
十
九
年
ニ
入
院
。
慶
長
三
年
二
月
十
日
ニ
往
生
。
九
年
住
持
職
。
生
国
者
房
州
。
浄
厳
院
十
代
広
誉
鉄

牛
上
人
、
慶
長
三
年
ニ
入
院
。
元
和
元
年
ニ
隠金

勝
阿
弥
陀
寺

居
。
十
八
年
住
持
職
。
但
往
生
ハ
元
和
七
年
二
月
八
日
。
生
国
者
江
州
矢
橋
也
。」（
４
オ
）



一
八
三

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

【
三

　
浄
厳
院
諸
末
寺
法
度
文
事
但
浄
厳
坊
三
代
宗
真
上
人
自
筆
之
事
】

〔
史
料
③
〕

定
　
宗
躰
諸
末
寺
法
度
之
事

　
私
云
、
此
則
四
十
八
ヶ
条
也
。

一
寺
内
殺
生
禁
断
之
事
。

一
酒
不
入
之
事
。

一
公
事
辺
弓
矢
の
談
合
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
俗
方
内
陣
へ
入
へ
か
ら
す
。
但
志
に
て
焼
香
の
た
め
な
ら
は
、

衆
僧
へ
案
内
あ
り
て
可
被
入
事
。

一
頼
母
子
・
合
力
の
宿
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
利
銭
口
入
有
へ
か
ら
さ
る
事
。」（
４
ウ
）

一
日
暮
候
て
指
当
用
な
き
に
、
衆
僧
在
家
へ
出
入
有
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
於
地
下
中
、
他
宿
有
へ
か
ら
す
。
但
念
仏
結
縁
の
た
め
ハ
、
く

る
し
か
ら
さ
る
事
。

一
六
ツ
以
後
、
女
人
庫
裏
に
入
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
地
下
番
の
風
呂
、
雑
湯
に
な
り
て
、
う
ち
込
に
入
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
断
酒
た
る
へ
き
事
。

一
昼
寝
す
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
よ（

夜
）る

も
衣
を
は
な
た
す
、
ま（

丸
寝
）

ろ
ね
た
る
へ
き
事
。
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一
此
室
に
い（

入
）ら

ん
人
ハ
、
一
向
念
仏
三
昧
た
る
へ
し
。
智
者
・
学
生
」

（
５
オ
）
な
り
と
も
、
諸
経
読
誦
等
の
雑
行
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
当
宗
た
ら
ん
人
ハ
、
た
と
ひ
才
覚
あ
り
と
も
、
ぐ（

愚
痴
）ち

に
か
へ
り

て
念
仏
候
ハ
ん
事
、
本
意
た
る
へ
し
。
況
や
無
智
の
身
に
て
他

宗
と
法
問
是
非
の
あ（

争

）

ら
そ
ひ
堅
停
止
あ
る
へ
き
事
。

一
衆
僧
他
行
の
時
ハ
、
住
持
へ
い
と

（
暇
）ま

乞
可
被
申
。
留
守
な
ら
は

宿
老
中
へ
案
内
あ
る
へ
き
事
。

一
寺
家
ニ
ふ（

普
請
）

し
ん
あ
ら
ん
時
、
さ
し
あ
た
る
用
な
き
に
他
行
有
へ

か
ら
す
。
時
を
ハ
宿
老
衆
ヘ
ひ
か
へ
ら
れ
候
て
、
其
外
ハ
皆
々

出
ら
る
へ
き
事
。」（
５
ウ
）

一
俗
姓
だ
て
す
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
衆
僧
諍
論
之
事
あ
ら
は
、
住
持
・
宿
老
と
し
て
、
か
た
く
教
訓

候
而
し
つ
め
ら
る
へ
し
。
若
無
承
引
者
本
寺
へ
注
進
あ
り
、
寺

家
を
退
出
さ
せ
ら
る
へ
き
事
。

一
た（

太
刀
）ち

・
か（

刀

）
た
な
・
弓
・
鑓
な
と
の
武
具
持
へ
か
ら
す
。
但

寺
内
盗
人
の
用
心
の
た
め
ハ
苦
し
か
ら
さ
る
事
。

一
小
袖
き
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
ご（

碁
）・

し（

将

棋

）

や
う
ぎ
、
よ
ろ
つ
勝
負
并
音
曲
・
く（

曲

舞

）

せ
ま
ひ
な
と
の



一
八
五

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

ゆ（

遊

覧

）

う
ら
ん
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。」（
６
オ
）

一
当
宗
ハ
何
事
も
え（

栄

耀

）

い
よ
う
を
こ（

好
）の

ま
す
、
衣
・
食
・
住
所
ニ
お

き
て
も
、
け（

結

構

）

つ
か
う
を
用
へ
か
ら
す
。
世
間
仁
義
の
思
を
や
め
、

信
施
を
お
そ
れ
、
人
の
わ（

煩

）

つ
ら
ひ
を
い
た
む
へ
き
事
。

一
病
者
あ
ら
は
、
役
者
心
に
入
れ
ら
る
へ
し
。
但
看
病
之
事
ハ
衆

僧
番
お
り
に
て
も
、
又
壱
人
し
て
も
せ
ら
れ
候
て
、
能
々
念
仏

を
す（

勧

）
ゝ
め
ら
る
へ
し
。

一
宗
躰
往
生
あ
ら
は
、
聞
か
け
に
過
去
帳
ニ
入
、
経
・
念
仏
・

ゑ（
回
向
）

か
う
あ
る
へ
き
事
。

一
縦
虚
名
な
り
と
も
、
大
犯
の
〔
三
ヶ
条
〕、
殊
に
乱
行
・
盗
人

の
難
ヲ
き
た
」（
６
ウ
）
ら
ん
人
ハ
、
申
明
む
る
旨
〔
な
く
は
〕

同
座
不
可
叶
。
此
条
見
隠
・
聞
か（

隠
）く

す
へ
か
ら
す
。
但
実
犯
な

き
事
を
申
出
ハ
、
宗
躰
無
興
隆
た
る
上
ハ
、
申
か
け
た
る
人
同

罪
た
る
へ
き
事
。

一
物
詣
の
事
、
伊
勢
・
熊
野
・
善
光
寺
な
と
の
事
ハ
、
一
は
恩
徳

報
謝
の
た
め
、
一
ハ
世
間
の
有
為
無
常
を
も
知
り
て
信
行
増
進

の
た
め
な
ら
は
、
参
ら
る
へ
し
。
そ
れ
も
常
住
の
用
、
又
ハ
法

事
等
に
付
て
、
住
持
の
い（

暇

）
と
ま
出
さ
ら
ん
に
、
お（

押

）
し
て
参
候
は
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ん
人
ハ
、
下
向
あ
り
て
、
其
寺
に
堪
忍
不
可
叶
事
。」（
７
オ
）

一
本
寺
へ
案
内
な
く
同
道
の
人
も
な
く
て
久
物
詣
あ
り
て
帰
来
者
、

信
行
の
実
否
無
証
人
者
、
不
可
有
同
座
事
。

一
本
寺
へ
申
子
細
も
な
く
て
、
在
所
ニ
証
人
な
か
ら
ん
人
、
妻
子

あ
ら
ん
故
郷
に
住
居
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
興
隆
と
号
し
て
、
く（

公
界
）

か
い
・
法
界
、
堂
塔
の
勧
進
ひ（

聖

）
じ
り
す
へ

か
ら
す
。
但
宗
躰
之
中
由
緒
の
子
細
あ
ら
は
、
衆
儀

（
議
）談

合
候
て
、

可
有
興
隆
事
。

一
本
寺
よ
り
詞
を
加
、
住
し
た
る
在
所
退
出
あ
ら
ん
時
、
可
有
注

進
事
。」（
７
ウ
）

一
何
様
の
末
寺
、
居
所
に
あ
り
共
、
其
寺
の
徳
分
自
用
に
つ（

使
）か

ふ

へ
か
ら
す
。
若
余
慶
あ
ら
は
興
隆
せ
ら
る
へ
き
事
。

一
座
配
の
事
、
大
形
ハ
戒
臈
次
第
た
る
へ
し
。
但
年
た（

長
）け

て
発
心

の
人
、
或
ハ
横
入
の
人
な
ら
は
、
其
主
に
よ
り
て
、
時
の
住
持

之
儀
、
又
ハ
衆
議
を
以
立
ら
る
へ
し
。
生
徳
隠
遁
之
宗
た
る
う

へ
ハ
、
上
下
の
あ
ら
そ
ひ
有
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
当
宗
尼
衆
之
事
、
元
は
山
居
之
室
に
候
間
な
く
候
つ
れ
共
、
念

仏
化
導
に
つ
ゐ
て
、
深
重
信
仰
の
人
、
堅
望
ま
れ
候
間
、
今
ハ



一
八
七

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

弟
子
一
分
の
人
少
々
候
。
然
間
別
時
な
と
の
」（
８
オ
）
人
数

に
加
ハ
る
僧
達
共
、
行
あ
る
へ
か
ら
す
。
又
物
詣
同
道
不
可
然
。

但
皆
々
存
候
親
類
・
年
老
な
と
の
事
ハ
非
制
限
。

一
当
宗
を
頼
出
家
候
て
所
々
に
あ
ら
ん
人
、
本
寺
代
々
の
住
持
并

末
寺
看
坊
・
役
者
、
さ
し
あ
た
り
ち
か
ひ
な
き
に
、
み
た
り
か

ハ
し
く
是
非
有
へ
か
ら
す
。
但
不
可
然
子
細
候
ハ
ヽ
、
興
隆
の

心
中
に
て
、
ひ
そ
か
に
可
被
申
上
。
猶
以
宗
躰
の
人
を
他
宗
在

家
の
前
に
て
誹
謗
あ
ら
ん
人
ハ
、
一
段
無
興
隆
た
る
上
ハ
、
し

つ
か
に
聞
合
候
て
、
宗
躰
を
破
せ
ら
る
へ
き
事
。」（
８
ウ
）

一
先
師
恩
徳
報
謝
の
別
時
念
仏
に
ハ
、
い
か
様
の
隙
入
候
共
可
被

罷
出
候
。
然
者
逗
留
の
間
の
時

（
斎
）料

必
持
る
へ
し
。
近
年
末
寺
・

同
衆
僧
お
ほ
く
成
候
。
我
等
一
人
と
被
存
候
得
共
、
方
々
よ
り

被
集
候
間
、
如
此
候
。
又
本
寺
の
御
本
尊
へ
参
詣
候
は
ん
人
々

も
同
前
之
心
得
た
る
へ
き
も
の
也
。

一
当
宗
た
ら
ん
人
、
公
事
辺
・
弓
矢
中
人
、
又
就
政
道
、
被
官
等

せ（

折

檻

）

つ
か
ん
あ
ら
ん
を
、
難
去
申
に
よ
り
、
聊
爾
ニ
取
続
候
て
、

侘
事
あ
る
へ
か
ら
す
。
万
世
間
の
事
を
遁
て
、
念
仏
申
さ
ん
た

め
出
家
候
人
、
末
世
濁
乱
の
時
分
、
左
様
の
事
に
隙
ヲ
」（
9
オ
）
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入
候
ハ
ヽ
、
不
可
有
際
限
候
。
堅
斟
酌
あ
る
へ
き
も
の
也
。

一
宗
躰
を
頼
ミ
出
家
候
人
、
居
所
な
き
に
付
て
侘
事
候
ハ
ヽ
、
可

有
扶
持
在
所
な
く
候
処
、
等
閑
の
様
に
か
た
く
被
申
候
事
あ
る

へ
か
ら
す
。
他
宗
な
と
は
其
会
下
た
る
人
ハ
、
本
寺
の
興
隆
・

忠
節
を
致
し
、
諸
役
を
被
勤
事
ニ
而
候
。
左
様
之
儀
こ
そ
候
は

す
共
、
無
了
簡
煩
を
被
申
候
事
、
主
の
た
め
二
世
の
冥
加
も
不

可
然
。
各
々
其
心
得
を
可
被
成
者
也
。

一
当
宗
念
仏
安
心
ハ
、
開（

隆
尭
）山

御
集
候
大
要
抜
書
之
趣
、
不
可
有
相

違
。〔
殊
〕
ニ
ハ
、
法
然
上
人
御
法
語
、「
罪
ハ
十
悪
五
逆
も
生

る
と
」（
９
ウ
）
信
し
て
、
少
罪
を
も
犯
さ
し
と
お
も
ふ
へ
し
。

悪
人
猶
生
す
、
況
や
善
人
哉
。
行
ハ
一
念
十
念
も
生
る
と
信
し
て
、

多
念
に
勤
へ
し
。
一
念
猶
生
す
、
況
多
念
哉
」
云
々
。
此
旨
を

よ
く
〳
〵
心
得
候
て
、
常
に
念
死
念
仏
の
用
心
に
住
し
て
、
心

に
助
給
と
思
ひ
て
、
只
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
ふ
へ
し
。
此
外
に

別
の
子
細
を
申
さ
れ
ん
人
を
は
、
縦
智
者
・
学
生
成
と
も
依
用

あ
る
へ
か
ら
す
。
又
於
行
事
者
、
阿
弥
陀
経
・
発
願
の
文
・
念

仏
の
外
、
他
事
あ
る
へ
か
ら
す
。
人
々
の
意
楽
に
ま
か
せ
、
色
々

の
勤
不
可
加
修
者
也
。」（
10
オ
）



一
八
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勝
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厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

右此
示
書
ハ
四
十
八
条
ノ
下
ニ
入
テ
可
書
也
。伝
写
其
過
ナ
ラ
ン

此
条
々
ハ
、
任
開
山
先
師
之
御
素
意
、
定
置
者
也
。
然
間
当

宗
人
し
て
ハ
、
努
々
不
可
有
違
背
。
縦
古
老
之
仁
、
又
宗
躰
雖

忠
節
之
人
、
於
背
法
度
者
、
可
為
無
興
隆
。
左
様
之
人
躰
全
不

可
有
許
容
者
也
。
仍
此
旨
以
衆
議
堅
所
定
如
件
。」（
10
ウ
）

〔
史
料
④
〕

定
　
庫
裏
法
度
之
事

一
せ（

洗

足

）

ん
そ
く
の
か（

割

笏

）

い
し
や
く
な（

鳴
）る

に
出
ら
れ
す
し
て
、
後
ニ
湯
を

乞
候
は
ん
人
に
は
出
す
へ
か
ら
す
事
。

一
僧
堂
の
か（

割

笏

）

い
し
や
く
な（

鳴
）る

に
、
指
当
用
も
な
き
人
出
ら
れ
す
し
て
、

後
に
く（

庫
裏
）り

に
て
心
〳
〵
に
斎
・
非
時
行
へ
か
ら
す
。
惣
し
て
僧

堂
へ
付
へ
き
僧
衆
、
く
り
に
て
随
意
に
候
は
ん
事
不
可
然
事
。

一
茶
堂
の
役
者
な
か
ら
ん
時
ハ
、
若
き
衆
、
番
を
り
に
せ
ら
る
へ
し
。

客
人
な
と
の
時
は
、
と
も
〳
〵
に
手
伝
有
へ
き
事
。」（
11
オ
）

一
茶
堂
の
湯
、〔
み
た

（
猥
）り

か
は
し
く
取
つ
か
ふ
へ
か
ら
す
。
但
か

み
の
湯
〕
又
食
の
ゆ

（
湯
）な

と
事
か
け
候
ハ
ヽ
、
能
々
こ
と
ハ
り
候

て
可
被
取
事
。

一
小
僧
ハ
、
香
の
火
わ（

脇

金

）

き
か
ね
、
仏
殿
の
さ（

掃
除
）

う
し
・
花
・
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仏
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き（

客

人

）

や
く
し
ん
・
そ（

僧

堂

）

う
ど
う
の
〔
き（

給
仕
）

う
し
〕
事

（
殊
）に

専
に
す
へ
し
。

宵
ハ
四
つ
ま
て
、
暁
は
七
つ
時
よ
り
道
場
へ
入
へ
し
。
お
と
な

の
こ
と
く
、
ま（

丸
寝
）

ろ
ね
た
る
へ
し
。
お
さ
な
く
候
共
、
そ（

叢

林

）

う
り
ん

な
と
の
様
に
、
ゑ（

栄

耀

）

い
よ
う
か
ま
し
く
、
い
た
つ
ら
に
あ
そ
ひ
く

る
ひ
候
事
、
か
た
く
停
止
あ
る
へ
く
候
。
法
度
を
背
き
、
行
事

に
も
あ
ひ
候
ハ
す
は
、
役
者
よ
り
斎
を
留
ら
る
へ
き
事
。」（
11

ウ
）

一
行
躰
の
沙
弥
、
い
か
に
も
無
我
正
直
を
た
し
な
み
、
御
本
尊
・

住
持
・
衆
僧
、
何
も
無
等
閑
可
有
奉
公
。
発
心
行
躰
之
上
ハ
、

た
と
ひ
如
何
様
之
し（

辛

労

）

ん
ら
う
有
と
も
、
夜
ル
ハ
道
場
に
入
て
、

衆
僧
用
心
に
念
仏
を
申
へ
し
。
沙
弥
へ

（
部
）屋

に
引
籠
リ
、
休
へ

か
ら
す
。
不
然
は
在
家
奉
公
ひ
と
し
か
る
へ
し
。
又
ゑ（

塩
噌
）

ん
そ
・

薪
い
か
に
も
大
切
に
す
へ
し
。
万
信
施
物
た
る
間
、
少
も
無
用

す
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
沙
弥
他
行
の
時
、
世
事
あ
ら
は
初
心
次
第
若
き
衆
と
も
く
に
せ

ら
る
へ
き
事
。」（
12
オ
）

如
何
様
之
客
人
な
り
と
も
、
三
菜
た
る
へ
し
。
仁
儀
か
ま
し

き
奔
走
あ
る
へ
か
ら
す
。
念
仏
結
縁
の
た
め
被
成
候
人
に
、
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九
一

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

さ
や
う
の
い（

営

）

と
な
ミ
に
隙
を
入
、
行
事
を
か

（
欠
）き

候
事
、
自
他

不
可
然
事
。

一
初
心
者
あ
ら
は
、
各
々
慈
悲
の
心
あ
り
て
、
時
の
お
こ
な
ひ
や
う
、

行
事
法
度
之
次
第
、
阿
弥
陀
経
・
念
仏
の
申
や
う
な
と
、
よ（

万
）ろ

つ
こ
ま

（
細
）か

に
し（

指
南
）

な
ん
あ
る
へ
き
事
。
已
上
四
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
弐
丁
上
ノ
右
此
条
々
等
、
此
処
へ
入
テ
可
也
。」（
12
ウ
）

【
四

　
阿
弥
陀
寺
新
儀
を
申
ニ
付
、
浄
厳
院
ヨ
リ
覚
書
】

〔
史
料
⑤
〕

条〻
目〻

寛
永
十
一
年
阿
弥
陀
寺
寂
誉
白
旗
派
儀
御
改
之
加
判
違
背
ニ
付
、
本
山
江
願
上
候
本
寺
深
誉
之
願
書
写

一
今
度
着
帳
加
判
之
儀
ニ
付
、
阿
弥
陀
寺
不
謂
新
儀
ヲ
被
申
懸
候
。
浄
厳
院
と
阿
弥
陀
寺
ハ
両
本
寺
に
て
候
間
、
諸
末
寺
同
前
に
着
帳

加
判
仕
間
敷
候
。
両
本
寺
ニ
只
今
究
候
ハ
ヽ
、
可
致
判
形
と
被
申
候
得
共
、
先
規
よ
り
両
本
寺
之
儀
終
不
承
候
。
先
年
門
中
衆
儀

（
議
）

之
判
形
御
座
候
時
ハ
、
阿
弥
陀
寺
も
組
頭
並
之
判
形
に
て
御
座
候
。
只
今
新
儀
ニ
両
本
寺
と
被
申
懸
候
事
不
能
分
別
事
。

一
阿
弥
陀
寺
ハ
浄
厳
坊
三
代
厳
誉
宗
真
上
人
開
基
ニ
而
」（
13
オ
）
御
座
候
。
被
成
開
基
候
子
細
ハ
、
金
勝
寺
ハ
女
人
結
界
之
地
、
谷

之
坊
ニ
別
時
御
座
候
も
、
男
子
迄
参
詣
仕
、
女
人
不
入
之
故
ニ
、
男
女
参
詣
の
た
め
に
金
勝
寺
よ
り
五
拾
町
余
口
に
一
寺
ヲ
建
立
し

給
。
則
阿
弥
陀
寺
也
。
阿
弥
陀
寺
ハ
本
寺
之
旅
所
に
て
御
座
候
。
是
故
ニ
本
寺
浄
厳
坊
上
人
并
寺
僧
下
向
候
て
、
旅
所
に
て
開
山
忌

寂
誉
也



一
九
二

仏
教
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紀
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執
行
被
申
、
男
女
ニ
念
仏
結
縁
被
仕
候
。
開
山
忌
之
間
万
事
入
用
本
寺
よ
り
賄
申
候
。
阿
弥
陀
寺
衆
に
は
少
も
構
せ
不
申
候
。
其
外

施
主
御
座
候
て
別
時
有
之
時
ハ
本
寺
之
上
人
下
向
被
仕
、
執
行
被
申
候
。
当
院
金
勝
寺
ノ
」（
13
ウ
）
谷
ニ
有
之
間
ハ
、
阿
弥
陀
寺

之
儀
ハ
本
寺
之
儘
ニ
而
御
座
候
故
ニ
、
万
事
指
引
浄
厳
坊
よ
り
申
候
事
。

一
信
長
様
天
正
五
年
ニ
金
勝
山
之
内
谷
ニ
御
座
候
本
尊

（
寺
）浄

厳
坊
を
安
土
へ
被
成
御
引
、
浄
厳
坊
を
院
ニ
被
成
候
。
則
浄
厳
院
是
也
。

爾
ヨ
リ
以
来
浄
厳
院
に
て
例
年
九
月
五
日
ヨ
リ
開
山
忌
執
行
仕
候
。
是
故
ニ
施

（
旅
）所

之
阿
弥
陀
寺
九
月
五
日
よ
り
詰
番
に
て
御
座
候
。

于
今
無
懈
怠
当
院
へ
被
致
出
仕
、
開
山
影
前
之
被
勤
報
謝
事
。

一
当
院
へ
阿
弥
陀
寺
よ
り
年
頭
之
式
日
、
先
規
よ
り
正
月
」（
14
オ
）
三
日
ニ
無
懈
怠
急
度
持
参
候
て
、
年
頭
被
申
候
。
本
寺
よ
り
返

礼
ニ
者
其
座
敷
に
て
末
広
壱
本
・
茶
五
袋
遣
申
候
。
何
も
組
頭
寺
々
へ
者
如
右
之
返
礼
ニ
而
御
座
候
事
。

一
諸
末
寺
小
僧
・
沙
弥
之
法
衣
、
本
寺
浄
厳
院
ニ
而
授
リ
申
候
。
阿
弥陀
寺
内
之
小
僧
・
沙
弥
も
本
寺
当
院
ニ
而
法
衣
取
現
在
帳
ヘ
入
申
候
事
。

一
諸
末
寺
小
僧
・
沙
弥
、
五
条
・
七
条
之
出
世
、
先
規
よ
り
本
寺
浄
厳
院
に
て
出
世
仕
候
。
阿
弥
陀
寺
内
小
僧
・
沙
弥
も
悉
ク
本
寺
浄

厳
院
に
て
致
出
世
候
。
出
世
之
香
奠
、
五
条
者
」（
14
ウ
）
米
弐
斗
、
七
条
ハ
米
四
斗
、
両
様
六
斗
、
是
本
寺
之
家
督
に
て
御
座
候
事
。

一
諸
末
寺
不
寄
老
若
、
往
生
仕
候
得
者
、
袈
裟
・
衣
ニ
香
銭
添
リ
、
本
寺
浄
厳
院
へ
あ
か
り
申
候
。
阿
弥
陀
寺
住
持
并
寺
僧
往
生
被
仕

候
得
者
、
袈
裟
・
衣
ニ
香
銭
添
リ
、
急
度
本
寺
へ
挙
ケ
申
候
。
則
年
中
諸
末
寺
往
生
人
を
過
去
帳
ヘ
入
、
九
月
開
山
忌
ニ
読
挙
、
廻

向
仕
候
事
。

一
本
寺
谷
之
坊
之
御
本
尊
阿
弥
陀
寺
ニ
預
置
申
候
。
天
正
五
年
ニ

　
信
長
様
浄
厳
坊
を
安
土
へ
被
成
御
引
候
時
、
客
」（
15
オ
）
寮
ニ

当
院
よ
り
良
恵
と
申
仁
を
留
守
ニ
申
付
置
候
。
此
人
浄
厳
院
へ
帰
度
と
被
申
候
時
、
本
寺
之
寺
僧
宗
永
・
宗
寿
・
良
印
・
永
宣
、
此

四
人
之
指
図
に
て
御
本
尊
を
阿
弥
陀
寺
寺
僧
吉
川
・
隆
慶
、
此
両
人
ニ
預
ケ
置
被
帰
候
得
と
被
申
付
候
故
ニ
、
良
恵
使
に
て
、
右
之

両
人
ニ
預
置
申
候
。
然
る
に
預
リ
被
申
候
吉
川
・
隆
慶
并
使
之
良
恵
、
又
ハ
本
寺
之
両（

寺
）僧

四
人
、
何
も
被
相
果
候
故
ニ
、
押
置
当
院
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へ
渡
し
不
申
候
事
。

此
本
尊
之
儀
ハ
、
重
而
此
方
よ
り
吉
川
弟
子
宗
清
、
隆
慶
弟
子
慶
山
両
人
ニ
師
匠
ヲ
前
書
ニ
入
、
誓
紙
可
申
付
と
存
候
。」（
15
ウ
）

一
天
正
年
中
ニ
阿
弥
陀
寺
不
慮
ニ
煙
焼
仕
、
其
後
不
取
合
、
本
堂
建
立
被
申
候
。
庫
裏
、
殊
外
不
弁
ニ
罷
成
、
常
住
続
兼
、
迷
惑
被
仕

候
付
而
、
本
寺
よ
り
開
山
忌
を
申
請
、
台

（
カ
）ニ

仕
、
堂
供
養
と
て
方
々
仏
供
・
霊
供
を
勧
、
四
十
八
日
別
時
執
行
仕
候
ハ
ヽ
、
其
外
位
牌
・

参
銭
も
可
有
之
候
間
、
左
様
ニ
候
ハ
ヽ
、
阿
弥
陀
寺
相
続
可
致
候
。
是
非
共
四
人
之
寺
僧
同
心
候
て
可
給
と
様
々
被
申
付
候
而
、
無

了
簡
昔
之
旅
所
に
て
候
得
者
、
自
余
之
末
寺
ニ
為
違
、
阿
弥
陀
寺
ニ
て
御
座
候
故
ニ
、
本
寺
よ
り
諸
末
寺
組
頭
衆
へ
折
紙
遣
候
。
然

者
阿
弥
陀
寺
別
時
中
之
役
者
本
寺
之
」（
16
オ
）
寺
僧
并
同
宿
ニ
被
申
付
、
僧
堂
之
知
客
頭
・
内
陣
之
灯
明
両
人
・
庫
裏
之
知
事
迄

悉
浄
厳
院
指
引
仕
候
事
。

一
阿
弥
陀
寺
企
邪
義
、
四
月
廿
日
ニ
栗
本
并
甲
賀
両
郡
へ
廻
文
を
遣
、
手
寄
之
坊
主
衆
を
呼
寄
せ
、
同
廿
二
日
ニ
被
申
渡
候
。
浄
厳
院

ハ
知
恩
院
を
引
請
、
不
謂
儀
を
申
懸
、
小
末
寺
同
前
ニ
着
帳
加
判
と
被
申
候
。
此
度
引
割
可
申
候
両
郡
之
宗
躰
衆
ハ
、
阿
弥
陀
寺
へ

可
有
随
着
候
。
来
ル
九
月
に
は
当
寺
に
て
開
山
忌
執
行
可
仕
候
。
此
等
之
趣
檀
那
衆
へ
可
有
披
露
候
。
両
郡
之
宗
躰
衆
ハ
、
自
今
以

後
浄
厳
院

江
」（
16
ウ
）
堅
不
可
有
出
仕
候
と
申
渡
し
候
事
。

一
阿
弥
陀
寺
住
持
・
同
寺
僧
、
不
謂
巧
新
儀
、
浄
厳
院
へ
嘉
例
之
年
頭
、
又
ハ
例
年
開
山
忌
、
両
度
之
不
可
致
出
仕
と
の
起
請
ニ
邪
義

之
企
連
判
を
、
末
寺
を
引
割
、
本
寺
を
忽
ニ
可
成
退
転
仕
立
、
迷
惑
ニ
奉
存
候
事
。

右
之
条
々
被
聞
召
分
、
浄
厳
院
相
続
仕
様
ニ
被
仰
付
可
被
下
候
。
已
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
州

寛
永
十
一
年
四
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
厳
院

　
本
山
知
恩
院
様

　
　
　
　
　
御
役
者
中
」（
17
オ
）



一
九
四

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

【
五

　
甲
賀
水
口
真
光
寺
事
】

〔
史
料
⑥
〕

水
口
真
光
寺
従
来
末
寺
ニ
有
之
候
得
共
、
本
寺
広
誉
代
離
末
之
先
例
有
之
ト
云
。
伏
□
難
有
之
故
為
通
答
已
下
を
以
被
書
上
候
も
の
也
。

別
条
目

一
浄
厳
院
末
寺
甲
賀
郡
水
口
真
光
寺
儀
、
慶
長
十
六
年
七
月
十
八
日
ニ
、　
上（

徳
川
家
康
）

様
御
相
撲
之
衆
美
濃
部
助（

茂
次
）

三
郎
ト
申
仁
、
但
知
行
三
百
石
取
、

死
去
被
仕
候
砌
、
先
住
広（

鉄
牛
）誉

真
光
寺
と
法
問
出
入
御
座
候
而
、
彼
寺
ニ
少
造
作
参
申
付
而
願
其
儀
、
導
師
へ
参
候
も
の
一
色
も
取
不

来
、
真
光
寺
仏
前
之
道
具
ニ
被
仕
候
得
と
被
申
、
皆
具
出
し
被
申
候
。

一
上
様
衆
竹（

武
嶋
茂
幸
）

嶋
大
炊
と
申
仁
、
但
知
行
五
百
石
、
慶
長
十
八
年
霜
月
」（
17
ウ
）
二
日
死
去
被
仕
候
時
、
浄
厳
院
先
住
真
光
寺
ニ
而
焼

香
被
仕
候
。
此
時
師
檀
被
申
候
様
ハ
、
先
年
助
三
郎
時
の
こ
と
く
に
導
師
へ
あ
か
り
候
物
、
皆
具
給
候
得
と
色
々
申
候
得
共
、
広
誉

被
申
候
分
ニ
者
、
助
三
郎
死
去
之
時
之
様
子
ハ
、
最
前
法
問
出
入
之
時
真
光
寺
へ
造
作
か
け
申
候
故
ニ
皆
具
出
し
候
得
共
、
此
度
之

儀
者
出
し
申
事
不
罷
成
と
て
、
合
点
不
被
致
候
。
此
様
子
に
て
師
檀
被
致
不
足
、
本
寺
へ
不
通
ニ
罷
成
候
。
此
方
よ
り
曽
末
寺
を
は

捨
不
申
候
事
。

【
六

　
浄
厳
院
組
頭
衆
加
判
証
文
三
通
有
事
】

〔
史
料
⑦
〕

○
定
此
如
ニ
あ
る
へ
く
申
者
也
。

一
○
定  

当
宗
所
々
導
場
・
各
庵
・
寮
舎
、
同
被
付
置
候
下
地
・
」（
18
オ
）
校
割
等
、
其
主
之
号
弟
子
・
親
類
、
少
も
不
可
競
望
候
。

建
立
主
一
期
之
後
者
、
寺
家
可
為
進
退
候
。
然
上
者
本
寺
之
儀
、
其
寺
之
住
持
談
合
に
て
留
主
可
申
付
候
。
但
主
に
よ
り
被
申
置



一
九
五

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

候
子
細
候
て
、
一
旦
被
預
置
候
共
、
法
度
以
下
為
寺
家
不
可
然
事
候
ハ
ヽ
、
則
退
出
さ
せ
ら
れ
、
誰
ニ
而
も
被
レ
置
候
而
、
開
基

位
牌
を
あ
か
め
、
念
仏
可
為
肝
要
候
。
猶
以
此
儀
無
同
心
之
人
者
、
号
興
隆
、
各
寮
可
為
無
用
候
。
仍
本
寺
・
末
寺
何
も
此
旨
堅

定
置
処
如
件
。

永
正
十
二
年

乙亥

十
月
十
六
日

　
　
　
　
　
宗
真

　
判
」（
18
ウ

阿
弥
陀
寺
開
基
凡
廿
四
年
ノ
後
也

）

臨敬
恩
寺西

宗
真
上
人
没
後
焼
香
ノ
事

是
ヨ
リ
四
丁
メ
ニ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
浄阿

弥
陀
寺阿

　
判

始
世
也

周是
本
寺
之
寺
僧

般
　 

本
寺
ノ
僧
両
人
ニ
限
事
可
知   

　
　
真

是
本
寺
之
寺
僧

誓
　
判

内
池
摂
取
院
ヲ
開
基
ス

誉正
覚
院阿

忍
誉
真
源
上
人
也
。
坊
ノ
五
世
ト
ナ
ル

　
　
宗

信
楽
院

珍
　
判

映
誉
上
人
也
。坊
ノ
四
世
ト
ナ
ル

〔
六
号
―
一
〇
〇
〕

〔
史
料
⑧
〕

定
　
当
会
下
及
末
代
、
如
法
度
文
、
諸
事
可
然
様

仁
堅
談
合
候
て
、
本谷

ノ
坊寺

・
末
寺

阿
弥
陀
寺
等
已
下

可
有
守
護
之
儀
、
尤
可
為
専
要
候
。
為
其
各
被
加
判

形
候
上
者
、
無
異
儀
之
様
可
申
合
候
。
縦
於
此
衆
中
、
兎
角
違
背
之
仁
躰
候
ハ
ヽ
、
宗
躰
可
為
無
興
隆
者
也
。」（
19
オ
）
此
旨
依
衆
議

定
処
如
件
。

天上
ノ
永
正
十
二
ヨ
リ
廿
二
年
ノ
後

文
肆

乙未

年
九
月
十
三
日

　
　
　
　
　
忍
誉
判

宗常
楽
院阿

　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
酉浄

光
寺円

　
判

観常
念
寺阿

　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
珠九

品
寺源

　
判

宗摂
取
院秀

　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿称

名
寺清

　
判

源浄
善
寺阿

　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
珠弘

誓
寺栄

　
判

祐阿
弥
陀
寺真

　
判

観
誉
ー
ー
、二
世
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
永西

願
寺源

　
判



一
九
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

善来
迎
寺正

　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
珠正

覚
院慶

　
判

右
御
本
紙
有
之
。」（
19
ウ
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
六
号
―
一
〇
〇
〕

〔
史
料
⑨
〕

諸
末
寺
置
目
之
事

一
公
方
入
并
加
地
子
等
、
九
月
別
時
以
前
、
先
坊
主
悉
被
相
済
、
後
住
之（

へ
）無

相
違
可
被
相
渡
事
。

一
校
割
并
古
帳
等
、
悉
従
先
坊
主
校
割
目
録
之
面
、
後
住
へ
可
被
相
渡
候
。
其
時
自
末
寺
頭
請
取
渡
可
有
之
候
。
但
或
盗
人
、
或
焼
失
、

或
取
替
族
於
有
之
者
、
可
為
誓
紙
事
。

一
自
末
寺
頭
、
法
度
堅
可
為
成
敗
候
。
但
無
承
引
ハ
、
本
寺
へ
」（
20
オ
）
可
有
注
進
事
。

右
此
条
々
於
相
違
仁
躰
者
、
及
糺
明
、
門
徒
可
被
相
放
事
。

永上
ノ
天
文
四
年
ヨ
リ
三
十
二
三
年
後
也
。

禄
十

丁卯

年
三
月
三
日

応（
明
感
）誉

　
判 

文阿
弥
陀
寺
四
代
也

誉
　
判
一 

慶如
来
堂阿

　
判
十
二

酉九
品
寺源

　
判
四 

真常
念
寺良

　
判
三 

宗浄
善
寺源

　
判
十
一

正東
善
寺覚

院
　
判
六 

祐弘
誓
寺春

　
判
五 

宗
慶

　
判
十
三

臨称
名
寺西

　
判
八 

珠信
楽
院養

　
判
七 

林敬
恩
寺阿

　
判

転
阿
弥
陀
寺
■
為
五
世

十

善常
楽
院永

　
判
九 

宗浄
光
寺永

　
判
二

御
本
紙
有
之
。」（
20
ウ
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
六
号
―
一
〇
〇
〕



一
九
七

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

【
七

　
阿
弥
陀
寺
よ
り
両
本
寺
之
証
文
ト
申
ス
書
物
三
通
事
】

〔
史
料
⑩
〕

定
阿
弥
陀
寺
法
度
之
事

一
当
寺
不
断
念
仏
者
、
法
界
諸
人
の
志
を
あ
つ
め
建
立
候
間
、

檀
那
と
云
人
有
へ
か
ら
す
。
後
生
菩
提
の
た
め
に
田
畠
等
之

寄
進
あ
れ
は
、
多
キ
ハ
別
而
位
牌
を
立
、
少
ナ
キ
ハ
惣
位
牌

に
し
る
し
、
或
ハ
過
去
帳
ニ
入
て
不
断
念
仏
廻
向
候
。
一
力

ニ
寺
を
立
、
法
式
之
寺
領
を
付
置
ク
在
所
、
是
を
檀
那
と
号
。

当
世
退
転
す
る
事
ハ
、
寺
領
少
も
寄
進
あ
れ
は
、
旦
那
」（
21
オ
）

之
由
に
て
仏
物
を
む
さ
ほ
り
取
、
剰
先
祖
之
位
牌
領
を
お
と

し
取
也
。
乃
至
此
趣

　
御（

六
角
高
頼
）

屋
形
様
へ
も
具
ニ
申
上
、
散
在
之

寺
領
に
段
銭
課
役
・
臨
時
之
諸
公
事
免
除
之
御
成
敗
申
請
候
。

同
守
護
代
遵
行
并
諸
郡
司
各
折
紙
被
相
副
候
。
雖
為
後
々
末
代
、

此
旨
相
違
有
ま
し
き
者
也
。

一
念
仏
結
縁
も
漸
末
ニ
成
候
ハ
ヽ
、
当
寺
ニ
ハ
留
守
居
を
申
付
。

諸
末
寺
遊
行
念
仏
ニ
候
ハ
ヽ
、
自
他
心
行
あ
ら
た
ま
り
候
て
可

然
候
。
同
寺
領
を
も
是
ニ
ハ
留
守
の
人
数
分
を
付
置
、
残
ハ
不

断
念
仏
之
在
所
可
有
知
行
候
。
寄
進
志
之
位
牌
を
は
」（
21
ウ
）



一
九
八

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

一
鋪
に
書
写
候
て
、
御
霊
供
・
吊
之
儀
退
転
あ
る
へ
か
ら
す
。

弥
利
益
広
太
た
る
へ
き
者
也
。

此
等
之
趣
、
法
度
四
十
八
箇
条
御
座
候
得
共
、
如
御
存
知

に
て
候
間
、
不
及
書
付
候
。

明
応
元

壬子

九
月
七
日

　 

　
宗

阿
弥
陀
寺
開
基

真
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住

同

　
　
　
　
　ー
ー
浄
阿

持
真
誉

本
紙
于
阿
弥
陀
寺
可
有
之
。」（
22
オ
）

〔
史
料
⑪
〕

一
焼
香
臨
西
坊
、
若
御
違
候
ハ
ヽ
、
此
両
人
く
ぢ
取
ニ
ソ
ト
く
可

有
十
念
候
。
於
其
時
引
導
サ
バ
ク
リ
煩
し
き
故
ニ
周（

珠
琳
）誉

上
人
ニ

悉
申
合
候
守
袋
可
見
候
。

一
中
陰
ハ
東
坂
阿
弥
陀
寺
に
て
、
衆
僧
人
数
ハ
阿
弥
陀
寺
・
谷
衆

斗
に
て
、
其
外
ハ
各
在
所
へ
御
帰
り
候
て
、
志
次
第
ニ
念
仏
可

有
廻
向
候
。
相
構
く
此
一
段
御
違
候
ま
し
く
候
。
一
所
ニ
あ
つ

ま
り
候
事
、
元（

法
然
）祖

さ
へ
お
き
ら
ひ
に
て
候
。
正
教
を
御
覧
候
へ

く
候
。」（
22
ウ
）



一
九
九

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

一
東
坂
阿
弥
陀
寺
に
ハ
、
浄真

誉
ー
ー阿

弥
陀
仏
御
入
候
。
諸
末
寺
宗
躰
并

不
断
相
続
候
様
ニ
真
実
仏
前
・
興
隆
忠
功
・
外
聞
実
儀
可
然
候
。

一
谷
ニ
ハ
宗永

正
十
二
年
信
楽
院
住

珠
坊

当
山
四
代

わ
た
り
候
て
、
東
坂
と
万
事
談
合
候
て
、
宗
躰

法
度
以
下
并
念
仏
化
導
可
有
利
益
候
。

一
黒
箱

　
大
殿（

六
角
高
頼
）

様
給
候
。
是
を
ハ
焼
香
候
は
ん
す
る
人
に
ま
い
ら

せ
候
。

一
作
善
ハ
有
相
に
候
は
ん
。
と
か
く
公
界
気
遣
名
利
・
仁
儀
か
ま

し
き
事
、
人
々
の
工
さ
へ
き
ら
ひ
わ
ひ
候
き
。
念
仏
」（
23
オ
）

惣
グ
リ
御
廻
向
可
為
本
望
候
。

一
南
寮
ニ
ハ
真本

寺
之
寺
僧

誓
坊

内
池
之
開
山
也

候
て
、
此
旨
不
相
替
、
諸
事
御
本
尊
へ
可
有

忠
功
候
。
一
期
住
山
候
へ
く
候
。

永
正
十
年
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
宗（

厳
誉
）真

　
判

右
阿
弥
陀
寺
ニ
可
有
之
物
也
。



二
〇
〇

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

〔
史
料
⑫
〕

浄
厳
坊
遺
跡
之
事
、
応
誉
弟
分
然
誉
ニ
、
後
代
を
洒
掃
之
儀
、

令
譲
事
、
阿
弥
陀
寺
并
奉
行
衆
無
別
儀
之
由
」（
24
ウ
）
申
合
候
。

然
誉
ニ
か
た
く
此
由
を
申
含
候
也
。

天
正
五
年
二
月
十
二
日

　
　
　
　
応（

明
感
）誉

　
在
判

阿
弥
陀
寺

并

門
徒
中

右
阿
弥
陀
寺
ニ
可
有
之
物
也
。



二
〇
一

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

〔
付
録
〕
別
時
法
度
（
浄
厳
院
蔵
）（
28
・
２
㌢
×
128
・
２
㌢
）

定
　
別
時
法
度
之
事

一
開
白
の
前
に
行
水
を
可
被
用
事
。

一
僧
堂
の
十
念
の
時
、
末
座
ま
て
同
音
に
高
声
に
可
被
唱
事
。

一
調
声
人
の
征

（
鉦
）鼓

と
た（

高

　
　
　低
）

か
さ
ひ
き
さ
ま
て
お

（
同
）な

し
様
ニ
可
被
打
。
脇
金
よ
り
ち
か
ひ
ひ
や
う
◦し

を
う
ち
、
心
々
に
不
可
有
事
。

一
打
延
の
念
仏
に
ハ
礼
堂
と
僧
堂
と
論
義
に
可
被
申
。
礼
堂
に
人
な
く
ハ
、
仏
前
の
北
南
わ
か
ち
て
、
申
さ
る
へ
き
事
。

一
入
道
場
あ
り
て
、
指
当
急
用
な
き
に
座
は
ゐ
を
あ
け
ら
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
於
内
陣
、
隣
座
と
雑
談
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
時
相
に
こ
ゝ
か
し
こ
に
て
邪
教

（
狂
）雑

談
・
高
わ（

笑
）ら

い
あ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
き（

警

策

）

や
う
し
や
く
・
す（

錫
）ゝ

を
ふ
り
候
ハ
ん
ニ
、
腹
立
あ
ら
ハ
、
導
場
を
可
被
出
。
但
役
者
ハ
慈
悲
あ
り
て
お（

起
）こ

さ
る
へ
し
。
邪
興
の
心

あ
り
て
、
事
を
左
右
に
よ
せ
、
す（

睡

眠

）

い
め
ん
な
か
ら
ん
に
こ（

事

々

）

と
〳
〵
く
し
く
せ
ら
れ
ハ
、
一
老
へ
可
有
注
進
。
私
に
諍
論
不
可
叶
事
。

一
入
道
場
の
時
、
必
す
御
本
尊
へ
一
礼
あ
る
へ
き
事
。

一
調
声
人
脇
金
よ
所
を
不
可
見
。
本
尊
ニ
向
て
あ
る
へ
き
事
。

一
し（

笏

拍

子

）

や
く
ひ
や
う
し
、
一
人
打
に
な
ら
へ
て
、
う
つ
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
開
白
・
結
願
ニ
ハ
、
わ（

脇

金

）

き
か
ね
ハ
大
方
寺
よ
り
同
道
の
中
に
あ
る
へ
き
事
。

一
阿
弥
陀
経
の
時
、
導
師
の
調
子
を
聞
つ
く
ろ
い
て
、
文
字
を
た
し
か
に
よ

（
読
）ま

る
へ
し
。
心
々
に
経
を
よ
み（

読

　破
）

や
ふ
る
人
あ
ら
ハ
、
手
水

を
用
、
導
場
を
出
さ
る
へ
き
事
。

一
僧
堂
過
て
ゑ
ん
ニ
て
や（

楊
枝
）

う
し
を
能
々
仕
て
、
手
水
を
用
、
導
場
へ
入
ら
る
へ
し
。
僧
堂
に
て
長
や
う
し
つ
か
ふ
へ
か
ら
さ
る
事
。



二
〇
二

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

一
別
時
ニ
ハ
、
各
々
か
み
そ
り
を
も
つ
へ
き
事
。

一
念
珠
・
袈
裟
・
扇
、
其
外
何
ニ
て
も
取
ち
か
へ
候
ハ
ヽ
、
い
そ
き
主
を
た
つ
ね
て
返
さ
る
へ
し
。
若
主
な
く
ハ
、
僧
堂
の
口
に
か
け

て
並
へ
し
。
左
様
に
候
ハ
て
、
取
籠
候
ハ
ん
す
る
を
、
余
所
よ
り
見
付
候
ハ
ヽ
、
則
導
場
を
出
さ
る
へ
き
事
。

一
聴
衆
の
物
と
お
ほ
へ
候
て
、
落
置
事
候
ハ
ヽ
、
礼
堂
に
か
け
て
並
へ
し
。
さ
た
な
く
か
く
し
を
く
人
候
ハ
ヽ
、
同
前
罪
科
た
る
へ
き
事
。

一
庫
裏
ハ
知
事
、
僧
堂
ハ
奉
行
の
役
と
し
て
、
細
々
火
事
・
盗
人
の
用
心
可
有
成
敗
事
。

右
条
々
依
衆
儀

（
議
）所

定
如
件
。

註（
１
）　『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
六
一
六
頁
。

（
２
）　
伊
藤
唯
眞
「
一
般
寺
院
の
成
立
事
情
―
近
江
の
場
合
―
」（
伊
藤
唯
眞
著
作
集
Ⅱ
『
聖
仏
教
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
九
五
）、
同
「
浄

土
宗
近
世
教
団
の
胎
動
」（
同
著
作
集
『
浄
土
宗
史
の
研
究
』、
法
蔵
館
、
一
九
九
六
）
な
ど
。

（
３
）　
中
井
真
孝
「
知
恩
院
の
京
都
門
中
に
つ
い
て
」（
同
『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
）。
同
書
第
三
篇
第
一
章
「
浄

土
宗
の
本
末
関
係
」
で
も
関
説
し
て
い
る
。

（
４
）　
南
尊
融
「
本
末
制
度
確
立
過
程
に
お
け
る
自
伝
の
改
竄
―
所
謂
「
阿
弥
陀
寺
本
末
圏
」
諸
寺
院
の
場
合
―
」（『
佛
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』

一
二
号
、
二
〇
〇
四
）。

（
５
）　
中
井
真
孝
監
修
『
知
恩
院
史
料

　
近
世
文
書
篇
一
』（
知
恩
院
史
料
編
纂
所
編
、
二
〇
一
七
）。

（
６
）　
滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
總
見
寺
文
書
２
・
浄
厳
院
文
書
』（
安
土
城
・
織
田
信
長
関
連
文
書
調
査
報
告
四
、
一
九
九
五
）。
安
土
町
教
育

委
員
会
『
浄
厳
院
資
料
総
合
調
査
報
告
書
一
』（
安
土
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
）。



二
〇
三

新
出
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
に
つ
い
て
（
上
）

（
７
）　
伊
藤
唯
眞
「
知
恩
院
周
誉
珠
琳
と
浄
厳
坊
宗
真
―
珠
琳
の
一
書
状
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
『
浄
土
宗
史
の
研
究
』）。

（
８
）　
滋
賀
県
編
『
滋
賀
県
史

　
第
五
巻

　
参
照
史
料
』
二
七
一
頁
（
滋
賀
県
、
一
九
二
八
）。

（
９
）　
藤
本
了
泰
「
中
世
浄
土
宗
の
諸
掟
に
つ
い
て
」（『
鴨
台
史
報
』
第
五
輯
、
一
九
三
七
）。

（
10
）　
伊
藤
唯
眞
註
７
論
文
。

（
11
）　『
滋
賀
県
指
定
有
形
文
化
財
浄
厳
院
楼
門
修
理
工
事
報
告
書
』（
滋
賀
県
、
一
九
九
七
）。

（
12
）　『
知
恩
院
史
料
集

　
日
鑑
・
書
翰
篇
二
〇
』（
知
恩
院
史
料
編
纂
所
、
二
〇
〇
五
）。

（
13
）　
浄
厳
院
蔵
。

（
14
）　
前
掲
安
土
町
教
育
委
員
会
報
告
書
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
作
成
の
釈
文
も
付
い
て
い
る
が
、
少
々
読
み
が
間
違
っ
て
い
る
。





二
〇
五

彙

　
　
　報

令
和
三
年
度
佛
教
大
学
仏
教
学
会
学
術
大
会

令
和
三
年
度
佛
教
大
学
仏
教
学
会
学
術
大
会
は
、
左
記
の
日
程

で
開
催
さ
れ
た
。

日
時

　
令
和
三
年
十
二
月
十
一
日
（
土
）
十
四
時
よ
り

場
所

　
佛
教
大
学
一
号
館
一
ノ
三
一
三
教
室

【
研
究
発
表
】

苑
　
克
柱
（
佛
教
大
学
大
学
院
博
士
課
程
仏
教
学
専
攻
）

「
中
国
念
仏
図
の
源
流
と
展
開
」

下
端
啓
介
（
佛
教
大
学
大
学
院
博
士
課
程
仏
教
学
専
攻
）

「
法
然
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
解
釈

の
二
面
性
」

吹
田
隆
徳
（
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
）

「m
anasi-K

r

・

の
意
味
に
つ
い
て
：
般
舟
三
昧
の
実
践
に

用
い
ら
れ
る
場
合
」

唐
井
隆
徳
（
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
）

「dukkha-sam
udaya

に
つ
い
て
」

【
講
演
】

三
好
俊
徳
先
生
（
佛
教
大
学
准
教
授
）

「
仏
教
史
書
の
な
か
の
寺
院
間
対
立
―
『
扶
桑
略
記
』
を

中
心
と
し
て
―
」

引
き
続
い
て
、
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
松
田
和
信
会
長
の
挨
拶

の
後
、
市
川
定
敬
幹
事
よ
り
、
令
和
二
年
度
の
事
業
報
告
、
会
計

報
告
が
な
さ
れ
、
質
疑
応
答
の
後
、
承
認
さ
れ
た
。

次
に
令
和
三
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
、
審
議

の
結
果
、
承
認
さ
れ
た
。



二
〇
六

仏
教
学
会
紀
要

　二
七
号

佛
教
大
学
仏
教
学
会
会
則

第
一
条
（
名
称
）　
本
会
は
佛
教
大
学
仏
教
学
会
と
称
し
、
事
務
所
を
佛
教

大
学
仏
教
学
科
研
究
室
に
置
く
。

第
二
条
（
目
的
）　
本
会
は
、
佛
教
学
の
研
究
と
発
表
を
以
っ
て
、
そ
の
目

的
と
す
る
。

第
三
条
（
事
業
）　
本
会
は
研
究
会
・
公
開
講
演
会
の
開
催
、
研
究
雑
誌
の

発
刊
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と

認
め
た
事
業
を
行
う
。

第
四
条
（
会
員
）　
本
会
は
左
記
の
会
員
を
以
っ
て
組
織
す
る
。
会
員
は
前

条
の
事
業
に
参
加
し
、
刊
行
物
の
配
布
を
受
け
る
こ
と

が
出
来
る
。
な
お
、
入
会
・
退
会
に
関
し
て
は
別
に
こ

れ
を
定
め
る
。

一
、
正
会
員

ａ
、
佛
教
大
学
仏
教
学
部
仏
教
学
科
専
任
教
員

ｂ
、
及
び
以
下
の
者
の
中
の
希
望
者

●
佛
教
大
学
仏
教
学
科
・
人
文
学
科
・
専
攻
科

の
卒
業
生

●
佛
教
大
学
文
学
研
究
科
浄
土
学
・
仏
教
学
・

仏
教
文
化
各
専
攻
の
在
学
生
、
及
び
修
了
生

●
佛
教
大
学
の
仏
教
学
科
以
外
の
専
任
教
員
、

及
び
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
・
元
教
員

●
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
の
う
ち
、
会
員

と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者

二
、
賛
助
会
員
（
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
）

第
五
条
（
役
員
）　
本
会
に
左
記
の
役
員
を
置
く
。

一
、
会
長
（
一
名
）　
正
会
員
中
の
本
学
の
教
授
を
互

選
す
る
も
の
と
す
る
。
任
期
は
二
年
と
し
再
任
は

妨
げ
な
い
。

二
、
幹
事
（
若
干
名
）　
会
長
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
者
。

任
期
は
二
年
と
す
る
。

三
、
会
報
編
集
委
員
（
若
干
名
）　
会
長
に
よ
っ
て
委

嘱
さ
れ
た
者
。
任
期
は
二
年
と
す
る
。

第
六
条
（
経
費
）　
本
会
の
経
費
は
会
費
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
以
っ
て
充

て
る
。

第
七
条
（
会
費
）　
本
会
の
会
員
は
左
記
の
会
費
を
納
入
す
る
。

正
会
員

　
年
額
三
千
円

　
賛
助
会
員

　
一
口
一
万
円

第
八
条
（
年
度
）　
本
会
の
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月

三
一
日
で
終
わ
る
。

第
九
条
（
総
会
）　
総
会
は
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
開
催
す
る
。
但
し
会
長

が
必
要
と
認
め
た
時
は
臨
時
に
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
出

来
る
。

第
十
条
（
会
則
の
変
更
）　
本
会
則
の
変
更
は
役
員
会
の
決
議
を
経
て
総
会

出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

付
則

　
一
、
本
会
則
は
平
成
四
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

二
、
本
会
則
は
平
成
十
年
七
月
一
日
よ
り
改
正
施
行
す
る
。

三
、
本
会
則
は
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
よ
り
改
正
施
行
す
る
。

四
、
本
会
則
は
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
八
日
よ
り
改
正
施
行

す
る
。

役
員

　
会
長

　
松
田
和
信

　
　
　
幹
事

　
市
川
定
敬

　
　
　
会
報
編
集
委
員

　
本
庄
良
文
・
大
西
磨
希
子
・
市
川
定
敬



二
〇
七

編

　集

　後

　記

本
号
は
、
昭
和
六
四
年
よ
り
本
学
で
仏
教
文
化
の
研
究
と
教
育
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
田
山
令
史
先
生
と
、
昭
和
六
〇
年
よ
り
同
じ
く
本

学
仏
教
文
化
の
研
究
と
教
育
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
松
永
知
海
先
生
の
古
稀
記
念
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
号
に
は
田
山
先
生
の
最
終
講
義
「
ガ
ラ
ス
・
手
袋
・
ビ
リ
ヤ
ー
ド
」
と
、
松
永
先
生
の
最
終
講
義
「
感
謝
」
の
講
義
録
を
収
載
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
両
先
生
に
は
お
忙
し
い
中
、
講
義
録
を
ご
点
検
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
投
稿
論
文
と
し
ま
し
て
、
以
下
の
ご
研
究
の
成
果
を
お
寄
せ
戴
き
ま
し
た
。
本
学
名
誉
教
授
の
並
川
孝
儀
先
生
か
ら
は
、
三
宝
の
成
立

と
信
の
用
法
を
通
し
た
仏
教
の
初
期
的
状
況
に
つ
い
て
。
本
学
名
誉
教
授
の
森
山
清
徹
先
生
か
ら
は
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

批
判
か
ら
考
察
す
る
後
期
中
観
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
。
本
学
教
授
の
松
田
和
信
先
生
か
ら
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
出
本
充
代
先
生
、
大
谷

大
学
上
野
牧
生
先
生
、
本
学
非
常
勤
講
師
田
中
裕
成
先
生
、
吹
田
隆
徳
先
生
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
三
啓
経
の
翻
訳
と
解
説
に
つ
い
て
。
九
州
大

学
非
常
勤
講
師
の
北
野
新
太
郎
先
生
か
ら
は
、grāhya-grāhaka-bhāva

の
語
の
再
考
察
に
つ
い
て
。
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
客

員
研
究
員
の
辻
本
俊
郎
先
生
か
ら
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
。
本
学
非
常
勤
講
師
の
唐
井
隆
徳
先
生
か
ら
は
、

dukkha-sam
udaya

の
解
釈
に
つ
い
て
。
本
学
非
常
勤
講
師
の
小
川
法
道
先
生
か
ら
は
、
善
導
に
お
け
る
還
相
廻
向
に
つ
い
て
。
本
学
非
常
勤

講
師
の
吹
田
隆
徳
先
生
か
ら
は
、
般
舟
三
昧
に
お
け
るm

anasi-K
r

・

に
つ
い
て
。
大
学
院
博
士
課
程
仏
教
学
専
攻
の
久
保
田
實
氏
か
ら
は
、
雲

英
晃
耀
の
仏
教
論
議
研
究
に
つ
い
て
。
大
学
院
博
士
課
程
仏
教
学
専
攻
の
一
ノ
瀬
和
夫
氏
か
ら
は
、
法
然
の
名
号
観
に
つ
い
て
。
大
学
院
博
士
課

程
仏
教
学
専
攻
の
下
端
啓
介
氏
か
ら
は
、法
然
の
『
往
生
要
集
』
釈
書
の
成
立
に
つ
い
て
。
大
学
院
博
士
課
程
仏
教
学
専
攻
の
苑
克
柱
氏
か
ら
は
、

中
国
に
お
け
る
念
仏
図
の
歴
史
に
つ
い
て
。
本
学
仏
教
学
部
仏
教
学
科
卒
業
の
吉
田
啓
佑
氏
か
ら
は
、
普
寂
の
法
然
理
解
に
つ
い
て
。
資
料
紹
介

と
し
て
、
京
都
西
山
短
期
大
学
教
授
の
伊
藤
真
昭
先
生
か
ら
は
、
新
出
の
『
金
勝
山
浄
厳
院
旧
記
写
』
の
写
真
、
翻
刻
、
解
題
。
以
上
、
最
終
講

義
録
二
本
、
論
文
十
三
本
、
資
料
紹
介
一
本
を
収
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
寄
稿
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
に
は
改
め
て
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
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仏
教
学
会
紀
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七
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さ
て
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
は
、
未
だ
に
収
束
す
る
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
本
年
度

は
、
感
染
拡
大
が
小
康
状
態
で
あ
っ
た
十
二
月
に
学
術
大
会
並
び
に
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
講
演
い
た
だ
い
た
三
好
俊
徳
先

生
、
ご
発
表
い
た
だ
い
た
、
苑
克
柱
、
下
端
啓
介
、
吹
田
隆
徳
、
唐
井
隆
徳
の
各
氏
に
は
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
、
本
紀
要
へ
の
ご
投
稿
、
そ
の
他
本
会
の
活
動
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
本
誌
は
、
佛
教
大
学
よ
り
出

版
助
成
を
受
け
て
刊
行
し
て
お
り
ま
す
。
関
係
各
位
に
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
編
集
委
員
会
は
、
会
長
松
田
和
信
と
会
報
編
集
委
員
の
本
庄
良
文
・
大
西
磨
希
子
・
市
川
定
敬
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
）

（
市
川
記
）



二
〇
九

令 和 ４ 年 3 月 20 日 印 刷
令 和 ４ 年 3 月 20 日 発 行

編 集 者

印 刷 者

発 行 者

佛 教 大 学 仏 教 学 会

株 式 会 社 テ ィ・ プ ラ ス
京都市中京区西ノ京馬代町 6 番地の16

佛 教 大 学 仏 教 学 会
〒 603-8301　京都市北区紫野北花ノ坊町 96

TEL（075）491 − 2141 番

仏 教 学 会 紀 要
第 27 号

お
知
ら
せ
と
お
願
い

一
、
会
費
の
過
去
三
年
間
未
納
入
者
は
自
動
的
に
退
会
と
み
な
す
と
い
う
内
規
が
あ
り
ま
す
。

　
　
会
費
を
長
く
滞
納
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
、
ご
注
意
下
さ
い
。

一
、
本
誌
へ
の
投
稿
は
、
本
会
会
員
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
投
稿
の
採

否
は
編
集
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
学
院
博
士
課
程
修
了
以
前
の
方

の
投
稿
に
対
し
て
は
、
査
読
を
行
い
、
書
き
直
し
を
お
願
い
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

一
、
本
誌
と
他
の
研
究
機
関
の
紀
要
等
と
の
雑
誌
交
換
の
拡
充
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
交
換
雑

誌
は
、
仏
教
学
部
資
料
室
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
も
し
、
新
た
に
交
換
希
望
の
雑
誌
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
事
務
局
（
和
研
究
室
内
）
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

一
、
本
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
以
下
の
価
格
で
頒
布
致
し
て
お
り
ま
す
。
ご
希
望
の
場
合
は
、

佛
教
大
学
の
和
研
究
室
内
に
あ
り
ま
す
佛
教
大
学
仏
教
学
会
事
務
局
（
内
線
：
六
一
二
九
、

Ｅ
―
メ
ー
ル
：s-ichikaw

a@
bukkyo-u.ac.jp

）
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

　
　
　
　
会
員

　
千
円

　
　
非
会
員

　
三
千
円





─　1　─

第一節　「三宝」の成立

『スッタニパータ』第四章「アッタカ・ヴァッガ」と第五章「パーラーヤナ・
ヴァッガ」の最古層経典には、修行の根本として自己の存在を正しく心にとど
めるということ（sata、sati）が説かれていたが、後になると自己は自己でも身
体という限定的な対象を心にとどめるといった修行法が説かれるようになり、
その一方でブッダ、ブッダの教え、僧伽を心にとどめるといった説示もみられ
るようになると既に指摘した１）。古層経典には、ブッダとブッダの教えと僧伽
が宝のようにすぐれたものであると取り上げられ、仏教者はこれらを依りどこ
ろとして生活を送ればよいと説かれるようになる。このことは宗教上からみて
一つの大きな転換であったと理解してよい。そこで、本稿ではブッダ、ブッダ
の教え、僧伽の三宝を仏教者のあるべき模範と位置づけられるような在り方
は何時頃からどのように説かれたのかを考えてみたい。それを考察することで、
そうした変化を生じせしめた当時の仏教修行者の実情や仏教教団の形成など、
さまざまに仏教事情が展開していった状況もみえてくるはずである。そうした
仏教の初期的状況を三宝の成立と信（saddhā）の用法を中心に初期韻文経典の
説示を通して考察する。

第一項　古層経典にみられる三宝
後に「三宝」といわれる仏・法・僧がまとめて説かれる最も古い経典は

『スッタニパータ』第二章の「宝」という名の経典である。そこには、「これも

「三宝」の成立と「信（saddhā）」の意義

並　川　孝　儀
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ブッダのうちにあるすぐれた宝である（idaṃ pi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ）」（224、
233、234）、「これも〔ブッダの〕教えのうちにある（dhamme）すぐれた宝で
ある」（225、226）、「これも僧伽のうちにある（saṃghe）すぐれた宝である」（227、
228、229、230、231、232、235）というフレーズで列挙され、続いて最後に

「この世界には地上に諸々の生きものが、また天界には〔神々などが〕住
むが、我々は神々と人間〔とその他の生きもの〕に敬われる真実のブッダ
に（buddhaṃ）礼拝するであろう（namassāma）。幸いあれ」（236）

「…（同文）…〔ブッダの〕教えに（dhammaṃ）礼拝するであろう。幸いあれ」
（237）
「…（同文）…僧伽に（saṃghaṃ）礼拝するであろう。幸いあれ」（238）

と、仏・法・僧への礼拝が説かれるが、それは三つの宝こそ当時の仏教におけ
る最も貴重な存在であることを標榜したものであろう。中でも僧伽に関する説
示がブッダとブッダの教えよりも多いことは予想外である。そこには僧伽がい
かに重要であるかを強調しようとする意図がみられる。当時、形成されつつあっ
た仏教教団の存在意義が大きくなってきた実情を示唆しているのか、それとも
その存在を強調しようとしたからなのかは判断できないが、そうしたことが「三
宝」の成立の一つの理由ではなかったかと推察できよう。というのも、ブッダ
やブッダの教えに関しては仏教成立の当初より尊崇や礼拝の対象であることは
自明であり、改めて宝と位置づける必要がなかったからである。

このように考えれば、こうした三つの宝の説示の背景には、それまでブッダ
と呼称されたすぐれた仏教修行者が複数存在した時代から唯一のブッダとして
の開祖ゴータマ・ブッダという偉大なる存在者と、その開祖ゴータマ・ブッダ
が体得した真理の基づいた教えと、そして規範となるべき仏教修行者の集団と
しての僧伽という三本柱によって仏教が確立される歴史的状況にあったことが
示されているようである。

こうした古層経典にみられる説示も、成立時期の違いによるからなのであろ
うか、異なった記述もみられる。古層経典でもより古いとされる『スッタニパー
タ』第一章や、『サンユッタ・ニカーヤ』第一章「デーヴァター・サンユッタ」
には、
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「…悟られたブッダと教えのもつ見事な真理性に（sambuddhaṃ dhammassa 

ca sudhammatan）礼拝しつつ」（Sn.192）
「…ブッダと教えに（buddhaṃ ca dhammaṃ）礼拝しつつ、意義深いこの偈
を唱えます」（SN.1-4-10-2）

と、ブッダと教えを対象に礼拝するという説示がみられる。上述の『スッタニ
パータ』224-238偈 の説示とどちらが古いか微妙で判断できないが、ここでは仏・
法の二宝に関して説かれる。この後者の偈について、註釈文献は僧伽を加えて
三宝であると解釈する２）が、この偈は韻律（tuṭṭhubha）上からも問題なく、「僧
伽（saṅgha）」 が何らかの理由で欠落していたとは考えられず、二宝だけであっ
たと理解すべきである。ところが、同じ「デーヴァター・サンユッタ」に、

「この世で人としての生存を得て、親切で物惜しみをしない人々がブッダ
と教えに対して心が清らかであり（pasannā）、僧伽に対して深い尊敬の心
が（tibbagāravā）あるならば、彼らは天界に生まれ、そこで輝く」（SN.1-5-9）

と、ブッダと教えに対しては「心が清らか」と僧伽に対しては「深い尊敬の心」
と対応の仕方に違いはみられるものの、三宝が説かれている。同一の経典にこ
うした差異があるのは、当時は未だ三宝という考え方が定着していなかったか
らかもしれない。その意味で、上述の『スッタニパータ』の諸偈が三宝に関す
る最も古い説示なのかもしれない。いずれにせよ、三宝の考え方は古層経典の
成立時期に生じたと考えられる。

次に『サンユッタ・ニカーヤ』でもこれら以降の成立と考えられる偈になる
と、三宝に関してさまざまな説示がみられる。

「それ故に、賢明な人は自らの目的を（attham attano）よく見据えて、ブッ
ダ（buddhe）と教え（dhamme）と僧伽（saṅghe）に対してしっかりと
信ずる心を（saddhaṃ）確立させるとよい。…死後には天界で楽しむ」

（SN.3-3-5-15）
と、ここには在家信者が仏・法・僧の三つに対して信じる心を確立すれば、死
後には天界で楽しむと端的に説かれている。この偈は三宝を対象に「信ずる心

（saddhā）」という表現が用いられた最も古い資料といえよう。
「…師（satthāraṃ）と教え（dhammaṃ）と僧伽に（saṅghaṃ）関して、正
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しく（yoniso）思惟せよ（anuvicintaya）。よき生活習慣（戒）から退転す
ることがなければ、あなたは歓喜に達し、〔そして〕喜びと安楽に、憂慮
のない状態に達します。それ故に、あなたは歓喜に満ち、苦しみを終滅さ
せるでしょう」（SN.9-11-4）

には、ブッダが「師（satthar）」と表現されている。これは単なる言い換えに
すぎないと考えられないこともないが、このように端的に「師（satthar）」と
表現されていることはゴータマ・ブッダが、この時点で既に唯一のブッダであ
る開祖ゴータマ・ブッダと認識されていたことを示しているのであろう３）。

「仏教修行者よ、森にいようと、樹木の根元にいようと、廃屋にいようと、
あなた方は悟った人を（saṃbuddhaṃ）心にとどめるとよい（sareyyātha）。〔そ
うすれば、〕あなた方には恐怖は起こらないであろう。もし、世界の主で
牡牛のような人であるブッダを心にとどめられなければ、〔涅槃へと〕導き、
善く説かれた教えを心にとどめるとよい。もし、〔涅槃へと〕導き、善く
説かれたものである教えを心にとどめられなければ、無上の福田である僧
伽を心にとどめるとよい。このように、ブッダと教えと僧伽を心にとどめ
るならば、仏教修行者たちよ、恐怖も戦慄も身の毛がよだつことも起こら
ないであろう」（SN.11-1-3-18）

この偈には、まず悟った人を心にとどめ、それができなければ心にその教えを、
それができなければ僧伽を心にとどめよと、三宝に順位を設けたような興味深
い内容が説かれているが、ともあれ三宝は明確に説かれている。そして、ここ
では三宝への対応の仕方は、√smṛ 「心にとどめる、記憶する」という動詞で表
現されている。この偈は仏教修行者に対して説かれたものであるが、「無上の
福田である僧伽を心にとどめるとよい」と仏教修行者にも福田である僧伽を心
にとどめるという表現は、本来的には在家者に対する考え方であったであろう
ことを考えれば、当時の仏教修行者の存在意義にそれまでとは違った多様性が
生じていることを示唆しているのであろうか、これも興味深い説示である。

「その人の如来に対する（tathāgate）信ずる心が（saddhā）不動で、しっか
りと確立されており、そして生活習慣（戒）がすぐれていれば、そうした
ことは尊敬すべきであり称讃される。僧伽に対してその人の心が清まって
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おり（pasādo）、そして〔教えに対する〕考察が（dassanaṃ）正しくあれば、
《貧しくない人》とはそうした人のことをいっているのである。その人の
生活は虚しくない。それ故に、聡明な人は、〔如来に対する〕信ずる心と
よき生活習慣（戒）、〔僧伽に対して〕心が清まっていること、教えに対す
る〔正しい〕考察に（dhammadassanaṃ）専念するとよい（anuyuñjetha）。諸々
のブッダの教えを思いながら」（SN.11-2-4-10）

この偈にも変則的ではあるが三宝は説かれている。如来に対しては「信ずる心
（saddhā）」が不動で、僧伽に対しては「心が清まっており（pasādo）」、教えに
対しては「正しい考察（dassanaṃ）」に専念せよと、三宝それぞれに対応は異なっ
ているが、とりわけ教えに対する表現が他の用例とは異なる。

このように、古層経典でもさほど古くはない韻文経典になると三宝は定着し、
それぞれに多様性がみられるようになる。

第二項　新しい韻文経典にみられる三宝
次に、比較的新しい韻文経典の用例から三宝の展開をみておきたい。『ダン

マパダ』に、
「ブッダと教えと僧伽に帰依している人は（saraṇaṃ gato）、四つの聖なる
真実を正しい智慧によって観察する。…」（Dhp.190）

と、三宝に対して新たに「帰依する」という表現がみられる。ここには四聖諦
を智慧によって観察するとあるので、三宝に帰依している人は仏教修行者を指
すのであろう。

さらに、『テーラ・ガーター』や『テーリー・ガーター』には、
「今や、その私は矢が引き抜かれ、貪り求めることがなくなり、完全な安
らぎを体得しました。私は、ブッダと教えと沈黙の聖者の〔集いである〕
僧伽に（saṅghañ…munim）帰依しています（upemi saraṇaṃ）」（Thī.53）

と、完全な安らぎを得た尼僧が三宝に帰依すると説かれている。また、
「私は師を尊崇し（satthā ca pariciṇṇo me）、教えと僧伽を敬っています
（dhammo saṃgho ca pūjito）。私は息子が汚れをなくしたのを見て、幸せに
なり、快くなりました」（Th.178）
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「あなたよ、ローヒニーよ、あなたは我々のために〔この〕家に生まれた。
ブッダと教えに対して信ずる心があり（saddhā）、僧伽に対して深い尊敬
の心がある（tibbagāravā）」（Thī.286）

これら二偈にはよく似た内容がみられるが、後者の偈ではブッダ、教えに対し
ては信ずる心、僧伽に対しては深い尊敬の心と説かれ、前者の偈ではいずれも
尊敬すると説かれる４）。

このように、新しい偈になってくると三宝に対して新たに「帰依する」とい
う表現が多くみられるようになり、他にも「尊敬」に類する表現が多い。

第三項　三宝の成立に関する三つの留意点
初期韻文経典の説示を通して三宝に関する留意すべき三点をまとめてみる。

一つは三宝への対応の仕方について、二つ目は三宝に対する対応の仕方に相違
がみられるのかどうかという点であり、三つ目は三宝に対して仏教修行者と在
家信者によって相違があるのかどうかという点である。その考察の前に対応語
の語根を中心として資料を整理し、以下に列挙する。尚、（）内は三宝に対す
る人物が仏教修行者であるのか、在家信者であるのかなどを示す。
（古層経典の用例）

√nam「お辞儀する、礼拝する」─ Sn.236、237、238（あらゆる存在者）、
SN.1-4-10-2（神の娘）
pra√sad「明瞭になる、心が静まる」 ブッダと教えに対して「心が清らか（pasannā）」
─SN.1-5-9（在家信者）、僧伽に対して「心が清まっている（pasādo）」─
SN.11-2-4-10（神々）
√smṛ「心にとどめる（sareyyātha）」─SN.11-1-3-18（仏教修行者）
śrad√dhā「信ずる心（saddhaṃ）」─SN.3-3-5-15、（国王）、如来に対してのみ「信
ずる心（saddhā）」─SN.11-2-4-10 （神々）
anu-vi√cint「思惟する（anuvicintaya）」─SN.9-11-4（仏教修行者）
他に、僧伽に対して「深い尊敬心（tibbagāravā）」─SN.1-5-9（在家信者）
（古層経典以降の用例）

√smṛ「心にとどめること（sati）」─Dhp.296-8（仏教修行者）
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saraṇam√gam「帰依する、庇護を求める」─Dhp.190（仏教修行者）、Thī.53（仏
教修行者）、Thī.132（仏教修行者）、Thī.249（バラモン）
śrad√dhā「信ずる心（saddhaṃ）」ブッダと教えに対して「信ずる心（saddhā）」
─Thī.286（在家信者）
pra√sad「心が清らか（pasannānaṃ）」─ It.90（仏教修行者）
pari√car「仕える、尊敬する」 師に対して「尊崇（pariciṇṇo）」─ Th.178（仏教
修行者）
√pūj「尊敬をはらう」 教えと僧伽に対して「敬う（pūjito）」─ Th.178（仏教修行者）

その他にも、三宝に対して「幸せ（sukha）である」─ Dhp.194（不明）、 三
宝に対して「尊敬」を意味する語が三種（sagāravatā、apaciti、cittikāra）で
表現 ─ Th.589（仏教修行者）、僧伽に対して「深い尊敬心（tibbagāravā）」─ 

Thī.286（在家信者）などがみられる。これらの用例から、上記の三つの留意
点をまとめる。

（一）まず、三宝を対象としてどのように対応するのかを考察することは、当
時の人々が三宝に対してどういった姿勢で臨んでいたかを明らかにする。『スッ
タニパータ』第二章や『サンユッタ・ニカーヤ』第一章「デーヴァター・サンユッ
タ」のような古層経典にみられる三宝への対応の仕方は「礼拝する」や、また
ブッダと教えに対しては「心が清らか」であり、僧伽に対しては「深い尊敬心」
などと説かれる。「礼拝」は頭を下げ合掌して恭敬の意を示す身体的動作であり、
また「心が清らか」や「深い尊敬心」は総じて対象への尊崇の姿勢を示した表
現である。以降の古層経典には「心にとどめる」、「思惟する」と、いずれも三
宝に対する人々の主体的な精神性を有した表現をもって説かれている。ところ
が、比較的新しい経典になると「帰依する」という表現が多くみられるように
なる。「帰依」とは、すぐれたものに服従しすがることを意味するから、人々
の自立性の要素は相対的に薄れ、三宝に対して庇護を求めるという姿勢がより
強くなった傾向がみられる。こうした相違は三宝に対する仏教者の姿勢に変化
が生じたことを表しているといえるが、さらにいえば最古から続いた仏教の在
り方に変化が生じつつある一端を示唆しているのかもしれない。

こうした用語の中でも、「信ずる心（saddhā）」は国王が三宝に対して（SN.3-
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3-5-15）、また在家信者がブッダとその教えに対して（Thī.286-9）説かれ、どち
らも在家信者の三宝への対応を示す語として用いられており、他にも神々が如
来に対応する（SN.11-2-4-10）語としてみられる。用例が少なく断定はできな
いが、これは仏教修行者が対応する語としては説かれていない。saddhā は「信
仰」とも訳され、神聖なるものに対する人々の精神的な関わり方を意味するが、
自らが悟りを求め体得することを目的とした仏教にあって、この用語が当時い
かなる意義をもって説かれていたのかは興味深い。この点は三宝だけではなく、
原始仏教における「信」の用法に関連する問題であるだけに、この件について
は次節において考察する。

（二）次に、三宝それぞれへの対応の仕方に相違があるのかについて述べる。
それぞれへの対応が同じ場合も、異なる場合もある。後者の場合、それぞれ
に対する意義に相違があるのであろうか。その用例を示すと、ブッダと教え
に対して「心が清らか（pasannā）」、僧伽に対して「深い尊敬心（tibbagāravā）」
─ SN.1-5-9（在家信者）、如来に対して「信ずる心（saddhā）」、僧伽に対して
は「心が清まっており（pasādo）」、教えに対しては「正しい考察（dassanaṃ）」
─ SN.11-2-4-10 （神々）、師に対して「尊崇（pariciṇṇo）」、教えと僧伽に対して

「敬う（pūjito）」─Th.178（仏教修行者）、ブッダと教えに対して「信ずる心
（saddhā）」、僧伽に対して「深い尊敬心（tibbagāravā）」─ Thī.286（在家信者）、
三宝に対して「尊敬」を意味する三種の語（sagāravatā、apaciti、cittikāra）で
表現 ─ Th.589（仏教修行者）などがある。この他にも、三宝を「心にとどめる」
という対応は同じであるが、ブッダを心にとどめられなければ教えへ僧伽へと、
三宝を順次に対応すると説く用例 ─ SN.11-1-3-18（仏教修行者）もみられる。

これらの資料から三宝それぞれへの対応の違いに何かを指摘するほどの問題
点は見当たらない。ただ、「功徳を願って供養している人々にとっては、僧伽
が最上である」（Sn.569） と、僧伽は在家信者にとって最上あると説かれてい
るように、三宝それぞれに対する意義は場合によって仏教修行者と在家信者の
立場で異なったものであったのであろう。

（三）三宝への対応の仕方において仏教修行者と在家信者によって相違がある
のかを考察することは、当時の仏教における仏教修行者と在家信者の存在意義
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を知る上でも重要である。三宝に対しては在家信者を対象に説いている場合や
仏教修行者の場合もあるが、多くの用例は対象者を特定してはいない。ただ、「信
ずる心（saddhaṃ）」という対応の仕方は在家信者の場合にのみみられること、
および「心にとどめる」、「思惟する」といった三宝に対する主体的な精神性を
有した表現は仏教修行者にみられることは指摘できよう。

第四項　まとめ
「三宝」─ この術語自体は初期韻文経典で説かれていたわけではないが─ 

が成立した背景を限られた資料からではあるが少し考えてみる。仏教の成立当
初、仏教修行者たちはゴータマ・ブッダの教えに基づき悟りを求めるという共
通の目的もって宗教活動をしていた。彼らは常に自主性をもって主体的に修行
という実践に身を置き、そこに宗教的意義を認めていたのである。それも、苦
しみから自由になるという宗教的な目的は同じでありながら、一人ひとりの事
情に基づきながら修行生活に専念していた。決して最初から僧伽に属し、その
規制の中で宗教的活動を行っていたわけではなかった。ところが、時代ととも
に仏教にもさまざまな変化がみられるが、中でも「三宝」の成立はそうした仏
教の歴史的展開の一端を見事に物語ってくれる。象徴的な表現である「宝」を
用いて、当時の仏教者の理想的な支柱をブッダとその教えと僧伽という三つの
視点から捉え、三宝が成立したのである。そこで、三宝それぞれが成立した歴
史的背景を少しまとめておく。

（一）最古の仏教においてはブッダという語は複数形で表現され、また悟った
人と普通名詞で使用され、ゴータマ・ブッダすらその一人であった状況にあっ
たが、そこから転じて、次第に固有名詞としてブッダが説かれるようになり、
開祖として仏教者の唯一の理想的存在と位置づけられるようになった。そうし
た歴史的展開を通して、ブッダといえばゴータマ・ブッダのことであるという
認識が確立したのである５）。つまり、仏教は修行者の誰もがブッダになること
を主たる目的とした時代から、偉大なる尊崇の対象である開祖ゴータマ・ブッ
ダが仏教の中心に位置づけられる時代へと変容したのである。当時、そうした
ブッダこそが「宝」であると、すべての仏教者の旗印として再確認されたので
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はないかと推察できる。
（二）それまでは、どの仏教修行者もゴータマ・ブッダの教えをまずは了知す
ることが修行の前提であったものの、何よりもゴータマ・ブッダの修行を追体
験し悟りを求め修行を実践することが重視されていた。しかし、時代につれ仏
教修行者のそうした修行に励む状況も薄れ６）、その一方でゴータマ・ブッダが
開祖として絶大なる尊崇の対象となると、ゴータマ・ブッダの教えこそが依り
どころとして重要視され、ブッダと共に「宝」と位置づけられるようになった
のであろう。ブッダの教えを遵守することが仏教修行者の目的ともなり、それ
を自らの正しく生きる道標と考えるようになったのである。

（三）「三宝」の一つに仏教修行者の集団である僧伽が数えられたのは、僧伽が
この段階で教団として形成され、仏教修行者や在家信者の尊敬の対象として存
在していたということを示唆している。ブッダとその教えが「宝」であるのは
いうまでもないが、僧伽が繰り返し宝として説かれていることを考慮に入れる
と、その背景には当時集団として組織化されつつあり僧伽の結束を一層はかる
ために「宝」と強調する必要性があったからなのであろう。

このように、最古の仏教において仏教修行者は個々人で悟りを求めて修行す
るという自主的な在り方に重点が置かれていたものが、次第に仏教が組織化さ
れ、その状態を存続していくために、その依りどころとすべき不可欠な要件と
して象徴的な三本柱である「三宝」が立てられたのである。この三つの支柱に
よって仏教は一層結束し、教理も組織も整備されていくのである。

第二節　「信（saddhā）」の意義

前節で示したように、三宝に対応する表現はさまざまにみられた。それらは
「礼拝する（√nam）」や「心にとどめる（√smṛ）」、「思惟する（anu-vi√cint）」、「信
ずる（śrad√dhā）」、「心清らかな（pasanna）」「帰依する（saraṇaṃ√gam）」など
である。そこには、恭敬の意を示す身体的動作や服従し庇護を求める「礼拝す
る」や「帰依する」という表現の一方で、対象に対する主体的な宗教性を示す

「信ずる心」や「心清らかな」などの対応もみられる。中でも、「信（saddhā）」
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は三宝に限らず、仏教の変遷を理解する上で重要な意義をもつ一つの語である。
そこで本節では、初期韻文経典における「信」が当時の仏教においてどのよう
な意義をもって説かれていたのかを探ってみる。

この「信ずる心」や「信仰」を意味する saddhā について古層経典およびそ
れ以降における用法を考察する。saddhā は、語根 śrad√dhā「を信頼する、を信
じる」の名詞で「に対する信頼、信仰、信念」を意味する語である。saddhā の
従来の訳では、たとえば中村元訳は「信仰」や「信仰心」とし、荒牧典俊訳は「求
道しようとする信心」や「信心深さ」と訳し分けているようであるが、ほぼ「信仰」
や「信心」を中心に訳出されている。しかし、初期韻文経典における用例を詳
細にみると、saddhā は単独で用いられる場合もあれば、対象をもって説かれる
場合もあり、また仏教修行者の対応の仕方として説かれる場合や在家信者の場
合もあり、その使用法は一様ではないことがわかる。こうした用例から、おそ
らく「信（saddhā）」は画一的に訳出できる用語ではないことが予測できる。

そこで、初期韻文経典に説かれる saddhā を肯定的な用法と否定的な用法に
分けて考察し、さまざまな状況や背景などによって saddhā の意味にも微妙な
相違が生じることを明らかにする。

第一項  「信（saddhā）」の肯定的用法
初期韻文経典における「信（saddhā）」の肯定的な用法は古層経典にみられるが、

否定的な用法はそれ以降の経典になってみられる。まずは肯定的な用法を仏教
修行者と在家信者とを区別して考察する。

（一）古層経典にみられる仏教修行者
まず、古層経典の『スッタニパータ』の第一章「ウラガ・ヴァッガ」に、
「私にとって saddhā は種子である。苦行は雨である。智慧は〔牛にひかれる〕
軛と鋤である。…」（77）

と、修行上の必須条件が譬喩によってさまざまに説かれているが、この saddhā 

を中村訳は「信仰」と、荒牧訳は「求道しようとする信心」とし、異なっている。
中村訳は何を対象にして「信仰」と解釈されているのか定かではない。荒牧訳
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の場合は道を求めようとする決心とも信念とも解釈できる訳であるが、「信心」
とは神仏を信仰して祈念する意味であるから、「求道しようとする」ことと「信
心」とは矛盾しているようで理解しづらい訳でもある。この偈のように、目的
語がなく単独で説かれている saddhā を解釈するのは困難であるが、この77偈
には仏教修行者の修行上の不可欠な要件が説かれており、saddhā もその一つの
要件であることを考慮すれば、何か特定の対象に対する信仰でないことだけは
確かであろう。何よりも、種子は植物が発芽して成長する基であるから、この
譬喩は saddhā が仏道の出発点を意味しているものと理解してよい。

では、その意味はどう考えられるべきであろうか。それに関連する資料とし
て次の経典を挙げる。古層経典の『サンユッタ・ニカーヤ』第一章「デーヴァ
ター・サンユッタ」（SN.1-1-5、1-1-6）に、後に三十七菩提分法としてまとめ
られる七種の修行法の一つである五根（信・精進・念・定・慧）が説かれる７）。
その最初の「信（saddhā）」は悟りへと向かおうとする修道において不可欠な
原動力を意味するものと解釈すれば、単独で説かれている saddhā の意味をこ
の五根の「信」と関連して解することは理に適ったものといえよう。したがっ
て、ここでの saddhā は悟りを求めて修行を行おうとする修行者のあるべき自
主的な姿勢を表現する語と考えられ、それに則った訳を施さなければならない
であろう。前節でも取り上げたが、古層経典でも成立が遅いともいわれる『サ
ンユッタ・ニカーヤ』の「サガータ・ヴァッガ」においては仏・法・僧や如来
を対象として説かれる場合は、saddhā の意味を「信ずる心」としたが、この偈
のように単独で用いられる場合とは明らかに異なった用法である。そこで、単
独で用いられる場合は、「自己に対する信頼」、つまり「信念」と解釈すべきで
はないかと考える。では、saddhā は何に対する信念であるのであろうか。最古
層経典において悟りの境地は涅槃や、苦しみの消滅、執着の滅尽と説示される８）

ことから、仏教修行者にとって究極の目的は端的にいえば苦しみからの脱却で
あると考えられ、saddhā を一応「〔苦しみから自由になろうとする〕信念」と
訳すこととする。

その解釈が適切であることは、古層経典において単独で用いられる他の 

saddhā の用例をみればわかるであろう。
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「この世において〔苦しみから自由になろうとする〕信念が（saddh’）人
間にとって最上の財産である。教えが正しく実践されれば、安楽をもたら
す。…智慧によって生きることが最上の人生である」（Sn.182）

「人は〔苦しみから自由になろうとする〕信念によって（saddhāya）激流
を渡り、修行に励むことによって大海を〔渡り〕、精進によって苦しみを
超え、智慧によって清浄となる」（Sn.184）

この両偈は saddhā が単独で用いられた用例であり「〔苦しみから自由になろう
とする〕信念」と訳せるが、その一方で、

「阿羅漢たちが涅槃を体得することになった教えを信じつつ（saddahāno）、
〔その教えを〕聞こうと願って、修行に励んで、聡明になれば、智慧を体
得する」（Sn.186）９）

と、これらの連続した偈においても教えを対象としている場合は「信じつつ」
（śrad√dhā の現在分詞形）と解釈し、上の二偈と訳し分ける必要がある。この「教
えを信じつつ」という表現は、最古の時代でも仏教修行者はゴータマ・ブッダ
の教えを聞いて修行したのであるから、教えはその修行のための前提条件でも
あったわけで、当時から仏教修行者は依りどころとして信じる対象であったの
である。とはいうものの、当時の仏教修行者はゴータマ・ブッダの教えをよく
了知して、ブッダと同様に修行を追体験することであり、あくまで自らが修行
するところに主点があった。したがって、何よりも、saddhā の用法が目的語を
もたず単独で用いられている場合は、他の何かを信じることではなく、自己を
かたく信ずる「信念」と理解すべきであろう。

それでは、単独で用いられ「〔苦しみから自由になろうとする〕信念」と理
解できる他の saddhā の用例を列挙しておく。

「〔苦しみから自由になろうとする〕信念で（saddhāya）、私は出家し、家
ある者から家なき者となった。私の〔自己の存在に対する〕正しい自覚と
智慧は増大した。〔私の〕心はよく安定している。」（SN.4-3-2-10）

「好ましくて心が喜ぶ五つの欲望の対象を捨て、〔苦しみから自由になろう
とする〕信念をもって（saddhāya）出家して、苦しみを終結させる者となれ」

（Sn.337）
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「私には〔苦しみから自由になろうとする〕信念が（saddhā）あり、〔それ
を実行する〕努力（viriyaṃ）と智慧がある。このように自らを奮い立た
せている（pahitattaṃ）私にどうして余命のことを聞くのか」（Sn. 432）

「…瞑想し、欲望の対象を捨てている賢者たちの名声を聞いたなら、私の
弟子たる者は（māmako）今よりも自分に対して恥じる心と〔苦しみから
自由になろうとする〕信念とを（saddhañ）10） 一層強くもつとよい」（Sn. 

719）
また、古層経典でも少し成立が遅い経典においても、こうした単独の用法は
「〔苦しみから自由になろうとする〕信念で（saddhāya）、出家し、家ある
者から家なき者となったのであるから、その信念を（saddhaṃ）増大させよ。
眠りに支配されてはならない」（SN.9-2-4）

「〔苦しみから自由になろうとする〕信念が（saddho）あり、よき生活習慣（戒）
が身につき、名声と享受を具えている人は、地方に赴こうともそこで尊敬
される」（Dhp.303）

などにみられる。

（二）古層経典にみられる在家信者
では、在家信者の場合は、saddhā をどのように理解すべきであろうか。在家

者は悟りを求めることはないが、ブッダの教えを守り正しい生活規範を実践す
ることによって在家信者なりに少しでも苦しみから自由になり安楽な生活を送
ろうとする姿勢が求められたはずである。したがって、saddhā が単独で用いら
れる場合は在家信者であっても、仏教修行者と同様に自主的な姿勢を示す意味
合いをもって用いられていたと理解してよいであろう。在家信者の行うべき具
体的な内容は『スッタニパータ』題二章（393-404偈）に簡潔に説かれているので、
その内容から考えれば「〔教えに従って正しい生活を送ろうとする〕信念」と
でも訳すことができよう。その用例を以下に示す。

「在家の生活を求めていながらも、〔教えに従って正しい生活を送ろうとす
る〕信念がある人に（saddhassa）次の四つのすぐれた属性（dhammā）─
誠実さ（saccaṃ）、教え〔の保持〕（dhammo）、堅固な心（dhiti）、施与（cāgo）
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─があれば、その人は来世に至っても悲しまない」（Sn.188）
「〔教えに従って正しい生活を送ろうとする〕信念は（saddhā）〔人生における〕
糧を繋ぐ。幸運は富の住処である。欲求は人を引きずり回す。欲求はこの
世にあって捨てがたいものである。大衆は（puthusattā）欲求に縛られている。
鳥が罠にかかっているように」（SN.1-8-9）

古層経典でも少し成立が遅い経典の用例もみておく。
「ある人は、貧しいが〔教えに従って正しい生活を送ろうとする〕信念が
あり（saddho）、もの惜しみをせず、すぐれた考え方をもち、布施をおこなう。
…」（SN.3-3-1-10）

と、単独の用例は変わらず説かれるが、その一方で
「それ故に、賢明な人は自分の目的をよく見据えて、ブッダと教えと僧伽
に対してしっかりと信ずる心を（saddhaṃ）確立させるとよい。」（SN.3-3-

5-15）
「その人の如来に対する信ずる心は（saddhā）不動で、しっかりと確立さ
れており、そして生活習慣（戒）はすぐれていれば、そうしたことは尊敬
すべきであり称讃される。…」（SN.11-2-4-10）

と、三宝や如来を対象とする場合は「信ずる心」と解釈するのがふさわしいよ
うである。この頃には三宝に対して信ずるという表現が説かれていたことは前
節で指摘した通りであるが、いずれの場合も在家信者や神々が三宝に対応する
語として用いられ、それが比較的成立の遅いとされる韻文経典に説かれている
ことも確認しておきたい。

これらの偈に説かれる saddhā の用法をまとめてみると、次のようになるで
あろう。仏教修行者にも、在家信者にも saddhā の用例がみられるが、その用
法には共通性があるはずである。仏教修行者は悟りを求めて修行を行い、一方
で在家信者は教えに従い安楽を求め日々善行を重ねるという違いがあっても、
そこには正しい信念に基づいて主体的に生きるという共通性はある。そうした
点から saddhā が単独で用いられている場合、この語は仏教修行者には「苦し
みから自由になろうとする信念」、在家信者には「教えに従って正しい生活を
送ろうとする信念」と、信念を意味しているものと考えられる。ここには、仏
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教修行者であろうと在家信者であろうと、仏教者は自発的に、自主的な姿勢で
日々歩む姿が最古層経典から古層経典において一貫して説かれていたことを知
ることができるであろう。

第二項　「信（saddhā）」と三宝
「信（saddhā）」が三宝に対する姿勢として説かれている古層経典でも少し成

立が遅い経典であろう『サンユッタ・ニカーヤ』「サガータ・ヴァッガ」の二
偈を以下に挙げる。

「それ故に、賢明な人は自分の目的をよく見据えて、ブッダ（buddhe）と
教え（dhamme）と僧伽（saṅghe）に対して信ずる心を（saddhaṃ）しっか
りと確立させるとよい」（SN.3-3-5-15）

と、仏・法・僧が一体となって人々の依りどころとなっている内容が端的に説
かれている。この偈は在家信者である国王に対するブッダの言葉であるが、三
宝を対象に「信ずる心（saddhā）」が用いられた最も古い資料といえるかもし
れない。また、

「その人の如来に対する信ずる心が（saddhā）不動で、しっかりと確立さ
れており、そして生活習慣（戒）がすぐれていれば、そうしたことは尊敬
すべきであり称讃される。僧伽に対してその人の心が清まっており（pasādo）、
そして〔教えに対する〕考察が正しくあれば、 《貧しくない人》とはそう
した人のことをいっているのである。その人の生活は虚しくない。それ故
に、聡明な人は〔如来に対する〕信ずる心（saddhaṃ）とよき生活習慣（戒）、

〔僧伽に対して〕心が清まっていること（pasādaṃ）、教えに対する〔正しい〕
考察に（dhammadassanaṃ）専念するとよい。諸々のブッダの教えを思い
ながら」（SN.11-2-4-10）

には、「如来」に対しては saddhā が用いられ、「教え」に対しては dassana が、
そして「僧伽」に対しては pasāda と、それぞれ異なった用語が使われている。

このように、古層経典でも少し成立が遅い経典になると、それまでみられなかっ
た saddhā の新たな用法がみられる。つまり、それまでの saddhā の用例は対象
がなく単独で用いられていたが、ここでは「如来」や、「ブッダ」、「教え」、「僧
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伽」という三宝を対象とする用語として説かれている。この用例は、いずれも
在家信者の生き方を説いたものであった。在家信者にとって saddhā が単独で
用いられているときは自らが正しく生きていこうとする信念を意味していたも
のが、ブッダや教え、僧伽などを対象としたことで、この語の意味は自己を信
ずる心である「信念」から他なる対象に対して心を向けるという「他を信ずる
心」へと変容したのではないかと考えられる。このように、saddhā が自己以外
の対象を「信ずる」と表現されるようになったのは、在家信者が三宝に対応し
たときが最初ではなかったかと考えられる。ただ、それまでも「教えに従って
正しい生活を送ろうとする信念」をもって自主的に日々正しい生活を送ってい
た在家信者の生き方は、自主性の程度に違いがみられても、三宝を「信ずる心」
とは本質的に変わるものではなかったのであろう。しかし、明確に三宝に対し
て「信ずる」者として位置づけられたのは、在家信者の存在意義からみれば一
つの大きな変化であったといえよう。

一方で、仏教修行者の場合は同時代の経典でも既述した通り「心にとどめる」
や「思惟する」といった修行者としての主体的な実践を示す用語で表現されて
おり、三宝に対して「信ずる」という表現はみられなかった。こうした仏教修
行者の対応は、仏教が興った当時から誰もがゴータマ・ブッダとその教えに従っ
て実践してきた修行内容なのであるから、その当時から変わらず継承されてき
た姿勢なのである11）。

ここで saddhā に関連して、「浄信」とも漢訳される pasāda と pasanna の用例
も少しみておく。pasāda は語根 pra√sad「明瞭になる、（心が）静まる」の名詞
で「清澄、（心の）平静」を、pasanna は過去受動分詞で「明瞭な、静穏な、に
対して好意ある」を意味する12）。古層経典には、三宝に関して「如来に対する
信ずる心が（saddhā）不動で、しっかりと確立されており…僧伽に対してその
人の心が清まっており（pasādo）」（SN.11-2-4-10）と、如来に対しては saddhā が、
僧伽に対しては pasāda が説かれる一方で、「…ブッダと教えに対して心が清ら
かであり（pasannā）、僧伽に対して深い尊敬の心があるならば（tibbagāravā）」

（SN.1-5-9）と、「ブッダと教え」に対しては saddhā ではなく、 pasanna が用い
られている。後の経典では「…ブッダと教えに対して信ずる心があり（saddhā）、
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僧伽に対して深い尊敬の心がある（tibbagāravā）」（Thī.286）と、「ブッダと教
え」に対して saddhā が用いられている。また、三宝を対象とする場合でも「最
高のブッダに対して心が清らかであって（agge buddhe pasannānaṃ）…最高の
教えに対して心が清らかであって（agge dhamme pasannānaṃ）…最高の僧伽に
対して心が清らかであって（agge saṃghe pasannānaṃ）…」（It.90）と、三宝に
対してすべて pasanna で説かれている用例がみられる。また、 saddhā と pasāda 

の両語は「人は〔教えに従って正しい生活を送ろうとする〕信念の通りに
（yathāsaddhaṃ）、清らかな心の通りに（yathāpasādanaṃ）施す。…」（Dhp.249）
の偈のように一対で用いられている。このように、saddhā と pasāda（pasanna）
とは、はっきりしないが何らかの関連性がある13）と思われる。おそらく、「心
が清らか」とは自らを捨て濁りのない澄んだ心の状態をいうのであろうが、ブッ
ダなどに対する時にはその心境で接するべきであり、その姿勢こそ表現を変え
れば「信じる心」でもあると理解されていたのであろう。

第三項　「信（saddhā）」の否定的用法
これまで「信（saddhā）」を肯定的に説く用例をみてきた。最後に、用例数

は少ないが「信」の否定的表現を眺め、その場合の「信」の用法を考える。最
古の経典『スッタニパータ』第四章には、

「〔最上なる人は〕好ましい事柄に心を注ぐことなく、傲慢に陥らず、柔和
でいて、弁舌さわやかで、〔何かにこだわり〕信じているのでもなく（na 

saddho）、無関心になっているのでもない（na virajjati）」（853）
と、saddha の否定的表現がみられる。na saddho を中村訳は「信ずることなく」、
荒牧訳は「ひとびとから何かを要求することもなければ」、宮坂訳は「〔自己の
体得した教法以外のものを〕信じることなく」と14）それぞれ異なった解釈が
なされており意味を確定できないが、d句の na saddho na virajjati が一対で説か
れていることを考慮すれば、沈黙の聖者は何かの対象を信ずることも、その反
対に無関心になることもないという、何に対してもこだわりのない姿勢を説い
たものと解釈できる。したがって、ここでは「〔何かにこだわり〕信ずること」
と理解しておくのが適切であろう。また、これと同様の用法が比較的新しい韻
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文経典にもみられる。
「〔何かを〕信ずることは（saddhā）無常で、移ろいやすいものである。私
はそうみた。人々は〔何に対しても〕関心をもっては、また無関心になる。
沈黙の聖者は、そのようなことにどうして自分を見失うことがあろうか」

（Th.247）
この偈でも saddhā は「無常で、移ろいやすいものである」ので、とらわれる
べきものではないと説いていることから、何かを信じ込むといった意味であっ
て、いわゆる仏教以外の特定の宗教に対する信仰と限定する必要はないのでは
ないかと考えられる。

しかし、古層経典に梵天勧請の際に語られたゴータマ・ブッダの言葉を伝え
る偈がみられるが、そこに説かれる「saddhā」に関しては見解が分かれる。つ
まり、否定的な解釈と肯定的な解釈である。このように「信（saddhā）」の否
定的な見解がみられるので、その偈についてもここで考察することとする。そ
こで、以下にその偈を示す。

「〔聞く〕耳をもつ人々に不死の門が開かれた。〔苦しみから自由になろう
とする〕信念を解き放て（pamuñcantu15） saddhaṃ）。惑わせるのではない
かと思って、私は正しくて勝れた教えを人々に説かなかったのです。梵天
よ」（SN.6-1-1-13）

中村元は pamuccantu saddhaṃ について、当時の諸宗教に対する信仰を捨てよ
という意味であろうと解釈し、この「信仰を捨てよ」は最初期の思想を伝えて
いることに疑いない、と指摘する16）。この説は「信（saddhā）」を仏教からみ
て否定すべき意義をもつ語と解釈している。それ対して、村上真完は「信を発
こせ（寄せよ）」と肯定的に解釈して訳している17）。

また、韻文経典でも比較的新しいといわれる『スッタニパータ』第五章の「結
語」に

「ヴァッカリやバドゥラーヴダやアーラヴィ・ゴータマが〔苦しみから
自由になろうとする〕信念を解き放った（muttasaddho）ように、あなた
も〔苦しみから自由になろうとする〕信念を（saddhaṃ）解き放ちなさい

（pamuñcassu）。ピンギヤよ、あなたは死神の領域の彼岸に至るであろう」
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（1146）
と説かれ、ここには上の偈の pamuñcantu saddhaṃ に対応する用語として 

muttasaddho と pamuñcassu saddhaṃ との両語がみられる。中村訳はこの両語の
前者を「信仰を捨て去った」と、後者を「信仰を捨て去れ」とするのに対し
て、荒牧訳は前者を「きよらかな信心を確定して〔疑惑から〕自由になった」
と、後者を「信心を確定して〔疑惑から〕自由になるがよいぞ」と解釈してい
る。中村訳が saddhā を「信仰」とするのに対して、荒牧訳は「きよらかな信心」
とし、 mutta- および pamuñcassu については「捨て去れ」とするのに対して「自
由になった」とする正反対の解釈をする。このように、中村訳は saddhā を否
定的に、荒牧訳は saddhā を肯定的に理解している。この偈の文脈がバラモン
の若き学生の一人であるバドゥラーヴダがブッダから教え諭され（Sn.1101-1104）、
バラモン教へのとらわれを離れ自由に自己を正しく洞察することになった状況
を示しているとするならば、めざすべき彼岸に到ろうとする状況が前提となっ
て説かれていると考えられ、両偈での saddhā は「信仰」と訳すべきではない
であろう。筆者がここまで論じてきたように単独で用いられている場合、それ
までの抑圧的な社会から修行者一人ひとりに対して自らを信ずる心、つまり信
念を自由にして解き放てよ、と説いたものと考え、saddhā の意義をここでも同
様に「〔苦しみから自由になろうとする〕信念」と理解する18）。

まとめ

「信（saddhā）」は、『スッタニパータ』第一章や、『サンユッタ・ニカーヤ』
の「デーヴァター・サンユッタ」、「マーラ・サンユッタ」などの古層経典には
対象が説かれず単独で用いられている用例が多く、その用例が仏教修行者の場
合は道を求めるために不可欠な条件となる「〔苦しみから自由になろうとする〕
信念」を意味し、在家信者の場合は苦しみのない安楽な生活を送るために「〔教
えに従って正しい生活を送ろうとする〕信念」の意味で用いられていたと解釈
した。いずれの場合も、そこには自分の問題として主体的に関わる当時の仏教
者に求められた姿勢が共通してみられる。ただ、仏教修行者に関する偈で「信
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（saddhā）」が単独で用いられる場合でも、それが否定的用法のときは「〔苦し
みから自由になろうとする〕信念」ではなく、特定の対象に対するこだわりを
意味する「〔何かにこだわり〕信ずること」と解釈すべきであろう。

古層経典でも比較的後に成立したと考えられる経典になると、在家信者がブッ
ダやその教え、僧伽という尊崇する特定の対象に対して「信じる心」をもって
対応する表現がみられるようになる。この「信じる心」は、決して絶対的存在
への信仰を意味するのではなく、在家信者が日々正しい生活を行うために依り
どころとなるものへの関わり方なのである。このように、初期韻文経典に説か
れる「信（saddhā）」は、仏教修行者にとってはあくまで苦しみから脱却する
目的をもって自らが正しく修行道を歩むための、また在家信者にとっては正し
い生活を送るための出発点を示す用語と理解されるべきなのである19）。

最後に、資料上の関連性は見出しえないが、saddhā と sata（sati）「心にとど
めること」との用法に共通性が認められるので、ここでその点も指摘しておき
たい。sata（sati）は、古くは苦しみから脱するために苦しみに身を置く自己の
存在を正しく自覚するという主体的な行為として説かれたが、後にはブッダや
教えや僧伽を心にとどめるといった用法もみられるようになり、そうした用法
の展開が saddhā と対応していることは興味深い。というのも、対象をもたな
い用法の場合、saddhā は自らの問題として「〔苦しみから自由になろうとする〕
信念」や「〔教えに従って正しい生活を送ろうとする〕信念」をもって主体的
に関わる姿勢を示すものであったが、後になるとブッダやその教え、僧伽とい
う尊崇する対象との関係性に比重が移っていき、「信ずる心」をもって対応す
る新たな宗教的行為として説かれるようになる展開と、sata（sati）の用法とに
近似性が認められるからである。こうしたブッダ、教え、僧伽の存在意義が相
対的に強まっていく展開は、その過程で最古の仏教の根本的立場が変容してい
く一断面を教えてくれているのかもしれない。

註

　　　　　　　　　　　　　　　　
１） 詳細は、並川孝儀「最古層経典に sata、sati の意義とその展開 ─ 仏教最古の根本的立場─」
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『佛教大学 仏教学会紀要』第26号　2021.3 pp.17-24　を参照されたい。
２） Sāratthappakāsinī p.80。中村元はこれを註釈家の常套手段で曲解とする。中村元訳『ブッ

ダ 神々との対話 サンユッタ・ニカーヤⅠ』pp.266-7。
３） 並川孝儀『ゴータマ・ブッダ考』大蔵出版　2005.12 pp.47-58 を参照されたい。
４） その他、諸々のブッダの出現、正しい教えの説示、僧伽の和合は楽しい（sukha）といっ

た用例（Dhp.194）や、三宝に対して pra√sad「明瞭になる、心が静まる」の過去受動分詞 
pasanna「心が清らかである」が用いられている用例（It.90）、仏教修行者が三宝に対して「尊
敬」という語が三種で表現された例（Th.589）、仏教修行者が三宝に「帰依する」と表現す
る例（Thī.132）、バラモンが三宝に「帰依する」と表現する例（Thī.250）などがみられる。

５） 並川孝儀前掲書・註（3）pp.37-64　を参照されたい。
６） 仏教修行者の修行に励む状況が薄れてきたり、堕落した事情を伝える資料として、例え

ば古くは『スッタニパータ』第一章（89偈）に四種の修行者の中に修行道を汚す者がいる
ことや、『テーラ・ガーター』（928-945）には数々挙げられている。

７） 「五つを断て。五つを捨てよ。さらに、五つを修めよ（bhāvaye）」（SN.1-1-5）、「五つが
目覚めているとき、〔五つが〕眠っている。五つが眠っているとき〔五つが〕目覚めている。

〔これらの〕五つによって人は塵にまみれる。五つによって人は清められる（parisujjhati）」
（SN.1-1-6）には、「五根」の原語はみられないが、「五つを修めよ」および「〔五つが〕目
覚めている」、「五つによって人は清められる」は五根を指したものと考えてよいであろう。

８） 並川孝儀「『スッタニパータ』第四章・第五章にみる「苦」とは ─「苦」と「苦を起こす行為」
の無自覚から自覚へ─」『佛教文化研究』（浄土宗教学院）第66号 2022.3（予定）で「修行
を通して導かれる理想的境地」の項目で述べている。

９） この三偈（182、184、186）において、中村訳は「信仰」や「信じ」で統一しており、
荒牧訳も「信心深さ」としている。荒牧訳は saddhā を Sn.77偈では「求道しようとする信
心」とする一方で、90、182、184、188偈のように「信仰心」や「信心深さ」と訳している。
それはおそらく仏教修行者と在家信者とを区別してのことと推察するが、単独で説かれて
いる場合、何に対して信心深いのか、その点は不明である。

10） Sn. 432、719 の saddhā を榎本文雄訳はそれぞれ「確信していて」、「修行に対する確信を」
とする。荒牧典俊・本庄良文・榎本文雄訳『スッタニパータ〔釈尊のことば〕全現代語訳』
講談社学術文庫　2015.4

11） 並川孝儀「最古層経典における sata、sati の用法」『佛教大学 仏教学部論集』105号 pp.6-
11、前掲論文・註（1）pp.1-3。

12） pasāda の用法は、古川洋平「パーリ聖典中の pasāda の意味について」『印度学佛教学研究』
67巻1号　pp.（48）−（52） にまとめられている。

13） 「この私は沈黙の聖者のことばを聞いて、一層心が清まる（pasīdāmi）。…」（Sn.1147ab）
のpasīdami（pra√sad）を中村訳は「心が澄む（＝信ずる）ようになりました」と、荒牧訳は「信
心をきよらかにしました」と、両訳共に「信ずる心」と「心が清らか」とを関連付けて
いる解釈している。中村元訳『ブッダのことば ─スッタニパータ─』岩波文庫　2003.11、
荒牧典俊・本庄良文・榎本文雄訳『スッタニパータ〔釈尊のことば〕全現代語訳』講談社
学術文庫　2015.4。尚、この一対の用例は他にも SN.2-3-3-1,2 などにもみられる。

14） 宮坂宥勝訳『ブッダの教え ─ スッタニパータ』法蔵館　2002.10
15） pamuccantu は受動形であるが、それでは意味が通じない。ビルマ版に従って pamuñcantu 

とする。
16） 詳しくは、中村元訳『ブッダ　悪魔との対話 ─サンユッタ・ニカーヤⅡ ─』岩波文

庫　1986.12. pp.336-7。関連して、同訳『ブッダのことば ─スッタニパータ─』岩波文庫　
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2003.11. pp.430-1 参照。
17） 村上真完「「信を発こせ」再考 ─ pamuñcantu saddhaṃ ─」『仏教研究』22号　p.115。こ

の論考は pamuñcantu と saddhaṃをさまざまな角度から詳細に考察している。pp.115-150。
18） 村上真完は saddhaṃ を「信」とだけ訳しているのでその具体的な意味は定かではないが、
「人々が信を発こし信頼を寄せることを予想して、仏が説法を決意された（Vin.Ⅰ.p.7 etc）
ということ、そしてまた信を発こすことによって、〔死（神）〕の領域を越える（Sn.1146）、
つまり解脱を得、寂滅（涅槃）に到る、ということも、原始仏教聖典に説かれている、と
確認されたのである」との文章から「信頼」と解釈しているようである（前掲論文 p.146）。
信頼を寄せるということでゴータマ・ブッダが説法を決意されたとする解釈は理解できるが、
修行者にとってブッダに信頼を寄せることで死神の領域の彼岸に、つまり解脱を得、寂滅（涅
槃）に到るという文脈が成り立つのかは疑問である。そこには修行者本人の求道への強い
決意、つまり信念の意味が含まれていると解釈すべきではないかと考える。

19） 本稿で扱わなかった内容も含め、原始仏教に説かれる「信」全般について詳細に考察し
た参照すべき論考として、藤田宏達「原始仏教における信」『仏教思想11 信』平楽寺書店 
1992.5 pp.91-142を挙げておく。
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本稿と同じ表題の─有なる果と無なる果との生起論の吟味、後期中観思想の
形成（7）─１）において縁起無自性論に立つカマラシーラは、以下の論述を表
わしている。有自性論に立ち刹那滅論を表明する世親の「本無今有説」とダル
マキールティの「原因の刹那に無である結果が一刹那後に生起する」という縁
起有自性論との両者を世俗として承認するが、勝義として論難し「自性が他
のものに変化することはない」（『中論』15-8）により決着させる。その構成が
次のものである。MĀ前主張（A-1）（A-1-1）〜（A-1-4）に対する後主張1.〜
11.［12.は森山（1989）に発表済］及び前主張（B）に対する後主張18.19.から
なり、その解説と和訳とを表した。以下では紙数の関係で一括して表し得なかっ
た残された部分の前主張（A-2）に対する後主張13.と前主張（A-1-5）に対す
る後主張14.-17との解説と和訳とを本稿において表すものである。以下のカマ
ラシーラと対論者と見られるダルマキールティとの論議から以下の三点を明ら
かにしようとする。（1）対立関係（viruddha）は勝義的事物（vastu）に関して
である故、世俗の因果関係は対立関係により拒斥されることはない（2）無分
別な迷乱知（眼病者の見る髪の毛など）と有分別な錯乱知（航行している人の
知など）とは凡夫の直接知覚に相当し、世俗として有能力であり、一切の能力
を欠く兎の角などとは峻別される（3）〈知の対象は内なるものであると主張す
る論者〉とはシュバグプタである。

カマラシーラによるダルマキールティの
刹那滅論に基づく因果論への批判

─有なる果と無なる果との生起論の吟味、後期中観思想の形成（8）─

森　山　清　徹
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MĀ前主張（P148b4-7, D138a2-4）

（A-1-5）［ダルマキールティによる前主張］２）そう（因の能力が個々に確定
しているの）でなければ、［中観派による］世俗の因果関係に関しても、何故、
全てのものから全てのものがう生起すること［という対立が起こること］にな
らないであろうか３）。［→後主張14.-17.］

（A-2）［シャーキャブッディによる前主張］４）

また、もし、滅したものと滅していないものなどの選択肢（分別）が勝義的な
生起を拒斥する［ジュニャーナガルバによるダルマキールティ批判, 森山（2017）
p.5］なら、世俗的な［生起］をも、何故、拒斥しないのであるか。事物の力

（vasubala）によってもたらされた立証因（共相）の対象（自相をもつ勝義的事
物, vastu）が人の思いによって［世俗であると］区別されることは不合理であ
る。もし、［世俗としての生起が］直接知覚によって拒斥されることを懸念して、
それ（世俗としての生起）に（それを拒斥する）立証因は［汝には］起こらな
いと［中観派が］いうならば、もし、そうなら、これ（拒斥しないもの）は立
証因ではない。［世俗としての生起は］拒斥されることが妥当するからである。［→
後主張13.］

上の前主張（A-1-5）に対するカマラシーラによる答論としての後主張は
14.-17.である。そこでの論点はダルマキールティによる「対立関係（viruddha, 

virodha）は［勝義的］事物（vastu）に関してであり、虚偽なものには対立はない」
という対立関係の理論と直接知覚と似て非なるもの（似現量）とにある。

まず、対立関係の成立には、以下の要件が必要となる。対立関係は無知覚
（anupalabdhi）を根拠として成立し、共に事物（vastu）に関してであり５）、事
物ではない虚偽なものや超感覚的なもの（atīndriya）に関しては、対立関係も
無知覚も成立するとも、成立しないとも確定できず、疑わしさが残るのである６）。
したがって、対論者による事物に関する対立関係の指摘は、中観派にとっての
虚偽である世俗の因果関係に関しては妥当せず、疑わしいことになる。

他の論点は、虚偽な顕現とプラマーナ論とにある。カマラシーラは、プラ
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マーナによって一勝義として増益されたものを否定するが、世俗や虚偽なもの
は否定しないという見地に立ち、プラマーナ自体も世俗であり、世俗として整
合性をもつと論じる７）。また、直接知覚に階梯を設け、凡夫の直接知覚は常識
に関して無迷乱であるが、人無我や法無我に関しては無迷乱ではなく、その二
無我に対して無迷乱であるのは、ヨーギンの直接知覚である８）。また、凡夫の
直接知覚と眼病者の毛髪などを知覚する迷乱知とは同等視される９）。したがっ
て、世俗としての生起は（凡夫の）直接知覚と対立することもない。

プラマーナを世俗や虚偽なものを否定するためではなく、勝義として増益さ
れたものを拒斥するために用いるとする点は、四極端の不生起や離一多性を立
証因とする無自性論証の遍充関係の確定に関し、言語習慣、世俗として肯定
的遍充関係を、勝義として否定的遍充関係を確定することと軌を一にしている。
また対立は事物（vastu）に関してであり、「虚偽なものに対立がない」という
ことであれば、そもそも、シャーキャブッディは、中観派による世俗生起も拒
斥されると論難することはできないであろう。したがって、勝義不生、世俗生
起は成立することになり、この中観派の二諦説は妥当することになる。

Ⅰ　後主張の解説と梗概

13.前主張（A-2）「勝義生起を拒斥するなら、世俗生起も拒斥されることになる」
に対して後主張では、拒斥の意味を三種に区分し対応している。
13-1. 拒斥が虚偽性を意味する場合、勝義生起は虚偽であり勝義不生となる。
世俗生起も虚偽であるが、元より世俗は虚偽であるから中観派の主張通りとなる。
13-2.「拒斥が通念を排除することである」という意味であるなら、幻などは
プラマーナにより拒斥されても世間における通念である。しかしながら、誤っ
て（‘khrul pa, mithyā, bhrānta）事物としての存在（勝義生起）に他ならないと
そのようにある知は幻などのように通念ではない。幻などのように通念である
とすれば、（真実とされる）知に虚偽な幻などの自性はあり得ない。虚偽な幻
などの自性があるとすれば、知も幻などと同じく虚偽となる。他方、知は真で
あるが、形象は虚偽であるなら両者の必然関係はないことになる。そういった、
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真実とされる知は通念ではない。勝義生起という真実知は通念ではないから、
通念でないものに対して通念の排除ということ自体矛盾することになる。幻な
どの世俗生起は通念であるから、排除され得る。
13-3. 拒斥が対立（viruddha）を意味する場合、自体として対立がないなら、プ
ラマーナによって拒斥されない。
カマラシーラが〈知の対象は内なるものと主張する者（śes bya naṅ gi yin par 

smra ba）〉と呼ぶ論者、またジュニャーナガルバもシャーキャブッディもそう
呼んでいるのであるが10）、その論者の主張は次のものである。無二なる知にお
いて海、山、大地、河などの［内と外との粗大な］二なる形象が存在すると想
定されている。それに対し、カマラシーラは単一な無二知に二なる対立したも
のの顕現［内（知）と外（原子）との粗大な形象］は不合理であると論難して
いる。ところで、〈知の対象は内なるものと主張する論者〉とは、いかなる論
者であろうか。それはシュバグプタであると考えられる。その根拠は以下の通
りである。その名称は、ジュニャーナガルバのSDV ad SDK38に最初に見出さ
れる。そこから、その論者が〈知により対象は決知（pariccheda）される〉と
主張することが知られる。この知の決知論は、例えば、TSP ad TS2008-2009に
引用されるシュバグプタのBASK89から知られる。それに対し、ジュニャーナ
ガルバは別の対象を決知する知は何ら存在しないと論難し、さらに一切智者
の智に言及し、一切智者の智に所取能取は存在しない。［二取が］存在すれば、

（外界の）対象を具えるから、表象のみ（vijñaptimātratā）であることが成立し
ないと論じる。カマラシーラも同様な論難を表し、知は外界の対象を決知す
ることはなく知の自体だけが生起する故、表象のみが成立するとし、またTSP 

ad TS2046においてブッダの智に言及するBASK95を引用し、ブッダはあらゆ
る障害を離れているから、所取能取の分別は存在しない、と論難する。TSP ad 

TS2047では、ブッダの智に他者の心との相似性があれば、煩悩障、所智障が
存在することになるとシュバグプタによる知の決知論を批判している11）。それ
では、ブッダは、どのようにして他者の心を知り、衆生救済をし得るのか、と
いうことに関してジュニャーナガルバは、先の部分に続くSDK39-41で習気を
具えたあらゆる概念知の種子を根絶し、一切の徳（guṇa）を具えた一切智者
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は以前の誓願（本願力, sṅon gyi smon lam gyi śugs, pūrvapraniḍhāna-āvedha SDP 

50b5）により（『摂大乗論』［長尾（1987）X.3D, p.330］などによると考えられ
る）瑜伽行派の三身論により、その論議を決着させている、これは、TSP ad 

TS2048-2049, 2029-2030における以前の誓願（本願力）によるブッダの衆生救
済論に継承されていると見られる。他方、シャーキャブッディも、〈知の対象
は内なるものと主張する論者〉という同じ名称を用い、その論者に対して、別
の学説論者にとって迷乱の種子が無であるなら、自己認識も無となり外界の対
象も無であるから、全ては兎の角と同様、無となり顛倒した顕現があり得なく
なるのと同様、「対象にも知にも粗大な顕現はない、云々（PVⅢ211）」により
青や黄色は内にも外にも存在せず、粗大な形象を迷乱とし全く無と見るから兎
の角と区別し得ない、と論難している（PVTś D206a1-7, 森山 2008 pp.36-37, 24-

25）。これは内（知）と外（外界）の形象に関する論難であり、唯識論者に対し
てではなく、外界を認める論者に対する論難である。例えばBASK35「青など
の粗大な形象は迷乱である」、BASK40「結合している諸原子に粗大な単一性
はない」に対しての論難と考えられる。したがって、＜知の対象は内なるもの
と主張する論者＞とはシュバグプタを指すと考えられる。なおカマラシーラも
知に青などの粗大な形象を全くの無ではないと認めるシャーキャブッディと同
様に有顕現な迷乱した知（眼病者の見る髪の毛、幻、夢等）を全くの無である
無顕現な兎の角から区別する（後主張18.）
14.においては、事物（vastu）に関して「対立関係」は存在し、超感覚的なも
の（atīndriya）や非事物（avastu）に関しては「対立関係」は確定し得ない（Cf.

PVⅢ92）ことが表わされている。したがって、この後主張14.の主張者はダル
マキールティであると考えられる。後主張14-1.〜14-4.では前主張（A-1-5）「世
俗の因果関係は、原因の能力が個々に確定していない故、全てのものから、全
てのものが生起することになり成立しない」と中観派の世俗の因果関係に関し
対立を指摘するダルマキールティによる詰問［森山（2022a）, HB（3-4）］を受
け、虚偽である世俗の因果関係に関し、対立は存在しない。なぜなら、対立は
事物（vastu）に関して成立するからであると、いわばダルマキールティの対
立関係の理論を逆用してカマラシーラは弁明し、迷乱した諸の虚偽な形象も顕
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現することを論じる。ここでは、ダルマキールティと後期中観派との二諦説に
関する論議が展開されている。ダルマキールティの二諦説は、PVⅢ3を始めと
し表される、すなわち勝義＝自相＝因果効力を有するもの＝事物＝直接知覚の
対象、世俗＝共相＝無効力＝推理であるが、共相（推理）により獲得される自
相も存在する（cf, PVⅢ56-58, 63）。それに対し後期中観派は、有効力な事物＝
直接知覚の対象を世俗とし、かつ全くの無である兎の角などとは峻別する。
14-1.真実として増益されたものプラマーナにより退けるが、世俗の因果関係
は常識（prasiddha）と対立せず、拒斥されることもない。
14-2.世俗の因果関係は、直接知覚により拒斥されない。プラマーナにより常
識は否定されない。
14-3.世俗の因果関係は、幻が生起するように、常識のままに確立される。
14-4.世俗として対立の存在しないことを聖教により表わす。
15.世俗の因果関係と知識論：常識としての虚偽な事物と一切の能力を離れた
兎の角などとは互いに退け合う。真実な知の自性は真実な形象を有するものと
しても、あるいは水晶の如く真実には形象をもたなくとも成立しない⇒勝義の
因果関係は成立しない⇒世俗の因果関係の成立
16.の理解に資するために、ダルマキールティとカマラシーラとの真と偽なる
直接知覚に関し、二諦特に世俗論における位置付けの相違を検討しておく。
ダルマキールティは直接知覚に非ざるものとして、四種の似現量を挙げている。
四種の似現量とは有分別としては錯乱知、世俗有知、世俗とされる推理、無分
別なものとしては眼病者の感官知である12）。すなわち
PVⅢ288 trividhaṃ kalpanājñānam āśrayopaplavodbhavam / avikalpakam ekañ ca 

pratyakṣābhañ caturvidham // 似て非なる直接知覚は四種である。三種の分別（概
念）知と拠り所（感官）の障害によって生起する無分別なもの一種である。
PVⅢ289 anaksajatvasiddhyartham ukte dve bhrāntidarśaṇāt / siddhānumādivacanaṃ 

sādhanāyaiva pūrvayoḥ // 二つ（錯乱知と世俗有知と）は、迷乱している認識で
あるから、感官によって起こったものではないことを成立させるために述べら
れた。［分別知として］成立している推理などを述べるのは、前の二（錯乱知
と世俗有知と）が［感官による知でないことを］証明するために他ならない。
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PVⅢ300 tasmāt tasyāvikalpe’pi prāmāṇyaṃ pratiṣidhyate / visaṃvādāt tadarthañ ca 

pratyakṣābhaṃ dvidhoditam // したがって、それ（二重の月など）は無分別であっ
ても、整合性がないからプラマーナであることは否定される。また、その（二
重の月などは直接知覚でないことを証明する）目的から、［ディグナーガにより］
似て非なる直接知覚が［有分別と無分別との］二種述べられた。

四種の似現量のうち、錯乱知は以下のMĀ16.で、眼病者の知覚はMĀ14-3.18.

で取り挙げられている。ダルマキールティにあっては、それらは因果関係になく、
したがって効力のないものであろうが、一方、カマラシーラは、これらを虚偽
ではあるが、顕現を有し、世俗的に有能力とすると考えられる。この点が、こ
こでの争点である。カマラシーラの直接知覚論は、MĀの別の箇所で表される
通り、直接知覚に階梯を設け、常識に関し無迷乱であり、眼病者が見る髪の毛
などの感官知に準えられる凡夫によって直接知覚される虚偽なものと一切の能
力を欠く兎の角などとを峻別し、世俗的な能力を認めている。上位なものとし
て人無我、法無我に関して無迷乱であるヨーギンの直接知覚との段階的な区別
を設けている。他方、ダルマキールティにとっては、虚偽な眼病者の感官知と
全くの無である兎の角などとは、共に勝義的事物ではなく無能力である故、そ
れらの区別も判然としない面があると考えられる。
眼病者の知、航行している人の知と兎の角などとの峻別
16.対論者（ダルマキールティ）はプラマーナによって明瞭に顕現するからといっ
ても、事物の自性をもつものではない。航行している人の知などのように。こ
の航行している人の知はNB1-6でも、錯乱知として扱われている。ダルマキー
ルティにとって兎の角などと退け合うものは勝義的な存在（事物）であって、
虚偽なものではないであろう。他方、カマラシーラは、プラマーナによって虚
偽な自性をもつものである航行している人の知は兎の角などと相互に退け合う
ものであり、それはプラマーナによって極めて明瞭に顕現している事物の自性
をもった幻や夢などと同等なものである。14-3.では、眼病者の見る髪の毛などは、

［無迷乱な］直接知覚と対立し虚偽であり、別の箇所では凡夫の直接知覚と同
等と見做されている。眼病者の見る髪の毛などは虚偽なものであるが、世俗と
して有能力であると認められている。カマラシーラは、ダルマキールティによ
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る四種の似現量を虚偽ではあるが、それらをプラマーナにより否定されず、世
俗の因果関係を構築する拠り所としている。したがって、カマラシーラにあっ
ては世俗の因果関係を構築し得る有能力で虚偽なものを世俗として認め、一切
の能力を欠く兎の角などとは区別され得る。この峻別の基準である世俗的に虚
偽なものの有能力と兎の角などの無能力とは、MĀの他の箇所において次の通
り論じられる13）。眼病者の見る髪の毛に相当する幻などは世俗として原因を有
し生起するが、他方、兎の角などは世俗としても原因をもたず生起しない。

カマラシーラは眼病者の見る髪の毛などの有能力な事物を世俗とし、真実な
自性をもつものではなく迷乱の対象とする。有能力＝事物を対論者（ダルマキー
ルティ）は勝義とし、カマラシーラは世俗とする。この点で両者は対極的である。
こういったカマラシーラの考え方は、直接知覚の対象は事物であるから、一切
法無自性は直接知覚によって証明されないと詰問される際の弁明にも顕著に表
れている。すなわち「諸の凡夫の直接知覚というものは、眼病者（taimirika）
の直接知覚のように、色（rūpa）などの虚偽な対象を有するものである故、真
実な事物の自性を対象とするものであることは不合理である。さもなければ、
全ての人が真実を見ることになってしまおう。ブッダや菩薩という偉大な諸の
ヨーギンの知というものも事物（vastu）を対象とするとは証明されない。彼
らによって、実なる事物の自性は何も見られないからである。」14）

以上の通りカマラシーラは凡夫の直接知覚とヨーギンのそれとをレヴェルに
よって区分し直接知覚に階梯を設けている15）。この点はダルマキールティと同
様であるが、直前に挙げた通り事物の自性を承認するか、否かという点で異なる。
ダルマキールティは世俗と勝義とに関して前者を無能力、後者を有能力な事物

（vastu）として区別する。他方、カマラシーラは勝義無自性であるが、虚偽な
眼病者の見る髪の毛など（有能力）を世俗とし、世俗としても無能力な兎の角
などから区別する。
17.上の直接知覚論が、中観派の無自性を論じるための特異な直接知覚論でな
いことを表すためと考えられるが、カマラシーラはダルマキールティの因果効
力（arthakriyā）を定義付ける言明に関して、それは専らの勝義を意味するも
のではないと解釈するのである。したがって、有能力であるからといって勝義
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としての事物を意味するものではなく、中観派にとり虚偽であり世俗である事
物も能力を有し、無能力な兎の角などとの区別を確定し得るのである。

Ⅱ 前主張（A-2）（A-1-6）に対する後主張の和訳
 （MĀ P228a2-231b3, D206b2-209b4）

13.【また、もし滅したものなどという選択肢が勝義的な生起に対する拒斥で
ある［ジュニャーナガルバによるダルマキールティ批判］なら云々（世俗的な
生起に対しても、どうして拒斥しないのか）［前主張（A-2）］というその論述
も不合理である。というのは、拒斥というのは何であるのか。】16）

13-1. 【［反論］［勝義生起と世俗生起とに対する拒斥とは］虚偽性であると樹立
することである。

［答論］それは、我々が認めるに他ならないのである（すなわち、勝義生起は
虚偽、世俗生起は虚偽である）。まさしくそれ故に、これ（虚偽性）は（D206b4）
世俗であるといわれるのであるが、論理によってよく知られたこと（prasiddha）
に他ならないなら、まさしく［虚偽性は］勝義的なものであるが、世俗ではな
いのである。】17）

13-2. 【［反論］拒斥とは常識を排除することである。
［答論］それも不合理である。プラマーナによって拒斥され、虚偽な自性を
有する幻なども世間において通念でないものではない（幻などは虚偽な自性
をもつが、通念である）。そういうことであれば、誤って（‘khrul pa, mithyā, 

bhrānta）事物として存在しているに他ならない（勝義生起）とそのようにある
知が、幻などの自性をもつものとして世間における常識であると述べることも
不合理である（勝義生起は常識ではない）。単一なものに関して多様な形象は
対立する故に、知に関してそのような［虚偽な］幻などの自性はあり得ないか
ら（D206b6）であり、世間の人々においても、それら（幻など）が知の自性
であるということ（世俗生起）は通念ではないからである。幻などが知の自性
であると認めたとしても、かえって、その知自体と区別されず、［知が］その（幻
の）ように虚偽な形象を把握して顕現するから、それ（虚偽な形象）と類似し



─　34　─

仏教学会紀要　第27号

てそれ（知）も虚偽に他ならないのである。（D206b7）そうでなければ（形象
は虚偽であるが知は真実なら）、真実と真実でない自性をもつものとの必然関
係は何であろうか。それ故に、これ（虚偽な形象と必然関係にない知）に（P228a8）
迷乱は存在しない。［そういった知は通念ではない］】18）

13-3. ［反論］拒斥は、対立（viruddha, virodha）［を意味するの］である。
［答論］それも不合理である。もし、その場合、自体と対立がないなら、それ（対
立）が、どうしてプラマーナによって［証明］されようか。

［反論］もし、自身（D207a1）と対立があるなら、それ（対立）もプラマーナ
によって証明される。

［答論］［プラマーナによる］証明に依存して［対立は］何も認められないであろう。
［反論］諸の対立は［事物ではないから］顕現するものとして存在しない。
［答論］このことは、答え終わっている。
【また、知の対象は内なるものと主張する者達（śes bya naṅ gi yin par smra ba）
19）［知による対象の決知（pariccheda）20）を主張するシュバグプタ］21）の考えで、
無二なる知に海、山、大地、河などの［内（知）と外（原子）との粗大な］二
なる形象は、その（無二なる知）の部分である［知には対象との類似性（sārūpya）
がある、といわれるなら、どうして、単一なもの（勝義生起である無二なる知）
に二なる対立したもの（内〈知〉にも外〈原子〉としても青や黄色などの粗大
な形象）の顕現が付き従おうか。】22）［したがって、形象は全くの無である。］

【知の対象は内なるものと主張する者達23）によっても、（D207a3）必ず知は迷
乱していると、幾分なりとも認められる必要がある。そうでなければ（知が
無迷乱なら）、全ての人々が真理を見るにほかならないであろう（P228b4）し、
諸の論者と論争にもならないであろう。】それ故に、［全ての人々に迷乱は存在
しないから］死兆24）、青眼、黄眼などによって眼が（D207a4）損なわれてい
る者達に、身体などが［存在する存在しないという］二つの対立などの性質を
もつものとして、どうして顕現しようか。【知の自体が［無迷乱であって］真
実を自性とする場合、何故、この［対立した］二なるものが、それ（真実な知
の自体）に顕現しようか。それらの虚偽な形象は［真実な知の自体と］何らの
必然関係もない。真実（知の自体）と真実でないもの（虚偽な形象）とは対立
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（D207a5）するからであり、対立も汝の学説（無形象知識論）によっては、顕
現しないからである。】25）［したがって、形象は対立するものがない故、その（無
二）知は拒斥されなくなる］それ故に、全ての人々が真理を直接知覚として見
るに他ならないであろう故に解脱を求めている人々が真理の修習として努力す
ることは無意味となるであろう。
14.［前主張（A-1-5.）に関するダルマキールティによる対立関係の理論：事物
に関して対立は存在し、虚偽なものに対立はない］

【迷乱した知（D207a6）が多様な形象をもつものとして顕現する場合、対立
として顕現するけれども、［迷乱知は事物ではないから多様な形象は］対立と
して確定するのではない。その（対立の）対象は［勝義的な］事物（dṅos po, 

vastu）だからである（Cf.NB3.72）。事物の力によって導かれた（dṅos poʼi stobs 

kyis shugs pa, vastubalapravṛtta Cf. NBṬ ad NB3-46, p.56, 20）26）［正しい］推理に
よって事物（自相をもつもの）に他ならない（P228b8）と承認されたものだ
けに関して、対立が言われるのであるが、虚偽であると認められるものに関し
て［対立があるの］では（D207a7）ない。そうでなければ（勝義的事物でな
くとも対立があるなら）、その推理は事物の力によって導かれたもの（正しい
推理）としてないであろう。したがって、［虚偽なものに対立はないから］迷
乱を（P229a1）具えた知には諸の虚偽な形象も顕現するであろう。［しかし］
その場合、［迷乱を具えた知と諸の虚偽な形象とが］同一であることと別であ
ることなどの対立を述べることもない 。】27）（D207b1）
14-1.［前主張（A-1-5）世俗の因果関係は対立が存在する故、成立しない］

［答論：ダルマキールティによる前主張（A-1-5）への批判］【もし、そうであ
れば（虚偽であるものに対立がないなら）、［虚偽な］世俗の因果関係に関しても、
何故、［汝ダルマキールティは（因の能力が個々に確定しないことと、全ての
ものから全てのものが生起することとの）］対立を述べるのであるか28）。その
虚偽なもの（世俗の因果関係）に関しても、事物の力によって導かれた推理の
対象［自相を有する勝義的な事物］ではあり得ない故、このこと（世俗の因果
関係）に関しても、対立を述べてはならない。】29）それ（世俗の因果関係）は
虚偽であっても（P229a3）、必ず我々（中観派）（D207b2）の主張（世俗の因
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果関係）だけが成立するが、汝（ダルマキールティ）にとって［世俗の因果関
係は成立し］ない。というのは、それ（世俗の因果関係）に関して対立（因の
能力が個々に確定していない故、全てのものから全てのものが生起すること、
すなわち世俗の因果関係が成立しないこと）を述べる汝（ダルマキールティ）
によって、それ（世俗の因果関係）は虚偽に他ならないと打ち立てられようが、

［虚偽なものの］顕現は否定されない。虚偽なもの（世俗の因果関係）も常識
（prasiddha）（P229a4）と対立しないからである。それ（世俗の因果関係）が虚
偽に他ならないことが成立するとしても、我々（中観派）の主張（世俗の因果
関係）こそが（D207b3）定説の確立となろう。というのは、我々（中観派）も、
諸の原因と結果とは、時間、空間、因、縁（P229a5）の特殊性に依存していて
も、プラマーナによって拒斥され虚偽に他ならないから、世俗に他ならないと
確立する。その場合、汝（ダルマキールティ）も同様に、［プラマーナによっ
て拒斥されるから世俗の因果関係に関して］対立（因の能力が個々に確定して
いない故、全てのものから全てのものが生起するという理由で世俗の因果関係
の不成立）を述べること（D207b4）によって、他の者達（中観派）が事物と
して把握するもの（世俗の因果関係）を退ける故に、何らのものも認められな
い。かえって［虚偽なもの（世俗の因果関係）は］過失ではないことを［我々、
中観派が］述べることによって、汝（ダルマキールティ）にだけ［世俗の因果
関係を否定することに］拒斥があろう。我々（中観派）は、このこと（世俗の
因果関係）に関してプラマーナを用いないこともない。そうでなければ（プラ
マーナを用いなければ）、これ（世俗の因果関係）が、どうして（P229a7）世
俗に他ならないこととして証明（D207b5）されようか（プラマーナによって
世俗に他ならないと証明する）、というのは、我々は常識通りに過ぎない［世
俗の］因果関係に関して、それらの真実として承認されている顚倒して増益さ
れたものを退けるために、このこと（顚倒して増益されたものの排除）だけに
関して、プラマーナと結びつけるが、他のこと（常識通りに過ぎない世俗の因
果関係）に関して［プラマーナと結びつけるのでは］ない［吟味しない限り素
晴らしい］。［したがって、常識通りに過ぎない世俗の因果関係に対立はなく拒
斥されもしない］
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14-2.［前主張（A-1-5）に対する答論：常識通りの因果関係はプラマーナ、直
接知覚によって拒斥されない］それ（顚倒して増益されたもの）にプラマーナ
が結びついても、［常識通りに過ぎないの世俗の因果関係は］直接知覚によっ
て（D207b6）拒斥されない30）。プラマーナによって事物の真実がありのまま
に存在することを証明するに他ならないが、常識（P229b1）を否定するので
はない。そうでなければ（プラマーナが常識を否定するなら）、それは、プラマー
ナとしてあるのではなかろう。【勝義的なものとして構想された諸事物の自性
をプラマーナによって拒斥する場合、それ（勝義的なものであると構想された
諸事物の自性）が（D207b7）直接知覚として成立することもないなら、それ（直
接知覚）が、それ（勝義的なものとして構想された諸事物の自性）を拒斥する
なら、どうして［勝義的なものとして構想された諸事物の自性とは異なる常識
通りの因果関係が］直接知覚によって拒斥されようか。】31）［常識通りのものは、
直接知覚によって拒斥されない、直接知覚と対立しない］
14-3.、［前主張（A-1-5）に対して、世俗の因果関係はプラマーナによって拒斥
されない→虚偽なものに対立は起こらない→常識通りの虚偽な世俗の因果関係
は成立する］
直接知覚の特徴が、無迷乱（ma nor ba, abhrānta）であるなら、無迷乱なものが、
プラマーナによって拒斥される対象としてあることも不合理である。［無迷乱
なものをプラマーナにより拒斥するなら］過大適用の過失となるからである。
したがって（P229b3）、この（無迷乱なものが、プラマーナによって拒斥され
る対象としてあることも不合理であるという）主張に関して（D208a1）、直接
知覚による拒斥も存在しないのである。そうでなければ（迷乱したものがプラ
マーナにより拒斥されず、直接知覚によっても拒斥されないなら）、明瞭に顕
現する外界の対象も、［勝義としての］直接知覚として成立する故に「［勝義と
しての］直接知覚と対立するから、それ（外界の対象）が一多の自性を離れて
いることを根拠にして無自性である」と証明されないであろう。眼病者（D208a2）
などにおける［真実として］存在しない髪の毛と蚊などの顕現も32）、［直接知
覚ということになり、勝義としての］直接知覚と対立するから虚偽なものであ
ると誰によっても認め（P229b5）られないであろう［眼病者の見る髪の毛など
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は迷乱した知であり、直接知覚と対立し虚偽なるものに他ならない］。したがって、
自己と相応しい始まりなき因と縁とから続いてもたらされたこの全ての生起が

（D208a3）時間と空間と原因との特殊性に依存しているとしても、幻が生起す
るように、［プラマーナにより吟味すれば、拒斥されるけれども、吟味しない
限り素晴らしく］まさしく世俗として確立される。常識のままに確定されるも
の（世俗の因果関係）33）が、もし同時あるいは異時に確定されても、そうであっ
ても対立は存在しない。その場合、刹那的存在でない（D208a4）こと（常住）
などの過失が起こることもないであろう。虚偽なものに対立は起こらないから
である。【幻と夢のような諸存在に関して、実際には刹那的存在性と非刹那的
存在性などの［対立した］性質は妥当しないから。】34）

14-4.［世俗の因果関係に対立のないことの聖教］
以下の通り（D208a5）『聖般若経』に
もし、色は常である、あるいは無常であると行ずるなら、般若波羅蜜を行じて
いないのである。［反論］それは、何故であるか。［答論］その色（P230a1）自
体がそのように（常あるいは無常として）存在しないなら、それ（色）は、常
であるか、あるいは無常であるか、ということにどうしてなろうか。
と説かれる。同様に（D208a6）、一切相智に至まで詳しく説かれるのである35）。
また、ある別の［論書］に［次の通り説かれる］

「諸の有為は刹那的存在であると説かれていることは、放逸の有為から真に退いて、
次第に無我の真理に対する把握のためである。」（D208a7）まさしく、それ故
に［『六十頌如理論』21,22頌に］「そのように、何も生起するものはなく、こ
の場合、何も滅することもない。生と滅との道は、意図するところがあって表
されたのである。生起を知ることによって、滅を知り、滅を知ることにより無
常を知る（P230a4）［ことによって］。無常に悟入する知によって、最高の真理
に（D208b1）悟入する。」36）と説かれる。
15.［世俗の因果関係と知識論］37）

［反論］【幻などのように芽などに関して種子などの能力を承認するなら、その
とき、事物を承認するに他ならないであろう38）。（P230a5）というのは、［中観
派によって］世俗といわれるその種子などは、必ず兎の角などのあらゆる言明
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（D208b2）を離れた特徴をもつものから退けられたものであると言われなくて
はならない。さもなければ（世俗と兎の角などとが一致したものであるなら）、
汝（中観派）によって、どうして世間と聖教などとの対立が断じられようか。我々

（仏教論理学派）は、兎の角などの一切の能力を離れた特徴をもったものから
退けられたものこそを事物（vastu）［勝義］というのである（P230a7）。もし、
汝（中観派）が、それ（有能力な事物）に関しても、世俗として存在するもの
であると名前を設けるなら、任意に設けているのである。諸事物は世俗と勝義
という二つの言葉として述べるけれども、結果を設ける能力（don byed nus pa, 

arthakriyāsāmarthya）が異なって起こること（D208b4）はないのである。
［答論］それも不合理である。というのは、夢の中などにおいて、多様な効果
的作用（don bya ba, arthakriyā）をなすものとして顕現し相互に相違することに
従って時間と空間との状況が異なるように実際に顕現する虚偽な事物である象
や馬や火や大地や牛などは、兎の角などのあらゆる言明を離れた特徴をもつも
のから退けられたものであるか、あるいはそうでないのか、そのうち、もし退
けられるものであるなら、それら（夢の中の顕現である虚偽なもの）も、事物
に他ならないものとなって（D208b6）しまうであろう。もし、退けられない
ものであるなら、その場合、汝にとって常識と対立することが、どうして断ぜ
られようか。

［反論］それら（夢の中に顕現するもの）が、顕現するままに留まっている自
性をもつものではないけれども、かえって、それら（夢の中に顕現するもの）が、
知（P230b4）の自性として縁起したものであるから、事物として存在するに
他ならないのである。

［答論］それも不合理である。もし、それらが、知の自性に他ならないなら、
その場合、もし、形態などの特殊性を伴って（rjes su soṅ ba, anugata）存在して
いないもの（yod pa ma yin pa, avidyamāna）が、全く対立した自性のもの（形
態を具えたもの）として顕現しようか。一方が他方の自性をもって顕現（D209a1）
することは不合理である。同一であることと別であることとは対立するから、
と述べ終わっている。というのは、知の自性は清浄な水晶のように、無部分で
空間に留まらず、青などの多様な自性をもって顕現しないと主張するなら、夢
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の中などで、馬や象などの諸存在は、その（無部分で単一な知の）自性として
正しく生起しない（それらは部分をもつからである）。それ（知の自性）と対
立する［多様な］形象を具えているからである。さもなければ（多様性がなけ
れば）、そのように、顕現するものとしてないであろう。それ故に、我々（中
観派）は知の自性を超えて（多様で）誤った（P230b8）形象として顕現する
ものは虚偽である故、世間的なものとして認められ遍計所執性としても述べら
れるものこそが、事物の特徴をもつものとして迷乱の対象であると述べるので
あるが、［単一な］知の自性とは［述べ］ないのである。それ（多様な形象と
して顕現するもの）も、それ（迷乱の対象）と異ならない自体をもつものとし
て顕現するから、真実の自性（bden pa’i ṅo bo）をもつものとして成立するの
ではない（D209a4）。】
16.［明瞭な顕現を有する虚偽なものは兎の角などとは反対のものである］

［反論］それらの事物の自体として周知されているものも、プラマーナによっ
て、ありのままに明瞭であるから［といって］（P231a2）、実際に事物（vastu）
の自性として確定されて存在しているのではない（直接知覚に似て非なる似現
量である）。例えば、航行39）（g・yor mo）している人にとっての人性のように40）。
したがって、実際の事物の本体41）としてあるのではない虚偽である（D209a5）
ものは、実際に （P231a3）あらゆる表現（ñe bar brjod pa）を離れている兎の角
などから退けられたものと退けられないものなどという考えは全く起こらない
42）［虚偽なものに対立はないからである］。

［答論］もし、そうであるなら、述べられたままの世俗の自性をもつもの、す
なわち上述のとおり（迷乱の対象であるから）プラマーナによって虚偽なもの
としてまさしく（D209a6）成立している自性をもつもの（航行している人の
知など）に関しても、同様にそのように［兎の角などから退けられたものと退
けられないものなどという考えは全く起こらないと］考えてはならない［虚偽
な航行している人の知は兎の角などから退けられたものである］。プラマーナ
によって極めて明瞭に顕現しているそう（P231a5）いった事物の自性をもった
幻や夢などと区別されない（虚偽な）もの（航行している人の知など）に関し
ても、［事物の自性をもつから］勝義と呼ぶと名称を設けるなら、喜びに絡め
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られて宴も（D209a7）催すことになるのである。かえって、名称を設けるこ
とだけによっては諸事物は別の自性としての質量因をもたない故、捨て去れと
いわれるのと等しい。
17. ［以下、アーチャールヤダルマキールティのarthakriyāの定義に関して、凡夫を
真理に導くためであって専らの勝義ではない］43）

【諸の先生によって、勝義の仕方によっては極めて深遠な大海に入り得ない人々
における常と（P231a7）断などとしての正しくない考えの汚れを洗い流すため
に凡夫を摂する目的で功徳と智慧の資糧に相応しい勝義の特徴をもったものを、
常識のままに結果を設けるもの（arthakriyākārin）は、この場合（atra）、勝義
として存在するものである（Cf. PVⅢ3ab）という（D209b2）このことが説か
れるが、専らの（ekānta）勝義が正しく述べられるためではないと理解されな
くてはならない。それ（結果を設けること）は、勝義として無であるから、以
前に述べた通り（因果関係は世俗）である。まさしくそれ故に、『プラマーナヴァ
―ルティカ』に、「それは、その通りであると」（PVⅢ4cd））説かれる。】

『聖なる（D209b3）勝鬘経』にも、「無常であるものは欺く虚偽な（P231b2）
ものである。欺く虚偽なものは真実ではない」44）と説かれる。アーガマにも「比
丘達よ、これだけが真実である。涅槃は欺かないものである。比丘達よ、あら
ゆる有為は欺く虚偽なものである」と説かれる。
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結論

1.カマラシーラは、凡夫の直接知覚は眼病者の見る髪の毛に準えられ、幻や夢
の認識とも同等視する。また航行している人の知も虚偽であり、誤った知で
ある点で、それらは勝義としての直接知覚ではないが、世俗として有能力と
見、一切の能力を欠く兎の角などとから峻別する。このことによりダルマキー
ルティの有能力＝事物＝勝義を論難している。他方、ダルマキールティにとっ
て勝義でないものとは非事物＝無能力であるから、全くの無である兎の角な
どとの区別が判然としない面がある。

2.対立関係は事物（vastu）に関してであり、虚偽なものに関してではないから、
世俗の因果関係には対立は存在せず、したがって拒斥されない。これは、ダ
ルマキールティの対立の理論を逆用して、中観派の世俗の因果関係は否定さ
れないことを論じるものである。

3.〈知の対象は内なるものであると主張する論者〉は、知の対象を決知する作
用（pariccheda）を主張する。その論者とは、青などの粗大な形象は迷乱故、
内にも外にも存在しないと主張するシュバグプタであると考えられる。知の
決知に関して、一切智者が他者の心を知る際、他者の煩悩障、所知障も備え
ることになる、という問題に対して、ジュニャーナガルバを始めとする後期
中観派は一切智者、ブッダは以前の誓願力（本願力, pūrvapraṇidhāna-āvedha）
により衆生救済を行うと論じる。これは、瑜伽行派（無着の『摂大乗論』など）
の三身論によっていると考えられる。

略号
AKBh:Vasubandhu, Abhidharmakośabhāṣya ed. by Pradhan（1967）
BASK：Śubhagupta, Bāhyārthasiddhikārikā
HB:Dharmakīrti,Hetubindu, ed.by E.Seinkellner, Teil Ⅰ Tibetischer Text und reconstruier Sanskrit-Text, 

Wien 1967
MĀ:Kamalaśīla, Madhyamakāloka, P. No.5287. D.No.3887
NB:Dharmakīrti, Nyāyabindu
NBT:Dharmottara, Nyāyabinduṭīkā
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PV: Dharmakīrti, Pramāṇavārttika
PvP:Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā Ⅱ・Ⅲ, ed. by Takayasu Kimura （1986）
PVTŚ：Śākyabuddhi, Pramāṇavārttikaṭīkā D.No.4220
SDK,SDV：Jñānagarbha, Satyadvayavibhaṅga-kārikā, D.No.3881,-vṛtti, D.No.3882
SDP：Śāntarakṣita, SD-pañjikā, D.No.3883
TS,TSP：Śāntarakṣita, Tattvasaṅgraha, Kamalaśīla, TS- pañjikā
VN: Dharmakīrti, Vādanyāyaḥ, ed.by M.T.MUCH, WIEN, 1991
Vś：Vasubandhu, Viṁśatikā vijñaptimātratāsiddhi
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季 泰昇『二諦分別論細疏』の研究

註

　　　　　　　　　　　　　　　　
１） 森山（2022a）
２） 森山（2022a）［3-4］HB16b3-6,p.20,11-12により「原因の能力が個々に確定していること
（kāraṇaśaktipratiniyama）」から因果関係の確定があると主張する（A-1-4）のは、ダルマキー
ルティである。したがって、そうでない場合、因果関係の確定がないと論難するここでの
前主張者はダルマキールティであると考えられる。cf.本稿 注28）

３） 後主張14-1.では、このことは対論者による対立関係の指摘を意味する。
４） 松本（1984）p.（23）［41］とp.21［38］とからシャーキャブッディの主張であることが

同定されている。
５） Cf.PVⅢ88 siddhaḥ kena’sahasthānād iti cet tat kuto matam / dṛśyasya darśanābhāvād iti cet 

sā’pramāṇatā // ［対立関係は］何によって成立するのか。一緒に存在しないからであると言
うなら、それ（一緒に存在しないこと、対立関係）は、何によると考えられるのか。知覚
されるべきものが知覚されないからであるというなら、それが、量られないこと（無知覚）
である。Cf.戸崎（1979）pp.162-163

６） Cf. PVⅢ92 uktyādeḥ sarvavitpretyabhāvadipratiṣedhavat / atīndriyānām arthānāṃ 
virodhasyāprasiddhitaḥ //［対立関係が疑わしい場合とは］ 話すことなどから、一切智者や死
後に存在するものなどを否定するような場合である。諸の感官によって把握できないもの
には対立関係が成立しないからである。Cf.戸崎（1979）pp.166-167

７） 森山（2006）註（52）
８） 森山（1991）p.2
９） 森山（1990）p.55, Cf.Vś k.l
10） ジュニャーナガルバに関しては森山（2021）pp.51-53, シャーキャブッディに関しては、

森山（2008）pp.37-38, 両者とも「知にとって対象は内なるものと主張する論者」の見解を
批判している。

11） Cf.TSPpp.699,20-700,8 ad TS2047
　yadi sarvātmanā sārūpyam, tadā bhagavato’pi jñānaṃ raktaṃ syāt / evaṃ sati kleśāvaraṇam 

aprahīṇaṃ syād - - - - - arthaikadeśena sārūpyam, tathāpi dvayākārasyāprahīṇatvāj jñeyāvaraṇasadbhāvaḥ 
prāpnoti grāhyākārakalaṅkitatvāt / tathā hy ekasya dvairūpyaṃ bhāvikam iti tad avaśyaṃ bhrāntaṃ 
vyavasthāpanīyam / tataś ca bhrāntibījasyādauṣṭhulyasyāprahāṇād aprahīṇāvaraṇa eva bhagavān syāt 
// 2047 // ［世尊の知と他者の心とに］全体として相似性があるなら、その場合、世尊の知も

［貪りによって］染まってしまうであろう。そうであれば、煩悩障が断ぜられないであろう。
- - - - - もし［世尊の知が他者の貪りと］一部分として相似性があるなら、そうだとしても、［世
尊の知には］二なる形象（所取能取）が断ぜられていないから、所知障が存在することに
なろう。所取の形象の汚れがあるからである。というのは、単一なもの（知）に実在とし
ての二なるもの（dvairūpya）は不合理であるから、それ（他者の心を知るブッダの知）は、
必ず迷乱したものであることが確定されなくてはならない。したがって、また［世尊の知
には］迷乱の種子という習気が除かれていないから、世尊は、まさしく障害を断じていな
い者となろう。

12） 戸崎（1979）pp.382-393
13） 森山（1990）p.57
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14） 森山（1990）p.55,MĀ P183a1-186b2, D168a1-171a2
15） 森山（1991）
16） 【　 】部、松本（1984）［42］に訳出される。
17） 【 　】部、松本（1984）［43］に訳出される。
18） 【 　】部、松本（1984）［44］に訳出される。
19） Cf.森山（2008）pp.37-38, PVⅢ211
20） シュバグプタのBASK89（TSP pp.684,12-685,15 ad TS2008-2009に引用される）には「知

は対象を決知作用する」と述べられる。森山（2021b）pp.54-55
21） Cf.SDV14a5-b1 ad SDK38, 森山（2021b）pp.51-53
22） 【 　】部、松本（1984）［45］に訳出される。
23） P. śes bya naṅ gi ma（D. la） yin par smra ba, D版によって読む。
24） Cf. 死の兆候に関してPVⅢ344 iṣṭāniṣtāvabhāsinyaḥ kalpanā nākṣadhir yadi / ariṣṭadāv 

asandhānaṃ dṛṣṭaṃ tatrāpi cetasām // もし望ましい、望ましくないという顕現をもつものは概
念（分別）知であり、感官知ではないなら、その死の兆候などに関しても、諸の感官には［外
界の対象との］結びつきのないことが知られる。

25） 13-3-3.冒頭の【 　】部と共に松本（1984）［45］に訳出される。
26） 〈事物の力によって導かれた推理〉とは、学説などに基づかない。論者双方に承認され

た立証因により自相をもつものに到達させる正しい推理を指すと考えられる。なおそのサ
ンスクリットはK.MIMAKI（1982）p.178 fn.（482）参照。Cf.戸崎（1979）pp.128-132 自相
には、直接知覚される自相と感官により把握できない状態にある自相とがある。後者は共
相によって獲得される自相である、すなわち推理である。〈事物の力によって導かれる推
理の対象〉とは、共相によって獲得される自相を意味していると考えられる。

 PVⅢ63 na pratyakṣaparokṣābhyāṃ meyasyanyasya sambhavaḥ / tasmāt prameyadvitvena 
pramāṇadvitvam iṣyate // 認識対象（自相）には、直接知覚できるものと知覚できないものと
の二があるから、それ以外のものは存在し得ない。したがって、認識対象の二つあること
によってプラマーナに二種（直接知覚と推理と）が認められる。

27） 【 　】部と共に松本（1984）［46］に訳出され、唯識派による反論とされる。筆者は本稿
Ⅰ.後主張の解説と梗概で表わした通り、14-1.〜14-4での世俗の因果関係に関する「対立関係」
の有無の論議に先立ちダルマキールティによる「対立関係」は事物（vastu）に関してであ
ることを述べるものである故、ダルマキールティの主張であると考える。Cf.PVⅢ92-94, 戸
崎（1979）pp.166-169

28） 前主張（A-1-5）「世俗の因果関係は因の能力が個々に確定していないから、全てのもの
から全てのものが生起することになる」この前主張は「因の能力が個々に確定しているから、
全てのものから全てのものは生起しない」というダルマキールティの主張から来ていると
考えられる。Cf.森山（2022a）［3-4］HB,本稿 注2）

29） 【 　】部と共に松本（1984）［47］に訳出される。
30） ダ ル マ キ ー ル テ ィ は 世 俗 有 知（saṃvṛt isaj jñāna） な ど は 有 分 別 似 現 量 と す る。

Cf.PVⅢ288-289戸崎（1979）pp.382-385、カマラシーラのいう常識通りに過ぎない因果関
係とは、ディグナーガとダルマキールティとが世俗有知と呼ぶものに当たると考えられる。
ダルマキールティは、それを直接知覚と似て非なるものとするが、カマラシーラは凡夫の
直接知覚として認めていると思われる。

31） 【 　】部、松本（1984）［48］に訳出される。
32） 眼病者などの見る髪の毛などの顕現に関しては、続く18.でも言及される。森山（2022a）

に訳出、なお、それは凡夫の直接知覚に対応するものとされる。Cf.森山（1990）p.55
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33） Cf.14-1, D207b5
34） 【 　】部、松本（1984）［50］に訳出される。
35） PvP ed.T.Kimura Ⅱ~Ⅲpp.171,1-172,14 saced rūpaṃ na nityaṃ nānityam iti carati carati 

prajñāparamitāyāṃ.-----tat kasya hetoḥ? ṇa tad rūpaṃ tathā saṃvidyate yasya nityaṃ va anityaṃ va 
---evaṃ yāvat sarvajñatāyā aparipūrṇatā paripūrṇatā vā yā na sā sarvajñatā evam api na carati carati 
prajñāpāramitāyām.大正,8 No.223『魔訶般若波羅蜜経』無作品p.308b21-c4, 森山（1992）p.139 
注（31）

36） Yuktiṣaṣṭikā-kārikā21,22 D.No.3825, 21a5-6 de ltar ci yaṅ skye ba med // ci yaṅ ’gag par mi ’gtur 
ro // skye ba daṅ ni ’jig pa’ī las // dgos pa’ī don du bstan pa’o // skes śes pas ’jig pa śes // ’jig pa śes 
pas mi rtag śes // mi rtag ñid la ’jig śes pas // dam pa’ī chos kyaṅ rtog par gyur //

37） 松本（1980）［14］-［17］に訳出される。
38） Cf.NB1-15 arthakriyāsāmarthyalakṣaṇatvād vastunaḥ // 事物には結果を設ける特徴があるから。
39） NB1-6 tayā rahitaṃ timirāśubhramaṇanauyānasaṃkṣobhādyanāhitavibhramaṃ jñānaṃ 

pratyakṣam 直接知覚は、それ（概念知）を離れ眼病、速い回転、航行、混乱などの錯乱が
引き起こされていない知である。

40） この［反論］でいわれているプラマーナによってありのままに明瞭であるというのは、
直接知覚として明瞭に顕現するが真実ではないもの、航行している人の感官知のような場
合をいっていると理解され、それはダルマキールティによりいわれる直接知覚に似て非な
るもの、すなわち無分別似現量を意味していると考えられる。したがって、その顕現は
真実なものではないから、兎の角などと反対であるとも、ないとも確定できないことを
いっていると考えられよう。なお、無分別似現量に関してはCf.PVⅢ293-300, 戸崎（1979）　
pp.387-393

41） D bagであるが、P bdag によって読む。
42） 対論者にとって、虚偽なものとあらゆる表現を離れてる兎の角などとは、同一な性質の

ものとも、別な性質のものとも確定できない。他方、カマラシーラは、以下の［答論］で、
 虚偽なものと兎の角などとを峻別する。その理由は以下の通りに考えられる。
 世俗として原因を有する幻などは生起するが、世俗としても原因をもたない兎の角などは

世俗としても、生起しないからである。森山（1990）pp.57-58
43） そのPVⅢ3ab,4dに関しては、松本（1980）p.10、【 　】内は、同［20］に訳出される。
44） Śrīmālādevīsiṃhanādāsūtra P. Vol.24,No.760. P279a3-4 gaṅ mi rtag pa de ni brtzun paslu pa’i 

chos can lags so // bcom ltan ’das gaṅ rdzun pa slu pa’i chos can de ni / mi bden pa dag mi rtag pa 
lags te /同経はP226b, D205bにも引用される。

＊＊
なお森山（2022a）MĀ後主張7.-10.において『勝義空経』を根拠とする世親による「本無今有説」

（生起していないことから生起することと生起して滅すること）に対して、一つのものに関
して無と有との二は継時的にも対立すると論難し「自性が別のものに変化することは決して
あり得ない」（『中論』15-8）により決着させることは、同じくカマラシーラの『聖入無分別
陀羅尼廣采』（Āryāvikalpapraveśadhāraṇī-ṭīkā, P.No.5501, 166b3-5）にも見出される。MĀにお
ける他の箇所での言及も含め、この場合の「本無今有説」は世親による有自性論に立った刹
那滅論に基づく縁起論であろうから、縁起無自性を論じるカマラシーラにより広く取り上げ
られ論難されていることになる。Cf.『聖稻芋経廣釋』（Āryaśālistambakaṭīkā, P.No.5502, 188b7-
8）
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1 まえがき
この3年ほどの間に、本稿の共著者のひとり（松田）によって、アシュヴァ

ゴーシャ（馬鳴）に帰せられる40種の三啓経（tridaṇḍa）を書写した梵文写本
『三啓集（Tridaṇḍamālā）』の部分的な解読研究の成果が複数発表されている１）。
写本はアティシャ（Atiśa, Dīpaṃkaraśrījñāna）によって11世紀にインドからチベッ
トにもたらされ、中央チベットのポカン（sPos khang）僧院に保存されていたが、
写本自体はポカン僧院で既に失われたものと思われる２）。ただ、1939年にイタ
リアのツッチ（Giuseppe Tucci, 1894-1984）が現地で撮影した写真、およびツッ
チ写真のネガから別に焼かれたラーフラ・コレクションの写真によって解読が
可能となった。

40種の三啓経のそれぞれは三つの部分（daṇḍa 啓）よりなり、第1ダンダと
第3ダンダに配された、主として既存のアシュヴァゴーシャ作品から借用され
たと思われる偈によって第2ダンダに置かれた阿含経典を挟み込むという体裁
の読誦文献が三啓経である。写本から40種以上の阿含経典の梵文原典が回収
されることも貴重ではあるが３）、それ以上に、アシュヴァゴーシャが著した仏

毒蛇の喩え
──第26三啓経の梵文テキストと和訳──

松 田 和 信　出 本 充 代　上 野 牧 生 
　　　　　　　 　 田 中 裕 成　吹 田 隆 徳

　　　　　　　　　　　　　　　　
１） 松田和信2019, 2020a, 2020b, 2020c, 2021a, 2021b, 2022.　さらに『三啓集』に関連する論

攷として上野牧生2020, 2021、田中裕成2020を参照されたい。
２） 加納和雄2020：(196)-(197)参照。
３） 40種の三啓経には単一の阿含経典を用いる場合と、複数の阿含経典を組み合わせている

場合があり、阿含経典の総数は40種を超える。
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伝『ブッダチャリタ』の第14章後半以降の失われたと思われていた偈に加えて、
今まで知られていなかったアシュヴァゴーシャ作品の偈、特にカーヴィヤ調の
韻文で綴られた阿含経典解釈論と推定されている『荘厳経論（Sūtrālaṃkāra）』
の偈が多く見いだされることに巨大な資料的価値が認められる。しかし、あま
り鮮明とは言えない写本写真の問題と、第1ダンダと第3ダンダに置かれた偈の
読解の困難さから、共著者の松田によっても、松田の共同研究者である独ミュ
ンヘン大学のイエンス=ウヴェ・ハルトマン（Jens-Uwe Hartmann）によっても、
40種の三啓経のひとつとして未だ完全な形では公にされていない４）。

このような状況から、三啓経のいずれかひとつでもその全体像を明らかにす
べく、松田は、大谷大学の上野牧生と、佛教大学の田中裕成および吹田隆徳、
さらに独マールブルク大学の出本充代を加えた5名で、2021年の夏から冬にかけて、
定期的に研究会を開く形でひとつの三啓経の解読を行った５）。研究会で取り上
げた三啓経は『三啓集』において26番目に書かれている「毒蛇経 Āśīviṣa （雑阿
含1172）」である６）。これを選んだ理由は、写本写真の一部に不鮮明で解読不
能箇所が見られるものの、ほぼ全体を読み取ることができ、さらに第1ダンダ
と第3ダンダに用いられた未知のアシュヴァゴーシャ作品偈は、他の三啓経に
多くに見られるような、単に世の無常を詠嘆するだけでなく、身体（四界、五
取蘊、六根）とアートマン（ātman）をめぐる教義的な内容を持ち、アシュヴァ
ゴーシャ自身の思想を考察する上でも極めて重要な資料になると思われたから
である。また、第2ダンダの雑阿含1172経も、その中に説かれる毒蛇の喩えは
教団文献あるいは大乗文献を問わず、様々な文献中に引用あるいは言及される
が、この経典の梵文原典はわずかな断片しか知られていなかった。しかも、『三
啓集』写本では奇しくも次に書かれている第27三啓経の「灰河経 Kṣāranadī（雑
阿含1177）」と併せて、この経典は、阿含からアビダルマ論書が成立していく

　　　　　　　　　　　　　　　　
４） イエンス=ウヴェ・ハルトマンも単著論文を3点、松田との共著論文を2点、Péter-Dániel 

Szántó および松田との共著論文を1点執筆しているが、いずれも現時点（2022年1月）では
未刊あるいは印刷中である。

５） イエンス=ウヴェ・ハルトマンにも適宜我々の解読を検証してもらったことを付記しておく。
６） 以下本稿では『毒蛇経』というタイトルを用いる。
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過程、特に阿含を基に説一切有部の修行体系が成立してゆく過程と無関係では
ない重要経典のひとつと見なされるからである。本稿では、研究会で得られた
第26三啓経全体の梵文テキストと和訳を提示し、その後で必要な解説を加える
が、これよって、ひとつの三啓経の全貌を初めて紹介するとともに、アシュヴァ
ゴーシャ研究および阿含研究、さらにはアビダルマ研究に資する基本資料のひ
とつを梵文原典とともに提供することになる。

2 梵文テキストと和訳
第26三啓経の第2ダンダに使われた『雑阿含』1172経の『毒蛇経』（大正

99， 2巻313b-314a） については、平行経が漢訳『増一阿含』と「パーリ相応
部」に含まれるほか７）、チベット語訳で残るシャマタデーヴァの俱舎論注釈
書（*Upāyikā）にも全文引用される８）。梵文原典についても、ドイツ探検隊の
収集したトルファン写本コレクション（SHT 1099）と大英図書館のヘルンレ・
コレクション（Or. 15009/252）に含まれる断簡が知られている９）。第26三啓経
では、第2ダンダの『毒蛇経』を挟んで、第1ダンダに18偈、第3ダンダに10偈
が置かれている。その構成を内容に従って偈番号と共に示せば以下の通りであ
る。なお偈番号は便宜上本稿で任意に付けたもので、写本に偈番号が書かれて
いるわけではない。

1） 第1ダンダ
1.1）三宝および説一切有部師への帰敬偈　1-6

1.2）アシュヴァゴーシャ作品偈
1.2.1）四匹の毒蛇に喩えられる四界　7-11

　　　　　　　　　　　　　　　　
７） 『 増 一 阿 含 』 大 正125, 2巻669c-670a, Pāli SN. 35.197 Āsīvisa (PTS ed., v. 4, pp. 172-175), 

Chung 2008：81参照。『大智度論』にも『毒蛇喩経』の名でこの経典が言及される。大正
1059, 25巻, 145b (Lamotte 1949：702 ff.).

８） 本庄良文教授の整理番号で3029番の引用。本庄良文2014：339-343. Tib. D. ed., 130a7ff., P. 
ed. 149b5ff.

９） 榎本文雄1985：83-84, Karashima and Wille 2009：259-261（Or. 15009/252は長島潤道氏が
担当して解読）。
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1.2.2）五人の敵に喩えられる五取蘊　12-16

1.2.3）世間を焼く喜貪（nandīrāga）17-18

2） 第2ダンダ — 阿含経典（毒蛇経）
3） 第3ダンダ

3.1）アシュヴァゴーシャ作品偈
3.1.1）六根・六識とアートマン　1-6

3.1.2）すべてを破壊する対境（六境）7-8

3.2）ブッダの教えを讃える定型偈　9-10

他の三啓経に見られる内容構成では、第1ダンダのアシュヴァゴーシャ作品の
複数偈の前に、それらの偈を導入する1偈、さらに第1ダンダ末には経典を導入
する1偈が置かれるが10）、ここではそれらの偈は省かれ、第3ダンダでも同様の
省略が見られる。さらに、第26三啓経に特異な点は、第1ダンダ冒頭の三帰依
に続いて、他の三啓経には見られない説一切有部の師に対する帰敬偈が置かれ
ている点である。これによって、三啓経の編纂者がアシュヴァゴーシャ自身で
あれ、それより後代の人物であれ、説一切有部教団に属する人物であったこと
が見てとれる。韻律については、第1ダンダに3種11）、第3ダンダに8種12）用いら
れている。第3ダンダの偈数は十にすぎないことから、多彩な韻律が駆使され
ていることが分かる。以下の梵文テキストでは（Ms. 65v4-69v1）13）、代用アヌ
スヴァーラを元に戻し、子音の重複を削除あるいはその逆を行うなど14）、写本
に見られる読みを正規形に断りなく修正し、ダンダについても文意に沿って削
除、追加を行った。ダンダを挿入、削除した箇所はサンディも断りなく修正し

　　　　　　　　　　　　　　　　
10） 三啓経の基本的構造については松田和信2022参照。
11） Nos. 1-6 = Śārdūlavikrīḍita (19 × 4), nos. 7-16 = Vasantatilakā (14 × 4), nos. 17-18 = Śikhariṇī (17 

× 4).
12） No. 1 = Śarabhā (14 × 4), no. 2 Śālinī (11 × 4), nos. 3-5 = Vasantatilakā (14 × 4), no. 6 = Śikhariṇī 

(17 × 4), no. 7 = Suvadanā (20 × 4), no. 8 = Śārdūlavikrīḍita (19 × 4), no. 9 = Sragdharā (21 × 4), 
no. 10 = Upajāti  (11 × 4).

13）『三啓集』の梵文写本は全体で115葉の貝葉からなる。松田和信2022注2参照。
14） 例えば、dharmma を dharma に、satva を sattva に断りなく修正する。
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た。また、アヴァグラハは多くの箇所で書かれていないが、括弧を用いずに補っ
た。ただし、文字の読みを修正した箇所については元の読みを注記する。なお、
第2ダンダの経典部に見られるが、梵語化される元になったであろう中期イン
ド語テキストの名残と思われる語形については、梵語の正規形には修正しない。
和訳については、第1ダンダと第3ダンダは偈毎に、第2ダンダは任意に分けた
経典の段落毎に加える15）。

第1ダンダ
yo jānann api «janma»duḥkham atulaṃ śakto 'pi yātuṃ śamam
sattvānām upaśāntaye karuṇayā babhrāma kalpān bahūn |
tyaktvā cātmagataṃ mahac chamasukhaṃ dharmaṃ parebhyo 'bravīt
sarvajñāya niruddhasarvagataye buddhāya tasmai namaḥ || 1 || 16）

比べようもない（atula）生苦（janmaduḥkha）を知り、寂静（śama）に向かう
ことができたのに、有情の寂静（upaśānti）のために慈悲（karuṇā）をもって
多くの劫（kalpa）を彷徨い、寂静による大いなる自分の安楽を捨てて、他の人々
に教え（dharma）を説いた、一切智者にしてすべての〔輪廻の〕趣（gati）を
断滅したブッダ（仏）に帰命する17）。

yaḥ sattveṣu paribhramatsv aharahar lokeṣu nāvarta(65v5)te
yo bhāvavyayadharmako bhavagatau nodeti na kṣīyate |
yasmin janma na vidyate na maraṇaṃ na vyādhayo nādhayaḥ
sarvakleśaparikṣayāya mahate dharmāya tasmai namaḥ || 2 ||

有情が日々彷徨っても、〔輪廻の〕世界を転ぜず、生存の趣（bhavagati）に
おいては生起（bhāva）と滅（vyaya）を本質とするも、〔それ自体は〕生ぜず、
滅せず、その中には生もなく、死もなく、病もなく、苦悩（ādhi）もない、す
べての煩悩の滅尽を有する偉大なる〔ブッダの〕ダルマ（法）に帰命する。
　　　　　　　　　　　　　　　　
15） 梵文テキストには以下の記号を使用する。[ ] 写真では不明瞭な文字　< > 補った文字・

句読点　« » 欄外に修正された文字。
16） 第1ダンダ冒頭部の三帰依偈は基本的には三啓経毎に異なるが、第26三啓経の三帰依偈（第

1偈から第3偈）は例外的に第13三啓経（舎利弗般涅槃経 *Śāriputraparinirvāṇa-sūtra）の三
帰依偈と同文である。本稿での梵文校訂に当たっては第13三啓経の該当箇所（Ms. 24r1-3）
も参照した。

17） この偈は漢訳『三法度論』の帰敬偈と同じであるが、それについては本稿で後述。
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yo loke prabhavāntayor vivadite niḥsaṃśayo niścalas
tṛṣṇāhetukam udbhavaṃ svavagatas tṛṣṇākṣayān nirvṛtim |
puṇyakṣetram a(66r1)nuttarañ caraṇavan mārge phale ca sthito
lokasyārcyatamāya «puṇya»nidhaye saṅghāya tasmai namaḥ || 3 ||

世間が生起（prabhava）と滅（anta）について言い争っている時でも、疑いを
持たず、動揺せず、渇愛（tṛṣṇā）を因とする生起（udbhava）と渇愛の滅尽（kṣaya）
による寂静（nirvṛti）をよく理解しており、〔良い〕行いのある（caraṇavat）無
上の福田（puṇyakṣetra）であり、道と果に住し、世間に最も尊敬されるべき福
徳の蔵（puṇyanidhi）である〔ブッダの〕サンガ（僧）に帰命する。

ye paśyanty anupūrvaśo 'bhisamayaṃ bhāva<ṃ> cyutasyāntarā
svargastheṣv api satsu dharmacaraṇaṃ kālatraye 'vasthitam |
na dhyānaṃ prathamaṃ phale vimalatā<ṃ> cittasya na prākṛtā<ṃ>
tā«n*»18） vande paramārthayogaviduṣaḥ19） sarvāstivādā«n» gurūn || 4 ||

漸次の（anupūrvaśas）現観（abhisamaya）と、死せる者（cyuta）の中間の状態
（antarā bhāva）と、天界に住む者たちであっても法（dharma）を行ずることと、
三時（kālatraya）に分位する〔存在〕を認め、〔預流〕果における初静慮を〔認
め〕ず、心（citta）の本性的な無垢性（vimalatā）を〔認め〕ない、勝義のヨー
ガ（paramārthayoga）を知る説一切有部（sarvāstivāda）の師（guru）たちに帰
命する20）。

ye samyakpratipattiyo(66r2)[gavibhavāt prāpsya]nti duḥkhakṣayaṃ
nairātmyābhiratāryamārgakuśalāḥ prajñendriyālaṃkṛtāḥ |
lokaṃ śūnyam anātmam adhruvam imaṃ paśyanti ye prajñayā
tān vande paramārthayogakuśalā«n» buddhātmajā«n»ś chrāvakān || 5 ||

正しい行（samyakpratipatti）の実践による威力（yogavibhava）によって苦の滅
尽を得るものとなり、無我（nairātmya）を楽しみ、〔八〕聖道（āryamārga）に
巧みであり、慧根（prajñendriya）に飾られ、慧（prajñā）によってこの世間を
空（śūnya）であり無我（anātman）であり不堅固（adhruva）であると認める、

　　　　　　　　　　　　　　　　
18） Ms. nā«n*».
19） Ms. parārthayogaviduṣaḥ.
20） この偈は説一切有部が認める教義を4項目、有部が認めない大衆部の教義を2項目紹介するが、

この偈のテキストと和訳についてはすでに松田和信2021a：66-67で紹介されている。
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勝義のヨーガに巧みなブッダの子（buddhātmaja）である声聞たちに帰命する。

buddhāya praṇipatya lokaviduṣe dharmāya saṅghāya ca
svācāryān nikhilāṃ«ś ca» yogivisarān saṃpūjya saṃpṛcchya ca |
dharmasya (66r3) sthi[taye] ‿ – ‿ ‿ ‿ – śreyo'rthināṃ śreyase
nānāmārgaparigrahāṃ parikathāṃ vakṣyāmy ahaṃ tattvataḥ || 6 ||

世間を知るブッダ（仏）およびダルマ（法）とサンガ（僧）に平伏し、すべて
の我が師（svācārya）たちと多くの瑜伽行者（yogin）に敬意を表し、問い合わせて、
法（dharma）の安住のために、・・・のために21）、至福を求める者たちの至福
のために、様々な道を包括する教誡（parikathā）を私は真実をもって説こう。

anyonyavigrahakarāṃś caturo yathogrān
āśīviṣān satatam ekakaraṇḍasaṃsthān |
bhītaḥ parityajati dehagatān tathaiva
dhātūn jalajvalanabhūmyanilā«n» vijahyāt || 7 ||

〔毒蛇を〕恐れた者が、一つの籠（ekakaraṇḍa）の中にあって常に互いに喧嘩
している四匹の毒蛇を捨てるように、身体の中にある（dehagata）地（bhūmi）
水（jala）火（javala）風（anila）の〔四つの〕要素（dhātu 界）を捨て去るべし。

kruddho yathā hy ativiṣo 'nyatamaś catu(66r4)rṇām
āśīviṣo 'pa«ri»hṛto niyataṃ vadhāya  |
dhātus tathā niyatam anyatamaś caturṇāṃ
kopaṃ ya eva samupaiti sa eva hanti || 8 ||

四匹の怒り狂った猛毒の毒蛇のいずれか一匹でも捨てないなら、必ず〔その人
の〕殺害を結果するように、怒りに達した四つの要素（界）はどれでも必ず〔そ
の人を〕殺すのである。

āśīviṣād api ca ghoraviṣāt kadācit
syāt svasti mantravidhibhir mahatām ṛṣīṇām |
dhātūrageṇa tu śarīragatena  – ×
[kā]le prakṛṣṭamanaso munayo 'pi daṣṭāḥ22） || 9 ||

　　　　　　　　　　　　　　　　
21） 写真の状態が悪く、この箇所の6文字を確信を持って読むことができない。ただ、3文

字目と4文字目は ṇāya と見えることから、ここには為格の語が置かれていると推測できる。
恐らく、c句は教誡を説く目的を3項目挙げているのであろう。
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大仙たちは、呪文（mantra）〔を唱える〕方法によって、時には猛毒の毒蛇か
ら安全であるやもしれぬ。しかし、優れた心もてる牟尼たちであっても、身体
の中にある（śarīragata）要素という蛇（dhātūraga）に時には咬まれるのである。

āśīviṣā jagati sarvagatā na santi
sarvatra ye na na bhayaṃ puruṣasya tebhyaḥ |
(66r5) dhātūn ṛte khalu ca nāsti śarīrabandhaḥ
te yatra tatra ca vadho niyataḥ prajānām || 10 ||

世間では、毒蛇はどこにでもいるわけではない。それ〔毒蛇〕がいない所はど
こでも、人にはそれに対する恐怖はない。一方〔四つの〕要素（界）なくして
身体の連結（śarīrabandha）はありえない。それらの〔要素〕がある所ではど
こでも必ず人は殺される。

sarpebhya eva ca na mṛtyubhayaṃ prajānāṃ
tebhyaḥ kvacid bhavati kasyacid eva mṛtyuḥ |
dhātvāśraye sati bhavanti bahūni loke
dvārāṇi jīvitavighātakarasya mṛtyoḥ || 11 ||

蛇によって必ず生類たちに死の恐怖があるのではない。ある所で、ある人だけが、
その〔蛇に〕よって死ぬのである。〔しかし、四つの〕要素を依りどころとする〔身
体〕がある限り、世間には、命を害する死の門が沢山あるのだ。

apy eva śāntim upayānty arayaḥ saśastrāḥ
kaṃcid guṇaṃ samupa(66v1)labhya kṛtajñabhāvāt |
skandhā«ḥ» śrameṇa mahatāpy upacaryamāṇā
na tv eva śakyam akṛtajñatayā grahītum || 12 ||

もしかすると、剣を持った敵たちでさえ、報恩の性質（kṛtajñabhāva）があるから、
何らかの見返り（guṇa）を得たら大人しくなるやもしれぬ。しかし、大きな努
力をもって仕えても、忘恩（akṛtajñatā）の性質があるから、〔五取〕蘊（skandha）
を御すことは不可能である。

　　　　　　　　　　　　　　　　
22） 写本ではd句は欠落している。後述のトルファン写本 SHT 378a より補う。さらに、写本

ではc句末は daṣṭaḥ と書かれているが理解できない。現時点では復元不能につき、暫定的
に韻律記号のみ挿入し、和訳では省略する。
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pratyarthinaś ca vadhakāḥ pragṛhītaśastrāḥ
śakyaṃ guṇair api śarair api vābhihantum23） |
dharmasthitair api balair api labdhaśabdaiḥ
skandhā na śakyam apavartayituṃ svabhāvāt || 13 ||

剣を持った敵意ある殺し屋たちは、見返りによっても、矢によっても打ち負か
すことができる。しかし、法（dharma）に住する者によっても、名声を得た軍
隊（bala）によっても、蘊を自己の存在性（svabhāva）から分離させることは
できぬ。

dṛṣṭvetaraṃ param anarthakaraṃ kadācit
pratyarthinaḥ pratinudanti na cātmapakṣaṃ |
(66v2) svāṃ yonim agnaya ivonmathanena jātāḥ
skandhāḥ svam eva viṣayaṃ bhuvi nirdahanti || 14 ||

時に、不利益を作る他人を見て、敵意ある者は〔その人を〕追い払っても、自
分の側の者を〔追い払ったりし〕ない。〔しかし〕摩擦によって生じた火が自
分の火床を〔焼く〕ように、蘊は地上で必ず自らの対境（viṣaya）を焼く。

skandheṣu satsu ripavo vadhakā bhavanti
na hy agnayo vanatarūn asato dahanti |
skandhāśrayād arim ṛte 'pi ca nāśam eti
pratyuṣadīpa iva kālavaśena lokaḥ || 15 ||

蘊が存在する時には、殺し屋である敵が存在する。実に、火は存在しない森の
木々を焼くことはない。蘊を依りどころとするから、敵なくしても世間は時の
力（kālavaśa）によって滅に至る。あたかも夜明けの灯火（pratyuṣadīpa）が〔時
の力によって滅に至る〕ように。

yair nityataś ca sukhataḥ śucitaś ca mithyā
skandhāḥ kṛtāḥ satatam ātmata eva cājñaiḥ |
dṛ(66v3)[ṣṭyā]śrayā hi na bhavanty arayas tato 'pi
pāpāśrayād dhi suhṛdo 'pi bhavanty amitrāḥ || 16 ||

無知な者たちによって、常、楽、浄なるものとして、また常にアートマン（我）
そのものとして蘊が誤って語られる（mithyā kṛta）が、そのような者たちから

　　　　　　　　　　　　　　　　
23） Ms. nābhihantum*.
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すれば、〔邪な〕見解の依りどころとなる〔蘊〕は敵とはならない。実に、邪な〔見
解〕を依りどころとするから、友人も敵となるのである。

vadhārthaṃ saṃkliṣṭaḥ24） suhṛd iva samaḥ syāt svanuguṇo
guṇair dṛṣṭaḥ samyag bhavati ripur ante 'pi ca suhṛt |
sukhāsvādasūkṣmo viṣayaparibhogāya capalo
jagan nandīrāgo dahati hi25） nigūḍho  'nala iva || 17 ||

殺害目的で〔やって来た〕汚れた者も、友人の如く善良で、とても有益な者
（svanuguṇa）であるかもしれぬ。〔そのような〕友も、利点（guṇa）〔という観点〕
によって正しく眺めてみれば、結局は敵なのである。実に、安楽の味に鋭敏で、
対境（viṣaya）を享受するために揺れ動く喜貪（nandīrāga）も、隠れた火のよ
うに〔結局は〕世間を焼く。

ihaiva pratyakṣaṃ bhavati bhayam antaścara(66v4)kṛtaṃ
na dharmaṃ na jñānaṃ dahati ripur āyus tu harati |
mano nandīrāgaḥ prathamam iha dagdhvendhanabalaṃ
vipāke ni<r>vṛtte jagad idam amutrāpi dahatīti26） || 18 ||

今生ではまさに現前に、顔見知りの（antaścaraka）〔敵〕によって作られた恐
怖があるが、敵は命を奪っても、法（dharma）を焼いたり、智（jñāna）を焼
いたりはしない。喜貪は、最初に今生で薪の軍勢（indhanabala）〔のように燃
えやすい自身の〕心（manas）を焼き、異熟が生じた時には、来世でもこの世
間を焼く。

第2ダンダ（毒蛇経）
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 
'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate27） sma |

このように私は聞いた。あるとき世尊はシュラーヴァスティ（舍衞城）のジェー

　　　　　　　　　　　　　　　　
24） saṃkliṣṭaḥ を saṃśliṣṭaḥ と訂正して読むべきかもしれないが、現時点では判断できない。

訂正した場合の翻訳は「殺害目的で寄り添っている者」となる。
25） Ms. ha.
26） iti は偈を閉める語で、第18偈は dahati で終わる。
27） Ms. āmamantrayate.
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タ（祇陀太子）の林、アナータピンダダ（給孤独長者）の園（祇園精舎）に留
まっていた。そこで世尊は比丘たちに言った。

[1] tadyathā bhikṣavaḥ iha28） syuś catvā(66v5)ra āśīviṣā «u»gratejaso ghoraviṣā 
ekakaraṇḍe prakṣiptāḥ | atha puruṣa āgacched abālajātīyo «'»mūḍhajātīyaḥ 
saprajñajātīyaḥ sukhakāmo duḥkhapratikūlo jīvitukāmo 29） na martukāmo 
maraṇapratikūlaḥ | taṃ kaścid evaṃ vaded | ime te bhoḥ puruṣa30） catvāra āśīviṣā 
ugratejaso ghoraviṣā eka(67r1)karaṇḍakaprakṣiptāḥ kālena kālam udvartayitavyāḥ 
kālena kālaṃ snāpayitavyāḥ kālena kālaṃ bhojayitavyāḥ kālena kālaṃ samyak 
sukhena parihartavyāḥ | yadā te bhoḥ puruṣa eṣāṃ caturṇām āśīviṣāṇām ugratejasāṃ 
ghoraviṣāṇām ekakaraṇḍakaprakṣiptānām anyatama āśīviṣaḥ prakupyet tadā tvaṃ 
maraṇaṃ vā nigacche(67r2)r31） maraṇamātrakaṃ vā duḥkham | yat te bhoḥ puruṣa32） 
kṛtyaṃ vā karaṇīyaṃ vā tat kuruṣva |

比丘たちよ、例えばここで一つの籠（karaṇḍa）に入れられた、勢力絶大（ugratejas）
で激しい毒のある（ghoraviṣa）四匹の毒蛇（āśīviṣa）がいるとしよう。さて、
愚者の類いではなく、愚鈍の類いではなく、智者の類いで、安楽を望み、苦を
厭い、生きようと欲し、死のうと欲さず、死を厭う一人の男がやって来るとし
よう。〔すると〕ある者がその男にこのように言うとしよう。「おい、男よ、お
前は一つの籠に入れられた勢力絶大で激しい毒のあるこれら四匹の毒蛇に時々
油を塗り、時々沐浴させ、時々食べさせ、時々快適に過ごさせてやらねばならぬ。
おい、男よ、お前に向かって、一つの籠に入れられた勢力絶大で激しい毒のあ
るこれら四匹の毒蛇のいずれか一匹の毒蛇が怒り出すとしよう。その時、お前
は死に到るかもしれぬ。あるいは死に等しい苦痛に〔到るかもしれぬ。〕おい、
男よ、お前はなすべきことあるいは務めを果たせ。」

[2] atha sa puruṣo bhītaś caturṇām āśīviṣāṇām ugratejasāṃ ghoraviṣāṇām 
ekakaraṇḍakaprakṣiptānāṃ yena vā tena vā niṣpālāyeta | taṃ  kaścid evaṃ vadet | ime 
te bhoḥ puruṣa33） pañcotkṣiptāsikā vadhakapuruṣāḥ pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddhā 

　　　　　　　　　　　　　　　　
28） Ms. iha sya.
29） Ms. jīvatukāmo.
30） Ms. puruṣaś.
31） Ms. nigacchen.
32） Ms. puruṣaḥ.
33） Ms. puruṣaḥ.
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(67r3) iha te 'nte vadhiṣyāma iha te 'nte vadhiṣyāmaḥ | yat te bhoḥ puruṣa kṛtyaṃ vā 
karaṇīyaṃ vā tat kuruṣva |

そこで、一つの籠に入れられた勢力絶大で激しい毒のある四匹の毒蛇を恐れた
（bhīta）その男がどこかへ逃げ去るとしよう。〔すると〕ある者がその男にこの
ように言うとしよう。「おい、男よ、剣（asi）を振り上げた五人の殺し屋たち
が『今や俺たちがお前を殺してやろう。今や俺たちがお前を殺してやろう。』と、
後からお前を追ってくるぞ。おい、男よ、お前はなすべきことあるいは務めを
果たせ。」

[3] atha sa puruṣo bhītaś caturṇām āśīviṣāṇām ugratejasām ghoraviṣāṇām 
ekakaraṇḍakaprakṣiptānāṃ bhīta«ḥ» pañcānām utkṣiptāsikānāṃ vadhakapuruṣāṇām 
yena vā tena vā niṣpālāyeta | taṃ kaścid evaṃ vadet | ayaṃ te bhoḥ (67r4) puruṣa 
ṣaṣṭho 'ntaścarako34） vadhakapuruṣaḥ pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddha iha te 'nta 
utkṛttamūlaṃ35） śiraḥ kṛtvā pṛthvyāṃ nipātayiṣyāmi | iha te 'nta utkṛttamūlaṃ36） śiraḥ 
krtvā pṛthivyāṃ nipātayiṣyāmi | yat te bhoḥ puruṣa kṛtyaṃ karaṇīyaṃ vā tat kuruṣva |

そこで、一つの籠に入れられた勢力絶大で激しい毒のある四匹の毒蛇を恐れ、
剣を振り上げた五人の殺し屋たちを恐れたその男がどこかへ逃げ去るとしよう。

〔すると〕ある者がその男にこのように言うとしよう。「おい、男よ、顔見知り
（antaścaraka）で六番目の殺し屋が『今や俺がお前の首を切って頭を地面に落
としてやろう。今や俺がお前の首を切って頭を地面に落としてやろう』と、後
からお前を追ってくるぞ。おい、男よ、お前はなすべきことあるいは務めを果
たせ。」

[4] atha sa puruṣo bhītaś caturṇām āśīviṣāṇām ugratejasāṃ (67r5) ghoraviṣāṇām 
ekakaraṇḍakaprakṣiptānāṃ bhītaḥ pañcānām utkṣiptāsikānāṃ vadhakapuruṣāṇāṃ 
bhītaḥ ṣaṣṭhād antaścarakād vadhakapuruṣād yena vā tena vā niṣpālāyeta | sa tatra 
paśyec chūnyaṃ grāmam | sa tatra praviśet | sa tatra yad yad evāgāraṃ vyavalokayec 
chūnyakam eva vyavalokayet | riktakam eva tucchakam evāsā(67v1)rakam eva 
vyavalokayet | yad yad eva bhājanaṃ parāmṛṣet | riktakam eva parāmṛṣet | tucchakam 
evāsārakam eva parāmṛṣet | taṃ kaścid evaṃ vadet | asmin bhoḥ puruṣa śūnyagrāme 
caurā āgamiṣyanti grāmaghātakāḥ | mā te tvā  sarveṇa sarvaṃ jīvitād vyaparopayiṣyanti | 
yat te bhoḥ puruṣa kṛtyaṃ vā karaṇīyaṃ vā tat kuruṣva |
　　　　　　　　　　　　　　　　
34） Ms. ntaḥko
35） Ms. iha te 'nte utkṛtyamūlaṃ.
36） Ms. iha te 'nte utkṛṣṭamūlaṃ.
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そこで、一つの籠に入れられた勢力絶大で激しい毒のある四匹の毒蛇を恐れ、
剣を振り上げた五人の殺し屋たちを恐れ、顔見知りの六番目の殺し屋を恐れた
その男がどこかへ逃げ去るとしよう。そこで、その人が空っぽの（śūnya）村

（grāma）を見て、そこに入るとしよう。そこで、その人がそれぞれの家を見る
としよう。空っぽになっている〔それぞれの家を〕見るとしよう。空虚で（riktaka）
虚しく（tucchaka）中身がない（asāraka）〔それぞれの家を〕見るとしよう。そ
れぞれの〔家の〕什器（bhājana）に触れるとしよう。空虚で虚しく中身がない〔そ
れぞれの什器に〕触れるとしよう。〔すると〕ある者がその男にこのように言
うとしよう。「おお、男よ、この空っぽの村に村を破壊する盗賊（caura）たち
がやって来るぞ。奴らが決してお前の命を奪わないように、おい、男よ、お前
はなすべきことあるいは務めを果たせ。」

[5] atha sa (67v2) puruṣo bhītaś caturṇām āśīviṣāṇām ugratejasāṃ ghoraviṣāṇām 
ekakaraṇḍakaprakṣiptānāṃ bhītaḥ pañcānām utkṣiptāsikānāṃ vadhakapuruṣāṇāṃ 
bhītaḥ ṣaṣṭhād antaścarakād vadhakapuruṣād bhītaḥ śūnyagrāme caurakāṇāṃ 
grāmaghātakānāṃ yena vā tena vā niṣpālāyeta |  sa tatra paśyed oghaṃ 
mahaughaṃ nadīṃ ca pārvatīyāṃ (67v3) gambhīrāṃ śīghraśrotasam dūraṅgamāṃ 
hāryahāriṇīm | apārimañ cāsyās tīraṃ sāśaṅkasaṃmataṃ sabhayasaṃmataṃ 
sapratibhayabhairavasaṃmataṃ pārimañ cāsyās tīraṃ kṣemaṃ śivaṃ sauvastikaṃ 
svastyayanam | na cātrāsti naur vā kolo vā tiryak pāraṃsantaraṇāya | nāpy uttare setuḥ 
pārāt pāraṃgamanāya |

tasyaivaṃ syād | ayaṃ khalv e(67v4)ṣa mahaugho nadī ca pārvatīyā gambhīrā 
śīghraśrotā dūraṃgamā hāryahāriṇī | apārimañ cāsyās tīraṃ sāśaṅkasaṃmataṃ 
sabhayasaṃmataṃ sapratibhayabhairavasaṃmataṃ pārimañ cāsyās tīraṃ 
kṣemaṃ śivaṃ sauvastikaṃ svastyayanaṃ vā |  na cātrāsti naur vā kolo vā tiryak 
pāraṃsantaraṇāya | nāpy uttare setur apārā(67v5)t37） pāraṃgamanāya | yac cāhaṃ 
prabhūtaṃ tṛṇakāṣṭhaśākhāparṇaśadam38） aikadhye39） 'bhisaṃkṣipya kolam badhnīyām | 
kolaṃ baddhvā40） kolaṃ niśritya kolaṃ pratiṣṭhāya hastābhyāṃ pādābhyāṃ pratisroto 

　　　　　　　　　　　　　　　　
37） パーリ語経典では、apārā pāraṃgamanāya が一般的。数行上の同じ文では古典梵語に標準

的な pārāt が使われていて、綴りが統一されていないことに注意。
38） Ms. -daśam.
39） 通常は aikadhyam であるが、Buddhist Hybrid Sanskrit の ekadhya は処格でも用いられるので、

敢えて訂正しない。なお、'bhisaṃkṣipya のアヴァグラハは校訂者が補った。また、数行下
では両者が混同されて aikadhyem と書かれていることに注意（こちらは aikadhyamに訂正）。
綴りが不統一な点については、本稿注37も参照のこと。

40） Ms. badhvā.
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vyāyaccheya | sa idaṃ pratisaṃkhyāya prabhūtaṃ tṛṇakāṣṭhaśākhāparṇaśadam41） 
aikadhyam42） abhisaṃkṣipya kolam badhnīyāt | kolaṃ baddhvā43） kolaṃ (68r1) 
niśritya44）kolaṃ pratiṣṭhāya hastābhyāṃ pādābhyāṃ pratisroto vyāyacchate |

そこで、一つの籠に入れられた勢力絶大で激しい毒のある四匹の毒蛇を恐れ、
剣を振り上げた五人の殺し屋たちを恐れ、顔見知りの六番目の殺し屋を恐れ、
空っぽの村で村を破壊する盗賊たちを恐れたその男がどこかへ逃げ去るとしよ
う。そこで、その人が、巨大な激流と、山から流れ出た深くて急流で遠くに向
い、奪われるべき物を〔何でも〕奪ってゆく川を見るとしよう。また、危険な
物が認められ、恐しい物が認められ、恐ろしくて怖い物が認められるその〔川
の〕こちらの岸と、安穏で幸福で幸運で幸運を成就したその〔川の〕向こうの
岸を〔見るとしよう〕。しかし、そこには、〔川を〕横切って岸に渡る船（nau）
もなく筏（kola）もなく、また、岸から岸に行くための渡る橋（setu）もない。

その人はこのように考えるとしよう。「まさにこれは巨大な激流であり、山
から流れ出た深くて急流で遠くに向い、奪われるべき物を〔何でも〕奪ってゆ
く川である。また、この〔川の〕こちらの岸は危険な物が認められ、恐しい物
が認められ、恐ろしくて怖い物が認められ、この〔川の〕向こうの岸は安穏で
幸福で幸運で幸運を成就している。しかし、ここには、〔川を〕横切って岸に
渡る船もなく筏もなく、また、岸から岸に行くための渡る橋もない。私は多く
の草（tṛṇa）や木切れ（kāṣṭha）や枝（śākhā）や落葉（parṇaśada）をひとつに
まとめて筏（kola）を組もう。筏を組んだら、筏に頼って、筏を拠り所にして、
両手両足で流れに逆らって進もう。」その人はこのように考えて、多くの草や
木切れや枝や落葉をひとつにまとめて筏を組むであろう。筏を組んだら、筏に
頼って、筏を拠り所にして、両手両足で流れに逆らって〔進むべく〕努めるの
である。

　　　　　　　　　　　　　　　　
41） Ms. -daśam.
42） Ms. aikadhyem.
43） Ms. badhvā.
44） Ms. niḥśritya.
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[6] tathā tathāsyāpahīyate karaṇḍaḥ | apahīyante catvāra āśīviṣā ugratejaso ghoraviṣā 
ekakaraṇḍe prakṣiptāḥ | apahīyante pañcotkṣiptāsikā vadhakapuruṣāḥ | apahīyate 
ṣaṣṭho 'ntaścarako vadhakapuruṣaḥ | apahīyate śūnyagrāmaḥ | apahī(68r2)yante caurāḥ 
grāmaghātakāḥ | apahīyanta ogho mahaugho nadī ca pārvatīyā gambhīrā śīghraśrotā 
dūraṃgamā hāryahāriṇī | dūre cāsya bhavaty apārimaṃ tīraṃ sāśaṅkasaṃmataṃ 
sabhayasaṃmataṃ sapratibhayabhairavasaṃmatam | antike cāsya bhavati pārimaṃ 
tīraṃ kṣemaṃ śivaṃ sauvastikaṃ svastyayanam | sa tīrṇaḥ pāragaḥ sthale ti(68r3)ṣṭhati 
brāhmaṇaḥ |

まさにこのようにして、その人にとっては、籠が捨てられ、一つの籠に入れら
れた勢力絶大で激しい毒のある四匹の毒蛇が捨てられ、剣を振り上げた五人の
殺し屋たちが捨てられ、顔見知りの六番目の殺し屋が捨てられ、空っぽの村が
捨てられ、村を破壊する盗賊たちが捨てられ、巨大な激流と、山から流れ出た
深くて急流で遠くに向い奪われるべき物を〔何でも〕奪ってゆく川が捨てられ
る。そして、その人は、危険な物が認められ、恐しい物が認められ、恐ろしく
て怖い物が認められるその〔川の〕こちらの岸から遠ざかり、安穏で幸福で幸
運で幸運を成就しているその〔川の〕向こうの岸に近づく。向こう岸に向かう
その婆羅門（brāhmaṇa）45）は渡り終わって地面に立つのである。

[7]46） iti hi bhikṣava upameyaṃ kṛtā yāvad evārthasya vijñaptaye | ayañ ca punar 
atrārtho draṣṭavyaḥ |

karaṇḍaka iti hi bhikṣavo 'syaitat kāyasyādhivacanam | rūpiṇa audārikasya 
cāturmahābhautikasya mātāpitraśucikalalasaṃbhūtasyaudanakulmāṣopacitas-
ya nityocchadanasnapanaparimardanavikaraṇa(68r4)vidhvansanadharmiṇa etad 
adhivacanam | catvāra āśīviṣā iti caturṇāṃ dhātūnām etad adhivacanam | tadyathā 
pṛthivīdhātor abdhātos tejodhātor vāyudhātoḥ | pṛthivīdhātau bhikṣavaḥ prakupite 
<maranaṃ vā nigacchen> maraṇamātrakaṃ vā duḥkham abdhātau tejodhātau 
vāyudhātau bhikṣavo prakupite maranaṃ vā nigacchen maraṇamātrakaṃ vā duḥ(68r5)
kham | pañcotkṣiptāsikā vadhakapuruṣā iti pañcānām upādānaskandhānām etad 
adhivacanam | tadyathā rūpopādānaskandhasya vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānopādāna-
skandhasya | ṣaṣṭho 'ntaścarako vadhakapuruṣa iti nandīrāgasyaitad adhivacanam |

śūnyagrāma iti ṣaṇṇām adhyātmikānām āyatanānām etad adhivacanam | 

　　　　　　　　　　　　　　　　
45） ここに婆羅門の語が唐突に現れるが、この語を含む一文は一種の定型句であり、同様の

文章は経典の処々に見られる。八尾史2013：101注4に詳しい。『毒蛇経』は定型句をその
まま用いただけであろう。吉本信行1997, 同2002も参照。

46） この節では adhivacana の対象となる比喩中の語をボールド体で示す。
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tadyathā cakṣu(68v1)ṣa ādhyātmikasyāyatanasya śrotrasya ghrāṇasya jihvāyāḥ 
kāyasya manaso 'dhyātmikasyāyatanasya | cakṣur bhikṣavaḥ kulaputro vyavalokayati | 
śūnyakam eva vyavalokayati | riktakam47） eva vyavalokayati | tucchakam evāsārakam 
eva vyavalokayati | śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvāṃ kāyaṃ mano bhikṣavaḥ parāmṛṣati | 
śūnyakam eva (68v2) parāmṛṣati | riktakam48） eva tucchakam evāsārakam eva 
parāmṛṣati | caurā grāmaghātakā iti ṣaṇṇāṃ bāhyānām āyatanānām etad adhivacanam | 
cakṣur bhikṣavo hanyate manāpāmanāpai rūpaiḥ śrotraṃ śabdaiḥ ghrāṇaṃ gandhair 
jihvā rasaiḥ kāyaḥ spraṣṭavyair mano bhikṣavo hanyate manāpāmanāpair dharmaiḥ | 
caurā grāmaghātakā iti ṣaṇṇāṃ bāhyānām āyatanānām etad adhivacanam | cakṣur 
bhikṣavo hanyate manāpāmanāpai rūpaiḥ śrotraṃ śabdaiḥ ghrāṇaṃ gandhair jihvā 
rasaiḥ kāyaḥ spraṣṭavyair mano bhikṣavo hanyate manāpāmanāpair dharmaiḥ |

ogho mahaugha i(68v3)ti bhikṣavaś caturṇām oghānām etad adhivacanam | 
tadyathā kāmaughasya bhavaughasya dṛṣṭyoghasyāvidyaughasya49） | nadīti 
bhikṣavaḥ tisṛṇāṃ tṛṣṇānām etad adhivacanam | tadyathā kāmatṛṣṇā«yā» rūpatṛṣṇāyā 
ārūpyatṛṣṇāyāḥ | apārimaṃ tīraṃ sāśaṅkasaṃmataṃ sabhayasaṃmataṃ 
<sa>pratibhayabhairavasaṃmatam iti satkāyasyaita(68v4)d adhivacanam | pārimaṃ 
tīraṃ kṣemaṃ śivaṃ sauvastikaṃ svastyayanam iti sopadhiśeṣasya nirvāṇadhātor 
etad adhivacanam | kola iti bhikṣava āryāṣṭāṅgasya mārgasyaitad adhivacanam | 
hastābhyāṃ pādābhyāṃ pratisroto vyāyāma iti vīryārambhasyaitad adhivacanam | 
sa tīrṇaḥ pāraṅgataḥ sthale tiṣṭhati brāhma(68v5)ṇa iti tathāgatasyārhataḥ 
samyaksaṃbuddhasyaitad adhivacanam |

実に、比丘たちよ、このような比喩が作られたが、〔次に述べる〕限りの意味
を知らせるためである。ここでは次のような意味が理解されるべきである。

①「籠」とは、比丘たちよ、それはこの身体（kāya）の言い換え（adhivacana）
である。有色で、粗大で、四大種よりなり、母と父の不浄（aśuci）・カララ（kalala）
から生まれ50）、飯と粥によって養われ、常に塗油（ucchadana）沐浴（snapana）
按摩（parimardana）破壊（vikaraṇa）分解（vidhvansana）の性質のある〔身体〕
の言い換えである。②「四匹の毒蛇」とは、それは四つの界（dhātu）の言い
換えである。すなわち、地界と水界と火界と風界の〔言い換え〕である。比丘
たちよ、地界が怒り出す時には、人は死あるいは死に等しい苦痛に到るであろ

　　　　　　　　　　　　　　　　
47） Ms. ṛktakam.
48） Ms. ṛktakam.
49） Ms. -vidyoghasya.
50） このフレーズ「母と父の不浄なるカララから生まれ（mātāpitraśucikalalasaṃbhūtasya）」

が『俱舎論』に引用されることから、シャマタデーヴァの注釈書が『毒蛇経』を全文引用
する。本稿注8参照。



─　63　─

毒蛇の喩え

う。比丘たちよ、水界と火界と風界が怒り出す時には、死あるいは死に等しい
苦痛に到るであろう。③「剣を振り上げた五人の殺し屋」とは、それは五取蘊
の言い換えである。すなわち、色取蘊、受・想・行・識取蘊の〔言い換え〕で
ある。④「顔見知りの六番目の殺し屋」とは、それは喜貪（nandīrāga）の言い
換えである。

⑤「空っぽの村」とは、それは六内処の言い換えである。すなわち、眼内処、
耳・鼻・舌・身・意内処の〔言い換え〕である。比丘たちよ、善男子は眼を見
る。〔眼を〕空っぽであると見る。虚しいものであると見る。空虚である、中
身がないと見る。比丘たちよ、耳・鼻・舌・身・意を把握する。空っぽである
と把握する。虚しいものである、空虚である、中身がないと把握する。⑥「村
を破壊する盗賊」とは、それは六外処の言い換えである。比丘たちよ、眼は可
愛・不可愛なる色によって破壊される。比丘たちよ、耳は可愛・不可愛なる声
によって、鼻は香によって、舌は味によって、身は所触によって、意は法によっ
て破壊される。

⑦「巨大な激流」とは、比丘たちよ、それは四暴流の言い換えである。すな
わち、欲暴流と有暴流と見暴流と無明暴流の〔言い換え〕である。⑧「川」とは、
それは三つの愛の言い換えである。すなわち、欲愛と色愛と無色愛の〔言い換
え〕である。⑨「危険な物が認められ、恐しい物が認められ、恐ろしく怖い物
が認められるこちらの岸」とは、それは有身〔見〕の言い換えである。⑩「安
穏で幸福で幸運で幸運を成就している向こうの岸」とは、それは有余依涅槃界
の言い換えである51）。⑪「筏」とは、比丘たちよ、それは八正道の言い換えで
ある。⑫「両手両足で流れに逆らって〔進むべく〕努めること」とは、それは
精進開始の言い換えである52）。⑬「向こう岸に向かうその婆羅門は渡り終わっ
て地面に立つ」とは、それは如来・阿羅漢・正等覚の言い換えである。

　　　　　　　　　　　　　　　　
51） 「有余依涅槃」の語については後述（注74）。漢訳『雑阿含』1172では「無余涅槃」である。
52） ⑪⑫の項については経典第6節には提示されない。そのためか、⑫については、経典第5

節末尾の vyāyacchate を名詞 vyāyāmaに変えて提示している。
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[8] iti hi bhikṣavo yat tac chāstrā śrāvakāṇāṃ karaṇīyam anukampakena 
kāruṇikenārthakāmena hitaiṣiṇā karuṇāyamānena kṛtaṃ vas tan mayā | yuṣmābhir 
idānīṃ karaṇīyam | etāni bhikṣavo 'raṇyāni vṛkṣamūlāni śūnyāgārāṇi parvatakandara-
giriguhāpa(69r1)lālapuñjābhyavakāśaśmaśānavanaprasthāni prāntāni śayanāsanāni 
dhyāyata bhikṣavo mā pramādyata mā paścād vipratisāriṇo bhūta | idam asmākam 
anuśāsanam | idam avocat |

実に、比丘たちよ、憐愍心を持ち（anukampaka）同情心を持ち（kāruṇika）義利
を願い（arthakāma）利益を求め（hitaiṣin）慈悲を行う（karuṇāyamāna）師（śāstṛ）
が声聞たちに為すべきこと（karaṇīya）を、私はあなた方に為し終わった。今
やあなた方も為すべきである。比丘たちよ、阿蘭若（araṇya）木の根元（vṛkṣamūla）
空屋（śūnyāgāra）山（parvata）峡谷（kandara）岩山（giri）洞窟（guhā）草庵

（palālapuñja）空地（abhyavakāśa）死体捨て場（śmaśāna）森の台地（vanaprastha）
といった、これらの辺地（prānta）を住居として禅定せよ。比丘たちよ、放逸
になるな。後で後悔するな。これが私の教えである53）。この〔経〕を説き終わった。

第３ダンダ
grāma«ḥ» śūnyo bhavati janapūrṇo 'pi <bhūtvā>54）

bhūtvā śūnyaḥ prativasati bhūyaḥ krameṇa |
sarvāvasthaṃ viṣayasamavāyas tu śūnyo
nābhūtātmā bhavati hi na bhūtvā vyapai(69r2)ti || 1 ||

〔元は〕人々で満ちて存在していたのに、村（grāma）は〔今は〕空っぽ（śūnya）
となっている。空っぽとなってからも〔村は〕前と同じように存続している。一方、
対境の集り（viṣayasamavāya）は〔三時の〕分位（avasthā）すべてにわたって
空なるもの（śūnya）〔として存続するが、〕実に〔元から〕無であったアート
マン（abhūtātman）は〔今も〕存在せず、存在し終わって〔過去に〕去って行
くこともない。

　　　　　　　　　　　　　　　　
53） 第8節の最初からここまでの文章は経典を結ぶ定型句であり、処々に見られる。最後の

一文の「私の」の語は梵文では複数形で書かれているがブッダを意味する。『毒蛇経』に
続く第27三啓経の『灰河経（Kṣāranadī）』の結部もこの第8節と全同である（Ms. 71v5-
72r1）。

54） 写本では、a句は yathā grāma śūnyo bhavati janapūrṇṇo pi と書かれているが、Śarabhā 調の
韻律に合致せず、内容的にも理解不能であるため、このように修正した。
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[jñānaṃ  smārtaṃ] karma vā vedanā vā
dṛṣṭvā sarvaṃ pratyayebhyaḥ pravṛttam |
naivātmānaṃ prekṣate nātmanīnaṃ
yogācāro riktakeṣv indriyeṣu || 2 ||

認識作用（jñāna）や記憶作用（smārta-karman）あるいは感受作用（vedanā）が
〔あるが〕、すべては原因（pratyaya）によって生じたものであると見て、瑜伽
行者（yogācāra）は空虚な（riktaka）根（indriya）の上に、決してアートマン（我）
を見ず、我が物（ātmīna 我所）を見ない。

yaḥ paśyati spṛśati jighrati yaḥ śṛṇoti
yasya smṛtiś ca matir eva ca vedanā ca |
ātmā sa55） ity upadiśanti na darśayanti
śayyāsanādibhir ivoparataṃ bhadantam || 3 ||

「見るもの、触れるもの、嗅ぐもの、聞くものであり、記憶作用（smṛti）と認
識作用（mati）と感受作用（vedanā）を有するもの、それがアートマンである。」
と人々が言っても〔それを〕証明することはできない。例えば、座臥具等〔の
あること〕によって休息してる大徳が〔そこにいることを証明できない〕ように。

anviṣya nopalabhate nagaraṃ (69r3) yathaiva
prāsādakuḍyabhavaneṣu na kiñcid anyat |
ātmānam evam upacāragataṃ vicintya
buddhīndriyādiṣu na paśyati kiñcid anyat || 4 ||

例えば、探しても町（nagara）〔という実体〕を認識せず、高楼（prāsāda）や
塁壁（kuḍya）や住居（bhavana）の上に〔町という〕如何なる別物も〔認識〕
しないように、同様に、アートマンは仮説（upacāra）に属するものだと判断して、

〔瑜伽行者は〕識（buddhi）と根（indriya）の上に〔アートマンという〕如何
なる別物も見ない。

nānya«d ya»thāsti nagarañ ca gṛ[hā]dikebhyo
bahvāśrayan56） nagaram asti samājñayā ca |

　　　　　　　　　　　　　　　　
55） Ms. ca.
56） 書写生による bahvāśrayān の誤記の可能性もある。その場合の翻訳は「多くの物を依り

どころとするから」となる。
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anyas tathā na puruṣo 'sti matīndriyebhyaḥ
karmāśrayāc ca puruṣo vyavahārato 'sti || 5 ||

例えば、家（gṛha）などとは別に町（nagara）〔という実体〕は存在しない。多
くの物を依りどころとする町（nagara）は名称（samājñā）として存在する〔だ
けである〕。同様に、〔六〕識（mati）と〔六〕根（indriya）とは別に人（puruṣa）

〔という実体〕は存在しない。〔多くの〕作用（karman）を依りどころとするか
ら、人（puruṣa）は言語表現（vyavahāra）として存在する〔だけである〕。

yathā cakreṣādau57） bhavati rathasaṃ(69r4)jñā [kṛtavidhau]
tathā '– – .ādau bhavati samavāye nara iti |
sati hy ātmagrāhe vitatharacite pratyayaśatair
ahaṃkāragrastaṃ mamatavatayā muhyati jagat || 6 ||

例えば、組み立てられた（kṛtavidhi）車輪（cakra）や轅（īṣā）等に対して「乗
り物（ratha）」という名称（saṃjñā）が存在する如く、・・・・等58）の集り（samavāya）
に対して「人（nara）」という〔名称〕が存在する。実に、百の原因（pratyaya）
によって不実に作られた我執（ātmagrāha）がある限り、我見（ahaṃkāra）に
呑まれた世間は「我が物である、汝の物である」という思い（mamatavatā）に
よって彷徨う。

durjñeyā durvineyā duravajayabalā durgādhagatayo
bhettāraḥ satpathānāṃ dhṛtimatiripavo vṛttakṣayakarāḥ |
rāgoddāmendriyāṇām avihatatamasā(69r5)m udbhrāntamanasāṃ
bhūtānāṃ dravyabhūtaṃ kuśalam akuśalā muṣṇanti viṣayāḥ || 7 ||59）

知り難く、調伏し難く、征服し難い軍勢を持ち、渡り難い行程（gati）を持ち、
正しい道の分断者であり、堅固さ（dhṛti）と慧（mati）の敵であり、戒（vṛtta）
の破壊者である不善なる対境（viṣaya）は、貪（rāga）に満ちた（uddāma）根

　　　　　　　　　　　　　　　　
57） Ms. cakreṣvādau.
58） 例えば『十二門論』「觀相門第四」（大正30巻 , 162c8-9）の記述「如車以輪軸轅軛。是

爲車相。如人以頭目腹脊肩臂手足。是爲人相」、あるいは Milindapañhā, Trenckner 1880：
26-27を参照すると、身体を構成する単語が二つ書かれていると思われるが、写真の状態が
悪く、tathā 'smiṃś cittādauとも読みうるように見えるが、現時点では確定できない。

59） この偈はヴァスバンドゥの『釈軌論』にクレジットなしで引用されるが（P. ed. Si 152b7-, D. 
ed. Shi 131b-）、詳細については上野牧生・松田和信2021参照。
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（indriya）を持ち、迷妄（tamas）を断じておらず、迷乱の意（manas）もてる
有情（bhūta）たちの財産の如き善を奪う。

caurāḥ svalpaguṇaṃ haranti vibhavaṃ rājāparādhān nṛṇāṃ
nopakrośabhayaṃ na durgatibhayaṃ yasmin hṛte prāpyate |
śīlādyaṃ hriyate60） dhanaṃ tu viṣayair ātmāparādhān nṛṇāṃ
tīvraṃ duḥkham amutra ceha ca narair yasmin61） hṛte prāpyate || 8 ||

王〔法〕に対する罪を犯すこと（rājāparādha）から、盗賊（caura）たちは、そ
れが奪われても、叱責（upakrośa）の恐怖や悪趣〔に行く〕恐怖が得られるこ
とのないような、人々のわずかな価値しかない（svalpaguṇa）財産（vibhava）
を奪ってゆく。一方、自分に対する罪を犯すこと（ātmāparādha）から、それ
が奪われたら、来世でも（amutra）今生でも（iha）鋭い苦しみが得られるよう
な、人々の戒などの財産（dhana）が対境（viṣaya）によって奪われてゆく。

ブッダの教えを讃える定型偈62）

yāvad bhinnendranīla(69v1)prakhacitam iva khaṃ nīlavastraprakāśaṃ
yāvan nirdhāntahemadyutinibhakiraṇo bhāskaraḥ khe vibhāti |
yāvan nakṣatramālī gaganam anusaran gāṃ śaśī yāti pādais
tāvan maunīndram etat tribhuvanasahitaṃ śāsanaṃ jājvalītu ||  9 ||63）

砕かれたサファイア（indranīla）を散りばめたような天空（kha）が青い衣
（nīlavastra）のように輝いている限り、精錬された（nirdhānta）黄金の輝き
（hemadyuti）に似た光線（kiraṇa）を放つ日輪（bhāskara）が天空で輝いている限り、
星宿の集まり（nakṣatramālā）をひき連れた月輪（śaśin）が日輪（go）を追いつつ、

　　　　　　　　　　　　　　　　
60） Ms. hṛdaye.
61） Ms. asmin*.
62） それぞれの三啓経の第3ダンダ末にはブッダの教えを讃える共通の偈が複数置かれる。

これを定型偈と呼ぶが、定型偈は全体で8種認められる。各三啓経にはこの8種の中から任
意に数個の定型偈が置かれている。第26三啓経では2種の定型偈が認められる。松田2019：
3参照。

63） 他の定型偈は各三啓経ですべて同じであるが、yāvat … tāvat …の構文の定型偈は各
三啓経で様々なヴァリエーションで現れる。例外的に、第26三啓経のこの定型偈と
同文の偈が第7三啓経にも用いられている。d句の tribhuvanasahitaṃ は第7三啓経では　
tribhavahitakaram* (14v3) と書かれているが意味は同じである（cf. Schmidt 1928, s.v. sahita）。
さらに、a句の bhinnendranīlaprakhacitam は第7三啓経では bhinnendranīlaṃ prakhacitam と書
かれているがこちらの方が正しい。
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光（pāda）とともに天空（gagana）を進んでゆく限り、三有の者たちに有益な
牟尼の最上者のその教え（śāsana）が大いに輝かんことを。

yānīha bhūtānīti  || 10 ||64）

yānīha bhūtāni samāgatāni sthitāni bhūmāv atha vāntarīkṣe |
kurvantu maitrīṃ satataṃ prajāsu divā ca rātrau ca carantu dharmam ||

地上に住む者であれ、空中に住む者であれ、ここに集まった有情たちは常
に生類に慈しみをなせ。昼も夜も〔ブッダの〕教え（dharma）を行ずべし。

3 第26三啓経の成立とアシュヴァゴーシャの根拠
第26三啓経に用いられた偈は、第1ダンダで18偈、第2ダンダで10偈の計28偈

である。三啓経の基本構造から判断して、28偈のうち、アシュヴァゴーシャ作
品から取られたと推定される偈は、第1ダンダ §1.2 の12偈、および第3ダンダ §3.1 

の8偈の計20偈である。冒頭の帰敬偈6偈と末尾のブッダの教えを讃える定型偈
2偈は、雑阿含1172経の『毒蛇経』を用いて三啓経が編纂された際に新たに作
られたものであろう。その編纂者がアシュヴァゴーシャ自身であったかどうか
は現時点では判断できない。その可能性はゼロではないかもしれないが、恐ら
くそれより後代に編纂されたとみなすのが穏当であろう。では仮にアシュヴァ
ゴーシャではないとすれば、上限はどこまで遡るのか。漢訳に残る次のような

『三法度論』の帰敬偈がひとつの判断を与えてくれるかもしれない（大正1506, 

25巻, 15c7-10）。

知生苦無量　善寂趣彼安　用悲衆生故　輪轉於多劫
捨己之妙善　爲一切説法　普智滅諸趣　稽首禮最覺

この帰敬偈は、第26三啓経の帰敬第1偈と同じ偈を2偈形式で漢訳したものに

　　　　　　　　　　　　　　　　
64） この定型偈は40種の三啓経のほとんどで用いられているため、ここでは冒頭の語を示

して後は省略されている。他の三啓経から取って全文を示した。さらに、これと同じ偈
は Divyāvadāna（Cowell and Neil 1886：340.5-7, 平岡聡2007：14, Mahāsūtra（Skilling 1994：
615）など、他にも多く見られる。
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他ならない。この漢訳と第1ダンダ第1偈の梵文を比較すれば、『三法度論』は
本稿で提示した梵文を正確に漢訳していると言える。『三法度論』は僧伽提婆

（Saṅghadeva）によって西暦391年に翻訳された犢子部（Vātsīputrīya）あるいは
犢子部系の教団に属する文献とされ、382年に訳された異訳の『四阿含暮抄解』

（大正1505）もあるが、それにはこの帰敬偈は存在しない。なお、『三法度論』
は山賢（Vasubhadra）作のスートラに僧伽先（Saṅghasena）の注解を併せたテ
キストであるが、この帰敬偈はスートラ部にあった帰敬偈であるとみなされて
いる65）。なぜ、第26三啓経と同じ帰敬偈が『三法度論』の帰敬偈に使われてい
るのか、その事情は不明であるが、この偈が西暦391年より前のインドに遡る
ことは間違いない。つまり、第26三啓経の編纂者が2世紀のアシュヴァゴーシャ
ではなかったとしても、その編纂年代が4世紀後半より前であった可能性は高い。
書体から判断して、『三啓集』写本の作成はアティシャと同時代の11世紀に下
るが、その中に含まれる三啓経の成立は遙か古い時代に遡るのである。

では、アシュヴァゴーシャ作品偈とみなせる §1.2 および §3.1 の計20偈はど
の作品から借用されて第26三啓経に組み込まれたのであろうか。これらの偈は

『ブッダチャリタ』や『サウンダラナンダ』の偈ではない。ただ、様々な韻律
を駆使して著されている点に、古くはリューデルスの研究が推定したように「カー
ヴィヤ調の韻文で綴られた阿含経典解釈論」とされる66）、すでに失われた『荘
厳経論（Sūtrālaṃkāra）』の片鱗が見て取れるようにも思われるが、より確実な
根拠を1点示したい。

ドイツ探検隊の収集した梵文トルファン写本コレクションの中に、写本カタ
ログで SHT 378 の整理番号が付けられた、韻文を書写した同一写本に属する3

葉（abc の3葉）の断簡がある67）。この中の1葉（SHT 378b）については、第17

　　　　　　　　　　　　　　　　
65） 『三法度論』の伝来と内容構成については北海道大学の林寺正俊氏より多くの教示を得た。

御礼申し上げる。林寺正俊2015, 同2018参照。
66） 『荘厳経論』に関わる従来の研究については上野牧生2015参照。
67） SHT Calalogue, Teil. I (1965)：169-170で は、Kāvya-Anthologieと い う 仮 題 が 与 え ら れ、

378a のローマ字転写が掲載されている。さらに、Calalogue, Teil. IV (1980)：310-314 には、
ローレ・ザンダー（Lore Sander）による3葉すべてのローマ字転写が掲載されている。
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三啓経の第1ダンダと同じ偈が書かれていることにイエンス=ウヴェ・ハルト
マンが気づいたが、他文献における引用によって、それらの偈が元は『荘厳経論』
に含まれる偈であったことは確実である68）。さらに、ハルトマンの発見を受け
て3葉を読んだ共著者の松田は、別の1葉（SHT 378a）に、本稿で紹介してい
る第26三啓経第1ダンダの第7偈から第14偈までが書かれていることを見い出し
た。先に述べたように『三啓集』の写本には偈番号は書かれていないが、SHT 

378a には偈番号が偈のグループ毎に数字で書かれている。三啓経の偈との対
応を示せば以下の通りである69）。

四界を説くグループ偈
第1ダンダ第7偈　 =　SHT　378a 第1偈
第1ダンダ第8偈　 =　SHT　378a 第2偈
第1ダンダ第9偈　 =　SHT　378a 第（3）偈
第1ダンダ第10偈　 =　SHT　378a 第（4）偈
第1ダンダ第11偈　 =　SHT　378a 第5偈

五取蘊を説くグループ偈
第1ダンダ第12偈　 =　SHT　378a 第1偈
第1ダンダ第13偈　 =　SHT　378a 第2偈
第1ダンダ第14偈　 =　SHT　378a 第（3）偈

SHT 378a では、第26三啓経第1ダンダの偈の順番通りに同じ偈が書かれて
いるが、両者は完全に一致する。ただ、一部異なる点もある。SHT 378a で
は、地水火風の四界を説く5つのグループ偈が終わった後、蘊を説く偈の始
まる前に（378a, r2-3）、「五取蘊について、敵からの暴力を比喩をもって説く

（paṃcasūpādānaskandheṣv amitrād eva sāhasam （upā）khy（ayā）ha)」と読み取れる
散文の見出しが置かれている。なお、蘊を説く偈は SHT 378a のフォリオの後

　　　　　　　　　　　　　　　　
68） 松田和信2021b参照。
69） 写本の破れによりすべての数字が読み取れるわけではないが、前後の数字から推定は可

能である。
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も続いていると思われる。SHT 378 の他の2葉でも、同じグループの偈の前には、
単語あるいは文章で見出しが置かれている。このような体裁の韻文文献を書写
した写本は、他にもトルファン写本コレクションの中に存する70）。

このように、SHT 378 を構成する3葉の中で、SHT 378a には『毒蛇経』第1

ダンダと同じ偈が書かれ、さらにもう一葉、SHT 378b には第17三啓経の第1ダ
ンダと同じ偈が書かれている。松田がすでに述べているように71）、第17三啓
経の偈の一部は他文献においてアシュヴァゴーシャの偈として引用されてい
る。今後刊行される論攷を俟っていただきたいが、SHT 378  の3葉は『荘厳経
論』自体を書写した写本断簡である可能性が高い72）。従って、第26三啓経の §1.2 

に置かれた12偈は、元は『荘厳経論』の偈であったとみなして問題ないであろう。
§3.1 の8偈については直接的な証拠はないが、その内容と、末尾の定型偈2偈を
含めた計10偈に8種の韻律が使われるというスタイルから判断して『荘厳経論』
の可能性は高いように思える73）。『荘厳経論』とは、阿含経典を解説する目的で、
同じテーマの様々な韻律の偈を並べて、偈のグループ毎に見出しを付けた韻文
集であったと言えるのではないか。「カーヴィヤ調の韻文で綴られた阿含経典
解釈論」という、失われた『荘厳経論』の真の姿が『三啓集』の解読とトルファ
ン写本によってますます明らかになりつつあることは間違いないであろう。

4 毒蛇経の内容
『毒蛇経』は、経中で説かれる譬喩についてブッダ自身が教義的な語に「言

い換え（増語 adhivacana）」を行って解説するという体裁の経典である。この
ような経典（アディヴァチャナ経典とでも言うべきか）は、初期経典だけでは

　　　　　　　　　　　　　　　　
70） 例えば松田和信2022において『無常経』の偈の項で紹介した SHT 25 がそれである。なお、

Mette 2007によって SHT 25 の一部が出版されている。
71） 松田和信2021b.
72） SHT 378の3葉については、それがアシュヴァゴーシャの『荘厳経論』であるという視点

に立った新たな解読研究が松田とハルトマンの共同論文として出版される。独ライプツィ
ヒ大学のエリ・フランコ教授（Eli Franco）に捧げる記念論集に掲載予定。詳細はそちらに
譲る。

73） 本稿注59で述べたが、第3ダンダの第7偈はヴァスバンドゥの『釈軌論』に引用されている。
この事実も第3ダンダの偈が後代の作偈ではないことを物語っている。
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なく大乗経典にも多く存在し、初期経典については、このような教義解釈的ス
タイルに、後のアビダルマ文献成立へと続く萌芽を読み取ることも可能であろ
う。『毒蛇経』はこのような「言い換え」の手法を用いて、我々の感官（身体）
や対境が苦しみの原因であることを示唆し、その苦しみから逃れる修行（八正道）
の開始を勧める。毒蛇の喩えから経典は始まるが、まず、籠に入った四匹の毒
蛇の世話を命ぜられた男が、毒蛇を恐れて逃げ出すが、5人の殺し屋、さらに
6人目の顔見知りの殺し屋に追われ、空村に逃げ込む。しかし、そこにも村を
襲う盗賊がやって来る。村を離れた男は激流の川を渡って向こう岸に逃げよう
と決意し、筏を組んで努力して此岸を離れ、安全な彼岸に逃げ切ったという話
が続く。この比喩物語の言い換えとして、四匹の毒蛇が地水火風の四界、五人
の殺し屋が五取蘊、顔見知りの殺し屋が喜貪、空村が六内処、空村を襲う盗賊
が六外処、激流と川が四暴流と三愛、筏が八聖道、対岸が有余依涅槃74）といっ
た具合に，それぞれの喩えがどのような教義的な概念に対応するかが明かされる。
このように本経では譬喩とその言い換えを通して、世間の苦しみを知り、修行
によって苦しみから逃れることを勧める。
『毒蛇経』という名称は『雑阿含』に含まれる他の経典でも度々言及され75）、『毒

蛇経』にモチーフを得たと思われる、1177経の『灰河経（Kṣāranadī）』76）のよ

　　　　　　　　　　　　　　　　
74） 第26三啓経では対岸が有余依涅槃であると説かれるが（第2ダンダ第7節）、平行経典

類では無余〔依〕涅槃と説く方が多数派である。シャマタデーヴァの俱舎論註『ウパー
イカー』でも無余依涅槃である。『雑阿含』の各経典を解説する『瑜伽師地論』「摂事分

（Vastusaṃgrahaṇī）」の該当部分（大正1579, 30巻818b6-27, Tib. D. ed., 226b7-227b1）を見る
と、四界、五取蘊、および喜と貪は人々の苦悩を表し、地水火風の四界（四大種）は病と
いう現在の苦悩（*ādīnava）、五取蘊の輪廻という未来の苦悩、喜と貪は現在と未来の老死
をもたらすという両世の苦悩であるとされている。さらに、六内処と六外処の十二処は空
屋のように空なるものであり、そのような対境を依りどころとする煩悩（煩悩と渇愛）に
よって様々な損害が生まれる。さらに、煩悩と渇愛が吹き消された境地が有余依涅槃であり、
その次の境地が無余依涅槃である。従って、このように理解して修行すれば有余依涅槃に
住することができると言う。「摂決択分」では、到達する境地（彼岸）はあくまで有余依
涅槃とされている。従って「摂決択分」が依用した『雑阿含』の『毒蛇経』では有余依涅
槃の語があったことが推測される。

75） 『雑阿含』267（大正2巻 , 75b9-10）、同1175（315c29-316a1）では、比喩が身体を示して
いることを示す際に、『毒蛇経』に詳述する通りであると説く（如篋毒蛇經廣説）。さらに、
同282（79a15-17）、同1177『灰河経』（317b14-15）では、その経末において、詳しくは『毒
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うな経典も存在する。『灰河経』はパーリ聖典中に平行経が存在せず、恐らく
説一切有部教団で独自に編集された経典であったと推定される。このことから、
有部教団内では『毒蛇経』が他の経典を産み出すほどの影響力を持った重要経
典のひとつであったことが窺える77）。『毒蛇経』では仏教の修行体系の骨子が
述べられるが、その中でも主たるテーマは自己の感官（身体）とそれをとりま
く対境（順番に界・蘊・処）について正しく知ることにある78）。説一切有部教
団の修行体系では、存在（法）の三科（蘊・処・界）に通達することが重視さ
れるが、その土壌の元は『毒蛇経』にあった可能性もあろう79）。

　　　　　　　　　　　　　　　　
蛇経』に説く通りであるとされて経文が省略されている。第26三啓経の『毒蛇経』に続
く第27三啓経が『灰河経』であるが、梵文写本では経文は省略されず、『毒蛇経』と同文
が書かれている（本稿注53）。これらのことは、他の経典に先立って『毒蛇経』が存在し、
他の経典が『毒蛇経』の影響下に成立したことを物語っているように思われる。

76） 『雑阿含』1177の『灰河経』は、漢訳の文面で見る限り「菩薩摩訶薩」の語が『雑阿含』
の中で唯一登場し、『大乗荘厳経論』などの大乗論典で修行道の典拠として引用されるこ
とから、平川彰1989：245-247、能仁正顕2002：194-195、藤田祥道2005：28-31によって注
目されてきた（『灰河経』の研究史は藤田祥道2005に詳しい）。前註に述べたように『灰
河経』は三啓集で『毒蛇経』と対になって第27三啓経として収録されているが、Hartmann

（Forthcoming）によってアディヴァチャナ部分が公表される。なお、漢訳の「菩薩摩訶薩」
の語が三啓集写本では bodhisatva （bodhisattva） とのみ書かれている点は注目される（Ms. 
71r4）。詳細は Hartmann （Forthcoming） を俟ちたい。

77） 『大智度論』に『毒蛇喩経』のタイトルで本経が引用されることは本稿註7で述べたが、
エティエンヌ・ラモートによる『大智度論』のフランス語訳研究における注記では、南伝パー
リ語文献の Mahāvaṃsa や Samantapāsādikā において、Majjhantika なる比丘がカシュミール・
ガンダーラ地方へ派遣され、当地で悪龍を調伏して現地の人々に『毒蛇喩経』を説いたこ
とが紹介されている（Lamotte 1949：702ff., fn. 3）。本経の重視が説一切有部にのみ止まる
ものでないことが窺える。

78） 次に述べるアシュヴァゴーシャ作品偈が『毒蛇経』の前半部だけに対して言及する点も
それを裏付けているように思える。

79） 修行体系を説く際に、アビダルマ論書で直接『毒蛇経』が言及されることはないが、有
部の修行体系が説かれる『達摩多羅禅経』では、四念住の実践に先立って『毒蛇経』の
教説が用いられる（大正618, 15巻313b18-23）。觀種如毒蛇　陰爲五怨賊　自覺貪欲患　長
夜密侵害　六根如空聚　塵賊競來集　於此内外入　修行眞實觀　見愛如大河　涅槃如彼岸　
修行慧眼淨　觀法空無我。この箇所では、①〔身体を構成する四大〕種は毒蛇のようなも
のであると観察せよ。②〔五〕蘊は五人の敵であると見なせ。③貪欲という患いは夜中に
忍び寄って危害を加えてくるものであると自覚せよ。④六根は空っぽの村の如きものであ
り、⑤外境（塵）という盗賊がやってくる。そのような〔六〕内処と〔六〕外処に対して、
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5　アシュヴァゴーシャの毒蛇経解説
第26三啓経の第1ダンダと第3ダンダに置かれた、元は『荘厳経論』の偈であっ

たと推定される20偈は、『毒蛇経』の前半部の内容と順番通りに対応し、アシュ
ヴァゴーシャによる『毒蛇経』解説とも言える。以下にその内容を分析してみ
たい。

四匹の毒蛇の入った籠　一人の男が四匹の毒蛇の入った籠を受け取り、食事
などの世話を命ぜられる80）。経典末尾の言い換え（adhivacana）では、籠が四
大所造の身体であり、四匹の蛇は身体の体調を司る四界であると説明される81）。
人は誰でも自己の身体の世話をしなければならないが、四界の調子が乱れたら
病に苦しみ死に到ることになる。これに対応する第1ダンダの偈（7-11偈）では、
経典末尾の言い換えをなぞって四界（所喩）と蛇（能喩）を比較し、蛇より四
界の方がより悪質であることが説明される。思想的な面では教説と偈に内容的
差異は見られず、アシュヴァゴーシャは『毒蛇経』末尾の言い換えを偈で簡潔
に解説していると言える。

五人の殺し屋　五人の殺し屋について、経末の言い換えでは五取蘊であると説
かれる。しかし、なぜ五取蘊が殺し屋に相当するかは説かれない。一方、第1

ダンダの第12偈から16偈では、五取蘊と殺し屋の対比から五取蘊の悪質性が解

　　　　　　　　　　　　　　　　
修行して正しく観察せよ。⑥〔邪〕見と渇愛は大きな河の如きものであり、⑦涅槃は彼岸
の如きものである。修行によって慧根を清らかにして、諸法を空であり無我であると観察
せよ、と言う。ここでは、四界が四大種に、喜貪が貪欲に言い換えられているが、四念住
に先立つ諸法の把握として『毒蛇経』の教説がそのまま用いられているのである。このよ
うに『毒蛇経』の教説は修行に先立って把握されるべき諸法の性質の説明として様々な文
献に登場する。また、クマーララータ（Kumāralāta）の『大莊嚴論経（Kalpanāmaṇḍitikā 
Dṛṣṭāntapaṅkti）』（大正201, 4巻286b5-9）では、預流に達した女性が正しく見た諸法の内容
が『毒蛇経』を用いて説明されている。

80） 『増一阿含』の平行経や『大智度論』の引用では、王によって男が蛇の世話を命令され
る描写が追加されている。本稿注7参照。

81） 後代のアビダルマ文献では四界と四大種は同一のものとして規定されるが（例えば『俱
舎論偈』I.12ab）、ここでは身体は四大種所造、身体の中の蛇が四界であると明確に区別さ
れている。ここに説かれる四界はインド医学一般で用いられる身体の健康を司る四界と同
義であろう。
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説される。各偈の要点をまとめると、敵は懐柔することができるが、五取蘊は
懐柔することはできない（12-13偈）。五取蘊は自分で自分を死に至らしめる（14

偈）。五取蘊が存在すれば外敵によって死に至ることになる。外敵がいなくて
も五取蘊は自ら死に至ることになる（15偈）。顚倒した者は五蘊が敵であるこ
とに気づかない（16偈）。これら5偈によって、五取蘊が死をもたらす避けよう
のない原因であることを説明する。経文では殺し屋を五取蘊と説明するだけで
あったが、これらの偈によって、五人の殺し屋の所喩として五取蘊が示された
意図が分かり易く解説されていると言える。

六人目の殺し屋　六人目としてやって来る顔見知りの殺し屋は、第1ダンダの
17偈では友人の如く善良に見える殺し屋と説かれる。経典の言い換えでは、そ
れを喜貪（nandīrāga）とのみ説くが82）、喜貪がなぜ六人目の殺し屋であるかは
説かれない。一方、17偈と18偈では、殺害者と喜貪を比較して、喜貪の悪質性
が勝ることを具体的に説明する。安楽に敏感で外境を享受する喜貪は敵である

（17偈）。敵は今世の苦しみを与えるだけであるが、喜貪は今世だけでなく来世
の苦しみをもたらす（18偈）。顔見知りの敵として描かれた喜貪は外境の享受
という点では世間的には心地よい存在ではあるが、最後には世間の人々を焼い
て今生の死と、さらに来世おける死をもたらす原因となると解説される83）。経
典では説かれていない所喩と能喩の関係が17-18偈では分かりやすく解説され
ているといえる。

空っぽの村　男が逃げ込んだ空っぽの村（śūnya-grāma）は言い換えでは六内
処とされ、それらはいずれも空（śūnya）であると説かれる。一方、第3ダンダ
の第1偈から第6偈では、六根六識からなる人（puruṣa）にはアートマンが存在

　　　　　　　　　　　　　　　　
82） アビダルマ論書では、一般に nandīrāga は「渇愛と煩悩」と解釈される。つまりこの語

は並列複合語と理解される。四諦説などでは、苦しみの原因である集諦は渇愛とされ、さ
らに渇愛を説明する際には「喜貪を伴う渇愛」と説明される。

83） 『瑜伽師地論』「摂事分」の『毒蛇経」解説箇所でも、喜貪は今世と来世の老死の原因で
あると説明され、アシュヴァゴーシャの解釈と対応する。先於現法成就憙貪以爲所依。能
引現法後法老死。名現法後法過患（大正30巻818b11-12）。
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しないこと（無我）が説明される。村は対境として三世にわたって実在し、か
つて人で満ちていたこともあったが、アートマンは常に存在しない（1偈）。認
識や記憶や感受などは原因（pratyaya）より生じたものであり、それらはアー
トマン（我）や我が物（我所）とは無関係である（2偈）。認識が存在しても、
認識作用の主体となるアートマンは存在しない（3偈）。人を構成するものは六
根六識のみであり、アートマンは存在しない（4偈）。人（puruṣa）も六根六識
に対して与えられた名称に過ぎない（5-6偈）。ここでは、六根六識は実在する
が、それらの主体となり支配者となるアートマンは存在せず、アートマンを持
つと誤解される「人という存在」も単なる言語表現にすぎないことが明かされ
る。なお、経典では、空っぽの村（六内処）とそれを襲う盗賊（六外処）とい
う構造、つまり十二処が意図されているが、アシュヴァゴーシャの段階では空っ
ぽの村は六根六識と解釈され、十八界を意図した内容に発展している84）。

村を襲う盗賊　空っぽの村にやってくる盗賊たちは、言い換えでは六外処とさ
れ、六根を破壊する存在であると説かれる。一方、第3ダンダの第7偈と第8偈
では、対境（viṣaya）は人々の戒（vṛtta）85）を破壊する存在であり（7偈）、盗
賊に財産が盗まれる程度では来世の苦はやって来ないが、対境によって戒が盗
まれるなら来世の苦がもたらされる（8偈）。六境は人々の戒を破壊する存在と
して描かれる。

以上のように、第26三啓経の第1ダンダと第3ダンダに組み込まれたアシュヴァ
ゴーシャの20偈は、いずれも『毒蛇経』自体では説き明かされていない点を具
体的に補いつつ明瞭に説明する内容の偈である。これらの偈はアシュヴァゴー
シャによる「毒蛇経解説」というに相応しい。これから判断しても、アシュヴァ
ゴーシャの失われた『荘厳経論』が「カーヴィヤ調の韻文で綴られた阿含経典

　　　　　　　　　　　　　　　　
84） 『瑜伽師地論』「摂事分」の解説では、村の喩えはあくまで十二処（六内処と六外処）と

理解しており、アシュヴァゴーシャの解釈とは同じではない。次由善淨無我眞智。如入空室。
現觀内外六處皆空（大正30巻818b15-17）。

85） 戒を意味する語が第7偈では vṛtta, 第8偈では śīla で表されている。vṛtta が戒を意味する
ことについては、例えば『俱舎論偈』VI.5a 参照。
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解釈論」であったことは間違いないであろう。第26三啓経の解読によって失わ
れた『荘厳経論』の片鱗に触れることができたのである。
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０　問題の所在
１　g.g.bh. が使用される場合の文脈の特徴
２　一般論としての片岡説と〔ABCD構造〕
３　金俊佑氏の見解
４　北山訳の何が問題なのか？
５　g.g.bh.問題についての考察の流れについて
結論

０　問題の所在

筆者は、2014年から2016年にかけて、初期唯識論書において、唯識三性説に
おける円成実性の概念規定と密接に結びついた文脈において、「依他起性に遍
計所執性が存在しないことが円成実性である」という円成実性の概念規定がな
される場合の、遍計所執性に対応する言葉として、具格の形（grāhya-grāhaka-

bhāvena）で、具格支配の rahitatā（＝virahitatā）とともに使用されるgrāhya-

grāhaka-bhāva（＝g.g.bh.）という語を如何に訳すべきか、という問題について
考察した。

初期唯識の研究者によって、存在系の訳語で訳されてきた１）その言葉について、

grāhya-grāhaka-bhāvaについての再考察
──何故「パラフレーズによる構造分析」では解決できないのか──

北　野　新太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　
１）	各研究者による訳語は、「体（山口益、野澤静證訳）」、「存在（荒牧典俊訳）」、「有（竹

村牧男訳）」、「実物（兵藤一夫訳）」というものである。各訳語の典拠については、（北野
2016B）の（註12, 13, 32, 33）を参照されたい。
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認識論・論理学やインド哲学系の研究者による「所取・能取関係」という初期
唯識文献とは異なる文脈で通常、使用される訳語は、思想的な文脈が異なるため、
それを機械的に適用しようとする三穂野英彦訳（「所取と能取の関係」）、金才
権訳（「所取・能取の関係」）、那須円照訳（「客観と主観という関係」）は不適
切である、というのが筆者による結論であった。

その後、数年経ち、幾つかの反応もあったので、現時点での筆者の考えを明
確に示しておく必要性を感じたことが、本稿の執筆動機である。

本稿では、片岡（2017）と、金俊佑（2019）をみた上で、「所取・能取とい
うあり方」という北山訳の問題点について検討する。

最初に、片岡（2017）について少し触れておくと「パラフレーズによる
abhūtaparikalpaの構造分析」というタイトルであるが、後代の思想とのパラフレー
ズによってこの問題を解決できると思い込んでいるところに、この問題の本質
についての無理解があるのである。筆者が過去の拙稿においてすでに論じたよ
うに、初期唯識においては、「アーラヤ識の所縁・行相」の理論と密接に結び
ついた認識の構造が示されており、そのことが「所取・能取関係」とは訳せな
いことと密接に結びついている２）のである。
「アーラヤ識の所縁・行相」の理論が根底にあって、その上に、後述する（後

代の認識論・論理学においてはみられない）〔ABCD構造〕が示されるのであ
るから、アーラヤ識の存在を排除した後代の思想とのパラフレーズによって考
察したところで、決してこの問題の解決にはつながらないのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　
２）	兵藤一夫博士は、g.g.bh. は「所取と能取の実物」の意味であろう、ということをテキス

トの用例から帰納的に示されたのであるが、初期唯識の思想構造上、なぜ「所取と能取の
実物」等の存在系の訳語で訳さなければならないのか、という思想的必然性について演繹
的な説明をなした訳ではない。その点が、初期唯識の思想構造を理解せずに、機械的に「所
取・能取関係」という訳語を適用しようとする、認識論・論理学やインド哲学系の研究者
に対して説得力が弱いところであったともいえるのであるが、筆者は、2014年以降の一連
の論文において、「アーラヤ識の所縁・行相」の理論との関係から、認識の構造上、「所取・
能取関係」とは訳せない、ということについて説明してきたのであるが、その点が、片岡
博士や、金氏、北山氏によって、充分に理解されていないようであるので、本稿において、
改めて、わかりやすく説明しているのである。筆者は、盲目的に兵藤説を信奉し、それを
思考停止状態で継承しているわけではないのである。



─　81　─

grāhya-grāhaka-bhāvaについての再考察

しかしながら、片岡のような権威のあるすぐれた学者３）が何かをいえば、
それに思考停止状態で盲目的に従う若手研究者もでてくるであろう。そのよう
なことも、本稿の執筆動機の一つである。

１　g.g.bh. が使用される場合の文脈の特徴

初期唯識論書において、唯識三性説との関係から、円成実性（＝空性）の概
念規定がなされる場合に、g.g.bh. という言葉が使用される場合の具体的な用例
は、Madhyāntavibhāga（＝MV＝『中辺分別論』）第Ⅰ章第1偈のśūnyatāという
言葉に対するヴァスバンドゥのBhāṣyaにおける説明箇所と、Triṃśikākārikā（＝
TK＝『唯識三十頌』）第21偈cd句のniṣpanns tasya pūrveṇa sadā rahitatā tu yāとい
う一節に対するスティラマティのBhāṣyaにおける説明箇所である。

この具体的用例の文脈を離れて、g.g.bh.	が何を意味しているのかを一般論
として論ずることは無意味であろう。要するに、一般論の問題を論じているの
ではなく、当該箇所の思想的文脈に沿った正しい訳語は何か、ということを追
求すべきであるからである。

以下に、それら二つの用例をみてみよう。

用例①　『中辺分別論』

abhūtaparikalpo ’sti dvayaṃ tatra na vidyate /

śūnyatā vidyate tv atra tasyām api sa vidyate４）// Ⅰ. 1 //

　　　　　　　　　　　　　　　　
３）	無論、片岡博士が非常にすぐれた研究者であり、そこから学ぶところが非常に多いのも

事実である。例えば筆者も、スティラマティが「有形象説の無形象認識（＝無相唯識）論者」
という、若干、ややこしい立場にたっている論師である、という知見を得て、「安慧の一分説」
について「目から鱗が落ちる」ような感覚をもつことができたのは、片岡博士の学会発表
を聴いたことによるものである。その他、諸々、片岡博士には感謝しているのであるが、g.g.bh. 
問題については考え方の異なるところがあり、唯識三性説研究の問題とも関わる重要な問
題であるので、本稿においては、それについての筆者の考えを明確に示そうとしているの
である。

４）	Madhyāntavibhāga-bhāṣya, Nagao ed., p. 17, ll. 16－17.



─　82　─

仏教学会紀要　第27号

「虚妄分別はある。そこに二つのものは存在しない。しかし、そこに空性は存在し、
その［空性が存在する同じ］ところにまた、それ（虚妄分別）が存在する。」

このMV第Ⅰ章第1偈に対するヴァスバンドゥのBhāṣyaは、以下のごとくである。

tatrābhūtaparikalpo grāhya-grāhaka-vikalpaḥ / dvayaṃ grāhyaṃ grāhakañ ca / śūnyatā 

tasyābhūtaparikalpasya grāhya-grāhaka-bhāvena virahitatā / tasyām api sa vidyata ity 

abhūtaparikalpaḥ / evaṃ yad yatra nāsti tat tena śūnyam iti yathābhūtaṃ samanupaśyati 

yat punar atrāvaśiṣṭaṃ bhavati tat sad ihāstīti yathābhūtaṃ prajānātīty aviparītaṃ 

śūnyatā-lakṣaṇam udbhāvitaṃ bhavati５）/

「そこにおいて、虚妄分別は、所取と能取との分別である。「二つのもの」と
は、所取と能取とである。空性は、その虚妄分別がgrāhya-grāhaka-bhāvaを離
れている（欠いている）ことである。「その［空性が存在する同じ］ところに、
それ（虚妄分別）が存在する」というのは、虚妄分別が［存在するということ］
である。このように、或る場所に或るものがないときに、それ（或る場所）は
それ（或るもの）としては空であると如実に観察する。また、ここに残ったも
の（余れるもの）があるならば、それはいまや実在であると如実に知る、とい
う顛倒のない空性の相が明らかにされたのである。」

用例②　『唯識三十頌』第21偈cd句と、それに対するスティラマティのBhāṣya

『唯識三十頌』第21偈cd句

niṣpannas tasya pūrveṇa sadā rahitatā tu yā６）// 21 //

「円成実［性］は、それ（依他起性）が常に、前のもの（遍計所執性）を離れ
　　　　　　　　　　　　　　　　
５）	 Ibid., p. 18, ll. 1－7.
６）	 Trim. śikābhāṣya, Lévi ed., p. 39, l. 29.
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ている（欠いている）こと（常遠離性）である。」

スティラマティのBhāṣya

avikārapariniṣpattyā sa pariniṣpannaḥ / tasyeti paratantrasya pūrveṇeti parikalpitena 

tasmin

①grāhyagrāhakabhāvaḥ parikalpitaḥ / tathā hi tasmin vikalpe

②grāhyagrāhakatvam avidyamānam eva parikalpyata iti parikalpitam ucyate / tena

③ grāhyagrāhakeṇa paratantrasya sadā sarvakālam atyantarahitatā yā sa 

pariniṣpannasvabhāvaḥ７）//

「その円成実性は、変異せずに完成していることによって［円成実性といわれ
るの］である。「それに」というのは、他によるもの（依他起［性］）に、と
いうことである。「前のものを」というのは、構想されたもの（遍計所執）を、
ということである。そこにおいて、①grāhyagrāhakabhāvaが構想されたもので
ある。すなわち、その分別において、全く存在していない②grāhyagrāhakatva

が構想されているから構想されたもの（遍計所執）と説かれるのである。その
③grāhyagrāhakaを他によるもの（依他起［性］）が、常に、あらゆる時に、全
く欠いていること（畢竟遠離性）というそのことが、完成されたということを
本質とするもの（円成実性）に他ならないのである。」

上記の引用箇所で重要な点は、用例①と用例②は、全く同じ思想的文脈で、
同じこと、すなわち、円成実性について説明する文脈で、「依他起性に遍計所
執性が存在しないことが円成実性である」ということをいう場合の遍計所執
性に対応する言葉としてg.g.bh. という言葉を使用している、ということであ
る。用例①においては、弥勒本偈のc句の最初のśūnyatāという言葉について説
明するさいに、g.g.bh. という言葉を使用するのであるが、瑜伽行派にとって、

　　　　　　　　　　　　　　　　
７）	 Ibid., p. 40, ll. 1－5.
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śūnyatāとは円成実性のことであり、また、それは〈ある場所にあるものがない〉
という「空性の定型句」を通して説明されるところにその特徴があるといえる。
そしてその場合の「ある場所」とはabhūtaparikalpaのことであり、「あるもの」
とは遍計所執性すなわち、grāhyaとgrāhakaのことである。

さらにここでもう一つ重要なことは、円成実性と同義であるとみられるMV

第 Ⅰ章第1偈の śūnyatāについて説明する tasyābhūtaparikalpasya grāhya-grāhaka-

bhāvena virahitatā という箇所のvirahitatāとTK第21偈のsadā rahitatā（常遠離性）
は全く同じことをいっている、ということである。このことを明確に意識して
いれば、後述する「所取・能取というあり方」という北山訳の問題点が浮かび
上がってくるのである。

上記のことを確認した上で、次に「片岡説」をみてみよう。

２　一般論としての片岡説と〔ABCD構造〕

片岡啓博士は、「パラフレーズによるabhūtaparikalpaの構造分析」において、
「grāhyagrāhakabhāvaの解釈」という見出しをつけて、g.g.bh. の問題について論
じておられる。論文全体として、片岡博士の該博な知識と、深い洞察力に基づ
いた考察であるといえるが、g.g.bh. の問題についていえば、先にみた、g.g.bh. 

が初期唯識論書において実際に使用される場合の使用例からは離れたところで、
やや抽象的な議論に終始しているところに、やや難があるように思われるので
ある。要するに、一般論を論じているにすぎないのである。

片岡は、次のようにいっている。

「また、付託される所取性や能取性について、この場合、父が子との関係に
おいて初めて成立するのと同様、所取grāhyaというのは、他方の関係項である
能取grāhakaとの関係において初めて成立するものである。すなわち、父性と
いうのは、所取が持つ能取に対する関係を実質的な内容とする。したがって、
所取性・能取性というのは、いずれも本質的には、所取能取関係のことである。
すなわち、所取性というのは、所取が持つ能取に対する関係であり、能取性と
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いうのは、能取が持つ所取に対する関係のことである８）」

といった上で、

「所取性・能取性＝所取能取関係９）」

といっている。上記の片岡博士による説明は、ある意味、普通に考えて当然そ
うなる、ということを再確認されているようなところがある。

しかし、初期唯識の認識の構造は、それ程、単純であろうか？
例えば、abhūtaparikalpa（虚妄分別）の「自相」を示すとされる有名なMV

第Ⅰ章第3偈においては、artha, sattva, ātman, vijñaptiの顕現を有する識が説かれ
るが、この場合、arthaは、器世間としての顕現、sattvaは、有情（個体存在）
としての顕現、ātmanはマナ識、vijñaptiは六識の顕現であるとされる。MV第Ⅰ

章第3偈とヴァスバンドゥのBhāṣya は、以下のごとくである。

artha-sattvātma-vijñapti-pratibhāsaṃ prajāyate /

vijñānaṃ nāsti cāsyārthas tad-abhāvāt tad apy asat10）// Ⅰ. 3 //

「対象・有情・自我・識別作用として顕現する識が生じる。しかし、それ（識）
の対象は存在しない。それが存在しないから、それ（識）もまた存在していな
いのである。」

tatrārtha-pratibhāsaṃ yad rūpādi-bhāvena pratibhāsate / sattva-pratibhāsaṃ 

yad pañcendriyatvena sva-para-santānayor / ātma-pratibhāsaṃ kliṣṭaṃ manaḥ / 

ātmamohādisaṃprayogāt / vijñapti-pratibhāsaṃ ṣaḍ vijñānāni / nāsti cāsyārtha 

　　　　　　　　　　　　　　　　
８）	片岡（2017）p. 35, ll. 4－10.
９）	片岡（2017）p. 35, l. 11.
10）	Madhyāntavibhāga-bhāṣya, Nagao ed., p. 18, ll. 21－22.
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iti / artha-sattva-pratibhāsasyānākāratvāt / ātma-vijñapti-pratibhāsasya ca vitatha-

pratibhāsatvāt / tad-abhāvāt tad apy asad iti / yat tad-grāhyaṃ rūpādi-pañcendriyaṃ 

manaḥ ṣaḍ-vijñāna-saṃjñakaṃ catur-vidhaṃ tasya grāhyasyārthasyābhāvāt tad api 

grāhakaṃ vijñānam asat11）/

「そこにおいて「対象としての顕現」とは［識が］色（色・形）などの存在と
して顕現することである。「有情としての顕現」とは自分や他人の相続におい
て［識が］五つの感覚器官（五根）として［顕現すること］である。「自我に
ついての愚かさ」など［の四つの煩悩］と相応するからである。

「そして、この対象は存在しない」とは対象と有情としての顕現には行相がな
いからであり、また、自我と識別作用としての顕現は真実でない顕現だからで
ある。

「それが存在しないから、それ（識）もまた、存在しない」とはその所取は、
色（色・形）などと、五つの感覚器官（五根）と、［汚れた］意（マナス）と、
六種の識と名づけられるものとの四種類であるが、その所取としての対象が存
在しないから、その能取としての識もまた、存在していないのである。」

長尾雅人博士は、この「四識の顕現」について、次のような図を示した上で、
以下のようにいわれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　
11）	 Ibid., p. 18, l. 23－p. 19, l. 4.
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「何故にこのように所取・能取が幾重にも重なるのであるか。それについては今、
ここに詳論する余裕を持たないが、アーラヤ識そのものの二重の構造や、アー
ラヤ識と前七識との関係などがそれを解くかぎとなるのであろう。すなわち四
つの対象の顕現は、すべてがアーラヤ識の動きとして考えられると共に、特に
前二者（対境と有情）がアーラヤ識の内容となり、後二者（我と表識）が前七
識であるとも考えられ、さらにアーラヤ識と前七識との関係もまたそこに織り
こまれて来るからである。四つの対象としての顕現は直ちに『摂大乗論』所知
相分初頭の依他起の十一識の考え方などを憶い起させるものであり、殊にその
対境と有情との顕現が『三十頌』のアーラヤ識の所縁行相門においてより詳密
に器世間と執受との了別として考察せられた。それらについてはかつて論じた
こともあり、ここでは深く立入ることができない12）。」

まず、われわれにとって、最も普通の意味で、所取・能取、すなわち主観と
客観とは何かといえば、われわれの個体存在と、それを取り巻く環境世界のこ
とであると考えられる。自分の個体存在と、環境世界としての眼前の机、本、壁、
森、山等の関係であるが、これは、MV第Ⅰ章第3偈でいえば、「有情（sattva）」
と「対境（artha）」に対応するといってよいであろう。その意味で、「有情（sattva）」
と「対境（artha）」との間に最も基本的な所取・能取の関係があるといえる
のであるが、筆者は、この有情（sattva）と対境（artha）との間に所取・能取
関係が成立しなくなる場合があるとみている13）のである。そのことについて、
以下に説明すると、まず、有情と対境は、アーラヤ識からの直接的な顕現なの
で、三性の中の依他起性に対応し、それ自体が、所遍計14）（parikalpya）になり

　　　　　　　　　　　　　　　　
12）	長尾雅人「唯識義の基盤としての三性説」（『中観と唯識』所収, p. 485, ll. 2－9. ）
13）	筆者が「能取が所取をみているのではない」というのは、無論、このことであって、こ

のことは、換言すれば、本来、所取・能取であったものの〈焦点づけ〉がはずれて〈図〉
と〈地〉とが入れ換わり、当初、そこにあった「所取・能取関係」が〈無効化〉される、
ということである、この点について、片岡博士も、金氏も、よく理解できていないようで
ある。また、このような「なぜ、g.g.bh. を「所取・能取関係」とは訳せないのか？」と
いう思想的必然性についての考察は、兵藤博士によっては全くなされてはいないのである。
筆者は、兵藤説を、思考停止状態で盲目的に「後追い」しているわけではないのである。
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得るものである。
ここで注意すべき点は、g.g.bh. は、先に引用した箇所で、スティラマティ

がTK第21偈cd句に対するBhāṣya においてgrāhyagrāhakabhāvaḥ parikalpitaḥ15）と
いっていることからわかるように、三性の中の遍計所執性に対応する言葉とし
て位置づけられているということである。それゆえ、依他起性に対応する有情

（sattva）と対境（artha）は、g.g.bh. そのものではないのである。
アサンガが「能遍計（parikalpa）があり、所遍計（parikalpya）があるときに、

遍計所執性（parikalpita-svabhāva）がある16）」といっていることからもわかる

　　　　　　　　　　　　　　　　
14）	唯識三性説の研究者にとっては、わざわざ言及すべきではない基本的な認識であるが、

後出（註16）のアサンガによる説明からもわかるように、「所遍計（＝parikalpya）」になり
得るものは、依他起性としての存在性格を有するものでなければならない。一切種子識と
してのアーラヤ識から生じたものは、「種子から生じたものは依他起性」というアサンガ
による概念規定からわかるように、依他起性である。それゆえ、「アーラヤ識からの直接
的な顕現」である「有情」と「対境」は、依他起性であり、（それぞれ順次に、能遍計と
しての）マナ識と意識とにとっての所遍計（＝parikalpya）になり得るもの、なのである。「所
遍計（＝parikalpya）」とは、「暗闇で縄（＝依他起性）をみて蛇（＝遍計所執性）であると
誤認する」という場合の「縄」のことに他ならない。

15）	 Triṃśikābhāṣya, Lévi ed., p. 40, l. 2.
16）	『摂大乗論』D. ed., 16b1－4, P. ed., 18a5－18b1.

yang kun tu rtog pa yod cing kun tu brtags par bya ba yod na / kun brtags pa’i ngo bo nyid
do // de la kun tu rtog pa ni gang yin / kun tu brtags par bya ba ni ci zhig / kun tu brtags pa’i ngo bo 
nyid ni gang zhe na /
yid kyi rnam par shes pa ni kun tu rtog pa ste / …（中略）
gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid ni kun tu brtag par bya’o //
rnam pa gang du gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid la kun tu brtag pa ni de la kun brtags pa’i ngo bo 
nyid do // rnam pa gang du zhes bya ba ni ji ltar na zhes bya ba’i tha tshig go //

「また、能遍計があり、所遍計があるときに遍計所執性がある。そこにおいて能遍計とは
何であり、所遍計とは何であり、遍計所執性とは何かというと、意識が能遍計であって…（中略）
依他起性が所遍計である。依他起性においてある形相（ ākāra ）として分別されたところ
のそれ（ある形相）こそが遍計所執性である。「ある形相として」といったのは、その［外
界の対象として顕現している］ようにという意味である。」
　また、ここで、もう一つ注意すべき点は、アサンガが「意識が能遍計である」といっ
ていることであるが、この場合の「意識」を、長尾博士の示されたMV第Ⅰ章第3偈の「四
識の顕現」についての図にあてはめて考えると、「表識」は六識であり、これがまず能遍
計としての「意識」であることがわかる。次に「我」はマナ識に対応するが、これもま
た、広義の（能遍計としての）「意識」である。そしてそれらにとっての「所遍計（＝
parikalpya）」は何かということを図の中でみていくと、「意識（＝表識）にとっての所遍
計」が「対境」であり、「マナ識（＝我）にとっての所遍計」が「有情」ということにな
り、内と外との両方向の対象志向性を有する、それぞれの能遍計と（それら二つに対応す
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ように、g.g.bh. が遍計所執性である以上、それが成立するための前提として、
能遍計（parikalpa）と所遍計（parikalpya）とがなければならない。

MV第Ⅰ章第3偈において示される認識の構造の中で、所遍計（parikalpya）に
対応するものは、有情（sattva）と対境（artha）以外にはないのである。所遍
計（parikalpya）とは、暗闇で縄（＝所遍計（parikalpya）＝依他起性）をみて、
蛇（＝遍計所執性）であると誤認する、という場合の「縄」のことであるとい
えば、解りやすいであろう。すなわち、有情（sattva）と対境（artha）との間
には、もともとの意味づけとしては、主観・客観関係がそこにあったのであるが、
ātman（マナ識）とvijñapti（六識）によってそれらが対象化されたときに、も
ともとそこにあった「所取・能取関係」という意味の〈焦点づけ〉がはずれて

〈図〉と〈地〉とが入れ換わり、「所取・能取関係」が無効化されている、とい
うことに、われわれは、最大限の注意を払うべきであろう。

また、もう一つ重要な点は、この場合、能遍計（parikalpa）に相当するもの
がātman（マナ識）とvijñapti（六識）とで、内・外両方向に対象志向性をはた
らかせるものが二つあり、それぞれ、①マナ識は（内側方向に）有情（sattva）
を所遍計（parikalpya）としてgrāhaka-bhāva（TK第1偈で「我・法の仮説」と
いう場合の「我＝遍計所執性」）の実体性を構想し、②六識は（外側方向に）
対境（artha）を所遍計（parikalpya）としてgrāhya-bhāva（TK第1偈で「我・法
の仮説」という場合の「法＝遍計所執性」）の実体性を構想する、という形で、
それぞれ別個に、遍計所執性としてのgrāhaka-bhāvaとgrāhya-bhāvaとを構想し
ているとみられるという点である。

すなわち、grāhakaがgrāhyaをみているのではなく、grāhaka（が構想される
もとになる所遍計＝sattvaとしての顕現＝依他起性）がマナ識によって「実体視」
されており、grāhya（が構想されるもとになる所遍計＝arthaとしての顕現＝依

　　　　　　　　　　　　　　　　
る二つの）所遍計との関係がここにおいてもすべて明確に示されている、ということが確
認できるのである。そして、その結果として構想された内・外両方向の遍計所執性は、『唯
識三十頌』第1偈でいえば「我・法の仮説」の「我・法」にピッタリと対応するのである。
この構造が充分にわかっていれば、「所取・能取関係」などというおかしな訳語では訳し
ようがないのである。
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他起性）が意識によって「実体視」されているのである。
以上のようにみてきた場合、片岡のいうような「父と子の関係」のような極

めてシンプルな図式で、「対境と有情の関係」を捉えることができるであろうか？
要するに、本来は、AとBとの間に相対的関係性があったとしても、他にそ

れら二つ（AとB）をそれぞれ別個に対象化するCとDとがあり、CはAを「縄」
としてそれを実体視した「蛇A」を（Aの向こう側に）構想し、DはBを「縄」
としてそれを実体視した「蛇B」を（Bの向こう側に）構想する、という図式
になっているのである。

筆者が「能取（A）が所取（B）をみているのではない」というのはこのこ
とであって、「AがBをみている」のではなく、C（能遍計）がA（所遍計）を
対象化し、D（能遍計）がB（所遍計）を対象化しているのであるから、「能取

（A）が所取（B）」をみているのではない、というのである。それゆえ、AとB

に片岡のいう「父と子の関係」をあてはめて考えることはできないのである。
その場合、CはAとBの「関係性」を構想しているのではなく「蛇A」すな

わち「Aの実体性」を構想しているのであり、同様に、DはAとBの「関係性」
を構想しているのではなく「蛇B」すなわち「Bの実体性」を構想しているの
である。

例えば、C（＝意識）とD（＝マナ識）という二人の人間が、200mくらい離
れたところにある公園の方を見ているとする。その公園に、5歳くらいの子供

（＝対境）と成人女性（＝有情）の姿が見えるが、女嫌いで子供好きのCは子
供の姿だけを見て、「子供がいる」というように「子供の存在性」を構想した
とする。それに対して、子供が嫌いで女性に関心のあるDは「女性がいる」と
いうように「女性の存在性」を構想したとする。公園まで歩いていって確かめ
たところ、そこには成人女性と子供を模した銅像があるだけであったとした場
合、CあるいはDは成人女性と子供の「関係性」を構想しているのではなく、「存
在性」を構想しているのである。

このような初期唯識に特有な特殊な認識の構造を、筆者は、便宜上、〔ABCD
構造〕17）と名づけておくことにする。このような〔ABCD構造〕におけるAとBは、
アーラヤ識からの直接的な顕現としてのarthaとsattvaであるから、アーラヤ識
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を説かない、後代の認識論・論理学等では、このような（長尾雅人博士をして「何
故にこのように所取・能取が幾重にも重なるのであるか」と言わしめるような）
特殊な構造の認識は説かれてはいないのである。なぜなら、後代には、アーラ
ヤ識説を前提としなくなってしまうことにより、認識の構造が単純化されてし
まうからである。

それゆえ、片岡のように（後代のアーラヤ識を除外した思想との間で）「パ
ラフレーズによるabhūtaparikalpaの構造分析」をなしたところで問題は全く解
決されないのである。

この例えで、仮にCあるいはDが成人女性と子供との間に「母子関係」を構
想したが、実際には、保母さんと幼稚園児との「関係」であったとした場合、「関
係」が構想されていたことになるが、MV第Ⅰ章第3偈においてC（＝意識）は
arthaを所遍計（parikalpya）として、その「向こう側」に「外界対象」の「存在」
を構想しており、それとは別個に、D（＝マナ識）はsattvaを所遍計（parikalpya）
として、その「向こう側」に「自我」の「存在」を構想しているのであるから、

　　　　　　　　　　　　　　　　
17）	筆者は、以前、ある学会で、インド哲学系の高名な二人の研究者が、それぞれ異なる機

会に、『唯識三十頌』第1偈について発表していた研究者に対して「ātmanがdharmaをみて
いるのに…」と発言されたのを目撃したことがあるのであるが、その時の印象としては「イ
ンド哲学系の研究者の発想だと、そのようになるのか」と、ある意味、斬新な、というか、
不思議な印象を受けたのである。初期唯識思想の研究者であれば、まず、仏教の立場、す
なわち無我、あるいは、非我の立場で考えるから、その場合の「我・法の仮説（＝仮設）」
がなされる場合の「我・法」は遍計所執性であって、全くの非存在であるということが前
提となっている。それゆえ、「（全くの非存在の）我が（全くの非存在の）法をみる」こと
は不可能なのである。また、その場合、「アーラヤ識の所縁・行相」の理論が前提となっ
ているのであるから、アーラヤ識の内的な顕現であるところの個体存在（＝sattva＝依他起性）
を内的な「仮説の所依」としてアートマン（＝遍計所執性）が構想され、また、アーラヤ
識の外的な顕現であるところの器世間（＝artha＝依他起性）を外的な「仮説の所依」とし
てダルマ（＝遍計所執性）が構想されている、ということが、当然の思想的前提となって
いるのであるから、初期唯識の研究者であれば、間違っても「ātmanがdharmaをみている
のに…」などとは絶対にいわないのである。
　そのような思想構造の根本的な違いというものがあるのであるから、（アーラヤ識を説
かない）認識論・論理学の研究者や、インド哲学系の研究者が初期唯識思想の若手研究者
を指導する場合、grāhya-grāhaka-bhāvaを「所取・能取関係」と訳すべきである、というよ
うな、一般的な文脈においては正しいが、初期唯識のここでいう〔ABCD構造〕のような
特殊な思想的前提に基づいた文脈ではあり得ない訳語の使用を若手研究者に強引に「指導」
してしまう、というような危険性があるといえるのではないであろうか。
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どう考えても、この場合、（もともとは、それら二つの間に「主観・客観関係」
があった）sattvaとarthaの間の「関係性」などは構想されてはいないのである。

また、以上のような〔ABCD構造〕は単にMV第Ⅰ章第3偈のみに単発的にで
てくる考え方ではなく、実は、ヴァスバンドゥのTKにも通底する考え方であり、
すでに論じたようにTK第1偈における「我・法の仮説」における「我（＝遍計
所執性）」と「法（＝遍計所執性）」も、同様のアーラヤ識の所縁・行相の理論

（TK第3偈ab句）を前提とした上で示されているのである。
本稿では、〔ABCD構造〕という言葉を使用したが、このような認識の構造

が示されているから「所取・能取関係」とは訳せない、ということについて、
筆者は過去の拙稿の中で、すでに、何度か論じているのである。しかし、そこ
まで筆者の拙稿を精読し、理解した上で〔ABCD構造〕が説かれているから、「所
取・能取関係」とは訳せない、ということを充分に理解できていた読者は、ご
く少数なのではなかったか、とみている。例えば、筆者は、北野（2015）の中
で以下のようにいっている。

「ここでのスティラマティによる説明からみても、「所取・能取関係」を構想す
るのではなくて、所取として顕現する迷乱を外界対象であると構想し、能取と
して顕現する迷乱を自我であると構想しているということがわかるのである。

また（網掛けを施した）grāhya-grāhakātmatayāという箇所からみても、
-ātmatayāの部分を -bhāvenaに置き換え可能であるとみると、grāhya-grāhaka-

bhāvenaという場合のbhāvaは（このような唯識三性説の思想的コンテキストの
中では）「関係」という意味では使用されてはいないということがわかるので
ある18）。」（下線は今回の引用時に付したもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　
18）	北野（2015）p. 54, ll. 3－10. また、このような 〔ABCD構造〕 は、この箇所以外にも、

MV第Ⅰ章第3偈や、TK第1偈においても確認できることからもわかるように、初期唯識思
想に通底する特殊な認識の構造であることが確認できるが、それは「アーラヤ識の所縁・
行相」の理論と密接に結びついているのである。それゆえ、後代のアーラヤ識を除外した
思想においてはこのような認識の構造は示されないため、後代の思想との「パラフレーズ
による構造分析」では解決できない、という点が、片岡には理解できていないのである。
また、このような「アーラヤ識の所縁・行相」の理論を前提とした〔ABCD構造〕 が説か
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このような	〔ABCD構造〕	がわかっていれば、単なる一般論としての片岡説
などに惑わされることはないであろう。

３　金俊佑氏の見解

先にみた片岡（2017）が、北野が指摘する「所取・能取関係とは読めない
当該箇所」すなわち、「MV第Ⅰ章第1偈のśūnyatāに対するヴァスバンドゥの
Bhāṣyaにおける説明箇所と、TK第21偈cd句のniṣpanns tasya pūrveṇa sadā rahitatā 

tu yāという一節に対するスティラマティのBhāṣyaにおける説明箇所」につい
ては直接触れず、「abhūtaparikalpaの構造分析」を（アーラヤ識を説かない）後
代の思想に対比させて行いつつ、やや傍論的に、一般論的な文脈で、

「所取性・能取性＝所取能取関係19）」

という形で、「所取・能取関係」という訳語を正当化する方向に（やや強引に）
もっていこうとしているのに対して、金俊佑氏は、

「本稿は、北野氏の見解に賛同する立場で、MAVBhにおけるggbhのbhāvaは「関
係」ではないことをMadhyāntavibhāga-ṭīkā（『中辺分別論釈疏』、以下MAVṬと
省略する）に基づいて論証する20）」（下線は引用者）

といわれているから、「所取・能取関係」という訳語を正当化しようとする方
向にもっていこうとする片岡説に対する批判の意味があるといえるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　
れているから「所取・能取関係」とは訳せない、ということは、兵藤博士によっては指摘
されはいなかった点であり、単にテキストからの帰納的分析による指摘であったという意
味で、他の領域の研究者に対する説得力が弱かったところがあるといえるであろう。

19）	片岡（2017）p. 35, l. 11.
20）	金俊佑（2019）p. 67, ll. 8－11.
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金俊佑氏の論考は、TK第21偈cd句のniṣpanns tasya pūrveṇa sadā rahitatā tu yā

という一節に対するスティラマティのBhāṣyaについては扱ってはいないが、問
題となる二つの箇所の中の一つ、すなわち、「MV第Ⅰ章第1偈のśūnyatāに対す
るヴァスバンドゥのBhāṣyaにおける説明箇所」については、それについて詳
しく検討し、その上で、やはり「所取・能取関係」という訳語は、「文脈には
合わない」という結論に至っている。

しかしながら、金俊佑氏の論文を少し注意深く読んでみると気がつくように、
金俊佑氏は、筆者（北野）の考えに「賛同する立場」にたちつつも、部分的に
北野説について批判しているとみられる箇所もあることが確認できる。

例えば、金俊佑氏は、

「MAVBhのggbhは「所取・能取の関係」ではない。しかし、これが唯識学派
にとって「所取・能取の関係」が認められないことを意味するのではない。そ
して、「所取・能取の関係」が認められるということがggbhが「所取・能取の
関係」と訳されなければならないことを意味するのでもない21）。」

といった上で、「入無相方便」が説かれているから「唯識学派にとって「所取・
能取の関係」は認められる」という或る意味で、当たり前のことをいわれてい
るのである。

一つはっきりしていることは、初期仏教から唯識思想に至るまで、「能取が
所取をみる」ということは、当たり前のことである。当たり前のことであるか
らこそ、「所取・能取関係」という訳語で訳すべきである、という、いわば「常
識の盲点」のようなものが生じることになるのである。

筆者は、初期唯識文献においては「所取・能取の関係」が存在しないから「能
取が所取をみているのではない」といっているのではないのである。先にも触
れたように、

　　　　　　　　　　　　　　　　
21）	金俊佑（2019）p. 76, ll. 16－20.
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「本来は、AとBとの間に相対的関係性があったとしても、他にそれら二つ（A

とB）をそれぞれ別個に対象化するCとDとがあり、CはAを「縄」としてそれ
を実体視した「蛇A」を（Aの向こう側に）構想し、DはBを「縄」としてそ
れを実体視した「蛇B」を（Bの向こう側に）構想する、という図式になって
いる」

ということをいっているのである。この場合、先にも触れたようにCはAに対
する能遍計としての意識（manovijñāna）であり、DはBに対する能遍計として
のマナ識である。筆者が「能取が所取をみているのではない」というのは、「A（本
来、能取であった有情）がB（本来、所取であった対境）をみているのではな
く、（AとB以外の）二つの能遍計がAとBとをそれぞれ別個に対象化するために、
本来、そこにあった所取・能取という〈焦点づけ〉が無効化されている」とい
う意味に他ならないのである。この点を片岡は全く理解できていないからこそ、

「父と子との関係」というような一般論の話を唐突に始めることができるので
あり、金俊佑氏は「入無相方便が説かれているから、初期唯識文献には所取・
能取の関係は説かれている」というような、或る意味、当たり前のことをわざ
わざ言い出すのである。

実は、筆者がここに書いたようなことは、筆者の過去の拙稿を、洞察力のあ
る読者が集中して読めば、解ることなのである。（アーラヤ識の所縁・行相の
理論や唯識三性説における「常遠離性」の問題について熟知しておられる長尾
雅人博士であれば、容易に理解されたであろう。）しかしながら、認識の構造
が複雑すぎて、誤解する読者がでてくるのではないか、という懸念自体は筆者
の中にも多分にあったのであるが、その懸念の通りであったために、本稿で改
めて、この点について解り易く説明しているのである。

４　北山訳の何が問題なのか？

北山祐誓氏は、MV第Ⅰ章第1偈に対するヴァスバンドゥのBhāṣyaの
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śūnyatā tasyābhūtaparikalpasya grāhya-grāhaka-bhāvena virahitatā22）/

という箇所を

「空性とは、その虚妄分別が所取・能取というあり方23）を離れていることである」
（下線は引用者）
　　　　　　　　　　　　　　　　
22）	Madhyāntavibhāga-bhāṣya, Nagao ed., p. 18, ll. 2－3.
23）	北山（2019）p.81,	1.	8.	この「所取・能取というあり方」という北山訳は金俊佑氏の
「bhāvaも「あり方（rūpa）」と意味を共有すると言えるであろう」という見解の影響を受け
ているのではないか？と考えられる。例えば、金俊佑氏は、金俊佑（2019）において、以
下のようにいっている。

　「このように空によって現れる虚妄分別の有と二取の無は、各々、虚妄分別の有相と無相
とに相応する。安慧は有相に相応するものを虚妄分別の自性（svabhāva）と表現し、無相
に相応するものを所取・能取の「あり方（rūpa）」と表現する。このうち、無相として挙げ
られる所取・能取の「あり方（rūpa）」はMAVBhのggbhに相応すると言える。MAVBhに
おいてggbhは虚妄分別に存在しないものとして登場するからである。このように、ggbhの
bhāvaは「あり方（rūpa）」と意味を共有していることが確認される」（金俊佑（2019）p. 
75, ll. 13－20.）
　金氏は、金氏自身が「北野の研究はMAVBhのみならず、TrBhのggbhの訳に関しても検
討する。本稿では、MAVBhのggbhに検討の範囲を限定する」（（金俊佑2019）のp. 67の註
58）といわれていることからもわかるように、『中辺分別論』の方のみしか検討していな
いため、この場合のvirahitatāが『唯識三十頌』安慧釈における、全く同じ文脈で使用され
るsadā rahitatāと全く同義であるという点を見落としているようである。そして北山氏は、
そのような金氏によるsvarūpaから（西蔵語訳に従って）sva- を除去し、さらに、rūpaを「あ
り方」と訳す解釈を、盲目的に継承しているようである。
　また、筆者は、以下の理由から、金氏による兵藤説の訂正は、改悪ではないのか、とみている。
すなわち、他の箇所でスティラマティは、g.g.bh. をgrāhya-grāhakātmatāと言い換えている
のである。-ātmatāと言い換え可能であるということは、やはり、兵藤博士が指摘されるよ
うに、svabhāvaとほぼ同義のsvarūpaの意味でとるのが自然であるし、そこにおいて「常遠
離性」が説かれていることを視野に入れて考えれば、本来、g.g.bh. という言葉によって意
味されているところのものは、その訳語自体が（流転の意識状態では〈主観・客観に分節
化した意識状態〉が「二取の習気」のように存在する（TK第26偈）と解釈され得る）「（所
取・能取の）あり方」などを意味しているのでは決してなく、構想の対象としての「常に」
存在しない、実体視された遍計所執性（svabhāva, svarūpa, ātmatā）の所取・能取に他なら
ないものであるということが浮かび上がってくるのである。思想構造に対する読み取り方
がやや浅いような印象を受けるのであるが、そのことの原因は、金氏が「考察の範囲」を

『中辺分別論』のみに限定し、（全く同じ「依他起性に遍計所執性が存在しないことが円成
実性である」という「円成実性の概念規定」についての説明がなされる箇所で、遍計所執
性を意味する言葉としてg.g.bh. という全く同じ言葉の具格が使用されているにもかかわらず）
スティラマティのTriṃśikābhāṣaya 等を検討対象からはずしていることに起因するのではな
いか、と考えられるのである。
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と訳されている。この北山訳から判断すると、g.g.bh. という言葉によって表現
されているところのものは、「実体視された（構想された）所取・能取」ではなく、
虚妄分別内における、「主観・客観の分節化の契機となるもの」に他ならない、
とみられるのである。所謂、「二取の習気24）」のはたらきのようなものを意味
している、と考えられる。

ところが、そのようにg.g.bh. を「虚妄分別内における、主観・客観の分節化
の契機となるもの」として捉えた場合には、常遠離性との整合性がなくなって
しまうのである。すなわち、先にも「1」で触れたように、この場合のvirahitatāは、
TK第21偈cd句のsadā rahitatā（常遠離性）と全く同じことをいっており、常遠
離性とは、識、あるいは、虚妄分別が悟った状態に「なる」ことなどではなく、
識が迷っていても、悟っていても、そのこととは全く無関係に「常に（sadā）」、
依他起性に遍計所執性（＝g.g.bh.）が存在しない、ということに他ならない。

それゆえ、北山氏のように「所取・能取というあり方」と訳した場合、識は、
迷っていても、悟っていても、「所取・能取というあり方」を「常に（sadā）」、
欠いていなければならない、ということになるのであるが、周知のごとく、識
が迷っている場合には、識の内部には、「二取の習気」すなわち「主観・客観

　　　　　　　　　　　　　　　　
24）	筆者は、2016年に東京大学で開催された日本印度学仏教学会で発表をさせていただい

たさいに、桂紹隆博士から、「アーラヤ識中に、二種の習気が存在するといわれているの
であるから、「所取・能取関係」と訳してもよいのではないか」という質問をいただいた
のであるが、その質問に対する筆者の率直な感想をいわせていただければ、「その程度の
こともわかっていないのか」というような印象なのである。すなわち、確かに桂博士も
いわれるように、例えば、『唯識三十頌』第26偈には、アーラヤ識中に「二取の習気」が
存在するといわれているのであるが、その場合の「二取の習気」は、三性でいえば依
他起性に相当し、それに対して、g.g.bh. は、スティラマティも『唯識三十頌』安慧釈で
grāhyagrāhakabhāvaḥ parikalpitaḥといっているように、三性の中の遍計所執性に相当するも
のである。それゆえ、「アーラヤ識中に、二種の習気が存在するといわれているのである
から、「所取・能取関係」と訳してもよいのではないか」などということは、依他起性と
遍計所執性の区別さえもついていないような、まさに、門外漢の研究者でなければ、でき
ない質問なのである。仮に、そのような研究者が、初期唯識を研究しようとする若手研究
者に対して、g.g.bh. について「所取・能取関係と訳すのが当然であろう」というようなこ
とを、有無をいわさないような態度で「指導」をしているとすれば、これは、将来的にも、
初期唯識思想研究において大きな弊害を齎す事態であるといわざるを得ない、とみられる
のである。
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の分節化のはたらき」は、存在しているのである。
そのような点から考えると、g.g.bh. は、「常に」識が欠いているもの、すな

わち、実体視された所取・能取（＝所取・能取の実体＝遍計所執性＝全くの非
存在）でなければならない25）のである。

　　　　　　　　　　　　　　　　
25）	例えば、小谷信千代氏は、MV第Ⅰ章第1偈c句のśūnyatāに対するヴァスバンドゥのBhāṣya

におけるśūnyatā tasyābhūtaparikalpasya grāhyagrāhakabhāvena virahitatāという一節を「空性
とは、その虚妄分別が、所取と能取であることを離れていることである」と訳されてい
る。また、MV第Ⅰ章第1偈c句のdvayaṃ tatra na vidyateは、abhūtaparikalpaという〈場所〉＝ 
tatraにdvayaすなわち（実体として構想された）grāhyaとgrāhakaとがない、といっている
のであるから、c句のśūnyatāが意味する「或る場所＝abhūtaparikalpa」に「或るもの＝（実
体として構想された）grāhyaとgrāhaka」がない、ということと、全く同じことを別の言
葉でいっているにすぎないのであるが、そのdvayaṃ tatra na vidyate（＝śūnyatā）につい
て説明する箇所でスティラマティは、abhūtaparikalpo hi grāhyagrāhakasvarūparahitaḥ śūnya 
ucyate na tu sarvathā svabhāvo nāsti /と説明しており、この箇所に対する小谷訳は、「虚妄分
別が所取と能取との実体を欠いているとき「空である」といわれるが、自性がまったく
存在しないのではない」（下線は引用者）というものである。筆者は、この箇所の小谷訳
は、非常によい訳であると考えている。また、ヴァスバンドゥのBhāṣyaにおけるśūnyatā 
tasyābhūtaparikalpasya grāhyagrāhakabhāvena virahitatāという問題となっている一節も、ス
ティラマティによるabhūtaparikalpo hi grāhyagrāhakasvarūparahitaḥ śūnya ucyate na tu sarvathā 
svabhāvo nāsti	という説明箇所と全く同じことを意図しているとみるべきであろう。
　この箇所は、唯識三性説の教理を前提としており、「依他起性（＝abhūtaparikalpa）に
遍計所執性（＝実体視されたgrāhyaとgrāhaka）が存在しないことが円成実性（＝śūnyatā
＝virahitatā＝sadā rahitatā＝常遠離性）」という円成実性の概念規定について説明している、
という意味において、TK第21偈cd句と全く同じことをいっているのである。
　ところが、金俊佑氏は、上記のスティラマティによる説明箇所の中の（兵藤氏や小谷
氏によっては継承されていた）山口益博士によるsvarūpara という還元梵語の箇所を、西
蔵語訳を参照することによって、svaをはずして、単にrūpaとして「あり方（rūpa）」の
意味であろう、といっており、その金氏の解釈に北山氏は引き摺られているようなので
ある。しかし、他の箇所でも触れたように、「あり方」では、その箇所において「常遠
離性」が説かれていることとの整合性がなくなり、また、他の箇所でスティラマティが
g.g.bh.	 をgrāhaya-grāhakātmatāと言い換えていることからみても、当該箇所は、rūpa 
ではなく、svarūpara	であるとみる兵藤氏や小谷氏の解釈が正しいとみるべきであろう。
grāhyagrāhakasvarūpaをrahita（欠いている）ということは、「欠いている」ものが「構想さ
れている（＝実体視されている）」のであるから、A-rahitaという場合のAの部分は、「実体」
などの強い言葉の方がよいのである。（虚妄分別によって）実体視されているが、全くの非
存在であるものが遍計所執性であるからである。要するに「所取・能取というあり方」と
いう北山訳は、金氏による（「常遠離性」との整合性を見落とした）改悪を、無批判的に継
承した北山氏による誤訳であるといえるのである。尚、この問題については、唯識三性説
の思想構造の理解とも関わる重要な問題であるため、別稿による詳しい検討を期している。



─　99　─

grāhya-grāhaka-bhāvaについての再考察

５　g.g.bh.問題についての考察の流れについて

ここで「初期唯識思想におけるg.g.bh. 問題についての考察の流れ」を少し、
振り返っておきたいのであるが、もともと、初期唯識の研究者によって「存在
系」の訳語が使用されていた流れ自体はあったのであるが、それ自体は、それ
程、思想構造について深く考え抜いた上でなされた自覚的なものではなかった
ところもある。

この問題について、テキストの使用例から帰納的な立場で「存在系」の訳語
で訳すべきであると最初に明確な指摘をなしたのは、兵藤一夫博士である。筆
者も、その兵藤説を比較的早い段階から肯定的に捉えていたのであるが、「存在系」
の訳語を使用することに対する認識論・論理学やインド哲学系の研究者の反応
というのは、概して「（君は）そんな程度のこともわからないのか」というような、
まさに、全否定するようなものであった。

しかし、これまでにも述べてきたように、（初期唯識特有の）アーラヤ識の所縁・
行相の理論や、それを前提として生じてくる〔ABCD構造〕を視野に入れて考
えると、「そんな程度のこともわかっていない」のにもかかわらず、他の研究
領域である初期唯識研究の分野に踏み込んできて、思想構造に合わない訳語を
強引に押し通そうとしているのは、むしろ、認識論・論理学やインド哲学系の
研究者であるということがわかるのである。また、そのようないわば門外漢の
研究者が三穂野らの初期唯識の（当時の）若手研究者を「指導」することによって、

「所取・能取関係」という訳語の機械的適用を、有無をいわさず、採用せしめた、
という流れであるといえるであろう。

また、北山訳にみられるような「所取・能取というあり方」という訳語は、一見、
よい訳語のようにみえるかもしれないが、この場合、「依他起性に遍計所執性
が存在しないことが円成実性（MV第Ⅰ章第1偈ではśūnyatā）」であるというこ
とについての説明がなされており、「常遠離性」が前提となっているというこ
とを見落としている、すなわち、識（＝依他起性）が「所取・能取というあり
方」を「常に（sadā）」欠いている、とはいえない、ということを見落として
いるために、このような訳語を使用してしまっている、ということは、初期唯
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識の研究者としては、致命的なレベルの思想構造についての無理解を露呈して
いるといわざるを得ないのである。

結論

以上のような検討の結果として、先ず、片岡説には、以下のような幾つかの
大きな問題点があるといえる。

①　先に本文中で示した初期唯識論書の中の、g.g.bh. を「所取・能取関係」と
は訳しようのない文脈、具体的には、「唯識三性説における円成実性の概
念規定と密接に結びついた文脈において、「依他起性に遍計所執性が存在
しないことが円成実性である」という円成実性の概念規定がなされる場合
の、遍計所執性に対応する言葉として、具格の形（grāhya-grāhaka-bhāvena）
で、具格支配のrahitatā（＝virahitatā）とともに使用されるgrāhya-grāhaka-

bhāva（＝g.g.bh.）という語」が使用される文脈、すなわち、MV第Ⅰ章第1

偈のśūnyatāという言葉に対するヴァスバンドゥのBhāṣyaにおけるśūnyatā 

tasyābhūtaparikalpasya grāhya-grāhaka-bhāvena virahitatā という箇所における
g.g.bh. と、それと全く同じ文脈である、TK第21偈cd句に対するスティラ
マティのBhāṣyaにおいて使用されるg.g.bh. について検討せず、一般論と
しての「主観・客観関係」について論じているにすぎないこと。

②　上記の初期唯識論書における「所取・能取関係」とは訳しようのない文脈
においては、思想的背景として、アーラヤ識説と三性説とが密接に結びつ
いていることについてはすでに他稿において論じたが、片岡は、アーラヤ
識を説かない後代の思想の中での「abhūtaparikalpaの構造分析」を行うこ
とによって、自説を展開しようとしているが、そのような異なる思想を持
ち出している時点で、すでに、初期唯識の思想的文脈からは乖離してしまっ
ていること。
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③　また、もし、「abhūtaparikalpaの構造分析」を行うことによってg.g.bh. につ
いて考察したいのであれば、問題となっている当該箇所（＝MV第Ⅰ章第
1偈）のすぐ後のMV第Ⅰ章第3偈における「虚妄分別（abhūtaparikalpa）の
自相（svalakṣaṇa）」についての説明を参照するのが最も妥当であるとみら
れるが、そのMV第Ⅰ章第3偈をみていくと、「もともとそこにあった「所取・
能取関係」という意味の〈焦点づけ〉がはずれて「〈図〉と〈地〉との入
れ換わり」が起こった結果として、「所取・能取関係」が無効化される認
識の構造」が示されており、片岡のいうような「父と子の関係」のような
極めてシンプルな図式で、「対境と有情の関係」を捉えることは不可能で
あるとみられること。

金俊佑氏の見解については、筆者の考えに賛同していただき、また、筆者の
考えをよく理解していただいているといえるのであるが、ただ、金俊佑氏は筆
者が先にも触れたように「もともとそこにあった「所取・能取関係」という意
味の〈焦点づけ〉がはずれて「〈図〉と〈地〉との入れ換わり」が起こった結
果として、「所取・能取関係」が無効化される」から、「能取が所取をみている
のではない」といっていることを誤解し、単に、初期唯識文献においては、「能
取が所取をみているのではない」と考えているというように誤解した上で、「入
無相方便が説かれているから能取と所取との間に主観・客観関係はあるはずだ」
というような、ある意味、当たり前のことをいって筆者の説を部分的に批判し
ているようであるので、それについては、筆者が「能取が所取をみているので
はない」というのは、「もともとそこにあった「所取・能取関係」という意味
の〈焦点づけ〉がはずれて「〈図〉と〈地〉との入れ換わり」が起こった結果
として、「所取・能取関係」が無効化される」から、「能取が所取をみているの
ではない」といっているというように理解していただきたい。

北山訳については、本文中でも触れたように「所取・能取というあり方」と
いう訳語では、「常遠離性」との整合性からみて、問題があるとみられるのである。
すなわち、依他起性レベルでは、アーラヤ識中に「二取の習気」が存在すると
いわれることからもわかるように、所取・能取の分節化への契機は存在してい
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るのであるから、もし、北山訳のように「所取・能取というあり方」と訳すの
であれば、それ（＝「所取・能取というあり方」）は「常遠離性」との関係から「常
に存在しない」といわざるを得ないことになるが、実際には、依他起性レベル
では「二取の習気」はアーラヤ識中に存在しているのであるから、「常に存在
しない」とはいえないことになってしまうからである。

本稿では、〔ABCD構造〕という言葉を使用したが、筆者は、過去の拙稿に
おいて、その〔ABCD構造〕的な認識の構造が説かれているから、「所取・能
取関係」とは訳せない、ということは、実は、すでに述べていたのであるが、
そこまで筆者の拙稿を精読し、その意図を充分に理解できた読者は、ごく少数
なのではないか、とみている。それゆえ、本稿では、その点について再度、詳
説したのであるが、研究史の流れとしては、g.g.bh. は「所取と能取の実物」で
あるとみる兵藤博士の理解自体は示されていたのであるが、それは「〔ABCD
構造〕が説かれているから、所取・能取関係とは訳せない」というような形で
思想構造の分析を充分に示した上で、そのような訳語にすべき必然性を万人
に理解できるような形で、明確に示したものではなかった。要するに（初期唯
識を一貫して研究している研究者のような）「わかる人にはわかる」というよ
うな説明のされ方であったのである。そのような流れで、このg.g.bh. 問題に
ついて、初期唯識の研究者と、認識論・論理学やインド哲学系の研究者の間で、
突き詰めた意見交換がなされたことは過去に一度もなく、思想構造の違いの問
題についての検討がなされたことがないままに、認識論・論理学やインド哲学
系の教官によって、初期唯識を研究しようとする（当時の）若手研究者に対し
て、「所取・能取関係と訳すのが当然だろう」という（有無をいわさない）「指
導」がなされた、という経緯を辿ったとみられるのであるが、仮に、筆者が北
野（2014）（2015）（2016a）（2016b）（2017）等で、上記の問題についての問題
提起をなさなかったとしたならば、初期唯識思想の（特に唯識三性説関係を研
究しようとする）若手研究者に対して、同様の「指導」が連綿となされ続けて
いた可能性が非常に大きく、そのことが初期唯識研究における大きな学問的後
退に繋がっていたことは想像に難くないのである。その意味で、北野（2014）

（2015）（2016a）（2016b）（2017）の執筆は、全く無意味という訳ではなかった
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のではないか、と考えているのである。

〈キーワード〉grāhya-grāhaka-bhāva,	アーラヤ識の所縁・行相，〔ABCD構造〕，〈図〉と〈地〉
との入れ換わり，「所取・能取関係」の無効化，唯識三性説，常遠離性，片岡啓，金俊佑，
北山祐誓
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１．はじめに＊

初転法輪を描くSN 56. 11に、仏教の主要教理である四聖諦が見られることは
周知の通りである。その中で、いわゆる苦集諦の文法解釈をめぐって、いくつ
かの提案がなされてきた。それらのうち、Johansson［1981: p. 24］、Harvey［2009: 

pp. 218-219］、榎本［2016］は、苦集諦の導入部分に idam kho pana bhikkhave 

dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ, yāyaṃ taṇhā …１）とあるのに対し、samudayaが
男性名詞であるにも関わらず中性変化している点を指摘する２）。それに従え
ば、dukkhasamudayaṃはariyasaccaṃを修飾する形容詞としての役割を担ってい
ることから、苦集諦は「苦の出現をもたらす３）ものである、聖者にとっての
現実４）」と訳されるべきであり、それが渇望（taṇhā）ということになる。さ
らに榎本［2016］は、「苦の出現をもたらす」という形容詞的用法が契機と
なってsamudayaに「原因」という意味が付された可能性があるが、四聖諦に
おいてsamudaya自体に「原因」の意味を認める従来の解釈は当たらないと指
摘する。このことは、samudaya が基本的に「出現」を意味する５）という点や、

dukkha-samudayaについて

唐　井　隆　徳

　　　　　　　　　　　　　　　　
＊	本稿で使用するパーリ文献のテキストは、PTS版（Ee）を底本とし、ビルマ版（Be）とタ

イ版（Se）を適宜参照している。
１）	 SN 56. 11 （Vol. V, p. 421）. Cf. Vin （Vol. I, p. 10）.
２）	苦滅諦のdukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃについても同じことが言える。
３）	この「苦の出現をもたらす」という訳については、榎本［2016］を参考にした。
４）	 ariyasaccaについては、榎本［2009］、Harvey［2009］を参照。
５）	藤田［1978: p. 92］は、samudayaに「原因」の意味を与えるのは仏教独自の用法である

と指摘する。
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samudayaを「原因」の意味でとった場合、上記の形容詞的用法が説明できな
くなる点が考慮されたものと思われる６）。dukkha-samudayaを形容詞と見做す
研究以外の解釈もないわけではないが７）、ここではこれらの研究に倣う。

ところが、従来の研究は、四聖諦に関する用例を中心に考察しているのみで、
samudayaの用例を網羅的に扱っているわけではない。そこで本稿では、パーリ
語で伝承される初期仏典を中心にsamudayaの用例を調査し、dukkha-samudaya

の解釈に関する従来の研究に若干の考察を加える。特に、初期仏典の範疇にお
けるsamudayaの理解として、「出現」と「原因」の何れが相応しいのか、また「原
因」を意味するならば何を契機とするのか、このような問題点を念頭に置きな
がら考察を進めていく。

２．samudayaの用法

まず、samudayaの意味を確認するため、dukkha-samudaya以外の重要な用例
を概観する。

　　　　　　　　　　　　　　　　
６）	ジャイナ教の古層聖典であるUtt 23. 48 （p. 174）には、bhavataṇhā layā vuttā bhīmā 

bhīmaphalodayā（生存に対する渇望が蔓草と言われており、恐ろしく、恐ろしい結果の出
現（udaya）をもたらす）とある。ここでは、samudayaではなくudayaではあるが、taṇhāを
修飾している点で苦集諦の用例と類似しており、udayaは「原因」ではなく「出現」である。
仏典（Dhp 340, Th 1094）がtaṇhāを蔓草に喩えることとも関連して重要な用例と言えるだろう。

７）	例えばWeller［1940: pp. 76-77］は、Māgadhīの主格語尾が-eであることから、苦諦の
dukkhe ariyasacceは正しいパーリ語形（dukkhaṃ ariyasaccaṃ）に変更されたが、苦集諦と
苦滅諦に関しては、不注意により誤ってdukkhasamudayaṃ, dukkhanirodhaṃに移し変えられ
たと主張する。それに対してNorman［1982: p. 378］は、パーリ聖典に-samudayo, -nirodho
も見られることから、異なる文脈で異なる性を持つことに疑問を呈している。Norman

［1982: p. 386］自身は、苦諦・苦集諦・苦滅諦をdukkha-m-ariya-saccaṃ, dukkha-samudaya-
m-ariya-saccaṃ, dukkha-nirodha-m-ariya-saccaṃと複合語で理解し、本来hiatusを避けるため
の-m-であったが（SWTF s.v. duḥkha-samudaya）、単語の誤った分割により現在の形になっ
ていると指摘する。Norman説を完全に否定することはできないが、Norman［1982: pp. 
390-391, n. 18］によって指摘されているように、dukkhaṃとariya-saccaṃの間にbhikkhave
が挿入されている碑文が存在し（塚本［1996: p. 913］を参照）、またDN 16 （Vol. II, p. 90））
にも、dukkhasamudayassa bhikkhave ariyasaccassaが見られる。さらに、dukkhasamudayaと
ariyasaccaのそれぞれに格語尾が現れる用例（PTC s.v. dukkha-samudaya）もあることから、
ここでは複合語としない。
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2. 1. samudeti
sam-ud-√iの派生語のほとんどはsamudayaであるが、僅かに動詞のsamudetiも

見られるので以下に挙げる。

・saññā yato ca samudeti （AN 4. 16 （Vol. II, p. 18））
・lobhā lobho ’va samudeti （AN 6. 39 （Vol. III, p. 338））
・dukkhan ti khandhe paṭipassa yoniso, yato ca dukkhaṃ samudeti taṃ jaha, idh’ 

eva dukkhassa karohi antaṃ … （Th 1116）

下線部を見れば分かるように、どの用例でも出現の起点（原因）が従格で表
されている。そのため、samudeti自体は「出現する」という意味だが、因果関
係を説く文脈で用いられていることが分かる。これらのうち、Th 1116は、苦
諦・苦集諦・苦滅諦を想起させ、前偈（Th 1115）で八聖道に関する記述も見
られることから、四聖諦に関する用例である。また、「このように、この世間
は出現する（samudayati）」８）という用例には従格は存在しないが、縁起説を
説く文脈にあることから、これも原因に基づいた出現を示している。このよう
に、samudetiが因果関係を説く文脈に見られる９）ことは、samudayaを理解する
上でも重要である。

2. 2. X-samudaya
四聖諦の文脈を離れて、X-samudayaという複合語の意味を明らかにする用例

が見られる。例えば、SN 12. 28 （Vol. II, pp. 43-45）には、「老いと死を理解する。
老いと死の出現（jarāmaraṇasamudaya）を理解する。老いと死の抑止を理解す
る。老いと死の抑止に至る実践道を理解する」10）とある。そこでは、縁起支

　　　　　　　　　　　　　　　　
８）	 SN 12. 49 （Vol. II, p. 78）.
９）	例外として、Paṭis （Vol. I, p. 58, 77, 78, 178）におけるnirodheti no samudetiは、因果関係を

説いていない。ただし、常にnoが前に付されており、no samudetiは「出現する」を意味し
ているわけではない。

10）	 SN 12. 28 （Vol. II, p. 43）.
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を四聖諦の体系に当てはめて、四つの事項を解説していることから、dukkha-

samudayaの意味を知る上でも重要な用例となる。それらのうち、老いと死の
出現は、jātisamudayā jarāmaraṇasamudayo（生まれの出現により、老いと死の出
現がある）と説明される。この場合のsamudayaを「原因」と解する余地はな
く、明らかに「出現」を意味している。そのため、四聖諦におけるsamudaya

も「出現」を意味している可能性が高い。さらに、jarāmaraṇasamudayoの前に
従格を用いて因果関係を表している点は、先述したsamudetiの用法とも一致
する。このような用法は、縁起支に関するもの11）だけではなく、五蘊12）や感
受13）（vedanā）についても説かれている。以上のことから、X-samudayaという
複合語は、Y-samudayā X-samudayoと説明されるように14）、どのようにしてX

が出現するのかを表現したものと言えるだろう15）。

３. dukkha-samudayaの用法

先に提示した用例のsamudayaを「出現」と訳したように、初期仏典に見ら
れるsamudayaは基本的に「出現」を意味する16）。また、samudayaはatthagama17）

（没滅）やvaya18）（離散）と対にして説かれることからも同様のことが言える。
以上のことを考慮すれば、dukkha-samudayaは「苦の出現」と理解されるのが
妥当であり、ここではそれを確認する。

　　　　　　　　　　　　　　　　
11）	 SN 12. 27 （Vol. II, pp. 42-43）, SN 12. 28 （Vol. II, pp. 43-45）.
12）	 SN 22. 56 （Vol. III, pp. 58-61）, SN 22. 57 （Vol. III, pp. 61-65）.
13）	 SN 36. 15-18 （Vol. IV, pp. 219-223）, SN 36. 23-25 （Vol. IV, pp. 232-234）.
14）	四聖諦とは関係しないが、四念処の出現（samudaya）と没滅（atthagama）を説明する用

例にも、Y-samudayā X-samudayoは見られる。Cf. SN 47. 42 （Vol. V, p. 184）.
15）	X-nirodhaの場合もこれと同じである。先に示したSN 12. 28 （Vol. II, p. 44）に見られる、

老いと死の抑止は、jātinirodhā jarāmaraṇanirodho（生まれの抑止により、老いと死の抑止が
ある）と説明され、X-nirodhaとはY-nirodhā X-nirodhoと説明されるように、どのようにし
てXが抑止されるのかを表現している。

16） 「原因」を意味する可能性があるsamudayaについては後述する。
17）	CPD s.v. attha-gama.
18）	DN 22 （Vol. II, pp. 290-315）, MN 10 （Vol. I, pp. 55-63）, SN 22. 126 （Vol. III, pp. 170-172）, SN 

47. 40 （Vol. V, p. 183）.
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3. 1. 四聖諦と関係しないdukkha-samudaya
dukkha-samudayaは四聖諦と関係しない場合にも用いられる。例えば、「…

喜びが生起する。喜びの出現により、苦の出現がある（… uppajjati nandi. 

nandisamudayā dukkhasamudayo）」19）があり、先述したX-samudayaの用例と同様、
samudayaは「出現」と訳されるべきである。

また、SN 42. 11 （Vol. IV, pp. 327-330）では、ある村長が世尊に、苦の出現
（dukkhassa samudaya）と没滅（atthagama）を示すように要請する。それに対し
て世尊は、過去や未来に関する苦の出現と没滅を示しても村長に疑いが生じる
だけとし、目の前に座っている村長のために具体的な例を用いながら解説して
いる。まず、世尊は、ウルヴェーラカッパにいる人々の殺害などによって、苦
が生じる場合と生じない場合があることの理由を村長に尋ねる。それに対して
村長は、欲と熱望（chandarāga）の有無をもって返答する。そして、世尊は以
下のように述べる。

SN 42. 11 （Vol. IV, p. 328. 21-27）
iminā tvaṃ gāmani dhammena diṭṭhena viditena akālikena pattena pariyogāḷhena 

atītānāgate nayaṃ nehi. yaṃ kho kiñci atītam addhānaṃ dukkham uppajjamānam 

uppajji20）sabbaṃ taṃ chandamūlakaṃ chandanidānaṃ. chando hi mūlaṃ 

dukkhassa. yam pi hi kiñci anāgatam addhānam dukkham uppajjamānam 

uppajjissati. sabbaṃ taṃ chandamūlakaṃ chandanidānaṃ. chando hi mūlaṃ 

dukkhassāti.

村長よ、あなたは、見られ、知られ、時によらず獲得され、完全に深入さ
れた、この教えによって、過去と未来について方法を導きなさい。確かに、
過去時に生起している時、生起した苦は何であれ、その全ては欲を根本と
し、欲を因とする。なぜなら、欲は苦の根本だからである。実に、未来時
に生起している時、生起することになる苦も何であれ、その全ては欲を根

　　　　　　　　　　　　　　　　
19）	MN 145 （Vol. III, p. 267）, SN 35. 64 （Vol. IV, p. 37）, SN 35. 88 （Vol. IV, p. 60）.
20）	Ee: uppajjati, Be, Se: uppajji.
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本とし、欲を因とする。なぜなら、欲は苦の根本だからである。

このように、「苦の出現（samudaya）」とは、欲に基づいた苦の生起のことである。
さらに、「原因」を表す語についてもsamudayaではなく、mūlaやnidānaが使わ
れている。

次に引用する資料においても、dukkha-samudayaは「苦の出現」を意味する
と考えられる。

SN 22. 44 （Vol. III, p. 44. 3-16）
katamā ca bhikkhave sakkāyasamudayagāminī paṭipadā. idha bhikkhave assutavā 

puthujjano ariyānam adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto 

sappurisānam adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto 

rūpam attato samanupassati rūpavantaṃ vā attānam attani vā rūpam rūpasmiṃ vā 

attānaṃ ...

ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyasamudayagāminī paṭipadā sakkāyasamudayagāminī 

paṭipadāti. iti idam bhikkhave vuccati dukkhasamudayagāminī samanupassanāti 

ayam evettha attho.

また、乞食修行者たちよ、存在している集合体（有身）の出現に至る道と
は何か。乞食修行者たちよ、ここで、〔教えを〕聞いていない凡夫が、聖
者たちを見ることなく、聖者たちの教えを熟知せず、聖者たちの教えに導
かれておらず、正しい人々を見ることなく、正しい人々の教えを熟知せず、
正しい人々の教えに導かれておらず、形態を自己として観察する。あるい
は自己が形態を持つと〔観察する〕。あるいは自己に形態があると〔観察
する〕。あるいは形態に自己があると〔観察する〕。…
乞食修行者たちよ、これが「存在している集合体の出現に至る道、存在し
ている集合体の出現に至る道」と言われる。このように、乞食修行者たち
よ、このことが「苦の出現に至る観察」と言われる。まさにこれが、この
場合における意味である。
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ここでは、下線部を「苦の出現に至る観察」と見做すのが自然である。下
線部のフレーズは、別の箇所21）でも苦が生じる契機となっており、dukkha-

samudayaは「苦の出現」を意味していると言えるだろう。仮に「苦の原因に
至る観察」と訳せば、「苦の原因」自体が曖昧となるだけでなく、このあとに「苦
の抑止に至る観察（dukkhanirodhagāminī samanupassanā）」として下線部の否定

（〜と観察しない）が説かれるが、それとの組み合わせを考えても整合性がと
れない。

3. 2. 四聖諦と関係するdukkha-samudaya
次に四聖諦と関係する用例を確認する。四聖諦への言及は、散文資料だけ

ではなく韻文資料にも見られ22）、dukkha-samudayaに関する用例23）も存在する。
さらに韻文資料において重要なことは、韻律の要請によるからか、苦集諦に相
当する部分にsamudaya以外の語も用いている点であり、dukkhassa sambhava24）

（苦の生成）やdukkhasamuppāda25）（苦の生起）が確認される。それによって、
sambhavaやsamuppādaがsamudayaと同義であることが窺える。管見によれば、
sambhavaやsamuppādaは「生起」を表す語であり、「原因」を意味する明らか
な用例は見出せない26）。それゆえ、韻文資料という視座からも、四聖諦におけ

　　　　　　　　　　　　　　　　
21） SN 22. 1 （Vol. III, p. 3）, SN 22. 43 （Vol. III, p. 42）.
22）	並川［2020］は、最古と言われるSn第五章の用例調査を通して、四聖諦の原形と呼べる

ものが既に説かれていることを指摘し、最古層以外の韻文資料にも言及することで、四聖
諦という教理が確立していく過程を読み取っている。

23）	Th 492, Thī 215.
24）	 Sn 724, 726, It 103 （p. 106）.
25）	Dhp 191, Th 1259, Thī 186, 193, 310, 321, It 24 （p. 17）.
26）	 sambhavaについては、渇望（taṇhā）との関わりも韻文資料に見られる。

 Sn 741
etam ādīnavaṃ ñatvā taṇhā1） dukkhassa sambhavaṃ
vītataṇho anādāno sato bhikkhu paribbaje.
渇望による苦の生成というこの災いを知って、
渇望を離れた状態で、取り込もうとせず、自覚した状態で、乞食修行者は遍歴すべき
である。
1） Ee: taṇhā, Be, Se: taṇhaṃ.

　下線部の taṇhāについては、Norman［1992: p. 291］が指摘しているように、taṇhāyaの
短縮形と理解するのが妥当であろう。しかし、1）の註を見ても分かるようにtaṇhaṃとい
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るsamudayaは「出現」を意味していると言えるだろう27）。
散文資料では、はじめに挙げたdukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ以外にも、四

聖諦に関する用例として、dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃのように、
dukkhaが付されずsamudayaが単独で現れる場合28）や、ayaṃ dukkhasamudayo

（これが苦の出現である）のように、男性名詞として用いられる場合29）もあ
る。また、DN 22 （Vol. II, pp. 304-313）は、「『これが苦の出現である（ayaṃ 

dukkhasamudayo）』とあるがままに理解する」と述べながらも、それを解説す
る場面になると、渇望（taṇhā）に言及するためと思われるが「…苦の出現を
もたらすものである、聖者にとっての現実（dukkhasamudayaṃ30）	ariyasaccaṃ）
とは何か」のように、名詞ではなく形容詞としてのdukkha-samudayaを用いて
いる。このように、一つの経にdukkha-samudayaの二種の用法が見られる場合
もあるが、dukkha-samudaya自体が「苦の出現」を意味しているからこその使
い分けとも言えるだろう。

４．「原因」と理解し得るsamudaya

ここまで、samudayaが「出現」を意味する用例を概観し、dukkha-samudaya

を「苦の出現」と訳すことの妥当性を確認したが、苦集諦が渇望（taṇhā）で

　　　　　　　　　　　　　　　　
う異読も存在する。仮にtaṇhaṃで読む場合、「渇望」が「苦のsambhava」ということにな
るため、sambhavaが「原因」を意味する可能性も考慮すべきである（村上・及川［1988: 
p. 517］は、「『渇愛が苦の発生するもとである』と、この煩い（過患）を知って…」と訳
す）。ただし、Sn 741を含むDvayatānupassanāsutta （pp. 139-149）には、sambhavaが他にも
確認され、基本的に「原因」ではなく「生成」を意味していることから、Sn 741について
もEeの読みに従って理解した。因みに、Sn-a 741 （Vol. II, p. 507）は、etam ādīnavaṃ ñatvā 
taṇhā dukkhassa sambhavan ti etaṃ dukkhassa sambhavaṃ taṇhāya ādīnavaṃ ñatvāと註釈しており、
taṇhāをtaṇhāyaと説明している。

27）	四聖諦に関するThī 158には、hetutaṇhā（原因である渇望）という語が見られるが、「原因」
を表す語として用いているのはsamudayaではなくhetuである。

28）	 PTC s.v. dukkha.
29）	 PTC s.v. dukkha-samudaya.
30）	Ee, Be: dukkhasamudayaṃ, Se: dukkhasamudayo. ただし、Seの読みについては、Weller
［1940: p. 73］によると、全ての写本の伝承に反してdukkhasamudayoと変更されたようであ
る（Norman［1982: p. 378］を参照）。
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あることから「苦の原因」と理解されることも多い。その問題は、はじめに示
したようにdukkha-samudayaを形容詞と見ることで解消されるのであるが、そ
れだけでは説明がつかず、samudayaを「原因」と見做すべき用例も見受けられる。
ここでは、そのような特異な事例を取り上げて考察する。

4. 1. dukkha-samudayaが渇望（taṇhā）を表す用例
MN 9 （Vol. I, pp. 46-55）には、様々な術語を四聖諦の体系に当てはめた説明

が見られる。具体的には、（1）摂取（āhāra）、（2）苦（dukkha）、（3）〜（14）
十二支縁起説の各支分、（15）漏入（āsava）の十五項目にわたって説かれて
いる。それらのうち（2）が四聖諦に関連するものであり、そこにはkatamo 

c’ āvuso dukkhasamudayo. yā ’yaṃ taṇhā …, ayaṃ vuccat’ āvuso dukkhasamudayo31）

（また、友よ、苦のsamudayaとは何か。…この渇望である。友よ、これが
苦のsamudayaと言われる）とある。先述したDN 22の用例には、katamañ ca 

bhikkhave dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ32）（また、乞食修行者たちよ、苦の出
現をもたらすものである、聖者にとっての現実とは何か）とあり、dukkha-

samudayaはariyasaccaを修飾している。DN 22のような質問の仕方が見られる
にもかかわらず、ここの用例では、十五項目とも常に「X-samudayaとは何か」
という形式をとるためか、（2）のように明らかに四聖諦を意識している箇所で
もariyasaccaのような被修飾語がない。結果として、「苦のsamudaya」が渇望と
いうことになり33）、samudayaを「出現」と訳すよりも「原因」と訳した方が文
脈には合う。ただし、（2）以外のsamudayaの説明は、先述したX-samudayaと
同じく、Y-samudayā X-samudayoの形式をとり（例えば（1）の場合：「渇望の
出現により、摂取の出現がある（taṇhāsamudayā āhārasamudayo）」）、samudaya

は「出現」を表す34）ため、（2）のsamudayaのみ「原因」と理解することになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
31）	MN 9 （Vol. I, pp. 48-49）.
32）	DN 22 （Vol. II, p. 308）.
33） 同様の用例として、SN 22. 104 （Vol. III, pp. 158-159）がある。また、sakkāya-samudayaが

渇望を表す用例もあり、MN 44 （Vol. I, p. 299）, SN 22. 105 （Vol. III, p. 159）に見られる。
34）	Ñāṇamoli & Bodhi［1995: pp. 132-144］は、「X-samudayaとは何か」という質問における

samudayaを“origin”とし、Y-samudayā X-samudayoと答える際のsamudayaを“arising”として
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そこで視点を変えて、（2）の苦滅諦に相当する箇所を見ると、katamo c’ āvuso 

dukkhanirodho. yo tassā yeva taṇhāya asesavirāganirodho …, ayaṃ vuccat’ āvuso 

dukkhanirodho（また、友よ、苦の抑止とは何か。まさにその渇望を、残りなく
褪せさせ抑止すること…、友よ、これが苦の抑止と言われる）とあり、「渇望
の抑止」を「苦の抑止」と見做していることが読み取れる。しかし、この理解
は（2）以外のX-nirodhaの説明としてY-nirodhā X-nirodho（Yの抑止により、X

の抑止がある）とあるように、因果関係で説かれていることと一致しない。同
様に、縁起説において「渇望の抑止」による「苦の抑止」が説かれていることや、
苦滅諦としてdukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ（苦の抑止をもたらすものである、聖
者にとっての現実）と説かれることとも合わない。そのため、samudayaのみ「原
因」と理解すればよいというわけでもない。

4. 2. 「〈原因〉は〈結果〉である」という表現
以上のような問題に対処する他の見方として、「〈原因〉は〈結果〉である」

という表現が可能であることにも留意しておく必要がある。既に指摘されてい
るように、「身体が古い業である」ということを説く資料35）では、〈結果〉を
表現するために〈原因〉の語として「古い業」を用いている36）。他にも、「…

私は、意思（cetanā）を業と主張する。意思してから（cetayitvā）、身体によっ
て、言葉によって、意によって、業をなす」37）という業に関する説明があるが、
ここでも「意思」を「業」と見做しながら、そこには時間的な前後関係が存在
している。さらに、「…感受の抑止とは何か。…接触の抑止が感受の抑止であ

　　　　　　　　　　　　　　　　
訳し分けている。また、この資料に対応するMĀc 29 （T01. 462）には、（2）のsamudayaに
相当する説明として「云何知苦習如眞。謂因老死便有苦。是謂知苦習如眞」とある。この
説明は他の項目と同じ方法をとっており一貫性があると言えるが、四聖諦の説明として
は一般的ではない。一方、他のパラレル（NidSa(Ch/F) 23 （pp. 184-196）, SĀc 344 （T02. 94-
95））では、（1）と（2）のsamudayaを渇望とし、それ以外の項目はX-samudayaと同じ形式
で説明する。梵漢の比較については、Chung & Fukita［2011: pp. 249-263］を参照。

35）	 SN 12. 37 （Vol. II, pp. 64-65）.
36）	舟橋［1972］［1974］、藤田［1979: pp. 131-144］を参照。また、「〈原因〉は〈結果〉であ

る」という表現を扱った最近の研究として、吹田［2020］がある。
37）	AN 6. 63 （Vol. III, p. 415）.
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る（phassanirodho38）... vedanānirodho）」39）という用例も見られる。縁起説では、
接触の抑止と感受の抑止との間には因果関係が確認されることから、同じく「〈原
因〉は〈結果〉である」を示唆する表現となっている。このような事例と同じ
ように、先に考察したMN 9も「苦の出現」を「渇望」と、「苦の抑止」を「渇
望の抑止」と表現していた可能性があり、以下にそれに関する資料を挙げる。

SN 22. 22 （Vol. III, pp. 25. 17-26. 7）
bhāraṃ ca vo bhikkhave desissāmi bhārahāraṃ ca bhārādānaṃ ca 

bhāranikkhepanañ ca tam suṇātha.

katamo ca40） bhikkhave bhāro. pañcupādānakkhandhā tissa vacanīyaṃ ... ayaṃ 

vuccati bhikkhave bhāro.

katamo ca bhikkhave bhārahāro. puggalo tissa vacanīyaṃ ... ayaṃ vuccati 

bhikkhave bhārahāro.

katamaṃ ca bhikkhave bhārādānaṃ. yāyam taṇhā ponobhavikā nandirāgasahagatā 

tatratatrābhinandinī seyyathīdaṃ kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā idaṃ 

vuccati bhikkhave bhārādānaṃ.

katamañ ca bhikkhave bhāranikkhepanaṃ. yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho 

cāgo paṭinissaggo mutti anālayo idaṃ vuccati bhikkhave bhāranikkhepanan41）	…
乞食修行者たちよ、私はあなたたちに、荷物と、荷物を運ぶ者と、荷物を
取り込むことと、荷物を下ろすことを示すだろう。それを聞きなさい。
乞食修行者たちよ、荷物とは何か。「五つの執着の〔対象となる〕構成要
素（五取蘊）である」と言われることになるだろう。…乞食修行者たちよ、
これが荷物と言われる。
また、乞食修行者たちよ、荷物を運ぶ者とは何か。「人である」と言われ
ることになるだろう。…乞食修行者たちよ、これが荷物を運ぶ者と言われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
38）	Ee, Be: phassanirodho, Se: phassanirodhā.
39）	AN 6. 63 （Vol. III, p. 412）.
40）	Ee: omit, Be, Se: add ca.
41）	Ee: -nikkhepaṇan, Be, Se: -nikkhepanan.
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また、乞食修行者たちよ、荷物を取り込むこととは何か。再度の生存をも
たらし、喜びと熱望を伴っており、あちこちで歓喜する、この渇望である。
すなわち、欲望の対象に対する渇望、生存に対する渇望、非生存に対する
渇望である。乞食修行者たちよ、これが荷物を取り込むことと言われる。
また、乞食修行者たちよ、荷物を下ろすこととは何か。まさにその渇望を、
残りなく褪せさせ抑止すること、捨て去ること、放棄すること、解き放す
こと、よりかからないことである。乞食修行者たちよ、これが荷物を下ろ
すことと言われる…

ここでは、五取蘊を荷物（bhāra）に喩えることに始まり、四つの喩えが説
明されている。問題となる箇所は、後半の「荷物を取り込むこと」と「荷物を
下ろすこと」である。ここには、四聖諦のように「苦の出現」と「苦の抑止」
という語は見られないが、それぞれの下線部は、苦集諦と苦滅諦の説明と全く
同じである42）。そのため、「荷物を取り込むこと」が「苦の出現」に、「荷物を
下ろすこと」が「苦の抑止」に対応していると思われる。そのことは、上の引
用文の後に、韻文で「荷物を取り込むこと」が苦（dukkha）であり、「荷物を
下ろすこと」が楽（sukha）であると説かれていることから確認できる43）。以
上のことを考慮すれば、上記の引用箇所では、〈結果〉である「荷物を取り込
むこと」を表現するために、〈原因〉である「渇望」44）を用いていると言える
だろう45）。したがって、「苦の出現」を「渇望」と表現していた46）可能性にも
留意しておかなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　
42）	Vism （p. 512）では、「荷物」を苦諦、「荷物を取り込むこと」を集諦、「荷物を下ろ

すこと」を滅諦と見做し、さらに、パーリ聖典には見られない「荷物を下ろす方法
（bhāranikkhepanupāya）」を加えて、道諦としている。

43）	Uv 30. 32, CPS 1. 11 （p. 78）にも同内容の韻文が見られる。
44）	 SN 22. 31 （Vol. III, p. 32）には、五蘊の根本（mūla）として、渇望（taṇhā）が説かれている。
45）	こ の こ と は、 註 釈 を 参 照 し て も 同 様 で あ る。SN-a 22. 22 （Vol. II, p. 264） に は、
bhārādānan ti, bhāra-gahaṇaṃ. taṇhāya hi esa bhāraṃ ādiyati（荷物を取り込むこととは、荷物
を掴むことである。なぜなら、渇望によって、この者は荷物を取り込むからである）とあ
り、「渇望」と「荷物を取り込むこと」が因果関係にあることが分かる。また、対応する
漢訳資料の一つであるEĀc 25. 4 （T02. 631）には、「彼云何名爲擔因緣。所謂擔因緣者。愛
著因緣是。與欲共倶心不遠離。是謂名爲擔因緣」とあり、bhārādānaに相当する語として、「擔
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さらに、参考になる用例としてMN 78を取り上げる。MN 78 （Vol. II, p. 25）には、
「これらは善くない生活習慣（akusalasīla）である」「諸々の善くない生活習慣
はここから現出する（itosamuṭṭhāna）」「諸々の善くない生活習慣はここで残り
なく抑止される（nirujjhanti）」「このように実践した者（paṭipanna）は、諸々の
善くない生活習慣の抑止のために実践した者となる」とあり、「善くない生活
習慣」を四聖諦の体系に当てはめ、それぞれが「知られるべきである（veditabba）」
とある。これ以降、四つの項目を説明していくが、そのうち二つ目の説明を引
用する。

MN 78 （Vol. II, p. 26. 12-16）
ime ca, thapati, akusalasīlā kiṃsamuṭṭhānā? samuṭṭhānam pi nesaṃ vuttaṃ. 

cittasamuṭṭhānā ti ’ssa vacanīyam. katamaṃ cittaṃ? cittam pi hi bahu 

anekavidhaṃ nānappakārakaṃ yaṃ cittaṃ47）	 sarāgaṃ sadosaṃ samohaṃ, 

itosamuṭṭhānā akusalasīlā.

また、棟梁よ、これらの善くない生活習慣は何から現出するのか。それら
の現出も言われている。「〔それらは〕心から現出する」と言われることに
なるだろう。心とは何か。実に心も、多く、多種であり、異なる種類のも
のである。心は、熱望を伴い、嫌悪を伴い、迷妄を伴うが、諸々の善くな
い生活習慣はここから現出する。

まず、「…ここから現出する（itosamuṭṭhāna）」とあることから、四聖諦で言
うところのsamudayaに相当すると思われるsamuṭṭhānaは、「原因」ではなく「現
出」である。ただし、下線部が問うているのは起点となる「心」であり、この
　　　　　　　　　　　　　　　　

因緣」が確認される。ここでは、「愛著」が「擔」の因縁であることを示している。ただし、
その他のパラレルに、SĀc 73 （T02. 19）:「取擔」、AKUp （Thu 132a7, Nyu 85b4）: khur len 
pa（Cf. 本庄［2014: pp. 903-904］）とあるように、SN 22. 22の「荷物を取り込むこと」に対
応する資料の方が一般的である。

46） SN 26 （Vol. III, pp. 228-231）には、様々な術語の生起（uppāda）などが苦の生起と説かれ
ており、術語と苦の間に因果関係は認められない。そして、それらの術語の一つとして渇
望も挙げられている（Cf. SN 26. 8）。

47）	Ee: sacittaṃ, Be, Se: yaṃ cittaṃ.
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項目では「原因」の部分を詳細に論じることが主な目的である。
以上のことから、dukkha-samudayaとして「渇望」に言及している場合、必

ずしも「苦の原因」と訳す必要はなく、「苦の出現」のままで意味をなしてい
たとも考えられる。ここでは「苦の出現」と訳す可能性について言及したが、
後述するように「原因」を意味するsamudayaも確認されるため、両方の可能
性を想定しておく必要がある。いずれにしても、このような両解釈が許される
用例を契機としてdukkha-samudayaに「苦の原因」という語義が付された可能
性がある。

4. 3. 縁起説とsamudaya
ここまで、四聖諦に関する資料を中心にdukkha-samudayaの用例を概観したが、

縁起説を説く資料からもdukkha-samudayaの用法を確認することができる。そ
の中でも、samudayaを「原因」と理解し得る資料としてSN 12. 43 （Vol. II, pp. 

71-73）がある。そこには苦のsamudayaと没滅（atthaṅgama）が示されており、
そのうち苦のsamudayaに関しては、「…苦のsamudayaとは何か。眼と諸々の色
形に縁って、眼による識別作用が生起する。三つの集合が接触である。接触を
縁とすることにより、感受が〔生じる〕。感受を縁とすることにより、渇望が〔生
じる〕。乞食修行者たちよ、確かにこれが苦のsamudayaである」と説かれてい
る。この場合、苦のsamudayaが表しているのは、渇望が生じるまでの過程で
ある。縁起説では、渇望によって苦が生じることから、ここでのsamudayaは「原
因」と訳し得る。ただし、関連する漢訳資料48）には、「苦集道跡」と「苦滅道
跡」を説くとあり、「三事和合觸」を起点とする縁起説を説いている。そのため、

「苦集道跡」が指す内容は、どのようにして苦が出現するのかを示したもので
あり、接触から渇望に至るまでの因果関係のみを説くSN 12. 43の内容とは異なっ
ている。先述（4. 2.）したように、「渇望」を「苦の出現」と呼べる可能性が
あることや、没滅（atthaṅgama）と対になっていることから、SN 12. 43におけ
る苦のsamudayaを「苦の出現」と理解することもできる。さらに、SN 12. 43

　　　　　　　　　　　　　　　　
48）	 SĀc 218 （T02. 54-55）.
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の註釈では、samudayaをnibbatti（生起）と解釈している49）ことから、少なく
とも註釈は、渇望が生じるまでの過程を示す苦のsamudayaを「苦の出現」と
理解していたことになる。

4. 4. 「原因」を意味するsamudaya
はじめに紹介したように、dukkha-samudayaの「苦の出現をもたらす」と

いう形容詞的用法が契機となって、samudayaが「原因」という意味を持つよ
うになった可能性がある。それに加えて本稿では、既に示したように、苦の
samudayaが渇望や渇望が生じる過程と見做される事例（4. 1., 4. 3.）があり、そ
れによってsamudayaが「原因」の役割を担うようになった可能性についても
指摘しておく。しかし、そのような場合であっても、4. 2.で考察したように、
samudayaが明確に「原因」を意味しているとまでは言えない。

そこで、明確に「原因」を意味するsamudayaとして、DN 15に見られる九支
縁起説の説明を取り上げる。そこには縁起支間の説明が見られ、例えば、「生
まれを縁とすることにより、老いと死が〔生じる〕」を解説する箇所には、「…

まさにこれが、老いと死の原因（hetu）であり、これが因（nidāna）であり、
これが samudayaであり、これが縁（paccaya）である。すなわち生まれで
ある」50）とある。ここでのsamudayaは、併記される他の語を考慮すれば、「原
因」と理解するのが妥当であろう。このように、初期仏典においてもsamudaya

を「原因」と理解すべき用例が存在するが、今回の調査では、縁起説に関す
るこの用例しか見出すことができなかった。縁起説に見られるsamudayaで

「原因」と理解し得る用例については4. 3.でも確認したが、初期仏典には「…
このように、この苦の集まり全体の出現が生じる（... evam etassa kevalassa 

dukkhakkhandhassa samudayo hoti）」51）という縁起説の定型句も見られる。その
ため、samudayaが「原因」という意味を持つようになる背景に、因果関係を
説く縁起説の存在も考慮しておく必要があるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　
49） SN-a 12. 43 （Vol. II, p. 74）.
50）	DN 15 （Vol. II, p. 57）.
51）	 PTC s.v. dukkha-kkhandha.
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尚、苦集諦のsamudayaが「原因」を表す明確な用例となると、『分別論
（Vibhaṅga）』52）、『清浄道論（Visuddhimagga）』53）、註釈文献54）など、後の資料
によらなければならない。

５．おわりに

本稿では、従来「苦の原因」と説明されていたdukkha-samudayaの意味を明
らかにするために、samudayaの用例を中心に調査した。考察の結果を以下に
まとめ、さらに本研究の意義についても言及しておく。

samudayaの基本的な意味は「出現」であり、因果関係を説く文脈で使われ
ている（2. 1.）。また、X-samudayaという複合語はY-samudayā X-samudayoと説
明されることから、samudayaは「原因」ではなく「出現」である（2. 2.）。そ
のため、dukkha-samudayaも基本的に「苦の出現」と訳すべきである（3.）。そ
の一方で、dukkha-samudayaが「渇望」を指す事例も存在し、その場合「苦の
原因」と訳し得る（4. 1., 4. 3.）。しかし、「〈原因〉は〈結果〉である」という
表現が可能であることから、「苦の出現」のまま理解されていた可能性も残す（4. 

　　　　　　　　　　　　　　　　
52）	Vibh （p. 115. 13）

samudayasaccaṃ hetu …
samudayaという現実は原因である…

53）	Vism （p. 495. 1-6）
saṃ iti ca ayaṃ saddo samāgamo sametan ti ādisu saṃyogaṃ dīpeti. u iti ayaṃ uppannaṃ uditan 
ti ādisu uppattiṃ. aya-saddo kāraṇaṃ dīpeti. idañ cāpi dutiyasaccaṃ avasesapaccayasamāyoge 
sati dukkhass’ uppattikāraṇaṃ. iti dukkhassa saṃyoge uppattikāraṇattā dukkhasamudayan ti 
vuccati.
また、saṃというこの音は、「集合」「集まっていること」ということ等における結合
を明示する。uというこの〔音〕は、「生起していること」「上昇していること」とい
うこと等における生起を〔明示する〕。ayaという音は、根拠を明示する。そしてまた、
この第二の現実は、残りの縁の連結が存在している時、苦の生起の根拠である。この
ように、結合において、苦の生起の根拠であることから、苦のsamudayaと言われる。

54）	 Sn-a 170 （Vol. I, p. 212. 8-9）
samudayasaccaṃ pana tassa kāraṇabhāvena gahitam eva hoti.
ところで、samudayaという現実は、それ（苦）の根拠であるという点で、まさに把握
されたものとなる。
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2.）。samudayaが「原因」を意味する用例として、縁起説に関する資料を挙げ
たが、dukkha-samudayaのsamudayaが明確に「原因」を意味する用例は、初期
仏典中には確認されない（4. 4.）。以上のことから、dukkha-samudayaが「苦の
原因」と理解されるようになった理由として想定されるのは、はじめに紹介し
たdukkha-samudayaの「苦の出現をもたらす」という形容詞的用法に加えて、4.で
考察したようなdukkha-samudayaが「渇望」を指す事例や、縁起説に見られる
samudayaの用法などが挙げられるだろう。

縁起説は、仏教の根本思想であり因果関係を説くものであると屡々言われる。
さらに、「原因」を表す語が、初期仏典にはいくつも確認され、それらは同義
語であるかのように扱われている55）。それら自体は何ら否定されるべきではな
いが、因果関係が説かれているということと、「原因」という語が定着してい
るということは、本来区別しておく必要がある。なぜなら、「AはBの原因であ
る」という表現は、「AによってBが生じる（存在する）」という事象が先にあり、
それを客観的に分析した結果導き出されるものに他ならず、その逆ではないか
らである。そのため、「原因」を表す語が多様化し、それらが定着するのは遅
れることになると推察される。そして、筆者はその変遷が初期仏典中に見られ
ると考えているため、それを解明する足掛かりとして、今回dukkha-samudaya

を取り扱った。本稿で考察したsamudayaのように、本来は「原因」を意味し
ないと思われる語が、語法や教理などから影響を受けて、結果的に「原因」と
見做されるようになる事例は他にもあると考えられ、引き続き「原因」を表す
語を調査していきたい。

【略号表】
AKUp  Abhidharmakoṣopāyikā nāma Ṭīkā, Otani No. 5595; Tohoku No. 4094.
AN  Aṅguttara-Nikāya, PTS.
CPD  D. Andersen et al., A Critical Pāli Dictionary, Copenhagen, 1924 ff.
CPS  Catuṣpariṣatsūtra, E. Waldschmidt （ed.）, Das Catuṣpariṣatsūtra: Eine kanonische  

 Lehrschrift über die Begründung der buddhistischen Gemeinde, Text in Sanskrit und 
  Tibetisch, verglichen mit dem Pāli nebst einer Übersetzung der chinesischen Entsprechung 

　　　　　　　　　　　　　　　　
55）	藤田［1978: pp. 89-94］を参照。
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 1962.

Dhp  Dhammapada, PTS.
DN  Dīgha-Nikāya, PTS.
EĀc  瞿曇僧伽提婆譯『増壹阿含經』　T02（No. 125）.
It  Itivuttaka, PTS.
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Paṭis  Paṭisambhidāmagga, PTS.
PTC  F. L. Woodward et al., Pāli Tipitakaṃ Concordance, London, 1952 ff.
PTS  Pali Text Society.
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SN   Saṃyutta-Nikāya, PTS.
Sn	 	 Suttanipāta, PTS.
SN-a  Saṃyuttanikāya-Aṭṭhakathā （Sāratthappakāsinī）, PTS.
Sn-a  Suttanipāta-Aṭṭhakathā （Paramatthajotikā）, PTS.
SWTF  H. Bechert et al., Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan- 

 Funden, Göttingen, 1973 ff.
T                 大正新脩大蔵経.
Th  Theragāthā, PTS.
Thī  Therīgāthā, PTS.
Utt  Uttarajjhāyā, J. Charpentier （ed.）, The Uttarādhyayanasūtra being the first Mūlasūtra  

 of the Svetāmbara Jains （Indian repr.）, New Delhi: Ajay Book Service, 1980.
Uv  Udānavarga, F. Bernhard （ed.）, Udānavarga, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  

 1965.
Vibh  Vibhaṅga, PTS.
Vin  Vinaya, PTS.
Vism  Visuddhimagga, PTS.
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１　はじめに

かつて筆者は般舟三昧と仏随念の関係について考察し、その実践は仏をanu-

Smṛ（随念）するのではなく、manasi-Kṛ（作意）するよう説かれると明らかに
した（吹田2016）。その際には「作意」ではなく「思念」という訳語を用いたが、
いずれの訳語であれ検討の余地を残している。一般的にmanasi-Kṛは思考や注
意を表す語である。例えば、前者は「如理作意」（yoniso manasikāra）という
言葉に、後者は経典に見る「よく注意せよ」（sādhukaṃ manasikarohi）という
定型句に代表される。しかし、Deleanu（2006, 468–470. fn. 6）が指摘するよう
に、manas（i）-Kṛは多義的（polysemic）な語であり、一般的な訳語があては
まらない場合がある。般舟三昧の場合もこれに該当し、前述の「作意」や「思
念」などの訳語を用いると、その意味するところが十分に表現されない。適切
な訳語を考察することは般舟三昧の具体的な内容を知る上で不可欠となる。そ
こで本稿では、般舟三昧の実践に用いられるmanasi-Kṛをどのような意味で理
解すべきか検討を加える。

２　経典などにみるmanasi-Kṛの用例

本題に入る前に、パーリ聖典やアビダルマ論書に説かれるmanasi-Kṛについ
て概観しておく。manasi-Kṛには「思惟」あるいは「注意」といった訳語が想
定される。以降では本題の考察に先立って、それらの用例を確認する。まず最

manasi-Kṛの意味について
―般舟三昧の実践に用いられる場合―

吹　田　隆　徳
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初にパーリ聖典における用例から確認する。以下では和訳と原文とを併記する
が、先行訳の確認も兼ねて、和訳部分を引用している場合がある。その際には
訳の最後に出典を明記してある。

２．１　思考を表す用例

比丘たちよ、私が悟りを開く前、未だ悟りを開いていない菩薩であったとき、
次のように考えた。「本当に、この世間の人々は苦に陥っている。生まれ、
老い、死に、死没し、再生する。しかもこの苦を、老死を脱することを知
らない。いったいいつこの苦を、老死を脱することを知るであろうか」と。
比丘たちよ、そのときわたしは考えた。「何があるとき、老死があるのか。
何を縁として老死があるのか」と。比丘たちよ、そのとき、わたしに正し
い考察と智慧とによって明らかな洞察が生じた。「生があるとき老死がある。
生を縁として老死がある」と。　　　　　　　　  （浪花 2012, 35, 10–16）.
pubbe va me bhikkhave, sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattasseva 

sato etad ahosi kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jīyati ca mīyati ca 

cavati ca uppajjati ca. atha ca pan' imassa dukkhassa nissaraṇaṃ nappajānāti 

jarāmaraṇassa. kudassu nāma imassa dukkhassa nissaraṇaṃ paññāyissati 

jarāmaraṇassāti. tassa mayhaṃ bhikkhave etad ahosi kimhi nu kho sati 

jarāmaraṇaṃ hoti. kimpaccayā jarāmaraṇan ti. tassa mayhaṃ bhikkhave, 

yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo jātiyā kho sati jarāmaraṇaṃ hoti. 

jātipaccayā jarāmaraṇan ti.                                                SN2 10, 3–13.

ここに取り上げたのはyoniso manasikāraという用例であり、引用した浪花
訳では「正しい考察」という訳語があてられている。この他の先行訳として、
片山訳は「正しく思惟し、」と訳す１）。英訳としては、ボーディ訳は"careful 
　　　　　　　　　　　　　　　　
１） 片山 2014, 94, 10.



─　127　─

manasi-Kṛの意味について

attention"とするものの２）、リス・デヴィッツ訳では"thinking according to law"と
なっている３）。さらに同じ文脈が『ディーガニカーヤ』にも登場するが４）、岡
野訳ではその箇所を「根源的に思惟すると、」と訳している５）。

老死の原因を追究するブッダの適切な思惟と智慧によって「生があるとき老
死がある」云々と目の当たりにしたのであるから、先行訳が「考察」や「思惟」
という訳語で示しているように、この場合のmanasi-Kṛは思考を表していると
考えられる。さらに『ミリンダパンハー』を参照すると、

「大王よ、麦を刈る者が左手で麦の束を掴んで、右手で鎌を掴んでから、
鎌によって〔麦の束〕を断つように、大王よ、まさにそのように、瞑想を
行う者はmanasikāraによって心に属するものを掴んでから、智慧によって
諸々の煩悩を断ちます。このように、大王よ、掴むことを特性とするのが
manasikāraであり、断ち切ることを特性とするのが智慧です」
yathā mahārāja yavalāvako vāmena hatthena yavakalāpaṃ gahetvā dakkhiṇena 

hatthena dāttaṃ gahetvā dāttena chindati evam eva kho mahārāja yogāvacaro 

manasikārena mānasaṃ gahetvā paññāya kilese chindati. evaṃ kho mahārāja 

gahaṇalakkhaṇo６） manasikāro evaṃ chedanalakkhaṇā paññā ti. 　　Mil 33, 4–9.

このようにmanasikāraとpaññāの関係にかんするナーガセーナの解説があり、
manasikāraとは「掴むことを特性とする」（gahaṇalakkhaṇo）と説明されている。
ここに「心に属するものを掴んで」（mānasaṃ gahetvā）というのは、外界にあ
る物理的なものを掴むのではなく、いわば頭の中で何かを掴もうとする作用を
説明しようとして言っているのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　
２） Bodhi 2000, 537, 15.
３） Davids 1922, 6 12–13.
４） DN2, 30, 23–31, 9.
５） 岡野 2003, 41, 2–3.
６） トレンクナー本（Mil 33, 8–9）ではūhanalakkhaṇoとある。しかしこの譬えが麦を刈る動

作を採用するのは、麦や鎌を掴む行為（Grah）をmanasikāraの特性として示さんがためと
考えるべきであるから、ここはシャム本の読み（gahaṇalakkhaṇo）にしたがって読む。cf. 
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これを先の用例に当てはめて考えると、原文で言うyoniso manasikārā（具格）
からpaññāya（具格）の間にも段階が想定され、前者は答えを掴むべく適切に
思考を巡らせる段階を示していると考えられる。そして、このようであれば、
原文のyoniso manasikārāとpaññāyaは「適切な思惟と智慧によって」と並列で
理解するのではなく、「適切な思惟を通じて、智慧による」と理解して、「生が
あるとき老死がある。生を縁として老死がある」と、ブッダが目の当たりにす
るまでを段階付けて考えることもできる７）。

２．２　注意を表す用例
次に確認するのはmanasi-Kṛが注意を表す用例である。特にブッダが教えを

説く前の定型句は数も多く、我々にも馴染みのあるものとなっている。

ゴータマさん、私は人を賤しい人とする条件をも知っていないのです。ど
うか、わたくしが賤しい人を賤しい人とさせる条件を知り得るように、ゴー
タマさんはわたくしにその定めを説いてください。
バラモンよ、ではお聞きなさい。よく注意なさい。わたくしは説きましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

（中村 1963, 32–33）.
na khv āhaṃ bho gotama jānāmi vasalaṃ vā vasalakaraṇe vā dhamme. sādhu 

me bhavaṃ gotamo tathā dhammaṃ desetu yathāhaṃ jāneyyaṃ vasalaṃ vā 

vasalakaraṇe vā dhammeti. tena hi brāhmaṇa suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhā

sissāmīti.         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    Sn 21, 16–20.

この定型句は、パーリ語ではsādhukaṃ manasi-Kṛ bhāsissāmiとなっているが、
サンスクリット語ではsādhu ca suṣṭhu ca manasi-Kṛ bhaṣiṣyeと説かれる。引用し
　　　　　　　　　　　　　　　　
　中村 1963 104, fn. 31, BK-III, 102.
７） 本文中に挙げた先行訳の内、ボーディ訳はそのように理解する（"through careful attention 

there took place in me a breakthrough by wisdom": Bodhi 2000, 537, 16–17）。また如理作意（yoniso 
manasikāra）と智慧（paññā）と現観（abhisamaya）の関係性についても言及しており（cf. 
Bodhi 2000, 729-730 fn. 13）、如理作意は智慧に先駆けて起こるものであり、智慧は現観の
原因となっているのが経典に一般的な用法であると言う。
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た中村訳では「よく注意なさい」と訳されている。この他の先行訳としては、
荒牧訳は「正しく思惟するがよい」としているが８）、村上・及川訳では中村訳
と同様の「よく注意しなさい」となっており９）、英訳としてはノーマン訳が“pay 

careful attention”と訳している10）。
ブッダの説法が始まる前に説かれるこの定型句は、これから話す内容に十分

な注意を向けるよう促すためのものである。注釈では先にある「聞きなさい」
（suṇāhi）というのは聞く言葉を取り違えないように、そして、「よく注意なさ
い」（sādhukaṃ manasikarohi）というのは話の意味を取り違えないように促し
ていると解説されている11）。この用例は経典内に頻出し、経典自身は何ら説明
を加えていないが、例えば、『ディーガニカーヤ』における同様の文脈（suṇohi 

sādhukaṃ manasikarohi：DNI 62, 20–21）を解説したブッダゴーサは、この場合
のmanasi-Kṛを「牽引」（āvajja）、「集中」（samannāhārā）、「不散乱」（avikkhitta）
の語で説明している12）。いずれの語で理解するにせよ、ここでは対象に向けて
心を引きつけ、注意することを意味しているのである。

以上、本文中では代表例を示しただけであるが13）、一般的なmanasi-Kṛの訳

　　　　　　　　　　　　　　　　
８） 荒巻 2015, 47,11.
９） 村上 1986, 433,15.
10） Norman 1985, 20, 19.
11） Pj2 176, 26–177, 1.
12） Sv1 171, 24–25.
13） 思考を表す用例として他に、
 「思惟されるべき、それら諸法を思惟しない」（ye dhammā manasikaraṇīyā te dhamme 

manasikaroti: MN1 7，23–24）、「比丘たちよ、私にとって〔比丘たちが争っている〕その方向は、
考えることだけでも不愉快だ」（manasikātum pi me esā bhikkave disā na phāsu hoti: AN1 275, 
15）、「立ち上がるという想念を心に為して（＝立ち上がることを考えて）、」（uṭṭhānasaññaṃ 
manasikaritvā: AN1 114, 15. etc.）、DN3, 212, 19. etc., AN2, 165, 20, MN1 41, 21 etc., DN1 12, 13 
etc., MN1 298, 2–3 etc., MN3 161,12–13などを参照。

 注意を表す用例として他に、「〔老いの支配によって〕諸仏の教えに注意を払うことが容易
でなくなる」（na sukaraṃ buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ: AN3 103, 9–10, etc.）、「偉大な王
よ、〔その人の〕性質は一緒に暮らすことよって知られるのである。......注意している者に
よって〔知られる〕のであって、注意していない者によっては〔知られ〕ない」（saṃvāsena 
kho mahārāja śīlaṃ veditabbaṃ ［...］ manasikarotā no amanasikarotā: SN1 78, 25–27）、「眼に注
意を払わず、色に注意を払わず...」（na cakkhuṃ manasikareya, na rūpaṃ manasikareyya: AN5 
321, 12–13）、AN1, 256, 29–30, AN1 282, 16–17, AN4 57, 4–10, MN1 53,11 etc.などを参照。
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としては、大きく二つに分けて、「思惟」あるいは「注意」といった訳語を想
定することができる。また、リス・デヴィッツは、manasi-Kṛは思惟（thought）
を意味し、後代に注意（attention）を意味する語に特化したという興味深い指
摘を行っている14）。

２．３　諸定義
経典に引き続いて、アビダルマ論書を参照しながら、manasi-Kṛがどのよう

に解説されているのかを見ておく。主にmanas（i）kāra（作意）として定義さ
れる箇所を参照することになる。一般的によく知られているのが『アビダルマ
コーシャ』にみる定義である。以下にヤショーミトラの解説と共に参照する。

「manaskāraは心を〔所縁に向けて〕曲げること」とは、所縁に向けて心
を引きつけることであり、〔所縁に向けて心を〕定めるという意味である。
心の作者（manasaḥ kāro）がmanaskāraである。あるいは心を為す（mano 

vā karoti）、引きつけさせるのがmanaskāraである。
manaskāraś cetasa ābhoga （AKBh 54, 22） iti ālambane cetasa āvarjanaṃ. 

avadhāraṇam ity arthaḥ. manasaḥ kāro manaskāraḥ. mano vā karoty āvarjayatīti 

manaskāraḥ. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AKVy 127,33–128,2.

『アビダルマコーシャ』には「manaskāraとは心を曲げること」（manaskāraś 

cetasa ābhoga）としか書かれていないが、ヤショーミトラはこれを解説して、「所
縁に向けて心を引きつけること」（ālambaṇe cetasa āvarjana）であるとしている。
つまりこれは、物音がした際にそちらへ注意を向けるような作用を指して言う
のであり、この法が十大地法に分類されていることから、我々の日常ではたら
く注意作用として理解されていることがわかる。さらに、ヤショーミトラは複
合語の解釈を行っているが、前分のmanasにかんして、属格や対格に解釈する

　　　　　　　　　　　　　　　　
14） Davids 1922, 6, fn. 1: ''Manasikāro, thought, came to have the specialized meaning of 'attention' 

in later books only.''
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例は挙げているものの、於格を用いた解釈は行なわない。一方、南伝の論書で
は以下のように於格で解釈する。

心に対してはたらく者（manamhi kāra）というのがmanasikāraである。こ〔の
manasikāra〕は〔所縁に向けて〕行かせることを特徴とし、相応した〔諸
の心〕を所縁と結ぶことを働きとする。〔manasikāraは〕所縁と向かい合っ
た状態で現れ出るものであり、所縁を足場（＝直接の因15））として〔現れ
出る〕ものであり、行蘊に含められる。所縁への到達を為す者という点で、
相応した〔諸の心〕にとって御者のようであると見られるべきである。
manamhi kāro ti manasikāro. so sāraṇalakkhaṇo sampayutthānaṃ ārammaṇe 

saṃyojanaraso ārammaṇābhimukhabāvapaccupaṭṭhāno ārammaṇapadaṭṭhāno 

saṅkhārakkhandhaparyāpanno ārammaṇapaṭipādakattena sampayuttānaṃ 

sārathī viya daṭṭhabbo.                                           　　　　      Vism 466, 29–33.

南伝は北伝の論書とは異なって、あくまでmanasikāraという格付き複合語と
して解説する。この複合語を於格で解釈すること自体には何の特異性もないが、
manasikāraとは心を所縁という目的地へと到達させる者であり、manasikāraと
相応する心にとって「御者」のようであると説明することから、この場合の
於格にかんしては「心に対してはたらく者」（manamhi kāro）といった意味で
理解すべきであって、実際のところ、ヤショーミトラが解説する属格での解釈

（manasaḥ kāro）と近い意味合いで理解されている。したがって、この箇所で
は16）、於格の基本的機能ともいえる「心の中に/上に」といった動作の場所を
表す意味では理解されていないと考えなければならない。いずれにしても、諸

　　　　　　　　　　　　　　　　
15） cf. BK-III xv.
16） ブッダゴーサはこの他の解釈の可能性も示している。それはつまり「心を為す」と

いう解釈であり、「以前の心と異なる心を為すこともmanasikāraである」（purimamanato 
visadisaṃ manaṃ karotīti pi manasikāro: Vism 466， 26–27）と解説する。こちらの解釈は、本
文中のヤショーミトラが示した対格での解釈（mano vā karoty）に近い意味合いで理解され
ていることになる。
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定義から見る限り、北伝南伝の別にかかわらず、アビダルマにおけるmanas（i）
kāraとは、心を対象に向かわせる注意作用をもった、一つの法として理解され
ているのである。

３　考察対象となる記述

一般的なmanasi-Kṛの用例を確認したところで本題に入る。本稿では、《般舟
三昧経》に出る、以下のような記述に見るmanasi-Kṛの意味を検討することに
なる。本稿では一例だけの引用となるが、この他にPSS 3A, 3D, 3E, 3H, 3J, 8A, 

8Bに見る用例も今回の考察対象に含まれる17）。

バドラパーラよ、菩薩は在家者であっても、あるいは出家者であっても、
ひとり閑かな場所に向かい、座ってから、如来、阿羅漢、正等覚者なる
阿弥陀仏を、聞いた通りの（*yathāśruta）あり様に従ってmanasi-Kṛする。
そして戒蘊に過失なく、注意力を乱すことなく、一昼夜、あるいは二〔昼夜〕、
あるいは三〔昼夜〕、あるいは四〔昼夜〕、あるいは五〔昼夜〕、あるいは
六〔昼夜〕、あるいは七昼夜のあいだmanasi-Kṛするべきである。そ〔の菩薩〕
がもし七昼夜のあいだ心を乱すことなく阿弥陀如来をmanasi-Kṛするならば、
まさしくそ〔の菩薩〕は七昼夜が満ちてから世尊、阿弥陀如来を見る。

　　　　　　　　　　　　　　　　
17） 般舟三昧の実践以外も含めると、用例は経典中に33例ほど見いだせるが、そのほとんど

は思考を表す（cf. 1R（1）, 8G, 14D, 15K, 15L, 18G, 24D, 24E, 24H, 25A）。残りの数例は注
意に分類される（cf. 1R（2）, 2D）。また仏随念の説明（3F）とその譬え（3I）にみられる
manasi-Kṛにかんしては今回の考察と同じ結果があてはまる。《般舟三昧経》では般舟三昧
も仏随念も同じく仏をmanasi-Kṛするよう説く。それゆえ、一見すると、般舟三昧と仏随念
は同一概念のように思われがちである。どちらも同じく見仏と結びつくため、行為そのも
のに違いが生じるわけではないが、しかし、吹田 2021において説明したように、未だ見ぬ
他方仏を最初にイメージ化する段階が般舟三昧であり、その後の記憶に基づいて実践する
時点から仏随念となるのである。我々は見たことのある物事しか思い出すことはできない。
未見のものを思い出す（＝随念する）と言わないのと同様であって、般舟三昧と仏随念は
先立つ記憶の有無によって区別されなければならない。
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bzang skyong/ byang chub sems dpa' khyim pa 'am rab tu byung ba yang rung 

gcig pu dben par song ste 'dug la/ de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par 

rdzogs pa'i sangs rgyas tshe dpag med ji skad du thos pa'i rnam pas yid la byas te/ 

tshul khrims kyi phung po la skyon med cing dran pa g-yeng ba med par nyin zhag 

gcig gam/ gnyis sam/ gsum mam/ bzhi 'am/ lnga 'am/ drug gam/ nyin zhag bdun 

du yid la bya'o// de gal te nyin zhag bdun du sems mi g-yeng bar de bzhin gshegs 

pa tshe dpag med yid la byed na/ de nyin zhag bdun yongs su tshang ste 'das nas/ 

bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa tshe dpag med mthong ngo// de gal te nyin mo 

bcom ldan 'das ma mthong na/ de nyal ba'i rmi lam du bcom ldan 'das de bzhin 

gshegs pa tshe dpag med de'i zhal ston to//                      　　　　      PSS 3B.

このように般舟三昧の実践としては仏をmanasi-Kṛ18）することが説かれる。
先行訳として、梶山訳では「心を集中する/心を注ぐ/憶念する」と順に訳し

　　　　　　　　　　　　　　　　
18） 《般舟三昧経》の原典は断片的に現存するのみであり（cf. Hoernle 1916, Harrison et al. 

2018）、今回の考察に資する主な資料はチベット語訳となる。したがって*manasi-Kṛとし
て還梵扱いとすべきであるが、yid la byed paがmanasikāraの定訳である点（cf. MVP 1680, 
1926, 1641）、さらに吹田 2017で明らかにしたように、同じ思想系列に属する臨終見仏が
仏をmanasi-Kṛするよう説く点、それらに加えて、般舟三昧から展開したと考えられる一
行三昧（ekavyūha-samādhi）も同じく仏をmanasi-Kṛするよう説いている点に鑑みて、原語
がmanasi-Kṛであると断定する。臨終見仏の詳細にかんしては吹田 2017に譲ることとして、
ここでは一行三昧を参照しておく。一行三昧が見仏に関連することもさることながら、そ
の説示内容は般舟三昧と類似することが知られている（cf. 林 2004）。つまり、一行三昧の
説明には般舟三昧と共通の用語が用いられていると考えられ、そこからmanasi-Kṛという原
語を回収することができる。

一行三昧に入門しようと思う善男子あるいは善女人は、寝所や座所を別々にしなければ
ならない。そして〔その者は、人との〕交流を喜ばないようにならなければならない。......そ
して〔その者は〕かの〔如来の〕名前を把握しなければならない。その名前を聞いて認
識した後、その如来がおられるその方向を向いて座り、その如来をmanasi-Kṛしなければ
ならない。
ekavyūhaṃ samādhim avatartukāmena kulaputrena kuladuhitrā vā viviktāni śayanāsanāni 
kartavyāni asaṃsargārāmena ca bhavitavyam ［...］ tasya nāmadheyam gṛhītavyam tac ca 
nāmadheyam śrutvopalabhya yasyāṃ diśi sa tathāgatas tām diśam āmukhīkṛtya niṣīditavyam, 
tam eva tathāgataṃ manasikurutāṃ*. SŚP 134, 33–39. *em. SŚP: manasikurvatāṃ.
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分けており19）、林訳は「思念する」20）、そしてハリソン訳では“concentrate”と
英訳されている21）。

しかし《般舟三昧経》では、「その者は何度もmanasi-Kṛすることによってか
の仏を見る」（de phyi phyir zhing yid la byed pas de bzhin gshegs pa de mthong ngo: 

PSS 3E）と説かれるように、内容が見る行為と結びつくことを考慮すると、「作
意」はもちろんのこと、先に確認したような「思惟」あるいは「注意」といっ
た一般的な訳語や、先行訳のような「集中」や「思念」などを訳語にあてはめ
たのでは、実践の具体的内容にまで迫ることができない。したがって、これら
の訳語では不十分であり、検討の余地があるのである。

検討を加える上で押さえておきたいのが、上記の記述に見られる「聞いた通り」
（*yathāśruta）という表現である。これは既にHarrison（1978, 44）が指摘する
ように、仏の視覚化（visualization）にかんする当時の実態を知る上で貴重な
表現となっており、直接目で見る媒体が存在せず、仏の具体的なあり様を人か
ら伝え聞いて行う実践であったことを推測させる。つまり、問題のmanasi-Kṛ

とは、聞いた情報に基づいて行う、視覚化にかんする内容をもつ行為であると
いうことになる。

４　「心の中に作る」ということ

《般舟三昧経》は様々な譬えを用いて般舟三昧を説明する。次に引用する娼
婦の譬えは、般舟三昧と仏随念の関係性や、修道論上の役割を示唆するとして、
吹田（2016/2021）に引用したが、manasi-Kṛの意味を検討する上でも有効である。
特に今回は、譬えに登場する男たちの行為内容に立ち入ってみたい。

バドラパーラよ、例えばある男がラージャグリハ大都城に住んでいるとし
よう。そしてヴァイシャーリーの町に、スマナー（*Sumanā）と呼ばれる、

　　　　　　　　　　　　　　　　
19） 梶山 1992, 271, 3–7.
20） 林 1994, 20, 6–10.
21） Harrison 1990, 32, 9–18.
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ある娼婦がいると聞いた。二人目の男は、アームラパーリー（*Āmrapālī）
と呼ばれる、ある娼婦がいると聞いた。三人目の男は、ウトパラヴァル
ナー（*Utpalavarṇā）と呼ばれる、かつて娼婦〔だった女性〕がいると聞
いた。かれらは彼女たちのことを聞いて、それぞれがそれぞれ〔の女性〕
を恋慕したのだが、その男たちはその娼婦たちを見たことがなく、ただ名
前と容姿と肌の色を聞いただけで愛欲の心を生じたのである。かれらが何
度もそ〔の娼婦〕を心の中に作っている（manasi-Kṛ）間に眠りに落ちると、
夢のなかで「我々はその娼婦たちのところに来ているのだ」と知る。その
男たちはのラージャグリハ大都城にいて、以前眠りに落ちていなかった時
にそれぞれ愛欲を伴った心を生じていたが、同じようにその男たちは眠っ
てからも夢のなかで〔愛欲を伴った心を生じ〕、その娼婦たちを見て、そ
れぞれの相手と一緒になって欲（*maithuna-dharma）にふけってから、交
わりに対するその欲望から解放されたのを夢にみたのである。......かれら
は目覚めてから、見、聞き、知り、理解した通りに夢での経験を思い出す

（*anu-Smṛ）。
zang skyong/ 'di lta ste dper na skyes bu zhig rgyal po'i khab kyi gron khyer chen 

po na 'dug pa las yangs pa can gyi grong khyer na smad 'tshong ma yid bzang 

zhes bya ba zhig yod par thos so// skyes bu gnyis pas ni smad 'tshong ma a mra 

skyong zhes bya ba zhig yod par thos so// skyes bu gsum pas ni sngon gyi smad 

'tshong ma u tpa la'i mdog ces bya ba yod par thos so// de rnams kyis de dag thos 

nas so sor so so la sems chags par gyur mod kyi/ skyes bu de rnams kyis smad 

'tshong ma de rnams mthong ba ni ma yin te/ ming dang gzugs dang kha dog tsam 

zhig thos pas 'dod chags kyi sems skyed par gyur to// de dag phyi phyir zhing de 

yid la byed bzhin du nyal ba dang/ rmi lam du yang smad 'tshong ma de dag gi 

drung du bdag cag dong ba snyam du shes te/ ji ltar skyes bu de dag rgyal po'i 

khab kyi grong khyer chen po na 'khod cing sngon ma nyal bar de lta de ltar 'dod 

chags dang ldan pa'i sems bskyed pa de bzhin du skyes bu de dag nyal nas kyang 

rmi lam na smad 'tshong ma de dag mthong zhing phan tshun sprad de/ 'khrig pa'i 

chos la bsten nas/ 'khrig pa la dad pa de dang yang bral bar gyur pa yang rims 
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so// ［...］ de dag sad nas ji ltar mthong ba dang/ thos pa dang/ shes pa dang/ rtogs 

pa'i rmi lam na myong ba rjes su dran nas/  PSS 3D.

今回の考察の焦点は、「そ〔の娼婦〕をmanasi-Kṛしている」という男たちの
行為を、どのように理解するかという点にあるが、上記の拙訳にも示したよう
に、これを「そ〔の娼婦〕を心の中に作っている」と理解する。

まず、「その男たちは娼婦たちを見たことがなく」とあるように、男たちは
一度も娼婦を目にしたことがない。したがって、譬えに登場する男たちは、耳
で聞いた内容（容姿や肌の色）に基づいて行為を行っていることになる。そし
て、娼婦を見ることを目的に行うのだから、内容は視覚化にかんするものであ
る。これらの点に加えて、その行為の原語がmanasi-Kṛである点を考慮すると、
譬えに登場する男たちは、聞いた情報に基づいて、見たいと望む娼婦を心の中
に（manasi）作っている（Kṛ）と理解することができるのである。

この譬えは、遠く離れた別の世界に住む仏に、一目会いたいと熱望する衆生を、
娼婦に思いを寄せる男に譬えたものである。したがって、娼婦をmanasi-Kṛす
るというのが、仏をmanasi-Kṛするという般舟三昧の実践、夢見が定中と対応し、
その状態から出て思い出す（＝随念する）までの過程を説いていることにな
る22）。つまり、この譬えに登場する男たちの行為は、般舟三昧の実践にそのま
ま還元することができ、これを還元すると、その実践というのは仏を心の中に
作ることを意味することになるのである23）。
　　　　　　　　　　　　　　　　
22） cf. 吹田 2021, 169–172.
23） 文法的な観点からすると、manasi-Kṛの前分であるmanasiを、対象を作る場所としての於

格に解釈する。於格をこのように理解することは最も基本的といえるが、特に北伝の論書
にみるように、manas（i）kāraを解釈する場合には稀となっているようである。ここでは
理解に資する資料として、チャンドラキールティの《中観五蘊論》からその解釈例を参照
しておく。manaskāraの項目（MPSk D ya 246a4–7, P ya 281b6–282a3）を参照すると、

心を作るから*manasikāraであり、ある対象に心を留めさせるという意味である。あるいは
対象を心の中に作るから*manasikāraであり、その力によって識が対象を心の中に作ること
を自性とする。cf. BK-IV 103–104, 横山 2021, 68–69.
yid la byed pas na yid la byed pa ste/ yul 'ga' zhig la sems gnas par byed pa zhes bya ba'i don nam/ 
yul yid la byed pa na yid la byed pa ste/ gang gi stobs kyis rnam par shes pa yul yod la byed pa'i ngo 
bo nyid do//
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５　おわりに

以上、般舟三昧の実践に用いられるmanasi-Kṛは「心の中に作る」という意
味で理解する。そして、このように理解することによって、当時の行者は、他
方仏の姿かたちを耳で聞き、その情報に基づいて仏を心の中に作ろうとしてい
た、という般舟三昧の具体的な実践内容が浮かび上がってくるのである。

manas（i）-Kṛの語は、主に瑜伽行派の文献において重視され、複数の作
意（manaskāra）が説かれることから、冒頭で触れたDeleanu（2006）以外にも、
近年ではJowita（2018）などによって取り上げられ、この語の意味するところ
が注目されている。多義的な語を理解しようとする場合には、できるだけ多く
の用例を見ていく必要がある。今回検討を加えたmanasi-Kṛにかんして、「心の
中に作る」という訳語自体に特筆すべき点は無いが、それが対象をイメージ化
する文脈で用いられる点では特異である。そしてその特異な用例は、後代の文
献などではなく、《般舟三昧経》のような初期大乗経典に垣間見ることができ
るのである。最後に、今回の考察結果を踏まえた拙訳を示しておく。

バドラパーラよ、菩薩は在家者であっても、あるいは出家者であっても、
ひとり閑かな場所に向かい、座ってから、如来、阿羅漢、正等覚者なる阿
弥陀仏を、聞いた通りのあり様に従って心の中に作る。そして戒蘊に過失
なく、注意力を乱すことなく、一昼夜、あるいは二〔昼夜〕、あるいは三〔昼
夜〕、あるいは四〔昼夜〕、あるいは五〔昼夜〕、あるいは六〔昼夜〕、ある
いは七昼夜のあいだ心の中に作るべきである。そ〔の菩薩〕がもし七昼夜
のあいだ心を乱すことなく阿弥陀如来を心の中に作るならば、まさしくそ

〔の菩薩〕は七昼夜が満ちてから世尊、阿弥陀如来を見る。
　　　　　　　　　　　　　　　　

とある。まず最初に「心を作るから...」と解釈しているのは、本文中にみたヤショーミト
ラの解説にあった「あるいは心を為す」（mano vā karoti）と同じく、複合語の前分を後分
の対象として理解したものであるが、その次に「対象を心の中に...」と解釈しているのは、
前分のmanasiを動作を行う場所として理解していることがわかる。般舟三昧の場合にもこ
れと同様に解釈されるべきである。



─　138　─

仏教学会紀要　第27号

略号
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１．名号論の経緯と問題
仏の名号は、称名念仏を根本とする法然にとって、その浄土思想の根幹に関

わる問題の一つになる。従って、法然の名号のとらえ方についてはこれまでさ
まざまな考察が重ねられてきているが、近年の研究に限っても、管見の限りで
は以下のものがある。

まず、香月乗光氏は「法然教学に於ける称名勝行説の成立」（『法然浄土教の
思想と歴史』山喜房佛書林、1974年）において、法然の称名勝行説について、
万徳所帰、名体相即、功徳享受の三点を軸に、日本仏教においては源信、永観、
中国仏教では曇鸞、道綽といった流れを辿りながら、その成立の経緯を論じて
いる。特に源信からの影響を強調しているが、その論拠は『観心略要集』を
源信撰述とすることを前提とすることで成り立っている。一方、深貝慈孝氏は

「法然上人の名号観―名号万徳所帰説に関して―」（阿川文正教授古稀記念論集
『法然浄土教の思想と伝歴』山喜房佛書林、2001年）で、法然の名号観につい
て、六字、四字、三字と三通りの見方があるが、特に「阿弥陀」の三字に万徳
所帰をみる見解に対して疑義を申し立てている。法然の名号論には仏名を通号
と別号とに分けてとらえているところがあることを指摘し、『逆修説法』にお
ける永観批判に言及し、その流れから法然遺文のなかでも名号論について永観
の名号観と重なる主張の見える、例えば『三部経大意』などの資料的位置付け
に再考が必要なことを示唆している。深貝氏には、同様の趣旨が含まれる「『逆
修説法』における中国聖道家の文献引用について」（『浄土宗典籍研究・研究編
―藤堂恭俊博士古稀記念』同朋出版、1988年）もある。次に高橋弘次氏の「法

名号観からみる法然浄土思想

一ノ瀬　和　夫
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然の名号観」は、著書『法然浄土教の諸問題』（山喜房佛書林、2003年）に収
められた小論だが、名号万徳論を論じて名号に含まれる寿命・光明を取り上げ、
前者を能持、後者およびそれ以外のすべての功徳を所持ととらえ、あくまでも
人格仏の立場からの考察を行なっている。同時に、深貝論文では問題視された

『三部経大意』を真撰とみなした上での名号解釈も述べられている。
以上は近年といっても比較的過去に属するものだが、最近のものとしては、

まず曽根宣雄氏には2本の論文がある。「法然上人の万徳所帰論について」（『佛
教論叢』第54号、浄土宗教学院、2010年）では、法然が説くところの万徳は、
あらゆる功徳ではなく、阿弥陀仏にそなわる「内証外用のあらゆる功徳」１）

であるとして、源信、永観などの名号観との比較を行なっている。この中で、『観
心略要集』は源信の真撰であるとする立場をとっている。もう一つの論文「法
然上人における法身的弥陀解釈との決別と而二相対論の確立」（『佛教文化研究』
64号、浄土宗教学院、2020年）では、『三部経釈（大意）』、『阿弥陀経釈』、『往
生浄土用心』、『逆修説法』、『選択本願念仏集』という諸教書にみられる名号観
の年代を追っての変遷、さらに法然と時代が重なる忍空の天台観心法門につら
なる著書との比較を通して、法然の名号観が、法身的な万徳を備えたものであ
るという意識から阿弥陀仏一仏の内証外用の功徳を表すものへと変化したとし、
そこに法然浄土教の二元相対的構造を認めている。次に安孫子稔章氏は、「『逆
修説法』六七日所説の名号観について」（『佛教論叢』第56号、浄土宗教学院、
2012年）において、まず先行研究を批判的に紹介した後、法然の名号の問題を
論ずる際の対象教書として『選択集』よりも『逆修』に注目する。その上で法
然による永観批判を取り上げ、その意図を「阿弥陀三諦説に代表される当時の
密教的浄土教観」２）への否定とし、名号における「仏」の通号を強調することで、
一元的な浄土教観とは一線を画する浄土教観の確立を目指した、とする。そし
て長尾隆寛氏は、「『三部経大意』に説かれる名号観について」（『佛教論叢』第
63号、浄土宗教学院、2019年）で、『三部経大意』真撰説の立場から、教書によっ
て異なる法然の名号観を進化論的な変化として論じている。

こうしてみると、法然の名号観に関する研究においては、二点留意すべき問
題があることが見えてくる。ひとつは、法然の名号観を論ずるとき、法然の遺
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文のうちどれを検討対象とすべきかという問題。もうひとつは、それと関連
して『観心略要集』をどのように扱うのかというものである。後者については、
本論考の後半で言及することになるので、ここではまず、第一点である法然遺
文の問題の検討から始めたい。

法然が名号に言及している代表的な教書としては、先行研究によると、『選
択本願念仏集』と『逆修説法』、それに『三部経大意』ということになる。こ
こで問題となるのが『三部経大意』である。『三部経大意』には名号認識につ
いて次の文言が記されている。

夫三字ノ名號ハ少シト云ヘトモ、如來ノ所有ノ内證外用ノ功徳、萬徳恒沙
ノ甚深ノ法門ヲ此ノ名號ノ中ニヲサマレ（オサメタ）ル、誰カ是ヲ量ルヘ
キ。（略）然ハ彌陀如來觀音勢至普賢文殊地藏龍樹ヨリハシメテ、乃至彼
ノ土ノ菩薩聲聞等ニ至ルマテソナヘ給ヘル所ノ事理ノ法門、定惠功力、内
證ノ實智、外用ノ功徳、惣シテ萬徳無漏ノ所證ノ法門、悉ク三字ノ中ニ收
マレリ。惣シテ極樂世界ニ何レノ法門カ漏レタル所アラム。而ヲ此三字ノ
名號ヲ（オ）ハ、諸宗各我宗ニ釋シ入タリ。眞言ニハ阿字本不生ノ義、八
萬四千ノ法門、四十二字ノ阿字ヨリ出生セリ。一切ノ法ハ阿字ヲハナレタ
ル事（コト）ナシ。故ニ功徳甚深ノ名號ナリト云ヘリ。天臺ニハ空假中ノ
三諦、性了縁ノ三ノ義、法報應ノ三身、如來（ナリ。）所有ノ功徳、是ヲ
イテス。故ニ功徳甚深也ト云。如此諸宗各我カ存ル所ノ法ニツヒテ、阿彌
陀ノ三字ヲ釋セリ。３）

これは明らかに、『逆修説法』六七日の「申南無阿彌陀佛功徳殊勝者通號之
佛云一字之故也。云阿彌陀之名號目出貴、彼佛之名號故也」４）〈南無阿弥陀仏
と申す功徳殊勝なるは通号の仏と云ふ一字の故なり。阿弥陀と云ふ名号の目出
たく貴きも、彼の仏の名号なるが故なり〉という説示とは対立する名号観にな
る。これについて坪井俊映氏は、『三部経大意』の思想的内容の考察を通して
偽撰説を唱え５）、深貝慈孝氏も前掲の論考６）で同様の疑義を呈している。一方
末木文美士氏は、その思想内容に一部逸脱が見られるが原則的に法然思想の枠
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の中に収まるとし、撰述年代は東大寺講説と『選択集』の間である中期と考え
られるが、名号観などは初期とも言えると述べ７）、善裕昭氏も、『逆修』や『選
択集』などとの詳細な比較から、法然教学とは異なる部分はありながらもその
枠のなかでの問題であるとし、撰述時期に関しては初期としている８）。ただし
この二つの論考においては、ここで問題とする名号観については踏み込まない、
あるいは触れられてはいない。

法然の浄土思想の成立過程について、ある程度の時期的な変遷があるのは当
然のことではある。しかしながら、名号観は仏身観とも連動し、仏身観は仏の
在り方、その功徳とはたらきを原理的に定義し、その仏を前提とした仏教思想
を根本で決定するものである。その点から判断すると、『三部経大意』と『逆
修』では正反対とも言える名号観を、法然の浄土思想の進化論的変化ととらえ
ることは本質的に無理があるように思われる。また後述する天台観心法門と法
然との関係という視点からも、本論考では、坪井、深貝両氏の見解に立ち、『三
部経大意』を検討対象から外し、『選択本願念仏集』と『逆修説法』に見られ
る名号観を検討することとする。

２．名号とその功徳
法然はその主著『選択本願念仏集』の第三章において、阿弥陀仏が念仏を選

択した理由を説明して次のように述べる。

初勝劣者、念佛是勝、餘行是劣。念佛勝者、名號者是萬徳之所歸也。然則
彌陀一佛所有四智三身十力四無畏等一切内證功徳、相好光明説法利生等一
切外用功徳、皆悉攝在阿彌陀佛名號之中。故名號功徳最爲勝也。餘行不然。
各守一隅。９）

〈初めに勝劣とは、念仏はこれ勝、余行はこれ劣なり。念仏は勝とは、名
号はこれ万徳の帰する所なり。しかれば則ち弥陀一仏のあらゆる四智・三
身・十力・四無畏等の一切の内証の功徳、相好・光明・説法・利生等の一
切の外用の功徳、皆悉く阿弥陀仏の名号の中に摂在せり。故に名号の功徳
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最も勝とするなり。余行はしからず。おのおの一隅を守る。〉

つまり念仏が他の行にまさって優れているのは、阿弥陀仏という名号に万徳
が含まれているためとするのである。しかしそれ以上の根拠はここでは示され
ず、なぜ名前の中に全ての徳が含まれることになるのか、その経緯についての
論理的ないしは教理的な説明が十分になされているとは言い難い。

その説明となると思われる論理は、『選択集』撰述の数年前とされる法会の
筆録『逆修説法』のなかに見出すことができる。六七日の説教で法然は次のよ
うに語っている。

猶可奉釋名號功徳。相好功徳佛六根、凡夫六根、眼耳鼻舌身意同物也。但
佛六根勝、凡夫六根劣許也。名號功徳一切諸佛皆有二種名號。謂通號別號
也。別號者、藥師瑠璃光阿閦釋迦牟尼申是別號也。餘10）佛准之可知。阿
彌陀佛有通號別號。阿彌陀者、別號也。此云無量壽無量光。此別號功徳前々
奉釋候。通號者、云佛是也。一切諸佛皆具此名。一佛無替。11）

〈猶、名号の功徳を釈し奉るべし。相好の功徳は仏の六根も、凡夫の六根
も、眼耳鼻舌身意は同物なり。但し仏の六根は勝れ、凡夫の六根は劣る許
りなり。名号の功徳は一切の諸仏に皆二種の名号有します。謂く通号と別
号なり。別号とは、薬師瑠璃光・阿閦・釈迦牟尼なんど申す、これ別号な
り。余仏もこれに準じて知るべし。阿弥陀仏にも通号別号有します。阿弥
陀とは、別号なり。此こには無量寿・無量光といふ。此の別号の功徳は前々
に釈し奉り候き。通号とは、仏といふ是れなり。一切の諸仏皆この名を具
したまへり。一仏も替わること無し。〉

ここで法然は、名号には通号と別号の二号があるとしてその功徳を説明して
いくが、本論に入る前にまず相好の功徳に言及している点は注目される。12）　「相
好の功徳は仏の六根も、凡夫の六根も、眼耳鼻舌身意は同物なり。但し仏の六
根は勝れ、凡夫の六根は劣る許りなり」という部分だが、名号の功徳を述べる
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のに、なぜ相好の功徳から始めるのかといえば、姿かたちという、法会の聴衆
にとって最も具体的で理解し易い例から切り出して、それによって仏と凡夫（人
間）との勝劣を実感的に前景化し、その結果として実体化された勝劣の基準を
名号にも当てはめるためと考えられる。そもそもこの逆修法会では、阿弥陀仏
の三尺の立像、四十八の灯明、浄土五祖の図絵などが設られ、13）聴衆は視覚的、
感覚的に阿弥陀の世界に浸っている状態にある。この中で相好という具象から
始めて、名号という観念につなげる説法は、優れて効果的であったと思われる。

３．通号としての「仏」
さて、『選択集』での勝劣義に関しては前述の通り、その根拠は省略されて

いたが、『逆修』では六七日に至るまでの説法の中で、根拠となる要因の提示
は何度か積み重ねられている。法然は初七日の説法においてまず、真化二身論
を使って阿弥陀仏の功徳を説くなかで、「彌陀因位之時、於世自在王佛所、發
四十八願之後、兆載永劫之間、修布施持戒忍辱精進等之六度萬行、而所顯之修
因感果之身也」14）〈弥陀因位の時、世自在王仏の所に於て、四十八願を発し給
ひて後、兆載永劫の間、布施・持戒・忍辱・精進等の六度万行を修して、顕し
給へる所の修因感果の身なり〉として、阿弥陀仏を「兆載永劫の間」、「六度万
行を修し」た「修因感果」の仏として位置付ける。さらに四七日では、阿弥陀
の別徳として白毫を挙げ、「然彼阿彌陀佛、法藏比丘昔、兆載永劫間、修六度
所攝之無量無邊之妙行、集所具足若干功徳顯眉間白毫也」15）〈然れば彼の阿弥
陀仏、法蔵比丘の昔、兆載永劫の間、六度四摂の無量無辺の妙行を修して、具
足し給へる所の若干の功徳を集めて眉間の白毫をば顕し給へるなり〉とする。
ここでも、「兆載永劫の間、六度四摂の無量無辺の妙行を修し」ていることが
要とされている。ここから導き出されるのは、仏であることと衆生であること
の決定的差異はこの「行の継続と完遂」の可否にあり、必然的に可は勝、否は
劣になるということであろう。

こうして仏の名号は「勝」であることをまずは前提とした上で、その功徳に
ついて通別に分けて説示されていくという論理構成が取られているが、六七
日の説教では、通号である「仏」そのものについての法然の認識が提示される。
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それをまとめると、まず「仏」の名号は諸仏に共通であるとして、「仏」とは「覚
者」のことで、それには三つの意味がある。すなわち「自覚」「覚他」「覚行
円満」ということで、それぞれ凡夫、二乗、菩薩とは異なることを意味して
いるとする16）。さらにその名の由来と変遷を述べた後で、「一世界中無同様二
佛出給事」17）〈一世界の中に同じ様に二仏出給ふ事無し〉として、仏とは他と
は異なるだけではなく、比較するもののない無上の存在であることが強調される。
こう論じた上で、『西方要決』を引いて、「諸仏願行成此果名」18）〈諸仏の願行
この果名を成ず〉と、名号の成立条件を定立する。つまり、仏とは、誓願を立
て修行を実践することで「仏」という名を非生得的、後験的（ア・ポステリオ
リ）に獲得する存在であり19）、その功徳が勝れているのも、誓願と修行を完成
させている無上の主体を表すものである故、ということが明示されるのである。

４．法然の永観批判
前節でみた法然の仏名理解からすると、この説示に続けて、「然永觀律師十

因、釋阿彌陀三字之處、引此文釋成別號功徳大善樣者、僻事也。申南無阿彌陀
佛功徳殊勝者、通號之佛云一字之故也。云阿彌陀之名號目出貴、彼佛之名號故
也」20）〈然るに永観律師の十因に、阿弥陀の三字を釈する処に、この文を引き
て別号の功徳の大善なる様を釈成せられたるは僻事なり。南無阿弥陀仏と申す
功徳殊勝なるは通号の仏と云ふ一字の故なり。阿弥陀と云ふ名号の目出たく貴
きも、彼の仏の名号なるが故なり〉と、永観の名号観を批判するのも当然のこ
ととして理解できよう。むしろより注意を払うべきなのは、この文の後に続く、

「然阿彌陀三字付名給故、功徳殊勝佛坐樣申人候。其僻事候也」21）〈然るに阿
弥陀の三字を名に付き給へる故に、功徳殊勝なる仏にて坐します様に申す人も
候。其れは僻事にて候なり〉という文言である。

そもそも永観は『往生拾因』（以下『拾因』）で、次のように述べていた。

西方要決云。諸佛願行成此果名。但能念號具包衆德。故成大善不廢往生（已
上）。故知。彌陀名號中即彼如來從初發心乃至佛果所有一切萬行萬德皆悉
具足無有缺減。非唯彌陀一佛功德。亦攝十方諸佛功德。以一切如來不離阿
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字故。因此念佛者諸佛所護念。今此佛號文字雖少具足衆德。如如意珠形體
雖少雨無量財。何況四十二字功德圓融無礙。一字各攝諸字功德。阿彌陀名
如是。無量不可思議功德合成。22）

〈西方要決に云く。諸仏の願行此の果名を成ず。但だ能く号を念ずれば衆
徳を具抱す。故に大善と成て往生を廃せず。（已上）故に知んぬ。弥陀の
名号の中に即ち彼の如来の初発心より乃至仏果まであらゆる一切の万行万
徳皆悉く具足して欠減有ること無し。唯弥陀一仏の功徳に非ず。また十方
諸仏の功徳を摂す。一切如来は阿字を離れざるを以ての故に。此れに因て
念仏の者は諸仏に護念せらる。今この仏号は文字少なしと雖も衆徳を具足
す。如意珠の形体少さしと雖も無量の財を雨らすが如し。何に況や四十二
字の功徳円融無礙にして、一字に各諸字の功徳を摂す。阿弥陀の名も此の
如し。無量不思議の功徳を以て合成せり。〉

法然の名号観からして問題となるところは、「弥陀の名号の中に即ち彼の如
来の初発心より乃至仏果まであらゆる一切の万行万徳皆悉く具足して欠減有る
こと無し」の部分はよいとしても、「四十二字の功徳円融無礙にして、一字に
各諸字の功徳を摂す。阿弥陀の名も此の如し」という認識であろう。ここにみ
られる永観の論理は、「阿弥陀」の文字そのものに生得的、先験的（ア・プリオリ）
に功徳が内在している、というものになる。そうだとすれば、名号の功徳は非
生得的、後験的（ア・ポステリオリ）に得たものとする法然の理解とは相容れ
ないものであることは言うまでもない。

こう考えると、前述の永観批判に続く「阿弥陀の三字を名に付き給へる故に、
功徳殊勝なる仏にて坐します様に申す人」とは具体的に誰なのか、その輪郭も
おのずから焦点を結んでくる。前述したように、安孫子稔章氏に、「法然がこ
こでまずもって強調したかったのは、〈阿弥陀〉の別号に一切法が内包される
と見る阿弥陀三諦説に代表される当時の密教的浄土観の否定であったのだ」23）

との洞察に富んだ指摘がすでにあるが、より具体的に絞り込めば、撰述を源信
に仮託したとされる『観心略要集』（以下『略要集』）に代表される天台観心法
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門の名号観、そしてそこから展開される念仏観が、その批判の対象とされてい
た可能性を想定することができる。

末木文美士氏は阿弥陀三諦説について、この理論は院政期の天台浄土教で発
達したもので、真言系の浄土教にも取り入れられて広まったとしている。そし
て、最初にこの理論を提唱したのはおそらく『略要集』で、内実は名号を観
心に結びつけ、「阿弥陀」の三字にそれぞれ空仮中を割り当てるものだったが、
理論と言えるほどの根拠はないものの名号を天台の一心三観に通じるものとし
た、と説明している24）。その『略要集』で問題となるのは次の文言であろう。

問。不修理觀、只稱一佛名號人、得往生不如何。答。亦可得往生也。彼繋
念定生之願、未云修理觀。聖衆來迎之誓、只是至心稱名。夫名號功徳以莫
大故。所以空假中三諦。法報應三身、佛法僧三寳、三徳、三般若、如此等
一切法門、悉攝阿彌陀三字。25）

〈問ふ。理観を修せずして只だ一仏の名号を称する人、往生を得るやいなや、
如何。答ふ。亦た往生を得るべし。彼の繋念定生の願に、未だ理観を修せ
よと云はず。聖衆来迎の誓ひは只だ是れ至心の称名なり。夫れ名号の功徳
莫大なるを以ての故なり。ゆえに空仮中の三諦、法報応の三身、仏法僧の
三宝、三徳、三般若、此の如き等の一切の法門、悉く阿弥陀の三字に摂す。〉

ところで、この『略要集』の「空仮中の三諦、法報応の三身、仏法僧の三宝、
三徳、三般若、此の如き等の一切の法門、悉く阿弥陀の三字に摂す」と、前述
の『拾因』の「四十二字の功徳円融無礙にして、一字に各諸字の功徳を摂す。
阿弥陀の名も此の如し。無量不思議の功徳を以て合成せり」を対置すれば、一
方が三諦等の功徳、他方が四十二字の功徳云々という違いこそあれ、阿弥陀の
三字に全ての功徳が含まれるという基本的な論理構造は、ほぼ一致しているこ
とは明らかである。つまり法然の永観批判が『略要集』に及んでも、なんの不
思議もないことになる。

さらに注目すべきは、この二文にそれぞれ続く文言である。表として示すと
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以下のようになる。

『拾因』 一稱南無阿彌陀佛卽成廣大無盡善根。如彼丸香僅燒一分衆香芬馥。
亦如大網少牽一目諸目振動26）

『略要集』 故唱其名號。即誦八萬法藏。持三世佛身也。纔稱念彌陀仏。
冥備此諸功徳。猶如燒丸香一分衆香悉熏。浴大海一渧用衆河
水耳27）

『拾因』では「一たび南無阿弥陀仏と称ふれば即ち広大無尽の善根を成ず。
彼の丸香の僅かに一分を焼けば衆香芬馥するが如し。亦た大網の少さき一目を
牽くに、諸目振動するが如し」、『略要集』は「故に其の名号を唱ふれば、即ち
八方の法蔵を誦し、三世の仏身を持つなり。纔かに弥陀仏を称念したてまつるに、
冥に此のもろもろの功徳を備ふること、猶し丸香の一分を焼けば衆香悉く熏じ、
大海の一渧に浴すれば衆河の水を用ゐるが如きのみ」となる。両文の一重下線部、
二重下線部、波線部をそれぞれ比較すると、論旨、語句選択、比喩パターンの
いずれをとっても、どちらかがもう一方を意味はそのままに要約、ないしは言
い換えたと考えざるを得ないほど酷似していると言うことができよう。『拾因』
の撰述年代は1103年とされているが28）、『略要集』に関しては、「十二世紀前半
にはある程度流布するに到っていたことが知られる」29）とされているに過ぎず、
確定的なことはわからない。ただ、『略要集』の源信撰述説はほぼ否定されて
いることからすると、『略要集』が『拾因』を参照した可能性も俄には否定で
きなくなるのである。

５．『往生拾因』と『観心略要集』
『拾因』の撰述時期が1103年とほぼ確定しているのに対し、『略要集』の成立

時期は前述のように不確定と言わざるを得ないが、西村冏紹氏と末木文美士氏
はその共著『観心略要集の新研究』（百華苑、1992年）において、次のような
見解を提示している。まず末木氏は、『略要集』の第十問答料簡門に念佛往生
の例として引かれる唐時代の僧雄俊伝の出典が、当初考えられていた『往生西
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方浄土瑞応伝』ではなく、名古屋真福寺で発見された偽撰戒珠集『往生浄土伝』
によるものであることを論証する。そして、『往生浄土伝』が遼の非濁（1063没）
の『随願往生伝』をもとに、おそらく十二世紀後半に日本で編集されたものと
するならば、『略要集』の成立も十二世紀後半となる可能性も出てくるとして
いる30）。

一方西村氏は、『略要集』の一節「先徳云。一世勤修是須臾間。何捨衆事不
求浄土」31）〈先徳の云く。一世の勤修は是れ須臾の間なり、何ぞ衆事を捨てて、
浄土を求めざらんと〉の「一世」以下の文言が『往生要集』からの引用である
ことを示し32）、『略要集』が源信の撰述とするならば、自らを「先徳」とはし
ないとして、源信撰述説を否定している33）。その上で、成立年代に関しては、『略
要集』より一歩進んだ念仏思想が見られるとされる『妙行心要集』を基準とし
て、「『妙行心要集』が寛治六年（1092）までに成立している以上、『観心略要集』
はそれ以前の成立ということになるから、『観心略要集』の成立下限は、寛治
六年（1092）といえよう」34）と述べている。しかし、ここで根拠とされている『妙
行心要集』の成立年代に関しては、末木文美士氏の『鎌倉仏教形成論―思想史
の立場から』（法蔵館、1998年）によると、佐藤哲英氏は寛仁元年（1017）か
ら寛治六年（1092）とする一方、田村芳朗氏は鎌倉初期から中期にかけて（1200
年–1250年）とするなど諸説あると指摘している35）。末木氏自身も「『略要集』
を院政期末期とすると、それより発展していると考えられる『心要集』はさら
に成立を引き下げなければならなくなる」36）と述べるなど、成立年代が確定
しているとは言い難いのが現状である。

そこで視点を変えて、前節で指摘した『拾因』と『略要集』の文言の類似に
改めて注目してみると、興味深い事実が浮かび上がってくる。二つの文言で、もっ
とも類似しているのは『拾因』の「如彼丸香僅燒一分衆香芬馥」と『略要集』
の「猶如燒丸香一分衆香悉熏」の部分、次が前者の「亦如大網少牽一目諸目振
動」と後者の「浴大海一渧用衆河水耳」ということになろう。この部分につき、
それぞれ出典を辿ってみると、まず『拾因』については、『華厳経』に「乃至
燒一丸香時。充滿十方一切法界」〈乃至一つの丸香を焼く時、十方一切の法界
に充満す〉37）という一部似た文があるものの、大谷旭雄氏の指摘にあるよう
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に『心性罪福因縁集』（以下『心性集』）という書物からの引用であることはほ
ぼ間違いないと思われる。38）というのは、『心性集』のなかに、「猶如大網牽
一目時、一切諸目皆悉振動。亦如丸香諸香合故、燒一分時衆香馥芬」39）〈猶し
大網の一目を牽く時、一切諸目皆悉く振動するが如し。亦た丸香は諸香を合す
る故に、一分を焼く時、衆香馥芬するが如し〉という文言を見出すことができ、
これは『拾因』とその論述の順番こそ違え、表現はほぼ一致するのである。

これに加えて、ここで問題にした『拾因』の文言のすぐ前には、「彌陀名號
中即彼如來從初發心乃至佛果所有一切萬行萬德皆悉具足無有缺減」40）〈弥陀の
名号の中に即ち彼の如来の初発心より乃至仏果まであらゆる一切の万行万徳皆
悉く具足して欠減有ること無し〉との文があるが、『心性集』にも上記引用部
のすぐ直前に「稱南無佛一音聲中、然彼如來從初發心及證極果於其中間、一切
功德智慧慈悲禪定解脱一切善根皆悉具足無有缺減」41）〈南無仏と称ふる一音声
中に、然も彼の如来、初発心従り及び極果を證する其の中間に於いて、一切
の功徳智慧慈悲禪定解脱、一切の善根、皆悉く具足して欠減有ること無し〉と、
弥陀を如来に変更し、一部文言を省略した以外はほぼ同じ表現が見出せるので
ある。表にすると以下のようになる。

『拾因』 彌陀名號中即彼如來從初發心乃至佛果所有一切萬行萬德皆悉
具足無有缺減。如彼丸香僅燒一分衆香芬馥。亦如大網少牽一
目諸目振動。

『心性集』 稱南無佛一音聲中然彼如來從初發心及證極果於其中間一切功
德智慧慈悲禪定解脱一切善根皆悉具足無有缺減。猶如大網牽
一目時一切諸目皆悉振動亦如丸香諸香合故燒一分時衆香馥芬。

これらの事実から、『拾因』と『心性集』を直線的、短絡的に結びつけてし
まうことはもちろん控えなくてはならない。しかし一方で、次のような可能性
も無いとは言い切れない。すなわち、『拾因』には「彼の丸香」という表現が
使われているが、「彼の」とは筆者とその想定する読者にとって、ある共通の
イメージを抱くことができるものを指すときの表現ということができる。とこ
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ろで、大谷氏の論考「心性罪福因縁集とその影響―とくに『往生拾因』と『今
昔物語』―」、並びに吉原浩人氏の指摘42）にもあるように、『心性集』に記され
た挿話は、『拾因』成立後まもなく世に出た『今昔物語』のいくつかの説話に
取り込まれていることが知られている。したがって、当時の仏僧集団などある
一定の層にとって、説法や著述に際しての共通の素材源となっていた書物であっ
たと考えられないことはないのである。そうだとするならば、永観が書名を出
さずにその表現を利用した蓋然性は高いとも言えることになる。

一方、『観心略要集』の寛文本には首書（頭書）が付されているが、それに
よると当該箇所について、二重下線部は『首楞厳経』、波線部は『涅槃経』に
よるとされている。ただし、頭注付延べ書本を作成した末木氏の注によると43）、
具体的には『摩訶止観』からの引用としている。『摩訶止観』の該当箇所は以
下のような文言である。

淨名曰。入瞻蔔林不嗅餘香。入此室者但聞諸佛功徳之香。首楞嚴曰。擣萬
種香爲丸。若燒一塵具足衆氣。大品曰。以一切種智知一切法。當學般若波
羅蜜。法華曰。合掌以敬心欲聞具足道。大經曰。譬如有人在大海浴。當知
是人已用諸河之水。44）

『浄名』にいはく、「瞻蔔林に入れば余香を嗅がず、この室に入る者はただ
諸仏の功徳の香を聞く」と。『首楞厳』にいはく、「万種の香を擣いて丸と
なす。もし一塵を焼けば衆気を具足す」と。『大品』にいはく、「一切種智
をもて一切法を知らんには、まさに般若波羅蜜を学ぶべし」と。『法華』
にいはく、「合掌して敬信をもて具足の道を聞かんと欲す」と。『大経』に
いはく、「喩へば人あり、大海にありて浴するがごとし。まさに知るべし、
この人はすでに諸河の水を用ふ」と。45）

つまり、この中の『首楞厳経』と『大経』（『涅槃経』）の部分を抜き出して
いるということになる。確かに意味的には合致しているが、『止観』、『略要集』、

『心性集』、『拾因』それぞれの当該の箇所を並べてみると、次のような対応関
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係が見えてくる。

『止観』 擣萬種香爲丸。若燒一塵具足衆氣。譬如有人在大海浴。當知
是人已用諸河之水。

『略要集』 猶如燒丸香一分衆香悉熏。浴大海一渧用衆河水耳。

『心性集』 丸香諸香合故燒一分時衆香馥芬。/如酌大海一渧之水一切諸流
自然而得。

『拾因』 如彼丸香僅燒一分衆香芬馥。亦如大網少牽一目諸目振動。

まず前半部分、「丸香」が含まれ文については、意味、表現としてより近い
のは『止観』と『心性集』であり、『略要集』は『拾因』に近似していること
がわかる。一方、『略要集』の「浴大海一渧用衆河水耳」は『拾因』の「亦如
大網少牽一目諸目振動」とは、意味はぴったりと重なるが表現は異なる。『止観』
の「譬如有人在大海浴。當知是人已用諸河之水」とは、意味は合致するが表現
は微妙に異なる。一方『心性集』には、「丸香」の文とは違う場所だが、「如酌
大海一渧之水一切諸流自然而得」46）〈大海の一渧の水を酌むに一切の諸流自然
に得るが如し〉という表現が見られる。「大海一渧」という語彙などは『略要集』
と共通し、先の「丸香」という表記も一致していることと合わせ、ここでは『略
要集』と『心性集』に親近性があるようにも思われてくる。

次に、『略要集』、『心性集』二書の内容的な特徴を確認してみると、『略要集』
はすでにみたように阿弥陀三諦説を説き、「我身卽彌陀。彌陀卽我身。娑婆卽
極樂。極樂卽娑婆」47）〈我が身即ち弥陀、弥陀即ち我が身なれば、娑婆即ち極楽、
極楽即ち娑婆なり〉と、現実肯定につながる思想を持つ。一方の『心性集』に
ついては、撰述意図としては「末法における衆生、とりわけ破戒者への勧戒と
救済にあり、破戒無慚者を主人公とした話を多く収載している」48）とされて
いる。その前提のなかで、それぞれの話の最後は「應知心佛衆生三無差別。應
觀法性真如寂静諸法心起不思議故」49）〈応に知るべし、心仏衆生の三は差別な
し。応に観ずべし、法性真如寂静なるも諸法心起不思議の故に〉の文言で締め
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括られ、この仏と衆生の間に差別はないとする思想は『略要集』に通じている。
また「一切艸木總皆是佛身、身長丈六放光説法」50）〈一切草木総て皆是れ仏身、
身の長け丈六、光を放ち法を説く〉、あるいは「艸木山河亦是佛身」51）〈草木
山河、亦是れ仏身〉など、天台本覚思想の「草木国土悉皆成仏」にもつながる
文言も見出すことができる52）。

それでは、『心性集』は一体いつごろ成立したのか。これについて吉原氏は、
その文体に見られる和習漢語に注目して次のように述べている。

『法華験記』との親近性は際立っている。このことから『心性罪福因縁集』
は、『法華験記』と同じ成立圏にあることを示唆していよう。如上、〈本覚
讃〉や『中陰経』の引用に加え、文体や語彙からも『心性罪福因縁集』は
中国選述ではあり得ず、日本天台宗の文化圏の中で、院政期前後に撰述さ
れた作品であることは確実と考える。53）

院政期前後ということから、11世紀後半から12世紀末までとして、『法華験記』
の成立が長久年間（1040年–1044年）であり、『拾因』（1103年）に確実にその
引用が見られるということを加味すると、11世紀半ばから後半にかけて成立し
たと推測することは可能となってくる。

以上の考察を踏まえて、改めて『略要集』の位置付けに戻ると、『心性集』、
『拾因』との語彙の共通性、思想の類似性という点から、『略要集』は『心性集』
よりは後、『拾因』とほぼ同じか、あるいは『拾因』の後に成立したという可
能性も考えることができてくる。また何よりも『拾因』との関係ということで
言えば、名号観に見られる近似性はあきらかで、その名号観は天台観心法門の
阿弥陀三諦説につながっていくとすれば、法然が六七日の説法で永観への批判
に続けて、「然るに阿弥陀の三字を名に付き給へる故に、功徳殊勝なる仏にて
坐します様に申す人も候。其れは僻事にて候なり」という時、その射程には『略
要集』を嚆矢として形成された、観心念仏を主張する天台観心法門がはっきり
と意識されていたと理解しなくてならなくなる。54）
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６．法然における名号
天台観心法門に対する法然の立ち位置を示唆する痕跡は、上記以外にもいく

つか拾い上げることができる。『逆修説法』においてはまず四七日の阿弥陀仏
の説示のなかで、その外用の功徳を、源信の『阿弥陀仏白毫観』を参照して白
毫を例にとって説明する。白毫を業因、相貌、作用、体性、利益という五項
目に分けて論じていくが、その体性について「白毫卽因緣所生法故、其性卽空
卽假卽中也」55）〈白毫は即ち因縁所証の法なるが故に、其の性即ち空、即ち仮、
即ち中なり〉と言い、「乃至六趣四生之上、一々皆無不備三諦妙理」56）〈乃至
六趣四生の上にも、一々皆、三諦の妙理を備へずと云ふこと無し〉とする。『阿
弥陀仏白毫観』からの直接引用であることもあり、まさしく天台の三諦説に則っ
た説明であり、法然はそれをそのまま受容しているかのようにも思える。ただ
し説示は、「是天台宗意也」57）〈是れは天台宗の意なり〉と締め括られ、はっ
きりと自説ではないことを明示し、相対化されている。しかし同時に、源信か
らの影響、さらに自ら天台で仏道修行を続けてきたこともあって、法然が天台
の三諦説、ひいては天台浄土教＝天台観心法門を知悉していたことを物語る一
節でもある。

天台観心法門に対する法然の姿勢がより鮮明に示されるのは、六七日の、上
記の名号の功徳の説明の後の『観無量寿経』の説示においてである。よく知ら
れた部分であるが、「此經往生淨土教也。不明即身頓悟之旨、不説歴劫迂廻之行、
説娑婆之外有極樂、我身之外有阿彌陀、而明可厭厭此界、生彼國得無生忍之旨
也」58）〈此の経は往生浄土の教へなり。即身頓悟の旨をも明かさず、歴劫迂廻
の行をも説かず、娑婆の外に極楽あり、我が身の外に阿弥陀有しますと説いて、
厭ふべき此の界を厭ひ、彼の国に生じて無生忍を得んとの旨を明かすなり〉と

『観経』を読み解く。これに初七日での説示、「凡此三輩中各雖説菩提心等餘善、
望上本願、專在令稱念彌陀名號。故云一向專念」59）〈凡そ此の三輩の中におの
おの菩提心等の余善を説くと雖も、上の本願に望むれば、専ら弥陀名号を称念
せしむるに在り。故に一向専念と云へり〉を加えた理念が法然の浄土思想の根
幹となるが、それは、「我身即彌陀。彌陀即我身。娑婆即極樂。極樂即娑婆」60）

〈我が身即ち弥陀、弥陀即ち我が身なれば、娑婆即ち極楽、極楽即ち娑婆なり〉
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といい、「己心見佛身。己心見淨土」61）〈己心に仏身を見、己心に浄土を見ん〉
とする観心法門の思想、すなわち具体的には観心念仏（理観念仏）として「真
如実相の理を観じ、己心に仏・浄土の理を観…天台本覚法門の興隆と密接に連
関しながら展開し…現実肯定的思想の論拠として、〈生死即涅槃〉という概念
も用い」62）る思想とは対極に位置付けられるものであり、それと厳しく対立
するものであることは必然の成り行きとも言える。その意味で、直接的に名前
を出して批判することはしないが、明らかにそこには自らの浄土思想の対極に
位置するものとして天台観心法門が意識されていたと考えられるのである。

もう一点『一百四十五箇條問答』の例を挙げておけば、そこで法然は、「こ
の（此）眞如觀はし候へき事にて候か」という質問に対する答として、「これ（此）
は惠心のと申て候へとも、わろき物にて候也」と述べている63）。『真如観』は
源信に仮託された観心法門を説く書であるが、その主張するところは「十方法
界ノ諸佛、一切ノ菩薩モ、皆我ガ身ノ中ニマシマス」64）であり、『略要集』に
つらなる観心法門を説くものである。法然はその思想を、源信の説ではありな
がらも、あるいは源信撰と言われるが偽撰と知った上でかは定め難いがいずれ
にせよ、「わろき物」として正面から否定することで、はっきりと観心法門に
対する自らの立場を示しているのである。

法然にとって名号の功徳とは、非生得的、後験的に得たものであった。とこ
ろが観心法門では、例えば仏性が典型的な例となるが、すべては生得的、先験
的にそこにあるものとして前提されている。従って南無阿弥陀仏の念仏も、そ
の字句そのもの、その音そのもののなかにおのずから功徳が内在していること
になる。しかし法然は、名号は菩薩が兆載永劫の修行の結果得た仏の功徳の表
象であるとはとらえるが、その名前自体が真理や悟りに直接結びつくものであ
るとはみなしていなかったのである。法然の称名念仏の意味とあり方を考える
ときには、この前提がまずは出発点となるべきであると思われる。

註

　　　　　　　　　　　　　　　　
１）	曽根宣雄「「法然上人の万徳所帰論について」（『佛教論叢』54号、2010年）p.192
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２）安孫子稔章「『逆修説法』六七日諸説の名号観について」（『佛教論叢』56号、2012年）p.99
３）	『昭法全』pp.38-39（なお、表記が諸本で異なる場合には、文意が通ることを原則として

適宜変更している。）
４）	『昭法全』p.270
５）	坪井俊映「『三部経大意』に見られる非法然的教説について」（『佛教大学佛教文化研究

所年報』創刊号、1982年）、及び同「『浄土三部経大意』の撰述者に関する諸問題－特に五
種類の写刊本を比較して－」（『佛教大学佛教文化研究所年報』３号、1985年）

６）	深貝慈孝「法然上人の名号観―名号万徳所帰説に関して―」（阿川文正教授古稀記念論
集『法然浄土教の思想と伝歴』山喜房佛書林、2001年）、及び同「『逆修説法』における中
国聖道家の文献引用について」(『浄土宗典籍研究・研究編―藤堂恭俊博士古稀記念』同朋
出版、1988年)

７）	末木文美士「源空の『三部経釈』について」（『日本仏教』43号、1977年）
８）	善裕昭「法然『三部経大意』における諸問題」（『浄土宗学研究』22号、1995年）
９）	『昭法全』p.319
10）	「餘佛准之可知」の「餘」については、諸本によって異同がある。「餘」の表記が使わ

れるのは『法然上人御説法事』、『無縁集』、『師秀説艸』であり、古本漢語燈録（恵空本）、
古本漢語燈録（善照寺本）は「念」、漢語燈録（義山本）ではこの文そのものが削除され
ている。本論考は、基本的に善照寺本に基づくが、この文字に関しては、「念」ではなく「餘」
とするのが論の流れとして自然で適切だと考える。おそらく、書写の段階で、「余佛」となっ
ていたものが「念佛」と誤記されたものと思われる。

11）	『昭法全』p.269
12）	安孫子論文もこの点に触れているが、註10で示した古本漢語燈録の読み、「念」を採用

しているため、解釈が異なる。
13）	この視点は、佛教大学本庄良文教授のご示唆による。
14）	『昭法全』p.232
15）	同上、p.256
16）	同上、p.269
17）	同上。
18）	同上、p.270
19）	深貝慈孝『中国浄土教と浄土宗学の研究』（思文閣出版、2002年）所収の「法然上人の

名号観―名号万徳所帰説に関して―」にも、「仏が衆徳を備えていることは、実は過去の
菩薩位の願行が、この仏果の名号を成就したのであるから、名号すなわち通号の仏が万徳
所帰である」（p.46）との指摘がある。

20）	『昭法全』p.270
21）	同上。
22）	『大正蔵』84巻、p.91b-c
23）	安孫子稔章「『逆修説法』六七日諸説の名号観について」（『佛教論叢』56号、2012年）p.99
24）	末木文美士『鎌倉仏教展開論』（トランスビュー、2008年）pp.141-142
25）	西村冏紹・末木文美士『観心略要集の新研究』（百華苑、1992年）p.138
26）	『大正蔵』84巻、p.91c
27）	『観心略要集の新研究』p.138
28）	『新纂浄土宗大辞典』、『世界大百科辞典』等による。
29）	『観心略要集の新研究』p.147
30）	末木文美士「『観心略要集』の研究」『観心略要集の新研究』pp.147-207　特にpp.161-166参照。
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31）	『観心略要集の新研究』p.72
32）	『大正蔵』84巻、46a「一世勤修是須臾間。何不棄捨衆事求浄土哉」となっている。
33）西村冏紹「『観心略要集』成立考」『観心略要集の新研究』pp.209-228
34）	同上、pp.219-220
35）	末木文美士『鎌倉仏教形成論―思想史の立場から』（法蔵館、1998年）特に「第二章　

本覚思想と浄土教―『妙行心要集』の場合」参照。
36）	同上、p.323
37）	『大正蔵』９巻、708a
38）	この問題に関する大谷旭雄氏の論文には以下の３つがある。「永観における浄土思想形
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縁　乾』（山喜房佛書林、2007年）に収録されている。（pp.33-56）

39）	『新纂大日本続蔵経』88巻、p.4c
40）	『大正蔵』84巻、p.91b-c
41）	『新纂大日本続蔵経』88巻、p.4c
42）	吉原浩人「『心性罪福因縁集』解題」『稀覯禅籍集続』中世禅籍叢刊第十二巻（臨川書店、

2018年）この「解題」のなかに、「院政期に成立した『今昔物語』巻四―9・10は、『心性
罪福因縁集』を原拠としている」との指摘がある。（p.776）

43）	『観心略要集の新研究』p.66
44）	『大正蔵』46巻、p.2c
45）	池田魯参『詳解摩訶止観　天巻　定本訓読編』（大蔵出版、1998年）pp.24-25をもとに、

一部送り仮名を変更してある。
46）	『新纂大日本続蔵経』88巻、p.6c
47）	『観心略要集の新研究』p.111
48）	吉原浩人「『心性罪福因縁集』解題」、p.779
49）	『新纂大日本続蔵経』88巻、p.1cなど
50）	同上、p.6b
51）	同上、p.8c
52）	吉原浩人氏も註48の前掲解題のなかで、「天台本覚思想では、草木成仏を盛んに説く。

この思想は、『中陰論』の〈一仏成道観見法界、草木国土悉皆成仏、身長丈六光明遍照、
其仏皆名妙覚如来〉という偈文の影響によることが大きい。しかし竺仏念訳『中陰論』に
この文はなく、日本において造られたものとされている。本書（『心性罪福因縁集』：筆者注）
巻中-3には、この偈文に近い文が引かれている」（p.780）と述べ、本論文の註50で挙げた
文を示唆している。

53）	吉原浩人「『心性罪福因縁集』解題」、p.786
54）	末木文美士氏は註25として挙げた『略要集』からの引用部と、『選択集』第3章の名号勝

行の箇所が近似していることを指摘し、阿弥陀三諦説が法然の名号勝行説に影響を与えた
可能性について言及している。（『鎌倉仏教展開論』p.143）しかし、それは肯定的影響とい
うよりも否定的反発という意味として理解すべきことが、法然の永観批判に続く文言から
は窺える。

55）	『昭法全』p.257
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56）	同上。
57）	同上、p.258
58）	『昭法全』pp.271-272
59）	同上、p.237
60）	『観心略要集の新研究』p.111
61）	同上。
62）	栁澤正志『日本天台浄土教思想の研究』（法蔵館、2018年）p.315
63）	『昭法全』p.648
64）	『恵心僧都全集』第一巻（思文閣出版、1984年）p.452
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一　念仏図の源

禿氏祐祥は念仏計数の方法を①豆または他の穀類を使用するもの、②数珠を
使用するもの、③念仏図を使用するもの、という三類に分けた。禿氏は『仏祖
統紀』における明州（現在の浙江省覲県）の咎定国の擘窠図印施の事例を挙げ、
念仏図が南宋嘉泰年間（1201-1204）に起源したと推断した１）。

咎定国の擘窠図を印施した嘉泰年間の二百年前、同じく明州地域の北宋時代
に、知礼は延慶院で萬人念仏会を発起し、勧進方式として、念仏図も使用して
いた。『四明尊者教行録』の記載によると、その計数の方法は次のとおりである。

其建會之法、勸請會首二百一十人、各募四十八人、逐人請念佛懺願曆子一道。
每日稱念佛名一千聲、懺障道重罪、發菩提願、為度衆生、取於淨土、請畫
佛數於曆子上２）。
その建会の方法は、まず会首を二百十人勧請し、〔その二百十人の会首はまた〕
おのおの四十八人を募集する。会員は各自で念仏懺願暦子を一冊受け取り、
毎日佛名を一千声称し、重罪を懺悔し、衆生を度すために、浄土に往生す
ることを求めるよう菩提願を発す。そして、念仏数を暦子に記入する。

知礼の念仏会では、成員ごとに念仏懺願暦子を一冊配備させ、毎日一千声の
佛名を称し、併せて念仏の数量を暦子に記入するよう要求されている。

中国念仏図の源流と展開

苑　克　柱（宗柱）

　　　　　　　　　　　　　　　　
１）	禿氏祐祥「念佛図の起源並に伝播」、『龍谷史壇』第２巻、第１号、1929年。
２）	『四明尊者教行録』巻１、『大正蔵』第46冊・862中。
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延慶院念仏会は北宋祥符六年（1013）に成立し、百九十余年を経て衰えず、
南宋嘉泰三年（1203）までも存続していた３）。その時まで、念仏暦子は使用さ
れ流伝していたと考えられる。咎定国の制作した擘窠図は知礼の念仏暦子の様
式を参考にしたものかもしれない。両宋時代に、浄土結社が大いに流行し、浄
土教は急激に民間に浸透し、庶民的な宗教になった。中でも浄土教を弘めた最
も有力かつ大いに活躍していたのは、天台宗の諸師である。天台宗の発祥地と
隆盛地である浙江地域において、庶民への接化手段として、念仏図の出現は偶
然ではない。

知礼の使用した暦子は、印紙暦子とも言う。宋制によれば、官僚が赴任する
にあたり、朝廷は各種の項目をつける記帳簿を発給し、官僚に任上で書き入れ
させ、その功過を政績考察の拠り所としていた。それは「印紙暦子」と称される。
酒井忠夫は、漢王朝から、中国の王朝は普遍的に功過殿最の方法を採用し、官
僚の業績に対して、考査を行うということに留意した。漢代に、すでに後世の
ような功過格思想及びそれに伴う民間信仰の萌芽が存在していたという４）。知
礼の念仏（記功）懺願（訟過）暦子は、明らかに功過格の特徴を有している。

北宋時代に、念仏図で念仏を勧進したもう一人は宗賾である。『楽邦文類』では、
その事を次のように記している。

建立蓮華勝會、普勸修行念佛三昧。其法、日念阿彌陀佛、或百千聲乃至萬
聲、迴願往生西方淨土、各於日下、以十字記之。５）

蓮華勝会を建立し、あまねく念仏三昧の修行を勧めた。その方法としては、
毎日阿弥陀仏を念じ、或は百千声ないし一万声、その功徳を西方浄土往生
に廻向する。各自で念仏数を当日の期日の下の欄に、十字で書き込む。

宗賾は元祐年間（1086-1094）に、廬山結社に倣い、蓮華勝会を結んだ。そ
の念仏計数の方法は、毎日仏号を称念し、或は百千声或は一万声、そして、念

　　　　　　　　　　　　　　　　
３）	『四明尊者教行録』巻１では、「六年癸丑（1013）、是年二月十五日、創建念佛施戒會。

師於祥符五年十月、親製疏文、至今誘化、此會抵今凡一百九十載不廢。往古來今其被化者、
不知幾何人哉」（『大正蔵』第46冊・857下）と記している。

４）	酒井忠夫『増補　中国善書の研究』上冊423頁、国書刊行会、1999年。
５）	『楽邦文類』巻３、『大正蔵』第47冊・193下。
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仏の総数を十字で引き、名簿の期日の下に記すと規定されている。
この念仏計数法は、総合的に数珠と念仏図を使用したはずである。小笠原宣

秀は宋代僧侶の庶民教化運動の中で、積極的に数珠と念仏図を使用したと指摘
した６）。これは事実に符合している。宗賾の発明した十字計数法は、いまだに
東林寺の四十八願念仏図に用いられている。その影響の深遠さが垣間見られる。

二　念仏図の流

（1）明末における袾宏の念仏教化及び念仏図の印施
両宋時代の念仏図はいずれも現存していない。我々が現在見られる最早期の

念仏図は明代のものである。明代に、一種の新型の念仏図である作福念仏図が
出現した。作福念仏図を提唱して印施した者は蓮宗第八祖である雲棲袾宏であっ
た。

袾宏の作福念仏図そのものは『雲棲法彙』には収録されていないが、その図
説は収録されている。

勸修作福念佛圖說
人天路上作福為先　　生死海中念佛第一
人間天上、快樂逍遙、皆因廣作諸福。最緊最要、故曰為先。若欲高出人天、
速超生死、直登不退、則有念佛往生一門。最尊最勝、故曰第一。偈曰、作
福不念佛、福盡還沈淪、念佛不作福、入道多苦辛、無福不念佛、地獄鬼畜
群、念佛兼作福、後證兩足尊。
作福　但作一福、福下一點、不論大小多寡。
孝順父母　　忠報君王　　裝塑佛像　　印造經典
齋供僧伽　　敬事師長　　營修寺宇　　流通善法
禁絶宰殺　　買放生命　　飯食饑民　　衣濟寒凍
開掘義井　　修理橋梁　　平砌街道　　普施茶湯
看療病人　　給散藥餌　　伸雪冤枉　　出減刑罪

　　　　　　　　　　　　　　　　
６）	小笠原宣秀『中国近世浄土教史の研究』23頁、百華苑、1963年。
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安養衰老　　撫育孤孩　　埋藏屍骨　　給與棺木
饒免債負　　義讓財産　　還他遺失　　救濟患苦
祈禳災難　　薦拔亡魂　　勸和爭訟　　生全人命
念佛　千聲填一圈、白黃紅青黑可填五次。無事身閒者、時時勤念、有事纏身者、

早晚課念。至心發願、求生淨土。平日遇福便作、作訖還念、即以所
作之福回向淨土、求願往生。善人（某甲）受持７）。

人と天の世界では福を行うことを優先し、輪廻の海の中には念仏を第一と
する。
人界と天界で快楽をゆったり享受するのは、みな広くもろもろの福を行う
ことによる。
それは最も緊要なことなので「先」という。もし人天を高く飛び出し、速
やかに輪廻の世界を超え、直ちに不退の境地に到達したければ、念仏往生
の一門のみがある。これこそ最尊最勝なので「第一」という。偈に曰く、
福を行っても念仏しなければ、福が尽きればまた輪廻に沈淪する。
念仏しても福を行わなければ、道に入っても苦辛が多い。
福を行わず念仏もしなければ、地獄餓鬼畜生の群れに入る。
念仏してさらに福を行えば、後に仏両足尊を証得する。
作福　一福を行うたびに、それに対応する項目の下に一点をつける。行う

福の大小や多少は問わない。
親孝行をする　君主に忠を尽くす　仏像を装飾する　経典を印施する
僧侶を供養する　師長を尊敬する　寺院を修繕する　善法を広める
殺生を禁止する　生命を放生する　飢民を飯食する　衣服を布施する
井戸を掘る　橋梁を修理する　街道を整備する　あまねくお茶を施す
病人を看護する　薬餌を与える　冤罪を晴らす　刑罪を軽減する
老人を養護する　孤児を撫育する　死骸を埋葬する　棺を与える
債務を軽減する　財産を譲渡する　紛失物を返す　患苦を救済する
災難を祈祷する　亡霊を追善供養する　争訟を調停する　人の命を全うす

　　　　　　　　　　　　　　　　
７）	『山房雑録』巻２、『嘉興大藏經』第33冊・104下～105上。
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る
念仏　千声ごとに一圏を塗りつぶし、白・黃・紅・青・黑の順に塗りつぶ

すならば、五回使える。
用が少なく忙しくない者は、いつも念仏する。用があって忙しい者は、朝
晩を利用して念仏する。心から発願し、浄土に往生することを求める。平
日に福を行う機会があればすぐに行い、その後で念仏する。行った福を浄
土に回向し、往生することを求える。善人（某甲）、以上のことを受持する。

図と図説はもともといっしょに流通していたはずであるが、『法彙』を結集
した時に何らかの原因で図が削除されてしまい、図説だけが収録されたと私は
考えている。日本で印施した作福念仏図と袾宏のもう一種の念仏図である六斎
月齋図こそは、図と図説がいっしょに印施されるものである。以上のことから、
図説は念仏図の解説として元来図と一体になっていたが、それを『法彙』に収
録した際に、図が剥離されてしまい、図説だけが収録されてしまったことに誤
りはないのである。

袾宏の勧修作福念仏図は現在中国では現存していない。しかし、幸いなこと
に黃檗宗僧である独湛により、日本に流入して印施され流伝しており、その全
容を見ることができる。

独湛（1628-1706）は念仏独湛とも言い、清代順治十一年（1654）に隠元に
随い日本に渡来し、のち慧林性機の席を継ぎ、黃檗宗の第四代の住職に任じら
れた。独湛は禅法を参究する他、雲棲袾宏に私淑し、禅と浄土との双修を主張
し、日本浄土宗の忍澂と義山とも親交があった。

独湛の勧修作福念仏図の識語の所記によると、その印施の縁起は次のとおり
である。

此圖於震旦行世久矣。至大清康熙年中、奉旨頒行天下、普勸化念佛。豫得
一張、與無塵居士奉持。居士以日國未有此圖、今鐫刻流通、令天下人念佛
修福、同生淨土、則利益無量焉。念佛千聲填一圈、白黃紅青黑、可填五次。
寶永甲申重陽　支那獨湛瑩識獅子林普勸定佛往生
この図は長らく中国に流伝している。清代の康熙年間に至り、聖旨を奉じ
て天下に頒行し、あまねく念仏を勧化した。私は一張を得、無塵居士に与
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え奉持せしめた。居士は日本にはこの図がないゆえに、今刊刻して流通し、
天下の人々をして念仏修福し、同じく浄土に生まれしめれば、その利益は
無量であると思った。念仏して千声ごとに一圏を塗りつぶし、白・黄・紅・
青・黒の順に塗りつぶすならば、五回使える。宝永甲申（1704）重阳（９
月９日）支那独湛性瑩識（印【獅子林普勧定佛往生】）

独湛が述べたように、勧修作福念仏図は袾宏以降ずっと流伝しており、清代
の康熙年間になると、朝廷より詔旨によって頒布され、天下に流通した。独湛
は一張を手に入れ、法友の無塵居士に贈った。無塵居士の説得を受け、ついに
鐫刻して流通することを決意したと記されている。

独湛の印施した勧修作福念仏図には、「勧修作福念仏図説」のほか、袾宏作
の「髑髏図説」が収められている。松永知海の統計によれば、勧修作福念仏図
は日本で前後十回印施されたという。初版と二版は宝永元年（1704）に黃檗獅
子林で刊刻された。その後、とぎれとぎれに印施されて流通し、昭和六年（1931）
まで続いたようである８）。

独湛の触発を受け、日僧の雲洞も日本版の百万遍念仏図説を印施した。その
後、このたぐいの図説は続々と制作されて印施されてきた。日本では二百年に
わたって念仏図が広汎的に念仏勧導に用いられていた。日本の往生伝、例えば
珂然の『新聞顕験往生伝』及び雲嶺桂鳳の『現証往生伝』においては、みな独
湛の勧修念仏図説による念仏の事例を記している。袾宏の勧修念仏図説は独湛
を経由して、日本に流入し、日本の念仏教化に広汎かつ深遠な影響を与えたと
いうことになるだろう９）。

作福念仏の思想は、袾宏が独創したものではない。『観経』では浄業三福が
説示されており、文殊が五台山で法照のために開示した法語にも、「諸修行
門、無過念佛。供養三寶、福慧雙修、此之二門、最為其要」10）という語があ

　　　　　　　　　　　　　　　　
８）	松永知海「『勧修作福念仏図説』の印施と影響——獅谷忍澂を中心として——」８頁、『仏

教大学大学院研究紀要』15号、1987年。
９）	勧修作福念仏図の日本浄土教への影響については、前掲松永知海の論文及び田中マルコ

ス撰『黃檗禅と浄土教』（法蔵館、2014年）、長谷川匡俊撰「近世念仏者と外来思想——黃
檗宗の念仏者独湛をめぐって——」（『季刊　日本思想史』第22号、1984年）などを参照。

10）	『広清涼伝』、『大正蔵』第51冊・1114中。
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る。ただし、これまでに袾宏のように作福の科
目をこれほど精細に分かつ人はいなかった。袾
宏の列挙した作福条目は、その自作の『自知録』
に出ると指摘されている11）。袾宏の作福思想は、
明末の功過格が盛んに行われたことに関わって
いる。

功過格の思想は、古い歴史を持っており、儒
仏道の三教ともに関連を持っている。宋代に最
初の功過格である『太微仙君功過格』が出現し
た。この『道蔵・洞真部』に収録されている功
過格は道家系統に属し、行善の報いを来世に設
定している。その目的は仙道を求めることである。
明末の雲谷より伝授された袁黄の功過格及び袾
宏の『自知録』、この二部の仏教系統の功過格は、
みな『太微仙君功過格』から生まれたものである。
雲谷より伝授された袁黃の功過格は、報いの設
定を今生に転換した。雲谷の勧善思想を領受し
た袁黃の著した「立命篇」及び以後の「謙虚利中」

「積善」「改過」の諸篇は、行善で科挙功名・子・財を求めることを鼓吹し、明
末清初の士人らの中で大きな反響を呼んだ。明末は仏教復興の時期であり、仏
教庶民化・世俗化の時期でもある。袾宏はこの時代の潮流に従った。本来、浄
土教が宣揚したのは、浄土に往生し、来世の永生を求めることであって、現世
の生活に対してはあまり注目していない。袾宏は念仏往生を高揚すると同時に、
世俗の人天善福を排斥することはなかった。袾宏の念仏は知識人の仏教と民衆
の仏教の様相を兼ねて具えていたのである。

【写真１】	勧修作福念仏図、佛
教大学蔵本、安永七
年（1778）本

　　　　　　　　　　　　　　　　
11）	禿氏祐祥「念佛図の起源並に伝播」、『龍谷史壇』５・６頁、第２巻、第１号、1929年。

松永知海「『勧修作福念仏図説』の印施と影響——獅谷忍澂を中心として——」13～15頁、『仏
教大学大学院研究紀要』15号、1987年。
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勧修作福念仏図の他、袾宏はまた帰戒念仏図・六齋月齋念仏図・念仏追薦亡
霊往生念仏図という三種の念仏図を制作した。この三種の念仏図と作福念仏図
との違いは、作福を説かず、いずれも単純に念仏の数量を記すことにある。中
でも、念仏追薦亡霊往生念仏図以外、ほかの二種は作福念仏図と同様に、『法彙』
においては図が収録されておらず、図説しか収録されていない。ただし、清代
以降印施した『西方公據』には六齋月齋念仏図を収めるのが一般的である。今
はこの三種の図説及び『西方公據』版の六齋月齋念仏図を列して出しておく（下
線部は、図の使用方法）。

歸戒圖說
歸依佛、不墮地獄、我今歸依佛。
歸依法、不墮餓鬼、我今歸依法。
歸依僧、不墮旁生、我今歸依僧。
一不殺生。凡有命者、不得殺害。
二不偷盜。一鍼一草、不問不取。
三不邪婬。禮法持身、不犯外色。
四不妄語。妄言綺語、惡口兩舌、悉禁不說。
五不飲酒。酒名狂藥、亂性迷魂、禁不入口。
既受歸戒、諸惡莫作、衆善奉行、一心念佛求生淨土。諸惡、謂不忠不孝不
仁不義。如是諸惡、不能盡舉、但瞞天昧心等事、便不應作。衆善、謂忠孝
仁義。如是衆善、不能盡舉、但上順天理下合人心等事、便應力行。念佛、
謂一心持念阿彌陀佛萬德洪名。每日或念一千二千三五七千、或至於萬、隨
意多少。凡一千念則點一圈、先白、次黃、次紅、次青、四遍點過、滿四十
八萬。持此佛前證明、乃議微細用心、參入玄境。（弟子某甲）受持12）。
仏に帰依し、地獄に堕ちない。我、今仏に帰依す。
法に帰依し、餓鬼に堕ちない。我、今法に帰依す。
僧に帰依し、畜生に堕ちない。我、今僧に帰依す。

　　　　　　　　　　　　　　　　
12）	『山房雑録』巻２、『嘉興大藏經』第33冊・105上。
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一、殺生しない。一切の命がある者を殺してはならない。
二、窃盗しない。一針一草も窃盗してはならない。
三、邪淫しない。礼法で身を守り、妻以外の女性を犯してはならない。
四、妄語しない。綺語・悪口・両舌もことごとく禁止して言わない。
五、飲酒しない。酒は狂薬であり、人性を乱すので、決して口にしない。
すでに三帰依と五戒を受けた以上、諸悪をせず衆善を行い、一心に念仏し
て浄土に往生することを求めるべきである。諸悪とは、不忠・不孝・不仁・
不義のことである。このような諸悪は、一一挙げればきりがない。天を欺
きて良心に背くことだけは一切すべきではない。衆善とは、忠・孝・仁・
義のことである。このような衆善は、一一挙げればきりがない。上は天の
道理に順じ、下は人心に合うことだけはみな務めて行うべきである。念仏
とは、一心に阿弥陀仏に具わっている万徳の名号を持念することである。
毎日念仏して、或は一千・二千・三五七千声、或は一万声、称える数の多
少は任意である。念仏して千声するたびに、一圏を塗りつぶし、まずは白
色で、次いでは黄・紅・青色で一一塗りつぶす。四遍塗りつぶし終わった
ら四十八万声を満たす。この図を仏前に持っていき証明となす。よく用心
すれば、玄妙の境地に入る。（弟子某々）受持す。

六齋月齋圖說
六齋　每月六日、初八、十四、十五、廿三、廿九、三十。如遇月小、廿八、
廿九當持日齋。
月齋　每年正五九三箇月、當持月齋。不能三月持齋、必須三月戒殺。經云、
四天王每月六日巡行南贍部洲、初八廿三使者巡、十四廿九太子巡、十五三
十天王親巡。考察人間何人孝順父母、何人忠報君王、何人正直公平、何人
慈悲方便、何人歸依三寶、戒殺持齋、廣修衆善。如是等人、加福增壽。何
人忤逆父母、何人背叛君王、何人欺詐姦巧、何人剛很暴虐、何人不信三寶、
宰殺生命、廣造諸惡。如是等人，削福減壽。又正五九月、天王分鎮南洲、
考察罪福。又玉皇天帝正五九月、以大寶鏡正照南洲、考察罪福。可不懼哉、
可不慎哉。此六日、此三月、應當齋戒念佛、懺悔修省。其日念佛或六百或
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六千、記點一圈、每月六圈、可用二載。若不能月齋、必守六齋。儻更日日
持齋、日日念佛、日日修德、大善大善13）。
六齋　毎月の六日・八日・十四日・十五日・二十三日・二十九日・三十日。
小の月に遇えば、二十八日・二十九日に齋戒を受けるべきである。
月齋　毎年の正月・五月・九月、この三か月に月齋を持つべきである。三
か月の齋戒を持てなければ、必ずこの三か月の間は、殺生を戒めるべきで
ある。経には、四天王は毎月の六日に南贍部洲を巡回して視察し、八日・
二十三日には四天王の使者が、十四日・二十九日には四天王の太子が、十
五日・三十日には三十の天王がそれぞれ巡回して視察すると説いている。
彼らはこの世界の誰が親孝行をするか、誰が君主に忠を尽くすか、誰が正
直で公平であるか、誰が慈悲方便を行うか、誰が三宝に帰依し、殺生を戒
めて齋戒を受け、広く衆善を修するか、などを考察する。このような善を
行う人に対しては、その福寿を増加する。また、誰が両親を忤逆するか、
誰が君主を裏切るか、誰が他人を詐欺するか、誰が暴力を振舞うか、誰が
三宝を信じず、殺生をし、広くもろもろの悪をなすか、などを考察する。
このような悪を行う人に対しては、その福寿を減らす。なお、正月・五月・
九月に、四天王は南洲に親しく降臨し、人間の罪福を考察する。帝釈天は
正月・五月・九月に、大宝鏡で南洲を照らし、罪福を考察する。それは恐
るべきことではあるまいか。だから、この六日間（六斎日）や三か月間（三
長斎月）に、齋戒を受持し念仏し、懺悔し反省するべきである。毎日念仏
して或は六百声或は六千声、一圏を塗りつぶし、毎月六圏を塗りつぶすな
らば、二年使える。もし三長齋を受けられないならば、必ず六齋を受けな
さい。もし毎日齋戒を受持し、毎日念仏し、毎日福徳を行えば、それはと
ても大きな善根になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
13）	『山房雑録』巻２、『嘉興大藏經』第33冊・105上中。
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念佛追薦亡靈往生圖說
首七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
二七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
三七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
四七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
五七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
六七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
七七念佛（幾）萬（幾）千（幾）百。
通共念佛（幾）十萬（幾）千（幾）百。
凡人於至親亡歿、悲傷不已。然亡者無益、生者有損、不若停悲、思為薦濟。
經言、人死皆於七七日內托生、當即此時、作諸功德。今勸七七請僧誦經之
外、更加自己念佛。每日持念一千五百、有餘力、或至二三四千，七日總計
若干、填註七下。七七日滿、回向焚化，能令亡者罪障消滅、冤愆解釋、早
生善趣、不滯冥途。孝子思親、慈親憶子、兄弟姊妹、夫婦眷屬、師生朋友、
念恩欲報、皆可行之。儻其初喪、未及見此圖說、亦可補念十萬八千、或更多。
隨意福資亡者、功德不可思議。信（士某人女某氏）為薦亡親某人持念14）。

【写真２】	『西方公據』所収の六齋月齋念仏図、佛教大学蔵本、底本は乾隆
三十年（1765）広州海幢寺本

　　　　　　　　　　　　　　　　
14）	『山房雑録』巻２、『嘉興大藏經』第33冊・105中下。
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首七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
二七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
三七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
四七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
五七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
六七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
七七に念仏する（幾）萬（幾）千（幾）百。
延べ念仏する（幾）十萬（幾）千（幾）百。
凡そ人は肉親が亡くなった時、悲しみがやまないことは当然である。しかし、
それでは亡くなった人に利益はなく、存命中の人を損ねる。悲しみを止め、
追善供養の方法を考えるべきである。経には、人が死んだ後は四十九日以
内に必ずや別の生命に託生する。その時、もろもろの功徳を作るべきと説
いている。今は四十九日で僧侶を請い、お経を読んでもらう他、さらに自
分も念仏することを勧める。毎日念仏して千五百声、余力があれば二千・
三千・四千声、その数を表中に記す。七日の総計ごとに七回記す。四十九
日が満てば、この図を焼却して回向する。亡くなった人をして罪業を消滅
して冤愆を解消し、冥途に堕ちず善道に早く生まれさせられる。孝子は親
を偲び、慈親は子を思念し、兄弟姉妹・夫婦眷屬・師弟友人に対してご恩
に報いようとするならば、みなそれを行うべし。たとい初喪の時、この図
を見なくても、十万八千声或はもっと多い数を補い念じても良い。亡くなっ
た人を利益し、その功徳は不可思議である。信者（某人）は、亡き親の追
善供養をするために持念する。

この三種の念仏図の対機及び役割は異なる。帰戒念仏図の対応する対象は、
帰依したばかりの者である。六齋月齋念仏図は、菩薩戒を受けた、或は菩薩戒
を受けなくても持齋を発心する人のために設けたものである。念仏追薦亡霊往
生念仏図は死者を追善供養するためである。

こうして、袾宏の四種の念仏図は、勧修作福念仏図と帰戒念仏図は平時行儀
に用いられ、六齋月齋念仏図は別時行儀に用いられ、念仏追薦亡霊往生念仏図
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は臨終行儀に用いられる。袾宏は念仏の平時行儀・別時行儀・臨終行儀に、そ
れぞれ念仏図を制作して印施した。

勧修作福念仏図
平時行儀

帰戒念仏図

六齋月齋念仏図 別時行儀

念仏追薦亡霊往生念仏図 臨終行儀

曹之の研究によれば、中国書籍の挿画史は、早ければ二千年あまり前の漢代
に遡ることができるという。宋代に彫版印刷の普及に伴い、書籍の挿画は多く
なる一方である。明代に挿画の応用は広汎であり、各種類の書籍に及んだ。そ
のうち、小説・戯曲の挿画が最も多かった。万暦年間に鄒迪光は『勧戒図説』
を輯し、勧善・戒悪の事例をそれぞれ百条列挙し、事例ごとに図と図説が付さ
れている。その他、張居正は『帝鑑図説』を輯し、焦竑は『養正図解』を輯し
た。王延訥は『人鏡陽秋』二十二巻を
撰し、歴史典故を輯録し、人物ごとに
一篇の伝記があって、併せて挿画一枚
が付されており、一六一〇年ごろに刊
刻した。袾宏の時代には、図説版の勧
諫書及び善書が大量に出現してきた15）。

袾宏の教化活動では、図説が大量に
使用されていた。以上の四種の他、ま
た「髑髏図説」「放生図説」がある。
なお、袾宏の万暦三十七年（1607）に
刊刻した『牧牛図頌』は、十頌からなっ

【写真３】明代の『勧戒図説』の局部、孝
養祖母、万暦二十二年（1594）
刊本

　　　　　　　　　　　　　　　　
15）	曹之『中国古籍編輯史』598～601頁（武漢大学出版社、1999年）及び遊子安『善與人同——

明清以來的慈善與教化』58～70頁（中華書局、2005年）を参照。
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ており、一頌一図をなしている。雲棲弟子である朱西宗は、袾宏の『戒殺放生
文』に挿画をつけ、刊行して流通し、それを『殺生炯戒』と名づけた。この図
説類の印刷物と書籍は単純な文字作品と比べると、もっと視覚化され勧導力を
増強したことは疑いない。

（２）清代以降の『西方公據』の印施
以上述べたように、袾宏は作福念仏図と単純に念仏数量を記す念仏図という

二種類の念仏図を制作して印施した。松永知海は、明末清初に作福念仏図の使
用が主流を占めたと推断した。その理由は当時の社会では勧修作福の書籍（う
ち、『自知録』ある）が広く流行していたからである16）。清中期に入ると、こ
の二種類の念仏図の流通には消長が出て、作福を説かない念仏図が次第に主流
になってきた。もっとも、作福念仏図は依然としてある形で流伝してきており、
今日までに至る。

袾宏以降、中国本土で流行している念仏図は主として九品蓮台念仏図である。
それは『西方公據』という書に保存されている。

乾隆十三年（1748）に、蘇州寒山寺の上宏作の序によると、この書は沈清
塵・周遠振両居士によって輯録
されたものである。書の内容は
主に古徳論議及び往生霊験であ
り、中には九品蓮台念仏図が付
されている。現在見られる最古
の『西方公據』版本は、佛教大
学図書館所蔵の光緒五年重刊本
である（分類番号283）。その底
本は乾隆三十年（1765）の広州
海幢寺本であり、乾隆十三年の
初版からわずか十七年を隔てる

【写真４】『西方公據』所収の九品蓮台念仏図、上
品上生·上品中生。佛教大学蔵本、底本
は乾隆三十年（1765）広州海幢寺本

　　　　　　　　　　　　　　　　
16）	前掲松永知海論文13頁。
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ので、原版であると推定されている。九品蓮台念仏図は図と頌からなっており、
頌の部分は宋代元照の「十六観頌」を採用し、一図一頌をなしている。

図の後ろに付されている使用説明17）によると、この九品蓮台念仏図全体に
は、五千四十八圏ある。念仏して百声或は千声ごとに、硃筆で塗りつぶし、全
部塗りつぶし終わったら、また別の色で塗りつぶし、数回使えるという。臨終
時、図を焼却し、それを往生の証明（公據）とする。

ちなみに、この版の『西方公據』には袾宏の六齋月齋念仏図を収録している
が、袾宏の勧修作福念仏図を収録していない。言及さえもしなかった。これに
よると、遅くとも乾隆中期に袾宏の勧修作福念仏図はすでに中国本土から散逸
したと推測されている。
『西方公據』の内容が蕪雑なので、世に問うて四十四年後（1792、乾隆五十七年）、

彭際清はそれを編集し直し、念仏図を作り直し、蓮華で仏像を代替した。
重訂版の中で、彭際清は袾宏の六齋月齋念仏図を収録しなかったが、袾宏の

作福念仏図をある形で復活させた。彼は九品蓮台念仏図の他、往生助行図を四
枚作り、それぞれ誦経・懺悔・作福・普度という四項に対応させた。その作福
項には、袾宏の「勧修念仏図説」全篇を収録するだけではなく、図もつけた。

【写真５】彭際清『重訂西方公據』所収の九品蓮台念仏図、上品上生、卍続
蔵版（卍続62、p.268～269）

　　　　　　　　　　　　　　　　
17）	「右九品莲台图、图中凡五千四十八圈、每念佛一百（一千）声、以硃笔点一圈、日久圈满、

又以杂色点之。临命终时、将此图焚化为凭、仗此功德、往生净土」
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独湛の刊行した勧修作福念仏図と比すると、『重訂西方公據』では念仏と作
福を分離させて作福しか残されていないのみならず、図ですら大きく様変わり
した。

彭際清の重訂版以降、『西方公據』から多数の版本が生まれた。印光版まで
に以下の六種がある。
（1）清道光二十八年（1848）北京版
（2）清咸豊三年（1853）年雲南省采芹村版（底本は武昌宝通寺本）
（3）中華民国五年（1916）福州鼓山湧泉寺版
（4）中華民国十二年（1923）寧波天童寺版
（5）一九五七年に出版した台湾台中蓮社版の「重印弁言」によると、編者の

参考した文献には中華民国十二年（1923）成都文殊院版がある。これによると、
中華民国十二年（1923）成都文殊院版の存在が確認できる。
（6）中華民国十四年（1925）杭州慧空経房版
『西方公據』の内容の混乱及び版本の不統一を鑑み、中華民国十九年（1930）

に、浄土宗第十三祖である印光は『西方公據』をもう一度修訂し、経呪語録と
念仏図を上下二冊に分けて流通した。袾宏の「六齋月齋図説」に対して、上冊
の経呪語録にはその原文を収録しているものの、下冊の念仏図には図を収録し
ていない。ここに至ると主流の念仏図の中では、袾宏の念佛図はその姿が消え

【写真６】彭際清作の作福念仏図、卍続蔵版（卍続62、p.294～295）
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てしまった。
印光は『西方公據』の版

本混乱を鑑み、一つの善本
を重訂して流通しようとし
た。しかし、印光以降、彭
際清の重訂版が消えない一
方、また多くの『西方公據』
の新版本が続々と世に問う
た。これらの版本の内容は
一様ではなく、大きな差異
さえある。筆者の知る限り
では、以下の数種がある。
（1）一九五七年台湾台中蓮社版
（2）一九九一年成都文殊院版
（3）一九九三年広州光孝寺版
（4）新都宝光寺版、年代不詳
（5）香港仏経流通処版、年代不詳
（6）二〇〇三年北京八大処版
以上の六種のうち、（1）（3）は同じ系統に属している。（1）は、周邦道は中

華民国五年（1916）福州鼓山湧泉寺本と中華民国十二年（1923）成都文殊院版
の基礎の上で増削を加えて成ったものである。（3）は、（1）の復刻版である。
周氏はなぜ善本と見なされている印光版を参考しなかったかは不明である。
（2）成都文殊院版の巻首には、中華民国十一年に作られた、覚初と署名する

序言がある。これによると、中華民国十二年（1923）成都文殊院版の復刻版で
あることが確認できる。
（4）新都宝光寺版と（5）香港仏経流通処版の年代は不詳である。刊行時期

は一九八〇年から二〇〇〇年までと推断されている。両版の内容は現在見られ
る最古の版本である乾隆三十年広州海幢寺版と同じである。
（6）は、『阿弥陀経』の後ろに付されているものであり、以上の諸本と比べると、

【写真７】印光『重訂西方公據』所収の九品蓮台念仏図、
上品上生、蘇州弘化社印施
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紙幅は短い。
これらの版本、また印光版及び印光以前の版本を加え、乾隆十三年（1748）

に初版が刊行されてから今に至るまで、『西方公據』の版本は少なくとも十余
種が出現した。平均二十余年に一つが出現した。これらの版本の多くには、袾
宏の六齋月齋念仏図を収録しているが、彭際清の重訂本18）には「勧修作福念
仏図説」を収め、かつ部分的に作福念仏図を復活させた以外、袾宏の勧修作福
念仏図は、中国の文献から姿が消えた。それは作福念仏図の凋落を反映してい
ると考えられる。

なお、一部の『西方公據」の版本には、伝袾宏作の念仏図を勧持する語録を
収めている。

蓮池大師曰、此圖念一轉、輪回永免。念二轉、能度父母。念三轉、能度公
婆。念四五轉、元祖昇天。自己能證佛位、惟在信心誠念。
蓮池大師曰く、「この図を一遍念じ終われば、輪廻は免れられる。二遍念
じれば、父母を度すことができる。三遍念じれば、公婆を度すことができ
る。四五遍念じれば、先祖が天上に昇る。自分は仏の悟りが開かれ、ただ
信心から念仏するのみ」と。

言うまでもなく、これは袾宏の名に仮託する偽作である。だが、その背景を
無視してはならない。それは一方では念仏と民間信仰との結合を反映し、他方
では袾宏の中国浄土教における地位と影響力が反映しているからである。ほか
の浄土宗祖師ではなく、袾宏に仮託すること自体は、袾宏の民間念仏勧化の中
での巨大な影響力と説得力を示していると言えるであろう。

（３）改革開放以来のほかの念仏図
中国大陸の仏教の復興は、前世紀の八十年代の改革開放から始まった。仏典

流通の中心として、福建省莆田広化寺は仏教復興の中で重要な役割を果たして
いた。広化寺仏経流通処は、印光重訂版の『西方公據』を流通した他、一九九

　　　　　　　　　　　　　　　　
18）	彭際清の重訂本には『卍続蔵経』本の他、また揚州蔵経禅院本と金陵刻経処本、二つの

単行本がある。そのうち、金陵刻経処本は未だに流通している。
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〇年代に、自らの念仏図を制作して流通していた。
この念仏図は『西方公據』系統と比べると、九品蓮台をキャリアーとしない

ようになった。
二〇〇〇年以降、廬山東林寺に所属される東林蓮社は、四十八願念仏図を制

作した。魏訳本の四十八願の願文を選び取り、一願に一図で、延べ四十八図あ
る。その計数の方法は、次のとおりである。念仏して一万声、圏に一つの横線
を引き、また一万声念じ、圏に一つの縦線を引く。第三の一万になると、圏の
中に小さな圏を引く。一つの圏は三回使用できる。四十八願をすべて引き終わ
れば、一億四千四百万の念仏数を記すことができる。

台湾の民間では、「阿弥陀仏接引善人往生西方」という往生船様式の念仏図
が使用されている。この図は『アジア仏教史・中国篇Ⅱ　民衆の仏教』に収録
されている19）。その制作年限は不明である20）。愚見によれば、おそらく清代・
中華民国時期の作品であろう。明清以来の水陸法会では、終わりの送聖の時、
位牌を収めて西方船に置く。そして、西方船を焼却し、一切の亡霊がみな船に
乗って西方に往生したことを象徴する。この図の制作は水陸会の西方船を参考

【写真８】莆田広化寺が制作して印施した念仏図 【写真９】廬山東林蓮社の四
十八願念仏図、第
一願

　　　　　　　　　　　　　　　　
19）	中村元（ほか）監修・編集『アジア仏教史・中国篇Ⅱ　民衆の仏教』71頁、佼成出版社、

1976年。
20）	松永知海は前掲論文において、この図に言及したが、その制作年限を特定しなかった。
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にしたのではないか。この図は昔は大陸では刊行されることがあったが、現在
は流通していない。ただ台湾には使用している人がいることが確認できるだけ
である21）。

三　結語

北宋に端を発する念仏図には二種類がある。それは作福念仏図と、作福を説
かない念仏図である。袾宏の作福念仏図の中国に流伝した歴史は、わずか百年
ほどある。明末清初に、善書印施と慈善社団の成立をシンボルとする勧善運動
は全国を席巻した。この潮流に乗って、袾宏の作福念仏図は明代万暦年間から
清代康熙年間にかけて百年あまり流伝した。その後、独湛により日本に流入し、
二百年にわたって印施されて流通しており、日本の念仏教化に深遠な影響を及
ぼした。作福念仏図の他、袾宏はまた数種の念仏図を印施した。袾宏は念仏の
平時行儀・別時行儀・臨終行儀に対して、それぞれ念仏図を制作した。しかし、
これらは中国本土でほとんど伝承を失ってしまった。

清乾隆年間から、『西方公據』版の九品蓮台念仏図が流行し始めた。『西方公
據』には前後十数種の異なる版本があって、念仏図も多種多様であり、概ね原
本・彭際清重訂本・印光重訂本という三つの系統に分けられる。原本念仏図の
重要な特徴は、蓮華台の上に仏像を載せることである。彭際清本は、仏像を除
去し、蓮華台だけを残した。印光本はまた念仏図を部分的に調整し、併せて念
仏図と経呪語録を二冊に分け、単独で流通した。

現在、中国に流通して使用されている念仏図は、主として蘇州弘化社の印施
する印光重訂の九品蓮台念仏図及び廬山東林寺の印施する四十八願念仏図であ
る。その他、台湾には、「阿弥陀仏接引善人往生西方」念仏図を使用する人が
いる。これら以外の念仏図は、文献史料として調査の対象とはなりうるが、実
際に使用する人の有無については知るよしもない。

（所属　仏教大学大学院）

　　　　　　　　　　　　　　　　
21）	次のウェブサイトを参照。https://9-dragons.com.tw/fs1689/?p=288。




